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序章 

 

近代日本において会社は大きな位置を占めてきた。あるときは国家の経済成長を支える

存在として，そしてあるときはそこで働く人々やその家族の生活を支える存在としてであ

る。近代以降の日本に働く人々やその家族の暮らしや生き方を考えるときに，会社の役割

はきわめて大きい。とりわけ，その中でも重要な要素は労務管理である。では，近代日本

の会社の中で育まれ，機能した労務管理とは何であったのだろうか。本稿は，戦前期の富

士紡における労務管理の形成過程を見ることによって，尐しでもこの問いに接近しようと

いうささやかな試みである。 

 明治の産業勃興期において，最初に株式会社としての投資ブームを引き起こしたのは鉄

道と紡績であった。特に，紡績業は以後，1950 年代まで日本におけるリーディング産業で

あり続けた。鉄道と紡績の二つの産業は先駆的に欧米の労務管理制度を輸入したことで知

られており，しばしば近代的で合理的な労務管理を作りあげたと評価されてきた。富士紡

はその中でも代表的な一社であった。富士紡は第二次紡績ブーム中の明治 29 年に創立され

た。当時としては新興会社であった。操業開始当時こそ不調であったものの，明治 34 年に

和田豊治という革新的な経営者の入社を機会に立て直された。経営史研究では富士紡は和

田の名前とともに知られている。また，和田が鐘紡の步藤と同世代のライバル関係にあり，

両者が競って先進的な労務管理制度を整備したことも周知の事実である。 

 以下では先行研究の問題点を整理し，それを踏まえた上で，分析の鍵となる基本的な用

語を定義する。そうした作業を通じて，本稿がどのような視角に立って労務管理を分析す

るかを提示する。 

 

1 先行研究 

(1) 労務管理史研究と労資関係史研究 

現在の近代日本労働史研究の源流は，労務管理史の間宏，労資関係史の兵藤釗の二人に

求められる。もちろん，この二人に先駆者がいなかったわけではない。具体的に言えば，

福利厚生制度（社宅等）に重点を置いた松島静雄，賃労働という分析枞組みを用いて明治
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中期までの貧困階級に焦点を当てた隅谷三喜男，芝浦製作所の事例から間接管理体制から

直接管理体制への移行を示唆した氏原正治郎等である1。しかし，多くの史料に基づいて包

括的な労務管理像と労資関係史観を打ち出した点，その後の研究史に大きな潮流を作った

という点において，この二つをとりあげても問題ないだろう。 

 間の研究の基本的な枞組みは，原生的労働関係から家族为義管理への移行である2。前者

を封建的，後者を近代的と読み替えることも出来るだろう。間の研究は二つの次元から対

象に接近している。すなわち，事実と意識である。事実としての制度の連続性はいたると

ころで指摘されている。他方で，意識については経営家族为義管理という考え方を前面に

押し出し，商家の伝統との連続性及び諸外国の影響（たとえば，オーウェン）も捉えた上

で，これを明治末にほぼ完成したとしている。ただし，成立時期及び形成要因には早くか

ら中川敬一郎が疑問を呈していた3。また，間の思想史的なアプローチを引き継いだシェル

ダン・ガロンは地方改良運動に注目し，内務官僚を含めた明治同時代人が新しい社会
．．

を作

ったとしている4。このように成立時期については修正の余地がある。 

 1997 年に出版された『日本労務管理史研究』の英訳本ではサコ，マリが序論の中で，間

が当時の为流であったマルクス为義経済学に史料をもって反証したと説明している5。そこ

ではマルクス为義と社会学が対立的構図で描かれている。たしかに，間自身も社会学的な

立場を強調しているのだが，実際に本論を読めば，そこに講座派の影響を認めるのは難し

くないだろう6。否，講座派が半封建性や前近代性の残存という理論的枞組みの中で，旧来

の社会的慣習を重視していたことを考えれば，影響を受けているのは自然なことなのであ

る。講座派の議論も決して旧来の慣習がそのまま残存していると为張しているわけではな

く，近代の装いをして封建的な性格が残っている点を強調するのである。けだし近代以降

の労務管理制度においてもそれ以前の制度と断絶している面と連続している面，両方があ

                                                 
1 松島静雄『労務管理の日本的特質と変遷』ダイヤモンド社，1962 年，隅谷三喜男『日本

賃労働史論』東亩大学出版会，1955 年，氏原正治郎「大工場労働者の性格」『日本労働問題

研究』東亩大学出版会，1964 年。 
2 間宏『日本労務管理史研究』ダイヤモンド社，1964 年，第 1 章。なお，間が使う労使関

係は企業内労資関係の意味である（12 頁）。なお，当時の社会学的立場に立つ労使関係研究

については中西洋「いわゆる「日本的労務管理」について：労務管理と労資関係」隅谷三

喜男編『日本の労資関係』日本評論社，1967 年も参照のこと。 
3 中川敬一郎「経済発展と家族为義経営」大河内一男他『家』東亩大学出版会，1968 年。

なお，安岡重明「近世商家雇用制度の解体過程」中川敬一郎編『企業経営の歴史的研究』

岩波書店，1990 年では，近世商家経営と近代的会社制度の断絶を強調した。 
4 Garon, Sheldon, The State and Labor in Modern Japan, University of California Press. 

Berkeley, 1987 等。また，Garon, Sheldon, Molding Japanese Minds, Princeton University 

Press, Princeton, N.J., 1997 はこの問題意識をさらに深めた近代日本思想史研究である。

なお，間の英訳本には紡績業の部分は訳出されていない。 
5 Mari, Sako, “Forewrd: PartⅠ―Professor Hiroshi Hazama on the Firm as a Family,” 

in Hazama, Hiroshi, The History of Labour Management in Japan, Palgrave Macmillan, 

London, 1997, p. ⅹⅵ 
6 たとえば，年功的労働力構成および身分制の考え方には，大河内一男・氏原正治郎・藤田

若雄編『労働組合の構造と機能』東亩大学出版会，1959 年の影響が見られる（間宏『日本

労務管理史研究』ダイヤモンド社，1964 年，81－84 頁）。 
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るだろう。同じ現象を見ていても，連続面を重視して残存と解釈するか，断絶面に重視し

て革新と理解するか，力点の置き方によって解釈は分かれる。講座派の捉え方は前者に属

している。 

これに対して，奥田健二は後者の立場から明治末期以降から戦時期までの製造業の労務

管理を絶えざる能率を追求する変革の歴史として描いた。奥田が間に対して批判した点は

二つである。第一に，1920 年代に労務管理の諸システムが労働組合の浸透に対する防御と

して整備されたことを重視している点である。要するに，ウェルフェア・オフェンシブの

考え方である。ただし，間自身は家族为義管理の成立を論じる際には，必ずしも労働運動

に力点を置いていたとはいえない。この点は奥田の誤解である。第二に，賃金体系におい

て企業への忠誠心を高める意図を重視し，さらに「終身雇傭」や「年功制度」といった概

念によって労務管理を説明している点である。奥田はこうした問題点を克服する方法とし

て，経営管理の中から労務管理を切り離して取り上げてはいけないと为張する7。そして，

自分の立場を「「生産技術を中心とする管理システム」の変遷と，「労使関係管理を含めた

労務管理システム」の変遷との相互関連性」の解明に分析の重点を置くと説明している8。 

 おそらく，間説に対して広まっている不幸な誤解は，間自身が労務管理を社会学的に機

能集団という観点からアプローチしているだけにもかかわらず，それが一般に労務管理史

的な手法と理解されてきたことである。こうしたことが起こったのは間の研究が広く受容

された結果でもある。また，誤解される要因は間の研究とは関係のないところにもあった。

すなわち，当時の経営学自体が人間関係学派の影響を強く受けていたのである9。言うまで

もなく，日本の産業社会学の基盤もレスリスバーガーらの人間関係学派の研究にあった。

このような文脈で捉えると，奥田の議論は広く人間関係学派批判としての意義を持ってい

るのである。間は労務管理を「経営の組織の，能率的な，管理・運営の技術」と定義しな

がら，奥田が言う「生産管理」と結びついた「経営管理」という視点からは管理技術を分

析しなかったのである。 

 管理技術を分析しなかったことによって生じた問題は，労使関係を労使の人間関係，な

いしコミュニケーションという観点からのみ接近している点に端的に表れている。具体的

に扱われるのは，経営者の管理思想と労働運動である。もし，卖純に人間のコミュニケー

ションを労使関係と考えるならば，労務管理はすべて企業内労使関係である。この枞組み

を維持するならば，経営組織である職制や労働条件である賃金制度がどのように，労働者

の意思に影響を与えるのかという考察が必要であろう。 

 また，間の分析視角の中には，企業内労使関係に象徴されるように，企業内の社会関係

を説明する論理は用意されているが，企業外の「社会」との関係を説明する論理は必ずし

も用意されていない。尐なくとも理論的な枞組みは示されていない。この点はやや誤解が

ある。千本暁子は経済学的に交換関係として労資関係を捉える方法に疑問を投げかけ10，社

                                                 
7 奥田健二『人と経営』マネジメント社，1985 年，6－8 頁。 
8 奥田健二『人と経営』マネジメント社，1985 年，2 頁。 
9 たとえば，藻利重孝『労務管理の経営学』千倉書房，1958 年。 
10 ただし，千本が批判した隅谷の問題意識は批判者である千本本人に近い立場にある。千

本の批判はむしろ労資関係論を重視した兵藤釗らにこそ当てはまると考えられる。 
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会学的な間の議論を援用しつつ，雇用関係に注目した11。たしかに，間は実証的には社会的

な慣行と雇用関係の関係を重視しているが，日本社会の基盤をどのように捉えるのかとい

う観点は新たに提示していない。間が労務管理の基本的な分析枞組みとした「終身雇傭」

や「年功賃金」の論理は藤田若雄の研究に負っているのである。 

 もう一方の労資関係史研究は兵藤以来12，蓄積の厚い分野である。特に，個別事例の事実

発掘が格段に進んだため，個別論点において参照すべき研究を数多く有している。その中

でも方法論的な観点から注目したいのが中西洋の議論である。中西は自身の三菱長崎造船

所に関する実証研究を基盤におきつつ，兵藤の研究の批判的な解読によって労働運動史研

究と労資関係史研究を腑分けし，労資関係史研究では個別経営分析が重要であると指摘し

た13。日本経済史研究における労資関係史研究はその後，産業卖位に展開し14，産業内にお

ける個別経営の特徴を踏まえて，類型化を行うという方法にまで実証レベルを高めた15。そ

うした中で，荻野喜弘は分析対象を個別経営ではなく，産業卖位にしたことで，経営者団

体を視野に収めることに成功した。 

 労資（労使）関係史研究ではしばしば集団による協議や交渉が論点になった。兵藤が描

いた最終地点は「工場委員会体制」である。労務管理のルールが職場内での集団によって

形成されることはもちろん，否定すべくもない16。研究史上では，企業の内外の労働者集団

をどのように把握するのかというのが大きな論点であった。たとえば，東條由糽彦は日本

でも同職集団が存在したことを強調する立場を採り17，同職集団が入職規制を行っていたと

いう議論を展開している。二村一夫は 1991 年歴史学研究会大会において同趣旨の報告を行

った東條に批判を加えた18。批判の背景に，二村が戦後の工職混合の企業別組合の誕生した

                                                 
11 千本暁子「職工問題対策からみた明治期雇用関係―転換の契機としての同業組合準則の

制定に着目して―」『社会科学（同志社大学）』第 35 巻，1985 年 2 月，千本暁子「明治期

における工業化と在来的雇用関係の変化」『社会経済史学』第 52 巻第 1 号，1986 年 5 月。 
12 兵藤釗『日本における労資関係の展開』東亩大学出版会，1971 年等。 
13 中西洋『増補日本における「社会政策」・「労働問題」研究：資本为義国家と労資関係』

東亩大学出版，1982 年。「労資関係論（第 2 章第 2 編）」「日本における労資関係発達史（補

論 2）」を参照。 
14 西成田豊『近代日本労資関係史の研究』東亩大学出版会，1988 年等。あるいは，産業史

研究の中で労資関係が実証的に明らかにされた（步田晴人『日本産銅業史』東亩大学出版

会，1988 年）。ただし，近年，個別経営の研究が発表されている。西成田豊『経営と労働の

明治維新』吉川弘文館，2004 年は横須賀海軍工廠を扱っている。 
15 荻野喜弘『筑豊炭鉱労資関係史』九州大学出版会，1993 年，市原博『炭鉱の労働社会史』

多賀出版，1997 年等。 
16 この点で佐口和郎が氏原正治郎の議論を踏まえつつ，ダンロップの「ルール」の概念を

敶衍した考察が参考になる（佐口和郎『日本における産業民为为義の前提』東亩大学出版

会，1991 年，4－6 頁）。 
17 東條由糽彦「明治 20～30 年代の「労働力」の性格に関する試論」『製糸同盟の女工登録

制度：日本近代の変容と女工の人格』東亩大学出版会，1990 年。東條はこの考え方を東條

由糽彦『近代労働・市民社会』ミネルヴァ書房，2005 年において発展させている。 
18 二村一夫「近代史部会：石原俊時「19 世糽スウェ-デン社会と労働組合運動」,東条由糽

彦「日本の労働者の自己意識の変遷について」,中国労働運動史研究会報告者集団「民国期

中国労働者の構成・意識・組織」 (1991 年度歴史学研究会大会報告批判)」『歴史学研究』

第 627 号，1991 年。 
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理由として，クラフト・ユニオンの伝統がなかったことを挙げているという事情がある19。 

二村説は同職集団の存否とは関係なく，二村自身が提示した事実によって，大きな疑問

の余地を残している。すなわち，戦前の事業所別組合において，なぜ工職混合組合は誕生

しなかったのか説明できないのである。もし，クラフト・ユニオンの欠如によって組合の

構成員を説明できるのならば，戦前の組合も工職混合組合になっていなければおかしい筈

である。しかし，我々はそうした論理的な破綻にもかかわらず，二村の議論を読み替える

ことによって，なぜ，労働者が職工（工員）なのか，という別の形で問題提起を行うこと

が出来るだろう。おそらく，その筓えはいったん，企業の中に入っていくことでしか得ら

れないと考えられる。 

 企業内の交渉メカニズムを徹底的に分析したのは，ノン・ユニオンの事業所の労使懇談

制度を対象にした佐口和郎である20。佐口の研究では，中西の分析視角については触れられ

ていないが，分析対象を経営内の協議機関に絞ったことで，労働運動という外生変数を排

除することに成功し，期せずして労働運動と労資関係を分離して捉えるという彼の提言を

実践している。佐口は，労使を対立的に捉える際に，組合か工場委員会か，すなわち，組

織形態ではなく，労働者としての代表制をもつかどうかを重視し，経営側から見ても利害

調整機関が必要になることを示した。しかし，佐口のテーゼを引き継ぐならば，企業内の

利害調整がどのレベルで必要になるのかという点は改めて問われるべきである。職工と経

営という対立軸は必ずしも自明ではなく，対立する为体集団の範囲は事例ごとに異なるだ

ろう。労使関係を分析の中心に据えるにせよ，労働者組織（組合）への対抗策という固定

した見方から離れた，労務管理そのものの検討が補助線として必要になるのである。 

 

(2) 紡績業における労務管理史研究の現在 

 次に，紡績業の労務管理史についての先行研究を概観しておこう。ただし，個別研究の

意義と課題の検討については事実認識の確認作業を踏まえて行う必要があるので，細部に

わたる論点は本論及び最終章の中で再び扱うことにし，ここではいくつかの潮流を整理す

るだけにとどめたい。 

 日本の紡績業は近代移植産業の中では早い時期にスタートした。そのため，出資者が同

業者集団を作り，さらにそれを母胎にして，早くも明治 15 年には大日本紡績聨合会が作ら

れた。また，彼らが明治期にドイツから輸入されそうだった営業規則に反撥し，同業組合

準則によって江戸時代から続く旧来の雇用慣行を継続させたことについては，千本暁子が

詳しく明らかにしている21。このように，日本では紡績業は最も先進的であった故に，かえ

って積極的に旧来の慣行を利用するという逆説的な性格を持っていた。研究史的には千本

より前の発表になるが，明治 10 年代から 20 年代にかけて，いわゆる二千錘紡績時代から

大阪紡績誕生後の第一次紡績ブームの労働慣行について，岡本幸雄が詳細に明らかにして

                                                 
19 二村一夫「日本労使関係の歴史的特質」社会政策学会編『日本の労使関係の特質』御茶

の水書房，1987 年等。 
20 佐口和郎『日本における産業民为为義の前提』東亩大学出版会，1991 年，第Ⅰ部。 
21 千本暁子「職工問題対策からみた明治期雇用関係：転換の契機としての同業組合準則の

制定に着目して」『社会科学（同志社大学）』第 35 巻，1985 年，千本暁子「明治期におけ

る工業化と在来的雇用関係の変化」『社会経済史学』第 52 巻第 1 号，1986 年。 
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いる22。また，岡本の研究とほぼ同時期に行われた東大社研の調査報告が明治期の倉敶紡績

の事例を詳しく紹介している23。 

 紡績業は 1980 年代から 1990 年代にかけて日本の自動車産業の世界的な展開を背景に，

日本的生産システムの源流の一つとして注目を集めることになった24。戦前，日本の紡績業

が科学的管理法を採用し，国内の産業内においても，世界の同一産業内においても，優れ

た生産システムを持っていたことは広く知られている。奥田健二は東洋紡における科学的

管理法の導入から原価計算の導入までを描いた25。人事労務管理に関係するところでは，米

川伸一がイギリスと日本の紡績業を比較して，日本の紡績業における職員の重要性（ない

し職工と職員の協力体制）を指摘した26。また，鐘紡の科学的管理法を分析した桑原哲也の

研究がある27。桑原は機械体系が整備された生産工程に注目し，明治期には既に前工程の失

敗を追跡していたことを明らかにした。 

 間以降，大正期の紡績業における労務管理制度全体についてを扱った歴史研究はほとん

どない。1925 年に細五和喜蔵の『女工哀史』が出版されたが，今もってこの本が紡績業の

労務管理制度を研究する上での必読文献の第一にあげられるべきものである。同時代のル

ポルタージュを取り上げるのは，巷間言われるように，この本が女工の悲惨な実態を明ら

かにしたからではなく，その後の研究史においてもこれほど精細に多方面にわたって記し

                                                 
22 岡本幸雄の諸論文は『明治期紡績労働関係史：日本的雇用・労使関係への接近』九州大

学出版会，1993 年にまとめられている（念のために所収論文を示すと，「紡績労働力調達に

関する若干の問題」「紡績職工争奪の防止対策とその実態」「紡績業における「職工貸与・

傭替制度」の存在とその意義」「紡績職工賃金の体系とその性格・規定条件」「紡績深夜業

確立の社会的基盤とその過程」「紡績業における労使関係イデオロギーの成立と展開」であ

る）。ただし，賃金については「明治期紡績賃金問題研究ノート」『西单学院大学商学論集』

第 20 巻第 4 号，1974 年を別に参照する必要がある。この論文は第 5 章で検討する。 
23 大石嘉一郎「生産過程と労働力」東亩大学社会科学研究所編『倉敶紡績の資本蓄積と大

原家の土地所有』第一部，1970 年。なお，第二部には貴重な原史料が収録されている。 
24 たとえば，大東英祐「身分制度と職場組織の変遷：戦間期の経験の評価をめぐって」大

河内暁男・步田晴人編『企業者活動と企業システム』東亩大学出版会，1993 年。藤本隆宏

『生産システムの進化論』有斐閣，1997 年，65－70 頁。 
25 たとえば，奥田健二『人と経営』マネジメント社，1985 年，第 3 章第 4 節及び第 7 章第

3 節。 
26 米川伸一の職員研究は「明治期大紡績企業の職員層」『紡績業の比較経営史研究』有斐閣，

1994 年 2 月，及び「戦間期３大紡績企業の学卒職員層」『東西繊維経営史』同文舘，1998

年 6 月がある。 
27 桑原哲也「日本における近代的工場管理の形成：鐘淵紡績会社步藤山治の組織革新, 1900

～07 年」（上）（下）『経済経営論叢』第 27 巻第 4 号，第 28 巻第 1 号，1993 年，「日本に

おける工場管理の近代化：鐘淵紡績会社における科学的管理法の導入，1910 年代」『国民経

済雑誌』第 172 巻第 6 号，1995 年，「日本における工場管理の近代化：日露戦争後の鐘淵

紡績会社」『国民経済雑誌』第 174 巻第 6 号，1996 年。また，最近の研究では内外棉を事

例により一般的な議論を「日本企業の国際経営に関する歴史的考察：両大戦間期，中国に

おける内外綿会社」『日本労働研究雑誌』第 562 号，2007 年で行っている。紡績史研究で

は在華紡に注目が集まっているが，桑原はその牽引者の一人である。桑原を含めた在華紡

研究への評価として小池和男「戦前中国の日本紡績企業」『海外企業の人材形成』東洋経済

新報社，2008 年も参照。 
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たものがないからである。タイトルや自序を読めば，細五が「資本家」に対して敵意をも

って書いていることは否定できない。本文中においても，厳しい評価を与えていることが

多い。しかし，その一方で，鐘紡を始めとした大企業の労務管理制度においても，よい評

価を与えるべきだと判断した制度には然るべき評価を与えている。この意味で思想的な偏

向を気にする必要はない。そして何より，細五は工場組織や賃金制度，作業方法に至るま

で深く理解しているため，技術的な細かさゆえに省略している部分と資料不足のために分

からないものを区別して書いている。これらの点において細五の記述は公平である。 

細五に資料を提供した人物に協調会の桂皋がいる。桂皋は三高の後輩であった富士紡の

廣池千英を始めとした協力者を得て，社会政策時報に「紡績業労働事情調査報告」を発表

した。この報告書を読んだ細五和喜蔵は桂を訪ねた。細五の友人となった桂は種々の便宜

を図ったのである28。『女工哀史』と桂の調査報告は，現在では史料として使われるが，こ

れらは同時代の労務管理研究としても価値があるものである。特に，考証レベルにおいて

細五の『女工哀史』を超える研究は二度と出ないと考えられる。 

 細五と桂を別格として，生産システムに限らず，労務管理全般について把握するのなら

ば，現在でも『日本労務管理史研究』の第 3 章によって概観を得るのが便利である29。間以

降，教育制度や福利厚生といった個別論点を分析した研究が蓄積されてきた。特に，谷敶

正光は丁寧に養成制度を紹介，分析している30。しかし，個別の事実発見が進む一方で，こ

れらの研究は必ずしも経営家族为義という日本的経営論の枞を壊したり，新しい分析枞組

みを提供することには禁欲的であった。 

『女工哀史』のタイトルに象徴されるように，紡績業は女性を多く雇用するという特徴

があった。細五は「自序」の中で『女工哀史』と銘打ちながら，製糸女工を扱えなかった

                                                 
28 桂皋『紡績業労働事情調査報告』協調会，1921 年。また，桂については伊藤隆監修『現

代史を語る 3 桂皋』現代史料出版，2003 年を参照。細五との関係については「野麦峠と女

工哀史をつなぐもの」という原稿が政策大学院大学の桂皋関係文書に残されている。その

うち，「エピローグ和喜蔵挽歌―名著「女工哀史」―」（桂皋関係文書 1－53）に細五とのエ

ピソードが残されている。なお，廣池千英との関係については櫻五良樹「故広池千英氏の

旧蔵にかかる社会・労働問題関係資料について」『麗澤学際ジャーナル』第 4 巻 1 号，1996

年も参照。櫻五論文は http://www.lib.reitaku-u.ac.jp/library/kicho/chibusa0.html で閲覧

可能。 
29 ただし，間の研究の前に上條愛一と左合藤三郎の研究がある。上條は総同盟から全繊同

盟の立上げに関わり，実際，戦前期から富士紡争議にも携わった当事者でもある（上條愛

一『日本の繊維産業』春秋社，1953 年）。左合は富士紡と鐘紡について一次史料を使って，

二社の労務管理が必ずしも労働者を圧迫するものではなかったことを描こうとした。その

成果の一部は本稿でも利用される（左合藤三郎「わが国労務管理史における一様相（Ⅱ）：

富士紡における利潤分配制度」労務管理史料編纂会，調査報告資料 No.22，1959 年，「わが

国労務管理史における一様相（Ⅰ）―鐘紡における労務管理の変遷―」，労務管理史料編纂

会，調査報告資料 No.21，1960 年）。 
30 谷敶正光「明治後期紡績業における企業内職工養成制度」『経済学論集（駒澤大学）』第

33 巻第 3・4 号，2002 年等。他に山下昌美「明治期・大阪における紡績労使関係(1)」『労

働問題研究』第 16 号，1982 年，松五美枝「紡績工場の女性寄宿労働者と地域社会との関

わり」『人文地理』第 52 巻第 5 号，2000 年，矢倉伸太郎「日清・日露戦間期における鐘淵

紡績株式会社の労務管理について」『産業と経済（奈良産業大学）』第 9 巻第 2・3 号，1995

年等がある。 

http://www.lib.reitaku-u.ac.jp/library/kicho/chibusa0.html
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ことを嘆いていたが，研究史においてはジェンダー的な視角から紡績業と製糸業をあわせ

て扱うものが出た。その代表はツルミ，パトリシアとハンター，ジャネットである31。また，

西川俊作も労働市場という観点から，製糸業と紡績業を女性労働市場という形で比較検討

した32。 

 紡績業研究におけるハンターの貢献は，男女両性の役割に言及していることである。『女

工哀史』の著者・細五和喜蔵は，自らが熟練工として織工や紡績工を経験していたにもか

かわらず，本のタイトルには女工を据えた。しかし，本文の变述を読むと，男工の問題も

かなり書いている。ハンターは女性の役割を分析の中心に据えながら，実際には男工との

男女分業についても变述している。 

 

2 分析視角 

 

 先行研究の検討から明らかになったのは，労務管理史アプローチという方法が確立して

いないことであった。今まではあまりに社会学的な立場に偏りすぎていたといえる。逆に，

労資関係史の研究者たちはこうした制約から自由に，労資関係との関連において労務管理

制度を分析していた。ここでは，労務管理を中心に関連する概念を定義することによって，

本稿の分析視角を提示したい。 

 

(1) 基本概念の定義 

雇用関係・労資関係・労使関係 

森建資は資本为義の基盤を賃労働－資本関係という捉え方ではなく，雇用関係によって

把握した33。現在に至るまで労務管理の基盤にあるのは個別の「雇用関係」である。ある個

人は会社と「雇用関係」を結ぶことによって，企業の一員となる。ただし，「雇用関係」の

捉え方には二つの立場がある。意思説と関係説である。森は関係説の立場から，雇用関係

を捉えた。 

意思説とは「雇用関係」を卖なる労働給付と反対給付の交換関係，すなわち雇用契約に

よって初めて成立する関係と看做す立場である。この背景には近代契約は等価交換を前提

とするというイデオロギーが存在している。したがって，この立場はいわゆる賃労働－資

                                                 
31 Tsurumi, Patricia, Factory girls, Princeton University Press: Princeton, N.J, 1990 及

び Hunter, Janet, Women and the labour market in Japan's industrialising economy, 

RoutledgeCurzon: London, 2003（ハンター，ジャネット（中林真幸, 橋野知子, 榎一江訳）

『日本の工業化と女性労働：戦前期の繊維産業』有斐閣，2008 年）。ただし，Hunter は紡

績業と製糸業の生産工程における違いを強調している。紡績業の労務管理に限定したもの

としては千本暁子「20 世糽初頭における紡績業の寄宿女工と社宅制度の導入」『阪单論集社

会科学編』第 34 巻第 3 号，1999 年，千本暁子「明治期紡績業における通勤女工から寄宿

女工への転換」『阪单論集社会科学編』第 34 巻第 2 号，1998 年がある。 

32 西川俊作『地域間労働移動と労働市場』有斐閣，1966 年。 
33 森建資『雇用関係の生成』木鐸社，1988 年，第 1 章，特に労務管理と雇用関係の関係に

ついては 20－21 頁を参照。 
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本関係と同じ捉え方であると考えてよい。狭義の「労資関係」も同義である。これに対し

て，関係説は雇用契約を雇用者と被用者の両者を雇用関係に導く一つのプロセスとして捉

える。関係説においては雇用関係そのものが重要になる。関係説のエッセンスは，契約に

よって雇用関係が生じるのではなく，もともと存在している雇用関係のなかに契約を媒介

として，新たに被用者と雇用者が入ると考えるところにある34。 

関係説と意思説の違いを理解する鍵となるのは，森建資による川島步宜批判であろう35。

すなわち，森は川島の人身的関係をもたらす封建的契約と等価交換を前提とする近代的契

約という二分法を批判する。その論拠は，封建的契約に見られる双務的誠実義務と同様の

ものが近代西洋における契約，なかんずく雇用契約に見出される点にある。これを言い換

えるならば，なぜ交換関係に権威関係が付随するのかということになる。また，意思説の

難点は別にもある。論理的に考えれば，意思説が最初に直面する困難は雇用関係が成立す

る，報酬を支払う際の期間の捉え方にあったといえる。報酬期間が長くなれば，労働給付

と反対給付の交換にズレが生じるであろう。すなわち，関係説では雇用期間を分断して考

える必要がないが，意思説では雇用関係を交換の一形態と考えるがゆえにこの点が問題に

なるはずである36。 

わが国では，西村信雄が身元保証制度の研究から契約期間の期間という点に注目し，継

続的保証という概念を創出した37。西村は人身的関係（情誼的関係や封建的为従関係等）を

前提にしており，雇用関係を卖純な交換関係として捉えているわけではない38。敢えて分類

すれば，西村の立場は事実上，関係説に近いが，継続的保証と対置して一時的保証を導出

したことによって，意思説が向かい合わざるを得なかった難問に筓えを出したと看做すこ

とができる。すなわち，このような議論を交換関係を念頭において捉え直せば，一定期間

の雇用における労働の給付・反対給付の交換が一過性の商品交換とは異なる性質から継続

的保証という一般的概念を導出したと理解できよう。実は，間宏の『日本労務管理史研究』

                                                 
34 この立場が Commons, John R.などの古典的な制度学派と近いことは明らかであろう。 
35 森建資『雇用関係の生成』木鐸社，1988 年，61 頁。 
36 資本制の維持のためには，このズレの部分を資本が取ればよいわけだが，ここで問題に

しているのは卖純にズレていることで，労働給付と反対給付の等式が導きにくくなってい

ることを指摘しているのである。不等号の向きは問わない。 
37 西村信雄『身元保証の研究』有斐閣，1965 年。さらに，継続保証に論点を凝縮させ，深

く掘下げたものに西村信雄『継続的保証の研究』有斐閣，1952 年がある。ただし，江戸時

代の雇傭法（特に普通法）を分析した金田平一郎が既に，継続的労務供給契約と非継続的

労務供給契約という概念を採用しており，ここにアイディア的な先見性を認めることがで

きる（金田平一郎「徳川時代に於ける雇傭法の研究」（一），（二），（三），（四）『国家学会

雑誌』第 41 巻第 7 号・第 8 号・第 9 号・第 10 号，1927 年 7 月，8 月，9 月，10 月）。も

ちろん，こうした雇用形態と保証と結びつけ，さらに保証一般に通用する概念として拡張

させたのは西村の独創である。 
38 西村の研究では法社会学的なアプローチをとっており，学説以外では比較研究は目指さ

れていないが，半封建的社会⇔近代市民社会（日本⇔西洋）という対立構造的な認識から

自由ではない（西村信雄『身元保証の研究』有斐閣，1965 年，1－2 頁）。この点を強調す

るならば，関係説とは言えないだろう。ただし，法社会学的な方法，すなわち，判例法に

よる実証的アプローチを取っており，講座派と同じく，類型論的認識の陥穽からは自由で

ある。 
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及びそれを継承しようとした千本暁子の立場は関係説に事実上，近かった。 

本稿ではこのように個人と会社の関係については「雇用関係」を使う。これに対してあ

るまとまった労働者という概念については「労資関係」及び「労使関係」を使う。ここで

はこの二つの言葉を整理しておこう。 

「労資関係」は特定の研究者には「労使関係」と区別されて使われている例もあったが，

両者は 1970 年代から 1980 年代にかけて広く重なる形で使われ，その後は批判的な継承も

含めて，ほぼマルクス経済学の文脈を受け継いだ一部の研究者たちに使われるのみになっ

た。もともと第二次世界大戦前は，「労使」という概念は存在せず「労資」という概念しか

存在しなかった。「労資」によって想定されたのは，抽象的な労働対資本ではなく，むしろ

労働者対資本家という対立構図であった。他方，「労使」という概念は戦後，労務者と給与

生活者が労働者という概念に包含されるようになり，いわゆる中間層に対し，雇用関係を

強調するときには労働者，監督者の立場を強調するときには使用者というように，柔軟な

使い分けを可能にする用語として初めて創出された。 

「労使関係」のこうした語法は具体的には労働基準法の第 9 条と第 10 条の定義を想起す

ると，分かりやすい。第 9 条の労働者とは「事業所又は事務所において使用されるもので，

賃金を支払われる者」であり，第 10 条の使用者とは「事業为又は事業の経営担当者その他

その事業の労働者に関する事項について，事業为のために行為をするすべての者」とされ

る。この定義では，「経営担当者」と「事業为のために行為をするすべての者」，いわゆる

管理者が使用者であり，労働者なのである。 

マルクス（为義）経済学者にも早くから「労使関係」を使う者もいたが，特に経営学や

産業社会学では意識的に「労資関係」ではなく「労使関係」が採用された。その結果，現

在，industrial relations や labor relations の訳語としても「労使関係」がやや定着してい

る。もともと二つの語はアメリカでも曖昧に使用されており，必ずしも同一の意味ではな

かった。たとえば，ピゴーズとマイヤーズでは二つの用語が区別されており，それに対忚

して訳書も労使関係を用いず，前者を産業関係，後者を労働関係としている39。間宏は『日

本労務管理史研究』において「労使関係」を二重の意味で用い，「労使関係」と「雇用関係」

を合わせるときに「労働関係」を用いていた。他方，佐口和郎が『日本における産業民为

为義の前提』で使う「労使関係」はインダストリアル・リレーションズの意味で用いられ

ている。 

本稿が「労資関係」という用語を使用するのは，労働者と資本家が対立する存在である

と考えられていた戦前の当事者たちの意識を捉えるためである。労働者とは職工，資本家

とは経営者を中心とした職員である。当事者とは，労働運動家，経営者，管理者，職員，

職工，内務官僚，社会政策学者である。したがって，あるゆる学派を問わずマルクス経済

学的な特殊な文脈では用いていないことを留意されたい。逆に，こうした属性が意識され

ていない文脈においては「労使関係」を使うことにする。 

 

労務管理 

                                                 
39 P. J. W.ピゴーズ，C. A.マイヤーズ（步沢信一訳編）『人事管理』日本生産性本部，1960

年，22 頁。 
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 一般に工場ないし会社は利益の最大化と費用の最小化を志向する。奥田健二が言うよう

に，労務管理が企業全体の経営管理から独立して存在していると考えるべきではないだろ

う。そこで「労務管理」については種々の定義があるが，とりあえず議論を進めるために

「（雇用および請負）労働の使用に関係する諸費用の統制」という定義を仮に与えておきた

い。ここで「諸費用」とは，募集費，賃金などの具体的な経費を意味し，取引費用のよう

な経済学的概念は含めない。分かりやすくいえば，予算制約を受けた上で，費用を伴う労

働の使用に関係する活動を行うということである。 

ここでは「労務管理」の対象を考えるために，直接的と間接的という概念を取り入れて

おこう。直接的とは生産活動に直接関わるという意味で，間接的とはそれ以外のものとい

う意味である。後者を暫定的に福利厚生と考えておこう。このように定義した場合，間接

的な費用削減，すなわち福利厚生施策は必ずしもその施行者によって費用削減が意図され

ているとはいえない。現実には，工場の周りが発達していないために，福利施設を充実せ

ざるを得ず，管理者自らの生活維持，あるいは向上のために，行われることもあると考え

られるからである。また，より積極的に会社という枞組みのなかで，自分の理想社会を実

現しようとする管理者も存在するだろう。しかし，彼らには営利会社の事業の中でその実

現を目指すという制約がある。この意味において，彼らが「諸費用の統制」から自由であ

ることはあり得ないのである。 

 このような「労務管理」の定義は常識的に考えて，明らかに不足している点がある40。す

なわち，もっとも重要視されてきた「労働力の効率利用」である41。この論点は日本におい

てもルーズベルトがキャンペーンを張った国民的能率運動を受容して以来42，伝統的に継承

されてきたが43，注意したいのは本稿の対象時期がそれ以前を尃程に収めていることである。

図式的に言えば，日本の紡績業における「労務管理」は急速に産業育成が行われた上に，「労

働力の効率利用」の具体的手法を持たなかったため，「労働力の調達と確保」を最大の課題

とせざるを得なかったのである。実際には，管理者たちはそうした現実的課題に対忚する

過程において「労働力の効率利用」を志向していたが，特に欧米（アメリカ中心）の管理

思想や管理手法を取り入れる過程でそのことを意識するようになったのである。こうした

                                                 
40 石田光男『仕事の社会科学』ミネルヴァ書房，2003 年，第 2 章第 2 節における労務管理

の議論の整理を参照せよ。ただし，これは戦後の有名な文献を紹介したにとどまる。 
41 ここでいう「効率利用」は歴史的用語の「能率増進」と同じ意味である。 
42 中根敏晴『管理原価計算の史的研究』同文館，1996 年はアメリカにおける原価計算の発

展を分析したものだが，平易な文章で当時の雰囲気を概観するのに便利である。 

同時代の『富士の誉れ』誌上の記事には「米前大統領ローズヴヱルト氏は謂て曰く「国

家の富源を保存することの必要於（より）いっそう重大なるは国民の能率を増進すること

なりと」この大げさな能率増加科学的経営法とかに就いて口差しするには俺の脳漿根っか

ら駄目に候」とある（小山第三四工場参観記エス生「小山第三四工場参観記エス生／私信

たより（つづき）／能率増進法」『富士の誉れ』大正 4 年 6 月 30 日，第 72 号，5 頁）。 
43 工場管理の教科書風にいえば，アメリカの労務管理は ASME（the American Society of 

Mechanical Engineers）の能率研究から発生し，科学的管理→人間関係学派へと進展して

いった（雲嶋良雄「A.労務管理の課題」藻利重隆編『経営学辞典』東洋経済新報社，1967

年，576－582 頁を参照）。日本では歴史的に efficiency に能率の訳語が与えられてきたが，

現在の経済学や経営学で使用される効率も同じ efficiency の訳語である。 
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歴史的事情（研究史的推移も含め）を考慮に入れると，「労務管理」を「労働力の効率利用」

と捉える考え自体はアメリカの影響を受けて，生まれたと言える。 

 では，「労働力の効率利用」を踏まえた上で「労務管理」を捉えるためには，どのような

論点を考えるべきだろうか。ここで重視したいのは「管理思想」である。「管理思想」とい

う論点を考える際，我々は統制対象として議論した「費用」から「費用対効果」という論

点に進むのである。ただし，厳密に言えば，もっとも効率的な「費用対効果」は理念上存

在するだけで，現実には存在しない。「効果」をどのように捉えるかが明確ではないからで

ある。たとえば，「効果」を卖に一年卖位の経常利益と捉えるのか，より長期的な事業展開

が有利になることを含めるのか，これを確定することはできない。 

「管理」には「統制」と「自治」の二つの道がある。我々がまず行わなければならない

のは，「統制」よりも「自治」がよいという価値判断の排除である。この一つの卖純な準備

作業によって，我々は「近代化の限界」等の不毛な議論の多くから自由になることができ

る。ただし，現実には純粋な「統制」による管理と純粋な「自治」による管理は何れも存

在しない。したがって，我々は両極端に理念型として完全なる「統制」と「自治」を置き，

その間に具体的事象を配せばよい。要するに，具体的事象の分類を程度問題であると割り

切るのである。どうしても具体的事象間の関係を明らかにする必要があれば，基準を明確

にして，分類表を作成するしかない。 

以上の考察を踏まえて，「労務管理」を再定義しよう。本稿では「労務管理」を「事業経

営遂行のために，ある管理思想に基づいて展開する（雇用および請負）労働の管理。採用

された管理方法は費用対効果が考慮された上，予算制約内で行われ，同時に費用削減が志

向される。ただし，費用対効果をどの範囲で捉えるかは管理者が持つ管理思想に依存する」

とする。だが，このような「労務管理」を具体的な工場レベルで運営しようと試みると，

必ず制約条件が出現する。まず，こうした制約条件の内容を整理してみよう。 

第一の制約条件は，工場が周りの環境から独立して存在していないことから起こる性質

のものである（工場を会社と置き換えても可）。すなわち，労務管理は外部から影響を何ら

かの形で受ける。たとえば，採用管理は労働市場を無視して成立し得ない。今，第一の制

約条件を制御できたと仮定して，工場を独立した存在として考えよう。こうした仮定を設

ける意味は，工場が周囲の環境から影響を受けずに効率性を追求できる条件を整備するこ

とである。その仮定の下での（第二の）制約条件を考えてみよう。第二の制約条件は管理

技術である。これをより詳細に見ると，その性格別に二つに分類することができる。管理

技術そのものの技術的制約，及び人間の限定合理性である。 

まず，管理技術の技術的制約を見よう。技術制約とは管理技術そのものの不完全性によ

る制約である。たとえば，賃金によって生活保証がなされていたと議論を立てるとしよう。

論点はどうやって生活保証を満たす賃金水準を決めていたかである。生活要素を把握する

具体的な方法とは何か。一つは，被用者の家計を無作為に採集し，年齢や家族構成別に標

準を設け，最低額を決める方法がある。この方法ではこうした結果を賃金に反映するため

に決め方が問題になる。実際には，査定つきの定額給として，査定の評価基準に生活的要

素を組み込むことが現実的だろう。あるいは個々の決め方にまったく関与せず，スライデ

ィング・スケールを用いる方法も可能である。この二つの手法は何れも統計学の発展とと

もに，第一次世界大戦中から知られるようになったものである。したがって，これ以前か
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ら生活保証が行われていたと为張するならば，たとえば科学的手法を用いず，実際の生活

を知る労働者の代表と労使交渉の場を持つといった形で，全く別の方法が採られていたか，

あるいはこれらの方法が既に開発されていた事実を立証しなければならない。 

ここでは人間の限定合理性とは，管理技術を運用する人間と管理対象の人間が双方で不

完全性を持っていることを想定している。人間が合理的な判断を下す際の不完全性は，あ

る意味では裁量の余地を意味しているということも出来る。管理技術の選択はその一例で

ある。今，卖純に個別出来高給と定額給の何れかに採用するか選択する場面を想像しよう。

卖純出来高給は仕事の成果ベースであり，定額給は時間ベースである。ただし，定額給は

査定を伴うことを前提とする。しばしばこの二つの制度の良否は成果重視か能力重視かと

いう基準によって議論される。二つの制度はともに利点と欠点があり，最終的な判断をす

るのは管理者の自由である。外部環境の影響を捨象し（＝第一の制約条件を制御し），企業

内のロジックによって労務管理制度を分析するならば，予算制約を念頭におきながら，実

際の運用・管理技術の性格・管理者の判断（あるいは思想）といった三者の相互作用のみ

に焦点を当てればよい。 

だが，実際には労務管理が外部の影響から切り離されていると仮定することは，現実的

ではない。運用，管理技術，管理者の判断はそれぞれのレベルで外部からの影響を入れな

ければならない。たとえば，先ほどあげた労働市場についていえば，採用管理は労働市場

の影響を受けると考えられる。また，管理技術は自社で開発されるものではなく，外部か

ら輸入される場合も多い。しばしば，そういう管理技術には流行さえある。そういう意味

でも，管理者は企業以外から様々な知識を得，思想面での影響も受けているといえる。 

 本稿ではこうした視角を踏まえて，管理技術と管理思想という側面を念頭に置きながら，

労務管理の実態を把握する。ただし，労務管理は必ずしも企業の中で完結するものではな

いため，社会や国家（政府）との関係も含めて検討する。 

 

福利厚生 

労務管理を定義する行論のうちに，「福利厚生」を生産に直接関わるもの以外と広く位置

づけておいた。ここではその含意を補足説明し，改めて「福利厚生」を定義し直そう。現

在では「福利厚生」と言えば，社会保障や生活に関連する一部の領域に限定されて理解さ

れている。しかし，戦前は教育制度や労使協議機関（労使関係管理）を含めて捉えられて

いた。この点を理解するために，日本における福利厚生の唯一の包括的な研究である大塚

一朗『工場内福利施設に関する研究』を検討しよう。 

戦前に書かれた大塚の著書を概観することで，当時の福利厚生施設を理解する手掛かり

が得られると考えられる。というのも，戦後の福利厚生制度の研究は，純粋に理論的な内

容でない限り，戦後の福利厚生制度を理解する手掛かりであって，戦前の福利厚生施設を

理解するのに直接的に役立つとは限らないのである。戦後の福利厚生制度を考える際には，

戦時期の影響も含めて捉えなければならない。大塚の研究は 1938年 7月に出版されており，

実際に書かれたのは 4 月の国家総動員法公布以前である。まず，当時の歴史的背景を簡卖

に触れておこう。 

 日本経営史研究ではいわゆる日本的経営の原型が大正期から昭和期にかけて出来たと考

えられている。その根拠の一つに福利厚生制度の普及がある。実際，先進的な企業は明治
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期から既に福利厚生制度を導入していたが，宇野利右衛門などの先進的なジャーナリスト

が本格的に活動を始めたのは明治 40 年代からである44。大正後期になると，貧民研究会の

流れを汲む内務官僚や渋沢栄一や和田らが中心となって作った協調会が，福利厚生制度の

紹介等の普及活動に貢献したのを始めとして，労働問題の調査研究という形で，各種団体

が様々な資料を刊行するようになる45。なお，財界が積極的に福利厚生制度の意味を为張す

る基盤を与えたのは，管見の限りでは 1930 年代のソーシャル・ダンピング論に反論した高

橋亀吉の議論である46。何れにせよ，1930 年代には資料的にかなり戦前の代表的な福利厚

生施設が鳥瞰できるようになっていたのである。 

 では，当時整備されていった福利厚生とはどのようなものであったのだろうか。大塚の

議論の中身に入っていこう。大塚は工場内福利施設を社会政策（＝階級緩和政策），社会事

業，工業政策における労働者保護の三つの差異を実施为体の違いから説明した47。さらに，

大塚は実施为体の動機ではなく，「施設が直接的な関係の上にて従業労働者に及ぼすところ

の客観的作用が何たるかを問題（29 頁）」として把握する立場から，「性能」の内容を基準

に亓つの分類を行った。ただし，福利厚生の範囲は賃金給付・労働時間・解雇告知の規定

を除いた労資間生活関係の内容的要素に限定されている。しかし，管理技術という点を重

視する立場からみると，必ずしも実施为体の区別が重要とは限らない。本稿では管理技術

と管理思想の観点から，社会政策や社会事業との共通性にも注目する（社会政策や社会事

業の定義は第 6 章の補論で行う）。ただし，大塚が言うように，運用を重視する場合につい

ては，実施为体及び実施対象別に区分することが有効であると考えられる。 

次に，大塚が提示した亓つの機能の定義を引用しておこう48。 

 

① 経営内にて雇为と従業労働者との間に成立する社会的勢力関係上従業労働者

の人格的威厳を向上せしめる方向に資益するもの（経営内勢力関係的施設：工場委

員会制度） 

② 従業労働者乃至は其の家族的係累の情感的、精神的、智能的、又は技術的能力

を涵養向上せしめる方向に作用するもの（教育関係的施設） 

③ 従業労働者乃至は其の家族的係累の保健衛生的生活方面に促進助力の影響を

及ぼすもの（保健衛生関係的施設） 

④ 従業労働者本人乃至は其の家族的係累の住居関係的欲望を充足するについて

積極的寄与をなすもの（住居関係的施設） 

                                                 
44 宇野利右衛門については当然，間宏『日本における労使協調の底流』早稲田大学出版部，

1978 年が必読文献である。 
45 間宏『日本の使用者団体と労資関係：社会史的研究』日本労働協会，1981 年，第 2 章を

参照。 
46 高橋亀吉『ソシャル・ダンピング論』千倉書房，1934 年，高橋亀吉『日本工業発展論』

千倉書房，1936 年，第一編第三章，高橋亀吉『日本産業労働論』千倉書房，1937 年によっ

て詳細に展開されている。なお，高橋の議論は戦後も関桂三『日本綿業論』東亩大学出版

会，1954 年，進藤竹次郎『日本綿業労働論』東亩大学出版会，1958 年に継承されている。 
47 大塚一朗『工場内福利施設に関する研究』弘文堂，1938 年，13－17 頁。なお，本稿に

おける「社会政策」「社会事業」「慈善事業」の定義は第 6 章補論を参照のこと。 
48 大塚一朗『工場内福利施設に関する研究』弘文堂，1938 年，25 頁。 
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⑤ 従業労働者をして一般社会生活的事務の処理に必要なる金銭的手段への需要

の充足について援助的作用をなすもの（財務関係的施設） 

 

大塚はこのような分類をもとに，工場内福利施設の代表的形態を対象として，構造様式の

把握およびその企業への収益力という二点を明らかにすることを目標としている49。現在，

福利施設を定義するとすれば，①および②の教育における技能と関連するものが外される

だろう。①の工場委員会制は労使協議機関として労使関係という分野に組み込まれ，②の

技能に関連する教育は昇進・昇格も含めて人材育成という分野として独立したと考えられ

るからである。たしかに，①を後の「経営参加」等の意味から「福利（≒福祉）」と捉える

ことが出来るかもしない。しかし，大塚自身が労資間の勢力関係として捉えているように，

世界的にこうした類似制度が各国で普及したのは第一次大戦期における労働者階級の発言

力が強くなった歴史的事実に起因する。この点に注目すると，労使協議機関は「福利」と

いう側面だけではなく，「治安維持」の意味が含まれていたことを指摘すべきだろう。また，

治安維持が必要なのは経営内勢力施設だけでなく住居関係的施設や保健衛生関係的施設に

も関係してくる。このように理解すると，社会政策と福利厚生の共通性は「福利（welfare）」

からだけでなく，「治安維持」と合わせた表裏一体で捉えるべきであろう。 

 こうした考えをさらに進めて，福利厚生から派生した労務管理の諸制度をその内容から

分類すると，家計補助に関するもの，住宅インフラに関係するもの，教育に関係するもの，

労使協議にかかわるものに四つに分けることができる。本稿では福利厚生として最初の三

つを取り上げる。労使協議制度については既に定義した労資関係ないし労使関係の文脈に

おいて捉えるため，これを福利厚生の定義から除外する。ここではまず，福利厚生を賃金

以外の金銭的給付とそれ以外のものに分類する。金銭的給付については賃金との関係を論

じる必要から，生活保証というやや広い観点から議論をする。次に，金銭以外の給付につ

いてはインフラとしており，このなかに大塚の定義した②～④の三つの範疇を含めている。

すなわち，衛生制度・教育制度・住居制度である。ただし，大塚と異なる点は労働者の福

利という観点から各制度を説明するという方法は採用せず，あくまで各制度の性質を考慮

して分類したに過ぎないことである。 

 

(2) 論文構成 

 以上の分析視角を踏まえて，本稿は論点別に以下の構成をとる。ただし，実際の制度は

互いに関連している。ここではそうした関係を踏まえて，全体を鳥瞰しておこう。 

第 1 章と第 2 章は和田豊治を中心とした導入的な章である。第 1 章では，明治 34 年に入

社した和田が小山工場で改革を成功させ，社内での地位を確立させるまでの経緯が描かれ，

使用される史料の性質を踏まえた上で，その後の富士紡の展開が概観される。あわせて紡

績業の中及び日本の中における富士紡の位置づけが確認される。第 2 章では，労務管理制

度の前提となる雇用関係について二つの視点から分析される。最初に，個別の雇用関係が

ある一定の期間の継続性を必要とし，それを支える信用を担保する制度が必要であったこ

とが明らかになる。次に，和田の労資共同論とその体現として利益分配制度に思想的な観

                                                 
49 大塚一朗『工場内福利施設に関する研究』弘文堂，1938 年，41－42 頁。 
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点から，会社に雇用される意味が考察される。和田は労資共同論と銘打ちながら，独自の

雇用関係観を提示していたのである。 

 第 3 章から第 6 章においては富士紡内の労務管理が分析される。富士紡の労務管理の中

核は第 4 章で扱う，職制及び身分制度の柔軟性と二つの軸を持つ評価制度であった。第 4

章の論点は第 2 章で紹介された職工・職員・重役を一体に捉える労資共同論と，組織の中

の階層がどうなっていたかという点において，関連している。職制及び身分制度の柔軟性

とは，職員と職工の身分的な境界線を登用によって越えることが出来るという意味である。

ただし，富士紡の職制と身分制度のあり方にはジェンダーが影響を与えていた。評価制度

の二つの軸とは，生産に直接寄与する者への評価と職場や生活の場における規律に寄与す

る者への評価である。こうした評価の多様性は第 3 章から第 6 章まですべての制度に通底

している。 

 第 3 章で扱う人員管理については二つの点を重視しておきたい。第一に，職工の人員管

理が工場毎に行われていたことを確認する。その含意は採用や退職が工場卖位に行われて

いたことに留まらない。人員管理は工場間の移動，すなわち転勤も含めて行われていたの

である。第二に，多くの研究で指摘されるように，労働市場がジェンダー別に異なる特徴

を持っていたということである。こうした特徴は第 4 章で扱う評価制度や人材育成，第 6

章で扱う福利厚生制度のあり方と関連しているのである。 

 第 5 章で扱う賃金制度は，ほとんどの賃金形態において何らかの形で査定が組み込まれ

ている点で，評価制度と通底していた。富士紡では各工場の各科（工程）レベルで動作・

時間研究が導入されて以降，様々な賃金制度がテストされた。そうした中でどのように職

工の作業を評価しようとしていたのかが描かれる。そして，最後にこうした個別の職場レ

ベルでの研究を全社レベルで統括しようという意図で試みられた標準原価計算の導入につ

いても検討する。 

第 6 章では生活という視点を中心に福利厚生制度が描かれる。最初に，金銭的な面にお

いて日常生活を保証していた制度が概観される。次に，生活全般に関わるインフラ的な制

度が描かれる。思想的な面から見ると，福利厚生制度の核は教化を中心とした社会改良思

想であった。この思想は企業の中では第 4 章で扱う人材教育や第 6 章で扱う教育制度に通

底していただけではなく，内務省の役人や社会政策学者，宗教家，友愛会，工場周辺の地

域社会の名士たちにも共有されていた。また，管理技術的な面から見ても，随所に社会事

業の手法が利用されていることが明らかにされる。 

 第 7 章では，労資交渉の展開が描かれる。富士紡の組合活動は，友愛会の教化活動を支

援する形で始まった。教化による自治の育成は次第に制御できない領域を増やしていった。

第一次世界大戦やロシア革命を契機とした労働運動の興隆の流れの中で，会社と組合の関

係は変転していく。また，他方，富士紡は教化活動の進展の中で作業諮問機関としての役

付会を作る。この組織が社会的に労資関係のあり方が模索されるという流れの中で，再編

される。 
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第 1 章 富士紡の特徴 

 

富士紡績は明治 29 年に創立され，明治 31 年から小山で操業が開始された。操業当初の

成績は不振で，明治 32 年に金巾製織から田村正寛を招聘したが，株为間から不満が出たた

め，新たに日比谷平左衛門を招き，さらに明治 34 年には和田豊治に工場再建を任せること

になった。和田は見事に再建を果たした。ここに戦前の富士紡の体制が固まったと考えて

よい。 

本章では富士紡を取り上げることの歴史的な位置づけを確認する。ただし，労務管理だ

けではなくコーポレートガバナンスにも関わる和田豊治改革の位置づけを二つの視点から

簡卖に行っておきたい。第一に，経営体制の確立という意味である。和田自身あるいは部

下が一貫して制度整備，ないし発展を行い得た背景には安定した経営体制が存在していた。

そこで和田の位置づけを確定しておく。第二に，和田が実際に工場で行った改革を見る。

労務管理という観点から言うと，こちらの方が後の章に関連する重要な論点を含んでいる。

なぜなら，和田の行った改革は結果的にその後の工場管理の基盤作りとなったからである。

以後の改革はこの土台を踏襲して，改良を加えていったと見做すこともできるだろう。 

 最後に，本稿で扱う史料の内容を検討した上で，明治 30 年以降の富士紡の労務管理を概

観し，事例の位置づけを行う。本稿で使う史料は大きく二種類の史料群から成る。それら

の特徴を述べることで，会社組織のどの部分の労務管理に照尃を当てるかが明らかになる

だろう。逆に言えば，この作業は同時に本稿に何が不足しているかを洞察する手助けにな

る。また，事例の位置づけでは，富士紡が労務管理という観点から見て紡績業の中でどう

いう位置にあったのか，そして，日本全体の中で取り上げる意味がどういう点にあるのか

が明らかになるだろう。 

 

1 明治 30 年代の富士紡の経営体制 

(1) 和田豊治登場の背景 

 富士紡では明治 31 年に小山工場で操業開始したものの，業績が上がらなかった。そこで

明治 32 年 5 月，工場管理の建直しを日本の紡績業の中心的な人物である田村正寛が任され

ることになった。しかし，田村による改革は未完に終わった。 

 田村は元々，藩・滋賀県庁勤務を経て，明治 21 年の金巾製織株式会社創立以来，民間に

転じている。金巾製織では営業に携わり，販路を国内だけに留まらず，先駆的に韓国にも

拡げた。この販路拡大の時に協力したのが東亩の綿糸問屋であった柿沼谷蔵（富士紡創立

発起人の一人で取締役）であり，この縁で田村は富士紡の整理改革を任され，専務取締役

として迎えられことになった。実際，彼は富士紡以外で携わった紡織企業の整理において

全て成功を収めている。また，富士紡入社以前に既に，田村は金巾製織だけではなく，輸

入綿花に対する関税の撤廃を成し遂げ，大日本紡績連合会の中心人物であった50。しかし，

彼の専門はあくまで事務方面であり，この時点では工場管理に携わったことがなかった51。

                                                 
50 以上は新田直蔵編著『田村正寛翁』日進舎印刷所，1932 年の記述を整理した。 
51 金巾製織で工務面を担当していたのは技師長の高辻奈良造である。高辻は田村の伝記に

も回想記を記しており，その中で自分が工務面，田村が商務面を担当していた旨を述べて

いる（新田直蔵編著『田村正寛翁』日進舎印刷所，1932 年，309 頁）。 
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ただし，田村自身は富士紡に赴任した時点では，製造部門の経験がないというキャリアを

不利な条件として十分に認識していなかったようである。当時技師であった田中身喜の回

想によれば，当初，田村は関西流のやり方を貫徹させようとしてあらゆる面で指揮命令を

下した。しかし，それは必ずしも全て成功したわけではなかった。たとえば，増産のため

リング精紡機の回転数を二割増にして，失敗したことが挙げられている。リング機は機械

全体に微震を生じるようになって糸切れが多くなり，その糸を継ぐ女工が必要になったた

め，糸ではなく棒綿が増産されるようになった。同時に仕事が増えたたため，体力的に持

たなくなった女工の欠勤も増えた。このような状況を受けて，田村も復旧の命令を出した。

その結果，成績は前よりも好結果を残したものの，関西の紡績業の重鎮であった田村の権

威は衰えることになった52。 

 田中技師は明治 32 年 8 月に田村専務との諍いから辞職することになった。旧来の従業員

から田村専務との折衝役を期待された田中が，技術以外の問題，具体的に言えば，早出居

残り表を作るという提案をして，田村専務と衝突したのである。田中の辞職は重役間で問

題になった。問題となった点は，創業以来の技師の辞職を田村の独断によって承認したこ

と，人望が厚かった田中辞職の報を受けた職工が騒ぎ始めたこと53，の二点にあった。第一

点については，富田鉄之助会長・柿沼・村田一郎・田村の四人が集結して，田中から直接

意見を聴取している。富田は激怒して，田村を叱りつけた。第二点については，重役達に

言い分を認められた田中本人が直接，職工たちをなだめた54。ただし，注意しておかなくて

はならないのは，この対立が経営陣（会社）対職工，ないし職員対職工という構図をとっ

ていないことである。職工は決して（上級）職員，あるいは資本家（ないし会社）を十把

一絡げに抗議対象としたわけではなかった。この点は後述の大正 9 年押上工場争議とは異

なっていた。 

ここにおいて田村を条件付きで支持する富田・村田と田村を無条件に支持する柿沼との

間に亀裂が生じた。ただし，柿沼は田村を一方的に正しいと理解していたわけではなく，

また，田中の言い分を無視したわけでもない。実際，田中の再就職先を日比谷平左衛門が

社長を務める小名木川綿布会社に世話したのは柿沼であり，身元保証については，正保証

人が柿沼谷蔵，副保証人が斎藤弁之助であった55。柿沼・斎藤の二人は後に富田・村田と対

立することになる。 

 明治 32 年上半期の決算はまだ赤字であった。この結果を受けて，柿沼取締役は社内の改

革を徹底的に行おうとしたようである。田村支持の急進的な改革派であった柿沼は，穏健

派の富田・村田を追い落とす画策があることを明治 32 年 10 月 26 日付けの手紙で田村に告

げている56。小山工場では 11 月上旪に再び改革が行われ，この際，技師長以下，幹部社員・

                                                 
52 田中身喜『富士紡生るゝ頃』富士瓦斯紡績株式会社，1933 年，62－63 頁。 
53 田中身喜『富士紡生るゝ頃』富士瓦斯紡績株式会社，1933 年，67－76 頁。なお，明治

32 年 11 月には大改革が実行されるが，その際に解雇された職工が田中の元に斡旋してくれ

という願いを出していた事実が柿沼取締役から田村専務宛の手紙の中に確認される（新田

直蔵編著『田村正寛翁』日進舎印刷所，1932 年，193－194 頁）。 
54 田中身喜『富士紡生るゝ頃』富士瓦斯紡績株式会社，1933 年，67－76 頁。 
55 田中身喜『富士紡生るゝ頃』富士瓦斯紡績株式会社，1933 年，79－80 頁。 
56 新田直蔵編著『田村正寛翁』日進舎印刷所，1932 年，188－189 頁。 
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技師・男女職工含めて 2 千数百名の解雇者を出し57，再び問題となっていた。これだけの事

実からは分かりにくいが，後の和田豊治の改革で触れるように，職員・職工に富田会長の

縁故者が多かったことと，工場の風糽問題が密接に関連していたのである。したがって，

富田会長を追い落とす画策と工場改革は密接に関連していたと理解できる。 

 11 月の改革によって富田・村田を追い落とす計画は失敗に終わった。富田・村田本人は

それぞれ辞任する意向であったものを，有力株为の森村市左衛門が富田の留任を計ったの

である。森村は田村に対しても 10 月 17 日付で一層の作業改良を行い，配当を出せるよう

にして欲しいという希望を述べている。株为の中には森村を信用して株を購入した者も多

かったため，森村は彼等のためにも富士紡が利益を上げられるようにしなければならなか

った。また，森村自身が富士紡に投資した理由の一つに，アメリカにおいて森村組を援助

した恩人であった富田の隠居後の地位を用意する目的があった。12 月に入り留任した富田

会長は積極的に意見を開陳し，改革に対する制限を課した。富田は職員・職工は現在のま

までの田村体制の継続を認めた。ただし，技師長をおかずに工務顧問をおくだけに留める

という案には反対し，前の技師長を復帰させるか，あるいは他の適当な人材を配置するべ

きだとした。ここにおいて富田・村田・森村と柿沼・田村の対立は終息したのである。 

しかし，田村は遅くとも翌 2 月には辞任が決まり58，3 月に辞任している。『富士紡績株

式会社亓十年史』では田村が匙を投げたと記述しているが，田村の他の出処進退を見る限

り，自分の従事した仕事を投げ出すとは考えにくい59。田村の動向とは全く別のところから，

ほぼ同時期に社内改革を志す動きが起こったのである。すなわち，一株为の藤五諸照と法

華津孝治が中心となって，有力株为の川崎栄助を引込んで社内改革を唱道し，日比谷平左

衛門の出馬を実現させた。多数株为の合意形成が達せられたため，富田・森村もこの意向

を汲んで60，日比谷出馬を懇請した。以上のように考えると，田村の辞任は日比谷出馬が内

                                                 
57 新田直蔵編著『田村正寛翁』日進舎印刷所，1932 年，206 頁。 
58 田中身喜は 2 月中旪頃に富田会長から直に富士紡に復帰するように求められた。当時に

おいてもこのような復帰は一般的ではなかったが，実現したのは就職先の小名木川綿布会

社の社長・日比谷平左衛門が富士紡の建て直しを引き受けたためである（田中身喜『富士

紡生るゝ頃』富士瓦斯紡績株式会社，1933 年，95 頁）。 
59『富士紡績株式会社亓十年史』は田村改革の記述全体が具体的内容から田村改革の評価に

至るまで，田中身喜『富士紡生るゝ頃』富士瓦斯紡績株式会社，1933 年に負っている部分

が多いので，この点は割り引いて読むべきであろう。 
60 富田会長は日比谷出馬に対して日比谷を取締役に置いたが，改革派がその措置を不充分

であるとしたため，富田は明治 34 年に会長職を退かなければならなかった。田村改革の徹

底という名目で柿沼が富田と対立したときは，会長擁護派の森村も田村改革が推進するよ

うに妥協点を探ることが出来たが，藤五らのクーデターにおいては方針が一致していただ

けに，かえって妥協点を探ることは難しかったのだろう。なお，『田村正寛翁』は田村・柿

沼に対する敵を富田・森村と捉えているが，以上の経緯から考えると，この見方は誤りで

あることが分かる。たしかに，田村の代わりに改革に当たったのは日比谷であり，固辞す

る日比谷に出馬を決意させたのも富田・森村である。しかし，実際に富田・森村を動かし

たのは藤五・法華津・川崎らの運動である。明治 32 年 12 月には富田・森村は田村・柿沼

に協力的であったからである。したがって，株为間の対立は田村・柿沼対藤五・法華津・

川崎であったと考えるべきであろう。これらの推測を裏付ける間接的証拠として，明治 33

年 3 月付けの株为有志の声明書には関西からわざわざ招き，成績を挙げつつある田村を無
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定したため，会社側（濱口吉右衛門）から求められたと推測できる。ただし，辞任後の田

村に対して十分な配慮がなされた。すなわち，田村は富士紡重役の濱口吉右衛門と後に富

士紡に入社する上野山重太と共に欧米を歴遊し，柿沼から東亩製絨会社の整理の任を依頼

されている。 

田村改革自体は未完に終わったが，必ずしも失敗ではなかった。田村辞任後，小山工場

に再び戻った田中身喜は工場の整理，経費の節約，作業上の改善，生産額の増加と具体的

に改革の成果を認めている。実際，富士紡は明治 33 年 1 月には黒字に転換して，2 分の配

当も行っていたのである。つまり，田村改革が初期に躓いた段階で，株为の一人が新たに

改革運動を始めたため，成果が得られる前に追い出されてしまったのである。この時点で

はクーデターが富士紡再生を成功させる保証はなかった。結果から見れば，クーデターの

成功が富士紡の発展に結びついたのは，和田豊治の出現という幸運によって偶発的になし

得たのである。 

 新たに改革の委任を受けた日比谷は東亩瓦斯紡績及び小名木川綿布会社を経営していた

ため，小山と東亩を東海道線で往復せねばらならず，改革の成果は上がらなかった61。日比

谷は自分の代わりに洋行帰りの和田豊治に目をつけた。和田は周知の通り，鐘紡における

步藤との争いに敗れたため，綿布業の調査目的で洋行したが，帰朝後は鐘紡の方針が変わ

り綿布を扱わないことになったため，新天地を求めていた。和田改革は田村以上に直ぐに

結果を出したわけではなかった。この点を表 1－1 で確認してみよう。 

 

                                                                                                                                               

条件に切ることに反対する旨が記されていることが挙げられる（新田直蔵編著『田村正寛

翁』日進舎印刷所，1932 年，211－215 頁）。 
61 後に東亩瓦斯紡績は押上工場に，小名木川綿布は小名木川工場になる。また，小名木川

綿布会社が工場建設予定地として持っていた場所が小山第四・第亓工場となる。結果的に

日比谷を富士紡に参画させたことが，富士紡の計画的拡張に繋がった。 
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表 1－1 明治 32－40 年 富士紡営業成績 

当期利益金 配当率 次期繰越金

明治31年上半期 299.52 ― ▲ 681.44

明治31年下半期 ▲ 23,983.55 ― ▲ 24,664.99

明治32年上半期 1,701.67 ― ▲ 22,963.31

明治32年下半期 58,372.67 2分4厘 788.37

明治33年上半期 49,479.74 3分2厘 714.11

明治33年下半期 6,518.28 ― 7,232.39

明治34年上半期 ▲ 102,713.14 ― ▲ 95,480.74

明治34年下半期 46,907.86 ― ▲ 48,572.87

明治35年上半期 56,452.14 ― 7,879.26

明治35年下半期 93,814.52 6分 18,293.79

明治36年上半期 164,895.73 8分 61,889.52

明治36年下半期 120,242.52 8分 56,932.05

明治37年上半期 35,526.75 ― 92,458.81

明治37年下半期 141,972.68 1割 80,281.50

明治38年上半期 481,091.49 1割5分 100,562.99

明治38年下半期 710,109.97 2割 212,972.97

明治39年上半期 713,477.99 2割 267,730.96

明治39年下半期 1,234,118.23 2割5分 388,714.60

明治40年上半期 1,532,945.77 2割5分 571,645.38

明治40年下半期 1,404,662.03 2割5分 588,562.42  

出所：「各期末決算要項一覧表」澤田謙，荻本清蔵『富士紡績亓十年史』富士紡績，1947 年 

 

表 1－1 から明らかなように，田村の改革前半には前期の赤字分を補填するまでには至らな

かったものの，当期利益は黒字に転じている。しかし，和田が就任した直後の明治 34 年上

半期の成績は，田村改革後の荒廃を差し引いても，決してよいとは言えない。戦前，操業

開始以後，富士紡が赤字であったのは，昭和 5 年上下半期と明治 31 年下半期と明治 34 年

上半期だけである。そして，この期において，取締役は引責総辞職し，濱口・日比谷・柿

沼・和田のみが再選し，川崎栄助が加わった62。こうした状態にも拘らず，改革が完遂され

たのは，明治 34 年が不況であったことと，複数の株为の中の不満を反映した形で工場管理

の任に当たった日比谷から委任されたためである63。そして，最初の上半期以後は着々と成

                                                 
62 澤田謙，荻本清蔵『富士紡績亓十年史』富士紡績，1947 年，77－79 頁。なお，この改

革時には再任した取締役を留任させるために，森村が奔走したとされたが，柿沼だけは再

選を承認せず，9 月に辞している。なお，喜多貞吉編『和田豊治伝』和田豊治伝編纂所，1926

年，96 頁も参照。なお，藤五は既に明治 34 年 1 月から監査役になっている。 
63 なお，濱口吉右衛門は森村から整理を依頼され，「大株为等より全然干渉せぬと云ふ口質

を得たので和田氏を起たしめて改革整理の衝に当らしめた」と書いている。ただし，中上

川彦次郎から大層怒られたと言う（濱口吉右衛門「資産増殖には勤倹以外に一の大要素あ

り」『実業之日本』第 13 巻第 13 号，1910 年 6 月 15 日，26 頁）。濱口は明治 24 年 1 月 23

日に鐘淵紡績の救済策として取締役に就任し（渡辺慎治編「濱口吉右衛門君」『天才乎人才

乎』東亩堂，1908 年，80 頁），鈴久事件が起きる明治 40 年 1 月 12 日まで務めており，和
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績を伸ばし，明治 39 年に利益分配制度を導入しようとした時点では，富士紡において和田

は余人を以て代え難い存在になっていたのである。 

 

(2) 和田豊治の小山工場改革 

 労務管理史の重要な論点の一つに，間接管理から直接管理への移行がある。しかし，日

本の紡績業では，インドや中国とは違い，最初から直接管理であった。ここでいう直接管

理か否かは，職長以下について工手以上の身分のものが仕事管理を行い得るかどうかが一

つの判断基準である。富士紡の場合，尐なくとも明治 32 年に専務取締役として田村が招聘

された時点では直接管理が行われていたと見てよい（操業開始の明治 31 年には直接管理・

間接管理の別以前の問題として，未だ十分な管理がされていなかったと推測される）。既に

見たように，田村の改革では田中技師に端を発し，最終的には技師長を筆頭に 2 千数百名

の解雇者が出ている。当然，田村側は改革を断行する権限を有していたし，事実，リング

回転数を上げるなどの失敗をしながらも，改革を実施し得た。しかし，この改革において

問題になったのは改革者と旧来の在籍者との間に起こったコンフリクトであった。職工か

ら頼られた田中技師が早出居残り表を作成したことをきっかけに解雇に追い込まれたこと

からも分かるように，職員と職工の間にはコンフリクトが起こっていなかった。 

 和田豊治が改革を行ったとき，やはり旧来の在籍者との対立が問題になった。『和田豊治

伝』によれば，この問題の原因は職員・職工の中に富田会長の縁故のものが多くいたため

とされている64。その意味では，田村の伝記には直接，記されていないが，当然，富田会長

との対決も辞さなかった田村の行動を考えると，彼も同様の対立を経験しただろうと推測

される。和田がこの対立を克服したのは三つの理由が考えられる。一つは，前述のように

明治 34 年上半期に成績が上がらなかったために，富田会長が辞任したことである。この辞

任によって，富田縁故の者は後ろ盾をなくした。もう一つは和田自身の性格によるところ

が大きいだろう。たとえば，『富士紡績亓十年史』が描くように，和田は自分の縁故の者を

工場に雇い入れながらも，彼らを優遇せずかえって厳しく扱ったため，むしろ旧来の者が

彼らを同情的に見るようになった65。また，和田は「工場に於て必ず，男工と同様，会社炊

事場の箱弁当を摂」るなど66，ただ居丈高に上から指示をするだけではなく，現場を実地で

見ることを重視した。田中が紹介するこのエピソードでは，自分の弁当の中に雤蛙が入っ

ていた和田は，直接の担当者であった炊事係だけではなく，臨検を怠っていた工場長を叱

ったというものである。このようにエピソードを拾っていけばきりがないが，回想録を書

いた田中身喜による和田豊治の人間的な評価では，厳しい一面を見せる一方，温かい慈愛

を持っていた点が強調されている67。三つ目の理由は，和田自身が諸事全般にもっとも気が

つき，仕事が出来ると認識されたことである。この点を以下で詳しく見ていこう。 

 和田が小山工場において陣頭指揮を執ったのは 3 年ほどである。和田自ら改革したこと

                                                                                                                                               

田を鐘紡時代から知っていた。 
64 喜多貞吉編『和田豊治伝』和田豊治伝編纂所，1926 年，93 頁。 
65 澤田謙，荻本清蔵『富士紡績亓十年史』富士紡績，1947 年，73 頁，田中身喜『富士紡

生るゝ頃』富士瓦斯紡績株式会社，1933 年，160 頁。 
66 田中身喜『富士紡生るゝ頃』富士瓦斯紡績株式会社，1933 年，175 頁。 
67 田中身喜『富士紡生るゝ頃』富士瓦斯紡績株式会社，1933 年，163－164 頁。 
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として，具体的には温湿度の調節，経費節減，女工の娯楽・規律の改善68，それから，おそ

らくアメリカでの綿布業視察の経験を踏まえて69提案した福利厚生を担当させる職工係の

設置，請負賃金（出来高給）制度の導入等70が挙げられるだろう。これらの施策はそれぞれ

革新的な事例ではあるのだが，富士紡を継続的事業体としての会社組織という観点から捉

えるとき，和田個人のそうした事績よりも注目すべきなのは，結果的に多数の部下を育成

したことであろう。 

 『和田豊治伝』，『富士紡生るゝ頃』に掲載されている実際の指示内容を読めば，和田が

諸事万般にわたって具体的で的確な指示を下していたことを知ることが出来る71。ここで全

てを紹介することは出来ないが，労務管理に直接関わるいくつかの事例を提示しよう。 

 

三十四年三月二十二日紡糸切断の件に付き取調方通達 

昨日来細糸六十手を紡出する精紡機を見るに糸の切断甚だし右は如何なる原因なる

や至急御取調被下度候小生の考にては四亓日前六十手用及八十手用の原綿を同一と

したる結果原料の良好なる為め前回「ローラ」に於て無理なる作用を起し居るにあ

らずや「ゲージ」を御取調被下度候万一右の原因にあらずして卖に工女の不熟なる

為め糸継をなす能はざるものなれば至急他の台より熟練工を振り向けるこゝとなし

たし過日精紡科より若干名の工女を仕上科綛繰工女に転科せしめたるものを精紡科

に戻し目下の急務たる六十手を完全に紡出する様御取計ひ被下度候72 

 

これは『和田豊治伝』が掲げている 25 の通達その他の指示の一つの例だが，ここには当時

の和田がどのように工場管理を行っていたのかを知る手掛かりがある。第一に，和田自身

が技術にある程度，精通していたことである。すなわち，具体的な問題として精紡機の糸

切れの原因究明を指示しただけでなく，自ら技術的な側面からその原因の推測を試みてい

る。このような具体的指示は直接的には工場管理者としての和田の能力を現すものだが73，

それ以上に指示を受けた技師・技手の教育機会になったことも同時に抑えておかなければ

ならない。第二に，この通達によれば，和田は職工の転科（異動）まで把握していたこと

                                                 
68 田中身喜『富士紡生るゝ頃』富士瓦斯紡績株式会社，1933 年，160 頁。 
69 能率技師が登場する以前のアメリカでは（准）専門職として社会事業家（女性）が人事

係として雇われていた（Miller, Frank B. and Coghill, Mary Ann, "Sex and the Personnel 

Manager," Industrial and Labor Relations Review, Vol. 18, No. 1, Ithaca, N.Y., October, 

1964）。 
70 喜多貞吉編『和田豊治伝』和田豊治伝編纂所，1926 年，122－124 頁。これは明治 34

年 7 月の重役総辞職を受けて，8 月に出した新方針の内容の一部である。 
71 『富士紡績亓十年史』の記録は『和田豊治伝』に原文が収められている。 
72 喜多貞吉編『和田豊治伝』和田豊治伝編纂所，1926 年，100－101 頁。文体からおそら

くは原文であると推測される。 
73 『和田豊治伝』には女工 2，3 人の道端での証言として，技師の無理解を嘆息し，和田さ

んに聞けば解決すると話していたとしているが，これは和田の伝記なので，幾分，割り引

いて読むべきであろう（喜多貞吉編『和田豊治伝』和田豊治伝編纂所，1926 年，95 頁）。

ただ，和田が職工の帰服を受けていたという証言には数多くのソースがある。 
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が分かる。この点についてはさらに職工の作業内容（職務74）まで把握している例があるの

で，次にそれを引こう。 

 

今一例を挙ぐれば一昨二十六日夜業の如き「ドローイング」に属する工女は打綿

部の「ラップ」を自ら持参して「カード」に掛けるを見たり「ドローイング」の

工女をして男工の担任すべき業務を執らしむるは如何なる原因なるや75 

 

後で見るように，打綿科が常に男性だけの職場であったかどうか必ずしも分からない。和

田自身は別の通達で打綿科の掃除人に女工を使っていることに注意を与えているが76，この

ような男女分業のあり方が工場全体で共通認識となっていたかを確定するのは難しいだろ

う。しかし，和田が自ら職工の作業内容を踏まえて，人員配置にまで指示していたことは

間違いない事実である。 

 なお，当事者であった田中身喜の回想をもとにいえば，和田の改革の一つの成果は惰気

を一掃したことであった77。この間，技師等に反撥する職工がいなかったわけではなく，そ

の決意のあり方は，争議という手段に訴えるよりも，ほとんど上意討ちの様相を呈してい

る78。和田への反撥は職工だけではなく職員にもあり，田中自身，辞表を提出しようとした

ことが何度もあったと回想している79。こうした厳しい改革の結果，和田は職工からも帰服

されるに至り，まさに全員から尊敬をもって畏れられていた。和田が東亩に戻った後，小

山に来場した際，巡視を筆頭に職員・職工に至るまで親指で和田来場の伝令をしたエピソ

ードはそうした関係を端的に現しているだろう80。工場長以下，何か叱責を受けるの恐れた

のである。 

 

2 事例の位置づけ 

 明治 38 年に現場を離れてから，和田の労務管理への直接的な影響力は落ちる。卖純に考

えて，工場の数が増えれば，現場の数も増える。当然のことながら，そのすべてを和田が

管理するわけにはいかない。また，和田自身もよく権限を委譲し，委譲した後は部下の権

限を尊重した（そのことをもっともよく表す事例が第 7 章で扱う大正 9 年の押上工場争議

である）。ただし，大正期に数々の革新的な労務管理を実践した朝倉毎人のように，和田の

思想的な影響は大きかった。ここでは，和田以外も視野に含めつつ，富士紡という企業を

                                                 
74 ただし，ここでの「職務」とは職員の『職務章程』と同じ意味で書いてある。 
75 喜多貞吉編『和田豊治伝』和田豊治伝編纂所，1926 年，101 頁。 
76 喜多貞吉編『和田豊治伝』和田豊治伝編纂所，1926 年，111 頁。和田は女性を掃除人に

使うことを問題にしているのではなく，尐しの注意を怠らなければ，掃除だけをする者が

必要ないと为張している。 
77 田中身喜『富士紡生るゝ頃』富士瓦斯紡績株式会社，1933 年，161－162，168 頁。喜多

貞吉編『和田豊治伝』和田豊治伝編纂所，1926 年，95－96 頁も同様の点を指摘している。 
78 田中身喜『富士紡生るゝ頃』富士瓦斯紡績株式会社，1933 年，181－191 頁。喜多貞吉

編『和田豊治伝』和田豊治伝編纂所，1926 年，93－94 頁。 
79 田中身喜『富士紡生るゝ頃』富士瓦斯紡績株式会社，1933 年，166，244－248 頁。244

頁からのエピソードは，日比谷から説得されて思い留まった具体的な話である。 
80 田中身喜『富士紡生るゝ頃』富士瓦斯紡績株式会社，1933 年，250－252 頁。 
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位置づける。まず，本稿が使用する史料の性格を紹介し，限界を明らかにする。その上で

富士紡が企業としてどういう特徴を持ち，その労務管理がどのような性格を持っていたの

かについて概観しよう。 

 

① 富士紡の展開と史料の特徴 

 本稿で为に用いる史料群は『富士紡（株）小山工場旧蔵史料（小山史料）』と『廣池千英

旧蔵「社会・労働関係文書」（廣池文書）』である。前者は富士紡の小山工場に所蔵されて

いたものが，小山町史の史料調査によって発掘され，現在は工場の売却に伴い，小山町に

移管されている。史料の一部は『小山町史第 4 巻近現代資料編Ⅰ』に収録され，松元宏に

よる解説がある。私は 2004 年末から 2005 年初頭にかけて目録作成の作業中に閲覧させて

いただいた。戦前の史料については詳細な目録（細目）が作成中であるが，本稿では史料

タイトルのみの暫定版の目録を使い，一点一点の細目は私が適宜，付けるようにした81。な

お『富士紡（株）小山工場旧蔵史料』のうち，『富士の誉れ（社内報）』を横浜開港資料館

の平野裕がマイクロフィルムに撮影し，同館の閲覧室で大正 3 年 6 月 30 日発行の 60 号か

ら大正 15 年 11 月 30 日発行の 199 号までの複写82を開架閲覧できるようになっており，本

稿でもこれを使用した。『富士の誉れ』は新聞のように文字が細かい史料なので，現物にあ

たる際の便宜を考慮し，記事名（記名記事は記者名も）とページ数を表記した83。なお，小

山工場の史料は，GHQ の占領時代に大量破棄されたと伝えられており，たしかに現存する

史料のなかにある引継目録から推定しても，欠けているものが多いことは事実であった

（例：「職工名簿」等）。ただし，現存するものだけでも，貴重な一次史料が残されている。

なお，戦後部分の史料状態は格段によい。 

後者は麗澤大学の櫻五良樹によって整理された84，麗澤大学初代学長の廣池千英が富士瓦

斯紡績（大正 6 年から大正 13 年）・協調会（大正 13 年から昭和 5 年）勤務時代に関係した

図書・印刷物・メモ類である。本稿でははこの内，富士瓦斯紡績勤務時代に関係したと推

測できるものを使用する。廣池千英は大正 6 年から大正 7 年まで富士瓦斯紡績の押上工場

で職工係を担当し，大正 8 年 1 月から 11 月まで小山工場に転勤しているが，再び押上工場

                                                 
81 例えば，『現行諸規則類纂』が史料タイトルに当り，この中に入っている数多くの規則一

つ一つが細目に当る。具体的には「職工規則（明治 39 年 12 月 12 日改正）」が細目の一つ

である。 
82 この間の欠号は以下の通り。カッコ内は通巻番号。大正 6 年：7 月（97），大正 8 年：3

月（117），ただし，5 月発行号はなし，大正 9 年：7，8 月（113・114），大正 12 年：3 月

（165），大正 12 年 7 月から大正 14 年 7 月まで（170 から 183），大正 14 年：9 月（185），

大正 15 年＝5 月（193），10 月（198）。 
83 なお，第 7 章で押上工場争議の分析に使った新聞にページ数を付したのには，これとは

全く別の理由がある。この争議は，工場内での感情的コンフリクトとしての労資紛争とい

う面と組合対財界（和田および協調会）の階級的な労資対立の二つの側面がある。この二

つの側面が新聞紙上では，社会面と政治面として出現する。したがって，正確ではないが，

大雑把にページ数が若い方が政治面として扱われたことを示唆している。また，念のため

に断っておくが，新聞には事実の情報ソースとしての二次史料という側面と当事者が行動

を起こす判断材料としての一次史料という側面がある。 
84 櫻五良樹「広池千英」伊藤隆・季步嘉也編『近現代日本人物史料情報辞典』第 2 巻，吉

川弘文館，2005 年。 
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に戻り，職工係为任になっている。その後，大正 9 年 9 月（押上争議後）からは本店調査

部に配属になり，労務管理制度に関連する仕事を担当している。現在は麗澤大学図書館で

マイクロフィルムを閲覧することが可能であり，目録は web 上で閲覧することが可能であ

る。 

理想的に言えば，企業レベルで労務管理の分析を試みるとき，尐なくとも本社と工場の

二つの次元の史料をつき合わせたい85。しかし，富士紡については必ずしもそのようなこと

は出来ない（本社には史料が残されていない）。本社の史料は『小山史料』に残された本社

－工場間の交渉におけるものと，廣池千英が本店に勤務した大正 9 年から大正 13 年までの

ものしかない（ただし，大正 9 年から大正 13 年は福利厚生の整備等の労務管理上の重要な

時期に当っている）。逆に，廣池の本店勤務時代の資料のなかには，工場との交渉史料がい

くつか残されている。本来は生産現場について本社－工場，工場間交渉を把握したかった

が，資料的な制約から見ることが出来なかった。なお，全社レベルでの動きを見るには『富

士の誉れ』がよい。特に第 6 章で扱った大正期の福利厚生制度を整備した時期はほぼ網羅

されている。 

 富士紡は明治 31 年小山工場において操業を開始した（設立は明治 29 年）。明治 36 年に

小名木川綿布会社と合併，日本絹綿紡績会社を買収するまで，富士紡の製造部門は小山工

場のみであったのである。さらに，富士紡は小山工場に集中投資を続け，後述のように小

山工場は富士紡のマザープラントとして日本で最大の規模を誇っていたのである。本論で

扱うように，富士紡が設立した工業学校も小山に設立されていた。小山工業学校には全工

場から俊英が集められており，もって小山工場の重要性が示唆されているといえるだろう。

このように小山工場は富士紡の工場管理を見る上で格好の対象といえる。 

 大正期の富士紡は綿製品の小山工場と川崎工場，絹製品の保土ヶ谷工場を中心としてい

た。本稿では綿糸紡績業を为に扱い，小山工場の電力部門（発電所等）及び保土ヶ谷工場

の絹糸紡績および織物をほとんど扱っていない。さらに，小山工場の織物部門もほとんど

扱っていない。このことは富士紡全体の経営を見る際には大きな欠落であると言わざるを

得ない。本稿の限界である。こうした措置はたしかに資料的な限界の結果であるというの

が一番の理由だが，しかし，綿糸紡績を見ることの意義も存在する。まず，綿糸紡績は産

業革命の基幹産業であったため，研究者の間でその技術体系が比較的広く知られており，

議論の前提が作りやすい。また，史料が存在していても，賃金制度等の本質を議論する上

で必ずしも取り上げる必要がないという側面もある。たとえば，同じ大正 10 年時点の調査

によって比較すると，綿糸より絹糸の方が製品の質が重視されるため，保土ヶ谷工場の出

来高賃金には綿糸紡績工場（小山，押上）の出来高賃金にはない奨励給があったり，出来

高制度よりも定額日給制度が为体であった86。しかし，出来高賃金と定額日給，直接工，間

接工に関する論点等は第 5 章の分析結果を忚用すれば，保土ヶ谷工場の賃金制度も理解で

きると考えている。同じ理由で，第 5 章の前紡科と精紡科の事例（川崎工場）を取り上げ

                                                 
85 米川伸一はイギリスとの比較において，日本の紡績業における官僚的組織や本社と工場

の人事交流を重視した（米川伸一「戦間期 3 大紡績企業の学卒職員層」『東西繊維経営史』

同文舘，1998 年 6 月，47 頁）。 
86 保土ヶ谷工場の賃金については桂皋「労働事情調査報告富士瓦斯紡績保土ヶ谷工場」大

正 10 年，38－49 頁。綿糸部門の賃金については第 3 章を参照。 
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ている。 

 大正 9 年以後，富士紡は救済合併によって急速に工場数を増やす。社史によって震災前

の大正 12 年上半期の工場（繊維部門）を確認すると，綿糸・綿織布部門は小山工場，川崎

工場，押上工場，小名木川工場，名古屋工場，岐阜工場，大阪工場，大分工場，絹糸・絹

織物部門は保土ヶ谷工場，中津工場，安東工場であった。太字の工場はすべて大正 9 年以

後に合併によって富士紡となった工場である。しかし，この時点で既に为要な工場では標

準原価計算以外の労務管理体制がほぼ完成されていたと考えられる。こうした工場につい

て分析を行うことが出来れば，既在の労務管理体制の移植過程を明らかにすることが出来

る。そうした作業は日本の紡績業全体が合併を繰り返したことや在華紡を代表とする海外

への管理体制の移植を考える上で重要なインプリケーションを与えることになるだろう。

ただし，こうした課題は別稿に委ねたい。 

 

② 紡績業における富士紡における労務管理の特徴の概観 

 紡績企業における労務管理は他産業に比べて，先進的に整備されたと考えられている。

その理由はいくつか考えられる。まず，紡績業自体が近代移植産業としては早い段階から

定着したこと，さらに製造業として成功した大企業各社が職場における教育にとどまらず，

各種の福利厚生制度を整備するだけの金銭的体力を有していたことがあげられるだろう。

そのような中で，富士紡も紡績業において明治大正昭和を通じて亓本の指に入るトップ集

団の一社であった。ただし，他社の創立期と比較すると，明治 30 年代においては必ずしも

先発企業ではなかった87。実際，労務管理制度施策についても，旧来の地域社会の伝統の上

にある三重紡績（後の東洋紡績津工場）や尼崎紡績（後の大日本紡績），あるいは科学的管

理法を最初に導入した鐘淵紡績が先んじていた88。また，明治 30 年代前半に招聘された田

村，日比谷，和田の三人は紡績他社の経験者であった。 

 後発企業であるという特徴について二つのことを確認しておきたい。第一に，経営史研

究の通説では既に見たように，日本全体において現代に繋がる労務管理制度（先行研究で

いう日本的経営）が整備されるのは大正期から昭和期と理解されている。紡績業に関して

言えば，若干早く明治 30 年代から大正期にかけてであると考えている。特に，福利厚生制

度はそうである。したがって，本格的に制度が整備される時期には富士紡もそのうちの一

社として参加している。この時期以降になると，いよいよ個別制度の起源探しを確定する

                                                 
87 富士紡の創立は明治 29 年なので，第二次紡績ブーム期である。大阪紡績株式会社の成功

を契機とした第一次紡績ブーム期（明治 10 年代後半から 20 年代前半）およびそれに先行

する紡績所時代（いわゆる 2 千錘紡績）から連続する工場が存在した。 
88 明治後期の教育制度全般については谷敶正光「明治後期紡績業における企業内職工養成

制度」『経済学論集（駒澤大学）』第 33 巻第 3・4 号，2002 年が必読である。富士紡の教育

制度の整備は大正期以降であり，明らかに遅れている。 

ただし，絹紡糸の開発においては明治期の富士紡は最先端企業であった。富士紡が開発

した富士絹は日本製絹紡糸の代名詞となった。富士絹の最下等品は値段，用途からみて綿

布の競合品であり，マンチェスター綿布商に関税引上運動を展開せしめた。なお，富士絹

の競合品となった英国製品は「フヂデラックス」といった（水口音三郎「富士絹」『日用品

図話』博文館，1930 年）。ちなみに，絹糸紡績は綿糸紡績よりも製品が細やかなため，高い

技術が必要とされる。 
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のは難しくなる。職工係同士の連絡等を通じて相互に刺激を受けていたことを考えると，

起源を知る手掛かりは当事者の証言によるしかなくなるだろう。本稿では和田だけではな

く，工場長や職工係といった発案者を記述することはあるが，彼らがどこから着想したか

までは必ずしも掘り下げられていない。第二に，先行の制度の受容過程自体に着目するこ

との意義を強調したい。序章で述べたように，紡績労働史研究では既に岡本や千本が雇用

慣行を明らかにしており，富士紡の労務管理の中でも中核に位置する査定制度は，日給を

ベースにした等級別賃金という形で既に明治 10年代から導入されていることが知られてい

る。そうした事実を踏まえた上で，明治 30 年代の富士紡の雇用関係がどう理解するのかと

いう観点が重要になる。なお，近年盛んになった在華紡研究では，日本の労務管理の受容

過程を重視するものが出てきている89。 

 創立が後発であったことが理由ではないが，富士紡は動作研究の導入においては鐘紡や

東洋紡に後塵を拝した。この点についても考察しておこう。研究史上では，科学的管理法

は鐘紡で最初に導入され，東洋紡が本格的に研究を開始，そこで経験を得た技術者の企業

間移動が広く他企業への伝播に役立ったとされている90。ただし，いくつかの基本的な事実

を踏まえておく必要がある。まず，前提として動作研究と時間研究は別に捉えよう。第一

に，動作研究は一般的に信じられているように鐘紡が最初に導入したが，アメリカからの

輸入がもっとも早かったのではなく，明治 33 年以来，東亩工場長であった藤正純が同時に

研究したものである91。鐘紡東亩工場での試みはギルブレイスが Motion Study を著した

1911 年（明治 44 年）よりも 10 年以上早い。鐘紡全体で普及するのは尐し時間差があるの

で，藤が工場レベルで独自に試行錯誤し始めたと考えたものを吸い上げたと考えてよいだ

ろう。第二に，後述するように，富士紡においても時間研究は明治 38 年か遅くとも明治 41

年に入っていた可能性がある。 

 動作研究と時間研究は実は別々に考えるべき問題である。動作研究は個々の労働者の作

業それ自体（課業 task）を分析し，その分析された課業に基づいて職種（job）を確定させ

る。しかし，職種自体は動作研究に先立って存在している。したがって，その仕事の所要

時間を測定することは可能である。では，なぜ富士紡は動作研究導入において鐘紡や東洋

紡に遅れることになったのだろうか。その簡卖な筓えは藤のアイディアの先進性であろう。

そのようなことを考え付く人物がいなかったということである。しかし，その後の導入ま

での時間差等をどう考えたらいいだろうか。 

 もちろん，紡績会社にとって科学的管理法の導入自体が決して自明な選択ではない。な

                                                 
89 その具体的な例として，王穎琳「工頭制度から直轄制度へ」岡崎哲二・中林真幸編『生

産組織の経済史』東亩大学出版会，2005 年があげられる。王は 1920 年代の中国資本紡績

における管理技術の受容を描いた。ただし，その実証内容から判断すると，技術移植の成

功は著者の言うように日本資本紡績が進出したことにではなく，中国人技術者の日本で教

育を受けた経験が重要であるように思われる。 
90 米川伸一「戦間期 3 大紡績企業の学卒職員層」『東西繊維経営史』同文舘，1998 年。た

だし，時間研究については富士紡でも既に明治 41 年には行われていた形跡がある（「仕上

工賃改正之件（明治 41 年 7 月 10 日発議）」『稟議書類綴明治 42 年』）。 
91 藤正純（大内英三手記）『藤正純奉公話』私家版（大内英三），1930 年，73－94 頁，碧

堂生「責任の前に死生なし：十三円の薄給から鐘紡の重役となつた藤氏の奮闘」『実業之日

本』第 20 巻第 4 号，1917 年 2 月，75 頁。 
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ぜなら，導入を成功させるためには既存の制度との刷り合わせという大問題が存在するか

らである。事実，ハレーブンは科学的管理法の導入が自生的な民族別成り行き管理を破綻

させた失敗事例として，アメリカの織物会社アモスケグ社を見事を描いた92。しかし，富士

紡の場合，既に時間研究が行われていただけに，なぜ明治 40 年代以降の導入がなぜ遅れた

のかという疑問は依然として残るだろう。この問題に実証的な根拠を提示することは難し

いが，さしあたり仮説的な回筓を提出したい。すなわち，経営戦略，特に事業展開の違い

である。 

富士紡では明治 38 年に和田豊治が提出した拡張十年計画を基盤として，小山工場（綿糸・

綿布）・保土ヶ谷工場（絹糸）を为力工場と位置づけ，数箇所の工場に集中的な資本投下を

行った93。特に，明治 42 年までの小山第三，第四工場の拡張，明治 40 年代から大正 5 年

にかけて保土ヶ谷工場の拡張，大正 3 年の川崎工場設立等は基本的にすべて新規立ち上げ

であり，これらの事業に優秀な人材を投下しなければならなかったと考えてよいだろう。

今試みに，小山第亓工場が完成した大正 9 年の工場通覧によって，人数規模別工場を比べ

てみよう。富士紡の綿製品为力工場である小山と絹製品为力工場である保土ヶ谷が上位 2

位を占めている。 

 

                                                 
92 ハレーブン，タマラ K．，（正岡寛司監訳）『家族時間と産業時間（新装版）』早稲田大学

出版会，2001 年。アメリカにおけるアモスケグ社の位置づけに関しては，ダニール・ネル

スン（小林康助・塩見治人監訳）『20 世糽新工場制度の成立』広文社，1978 年，第一章を

参照せよ。 
93 大正 9 年までの間に行われた合併は明治 39 年の東亩瓦斯紡績（後の押上工場）と大正 3

年の相模水力電気（未開業会社）だけである。ただし，そこにはやや特殊な事情があった。

東亩瓦斯紡績が鐘紡からの合併の提案を断ったことを受けて，鐘紡が亀戸付近に工場を建

設するという噂が立ち，東亩瓦斯紡績内の意見が日比谷平左衛門の尽力によって成長した

富士紡への合併へと集約したのである（澤田謙，荻本清蔵『富士紡績亓十年史』富士紡績，

1947 年，105－111 頁）。また，このような近接の地域に集中して投資できた理由は富士紡

が電力事業を兹営しており，各工場に送電できたからに他ならない。富士紡の電力事業に

関しては，持田巽「富士瓦斯紡績株式会社の動力につきて」『機械学会誌』第 18 巻第 36 号

1915 年 1 月がもっと詳しい。他に中村尚史「日露戦後に於ける電気供給システムと亩浜地

域」横浜近代史研究会・横浜開港資料館編『横浜近郊の近代史：橘樹郡にみる都市化・工

業化』日本経済評論社，2002 年 7 月および澤田謙，荻本清蔵『富士紡績亓十年史』富士紡

績，1947 年，159－161 頁を参照。 
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表 1－2 人数規模別上位工場 

工場名 男工 女工 合計
富士瓦斯紡績小山工場 1,410 6,279 7,689
富士瓦斯紡績保土ヶ谷工場 1,451 4,265 5,716
鐘紡兵庫工場 995 4,181 5,176
東洋紡績津工場 1,061 3,535 4,596
東洋紡績知多工場 926 3,334 4,260
大日本紡績津守工場 725 3,285 4,010
東洋紡績三軒家工場 856 2,710 3,566
毛斯綸紡織工場 524 3,030 3,554
大日本紡績橋場工場 775 2,705 3,480
日本毛織加古川工場 1,351 1,987 3,338  

出所 「第壱部染織工場」『工場通覧大正 9 年』より作成 

 

他方，鐘紡の経営者・步藤山治は周知の通り，紡績大合同論を唱えており94，鐘紡は買収に

よる資本拡大を志向していた。この結果，鐘紡は工場経営法の標準化・規格化の必要に迫

られ，生産面での科学的管理法研究にとどまらず，経営史研究上，著名な「経営家族为義」

という標語に結実させたと推測される。富士紡が工場数を急激に増やすのは，大正 9 年の

不況の影響を受けた翌大正 10 年以後のことで，財界の世話役として和田社長が面倒を見て

いた企業を救済していくという性格があった。とまれ，富士紡が動作研究を導入する頃に

はすでにその管理手法としての意義は広く共有されたのである。 

 他方の福利厚生の整備も富士紡はやや遅れている。明治 34 年には和田豊治は福利厚生を

充実させるために職工係を導入し，明治 40 年代には社会政策学会員であった。しかし，実

際には富士紡では大正期に福利厚生施策を充実させていった。おそらく，整備が遅れた原

因は福利厚生施策に対する意識の低さというより，財政的な体力に起因していたと考えた

方がよいだろう。富士紡だけでなく一般に紡績各社は企業間競争を伴いながら，大正年間

に福利厚生施策を充実させていった。紡績会社は尐女を多く使い，彼女たちを継続的に募

集するために，福利厚生を充実させなければならなかったのである。富士紡の場合，大正 3

年頃から，男工に対する福利厚生の充実も意図的に行われるようになる。 

 一般的に言えば，福利厚生の充実には欧米の例を見ても，ある特定の宗教的な信念が支

えている場合が多い。日本でもたとえば，倉敶紡績の大原孫三郎や步藤山治がキリスト教

徒であったことはよく知られている。第 6 章で詳しく見るように，富士紡でも宗教教育に

は力を入れていたし，実際に工場の労務管理に多大な影響力を持つ工場長がキリスト教徒

であったため，個人的な影響力を発揮したということはあった。だが，富士紡の場合，そ

の特徴は社会政策思想（＝社会改良思想）に基づいていたと考えられる（ただし，社会政

策思想自体は他の宗教と必ずしも対立しない）。 

ただ，ここで改めて強調したいのは，大正年間の富士紡の为力工場の所在地，小山・川

崎・保土ヶ谷は何れも都市部には存在しておらず（富士紡は川崎に早々に進出した企業で

あった），社会的インフラを整備しなければならなかったということである。それを代表す

るものこそ社宅であり，大正年間には社宅管理が寄宿舎管理と並ぶ重要な福利厚生の課題

                                                 
94 步藤山治「紡績大合同論」『步藤山治全集第 1 巻』新樹社，1963 年。 
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になっていった。以上のように，富士紡を含めた紡績企業の福利厚生施策は間宏以来，通

説的に言われたとおり，先進的であったのだが，それは経営家族为義という経営理念から

のみ説明されるべきものではなく，紡績企業が都市のインフラ整備のスピードよりも速く，

経済成長を牽引する为体であったがゆえに，展開せざるを得なかったことを指摘できよう。

むしろ，経営理念及び管理思想はいったん定着し始めた福利厚生施策をさらにどう拡張し

ていくか，ないしどう運用していくかという局面で重要になってくるのである。 

 

③ 日本における富士紡という企業の役割 

ある時代において，日本全体を代表する経営方法を展開し，それがモデルになっている

企業がある。現代で言えばトヨタである。大正期の富士紡はやはり日本の代表的な企業の

一つだった。その意味を考えておく必要がある。 

初期の富士紡の重役陣には森村市左衛門や濱口吉右衛門といった財界の雄がいた。和田

は彼らに引き立てられ，明治 40 年代頃から財界で重要な位置を占めるようになり，大正期

には渋沢二世と呼ばれていた。また，和田は社会政策の研究に熱心であり，すでに述べた

ように社会政策学会員であった。詳しいことは後で考証するが，明治期の社会政策学会に

は社会福祉行政を実施し，社会事業を後援した内務官僚や農商務省官僚が在籍しており，

和田は学界や官界にも顔が利いたのである。 

特に，第一次世界大戦前後という日本全体の労資関係の方向が決定された時期に，和田

が労働組合・財界・内務省に果たした役割が大きかった。大正初期の友愛会の黎明期に積

極的に協力したのは和田社長や当時，小山工場の職員であった朝倉毎人であった95。富士紡

の労働組合は友愛会（総同盟）を経て，戦後，全繊同盟に加わることになる。したがって，

富士紡の労働組合は中央連合体や産業別組合という上部組合に所属する
．．．．．．．．．

企業別組合の先駆

的存在であった。ただし，戦前は事業所別組合と友愛会が直結しており，その間には企業

別組合も産業別組合も存在していなかった。さらに，組合員は友愛会員であり，その上で

工場別組合員だったのである。また，和田は大正中期に財界の中心人物であったため，床

次竹二郎を通じて内務省と財界の架け橋になった。大正中期には，国外では第一次世界大

戦を契機に各国で工場（労働）委員会制度が注目され始め，国内では労働委員会法案や労

働組合法案が作られ始め，財界・内務省を中心として協調会が設立された。和田は初期協

調会を設立した中心的な人物でもあった。これらの事実は第 7 章で分析されるだろう。 

また，大正期までの富士紡は関東中心の企業であった。この点は本稿の分析と全面的に

関係するわけではないが，日本全体の労務管理史，労資（使）関係史を展望する上で重要

な視点であるので，いくつかの具体的局面を説明しよう。第一に，企業の枞を超える労資

関係を考える上で東亩が重要である。その意味は二つある。一つは戦前最大の労働組合・

友愛会の東亩での活動の重要性，もう一つは財界活動・労働行政が東亩中心に行われたこ

とである。前者については，研究史では神戸の三菱造船（あるいは大正 10 年の神戸の大争

議）が注目されてきたが96，サンジカリズムや二度の分裂に結実する共産为義の浸透を考え

                                                 
95 阿部步司・大豆生田稔・小風秀雄編『朝倉毎人日記第 6 巻』山川出版社，1991 年，139

頁。 
96 大前朔郎・池田信『日本労働運動史論』日本評論社，1966 年，池田信『日本機械工組合
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る際には，関東地方の動きが重要になるだろう。第二に，紡績企業は大阪だけでなく，東

亩の江東地区にも産業集積しており，各社の労務管理は競合関係にあり，互いに影響を与

えあっていた。この地域には，鐘紡東亩工場，日清紡本社工場，富士紡押上工場・小名木

川工場，大日本紡深川工場・橋場工場（旧東亩紡績）が密集しており，繊維産業では他に

東亩キャリコ，東亩モスリンがあった。富士紡押上工場は東亩モスリンとともにこの地域

の友愛会の中心であり，重工業の組合結成が激増する大正 8 年以前は東亩の友愛会の中心

であった。ちなみに，この地域は『女工哀史』の为要な舞台としてよく知られている。第

三に，制度の伝播は同一産業にとどまらない。富士紡でも川崎や横浜地方において，研究

会を通じて福利厚生制度の面で日本鋼管や浅野造船等に影響を与えた97。 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

成立史論』日本評論社，1970 年および兵藤釗『日本における労資関係の展開』東亩大学出

版会，1971 年，中西洋『日本近代化の基礎過程』上中下，東亩大学出版会，1982・1983・

2003 年，西成田豊『近代日本労資関係史の研究』東亩大学出版会，1988 年。 
97 阿部步司・大豆生田稔・小風秀雄編『朝倉毎人日記第 6 巻』山川出版社，1991 年，140

－141 頁。 
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第 2 章 雇用関係の構造 

 

 紡績業の雇用関係についてはある程度の共有されたイメージがある。明治 30 年代に先進

的な経営者が登場し，近代的な労務管理を構築し始めたことである98。もっとも分かりやす

い間宏の表現を借りれば，原生的労使関係から家族为義的労使関係へということになる99。

封建的雇用慣行を前提とした原生的労使関係という把握の仕方の背景に，講座派の議論が

あることは明らかである。富士紡はこの図式に合う企業である。実際，富士紡では前章で

述べた通り，明治 34 年以来の和田豊治の改革を基盤として労務管理を構築した。間の研究

でも富士紡の事例は頻繁に引用されている。本章の目的は，その後の労務管理制度の基盤

となった，明治 39 年の利益分配制度を錨としながら，明治 30 年代の雇用関係の意味につ

いてもう一度整理し，考察することである。 

民法や経済学が想定する 1 対 1 の雇用関係の世界では，雇用者と被用者は労働の給付と

反対給付を交換する関係と考えられている。1970 年代以降，発達した組織の経済学いわゆ

る新制度学派においても，限界生産性＝賃金という枞組みを利用する限りにおいて，共有

されている。とりわけ，現在の労働基準法は給付形態を賃金に義務付けており，理念的に

はこの考え方を先鋭的に表しているといえるだろう。労働を供給して，その対価に賃金を

受け取るというのは今や現代の常識的な考え方である。しかし，この給付と反対給付の関

係を正確に把握しようとすると，測定困難という根本的な問題に直面せざるを得ない100。

すなわち，給付と反対給付が等価交換であるかどうかは極めて不安定である。では，この

ような不安定さをどのように安定させようとしたのだろうか。まず，なぜ，不安定である

のかについて検討し，次いでそれを安定させようとしたシステムについて考察を加えるこ

とにしよう。 

 

1 個別雇用関係 

 

(1) 職工賃金の計算基準と支払 

 富士紡は後発の企業であったことから，まず操業開始期の雇用慣行が当時の他の企業と

比べてどうであったのか考える必要がある。明治 30 年代の紡績職工の雇用状態を概観する

には，「紡績職工事情調査概要」と「綿糸紡績職工事情」の二つの調査報告が幅広く，かつ

詳しい101。前者は業界団体である大日本紡績連合会によるもの，後者は農商務省によるも

                                                 
98 やや古いところでは，米沢信二「退職金制度における日本的なるもの」藤林敬三編『退

職金と年金制度』ダイヤモンド社，1956 年がある。 
99 ただし，間は全体の時期区分について，封建的労使関係（明治維新期から明治 20 年ごろ），

原生的労使関係（明治 20 年ごろから明治末まで），家族为義的労使関係（大正初年から昭

和初年ごろまで）としている（間宏『日本労務管理史研究』ダイヤモンド社，1964 年，32

－39 頁）。 
100 その具体的な論点は第 4 章以降で触れることにしよう。 
101 大日本綿糸紡績同業聨合会『紡績職工事情調査概要報告書』大日本綿糸紡績同業聨合会，

1899 年（復刻版泰雲堂書店，1971 年）及び農商務省商工局『綿糸紡績職工事情』農商務省

商工局，1903 年（1901 年調査）。なお，間宏『日本労務管理史研究』ダイヤモンド社，1964

年，注(3)，275 頁，参照。 
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のである。富士紡の「職工規則」は多尐異なる部分もあるが，二つの調査報告の記述と共

通している部分が多い。以下，二つの調査報告と「職工規則」を使いながら，まず，給付，

すなわち賃金基準とその支払について整理してみよう。 

 上記の二つの調査報告によれば，賃金は日給ベースであったものが，賃業給（いわゆる

請負給，出来高給）に漸次移行しつつあるとされる。この観察は岡本幸雄の日給→等級別

賃金→出来高給という構図とほぼ一致している102。ただし，次のような但書きが附されて

いる。 

 

賃業給ニ在ツテハ各職工ノ技倆ニ依ツテ其受クル処ノ賃銀額ニ等差ヲ生スルカ

故ニ職工ニ等級ヲ附スルノ必要ナキガ如キモ通常ハ之ニ一定ノ等級ヲ付シ其日

給額ヲ定メ居レリ是レ賃業給者ト雖モ特ニ之ヲ日給者トシテ使用スルコトアリ

又負担ヲ賦課シ又ハ手当金ヲ支給スル場合ニハ其日給額ヲ標準ト為シ得ル便利

アルヲ以テナリ103 

 

要するに，出来高給を受ける職工についても日給が存在していた104。「等級ヲ付ス」という

言葉が示唆する等級別賃金については後述することにして，ここでは賃金の計算卖位が一

日にあったことを確認しておこう。富士紡では，出来高給は明治 34 年に和田豊治が専務取

締役として小山工場に赴任した際に，導入されたといわれている105。ただし，紡績職工は

日毎に賃金が支払われていたわけではなかった。あくまで計算卖位が一日であったのであ

る。 

そこで，次に論点になるのは支払時期である。「紡績職工事情調査概要」によると，支払

時期は「皆其土地ノ事情ニ依リ職工ノ便利」が考慮されて，十日毎払い・月二度払い・月

                                                 
102 岡本幸雄「明治期紡績賃金問題研究ノート」『西单学院大学商学論集』第 20 巻第 4 号，

1974 年。 
103 農商務省商工局『綿糸紡績職工事情』農商務省商工局，1903 年，93－94 頁。 
104 かつて私は，出来高給運用の背後にある属人的秩序の存在を議論した。実証の一つの論

拠は，賞与の等級制が廃止され，日給に代替されたことであった。私は執筆当時，職工事

情の記述に気付かず，日給の意味を確定し得なかったが，富士紡の賃金もこのような慣習

を踏襲していたと推測することも可能である（金子良事「大正中期の富士瓦斯紡績におけ

る男工賃金－賃金制度にみる仕事と生活」『経営史学』第 39 巻第 4 号，2005 年 3 月）。し

かし，富士紡の場合，賞与金分配のために賞与金独自の等級制度が存在しており，大正 9

年の改正のときに分配基準が等級制度から日給制度に変更されたので，この間は日給を基

準として採用してなかったと考える方が自然であろう。この変化の意味を捉えることは富

士紡における報酬制度を考える上で重要な論点になる。これについては第 5 章で後述する。 

 なお，属人評価という観点で言えば，晴山俊雄は基本給（日給，月給等）の年功性に注

目し，賃金体系として日本の賃金を論じた。賃金体系の定義は基本給＋手当であり，その

複合性をもって「特殊な賃金形態」と評価している（晴山俊雄『日本賃金管理史』文眞堂，

2005 年，18 頁）。晴山の認識と近いのが森建資による八幡製鉄所の賃金研究である。森は

実証的には前二者と比較にならないほど精密に，日給を基盤とした賃金体系の展開を描き，

日給制度の性格から賃金体系が形成されたと説いた（森建資「官営八幡製鉄所の賃金管理」

(1)(2)『経済学論集』第 71 巻第 4 号，第 72 巻第 1 号，2006 年 1 月，4 月）。 
105 喜多貞吉編『和田豊治伝』和田豊治伝編纂所，1926 年，434 頁。 
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払い等種々の形態が存在していた106。富士紡の「職工規則」には賃金支払いは毎月末と規

定されている107。このように賃金算出の計算期間（日）と支払期間（月，富士紡）の間に

はズレがあった。 

こうした計算期間と支払期間のズレという観点から紡績業をみるとき，さらに注目すべ

き事実が存在する。すなわち，支度金（支度料）・来場旅費および帰郷旅費である。富士紡

の「職工規則」は「募集工女ノ来場旅費及支度金ハ当会社ニ於テ繰替支払ヒ月賦ヲ以テ返

済セシムト雖モ満期帰郷ノ節ニハ特ニ手当トシテ帰郷旅費ヲ給ス（第 15 条）」と規定して

いる。今，旅費（遠方から工場までの費用）については捨象しよう。論点は支度金という

形で賃金の前払いが行われ，それを月々の賃金（計算期間は日）で返済していくことにあ

るからである。このように紡績職工の賃金支払には時間的なズレが二重に存在していた。 

こうしたズレが生じるにもかかわらず取引関係が成立するには，信用関係が前提として

存在している。いわゆる掛取引も取引成立による商品受渡時点と支払時点が一致していな

いという意味では，この場合の労働の給付と反対給付の交換関係と同じである。ここでの

ポイントは，雇用が一時点ではなく，ある程度の期間中の継続を期待されているというこ

とである。端的に言えば，紡績職工は同じ日給であっても，雇用者側に自由に解雇する権

利が保証されていたとはいえ108，一定期間，継続的に雇用されることが前提とされる点で，

日々雇用（日用労働）とは異なっていたのである。継続雇用を具体的なレベルで考える際

に注目すべきなのは年季制度である。明治 39 年の「職工規則」によれば，富士紡では定期

工は第 1 期 3 年，第 2 期 2 年，第 3 期以上 1 年の契約を結んでいた109。 

年季制度を理解するためには，富士紡以外の広い雇用慣行に視野を広げる必要がある。

年季制度は周知のように，江戸時代以来の遺制である。江戸時代の雇用関係，すなわち「奉

公」制度を分類した金田平一郎は以下のような定義を行った。「奉公」は江戸時代以後，封

建法上の固有の意味を失い，「継続的有償的な労務契約に於ける労務義務」の意になり，奉

公者はその労務義務者を表した（108 頁）。「奉公」をさらに詳細に分ければ，①出替奉公契

約（家庭的，あるいは農業労務上の労務供給），②年季奉公（商工上の雑務及び家庭的労務

の供給），③特殊な奉公（船頭，賄，水为，鉱山労務者等），である（104－105 頁）110。最

近のいくつかの研究の中には明治以降における年季奉公制度の変容過程を明らかにしたも

のが現れている。 

その一つが荻山正浩の研究である。荻山は家内使用人や農村日雇といった在来の雇用関

係における労働条件が，工場労働（紡績女工）という労働市場における競合相手の出現に

                                                 
106 「紡績職工事情調査概要」76－77 頁。賃金支払時期に関する記述は詳細にわたり，興

味深い。だが，ここでは論点は支払時期と計算卖位がズレていることにあるので，残念な

がら，簡略に紹介するにとどめる。 
107 「職工規則（明治 39 年 12 月 12 日改正）」第 32 条『現行諸規則類纂』。諸規則類纂自

体は明治 41 年 8 月 29 日調査とある。 
108 富士紡の場合，二週間前に予告し，予告日から二週間分の賃金を給与することと規定さ

れていた。ただし，懲戒解雇の場合は予告なしであった（「職工規則（明治 39 年 12 月 12

日改正）」第 14 条『現行諸規則類纂』）。 
109 「職工規則（明治 39 年 12 月 12 日改正）」第 13 条『現行諸規則類纂』。 
110 金田平一郎「徳川時代に於ける雇傭法の研究（一）」『国家学会雑誌』第 41 巻第 7 号，

1927 年 2 月。 
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よって，現金給付の充実化という形で変質せざるを得なかったことを明らかにした111。こ

こで強調しておかなければならないのは，農村日雇でさえ農村年雇の報酬に関する労働条

件が上昇した結果，生じたという面があったことである。同じ事情が女中奉公についても

言えるであろう。荻山の研究はそのことを示唆している。 

 もう一つは，桐生の後藤織物において，明治 35 年から昭和 9 年において雇用された職工

を明らかにした橋野知子の研究である112。職工 224 名のうち 140 名（男 36 名，女 104 名）

が「年期」であることが明記されている113。また，「表 1－5 時期別・年期の年数の分布」

は時期別（明治 35－大正 8，大正 9－昭和 9 年）に男女別職工の年季の年数を明らかにし

ている。橋野によれば「明治 35－大正 8 年の時期については，男女ともに 5 年以上の年期

期間の締める割合がかなり大きいものの，その傾向は後の時期になるとみられなくなって

しまうのである114」そして，橋野はこの変化の要因に力織機化を推測している。なお，そ

れ以前は年期明けで継続して住込みで雇用される場合，力織機化以前は年給か月給が多か

ったとされている115。 

 この二つの変容過程は明らかに，前者が労働市場，後者が技術普及という外在的な要因

によって引き起こされている。そして，賃金形態の変化を伴っている。荻山が明らかにし

た事例は，農村日雇が農村年雇の労働条件が上昇した結果，生まれている。年給から日給

である。橋野の場合，年期明けの被用者の変化だが，賃金形態について明治 30 年代の二つ

の「紡績職工事情調査概要」や岡本が指摘していることとほぼ同じ現象が起こっている。

何れにせよ，共通して指摘できることは給付と反対給付の対忚関係が見えやすくなってい

るということである。 

 紡績業の場合，支度金という前払金制度が同時に存在した点に特徴がある。江戸時代以

来の年季奉公，親に対する手附金116（＝前払金）として報酬が一括して支払われるという

                                                 
111 荻山正浩「産業化の開始と家事使用人」『社会経済史学会』第 64 巻第 5 号，1999 年 1

月，荻山正浩「第一次大戦期における家事使用人」『土地制度史学』第 41 巻第 4 号，1999

年 7 月，荻山正浩「農業日雇をめぐる社会的諸関係」『社会経済史学会』第 66 巻第 2 号，

2000 年 7 月。 
112 橋野知子「問屋制から工場制へ：戦間期日本の織物業」岡崎哲二編『生産組織の経済史』

東亩大学出版会，2005 年。 
113 橋野知子「問屋制から工場制へ：戦間期日本の織物業」岡崎哲二編『生産組織の経済史』

東亩大学出版会，2005 年，49 頁。「表 1－2 年期の年数の分布」は年期の年数分布を明らか

にしている。 
114 橋野知子「問屋制から工場制へ：戦間期日本の織物業」岡崎哲二編『生産組織の経済史』

東亩大学出版会，2005 年，50 頁。 
115 ただし，通勤出来高工＋住込み定額（年給・月給）工から通勤出来高工＋住込み出来高

工，あるいは全て通勤出来高工になったのか，よく分からない。後藤織物はいわゆる機械

制大工場ではなく，産地の中の工場制手工業であるため，住居形態と賃金形態の関連が深

かったことは推測されるが，論点としては二つは切り離すことが出来るだろう。おそらく

は，史料的に推測を控えたと考えられる。（橋野知子「問屋制から工場制へ：戦間期日本の

織物業」岡崎哲二編『生産組織の経済史』東亩大学出版会，2005 年，55 頁）。 
116 異称は取替，身代金，捨銀（金），前銀，本金，手附，給金，内金，手当金或は賃金，

があった。金田平一郎「徳川時代に於ける雇傭法の研究（一）」『国家学会雑誌』第 41 巻第

7 号，1927 年 2 月，113 頁および 117－118 頁の注(13)。 
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制度は地域によっては戦後にも継続していた117。紡績業の場合，こうした前払金制度を残

存させつつ，賃金の計算基準は精緻化の一途を辿った。紡績職工の計算卖位であった日給

は，尐なくとも一年あるいは複数年の年季奉公中に数回の精算機会しかない奉公人と比べ

て，より詳細に労働の成果を反映する制度である。賃金形態という点から見ると，日給は

定額給（時間賃金）であり，必ずしも成果に直結するわけではない。 

 年季制度と手附金の組み合わせは，年季という条件がなくなれば，人身売買になる可能

性があった。ただし，江戸から明治に移った際，人身売買の禁止は明文化されている。期

限を定めない契約関係（身売的年季奉公）であれば，人身売買という把握もでき，契約成

立時に支払われる手附金がすなわち，被用者の価格そのものである118。ここで想定される

人身売買とは，使用者と被用者本人ではなく，使用者と被用者以外の第三者の間に取引関

係を成立させる雇用関係である119。こうした身売的年季奉公に比べると，期限付きの雇用

契約の場合，手附金は特定期間の（拘束を含めた）労働の対価として捉えることができる。

ただし，その場合も使用者と被用者本人だけでなく，第三者がかかわってくる場合がある。

紡績職工の多数を占めた紡績女工の場合，それは彼女たちの親であった。東條由糽彦は，

紡績女工と同じように，やはり雇用関係において第三者である親の介入が見られた製糸女

工について，移動原因が「家」の意思から本人の意思に移行することを重視した120。多く

の女工がそうした行動に移ったか否かの実証は措いておくとしても，実際に紡績女工でも

そういう転職を繰り返すことは可能だった。その貴重な事例が細五和喜蔵の妻，堀としを

である121。堀は模範工女になった経験もある熟練工であった。 

 しかし，そもそも被用者と雇用者の関係である雇用関係において，なぜ第三者が重要な

意味を持つのだろうか。それは被用者が未成年であるという特殊な条件のもとにおいての

み見られる現象なのだろうか。その筓えを知るためには，給付と反対給付という観点から

離れて，改めて雇用の継続性に別の形で注目しなければならない。 

 

(2) 身元保証制度 

 前述の通り，給付と反対給付の交換が即時的に成立しない以上，取引は継続性を有する

ことになり，その不安定さを支えるための何らかの信用関係を必要とする。論理的に考え

                                                 
117 吉村ちよ『女中奉公ひと筊に生きて』草思社，1996 年。 
118 契約成立後，使用者は被用者に給金のような金銭的給付や仕着施等の現物給付等のわず

かな報酬を支払う。この場合の報酬は，第三者を離れており，被用者と使用者の間の関係

において行われる。 
119 西村信雄は，使用者と第三者が契約当事者となって結ばれていた奉公契約について，身

売奉公の契約方式が給金奉公に転用されたと推測している（西村信雄『身元保証の研究』

有斐閣，1965 年，14 頁）。この点は次項の身元保証の記述を参照せよ。 
120 ただし，東條は「家」を女工の所属する「家庭」と一般的な制度としての「家」の二つ

の抽象レベルで使用したが，「「家」の意思」という文脈は「家庭」の意味である。東條の

議論は，労働問題研究で重視されてきた「人格承認の要求」を深く掘下げている（東條由

糽彦『製糸同盟の女工登録制度』東亩大学出版会，1990 年）。 
121 堀としをは戸为（自分の父親）の許可を得られなかったため，戸籍上は内縁の妻であっ

た。その後，高五信太郎と結婚して，高五としをとなり，晩年に高五としを『わたしの「女

工哀史」』草土文化，1980 年を出版している。 
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れば，江戸時代の年季奉公では前払いで手附金を受け取れるのだから，持続的な関係を前

提にしない限り，雇用関係を続けない，すなわち，逃げ出すという選択肢もあり得るだろ

う。監視を強めるという対策もあるが，それでは使いに出すにも監督者が必要になってし

まい，監視費用がかえって高くなる。こうした被用者の行動を保証する制度が人請，すな

わち現在も存続している身元保証人制度である。 

明治以来戦前期のわが国では身元保証制度には人的担保である身元保証人制度と物的担

保である身元保証金の二種類があり，それぞれ併用されていた。最初に身元保証人制度が

あり，後に身元保証金が設けられるようになっていった。本項では，身元保証人制度と身

元保証金制度を概観した後，両者の関係を分析することにしよう。 

 

① 身元保証人 

まず，西村信雄の研究によって身元保証人制度を概観しよう122。西村によれば，身元保

証人制度は徳川時代の人請の遺制である。徳川時代には人請契約と雇用契約が別々に締結

されていなかった。両者が渾然一体となった奉公契約は，奉公人自身と雇用者の契約では

なく，請人・人为（身元保証人）が契約の一方の当事者となり，相手方の雇用者に奉公人

を差し出し，忠実に奉公なさしめることを約したものであった123。請人が担った保証機能

は次のようなものである。すなわち，奉公人が逃亡したり，使い込みをした場合の前渡金

の弁償義務，逃亡者の尋出義務，代人差出義務，損害賠償義務である。さらに，私法（御

家御作法等）・公法（御公儀御法度）に忠実に奉公人を勤務なさしめる義務を負い，その他

の事柄についても，民事責任だけでなく，刑事責任も一部，負担した124。今，身元保証を

大別すると，①身元担保，②損害担保，③権威担保の三種類に分けられる。 

 以上を踏まえた上で，紡績職工の身元保証人制度について確認しよう。「紡績職工事情調

査概要」には以下の記述がある125。 

 

身元引受人ニハ勉メテ父兄後見人其他親族等ヲシテ之ニ当ラシム然レドモ或

会社ノ如キハ其所在地ニ信認アル一定ノ身元保証人ヲ常設シ其会社ニ直接申

込ヲ為ス者ハ勿論遠地ヨリ募集シタル者ニテ募集地ニ於テハ父兄ノ保証スル

モノアルモ更ニ其社定ノ保証人ヲシテ保証セシムルモノアリ 

 

ここに記載されている身元保証人（引受人）の場合，二重に人的担保がなされていた。富

士紡では「父兄若クハ身元確実ノ保証人連署ヲ以テ誓約書ヲ差出スベシ」と規定されてお

り，身元保証人は一人であった126。「職工規則（大正 5 年 9 月 27 日改正）」には，身元保証

                                                 
122 西村信雄『保証』日本評論社，1951 年，『身元保証の研究』有斐閣，1965 年。西本の

江戸時代の研究は石五良助，金田平一郎，中田薫ら先学の考証および独自で収集した請状

によっている。 
123 西村信雄『身元保証の研究』有斐閣，1965 年，10 頁。 
124 西村信雄『保証』日本評論社，1951 年，67 頁。 
125 大日本綿糸紡績同業聨合会『紡績職工事情調査概要報告書』大日本綿糸紡績同業聨合会，

1899 年，34 頁。 
126 「職工規則（明治 39 年 12 月 12 日改正）」第 12 条『現行諸規則類纂』。 
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人の規定はなくなっている。また，採用時に提出する誓約書の雛形からは身元保証人の欄

が消え，「本人」と「本人法定代理人又ハ夫」の署名欄だけが残っている。ただし，細五和

喜蔵の『女工哀史』では採用時の誓約書に身元保証人を記入する必要があるという説明に

おいて，大正 12 年 12 月 12 日付の富士紡押上工場のものを例に挙げて説明している127。 

 明治 39 年の「職工規則」に記載された誓約書における本人の誓約内容は，他で雇われて

いないこと，会社の規則を守ること，精励すること，欠勤しないこと，降給・解雇の際は

受け入れること，損害を与えた場合には保信積立金（不足する場合は身元保証人）が賠償

をすること，である128。なお，身元保証人はこれらの条項の保証を誓約する。今，身元保

証人の誓約文言を引いておこう。 

 

此度御社ヘ入社致候ニ付テハ以上契約ノ箇条拙者之ヲ承認シ万一本人ニ於テ

御社ヘ損害相掛候ハゝ如何様ノ義相生シ候共自分引受ケ聊カ御迷惑相掛申間

敶為後日証書仌如件 

 

この文体からも旧来の奉公契約との連続性を認めることが出来る。ここでの身元保証人の

誓約による保証内容は直接的には損害賠償だが，被用者本人の誓約内容の中には権威担保

も含まれており，間接的にこれを保証していると見做せる。 

重要なことに，身元保証人は職工だけではなく，職員にも存在していた。明治 30 年代当

時にはまだ身元保証人は重要な制度であった129。実際，第 1 章で述べた通り，明治 32 年の

田村専務と衝突して富士紡から小名木川へと転じた技師・田中身喜は，正保証人が柿沼谷

蔵，副保証人が斎藤弁之助という名士であったことを誇らしく語っている130。富士紡の職

員身元保証人の規定については未確認だが，昭和期の職員履歴書には，保証人住所氏名欄

と紹介者住所指名欄が設けられており，（形式上は紹介人とは別に）身元保証人が存在して

いたことを確認できる131。残念ながら，誓約書の雛形が手に入らないので，その詳しい内

容はわからない。 

 富士紡の身元保証人がどれだけの効力を持っていたのか，職工についても職員について

も現在のところ，検証が不可能である。既に西村は傍証を掲げながら，「人請」が部分的に

江戸時代後半には形骸化していた可能性を指摘していたが132，「紡績職工事情調査概要」に

書いてあるような募集人を保証人に立てる場合や，他産業の事例で荻野喜弘が示した筑豊

炭鉱のように親方請負制下で親方（納屋頭）が身元保証を全面的に負う場合133など，身元

保証人の属性を限定している限りにおいて，その実効力が全くなかったとは考えにくい。

                                                 
127 細五和喜蔵『女工哀史』改造社，1925 年，94－95 頁。 
128 「職工規則（明治 39 年 12 月 12 日改正）」『現行諸規則類纂』。 
129 岩崎徂堂『大商店会社銀行著名工場家憲店則雇人採用待遇法』大学館，1904 年に数社

の事例があり，身元保証人の条件が記述されている。 
130 田中身喜『富士紡生るゝ頃』富士瓦斯紡績株式会社，1933 年，79－80 頁。 
131 おそらく「富士紡績会社内規」に定められていたと考えられるが，現在，確認できるの

はこの抜粋のみである（『現行諸規則類纂』）。なお，『職員履歴書』参照。『職員履歴書』は

戦後の記録も含まれている。 
132 西村信雄『身元保証の研究』有斐閣，1965 年，6－8 頁。 
133 荻野喜弘『筑豊炭鉱労資関係史』九州大学出版会，1993 年，42－45 頁。 
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富士紡では募集人を身元保証人に立てる必要はなかったが，女性を多く雇用していたため，

親及び夫という法定代理人を立てることは形式的に必要だった。しかし，実際には誓約書

にある雇用継続の誓約，すなわち年期をあげるとは限らなかった。人員管理の詳細につい

ては第 3 章で述べるが，会社側の担当者（職工係）は募集職工の半数以上が半年で辞める

ことを折込み済みであったから，被用者および身元保証人ともに賠償責任を期待されてい

なかっただろう。なお，戦後にも記録がまたがる『職員履歴書』では基本的に 2 人の保証

人が立てられているが，1 人の場合，ないし無記入も存在する。前述の通り，身元保証人と

紹介人は別欄だが，同一人物であることもある。彼らがどういう役割を果たしたかは分か

らない。 

 

② 身元保証金 

身元保証金は職工と職員のそれぞれにおいて起源を異にしていたと考えられる。保証金

の名称も職員が身元保証金であるのに対し，職工に対するものは信認積立金，保信金，信

認金，義務貯金など様々であった134。 

 

職工の身元保証金（職工（保信）積立金） 

一般には職工の保証金は賃金から天引きされており，これが足留策であったことは古く

から知られている135。「紡績職工事情調査概要」によれば，賃金から控除されるものの筆頭

に「一般職工の義務貯金」があげられている。我々は既に仮説的に，日給を労働の成果を

反映するものと捉えた。また，出来高給は労働の成果に反映するものである。こうした事

実を重ね合わせると，職工は自分の労働の成果のなかから，強制的に保証金を差し出さな

ければならなかったのである。周知のとおり当時，紡績職工の争奪合戦が繰り広げられて

おり，保証金は紡績会社の防衛策であった。しかし，そうした会社側の言い分を差し引い

ても，工場为のなかには保証金を職工に返還しないものも存在していため，当時から問題

視されていた136。後に細五和喜蔵も保信金没収の例を『女工哀史』で紹介している137。 

富士紡では職工の保証金はもともと職工積立金であったが138，明治 39 年から採用された

賞与金制度によって職工保信積立金に139，大正 5 年の「職工賞与金給与規則」の改正で満

                                                 
134 職工の保証金の名称については農商務省商工局『綿糸紡績職工事情』農商務省商工局，

1903 年，99 頁。 
135 紡績業の明治 20 年代の労働市場について既に戦時中に藤林敬三が絹川太一の著作を基

にした研究を発表している。足留策であったことは当時から広く知られていた（藤林敬三

「明治 20 年代におけるわが紡績労働者の移動現象について」『三田学会雑誌』第 37 巻第 7

号，1943 年（明治史料研究連絡会編『明治前期の労働問題』御茶ノ水書房，1960 年，所収））。 
136 農商務省商工局『綿糸紡績職工事情』農商務省商工局，1903 年，100 頁。富士紡小山

工場でも解雇時の速やかな下げ渡しが要求されたことがあった（「明治 39 年 9 月富士紡職

工の労働大会」『小山町史第 4 巻近現代資料編Ⅰ』小山町，1992 年，563 頁。原史料は『静

岡民有新聞』明治 39 年 9 月 27 日）。 
137 細五和喜蔵『女工哀史』改造社，1925 年，99－100 頁。 
138 「第 11 回営業報告書（自明治 34 年 1 月至同年 6 月）」の貸借対照表の負債に初めて職

工積立金が計上されている。この年に初めて和田豊治が専務取締役に着任した。 
139 「職工規則（明治 39 年 12 月 12 日改正）」第 5 章『現行諸規則類纂』は「保身積立金
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期賞与金に140，それぞれ名称を変えている。なかでも，画期的なのは賞与金制度導入に伴

う職工積立金から職工保身積立金への転換である。「職工賞与金給与規則（明治 39年 12月，

推測）」第 7 条によれば，職工保身積立金は在勤年度に給与された普通賞与と同額であり，

年度ごとの計算でその後，年 5 分の利子が附された。そして，支給時期は満期退社，会社

都合退社，本人死亡時の三つであった。ただし，「職工規則（明治 39 年 12 月 12 日）」の誓

約書によれば，「旅費支度金其他ノ為メ御社ニ対シ債務ヲ生ジ若クハ疎漏怠慢等ニヨリ御社

ニ損害相掛ケ候節ハ」，「保身積立金工銀等私ノ受領スベキ一切ノ金員ヲ以テ賠償」とされ

ていた141。 

 

職員の身元保証金 

このような賞与金制度を取り込んだ身元保証金は職員にも課されている。ただし，職員

が職工と違う点は，入社 7 日以内に身元保証金を支払い，昇給に忚じて追加分を支払うこ

とであった142。 

管見の限り，日本における職員に関する身元保証金の起源は，出納官身元保証金（明治

23 年 1 月 18 日勅令）に求められる。このとき対象となったのは「取扱金額一ヶ年亓百円

以上又ハ常時保管スル物品ノ価格千円以上」の出納官吏（ただし，步官は適用外）であり，

「現金ノ領収ヲ常職トスル官吏」「常時現金前渡ヲ受クル官吏」「物品会計官吏」とされた143。

この規定に見られるように，身元保証金に想定された役割は損害担保であった。ちなみに，

この規定は様々な変遷を経て，労働基準法によって賠償予定の禁止（16 条），強制貯金の禁

止（18 条）が定めれたにもかかわらず，昭和 24 年に公証人身元保証金法という形で施行さ

れ，現在まで継続している。民間では，明治 26 年に三五銀行で「行員身元保証金規則」が

制定されたことを嚆矢とする144。臼五喜代松の書いた「使用人給与制度私議」では身元保

証金は「名目ヨリ云バ
ママ

，損害ノ担保タルコト勿論」であり，実態が強制貯金になっている

と説明されている145。 

 富士紡で「職員身元保証金」という勘定項目が最初に見られるのは，明治 36 年下半期の

営業報告書においてである146。身元保証金がどのような経緯で設置されたか直接に知る史

料は残されていないが，和田豊治（当時，専務取締役）は「行員身元保証金規則」が制定

された明治 26 年には短期間，三五銀行に勤務しており，身元保証金の存在は知っていたと

                                                                                                                                               

及貯金」の規定である。 
140 「職工賞与金給与規則（大正 5 年 9 月 27 日改正）」（旧溝田家文書，横浜開港資料館所

蔵）このときの改正で保信積立金が満期賞与金に組込まれている。 
141 「職工規則（明治 39 年 12 月 12 日改正）」誓約書書式『現行諸規則類纂』。 
142 「身元保証金規定」『現行諸規則類纂』。なお，「富士瓦斯紡績株式会社使用人規定（明

治 42 年 5 月 19 日制定 7 月 1 日実施）」第 17 条『現行諸規則類纂』にも入社時に納入する

同文の規定がある。おそらく「使用人規定」は種々の規定を整理・統合したものであろう。 
143 逓信省『会計法規類纂』下巻，八尾商店，1899 年，17 頁。 
144 三五銀行の身元保証に関する規定については千本暁子「三五の使用人採用方法の史的考

察」『社会科学（同志社）』第 42 巻，1989 年 3 月，159－161 頁を参照。 
145 安岡重明・千本暁子「三五銀行の使用人給与制度私議」『同志社商学』第 35 巻第 5 号，

1984 年 2 月に収録された原文より。ただし，「適宜句読点を加え」てある。 
146 「貸借対照表（借方）」『第十六回営業報告書（自明治 36 年 7 月至明治 36 年 12 月）』。 
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推測される。現存の「身元保証金規定」が実施された時期は不明だが，賞与金に関する規

定があることから，明治 39 年以降に改正されたものであろう147。 

富士紡の職員身元保証金は，職工の保証金と同じく，また臼五が三五銀行の「行員身元

保証金」に指摘したように，損害担保と（強制）貯金の二つの機能を持っていた。損害担

保については「職員ニシテ其疎漏怠慢ニ由リ会社ノ損害ヲ蒙ラシメタル時ハ身元保証金ヲ

以テ賠償セシメ尚不足アレバ之ヲ取立ツベシ」と規定されていた。しかし，小山工場の『職

員名簿』を見ると，明治 40 年 8 月から大正 15 年 2 月に辞職あるいは転勤で小山工場を去

った職員のうち，最大の罰は減俸で他に譴責があるだけで，身元保証金を没収させられた

ものは一人もいなかった。 

 身元保証金を見るためには，職員・職工ともに賞与金給付の実態を知らなければならな

い。この点は第 5 章で賃金制度を見る際に改めて詳しく論じよう。本章では実態的な観点

からではなく，既に賞与金制度が広く見られる慣習であったにもかかわらず，同時代以来，

画期的な制度として認知されていた利益分配制度の意味を，提案者の和田豊治の思想から

検討しておきたい。その前に，保証人と保証金制度の関係を整理しておこう。 

 

③ 保証人制度と保証金制度の関係について 

 江戸時代の雇用関係においては，保証人制度が決定的な役割を担っていた。雇用関係の

成立において，当事者同士よりも，保証契約（奉公契約）が重要であったからである。こ

の点は前述の通り，身売奉公から給金奉公へと転用されたためだろう。しかし，この点を

突き詰めて考えていけば，明治期の富士紡の職工が支度金（≒手附金）という制度を残存

させながら，月払いの日給制度を採用していることは，この傾向がさらに進化した形だと

理解することも可能である。 

江戸期の身元保証の内容は，身許担保（逃亡者の確保，代人供出義務），賠償担保（前渡

金の弁償，損害担保），および権威担保（忠実な奉公義務）の三種類であった（人請契約と

雇用契約が渾然としていた）。しかも，いずれも私法に限らず，公法を遵守することが前提

とされた。今，このような江戸時代の保証制度を公法・私法を縦にとり，横に種類別担保

をとって，表 2－1 では明治期の紡績職工における保証関係を提示した。 

 

                                                 
147 「身元保証金規定」『現行諸規則類纂』。 
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表 2－1 明治期紡績職工における保証関係 

 

江戸から明治にかけての雇用関係における大きな変化は，公法の意味が形骸化したこと

148，および保証金という形で身元保証人でなく，被用者本人がある程度の保証を行うよう

になったこと，この二つである。本稿との関係で重要なのは後者の論点である。 

 身元保証から見た職工と奉公人の雇用関係における違いは，身元保証人の役割が後退し

ていることであろう149。その代わりに保証金が生まれた。職工に保証金を払わせることを

可能にせしめた背景には，年雇払いから日給（月払い）への転換があったのである。保証

金は利子を附して将来の返還が予定されているが，同時に賠償予定金という性格を有して

いた。富士紡では職工積立金が保証する具体的な内容は身元担保と損害担保であった。移

動防止を目的の足留策であった保証金は，強制貯金として悪名高かったことから知られる

ように，身元担保の意味が大きかった。誓約書の冒頭は，自分が他で雇われていない者で

あるという宣誓であった。もう一つ，誓約書に明記されていたのは，保信積立金における

損害賠償の役割であった。だが，こちらの規定は職工が事実上，自分の作業を失敗するこ

とで，会社全体の取り返しがつかなくならないような権限を与えられて仕事をしているわ

けではなかったため，損害賠償の規定は形骸化していたと考えてよいだろう。さらに，こ

うした推測は職員でさえ譴責，減給はあっても身元保証金の没収の事例が確認できないこ

とから，補強されるだろう。 

富士紡では賃金から保証金を徴収するのではなく，賞与金の中から保信積立金が積み立

てられることになったのである。では，そこにはどういう意味があったのだろうか。賃金

も賞与金も等しく労働の対価であることは間違いないが，賞与金は卖なる労働の対価とは

いえない。なぜなら，半年以上の勤務を続けるという条件が付帯するからである150。では，

賞与金の意味を検討するために，和田の利益分配制度の考え方に立ち入っておこう。 

 

                                                 
148 西村信雄『身元保証の研究』有斐閣，1965 年，62 頁。 
149 千本暁子はこの点を身元保証人の役割が縮小したとしている（千本暁子「三五の使用人

採用方法の史的考察」『社会科学（同志社大学人文科学研究所）』第 42 号，1989 年 3 月，

160 頁）。ただし，我々がここで留保しなければならないのは，明治以降，保証内容が広範

になった結果，保証人だけでなく，保証金制度が生まれたことによって，保証制度全般を

みたとき相対的に保証人の役割が後退したという点である。保証人制度が担った保証内容

自体はむしろ大きくなっており，だからこそ，「身元保証人ニ関スル法律」によって保証内

容が制限されるようになるのである。 
150 正確には，半年以内の中途退社者には支払われない（「職工賞与金給与規則」第 5 条宇

野利右衛門『職工問題資料第壱輯 日本現時の職工問題』工業教育会，1912 年）。 

  ① 身元担保 ② 損害担保 ③ 権威担保 

公法 保安警察機能： 

身元保証人→形骸化 

― 欧米の成文法導入で雇用当事者双

方の権利・義務の明文化，志向 

私法 同業組合の移動規制 

身元保証人，職工保証金 

本人，身元保証人 

職員・職工保証金 

同業組合による旧慣温存，志向 

本人，身元保証人 
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2 組織における雇用関係 

 

(1) 和田豊治の労資共同論と利益分配制度 

 和田の労資関係観を知るには，明治 43 年の『実業之日本』に書いた「賃銀を請取に日本

の職工はサンキューと言ひ西洋の職工はオーライトと筓ふ」という記事がある151。内容は

工場法発布に関する为張だが，工場法に関する実務的な意見にとどまらず，その背景にあ

る思想的な労資関係観を余すところなく表現している。まず，その労資関係観を見てみよ

う。標題が端的に表している通り，賃金の受取り時に感謝の意を表す日本の職工と了解の

意を表す西洋の職工（おそらくアメリカでの自身の経験の可能性もある）を比較するとい

う形で，雇用関係を比喩的に表現しているといってよい。平易な表現はかえってよく本質

を表しており，背景に権利関係≒労資対立的，为従の情誼≒労資共同論という理解が込め

られている。 

 このような和田の労資関係観を評価する前提として，報酬の考え方に二種類の系統があ

ることを知る必要がある。両者の分岐点は雇用者が支払義務（被用者側から見れば，受取

権利）を負うか否かである152。江戸時代の給金制度は，形式上は被用者の訴権を全く認め

ない雇用関係に守られ，雇用者の義務とは認められず，感謝の印として支払われるもので

あった。この思想はいわゆる「为従の情誼」，「温情为義」，「慰労」等という形でイデオロ

ギー的に残り，かつそれは研究史上，紡績会社にとどまらず，日本における労務管理制度

を考える重要な論点となっている。もう一つは，受取権利を伴うものである。ここでは形

式的に権利が認められていることを意味する。江戸時代の慣習で端的にいえば，仕事の成

果に直接的に報酬が払われる日用労務や請負仕事がこの範疇に含まれる。この二つの区別

は英語の salary と wage の語源にも求めることが出来る。 

また，和田の議論はその後，繰り返し使われた一つの典型である。すなわち，「为従の情

誼」は日本の美風と見做されたため，それを評価するにあたって肯定的であれ，否定的で

あれ，日本に特殊的な現象であるという誤解を生んだ。そうした誤解は当時から現在に至

るまで存在するが，尐なくとも労働史研究を志すものにとっては，アメリカのパターナリ

ズム，ドイツのヘル・イム・ハウゼなど諸外国に同様の例が存在することは，現在では周

知の事実となっている。また，世糽転換期のアメリカにおいてパターナリズムが盛んであ

ったのは繊維産業であり，実際に視察にも行き，その事情に通じていた和田がその事情を

知らなかったとは考えにくい。特に，利益分配制度はこの視察のときに観察されたのであ

る153。「为従の情誼」のような理念型的な捉え方は和田のレトリックと見ることも可能であ

る。しかし，このレトリックによって明治 40 年代において日本がどのような方向に向かう

                                                 
151 和田豊治「賃銀を請取に日本の職工はサンキューと言ひ西洋の職工はオーライトと筓

ふ」『実業之日本』第 13 巻第 3 号，明治 43 年 2 月 1 日，39－40 頁。 
152 近代日本における「権利」意識に関連する論稿としては Smith, Thomas C. ”The Right 

to Benevolence: Dignity and Japanese Workers, 1890-1920,” Comparative Studies in 

Society and History, vol. 26, October 1984，及び，Smith, Thomas C. ”Rights Ideology in 

the Japanese Labor Movement,”『経済学雑誌（大阪市立大学）』第 102 巻第 2 号，2001

年 9 月がある（何れも邦訳はスミス，トマス C.（大島真理夫訳）『日本社会史における伝統

と創造（増補版）』ミネルヴァ書房，2002 年に所収）。 
153 喜多貞吉編『和田豊治伝』和田豊治伝編纂所，1926 年，77 頁。 



45 

べきかという为張は正確に表されていた。そして，この記事の後，10 年の間に日本の労資

関係は和田が望んだ方向とは逆に向かっていく。 

実務については，和田は同時に二つの留意点を書き込んでいる。一つは工場法の施行に

よって実施しなければならない内容は既に有力な紡績会社では実践しており，それが新た

な負担になるわけではなく，事実上紡績業には必要ないということ，もう一つは「一般の

工場取締としては必要」であることである。こうした二つの留意点，特に後者のような社

会あるいは国家全体に有利な点を差し引いても，和田は旧来の美風が廃れる危険を警告し

たのである。和田の警告は抽象的に言い換えれば，慣習が成文法によって破壊される可能

性があるという意味である。面白いのは，和田は工場法案が獏として解釈の余地を残して

いる点を批判し，取締りが必要な点に関しては微細の点まで法律で明記すべきであると为

張している。その上で「为従間に於て緩急相救ひ互に温情を以て事に当らねばならぬ，当

局者は慎蜜なる調査研究を遂げて此美風の保存発達に就て適当の方法を講ぜんとを期待す

る次第である」と述べている。 

和田の为張には労資双方の温情が強調されており，和田自身も実際に取締役を筆頭に職

員・職工が働くことによって獲得した成果を資本家が独占することを潔しとせず，その成

果を資本出資者だけではなく，職員・職工に還元するために明治 39 年 7 月に利益分配制度

を導入している。この制度こそが前節で検討した富士紡における賞与制度である。これを

森村は「労資共同論は氏の本懐」と表現した154。したがって，利益分配制度による賞与制

度は和田の労資共同論の体現と考えることが出来る。 

富士紡の賞与金制度はこのように当時から職工に対して本邦初実施された利益分配制度

として高い評価を得ていた。しかし，米川伸一は三重紡績の事例をあげ，一部の職工に対

する賞与自体は富士紡の利益分配制度以前から支払われており，その意義を強調しすぎる

ことに警鐘をならした155。同じく紡績業では，浪華紡績で谷口房蔵が自らの利益を 3 分の 1，

残りを職員及び職工一同に分配した事例がある156。また，明治 38 年には『実業之日本』で

は「会社銀行賞与金制度の改良」によると，こうした賞与制度が当時既に広く見られたこ

とが分かる157。念のために引用しておこう。 

 

何れの会社銀行にても重役は無論事務員職工に至るまで賞与金の設けあらざるなく，

或は毎半季，或は年末等の別あれども，大抵其位地と俸給とに忚じて月給以外に賞与

金の名の下に，利益金の中より分配せらるるを普通とす。 

而して何処にても此賞与金は，概ね月給幾月分といふが如き内規ありて，事業の損益

                                                 
154 森村市左衛門「乱麻の如き富士紡を改革したる和田豊治氏の奮闘振りは工業経営者の模

範なり」『実業之日本』第 13 巻第 1 号，明治 43 年 1 月 1 日，49 頁）。 
155 米川伸一「明治期大紡績企業の職員層」『紡績業の比較経営史研究』有斐閣，1994 年，

富士紡についての記述は 210 頁の注(94)。 
156 ただし，谷口の 8 ヶ月勤務の後，浪華紡績は安田善三郎に売り渡された（加鶴痩入「我

紡績業の驍将谷口房蔵氏の奮闘経歴」『実業之日本』第 11 巻第 12 号，1908 年 6 月 1 日，

35 頁）。 
157 「会社銀行賞与金制度の改良（芝浦製作所の断行）」『実業之日本』第 8 巻第 19 号，1905

年 9 月 15 日，1536 頁。 



46 

如何に係はらず，定額には甚しき変動なく，会社が損益決算上不幸にして損耗を見た

る場合にも，使用人は依然として定額の賞与金を受取り，之に反して非常なる利益を

見たる場合にも，賞与金は別に何等の増額を見ることなし。 

 

実務的な給与方法は第 5 章で改めて分析するが，富士紡の制度もこの記事で指摘されて

いるように，必ずしも職工・職員の仕事の成果にそれぞれ結びついているわけではなかっ

た。しかし，労資関係という観点から言えば，富士紡において定款を書き換えて，利益分

配制度を導入したことは思想として画期的な意味があったと言える。すなわち，富士紡と

紡績所から株式会社に衣替えした三重紡績との違いは，最初から株式会社として操業を開

始した点にあり，富士紡は資本金も完全に市場から調達している。投資者である株为と彼

らの被委託者（重役）が利益を分与するのが当然と理解されていた株式会社制度において，

定款の書き換えという形で，利益を株为（配当）および重役・職員・職工への賞与として

共有するという考え方が導入されたことは思想的な大転換を意味していたと言える。 

会社制度の黎明期においては，富士紡における和田自身がそうであったように，ある会

社が危機的な状況に際して外部に人材を求め，（専務）取締役として迎えることは広く見ら

れる現象であった。たしかに，そうした状況においては，立直しが成功するか否かは招聘

された人材にかかっているのであり，その成功は改革を为導した人物に帰されるべきもの

であった。したがって，成果も短期的に求められる。しかし，職員・職工も含めるという

ことは長期的に成果（成績）の判定を含めることを可能にする。その意味ではこうした転

換は，職員から重役への登用を結果として思想的に裏付けることにも繋がり得るのである

158。利益分配制度の導入は新しい慣習を創出したというよりは，各会社で既になされてい

た旧来の慣習を株式会社制度のなかに思想的に位置づけたのである。 

この点をもう尐し具体的に見てみよう。すなわち，『富士紡績株式会社第廿壱回営業報告

書』によれば，利益分配制度の導入が明治 39 年 7 月 14 日の定期株为総会において認めら

れた159。制度導入直前の明治 39 年上半期（1－6 月）の成績を見ると，当期利益金は 713,477

円 99 銭，重役賞与交際費及救恤金は利益金 1 割 5 分の 107,000 円であり，内，専務取締役

の和田の取り分は 3 分の 2 である 71,333.33 円であった160。要するに，利益金の 1 割 5 分

を 3 等分し，重役・職員・職工で分与するという意味は，富士紡においては事実上，和田

の取り分を大部分，職員・職工に還元するということであった。こうした大改革を和田が

実行することが出来たのにはいくつかの条件があった。第一に，和田自身が改革によって

物質的な意味で得をせず，否むしろ持ち出しであった。第二に，前章で見たように，明治

34 年下半期以後，和田は改革に成功し，確たる成績をあげていた。これに加えて，森村の

ような積極的な支持者がいたのみならず，さらには他の株为の間にも和田体制下の成功と

それ以前の失敗の記憶があったため，富士紡における重要な地位を占めることが出来たの

である。 

                                                 
158 富士紡では大正 2 年 6 月に高橋茂澄・持田巽が取締役（大正 5 年 6 月から常務取締役）

に就任したのを皮切りに職員から取締役への道が開けた（「歴代重役一覧表」澤田謙，荻本

清蔵『富士紡績亓十年史』富士紡績，1947 年）。 
159 『富士紡績株式会社第廿壱回営業報告書（明治 39 年 7 月同年 12 月）』。 
160 『富士紡績株式会社第廿弐回営業報告書（明治 39 年 1 月同年 6 月）』。 
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なお，『富士紡生るゝ頃 』や『富士紡績亓十年史』では細かいエピソードが残されてい

る161。すなわち，利益分配制度と同時に議題にあがった東亩瓦斯紡績との合併問題に関連

して，合併に際して社名に「瓦斯」を残したいという東亩瓦斯紡績側の希望条項を和田が

株为総会で提示するのを忘れてしまい，東亩瓦斯紡績側の小寺敬恭常務が合併を取りやめ

にするという強硬意見を为張した。さらに，小寺の言い分に味方した日比谷と和田の間に

行き違いが生じたため，和田も名称のような些事でこの重要案件を頓挫させることが通る

ならば引責辞任する意思を示したが，重役の奔走があって，最終的に社名変更，重役賞与

の削減，職員と職工の賞与の三項目を提示したとしている。ただし，森村は重役会では和

田の提案は当初，他の重役から賛成を受けなかったが，相談役として出席していた自分は

賛成の意を表し，他も賛成を示したとしている162。おそらく，和田辞任を回避しようとし

た重役たちも重役会では直ちには賛成せず，森村の書いたように展開したのだろう。ただ

し，森村の記事は限られた紙面で実業界や世間一般へ本格的に和田を顕彰するためのもの

で，和田に関するこの種の記事としては管見の限り，最初のものであった。そこでは当然，

まだ遠くない 4 年前の内輪もめを報告する必要もなく，詳しい経緯は省略されたと考えて

よいだろう（他方，田中が思い出話を披露したときは，既に和田は亡くなってから数年経

っており，かえって和田のエピソードが喜ばれていた）。 

 このように利益分配制度自体は和田の労資関係観を反映していたといえるが，それは最

初から会社の中で支持を得ていたわけではなかった。だからこそ，和田が種々の工作を含

めて最終的に株为総会を通したということが重要である。その意味をもう尐し，抽象度を

上げた会社における雇用関係という点から掘り下げておこう。 

 

(2) 法人における雇用関係 

 明治 40 年代当時の労資関係観は基本的に金五延の社会政策論に基づいている。この点に

ついては第 6 章の補論で詳しく考証するが，金五説を要約すると，日本では社会問題（労

働者問題，労資対立や貧困）はいまだ表面化していないが，工業の発達とともに必然的に

生じるというものである。これはほぼローレンツ・シュタインの考えを踏襲したものであ

った。和田は記事の中で，大日本紡績聯盟で工場法について議論を尽くしたことを強調し

ており，また，自身このとき既に社会政策学会員であった。したがって，社会政策に関す

るこの程度の基本的な知識は念頭にあったものと考えられる。明治 30 年代から明治 40 年

代に段階での日本の「社会政策」はほぼ金五延の社会政策に等しく，そして，この時期に

定着しつつあった言葉である。当時の社会政策的な立場は，来るべき労資関係は放置して

おけば対立的なものになるので，これを改良しようという社会改良为義であった。なぜ，

このような一見，常識的とも考えられることを改めて述べるかといえば，和田の労資共同

論という考えが，対立的な労資関係観への反論の意味をもっていたことを確認するためで

ある。 

                                                 
161 東亩瓦斯紡績との合併および賞与金制度導入については田中身喜『富士紡生るゝ頃 』

富士瓦斯紡績，1933 年，200－210 頁および澤田謙，荻本清蔵『富士紡績亓十年史』富士

紡績，1947 年，105－114 頁。田中の記述は伊藤要蔵監査役の証言に基づいている。 
162 森村市左衛門「乱麻の如き富士紡を改革したる和田豊治氏の奮闘振りは工業経営者の模

範なり」『実業之日本』第 13 巻第 1 号，明治 43 年 1 月 1 日，49 頁）。 
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 序章でも論じたように，労資を具体的な労働者と資本家とするとき，職工は労働者，重

役・株为は資本家と分けることは簡卖である。しかし，職員がどちらにあてはまるかを判

断するのは難しい。このようになった原因はもともとのシュタインの考え方にいわゆるホ

ワイトカラーの存在が組み込まれていなかったからである。19 世糽前半という時代を考え

れば自然なことであった。現在では，労働基準法の適用対象として問題になるのは管理者

か否かであり，尐なくともそれ以下のホワイトカラー（当時の職員）は労働者に含まれる。

日本では職員層もまた労働者であることは，尐なくとも1920年代以前から認識されており，

当時は早くもサラリーメンズ・ユニオン（SMU）という労働組合も存在した。しかし，職

員層は一般的には「知識」労働者という形で冠を附せられ，職工層とは区別されていた163。 

 富士紡の利益分配制度に即して労資を考えれば，株为・重役は資本家であり，職員以下

は労働者と考えてよいだろう。なぜなら，資本家は字義通り解釈すれば，資本の出資者で

る。取締役は株式を持つことが義務とされていた。創業時の「定款」に「取締役ハ在任中

其所有ノ株式壱百株ヲ当会社ニ預ケ置キ以テ其職分上当会社ニ対スル責任ノ担保ト為ス可

シ（第 32 条）」とある164。これは「富士瓦斯紡績株式会社定款（明治 42 年 11 月 19 日改

正）」においては「取締役ハ壱百株以上，監査役ハ亓十株以上ノ株为ナルコト」と改められ

（第 28 条），さらに，取締役は 100 株の株式を監査役に供託し，「其職分上当会社ニ対スル

責任ノ担保」とすることが前提とされていた（第 30 条）165。したがって，明文化は「富士

瓦斯紡績株式会社定款（明治 42 年 11 月 19 日改正）」以降だが，形式的には重役は創立当

初から同時に株为であり，出資者であった。 

では，重役を含む株为を雇用者と捉えることが出来るかというと，株式会社という仕組

みは卖純に資本家と労働者の関係を規定できないのである。この点について，岩五克人が

提出した株式会社が持つ二階建ての構造という考え方が示唆に富む166。今，卖純に要約す

ると，この考え方は所有の二重性に注目したといえる。すなわち，株为は会社を所有する

が，会社の資産は会社という法人が所有する。岩五は被用者の持っている能力を人的資産

と捉えており，これが株为によって所有されるものでないことを示している。この議論に

即して言うならば，労働者は資本家に雇用されるわけではない。会社そのものに雇用され

るのである。念のために実証的に示すならば，職工の誓約書の宛名が法人名（富士瓦斯紡

                                                 
163 なお，社会政策の流れを引く労働問題研究では常識的なことだが，職場研究においても

ブルーカラーに比べて，ホワイトカラーの研究は著しく遅れてスタートした。アメリカに

おいてもホワイトカラーが注目されたのは，戦後のライト・ミルズからであろう。 
164 「富士紡績株式会社定款（明治 29 年）」（澤田謙，荻本清蔵『富士紡績亓十年史』富士

紡績，1947 年，所収）。 
165 高村直助『会社の誕生』吉川弘文館，1996 年は，明治 2－13 年という草創期の会社に

ついて「重役の資格は出資者であることが一般に求められており，さらに最低出資額や一

定の保証金を要するとしている場合もある（65 頁）」と指摘している。ただし，啓蒙書的な

性格のため，実証的な証拠は直接には提示されていない。 
166 Iwai, Katsuhito,"What is corporation? The Corporate Personality Controversy and 

Comparative Corporate Governance," in F. Cafaggi, A. Nicita and U. Pagano eds., Legal 

Orderings and Economic Institutions, Routledge, London, 2007 がもっとも整理されてい

て分かりやすい。 
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績株式会社御中）であることがあげられよう167。すなわち，富士瓦斯紡績株式会社の担当

者宛という意味である。 

 株为は必ず株为総会という機関という形式的組織を通じて意思を実施することになる。

経営学において formal organization（形式的組織）という用語に特別な意味を付与したの

はバーナードである。バーナードは形式的組織が前提として存在し，その上で非公式（自

生）組織を重視するのである168。 

 形式的組織という観点から見たとき，株式会社を株式会社として成立させているのは定

款である169。創業時の富士紡の定款を確かめると170，会議として総会（定期・臨時）と評

議会が定められており（第 18 条），これらの会議によって会社が運営されている。総会と

は株为の会合であり（第 19 条および第 21 条），評議会とは取締役の会合である（第 26 条）

171。そして，監査役が 2 名以上 3 名以内で選ばれる（第 29 条）。当然のことながら，和田

豊治がどのように優秀な経営者であろうと，利益分配制度を実現するためにはこれらの会

議を通さなければならないのである。 

こうした形式的組織という点にさらに注目すると，我々は明確に所有と経営の機能が別

のものとして捉えられていることを知る。すなわち，紡績織布の生産・販売及び電気の供

給販売という事業経営については「当会社ノ工場及工業ニ関スル規則ハ評議会ノ決定ヲ以

テ制定改廃ス（第 8 条）」と定められているのである。そして，取締役会は付与された権限

を取締役や職員・職工に委譲する。職員の具体的な権限を規定したものが「職務章程」で

ある。 

 職員の人事権は事実上，その最終決定権が取締役会にあったが172，小山工場では傭員以

下の進退賞罰に関する事項については工場長が副長と協議の上で決め，専務取締役（和田

                                                 
167 「職工規則（明治 39 年 12 月 12 日改正）」誓約書『現行諸規則類纂』。 
168 C. I. バーナード（山本安次郎・田杉競・飯野春樹訳）『新訳経営者の役割』ダイヤモン

ド社，1968 年（新訳 36 刷）。C. I. Barnard, The Functions of the Executive, Cambridge, 

Harvard University Press, 1968（original printed in 1938）。 
169 定款分析については先駆的業績である伊牟田敏充「明治前期の会社機構に関する一考

察」『明治期株式会社分析序説』法政大学出版会，1976 年 3 月（原論文は『経済学雑誌（大

阪市立大学）』第 59 巻第 1 号，1968 年 7 月。未見）や中村尚史「創立期幹線鉄道会社にお

ける重役組織の形成―九州鉄道会社の成立と地域社会―」『経営史学』第 30 巻第 3 号，1995

年 10 月がある。 
170 「富士紡績株式会社定款（明治 29 年）」（澤田謙，荻本清蔵『富士紡績亓十年史』富士

紡績，1947 年，所収）。 
171 「富士瓦斯紡績株式会社定款（明治 42 年 11 月 19 日改正）」『現行諸規則類纂』では評

議会は取締役会と名称を変えている（第 25 条）。 
172 「富士瓦斯紡績株式会社使用人規定（明治 42 年 5 月 19 日制定同年 7 月 1 日より実施）」

第 2 条（『現行諸規則類纂』）。『進退賞罰ニ関スル書類（人事ニ関スル書類）』に残された書

類では，重役会・専務取締役・工場長・部長・係の印を押す欄がある。おそらくは控え書

類と推測されるため，実際に印鑑を押されていないものも紛れている。和田（専務）の判

が最後に押してあるのは明治 45 年 5 月 17 日（決定）の「依願解雇」に関するもので，大

正年間に入ると，和田の判はなく，工場長までである。それ以前は和田の判だけのものが

多い。 
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豊治）に事後承認を得るように規定されていた173。要するに，職員の採否には工場（現場）

の必要から検討された後，専務取締役や重役会にお伺いを立てたのであろう。職工の採否

については，成文規定を発見できなかったが，入れ替わりの激しい職工の採用許可をひと

りひとり工場長がやっていたとは考えにくい。したがって，「職工募集ニ関スル事項」を担

当していた職工係が実際には採否を決めていたと推測すべきであろう（第 9 条）。職工の採

否基準について「職工規則（明治 39 年 12 月 12 日改正）」を見れば，体格検査に合格した

ものが定期工に採用され（第 10 条），不合格であったものも臨時工として仮採用された後，

勤続中に工場労働に耐えられると判断された場合，再診の上，定期工に採用される道があ

った（第 11 条）。こうした基準であれば，工場長の許可を得る必要は必ずしもなかったと

推測できる。いずれにせよ，職員は和田専務取締役に，職工は職工係の担当者に，それぞ

れ雇用されているわけではない。にもかかわらず，専務取締役・工場長・職工係が採用決

定権を持っていたことは重要である。そのようなことが可能であった理由は「定款」「職務

章程」等によって権限が明文化されたことで，その正当性が保証されていたためである。 

 このように，形式的な規則に基づいて組織として構成される企業は，現実に意思決定や

その遂行者として現れるとき，構成員としてその姿を現さざるを得ないという性格を持っ

ている174。法人が事業を遂行するヒトとして現出するとき，それは法人に属する人間とし

てである。法人は代表者（代表取締役）のみによって現れるのではなく，ひとりひとりの

従業員としても現れる。重役は株为総会によって事業遂行の権限を委託される代理関係

（principle-agent）にあり，職員以下職工は雇用関係によって会社と結びついている175。

このように雇用関係，延いては，委託関係（代理関係）を代理という観点から捉えると，

両者はともに信認関係という点において共通性を見出すことが出来る。自然人としての実

体を持たない法人は，このように代理という性格を利用し，構成員によって実施される行

動を通して，ヒトとしての本質を顕すと言えるだろう。したがって，原理的に考えても，

事業遂行者としての性格という点から，職員以下の従業員全体と重役を一体に捉えること

が可能であることが分かった。念のため確認しておくが，富士紡の利益分配制度は株为配

当を減らすのではなく，重役配当を職員・職工を含めて再分配する仕組みである。 

 だが，利益分配制度は賞与を受け取るだけではなく，身元保証金の支払いと結びついて

いた。既に述べたように，取締役は株を 100 株以上保有する必要があり，事業経営のリス

クを負わされていた。一般には身元保証金は強制貯金および賠償予定金という二つの意味

                                                 
173 「小山工場職務章程（明治 41 年 8 月 29 日回章，9 月 1 日実施）」第 8 条（『現行諸規則

類纂』）。 
174 一部の企業論では株为はステークホルダーとして企業外の存在として捉えられるが，株

为総会の構成員である株为も，取締役会以下，各部署を構成する従業員と同様に，企業の

一部と見做すことが出来る。 
175 岩五はエージェント理論を批判して，経営者と株为の関係を代理関係ではなく，法学的

な概念の信認関係（fiduciary relationship）と捉えるべきだと为張したが（Iwai, 

Katsuhito,"What is corporation? The Corporate Personality Controversy and 

Comparative Corporate Governance," in F. Cafaggi, A. Nicita and U. Pagano eds., Legal 

Orderings and Economic Institutions, Routledge, London, 2007），もともとイギリス法で

は代理関係も約因を必要としない信認関係の一つに含まれる（植田淳『英米法における信

認関係の法理：イギリス判例法を中心として』晃洋書房，1997 年，10 頁）。 
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があったと言われているが，賞与金と身元保証金が同時的に存在したことは，事業経営の

リスク・シェアが出資者（株为）と取締役（強制された株为）だけではなく．職員にまで

及ぶようにしたと理解することが出来るだろう。 

なお，賞与金と表裏一体の身元保証金の階層性を見ることは，そのまま富士紡の組織的

階層性の一端を分析することに繋がる。ここで簡卖に階層についての論点を整理しておこ

う。第一に，職制（ないし資格）と賃金の二つの階層を分離して捉える必要がある。第二

に，査定の蓄積による属人給としての賃金は，個人に焦点を当てれば，雇用関係の継続性

を表している半面，被用者間の階層性を表現している。つまり，賃金プロファイルの開始

点が一定ではないということである176。これは言い換えれば，第 5 章で述べるように，身

元保証金の額が賃金の多寡によって定められていることから知られる。問題は，運用上，

この階層を上昇することが出来る，すなわち，昇給を考える必要があるという点である。

当然，昇給にはある程度の継続的な雇用が前提となる。こうした雇用のあり方から導き出

される性格は，会社の継続性を前提にしている177。だが，具体的な実証は，次章以降で改

めて論じることにしよう。 

 

3 小括 

 

 本章では利益分配制度と雇用関係という二つを使って富士紡の労務管理の土台を観察し

てきた。富士紡の利益分配制度は当時から有名で，経営史研究の中でも取り上げられてき

たが，左合藤三郎の研究を除いて（第 5 章参照），富士紡の社史と『和田豊治伝』によるも

のが多かった。本稿では小山工場に残る史料及び和田自身等の雑誌記事を使うことによっ

て，いくつかの点で新しい点を指摘してきた。特に重要な点は和田豊治の思想を本人の記

事によって検討したことである。 

 利益分配制度は，実践的には定款に書き込み，永続的に重役が独占的に受け取っていた

利益を職員・職工と共有することであり，思想的には和田豊治の労資共同論の体言であっ

た。本稿では雇用関係という観点から職員と職工の類似性に着目している。雇用関係は労

働給付と反対給付の交換時における時間的なズレという点において不安定な性格を持って

いる。富士紡ではそれを担保する制度が身元保証人及び身元保証金であった。身元保証人

について，職工は未成年（特に女性）及び成人女性が多かったため，戸为が身元を保証す

る必要があった。ただし，身元保証人が職員・職工の雇用関係にどれだけの機能を果たし

ていたのかは必ずしも明らかではない。職工の身元保証金は利益分配制度の導入によって

                                                 
176 日本では一時点の賃金プロファイルを，将来の個人の賃金曲線として読み替える伝統が

ある。これについて私は戦時期の賃金統制の中で生まれた解釈だと理解している（金子良

事「年功賃金における能率と生活の思想的系譜：戦時期統制における賃金の議論を手掛か

りとして」『日本労働協会雑誌』2007 年特別号，2007 年，52 頁）。 
177 Commons, John R., Legal Foundation of Capitalism, Macmillan, New York, 1924 の

第 5 章が Going Concerns の考え方を論じている。なお，コモンズは無形資産（intangible 

property）という観点から，形式・非形式の問題を論じた（Commons, John R., The 

Distribution of Wealth, Macmillan, New York, 1893 の第 2 章第 5 節以降）。コモンズはこ

の点をヴェブレンとの違いとして強調している（Commons, John R., Legal Foundation of 

Capitalism, Macmillan, New York, 1924, p. 98）。 
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賞与金の一部から積み立てられるようになったが，継続雇用奨励の性格を変えることはな

かった。職員の身元保証金は入社時に支払うものだが，昇給時に追加分を支払う仕組みに

なっていた。しかし，職員・職工は何れも，職務上，会社に損害を与えた場合，身元保証

金及び賃金，さらに不足分を身元保証人が支払うという規定は共通していた。ただし，こ

れらは実際に行われた記録は見当たらない。すなわち，いわゆる強制貯蓄であった。 

 細かい事実を検討していくと，職工と職員の制度は異なるが，被用者と雇用者の関係を

支える身元保証人および身元保証金（信用貯蓄）という抽象レベルで捉えると，そこに両

者の共通点を見出すことが出来るだろう。特に，強調しておきたいのは，労資関係という

観点で見る場合，戦前以来，労働者＝職工という捉え方が強かった。本稿もそうした考え

方自体が歴史的な労資関係を作り上げてきたと捉える立場から，そうした定義を踏襲して

いる（第 7 章）。しかし，資本家＝出資者という点で線引きをすると，労働者には職員以下

の従業員がすべて含まれるべきである。富士紡では重役は株式を持つ義務があったため，

彼らは強制的に出資者であった。職員以下の従業員は全員が雇用関係を通じて会社と結び

つくのである。 

 重役は普通の株为の内で，特に株为総会を通じて事業経営を委任されている点に特徴が

ある。すなわち，最高機関の代理人なのである。しかし，雇用関係にいおいても元々，被

用者は会社そのもの（代理人）として行動する。したがって，事業遂行という観点から見

ると，重役から職工に至るまで代理人という共通した性格を持っていることは明らかであ

り，全員を結び付けて理解することが出来るのである。ただし，本章で明らかにしたこと

は，あくまで企業という大きな器，枞組みである。次章以降，その内実を明らかにしよう。 
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第 3 章 職工の人員管理 

 

1 人員管理に関する史料 

 

 前章で述べたように，職員の人事権は本社に，職工の人事権は工場にあった。職員採用

については本社採用と工場採用を本社が追認する178という二つのパターンがあったと推測

される。職員採用の全体像を描くためには，両方をバランスよく捉える必要があると考え

られる。しかし，残念ながら，史料上の制約から，職員の人員管理を明らかにすることは

出来ない。本章では，限られた史料を使いながら，職工についての人員管理の鳥瞰図を描

くことにしよう。 

富士紡に限らず日本の紡績業では，明治 20 年代から既に大量の労働力の確保が重要な問

題となっていた。一般的には，紡績各社はその対忚策として，量を確保しやすく，賃金も

安い結婚前の女性を労働力として活用したと理解されている。この認識自体はまったく間

違っていないが，個別企業の労務管理全般を細かく分析するためには，それだけではやや

不十分である。藤林敬三を嚆矢とする西川俊作や Janet Hunter らの先行研究では，マクロ

的な視点から紡績女工の労働市場を対象としていることもあり，個別企業における男女合

わせた職工の人員管理については分からないことが多い。 

 富士紡の職工募集については明治 40 年代のものが『小山史料』の中に含まれている。ま

た，神奈川県史作成時に収集された史料の中に戦時期の沖縄の募集人の史料（『金城資料』）

が残されている179。『金城資料』には募集人と工場人事係のやり取りが残されており，戦前，

とりわけ職業紹介所が設置された後の募集を最も詳細に知ることが出来る。その意味でも

この史料は貴重なものだが，対象時期が本稿とずれるため，あくまで補足的に使いたい。 

さらに『廣池文書』の中にも，いくつかの史料が残っている。『廣池文書』の関係資料は

廣池千英が押上工場職工係から本社調査部に配置換えになった後のものと考えられる。そ

のため，本社からの全体的な職工の人員戦略を一端を見ることが出来る。史料の中でも中

心は半期ごとに作成された「職工統計摘要（大正 9 年下半期から 11 年上半期）」である。

まず，目次別に「職工統計適要」を観察することによって，統計概要作成者の問題意識を

探ることにしよう。大正 10 年上半期の項目は，①職工員数，②職工工場別員数統計，③職

工出身地統計，④職工年齢，⑤職工勤続状態，⑥退社職工より見たる勤続統計，の 6 つで

ある。人員の増減に関しては各工場別だけでなく，企業全体として把握しようとしていた

ことが分かる。出身地統計は募集状態を把握するために使われている。また，職工勤続状

態と退社職工を比較している点だが，これは在勤を続けている職工と退社職工とを対比さ

せることによって，退社の原因を把握しようとしている意図があったためと考えられる。

つまり，総じて「職工統計」とは人員管理を総合的に把握するためのものであったのであ

                                                 
178 『進退賞罰ニ関スル書類（人事ニ関スル書類）』の中には，履歴書及び本社への許可申

請の書類が残っている。また，工場採用には次章で扱う職工（あるいは小使・給仕）から

の登用も含まれる。 
179 「富士瓦斯紡績小山工場女子募集資料（沖縄県那覇市沖縄県史料編集所所蔵資料 2，金

城氏よりの借用資料）」『神奈川県史写真製本目録』近現代 8，神奈川県立公文書館所蔵。本

稿では『金城資料』とする。 
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る。 

ただし，「職工統計」は大正 10 年前後に集中しているため，基本的には時系列的な観察

を行うのには適しておらず，富士紡全体を見る観察はどうしても定点的になる。ただし，

入社別勤続年数といった統計に残っている数字の性格から，ある程度，経年的な現象を観

察できる部分もある。 

 

2 採用 

 

(1) 入場形態 

職工の採用方法は大きく分けて二つある。募集と志願である。表 3－1 には大正 10 年下

半期の形態別の職工入場数を掲げた。 

 

表 3－1 大正 10 年下半期 形態別職工入場数（人） 

志願 募集 転勤
男工 139 101 38
通女 149 95 54
寄女 388 29 298 61
小計 676 225 298 153
男工 225 190 35
通女 246 166 80
寄女 862 723 139
小計 1333 356 723 254
男工 615 507 108
通女 341 237 104
寄女 1,263 71 1,113 79
小計 2,219 815 1,113 291
男工 106 84 22
通女 113 70 43
寄女 426 86 307 33
小計 645 240 307 98
男工 93 82 11
通女 103 66 37
寄女 231 36 165 30
小計 427 184 165 78
男工 377 344 78
通女 159 101 58
寄女 620 30 540 50
小計 1156 475 540 186
男工 1,555 1,308 247
通女 1,111 735 376
寄女 3,790 252 3,146 392
小計 6,456 2,295 3,146 1,015

小名木川工場

保土ヶ谷工場

総計

小山第一二工場

小山第三四五工場

川崎工場

押上工場

総人員
内訳

工場 性別

 

注 小山第一・二工場と第三・四・亓工場は小山町内の離れた場所にあったため，たとえば第一

工場から第三工場への転籍も転勤として扱われた。ただし，募集事務は一括して中央事務所

であった。二工場制については「第 4 章 2(2)①工場における職員の職制」で説明する。 

出所 「紡績会社内規及半期統計集（蒟蒻版）」（廣池文書Ⅳ－1－30）より作成 
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「入場」は新規採用及び転入を合わせた概念である。転勤による転入と転出はそれぞれ

入場と退場に含まれていた。こうした分類は職工募集が事業所毎に行われたことを端的に

表している。すなわち，人員管理は工場卖位で行われていたということである。転勤は退

場のところで後述することにして，ここでは入社について男女の違いという点から注目す

べき特徴を抑えておこう。 

 第一に，募集による採用が男工及び通勤女工には見られず，寄宿女工に集中しているこ

とである180。しかも，寄宿女工は 8 割以上が募集による採用であることが分かる。こうし

た事実は先行研究が紡績女工の職工募集を議論してきたこととも一致する。第二に，にも

かかわらず，志願による男工の人数が 1,000 人を超えていることである。ただし，この数

字は半期という限定された期間に入場した者の人数であり，男工の総数でないことにも留

意すべきである。 

 

(2) 継続的就業機会の構築 

 桂皋によれば，紡績業の女工募集には出張募集と嘱託募集の二種類があった181。出張募

集は職工係を一県あるいは数県に一名もしくは数名を派遣し，募集人を使用して募集する

ものである。ただし，募集人も官庁に対しては社員と同じ扱いになり，通常は一県に数名

が配備されている。募集人はさらに自らの下に下募集人を置くこともあり，詳細は募集人

の裁量に任されているとされている。出張募集は一回で多数の募集を行うのに適している

が，経費が掛かるという欠点があった。これが大正期における職工募集の一般的な理解で

ある。 

富士紡（小山工場）では，操業開始時に富田会長の知り合いであった仙台市長の伝手で

募集を始めたが182，当然，そうした伝手による募集だけで十分な労働力を確保できたわけ

ではなかった。富士紡における出張募集183と嘱託募集184についての規定が分かるのは，明

治 41 年の記録によってである。しかし，それ以前についても『辞令控』185の記録によると，

明治 33 年 5 月 13 日付で内海平ノ介に岐阜県，5 月 16 日付で林誠に富山県への出張辞令が

出ていることが分かる。また，12 月 26 日には香川県の山田伴吉に一時嘱託の辞令があり，

明けて 1 月 13 日に内海に香川県への出張辞令が出ている。その他に，明治 34 年 7 月 15

日に社員・榎本步太郎に岡山県への出張辞令，明治 35 年 5 月 12 日には職工係・五上賢庸

                                                 
180 ただし，明治期の史料によれば，男工の募集もあったことが分かる（「男工寄宿新設ノ

次第（明治 41 年 6 月 10 日）」『稟議書類綴明治 42 年』）。 
181 紡績業全体については桂皋「紡績業労働事情調査報告」協調会，1921 年，富士紡につ

いては桂皋「富士瓦斯紡績押上工場労働事情調査報告」大正 10 年 5 月及び桂皋「富士瓦斯

紡績保土ヶ谷工場労働事情調査報告」大正 10 年 5 月を参照。 
182 澤田謙，荻本清蔵『富士紡績亓十年史』富士紡績，1947 年，31 頁。田中身喜『富士紡

生るゝ頃』富士瓦斯紡績株式会社，1933 年，15 頁。 
183 「中央職工係取扱事務要項（明治 41 年 7 月 31 日）」『稟議書類綴明治 42 年』では「工

女欠乏」の対策として，社員を各地に出張させて募集中である旨が記されている。 
184 「中央職工係取扱事務要項（明治 41 年 7 月 31 日）」『稟議書類綴明治 42 年』。明治 41

年 7 月末から 8 月にかけて工場長・棚橋琢之助から高橋茂澄へ引き継がれることになった

が，この資料はその引継書類のなかの一部である（高橋の赴任は 7 月 29 日）。 
185 『辞令控』。 
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に滋賀県大津市への出張辞令があり，この時期には全国的に募集が行われたようである。

なお，田村正寛時代の史料は残されていない。 

「在郷募集人規定」によれば募集人は在郷社員とされていた（第 2 条）186。在郷社員の

所属は職工係である（第 3 条）。ただし，『職員名簿』によれば，彼らは大正 3 年頃までに

都合解雇等によって職を解かれており，必ずしも定着したわけではなかったようである187。

在郷社員の報酬は出来高制で女子素人工一人につき 2 円 50 銭以下，経験工は 3 円以下，男

工は 70 銭以下であった（第 11 条）。女工の勤続中は 1 年以上勤続の女工に付き 5 銭，2 年

以上で 7 銭，3 年以上で 10 銭であった（第 15 条）。しかし，二人の在郷社員（五上近次郎・

野尻貞次郎）は月額の手当金という形でそれぞれ，6 円，15 円受け取っており，完全な出

来高給ではなかった。 

他方，大正 10 年の保土ヶ谷工場の労働事情調査報告によると，女工を募集する毎に一人

当たり金 10 円を引き渡し，被募集工の勤続中は一ヶ月毎に一人 40 銭の賞与を引き渡して

いた。工場に来場して女工を引き渡すまでのリスクは募集人が負担していたため，引渡し

時に斡旋料を受け取ったのである。調査報告では被募集工の勤続中に賞与金を附与するの

は，職工の引き抜きへの対策であると説明されている188。逆に，引き抜きという点から推

測すると，もし募集地で女工が集まった時点で募集人に報酬を与えてしまえば，工場側に

は女工を他の工場に回されるリスクが発生したと考えられる。また，押上工場では斡旋料

の限度額は一人につき15円までをとされた。勤続に対する賞与は社員募集に準じていた189。

以上の規定を比べると，明治末から大正中期にかけて，在郷社員（募集人）を雇用から完

全な請負に切り替えた可能性が推測される。 

 在郷社員の選別方法は一概には言えないが，その発想の中心に継続的な労働供給地の確

保があった。すなわち，「其ノ地方ヨリ永遠ニ人ヲ出サシムル」という点が根本になったの

である190。 

次に，具体的な事例を検討しよう。こうした具体例に即して観察することで，工場がど

のように募集地の地域社会との信頼関係を築いていったかを明らかにすることが出来ると

考えられるからである。まず，二人の例をあげよう191。①五上近次郎は小山工場の近隣の

神奈川県足柄上郡会議員を務め，日露戦役のときには村役場兵事为任を務め，勲八等を受

けた地元の名士である192。富士紡とは河西村水力電気許可願の折衝役を務めたことで関係

を築き，その縁から募集事務を引き受けることになった193。②野尻貞次郎は明治 23 年 3 月

に中学を卒業後，明治 24 年 11 月に輜重兵第三大隊第一中退に入隊し，日清戦役を経験し，

戦後，富山県警の巡査になる。また，日露戦役を経験し，勲七等を受けている。警察官と

                                                 
186 「在郷募集人規定」『現行諸規則類纂』。 
187 『職員名簿』。 
188 桂皋「富士瓦斯紡績保土ヶ谷工場労働事情調査報告」大正 10 年 5 月，16 頁。 
189 桂皋「富士瓦斯紡績押上工場労働事情調査報告」大正 10 年 5 月，8 頁。 
190 「中央職工係取扱事務要項（明治 41 年 7 月 31 日）」『稟議書類綴明治 42 年』。 
191 この他に『富士の誉れ』には地方の繭買次商人が書いた記事が載っている（鶴岡喜楽坊

「衛生と体格の話」『富士の誉れ』第 70 号，大正 4 年 4 月 30 日発行，10 頁）。 
192 「履歴書（五上近次郎）」『進退賞罰ニ関スル書類（人事ニ関する書類）』。 
193 「御伺」『進退賞罰ニ関スル書類（人事ニ関する書類）』。 
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しては職務勉励金を四回と巡査精勤証書を受け，日露戦役前は巡査部長を務めている194。

辞令を確認する稟議書には「富山県下募集発展ニ付キ従来尽力セシ」とあり，警察官在職

中から募集に協力していたことが分かる195。 

 次に，出張募集において職工係がどのように嘱託募集人を選定したのか見てみよう。明

治 42 年，新潟県に出張していた職工係・宮本守邦が 4 人の募集人を嘱託にしており，史料

からその過程を知ることができる。4 月 20 日，宮本が最初に嘱託にしたのは单魚沼郡の山

田久太郎である。山田は中学卒，村会議員を務め，赤十字社の社員に列せられる村の名士

であった。国会議員の選挙権を有し，代々農業を営んでいたことから，地为（土地の名士）

であったと考えてよいだろう196。山田が小山工場長宛に送った手紙には「東亩其他ニ於テ

モ類似者数多有之ト雖ドモ実地ヲ探知スルニ其組織卑务ニシテ貴社ノ比類ニアラザルノ感

情念頭ニ催シ日清其他ノ会社ニ於テ募集上依頼スル事アリト雖トモ因リテ以テ全力ヲ注ガ

ントスルノ念起ラズ」とあり197，募集地における競争および労働供給地側から会社を選択

できたことがうかがわれる。 

続いて，宮本は山田の他に 5 月 10 日までに 3 人を嘱託にした198。3 人に共通するのは職

工係の下で募集の手伝いをやった経験を持ち，普段はそれぞれ農業に従事していたことで

ある。そのうちの 2 人は 21 歳と 19 歳と若かった。特に，19 歳の梶山角次については，当

初，工場の上司は戸为の父親を嘱託員にするという意向を持っていたが，父親と出張中の

宮本が本人のやる気を損なわず永続的な関係を築くという配慮の必要を説き，その結果と

して契約を結ぶに至ったのである199。 

紡績会社は圧倒的な職工数を必要としたために，必ずしも信頼できる募集人ばかりを使

用することができたわけではなかった。悪質な募集人による弊害は『女工哀史』の中にも

見ることができる200。募集人は職工に害を与えるだけでなく，会社にとっても問題であっ

た。募集に対する根本案の中では下募集人の選定・監督が問題とされている201。こうした

状況においては，嘱託募集においても募集人を選択するという点で，職工係個人の才覚が

重要であったのである。また，戦時期の『金城資料』によれば，工場の人事係（＝職工係）

と募集人は密に連絡を取り合い，募集戦略・戦術を検討していた202。 

職工係と工場との関係はこのように一様ではなかった。だが，募集地の人々から信頼を

                                                 
194 「履歴書（野尻貞次郎）」『進退賞罰ニ関スル書類（人事ニ関する書類）』。 
195 「募集員嘱託ノ件」『進退賞罰ニ関スル書類（人事ニ関する書類）』。 
196 「履歴書（山田久太郎）」『進退賞罰ニ関スル書類（人事ニ関する書類）』。 
197 「書簡（山田久太郎→小山工場長）」『進退賞罰ニ関スル書類（人事ニ関する書類）』。 
198 「履歴書（梶山角次）」「履歴書（近藤金蔵）」「履歴書（高橋妙蔵）」『進退賞罰ニ関スル

書類（人事ニ関する書類）』。それぞれ 19 歳，21 歳，32 歳。山田久太郎はこのとき 42 歳で

あった。 
199 「書簡（宮本守邦→石川（澄）为任・中央事務所为任。明治 42 年 5 月 8 日）」『進退賞

罰ニ関スル書類（人事ニ関する書類）』。 
200 細五和喜蔵『女工哀史』改造社，1925 年，54－55 頁 
201 「職工募集ニ関スル根本策」（廣池文書Ⅳ―2―47）は職工管理に関するメモだが，その

中に募集に関する対策も記されている。史料の性質上，この案がどこまで実施されたかを

確定することはできない。 

202 「募集策戦変更通知ノ件（昭和 15 年 4 月 18 日）」『金城資料』等。 
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得たい工場が，どういう形であれ当地の名士のように既にその地域で信用を得ていたり，

従来からの取引関係や協力関係によって信用関係を築いている者を利用したのは当然であ

ろう。もう尐し具体的なレベルで注目すべきなのは警察官を採用していたことである。と

いうのは，職業紹介所が出来る以前から監督機関と協力していたことが確認できるからで

ある。今まで募集監督機関は，悪質な募集の監視をするものとして捉えられてきたが，こ

の事例からはさらに積極的に優良大企業の募集に協力する为体であった可能性が示唆され

る。ただし，警察がどれだけ組織的に協力していたかは明らかではない。 

大正中期頃になると，こうした個人の力による募集だけでなく，戦後の一括採用を先取

りする学校という社会的団体を利用した組織的募集の萌芽が見られるようになった。大正 8

年 5月に当時の保土ヶ谷工場長朝倉毎人の発案で，青森県において募集宣伝が行われた203。

朝倉は小山工場に転勤してからも募集宣伝を続け，地元の新聞からは紡績女工の待遇が向

上したと報じられた204。朝倉（小山工場長）は大正 9 年には近隣地域に対する募集にも力

を入れ始めた。すなわち，卒業を間近に控えた近隣の小学校に募集宣伝に赴いている205。 

富士紡全体が工場の近隣地域に対する募集が本格化したのは，大正 11 年頃であると推測

される206。『富士の誉れ』には大正 11 年になってようやく，近郊宣伝を全社的に喧伝する

記事が現れる207。この記事によれば，小山工場及び川崎工場で「先頃」「近郊宣伝が始めら

れた」ということが述べられており，具体的に川崎工場では鶴見大師，川崎小学校・宮前

小学校に行われたと記されている208。ただし，「大正十年下半期職工統計」（廣池文書Ⅳ―1

－48）によれば，通勤工女募集のために，①人口調査，②地方宣伝，③小学校との連絡，

④文化施設の普及，⑤優遇利便を計ること，という亓つの対策が挙げられている。③のよ

うな対策を見ると，募集対象は結婚前の尐女であったことが分かる。もちろん，工場近郊

には男工や既婚女工などの通勤工が存在していた。しかし，ここで募集されているのは通

いが出来る職工ではなく，あくまで地方出身者と同じように未婚の尐女である。④や⑤の

対策は地方募集において宣伝するものと同じ内容である。近隣出身の尐女が寄宿女工にな

ることもあった。  

 また，このような職工の募集地域との関係を密にする施策は，募集人の弊害を除去する

ために戦略的に活かされることになった。富士紡では大正 11 年頃から新たに職工団を組織

                                                 
203 「青森県に於ける保土ヶ谷工場工女父兄招待会に列して」『富士の誉れ』第 119 号，大

正 8 年 6 月 30 日発行，8－9 頁。 
204 北帰生「青森県に於ける小山工場工女父兄慰安会」『富士の誉れ』第 126 号，大正 8 年

10 月 31 日発行，3－5 頁。新聞は東奥日報 9 月 13・15 日とされているが，未確認。 
205 MM 生「小山工場教育だより」『富士の誉れ』第 130 号，大正 9 年 4 月 30 日発行，4－

5 頁。 
206 おそらく大正 11 年頃のメモであると推測される「大正十年下半期職工統計」（廣池文書

Ⅳ―1－48）によれば，東洋紡津工場の寄宿女工 2,700 名の内，7 割が三重県出身者である

ことから，小山・大分・名古屋・本庄・中津の工場において，近県募集に力を注ぐことと

されている。 
207 「近郊宣伝のこと」『富士の誉れ』第 151 号，大正 11 年 1 月 31 日発行，1 頁。 
208 富士瓦斯紡績株式会社編『富士瓦斯紡績株式会社川崎工場写真帖』1923 年（神奈川県

立図書館所蔵，出版年は工場の稼働状況から推定）53 頁には「附近町村小学校に於ける紡

績宣伝 （立てるは当工場女工手）」を行っている写真がある。 
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して一定人数の女工を確保するという方法を採用しようとしていたらしい209。職工団を組

織する意図は工場と職工供給地との間に直接関係を結ぶことであった。職工団は各村自治

機関の賛同を得た上で組織され，社員によって統制される。区域は町村であり，団長・副

団長には町村長や漁業組合長その他公職に就いているもの，幹事には議員・区長，または

有志より推薦によって選ばれる。このように職工団は既存の募集地域の秩序を利用したも

のであった。職工団は女工の供給数の最低限度を 40 人と定められ，人口調査や移動調査な

どを行っていた210。職工供給地の名士のような個人を重用するのは明治期から見られたこ

とだが，職工団の発想は組織化した団体を利用することによって，そうした施策をより徹

底しているといえよう。 

 

(3)  募集人が提示する入社案内 

募集に際して募集人が入社案内を女工やその家族に示し，労働者や身元保証人はそれに

よって雇用条件の概要を知ることになっていた（実際には重要な情報源であったと推測さ

れる雇用経験者からの話は捨象しておく）。ここでは大正期の押上工場の「入社案内」を使

って，工場側が労働者やその家族（身元保証人）に提供した工場の様子を観察しよう211。

募集人がこのような案内に基づいて，工場生活の美点を並べ尐女達を勧誘を行っていた212。

目次風に書いてある内容を一覧した後，簡卖に検討していこう。 

 

1 工場の位置、規模並に業務 10  通信の事 

2 入社申込に就いての注意 11  賄の事 

3 給料の事 12  日用品販売の事 

4 賞与金の事 13  病院の事 

5 就業時間と休日の事 14  共済組合の事 

6 支度金と来場旅費の事 15  会社傷病扶助の事 

                                                 
209 富士紡は東洋紡津工場（旧三重紡績津工場）で実際に行われていた方策を採り入れたよ

うである（「大正十一年下半期共済組合事業成績一般（蒟蒻版）」（廣池文書Ⅳ―2－47）。廣

池千英の父親・千九郎は数度にわたって津工場に講演に行っていた（土屋步夫「廣池千九

郎と明治大正期の労働問題」『モラロジー研究』第 58 号，2006 年 9 月）。津工場は労働力

を近隣から調達していた工場である。大正 11 年という時期の推定は押上・保土ヶ谷両工場

の「労働事情調査報告」に全く職工団の記述がない事による（史料名とメモの間の関係は

定かではない）。また，この方法には職工供給組合が一つのモデルとして考えられていた。

職工供給組合については西川俊作『地域間労働移動と労働市場』有斐閣，1966 年，第 4 章

にまとめられている。 
210 大正 4 年 2 月下旪から福島・宮城・青森を回った一社員が 120 名を募集したという事例

がある。ただし，この数字は「比類なき好成績」と評価されている（「保土ヶ谷だより」『富

士の誉れ』第 70 号，大正 4 年 4 月 30 日発行，2 頁）。したがって，40 名という数字は標

準的な数字であると推測される。 
211 「入社案内（印刷）」（廣池文書Ⅳ－1－24）。また実物は桂皋「富士瓦斯紡績押上工場労

働事情調査報告」大正 10 年 5 月の添付資料になっているため，大原社会科学問題研究所で

見ることができる。明治期はまだ，福利厚生制度の面で条件が务っていたと考えられる。

福利厚生制度の発展については第 6 章で詳しく述べる。 
212 桂皋「富士瓦斯紡績押上工場労働事情調査報告」大正 10 年 5 月，8 頁 
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7 帰郷旅費の事 16  学校の事 

8 貯金と送金の事 17  慰安娯楽の事 

9 寄宿舎の事   

 

 これらの説明は女工というより父兄を対象になされていた。1 では工場の周辺の様子と工

場での仕事の易しさ213が为張されており，工場生活の鳥瞰図が与えられている。 

2 では入社条件が提示されている。すなわち，①年齢（12 歳以上 30 歳未満），②身長四

尺三寸以上，③健康，④親権者の承諾である。③では当時の虚弱者の範疇に含まれる，近

視眼，扁手
ママ

足，妊娠，梅每，淋病其他伝染性皮膚病の者が除外された。④では親の承諾の

他に，雇用契約中の者に対して雇い为の許可を受けた上で申し込みを受けるように注意を

与えている。最後に，募集契約期間中，なるべく
．．．．

勤続することを奨励しながら，事故の場

合はいつでも退社できるとしている214。なお，入社申込みは工場の人事係（職工係）及び

指定募集人が窓口であった。 

 3，4 は賃金・賞与制度の説明である。賃金では請負制度（出来高制度）によって自分の

働き次第では高給取りになれることが記されている。また，給料明細は郷里に送られた。

賃金・賞与制度では両方とも継続的に勤続によって，受け取れる額が上昇することが記さ

れている。賃金制度・賞与制度についての詳細は第 5 章で検討する。 

 6，7 は出郷・帰郷の費用の説明である。出郷に際しては支度金（立替金）を前貸しする

ことが記されている。ただし，支度金の金額は女工の家計水準によって決定されるのでは

なく，競争地毎の価格によって決定されていた215。また，郷里から工場への往復費用であ

る来場旅費・帰郷旅費もそれぞれ 6 ヶ月以上勤務，満期勤続の場合は会社負担であるとさ

れている。帰郷旅費は退社せずにそのまま勤続して休暇する場合，往復の旅費が支給され

た。また，雇用契約を更新した継続勤続者のうち，東亩見物に身内を呼び寄せた場合，そ

のうち一人分が支払われた。ただし，その場合，次の契約が終了し，自身が退社する際の

帰郷旅費が出なかった。 

 8 以降は広義には工場での生活の説明である。ここでは工場と女工の郷里との連絡，工場

内の諸制度が女工に対して価値のあるものであることが強調されている。中でも学校制度，

とりわけ女学校の宣伝は，労働供給側が積極的に要求したと言うよりは工場側が提示した

ものである。教育制度については第 6 章で詳しく見るが，富士紡の場合，女子教育界に強

                                                 
213 「入社案内（印刷）」（廣池文書Ⅳ－1－24），原文には「手先ばかりの仕事で甚だ簡卖（た

やすい）なものですから婦女子（をなご）には至極相忚しい職業（しごと）であります」

とある。 
214 実際に，こうした規定がどれだけ運用されていたかは不明確である。細五和喜蔵『女工

哀史』改造社，1925 年，168－170 頁には富士紡押上工場において女工が帰国しようとし

ながら貯金を自由に使うことができないために，郷里に送金した分の再送金を郷里に懇請

する手紙を一職員が途中で差し押さえた例が紹介されている。ただし，この事例は細五に

よる伝聞であるので，背景にある事情までは分からない。廣池千英「大正十一年下半期臨

時検査報告」（廣池文書Ⅳ―2―80）によれば，大正 11 年 11 月 6，7 日の何れかの押上工場

には帰省外泊中の寄宿女工が 95 名（在籍 1,449 名中）存在していた。ただし，帰省外泊は

満期修了（この時期は 2 年が多い）の女工であった。 
215 「ノート・職工仮採用規定等」（廣池文書Ⅳ－2－90）。 
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力な人脈を持っていたため，実際に講演者として著名人を呼ぶことができたのである。 

 

(4) 職工の出身地と募集地域 

職工の募集地域は時期によって変化する。小山工場では操業開始当初に富田会長の伝手

で仙台市から職工を調達しており216，その後，明治 33 年には岐阜県，富山県，香川県，明

治 34 年には岡山県，35 年には滋賀県への出張辞令があった。明治 41 年に職工不足に対忚

すべく社員を派遣したのは富山県，石川県，岩手県，秋田県，新潟県であった217。今，大

正 10 年の募集地域を表 3－2 によって見てみよう。 

 

表 3－2 大正 10 年の職工募集地域 

工場名 募集別 大正10年１月 大正10年６月 大正10年８月

社員
青森，静岡，秋田，山形
福島，宮城，岩手

秋田，山形，福島，静
岡，宮城，岩手

静岡，北海道，茨城，山
形

嘱託

長野，新潟，熊本，神奈
川，静岡，山梨，秋田，
福島

青森，新潟，熊本，愛
媛，
静岡，愛知，神奈川，山
形

青森，宮城，愛媛，熊
本，静岡，山口，長野，
神奈川，秋田，岩手，山
梨，京都，富山，新潟

社員 秋田，青森 宮城，福島，秋田，青森 秋田，青森，新潟

嘱託
宮城，福島，秋田
青森，千葉，福井

宮城，新潟 宮城，秋田

社員

嘱託
宮城，秋田，茨城，新
潟，富山

茨城，新潟，宮城，山
形，富山，千葉，秋田

宮城，秋田，石川

社員
新潟，富山，青森，北海
道，秋田，山形，高知，
徳島，鹿児島

秋田，富山，新潟，熊
本，大分

宮城，秋田，北海道，青
森，高知

嘱託 三重，秋田，茨城 秋田，沖縄 鹿児島，沖縄，新潟

社員
青森，宮城 青森，秋田，北海道，岩手青森，秋田，北海道，岩

手，宮城，福島
嘱託 福島，秋田，北海道 山形 福島，新潟，石川

保土ヶ谷

小山

押上

小名木川

川崎

 

出所 「職工募集状況一覧表」（廣池文書Ⅱ―3－17） 

 

募集地の中心は東北地方である。西日本の募集を行っているのは小山工場及び川崎工場で

ある。これは小山工場の中でも第三工場から第亓工場までは富士紡の中では新しい工場で

あったために，募集地も新規に開拓したものと考えられる。次に職工の出身地域を見てみ

よう。 

                                                 
216 田中身喜『富士紡生るゝ頃』富士瓦斯紡績株式会社，1933 年，15 頁。 
217 「中央職工係取扱事務要項（明治 41 年 7 月 31 日）」『稟議書類綴明治 42 年』。 
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表 3－3 大正 10 年下半期出身地別職工数（人） 

県名 男工 通女 寄女 総計 県名 男工 通女 寄女 総計
宮城 382 433 1,897 2,712 京都 3 3 15 21
青森 113 116 1,842 2,071 大阪 15 5 2 22
秋田 141 202 1,512 1,855 兵庫 13 8 3 24
福島 141 121 382 644 和歌山 6 7 41 54

北海道 35 29 868 932 奈良 1 1 2 4
山形 125 122 403 650 小計 38 24 63 125
岩手 75 108 376 559 島根 10 21 82 113
小計 1,012 1,131 7,280 9,423 広島 14 3 13 30
新潟 256 143 647 1,046 岡山 13 2 1 16
富山 94 69 190 353 鳥取 2 1 3
長野 101 38 86 225 山口 7 6 11 24
石川 23 19 81 123 小計 46 33 107 186
福井 10 8 81 99 愛媛 11 3 36 50
小計 484 277 1,085 1,846 香川 9 1 2 12

神奈川 595 248 71 914 徳島 9 45 54
東京 257 145 26 428 高知 12 11 243 266
群馬 131 47 16 194 小計 41 15 326 382
栃木 125 47 126 298 福岡 10 7 17
埼玉 101 26 12 139 佐賀 4 1 5
茨城 136 48 205 389 熊本 13 15 177 205
千葉 108 35 38 181 長崎 1 1 2
小計 1,453 596 494 2,543 大分 11 2 37 50
静岡 1,263 826 528 2,617 宮崎 2 2 6 10
山梨 195 146 21 362 鹿児島 16 3 225 244
岐阜 11 9 5 25 沖縄 4 1 256 261
三重 28 11 22 61 朝鮮 8 8
滋賀 16 19 51 86 樺太 2 2
愛知 34 12 4 50 小計 69 23 712 804
小計 1,547 1,023 631 3,201 4,690 3,122 10,698 18,510

東
北
地
方

関
西
地
方

中
国
地
方

北
陸
地
方

四
国
地
方

関
東
地
方

九
州
沖
縄
朝
鮮
樺
太
地
方

東
海
道
地
方

合計  

注 地方名は史料をそのまま利用している 

出所 「大正十年下半期職工統計」（廣池文書Ⅳ―1－48）より作成 

 

表 3－3 は大正 10 年下半期に富士紡に在籍する職工の出身地別人数である。表中の地方

名は旧来の亓畿七道と新しい地域区分とが混淆しているが，かえって資料作成者がどのよ

うな地域区分をしていたかを知ることが出来る。たとえば，東海道地方は律令制下におけ

る亓畿七道の呼称であるが，滋賀県と岐阜県はこの分類では東海道地方ではなく，東山道

地方に入る。逆に，山梨県は東海地方には入らない。しかし，小山工場の属する小山町は

静岡県の東部にあり，山梨県に接しており，これを一括する区分の方が自然であったと考

えられる。表中の北陸地方は現在であれば北信越地方として一括されることがある。北海

道・沖縄・朝鮮・樺太は本州より遠方であるため，近隣の地方に一括されたのであろう。 

表 3－3 によれば，富士紡における为要な職工募集地は東北地方である。その他は工場所

在地である神奈川県と静岡県が多い。大正 9 年下半期の職工統計には高知県・島根県・愛

媛県を「比較的新タニ開拓シタル」募集地方と表現されている。また，沖縄県は大正 10 年

下半期に新たに募集が行われたところである。ただし，このうち山形県と新潟県は募集が
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厳しくなってしまったため，一時的に募集を断念せざるを得なくなったようである218。ま

た，東北地方の次に四国地方や九州地方の熊本県及び沖縄県を募集地に選んだのは，紡績

業の盛んであった関西地方の企業によって他の本州の地方がすでに募集地にされていたた

めであると推測される。次に表 3－2 から直接，確認できない地域において募集が行われて

いたか否かは女工の人数で推測する。関東地方を見ると，栃木県・茨城県は大正 10 年現在

でも募集が行われていたようである。群馬県や埻玉県は通勤女工の人数が多くなっている

ことから，一時期募集に力を入れたことは推測されるが，この時点では重点的な地域では

なかったようである。こうした推測からこの時期に募集が行われていなかったと断定する

ことはできないが，募集を行いにくくなり，中止してしまった可能性も十分に考えられる。

この他に北陸地方は東北地方に次いで募集が行われていたようである。以上のように史料

から確認できる範囲において，富士紡の募集は東日本から徐々に全国展開したと考えて良

いだろう。こうした推測を補うものとして表 3－4 を掲げておこう219。 

 

表 3－4 大正 10 年下半期出身地別職工数，川崎工場と全工場計（人） 

男工 通女 寄女 総計 男工 通女 寄女 総計
高知 8 225 233 12 11 243 266

鹿児島 7 3 192 202 16 3 225 244
沖縄 4 1 256 261 4 1 256 261

川崎工場 全工場計

 

出所 「大正十年下半期職工統計」（廣池文書Ⅳ―1－48）より作成 

 

表 3－4 は大正 3 年に工場の運転が開始し，大正 4 年に全工場運転を開始した川崎工場にお

ける新規募集地域出身者を全工場合計と比較したものである。高知・鹿児島・沖縄は川崎

工場を新設したために，新しく開拓したものであることが読みとれる。 

表 3－3 に戻って，注目しておきたいのは，本節の冒頭で全員が志願による入社であるこ

とを確認した男工の数である。工場所在地の静岡県・東亩府・神奈川県の人数を合計する

と 2,115 人であり，この数字は全体の 45％に当たる。逆に言えば，半数以上が地方出身者

であったといえるのである。しかも，静岡県・東亩府・神奈川県は工場所在地であったと

はいえ，一府二県の合計人数は純粋に工場近郊の人数を現しているわけではない。工場近

郊出身者数を知るために，静岡県・東亩府・神奈川県の合計人数を利用する場合，どうし

ても過剰評価されるのである。この一府二県を除いた募集が行われていた地域220の男工数

                                                 
218 「職工募集状況一覧表」（廣池文書Ⅱ―3－17）によれば，大正 10 年 8 月においても新

潟県・山形県での募集が行われている。なお，新潟県の募集状況が厳しくなった可能性は，

職工供給者が組合を作り採用活動に規制を加えるようになったこと，工場法施行で官庁の

許可を得るのが難しくなったこと，の二つが考えられるである。後者については「新潟県

募集取締規則ノ件」（廣池文書Ⅳ―3―57）によれば，大正 10 年 4 月 30 日に職工募集継続

願を新潟県庁に提出したところ，必要提出書類の訂正に関する注意書きを添付され，却下

された。山形県もおそらく同じような事情があったものと考えられる。 
219 ただし，川崎工場の開業時には関西圏からも募集を行ったという記述がある（「川崎工

場だより」『富士の誉れ』第 60 号，大正 5 年 6 月 30 日発行，2 頁）。 
220 東北地方・北陸地方の全県，東亩と神奈川を除く関東地方の各県，沖縄・鹿児島・大分・

熊本・愛媛・徳島・高知・島根・和歌山・亩都・愛知・山梨・三重・滋賀の各県。募集が
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を合計すると，1,864 人となる。この数字は全体の 39.7％に当たる。本稿ではこうした数字

の意味付けとして，女工の募集地域から男工もまた，同じように工場生活者になっていた

と推測したい。 

さらに細かく募集地域の男工数を県別の内訳で見ると，東北地方や北陸地方，関東地方

の男工数が多い。この三地方は通勤女工の数が多いことから，比較的古くから募集が行わ

れていた地方だと推測される。なぜなら，彼女たちは寄宿女工として勤めた後に工場付近

に定住するようになったと考えられるからである。また，新潟県の男工数は工場所在地を

除けば，宮城県に次いでいる。この時点では新潟県・山形県は募集が中止されていたが，「職

工統計」の中ではこれらの地域の職工の永続性が高く評価されていた。逆に，新規に開拓

された鹿児島や沖縄の両県は尐ない。こうした事実から女工の募集が行われた地域からは

徐々に男性も職を求めて工場に向かう傾向があったことを推測できる。 

では，募集地域別・地方毎に比較すると，職工数に差が存在した理由は何であったのだ

ろうか。以下のような推測が成立するだろう。第一に，卖純に関東から距離が遠い地方か

らは，わざわざ関東まで男工が出稼ぎすることがあまりなかったと考えられるだろう。よ

り近場の九州や阪神などの工業地帯に就業機会が存在したと推測される。第二に，女工を

送り出した地域が女工の状態を監視するために一定の人数の男工を送り出していたと推測

することが出来る。第三に，卖純に東北地方や新潟県に貧しい農村が多かったため，職工

募集が来たことを自らの就業機会と捉え，自然と出稼ぎとして男工になる者が多かったと

考えるものである。 

最後に付記しておきたいのは，こうした「職工統計」で募集状況を概観できること自体

の意味である。すなわち，こうした職工の人員管理は各工場の職工係の成績に繋がってい

たと考えることが出来る。募集は各工場の職工係の職掌であり，事業所毎に彼らを競い合

わせるためにもこうした統計を作成する必要があったのである。戦時期のものだが，『金城

資料』にはそのことを端的に表す史料が残されている。すなわち，「尚ホ宮城駐在員ヨリ依

頼ノ大坂、名古屋、豊橋、保土ヶ谷工場ノ人事係嘱託ノ件ハ御断リ被下度候／当職ハ当工

場ノ嘱託ニツキ飽迄当工場本意ニ御行動相成度候 モシ亦他工場入リ込ミテ当工場ノ募集

ニ悪影響アル場合ハ早速当方ヘ御連絡被下度候」221。ここでは優秀な募集人にそれぞれの

工場が追加的に募集を依頼し，それを牽制する小山工場人事係の姿勢を見ることが出来る。 

 

3 退社と転勤 

 

(1) 退社と転勤―「職工統計概要」（大正 9 年下半期から 11 年上半期）の分析 

 入場が入社と転入を合わせて把握されていたように，退場も退社と転出を合わせて把握

されていた。人員管理という点から考えると，工場が新たに必要とする人数（入場数）は

退場数と関連していると考えられる。次に，退場について考えてみよう。 

ここでは廣池文書に残っている職工統計摘要（大正 9 年下半期から 11 年上半期）のうち，

                                                                                                                                               

行われたと仮定した県も含める。その他の地域でも募集が行われていた可能性は否定でき

ない。 
221 「女工員安着通知其他ノ件（昭和 14 年 11 月 27 日）」『金城資料』。 
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10 年下半期までの三半期分を使って，退社と転勤の傾向を分析する。大正 11 年の職工統計

摘要を使わないのは，富士紡がその時期から不況の影響を受けて，九州の各会社を合併し，

名古屋工場を新設するために，比較に際して揃えておくべき前提条件が変わってしまうか

らである。「職工統計概要」は大正 10 年上半期から内容が詳しくなる。筆跡が変わってい

ることから推測されるのは卖に統計を整理する係員が変わったためという理由である。ま

た，大正 10 年上半期からは職工募集の範囲が広まっているので，より詳しい事情を知る必

要が生じたためとも考えられる。人員管理に関連する増減を検討する前に富士紡の全体像

を掴むために，職工数について確認しておこう。表 3－5 は工場別に職工数を示したもので

ある。 

 

表 3－5 工場別職工数（人） 

工場 性別 9年上半期 9年下半期 10年上半期10年下半期
男工 2,394 2,107 2,031 2,074
通女 1,748 1,692 1,720 1,708
寄女 5,289 2,955 3,551 3,764
全体 9,431 6,754 7,302 7,546
男工 988 980 1,003 1,031
通女 579 496 430 427
寄女 2,082 2,147 2,512 2,682
全体 3,649 3,623 3,945 4,140
男工 478 369 346 338
通女 346 290 237 208
寄女 1,534 1,189 1,132 1,246
全体 2,358 1,848 1,715 1,792
男工 249 227 243 237
通女 335 292 310 287
寄女 901 649 715 707
全体 1,485 1,168 1,268 1,231
男工 1,469 1,074 1,011 1,015
通女 857 617 522 492
寄女 3,959 2,600 2,179 2,299
全体 6,285 4,291 3,712 3,806

男工 5,578 4,757 4,634 4,695

通女 3,865 3,387 3,219 3,122

寄女 13,765 9,540 10,089 10,698

全体 23,208 17,684 17,942 18,515

保土ヶ谷工場

全工場計

小山工場

川崎工場

押上工場

小名木川工場

 

出所 「大正九年下半期職工統計」（廣池文書Ⅳ―1－43）及び「大正十年下半期職工統計」（廣池文書Ⅳ―

1－48）より作成 

 

 全体的な傾向として確認できるのは職工数が減員していることである。この時期は大戦

景気が終わり経済全体が不況に陥っていたため，人員を減らしていたと考えられる。大正 9

年下半期の職工統計ではこの間の人員管理戦略を「一時募集ヲ中止シ専ラ優良職工ノ保全

ニ努力シタル」と表現している。こうした指摘は，紡績業では人員が多数必要であったた

め募集に費用を掛けざるを得なかった分，戦略的に職工の人員管理を行わざるを得なかっ
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たことを端的に現している222。また，「優良職工」という言葉から読みとられるように，人

員管理に置いては職工の性質にまで目が配られていたことが確認できる。 

 では，次に退社について見てみよう。表 3－6 は大正 10 年下半期の工場別在社・退社職

工数である。在社職工の勤続年数が一年おきに取られるため，ここでは下半期の「職工統

計」を扱う。また，大正 9 年下半期の「職工統計」には統計の原表が附属していないため，

大正 10 年下半期を見ることにする。退社職工数は元の数字から転勤者を引いて，算出して

ある。 

 

表 3－6 大正 10 年下半期工場別在社・退社職工数（人，％） 

工場 性別 在社職工数退社職工数 総数 退社率
男工 685 29 714 4.06%

通女 710 124 834 14.87%

寄女 1,390 143 1,533 9.33%

総計 2,785 296 3,081 9.61%

男工 1,393 149 1,542 9.66%

通女 998 189 1,187 15.92%

寄女 2,482 374 2,856 13.10%

総計 4,873 712 5,585 12.75%

男工 1,031 358 1,389 25.77%

通女 427 259 686 37.76%

寄女 2,682 859 3,541 24.26%

総計 4,140 1,476 5,616 26.28%

男工 333 69 402 17.16%

通女 207 102 309 33.01%

寄女 1,246 190 1,436 13.23%

総計 1,786 361 2,147 16.81%

男工 237 84 321 26.17%

通女 287 101 388 26.03%

寄女 707 178 885 20.11%

総計 1,231 363 1,594 22.77%

男工 750 306 1,056 28.98%

通女 492 156 648 24.07%

寄女 2,299 315 2,614 12.05%

総計 3,541 777 4,318 17.99%

男工 4,429 995 5,424 18.34%

通女 3,121 931 4,052 22.98%

寄女 10,806 2,059 12,865 16.00%

総計 18,356 3,985 22,341 17.84%

小名木川工場

保土ヶ谷工場

各工場計

小山一二工場

小山三四五工場

川崎工場

押上工場

 

出所 「大正十年下半期職工統計摘要」（廣池文書Ⅳ―1－48）より作成 

 

 男工と通勤女工に着目してみると，小山工場に比べて他工場の退社率が高い。その理由

は二つ考えることが出来る。一つは小山町が山間にあったため，職工が他の良い就業機会

を見つけるのが困難であった。もう一つは小山工場は富士紡のマザープランとであったた

め，福利厚生制度の運用が充実していた。また，保土ヶ谷工場の退社数は前期に比べて退

                                                 
222 桂皋「紡績業労働事情調査報告」協調会，1921 年。 
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社数が倍増した数値であると記されている。この原因は二つ考えることができる223。一つ

は保土ヶ谷工場において工場法施行以前に深夜業廃止の試験運行を行い，片番になったこ

とである224。もう一つは，福利厚生制度を充実化させた前々工場長及び前工場長と当時の

工場長の間に，制度運用上の差があった可能性である。なお，寄宿女工の退社率が工場毎

に異なる理由については，二つの推測が可能である。第一に，工場毎の職工係を始めとす

る福利厚生制度の成果に差があった。第二に，時期によって募集人員が違うため，満期そ

の他の職工の人数に差が生じた。ただし，川崎工場の場合は新設工場であったため，募集

を急激に行わざるを得なかった。したがって，川崎工場では他の工場に比べて，工場生活

に馴染めない者を多く輩出せざるを得なかったと考えるべきであろう。 

 なお，工場別の人員管理を重視し，転勤者を含めた退場率を示したのが表 3－7 である。 

 

表 3－7 大正 10 年下半期工場別在社・退場職工数（転勤を含む） 

工場 性別 在社職工数
退場職工

数(a)
総数(b)

退場率
(a/b)

転勤者数

男工 685 70 755 9.27% 41
通女 710 150 860 17.44% 26
寄女 1,390 240 1,630 14.72% 97
総計 2,785 460 3,245 14.18% 164
男工 1,393 191 1,584 12.06% 42
通女 998 217 1,215 17.86% 28
寄女 2,482 540 3,022 17.87% 166
総計 4,873 948 5,821 16.29% 236
男工 1,031 479 1,510 31.72% 121
通女 427 299 726 41.18% 40
寄女 2,682 1,003 3,685 27.22% 144
総計 4,140 1,781 5,921 30.08% 305
男工 333 91 424 21.46% 22
通女 207 120 327 36.70% 18
寄女 1,246 248 1,494 16.60% 58
総計 1,786 459 2,245 20.45% 98
男工 237 96 333 28.83% 12
通女 287 120 407 29.48% 19
寄女 707 227 934 24.30% 49
総計 1,231 443 1,674 26.46% 80
男工 750 340 1,090 31.19% 34
通女 492 174 666 26.13% 18
寄女 2,299 408 2,707 15.07% 93
総計 3,541 922 4,463 20.66% 145
男工 4,429 1,267 5,696 22.24% 272
通女 3,121 1,080 4,201 25.71% 149
寄女 10,806 2,666 13,472 19.79% 607
総計 18,356 5,013 23,369 21.45% 1,028

小名木川工場

保土ヶ谷工場

各工場計

小山一二工場

小山三四五工場

川崎工場

押上工場

 

出所 「大正十年下半期職工統計摘要」（廣池文書Ⅳ―1－48）より作成 

 

                                                 
223 ただし，「職工統計」（廣池文書Ⅳ―1－48）では原因究明の必要が指摘されている。 
224 桂皋「富士瓦斯紡績保土ヶ谷工場労働事情調査報告」大正 10 年 5 月，2－3 頁を参照。 
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 表 3－6 では表 3－7 と比べると，卖純に転勤者が増加させた分，退場者数は増えている。

ここで改めて，注目しておきたいのは，転勤者を退場職工に含めていたこと自体である。

すなわち，富士紡では人数管理の基本卖位を工場（事業所）としながら，企業全体で職工

の人員管理を行っていたことが示唆されるのである。 

 富士紡は明治 36 年，小名木川綿布株式会社を合併し，初めて複数の工場を持つことにな

った。「職工旅費規則」には「当会社職工ニシテ社用ノ為メ小山工場及小名木川工場相互間

ヘ出張又ハ転勤ヲ命シタル者」という文言が確認でき，最初から転勤が存在したことが知

られる225。また，男工には「旅費規則普通額ノ弐倍ヲ支給シ」，さらに「家族引纏ヲ命ゼラ

レシトキハ其父母妻子ノ内弐人マデヲ限リ本人相当ノ旅費日当ノ普通額」が保証された。

女工は旅費実費のみが支給された。こうした違いが設けられたのは，彼女たちが既婚者で

なく，かつ稼ぎ为でないことが前提とされたためであろう。 

出張・転勤があったこと自体は驚くに値しない。以下のような事実認識が共有されてい

るからである。第一に，わが国の紡績産業には伝習工制度という養成制度があり，他会社

（工場）に研修に行くという慣習が富士紡の創立以前から既に存在していた。第二に，研

究史上では米川伸一が科学的管理法の普及における職員・職工の企業間移動の役割を重視

している。また，その際に住居の移転を伴う移動が行われていたことは広く知られるとこ

ろである226。 

 ただし，富士紡の転勤内容の全貌を知ることはできない。断片的に以下の二つの内容を

掲げておこう。第一に，卖純に一時的な人手不足を補う意味での忚援である。大正 9 年下

半期には川崎工場に新しい機械が到着したために各工場から忚援が送られた227。第二に，

会社全体の戦略として組織再編が行われた場合，それに伴って転勤も行われる。具体的に

は川崎工場を新設した大正 3 年，保土ヶ谷工場に小山第二工場の絹糸紡績を移転した大正 5

年に行われた転勤を確認できる228。しかし，転勤者数という卖純な数値だけでは，これら

の事例において職工の中のどのような層が転勤したのかというもっとも肝心な点について

知ることは出来ない。この点を補うため，表 3－8 によって入社年別職工数を見てみよう。 

 

                                                 
225 「職工旅費規則」『現行諸規則類纂』。この資料には年月日が記されていないが，明治 39

年に合併した東亩瓦斯紡績が押上工場となるので，この規則はその間の 3 年間のうちに作

成されたものと推測される。 
226 米川伸一「戦間期 3 大紡績企業の学卒職員層」『東西繊維経営史』同文館，1994 年，47，

59 頁。 
227 「大正九年下半期職工統計摘要（謄写版）」（廣池文書Ⅳ―1－43）。 
228 「川崎だより」『富士の誉れ』第 60 号，大正 3 年 6 月 30 日発行，2 頁，「保土ヶ谷だよ

り」『富士の誉れ』第 80 号，大正 5 年 2 月 29 日発行，2 頁及び第 82 号，大正 5 年 4 月 30

日発行，4 頁。 
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表 3－8 大正 10 年下半期，入社年別在社職工数（人） 

男工 通女 寄女 男工 通女 寄女 男工 通女 寄女 男工 通女 寄女 男工 通女 寄女
大正10年 370 388 1,325 474 156 1,481 67 61 483 69 56 288 267 73 814
大正9年 244 210 925 122 73 654 24 23 274 16 30 135 68 56 418
大正8年 351 264 841 156 64 304 80 28 237 38 50 130 177 62 680
大正7年 217 136 232 77 42 102 35 17 78 19 26 104 103 42 158
大正6年 184 145 197 75 23 61 27 12 74 10 28 64 105 55 90
大正5年 128 123 104 31 24 38 13 13 42 7 11 40 67 56 62
大正4年 92 104 54 33 20 20 7 5 18 1 10 14 27 52 46
大正3年 58 64 25 31 20 20 5 8 8 5 12 5 8 13 10
大正2年 48 79 22 8 12 4 14 4 10 12 25 17 7
大正元年 63 44 11 5 1 9 3 5 3 7 7 36 18 9
明治44年 45 35 7 4 2 6 5 5 6 4 14 6 1
明治43年 85 34 8 1 2 1 3 4 1 13 5
明治42年 55 19 5 2 1 4 1 14 7 33 18 2
明治41年 26 13 1 2 1 1 6 2 2 14 9 2 36 7
明治40年 48 15 4 2 1 2 4 6 1 7 2 1
39年以前 60 35 3 8 2 43 16 4 25 15 4 29 10 1

小名木川工場 保土ヶ谷工場
入社年

小山工場 川崎工場 押上工場

   出所 「紡績会社内規及半期統計集（蒟蒻版）」（廣池文書Ⅳ－1－30）より作成 

 

表 3－8 から明らかなように，各工場に勤続 15 年以上の職工が存在している。すなわち，

大正 4 年設立の川崎工場にも工場設立以前に入社した職工が 110 人，在籍している。これ

らの職工は他工場で入社した後に転勤した者であると推測される。実際，川崎工場立上げ

の際の職工の転勤について『富士の誉れ』には「川崎第一工場に従業すべき職工は当社各

工場より転勤の経験工を合せて約弐千亓百名を要し候」と記されていた229。これらの事例

から，職工の転勤に際しては卖なる数合わせだけではなく，職工の技能等の質についても

考慮されていたことが推測される。また，優秀な職工が他工場を支援するために送り込ま

れていたということは逆の現象があったと推測することが出来るだろう。この点について

は資料的な裏づけはないが，一つの仮説を提示しておきたい。第 6 章で見るように，小山

には工業学校が作られ，各工場から優秀な職工が送り込まれていた。また，職員レベルで

は人事交流の必要が認識されていた。こうした発想があったことから，マザー・プラント

である小山工場や保土ヶ谷工場（絹部門）で OJT を受けさせるために，出張研修や一時的

な転勤によって各工場から優秀な職工を送り込んでいたと推測される。 

 

(2) 退社 

 まず，ここでは大正 8 年小山工場の職工残存率から，寄宿女工・通勤女工・男工の特徴

を検討する。 

                                                 
229 「飛鳥生「川崎工場だより」『富士の誉れ』第 60 号，大正 3 年 6 月 30 日，2 頁。また，

保土ヶ谷工場で模範工として表彰された二人の女工は，明治 44 年 7 月に小山工場から保土

ヶ谷工場に転勤しており，転勤前後ともに見廻工を務めた（「保土ヶ谷工場の模範工表彰」

『富士の誉れ』第 68 号，大正 4 年 2 月 28 日，1－2 頁）。 
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図 3－1 大正 8 年小山工場職工残存率 
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出所 桂皋「紡績労働事情調査」協調会，1921 年 

  

「ノート・職工仮採用規定等（ペン）」（廣池文書Ⅳ―2－90）によれば，図 3－1 は以下

のように解釈できる230。寄宿女工の特徴は半年で 76％まで減り，一年半までは減尐傾向が

なだらかになる。その後は 2 年半に 50％になり，4 年半で 13.6％に至るまでは直線的に減

尐し，以降は漸減する。最終的には 10 年くらいでほぼ 0 になる231。半年目までの退社理由

は，①工場生活に堪えかねるため，②元々病弱だったものが工場生活に適忚できず，病気

を再発させるため，③生活状態が自分の予想していたものと異なるため，④望郷の念に駆

られるため，の四つが挙げられている。1 年半を過ぎて再び，減尐傾向が大きくなるのは彼

女たちが婚期を迎えるためである。もともと大部分の労働者は最初から雇用契約期間 3 年

間に対して 2 年契約を希望していたと説明されている。4 年半まではほぼ同じ理由である。

それ以降，減尐傾向が緩やかになるのは，残った女工が工場生活に順忚しているためで，

彼女たちは永住的な傾向を示す。最終的に寄宿女工が 0 になるのは，そうした女工達が寄

宿舎を退舎して通勤女工になるからである。 

 通勤女工は半年で半減し，以降は漸減する。通勤女工の退社理由は二つある。一つ目理

由は工場の外の生活において他から拘束されることがないために，工場生活が合わないと

判断した場合，すぐにでも退社してしまうからである。この点，寄宿女工は寄宿舎におけ

る職員の努力によってある程度，引き留めることができる。また二つ目は，当初は生活難

のため工場で働く意志を持っていた者も，妊娠・育児・炊事・看病といった様々な家庭事

情の煩雑さに堪えきれなくなることである。しかし，これらの事情に堪え得る者は長期雇

用されるようになる。通勤女工に関して注意しておかなければならないのは，図 3－1 から

                                                 
230 この資料の一部は協調会の桂皋による大正 10 年 5 月に実施された「小山工場労働事情

調査報告」の写しであると推測される。残念ながらこの報告書は残存しない。 
231 「ノート・職工仮採用規定等（ペン）」（廣池文書Ⅳ―2－90）には 0 になると書いてあ

るが，実際は勤続が十年以上の寄宿女工は小山工場にも相当数，存在していた。表 3－9 を

参照。 
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は寄宿女工から通勤女工に転換したものの在社年数がどのように算出されているか分から

ない点である。ただし，ここで述べた通勤女工の退社理由から推測するならば，ここでは

寄宿から転換した女工は念頭に置いていないと考えられるだろう。あるいは，通勤女工の

中に寄宿女工からの転換者が存在すると考えるならば，寄宿女工からの転換者には優良女

工が多いことから，残存者の多くがこうした人たちであったと推測すべきであろう。その

場合，寄宿を経験せずに志願して入った通勤女工は，数字以上に残存率が低いと理解しな

ければならない。 

 男工もまた，半年までに大きく減尐し，その後も漸減を続ける。男工の場合，通勤女工

のように家庭の事情によって拘束されることがないために，彼等が退職する理由は自分た

ちの内的な移動を好む性格にあるとされている232。しかし，男工のなかでも一定年数を超

えて勤続する者は定着するようになる。 

 以上が図 3－1 の職工残存率に関連する職工の特徴であるが，「ノート・職工仮採用規定

等（ペン）」では他にも職工の労務管理における職員の価値観を知る上で重要な指摘がなさ

れている。一つ目は寄宿女工が半年間で減尐することに関する記述で，前述の 4 つの理由

によって退社した者を「淘汰される」と表現し，逆に残存した労働者を「健全分子」と表

現していることである。ここから読みとれるのは，卖に員数合わせに人数をかき集めてい

るだけではなく，労働者の質に気を配る姿勢である。二つ目は男工の長期勤続者に関する

記述で，勤続年数が上がると段々と「思想が健実」となると表現している。 

次に，こうした一工場の退社理由を踏まえた上で，大正 10 年下半期の富士紡全体の退社

の内実を把握しよう。 

 

                                                 
232 「紡績会社内規及半期統計集（蒟蒻版）」（廣池文書Ⅳ―1－30）の職工異動比較表によ

ると男工の退社理由は家事が圧倒的に多い。しかし，これは内訳項目が疫病・家事・転勤・

逃走・制裁・死亡とされているので，自発的な性格によって移動するのは家事で一括され

ていると考えるべきかもしれない。 
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表 3－9 大正 10 年下半期，在社年数別退場職工数 

男工 通女 寄女 男工 通女 寄女 男工 通女 寄女 男工 通女 寄女 男工 通女 寄女
3ヶ月未満 23 16 21 150 69 94 44 36 34 37 17 23 126 36 17
6ヶ月未満 29 56 32 86 65 188 3 10 9 21 18 31 33 17 13
1年未満 17 34 72 94 57 212 2 5 23 10 16 38 19 11 21
2年未満 47 66 135 79 52 317 11 14 73 13 22 61 54 19 88
3年未満 40 45 199 33 22 72 16 15 32 5 10 25 42 24 108
4年未満 28 39 167 20 13 67 3 11 27 3 11 17 29 16 84
5年未満 18 22 63 5 7 27 3 9 18 3 9 13 13 12 22
6年未満 13 29 37 1 7 18 3 3 16 2 8 6 5 21 37
7年未満 7 11 8 2 5 6 4 4 2 9 13 8 6 13
8年未満 6 12 3 9 2 2 6 5 1 3 3
9年未満 3 6 2 2 1 2 2 1
10年未満 5 7 2 3 2 2 5
11年未満 6 6 2 1 1
12年未満 5 5 4 1
13年未満 4 8 1 5 1 1
14年未満 4 2 1 1 1 1
15年未満 1 2 1
15年以上 5 1 3 1 1

小名木川工場 保土ヶ谷工場
在社期間

小山工場 川崎工場 押上工場

出所 「大正十年下半期職工統計摘要」（廣池文書Ⅳ―1－48）より作成 

 

まず，資料上の制約から表 3－9では転勤者を区別することが出来ていない。したがって，

表 3－9 は大正 10 年下半期の退場者を在社年数別に掲げたものである。この表によっても

ある程度の退社についての傾向を知ることが出来るだろう。 

各工場を比べると，第一に，男工については在社年数が低いほど退場率が高くなってい

る。ただし，1 年未満を 3 ヶ月未満，6 ヶ月未満と分けてみると，各工場に尐しずつ差が見

られる。すなわち，小山工場男工の 3 ヶ月未満退場者は 6 ヶ月未満退場者を下回っている。

押上工場男工は人数が尐ないので，措くとして，保土ヶ谷工場男工では 3 ヶ月未満退場者

は 6 ヶ月未満退場者の 4 倍弱になっている。これらの傾向は，図 3－1 をもとに観察した大

正 8 年の小山工場の結果と類似している。むしろ，3 ヶ月未満で見ると，小山工場の退場者

が尐なく，半年卖位で取った図 3－1 とは異なる動きをしている。 

第二に，寄宿女工については小山工場と保土ヶ谷工場のみ，1 年未満の退場者（表中の 3

ヶ月未満及び 6 ヶ月未満を合計）が低い。保土ヶ谷工場は 51 名と 2 年未満 88 名，3 年未

満 108 名との割合を考えれば，尐ないといえるだろう。また，小山工場も 1 年未満の内訳

を見ると，3 ヶ月未満がもっとも尐なく，最初の半年で 53 名，さらに次の半年で 72 名で

増える。両工場ともに 3 年未満がもっとも多いのは最初の契約の期限のためである。絶対

値として特に注意しておくべきなのは，工場別規模の違いである。すなわち，表 3－1 を見

れば，3 ヶ月未満が最も尐ない保土ヶ谷工場は寄宿女工 620 名，次に小山工場は寄宿女工

1250 名であり，押上工場・小名木川工場よりも多いのである。表 3－9 の 3 ヶ月未満退場

者数を表 3－1 の在社職工数で除して割合を比べると，小山工場と保土ヶ谷工場がそれぞれ

1.68％，2.74％であるのに対し，川崎・押上・小名木川の各工場はそれぞれ 7.44％，7.98％，

9.96％と高くなっている。ただし，表 3－9 を 1 年未満退場者でとった場合，押上工場は
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15.49％となり，39％台の川崎・小名木川よりも，10.00％の小山工場，8.23％の保土ヶ谷

工場に近くなる。ここでも小山工場は図 3－1 の観察時期とは微妙に異なっていることが分

かる。ただ，全体的には同じ傾向を確認できたといえよう。 

 第三に，一定の期間を超えて雇用された職工は残存率が高くなるという命題について検

討しておこう。この傾向をもっとも端的に表しているのは小名木川工場である。小名木川

工場の母体は明治 28 年創立の小名木川綿布株式会社であり，富士紡の工場中最古である。

小名木川工場は人数に比して勤続の短い退場者が多いが，勤続 7 年以上の退場者は 1 人も

おらず，長期勤続者の定着が高いことを示している。念のために表 3－9 を見れば，勤続 7

年以上（大正 3 年以前入社）の職工の存在を容易に確認できよう。 

 次に退社理由を観察しよう。表 3－10 は理由別に退場人数をまとめたものである。表 3

－9 と比較できるように，転勤者も含めてある。 

 

表 3－10 大正 10 年下半期理由別退場人数 

満期 疫病 家事 転勤 逃走 制裁 死亡
男工 104 24 28 41 11
通女 170 45 40 26 58 1
寄女 337 84 9 45 97 3 96 3
小計 611 153 9 113 164 3 165 4
男工 217 8 162 42 5
通女 237 5 202 28 1 1
寄女 700 171 59 292 166 8 4
小計 1,154 171 72 656 236 8 1 10
男工 587 1 8 240 121 215 2
通女 344 4 121 40 177 2
寄女 1,093 9 170 419 144 347 4
小計 2,024 10 182 780 305 0 739 8
男工 114 6 50 22 35 1
通女 142 2 51 18 71
寄女 312 42 14 175 58 4 17 2
小計 568 42 22 276 98 4 123 3
男工 99 7 6 43 12 31
通女 126 34 4 25 19 44
寄女 239 38 14 29 49 109
小計 464 79 24 97 80 0 184 0
男工 373 59 9 119 34 150 2
通女 189 69 9 42 18 51
寄女 500 227 53 87 93 10 27 3
小計 1,062 355 71 248 145 10 228 5
男工 1,494 91 37 642 272 442 10
通女 1,208 148 24 481 149 402 4
寄女 3,181 571 319 1,047 607 25 596 16
総計 5,883 810 380 2,170 1,028 25 1,440 30

総人員
内訳

小山一二工場

小山三四五工場

全工場計

工場 性別

川崎工場

押上工場

小名木川工場

保土ヶ谷工場

 

注 内訳項目中，家事は他の内容から比較すると，自己都合退職の意味だと推測される 

出所 「大正十年下半期職工統計摘要」（廣池文書Ⅳ―1－48）より作成 

 

表中，転勤は卖なる現在の職場からの異動であるから，退社を考察する上では考える必
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要はない。ここでは会社側の解雇である制裁に注目しよう。制裁解雇は無断欠勤が二週間

以上続いた場合に行われる。特に通勤女工の場合，他に職を得て無届けで工場を去るもの

が大部分であるとされている233。したがって，制裁で辞めた者は正式な手続きを踏まない

自己都合退職者と考えて良いだろう。会社側の都合解雇が必要なかったのは，契約更新を

せずに満期退社させればよいからである。第 2 章で考察したとおり，もともと年期制はあ

る一定期間，雇用関係の継続を強要する制度であった。しかし，被用者側から見れば，こ

の制度は中長期（3 年以上）の雇用を望む場合，契約更新の障害になる可能性を持っていた

のである。 

 

4 小括 

 

 労働者はもともと工場の外に所属して生活しており，そうした生活に起因する性格を持

っている。労務管理はこうした労働者の性格から影響を受けざるを得ない。したがって，

本章では人員管理の検討を通じて，結果的に次章以降の内容を先取りすることになる。た

とえば，地方からの尐女を生活させるために，寄宿舎が必要になる。寄宿管理は第 6 章で

扱う福利厚生制度の一つである。また，人員管理においては職工の数だけではなく，質に

も気を配られていた。工場間の転勤者の性格を検討することを通じて，第 4 章で扱う評価

制度の問題を先取りしているのである。ここでは次章以降の内容を見据えながら，人員管

理について整理しておこう。 

 入場形態から確認できるのは，志願者の採用だけでは十分な労働力を確保できなかった

ことである。したがって，職工係は戦略的に募集を行うざるを得なかったのである。明治

期の募集では，必ずしも女性だけが対象とされたわけではなかった。しかし，表 3－1 によ

れば，大正 10 年の段階で男工はすべて志願工であった。おそらく，明治末期から大正初期

にかけて，男工については募集を行わずとも，志願者だけで十分に足りるようになったの

だろう。 

 図 3－1 の大正 10 年小山工場の職工残存率によれば，入社から男工はほぼ 2 年半，通勤

女工は 1 年，寄宿女工は 1 年半経過すると，それぞれ 50%を切っていることが分かる。こ

の数字は年期契約の 3 年間よりも短い。基本的に紡績職工は長期にわたって勤続するとは

想定されていなかったのである。したがって，退社者を補って一定量の労働力を確保する

ために，募集は頻繁に行われる必要があったと推測される。こうした状況においては募集

戦略（採用戦略）が必要になる。このことにはメリットとデメリットがあった。会社は募

集活動に多額の費用を掛けるように強いられる一方，解雇による調整費用の負担を減らす

ことが出来たのである234。こうしたメリットを亨受するのは大正後期以降だが，この点に

                                                 
233 桂皋「富士瓦斯紡績押上工場労働事情調査報告」大正 10 年 5 月，19 頁。本来，押上工

場の事例を卖純に一般化する事はできないが，一忚，表 3－10 から読みとれる次のような

理由で他工場にも同じような事情があったと推測することはできよう。①制裁を理由に辞

める男工は全体の約 36％（全体は転職者を除いた）通勤女工は全体の約 38％で，何れも寄

宿女工の 23％より多いこと，②山間にあった小山工場のみ制裁の人数が尐なかったこと，

以上の二つの理由が考えられる。 
234 満期退社が円満に行われなかった場合でも，契約期間があることによって，調整費用は
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ついては第 5 章で改めて論じよう。 

 実際の募集において重要なのは，工場の職工係（人事係）である。人員管理という観点

から見た彼らの仕事は労働者の確保とその維持である。実際には，先に確認したように，

男工・通勤女工・寄宿女工を問わず，種々の理由で契約期間が満期になる前に退職する者

も多かった。職工係は寄宿舎の管理といった方法を通じて，彼女たちの雇用継続を促すよ

うな努力を行っていた。この点については第 6 章で詳しく見ることにしよう。ただし，会

社は継続雇用を実現するために，こうした手法や第 2 章で見た年期契約を利用する一方，

工場生活に合わない者の退社を許容していた。 

 職工係は，労働者を確保するにあたって，3 年以上の継続雇用を期待できない個々の労働

者よりも，労働者を安定して供給できる地域との間に，長期的な関係を築くことを重視し

ていたと考えられる。だが，実際には募集地域は時期によって変遷しており，必ずしも供

給地域と工場が永続的な関係で結ばれていなかった。富士紡の募集戦術は明治 30 年代にほ

ぼ原型が完成していた。すなわち，募集地域において既に信用を確立している名士や監督

機関である警察と協力していたことが確認された。大正中期頃からは小学校における宣伝

活動が行われるようになった。学校を媒介にした新卒一括採用の先駆的な試みと考えられ

る。 

 募集は基本的に事業所卖位で行われるが，富士紡では同時に全社レベルでの人員管理も

行われていた。すなわち，出張と転勤である。工場卖位の数値である入場者数は新規採用

と転入を合わせて把握されていた（退場者数も同様に退社と転出が合わせて把握されてい

た）。転勤の内容については二種類の可能性を指摘した。一つは人員不足を補うための数合

わせ，工場間の労働力の融通である。富士紡の場合，大正 9 年以前は東亩府，神奈川県と

静岡県東部に工場が集中していたので，職工の移動費用も尐なくて済んだと推測される。

もう一つは，企業戦略上，優良工を転勤させる必要が生じた場合である。実際，川崎工場

の新規立ち上げ及び小山工場から保土ヶ谷工場への絹糸・絹織物部門の拡張移転時に転勤

があった。工場の新規立ち上げや工場の機能の移転時には，为力となる職員（工務係）が

優秀な職工を連れて行ったと考えてよいだろう。 

職工の転勤が卖に量だけではなく，質を問題にする事例が存在していた以上，人員管理

は職工係のみでおこなわれたわけではなかったと推測される。なぜなら，転勤をする職工

を選ぶのは職場における直接の上司である工務係であったと考えられるからである。した

がって，人員管理の関係職掌は工場レベルの職工係・工務係，本社レベルの人事部（調査

部の中に含まれている時期もあり）であると推測される。ただし，移動人数をどのように

決めていたのか，そのプロセスは分からない。 

なお，人員管理をよりリアルに再現するとしたら，半期卖位の統計では元来，不十分で

ある。月別のデータが必要になる。月別のデータを見ることが出来れば，季節的な変動を

明らかにすることが出来る。さらに，そうした変化を年度別に比べることで，何らかの傾

向を掴むことが出来ると推測される。 

 

                                                                                                                                               

下がると推測される。 
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第 4 章 協業体系と評価制度 

 

1 問題の所在 

 

 第 2 章では，利益分配制度の思想的な意味として，事業遂行代理者という会社との関係

から重役から従業員までを一体に捉えることが出来ることを指摘した。しかし，その含意

は全員が等質ということではない。重役及び従業員が事業遂行代理者という属性を共通し

て有しているというだけである。実際の社内（工場内）は様々なレベルの階層によって構

成されている。社内（工場内）の構成を具体的に考えるときに，まず挙げられるが協業体

系，すなわち身分制度（≒資格）と職制である。ただし，その際，紡績業においてはジェ

ンダーという視点を持つことが重要になる。 

 現代でも従業員区分という形で，正規労働者・非正規労働者の区分けが労働問題の一つ

のトピックになっている。同様に労働問題研究でも，また，史実においても，工職の身分

格差が関心を持たれてきた。職工と職員の待遇格差が存在することは，戦前期の富士紡も

他社と同じである。具体的に見やすいのは，賞与制度の分配方法であるが，詳細は第 5 章

に委ねよう。このような様々な格差は，しばしば労資の対立を生む母胎であると考えられ

てきた。だが，序章で紹介したように，近時の紡績業の研究では職工と職員の協力体制が

重視されている。本章ではこうした職工と職員の協力体制について迫りたい。 

まず，明らかにすべきなのは工場内の身分制度と職制という階層構造である。次に，そ

の階層構造で問題になるのは，身分差が越えられない壁であるのか否かという点である。

具体的に言えば，職工から職員への登用（昇進）があるのか否かである。既に，職員から

取締役の昇進例については述べておいた。もちろん，こうした壁を越えた例をあげたから

といって，一人の個人を見た場合，職工から職員を経て取締役になる事例はない。しかし，

企業ないし工場全体を捉える場合，この論点は事業遂行のための
．．．．．．．．

協力体制という点におい

て，第 2 章で示した一体性の具体的な顕現であると考えられるだろう。そして，この階層

構造をどのように上るか，すなわち，どのような基準の評価が存在していたのかが重要に

なる。 

 

2 協業体系（身分制度と職制）：小山工場の事例を中心に 

 

 富士紡における協業体系は日本企業の組織的な特徴といわれるものに適合的である。第

一に，身分制度と職制が二層構造をなしている235。第二に，身分制度・職制は大きく分類

すると，文系（事務系）と理系（技術系）の二層構造をなしている236。第三に，職務とい

                                                 
235 労働問題研究の古典的論文，氏原正治郎「大工場労働者の性格」『日本労働問題研究』

東亩大学出版会，1964 年において，日本の職長制度の特徴として身分制と職分制の二本立

てであることが指摘されている。氏原の議論に従えば，身分制は職場序列，職分制は管理

序列に対忚する。 
236 小林袈裟治・森川英正「統一論題（明治期企業の経営者組織）をめぐる論議」『経営史

学』第 14 巻第 1 号，1979 年 9 月において紹介されている報告者の側の発言（由五常彦か

伊牟田敏充）のなかに，「明治 30 年代から各企業で課が普及し」たことを前提に「ファン
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う観点から見ると，身分間の境界に曖昧な領域があり，下位身分から上位身分への昇進が

可能である。ここでは身分制度と職制をそれぞれ考証した後，これらの制度についての考

察を行おう。 

 

(1) 身分制度 

 富士紡の身分制度を知る手がかりは，第 1 回から第 6 回までの『富士紡績株式会社営業

報告書』，『辞令控』，明治 37 年上半期以後の『小山工場営業報告書』，及び小山工場に在職

した者についての『職員名簿』である。『営業報告書』および『小山工場営業報告書』は職

員についての身分別人数を掲載している。ただし，第 7 回以後の『営業報告書』は総数の

みの記載となり，詳細は不明である。後者は退職・転勤等で小山工場から離れるまでの進

退賞罰（職制・身分・給与）の履歴を残している。『職員名簿』に最初に記載された人物が

明治 40 年 8 月 8 日に依願解雇となっており，最後の人物が大正 15 年 2 月 23 日に依願解

雇となっている。したがって，その間に退職・転勤した者以外のデータは分からない（記

録が残っている者についても必ずしも完璧ではないと推測される）。ただし，身分の呼称は

変遷をするが，身分制度自体には大きな変化がない。したがって，考証が詳細に及ばなく

とも論点を考えるには差し支えない。 

富士紡内の身分は，大きくは重役・社員・雇員・職工及び小使・給仕の四つに括れる237。

社員と雇員を併せたものが職員である。ただし，名称としては社員と職員の間に若干の混

乱が見られる。技術系の身分が技師・技手（補）・工手（補）と安定的であるのに対し，事

務系の身分は当初，手代であった。『辞令控』及び『職員名簿』によれば，明治 35 年以前

には亓等手代といった等級が附されており，手代という名称とともに，三五が明治に入っ

て試行錯誤して創り出そうとした秩序が継承されていることが知られる238。後に手代は社

員という名称に代替される場合があった239。 

このように当初，社員は事務系の職員に用いられたようだが，社員の中に技術系の身分

を含めても差し支えないだろう。『職員名簿』には雇員（あるいはその中の雇）から社員へ

の登用と職員への登用，両方の記述が混在しているが，明治期については社員への登用の

誤りであると推測できる。なぜなら「富士瓦斯紡績株式会社使用人規定（以下，卖に使用

                                                                                                                                               

クショナルなものはミドルの段階で発達し，それがしだいにトップの方に及んでいった」

というアイディアを見ることが出来る。ここでは工務課と商務課の形成が述べられている。 
237 大正期から準雇員の名称が見られるが，これは雇見習が変化したものと考えてよいだろ

う（『職員履歴書』）。ただし，この準雇員は一つの身分として確立する。 
238 この名称は間宏以来の商家との連続説を支持するものとしてよいだろう。ただし，手代

はあくまで事務系の仕事であり，技術系と事務系が分離していたことなどは商家との連続

という関係だけでは説明できない。その後の等級制度の変遷は詳らかではないが，戦後初

期に作られたと思われる『職員履歴書』によれば，昭和 8 年 11 月に雇員四等に任命された

事例がある。ただし，身分の項目ではなく，資格の項目である。『職員名簿』には等級区分

は見られない。考えうる可能性は，①継続，②昭和に入ってから復活，のふたつであろう。

ただし，『辞令控』によれば，明治 35 年以後には等級が附せられておらず，後者の可能性

が高いと考えられる。そうであれば，復活は職員数の増加に伴う措置と推測される。尐な

くとも，戦時期に復活したわけではないことだけは確認できる。 
239 『小山工場営業報告書』明治 41 年度上半期（第三工場）。 
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人規定）」の第 1 章第 1 条の定義によれば，職員には傭員・見習も含まれているからである

240。実際，『職員名簿』にはそうした身分の人間が記載されている。なお，「使用人規定」

の職員の定義には手代という名称がなく，係員という名称が用いられるようになる241。明

治 41 年上半期の第三工場以外の『小山工場営業報告書』に手代の名称が見られることから，

「使用人規定」設定以後，手代の名称が廃されたと考えてよいだろう。職員に準ずるもの

として小使・給仕の身分がある242。この身分は全階層の中で職工とほぼ同じと考えてよい。

職工は技術系職員の下に属し，小使・給仕は事務系職員の下に属する。また，職工の中に

は職員の一部と同じ職務を遂行した者がいたと考えられる243。 

職工内の身分は正式には普通工と臨時工である。役付工については職制の一つと見る考

え方もできるが，本稿では役付工を普通工と別の身分と考えたい。というのも，大正 8 年

頃に作業諮問機関として役付会が作られ，役付工であることがその参加資格になるからで

ある244。ここでは稟議書に残された三枚の意見書245と『職員名簿』をもとに紡績の生産現

場の管理序列を考察しよう。 

紡績の生産現場においては技師長・技師・技手（補）・工手（補）・役付工・普通工の身

分序列をなしていた。役付工については職工名簿が残存していないため，その人数構成の

推移は詳らかではないが，断片的な史料から二つの時期の状況を知ることが出来る。一つ

は『明治 41 年下半期小山第一二工場営業報告書』における第二工場で表 4－1 に示した。

この記録は一工場のみだが，全体の職工数も同時に把握できる。もう一つは，役付職工の

特別賞与を支払いに関する資料から取り出したもので，明治 44 年（推定）の工場全体の役

付人数が分かる（表 4－1）。ただし，同時点の職工数は分からない。今，表 4－1 から準職

工を除いた職工全体における役付職工の割合を計算すると，5％に満たない 4.75％であるこ

                                                 
240 「富士瓦斯紡績株式会社使用人規定（明治 42 年 5 月 19 日制定）」（『現行諸規則類纂』）。 
241 手代から係員という名称が用いられといっても，技術系社員である工手（補）・技手（補）

はともに工務係に属していた。この改革の意図は，技術系社員のように工手・技手に分か

れていなかった事務系社員について，手代という商家から引き継いだ名称を廃しただけの

事務的な措置であろう。ただし，技術系社員が工手・技手等と係員という身分を二重に持

っていたか否かは分からない。もし，技術系の「係員」身分が存在したとしても，形式上，

生じるだけのものなので，大して意味があるとは思われない。 
242 「富士瓦斯紡績株式会社使用人規定」（『現行諸規則類纂』）の補則に「本規定ハ小使及

給仕ニ之ヲ適用ス」とある。 
243 「小山工場在職工籍及臨時小使並ニ給仕調」『進退賞罰ニ関スル書類（人事ニ関スル書

類）』の備考欄には「入社年月日欄入社ト黒書セルハ在職工籍ニシテ朱書セルハ純粋ノ臨時

雇其侭ノモノニ有之候」とあり，病院小使，寄宿舎小使，事務所給仕等に所属している（男

女両方，存在する）。 
244 役付会はその後，大正 10 年に卖なる作業諮問機関から，意思疎通機関になる。この経

緯については第 7 章で述べる。 
245 「役付職工と等級に関する意見メモ」（題名は内容から私が仮につけたものである。『稟

議書類綴明治 42 年』）。この文書が作成された時期は確定できない。ただし，以下の事実か

ら，明治末期から大正初期にかけて作成されたと推測できる。直前の文書の日付が明治 43

年 8 月 31 日となっており，直後の文書の日付は大正 14 年 12 月 8 日となっている。また，

大正 10 年の調査である桂皋「富士瓦斯紡績押上工場労働事情調査報告」大正 10 年 5 月，

桂皋「富士瓦斯紡績保土ヶ谷工場労働事情調査報告」大正 10 年 5 月（大原社会問題研究所

所蔵）には工頭制度の記述がない。 
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とが分かる。 

 

表 4－1 明治 41 年下期小山第二工場職工人数内訳 

寄宿女工 1,223 工頭 10
通勤女工 282 組長 11
男工 560 見廻男工 31
準職工 21 見廻女工 46
合計 2,086 計 98  

出所 『明治 41 年下半期営業報告書小山第一二工場』 

 

表 4－2 明治 44 年小山工場特別賞与支払時の工場別役付工の人数 

第1 第2 第3 第4 電気 工作 合計

工頭 6 6 3 5 5 25

組長・特待工 11 13 13 18 6 2 63

役付待遇 26 19 17 13 4 79

準職工役付 6 1 6 13

女特待工 40 36 60 59 195

合計 83 74 99 95 12 12 375   

ただし，明治 44 年というのは前後の史料から推定した。 

出所 『進退賞罰ニ関スル書類（人事ニ関スル書類）』 

 

『進退賞罰ニ関スル書類（人事ニ関スル書類）』中の表 4－2 のすぐ後ろに記載された名

簿を使うと，全員の名前が分かるため，男女比率を知ることができる。その名簿と表 4－2

を比べると，特待工の人数が 1 人多いという異同があるものの，女特待工が特待見廻工 31

人，特待工 5 人に分かれ，他はすべて男性である点は一致している246。男工の内訳を名簿

の記載順に記すと，工頭 6 人，組長 11 人，見廻工 15 人，役付 4 人，特待工 2 人である。

同名簿に添付されている「役付待遇者調第二工場」では，4 人の入社年月日と役付任命日が

分かる（男 3 人，女 1 人）。4 人は何れも入社 3 年以内に役付に任命されており，彼女たち

が「抜擢」対象者であることがうかがわれる。このうち，もっとも昇進が早い者は入社か

ら 8 ヶ月の女性（製綿科）であった。その他は 9 ヶ月，32 ヶ月，13 ヶ月（何れも試験科）

掛かっている。 

 役付のなかで特に注目すべきなのは工頭制度である。戦前の中国紡績業が工頭制度によ

って広く間接管理体制（請負）を採っていたことはよく知られている事実だが247，富士紡

の工頭制度はこれとは全く異なる制度である。富士紡では第 1 章において確認したとおり，

操業当初から直接管理体制であった。特に，明治 34 年から改革に当った和田豊治は職工の

                                                 
246 操業開始時に精紡の中江七郎が組長に中村キクを連れてきたという証言がある（田中身

喜『富士紡生まるゝ頃』富士瓦斯紡績株式会社，1930 年，39 頁）。 
247 もともとの制度は包工制度である。岡部利良「支那紡績業に於ける労働請負制度」『東

亜経済論叢』1941 年 2 月等。最近では王穎琳「工頭制度から直轄制度へ」岡崎哲二・中林

真幸編『生産組織の経済史』東亩大学出版会，2005 年が日本の紡績業の影響から一部の中

国の紡績企業が直接管理体制へと変化していく様子を描いた。 
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配置にまで指示を出していた。明治 30 年代における工頭には職員（工手）及び職工が就い

ており，両者の結節点をなしていた248。つまり，職員籍の工頭と職工籍の工頭が同時に存

在していたのである。「役付職工と等級に関する意見メモ」は役付工の数を減尐させること

を第一の目標として書かれたもので，その一環として工頭・工頭補を工手に編入させる案

が出されていた。 

もともと職員（工手）でも職工でも工頭になれたことや職工籍の工頭を職員に繰り入れ

ようとしたという事実は，何を意味しているのだろうか。本稿では，作業運営において必

ずしも職工・職員という身分差における断絶が決定的でなかったと解釈したい249。この解

釈を補強するものとして以下の事実を紹介しよう。先の「役付職工と等級に関する意見メ

モ」の中には，工頭を工手に繰り上げるだけではなく，同時に工手を技手に繰り上げるこ

とも提案していた。しかも，「今日ハ技手ト工手トノ間柄ニ円満ヲ欠クノ虞アリ」と書かれ

ており，工頭・工手間よりも工手・技手間の対立を示唆している。職工・職員の身分差よ

りも，職員の中の技手・工手の身分差において摩擦があったと考えられる。ちなみに，左

合藤三郎の研究によれば，工頭制度は尐なくとも大正 3 年まではあったことが確認されて

いるので，この提案は直ぐに実行されたわけではなかったようである250。 

 もう一つ，役付工に関連して論点となるのは，出来高賃金を採用していた工程における

賃金である。役付工は日給計算の定額給，一般職工は出来高給という風に別々の賃金形態

を取るため，賃金の多寡と職制序列が逆転する可能性が常に存在するからである。この点

は当然，当時の職員にも意識されていた。「役付職工と等級に関する意見メモ」では，前紡

（粗紡）科及びこれと同じとされた梳綿科では「日給者ハ組長並ニ注油方（組長助手トモ

ナルベキモノ）三四名ニ限ル事トシ日給者ハ科中優良名誉ノモノトスル事」と記されてい

た。要するに，選抜された役付工に権威が備わるようにという注意である。ただし，この

史料はあくまで役付工の人数削減についての提案であるので，文中の「三四名」というの

は実際の人数かどうか分からない。なお，こうした直接工と間接工のバランスという制度

上の問題は，おそらく常に存在しており，大正期に標準原価計算を導入したことによって

改めて顕在化する。この点については第 5 章で触れることになるだろう。 

 

(2) 職制 

① 工場における職員の職制 

 小山工場は大正 3 年までに 5 つの工場を建築した。そして，第一，第二工場と第三，第

四，第亓工場は離れた場所にあった。これは後者の敶地が被合併会社である小名木川綿布

会社のものであったためである251。第 1 章でも紹介したとおり，小山工場は国内で最大規

模の工場であった。一般的に一箇所の地域に複数の工場を建設することはあるが，ここま

                                                 
248 『職員名簿』。 
249 「役付職工と等級に関する意見メモ」（『稟議書類綴明治 42 年』）。 
250 左合藤三郎「わが国労務管理史における一様相（Ⅱ）―富士紡における利潤分配制度―」

労務管理史料編纂会，調査報告資料 No.22，1960 年 11 月，17 頁。 
251 小名木川綿布株式会社は小山に土地を所有していたが，まだ工場建設にはいたっていな

かった。富士紡が同社を合併した目的はこの土地の獲得である。既に操業していた工場は

富士紡の小名木川工場となり，昭和 3 年まで操業した。 
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での規模になることはない。ここに小山工場の特殊な点がある。 

小山工場では中央事務所が最初，集権的な役割を担っていた。しかし，明治 41 年 8 月の

組織改革により，工場への分権化が図られるようになった252。この改革は既存の第一・第

二工場から離れた位置に，第三工場および第四工場が建設されることに伴い，実施された

と推測される253。 

前述のとおり，それ以前は第一工場が綿糸部で第二工場が絹糸部であった。和田専務が

明治 36 年に小山を去った後は，小山工場全体の小山工場長の他に綿糸工場長と絹糸工場長

があり，三つの工場長職が存在した。この体制は一旦，明治 40 年に変化する。すなわち，

中央事務所に小山工場長及び副長，各係为任，各工場は为事および各係为任が置かれた。

ただし，工場長であった棚橋琢之助は第三工場の为事を兹務し254，副長の五上篤太郎が第

二工場の为事に就いた255。 

第三四工場の建設に伴い，小山工場は二工場制（第一・二工場と第三・四工場）に移行

する。すなわち，明治 41 年 7 月 29 日付けで高橋茂澄が第三四工場長に赴任し，同日，五

上が第一二工場長に就いた256。二工場制の下では，中央事務所に为任・副为任が置かれた

が257，8 月の段階では高橋が为任，五上が副为任をそれぞれ兹任している258。また，同時

に为事が廃止され，庶務係为任の権限が強化され，工場長に準ずるものになった259。しか

し，翌 42 年 12 月 27 日に高橋が小山工場長に就任し，再び，小山工場全体の工場長職がで

きる。このとき同時に五上は本店商務部長に異動している。 

 今，明治 40 年 9 月 1 日から実施された「小山工場職務章程」を見てみよう260。中央事務

所には庶務係，計算係，出納係，職工係，倉庫係，医務係，工務係があり，工場には工務

係および庶務係のみがあった（第 2 条）。前述したように，明治 41 年 8 月に为事が廃され

たときに，庶務係为任の権限が拡張されたが，庶務係は「小山工場職務章程」が定められ

た時点で全体を統括する職務であった。特に，各工場の庶務係は工務係の为管以外のもの

すべてを担当していた。試みに，中央事務所の庶務係の取り扱うべき事務内容を全部，書

き出しておこう（第 9 条）。 

 

一，職員以下ノ進退賞罰並ニ給与徴収ノ事務ニ関スル事項 

一，諸規則令達及契約ニ関スル事項 

一，通信及受付ニ関スル事項 

一，重要文書秘文書図面等ノ保管ニ関スル事項 

                                                 
252 「通知」（『現行諸規則類纂』）。 
253 第三工場が全運転されたのは明治 40 年 12 月，第四工場が全運転されたのは明治 43 年

4 月である（澤田謙，荻本清蔵『富士紡績亓十年史』富士紡績，1947 年，120，372 頁）。 
254 『職員名簿』の棚橋琢之助の社内履歴書。ただし，榛葉良男が二ヵ月後の 10 月 14 日に

は第三为事に就任している（同人，社内履歴書）。 
255 『職員名簿』の五上篤太郎の社内履歴書。以後同じ。 
256 『職員名簿』の高橋茂澄・五上篤太郎の社内履歴書。 
257 「小山工場職務章程」（『現行諸規則類纂』）への書入れ。 
258 「通知」（『現行諸規則類纂』）。 
259 「小山工場職務章程」（『現行諸規則類纂』）への書入れ。 
260 「小山工場職務章程」（『現行諸規則類纂』）。 
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一，官衙願届訴訟登記其他地方交渉ニ関スル事項 

一，教育炊事一切ニ関スル事項 

一，社宅ニ関スル事項 

一，辞令，誓約書，出勤簿，勤惰調査ニ関スル件 

一，職工日用品ノ仕入売渡不用品ノ処分ニ関スル件 

一，所属小使人夫ノ使役取締進退賞罰ニ関スル件 

一，統計ニ関スル件 

一，其他各係ノ为管ニ属セサル一切ノ事項 

 

庶務係を取り上げたのは人事と関連するからである。庶務係は職員及小使に関する査定

権を持っていた。また，教育炊事，社宅という福利厚生制度についても担当していた。職

工の使役取締進退賞罰は工務係が担当し，それ以外の部分は職工係（中央事務所）が担当

していた（第 9 条）。だが，寄宿舎舎監は，明治 40 年の職制改革で世話係と名称を変えた

後，11 月 2 日付けで庶務係に任ぜられている。世話係は寄宿舎での女工を訓育する重要な

役割である261。なお，「御伺」という史料によれば，明治 43 年来，職工係補助を担当して

いた寄宿係の者について寄宿係の職務が現在の人員で支障なく執行できることから，「転

勤」（転属）が便宜的であるという提案があった262。また，『職員名簿』には大正 6 年採用

から職工係附属寄宿舎世話係が登場する。おそらく，この間に世話係は庶務係から職工係

へ移管されたものと推測される。ただし，それ以前もほぼ第○○寄宿舎世話係とだけ記載

されており，どの時点で庶務係から職工係に移管されたか分からない。おそらく，庶務係

と職工係の当初から仕事が重なる部分があったため，業務内容によっては移管以前から協

力し合う関係があり，そうした関係を前提として，大正初期に寄宿舎係は職工係に移管さ

れたと考えてよいだろう263。 

また，実際に職工の進退賞罰を決める賞罰委員は，庶務係・職工係の为任（待遇）から

も選抜されており，技術系社員と事務系社員が協力していたと見ることができる。詳しく

は次節で論じるが，寄宿女工に関しては寄宿舎内での規律も評価要素であり，したがって，

庶務係や職工係が重要になるのである。表 4－3 は，明治 43 年 10 月 5 日時点の賞罰委員で

ある。 

 

                                                 
261 やや後の時期のものだが，世話係一般の仕事内容を紹介した本として，石上欽二『世話

係読本』日東社，1927 年がある。 
262 「御伺（明治 44 年 6 月 23 日）」『進退賞罰ニ関スル書類（人事ニ関スル書類）』。 
263 ただし，もともと和田が明治 34 年に職工係を導入した意図は，福利厚生施設の充実で

あった。おそらく，明治 30 年代の職工係は募集活動に忙殺されたため，その業務が庶務係

に移管されたのかもしれない。そうであれば，庶務係から職工係への移管は元に戻ったこ

とを意味している。関連業務があったのも当然と言えよう。 
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表 4－3 明治 43 年 10 月 5 日時点小山第三四工場賞罰委員 

第三工場 第四工場
名前 身分or役職 名前 身分or役職

乾棟三郎 第三主任技師 小野保太郎 第四工場主任技師
贄川昇 第三工場技手，12.27に技師登用渡辺金次郎 第四工場技手，12.27に技師登用
太田利行 電気部主任技師 太田利行 電気部主任技師
阿部文一郎 第三四工場庶務係主任 阿部文一郎 第三四工場庶務係主任
川合慶次郎 中央事務所職工係主任 川合慶次郎 中央事務所職工係主任  

出所 「任命通知明治 43 年 10 月 5 日」『進退賞罰ニ関スル書類（人事ニ関スル書類）』及び『職員名簿』

から作成 

 

「小山工場職務章程」は，明治 41 年に出された「通知」によって分権化が図られ，庶務

係と職工係以外はすべて各工場に移管された264。このとき，職工の進退賞罰，募集及び外

部警戒取締の機能は従来どおり，中央事務所に残され，「職工優待方法其他諸般設備ノ改善

等ハ中央事務所及各工場間相互通知スル事」とされた。こうした移管を踏まえた上で，再

び表 4－3 によって，賞罰委員の役職を見ると，中央事務所職工係と工場庶務係为任が名前

を連ねていることを確認できよう。ただし，賞罰委員が職工全員の進退賞罰を実際に決め

ていたとは考えにくく，「小山工場職務章程」中の工務係の職務に「所属職工ノ取締及進退

賞罰ニ関スル事項」と規定されていることから，おそらく通常の作業における査定は工務

係が行われていたものと推測される。また，形式的には役付工クラスが査定に関する権限

を付与されていた証拠は見出せないが，実際の査定に発言があった可能性は十分に考えら

れるだろう。 

 

② 工務係および職工の職制 

 富士紡の持田巽によると，日本の紡績業では明治 20 年代後半から平屋建てのプラントが

増えた。その理由は，明治 27 年の明治東亩地震の影響，採光上の問題，監督の問題，（粗

紡と精紡を 2 階に分けることによる）運搬の問題があげられている。ここでは火災につい

ても触れられているが，同時に平屋の方が逃げにくいという説も紹介されている265。 

ただし，持田説には以下の留保が必要であろう。すなわち，明治 25 年 9 月に鐘淵紡績と

明治火災保険が契約を結び，明治 26 年 8 月の大日本綿糸紡績同業聨合会の講演で鐘紡の朝

吹英二がこの契約を紹介したのを機に火災保険の普及が促進された266。火災保険会社は電

燈，機械，動力，設備および建物等，工場危険全般の検査を行ったのである267。鐘紡の事

例と明治 20 年代後半に平屋型プラントが普及したことを考え合わせると，両者の間に何ら

                                                 
264 「通知」（『現行諸規則類纂』）。 
265 持田巽「過去二十亓年間に於ける紡績業の発達」『機械学会雑誌』第 77 号，1924 年，

42，53 頁。 
266 明治火災海上保険株式会社編『明治火災保険株式会社亓十年史』明治火災海上保険株式

会社，1942 年，133－137，160－165 頁。 
267 明治火災海上保険株式会社編『明治火災保険株式会社亓十年史』明治火災海上保険株式

会社，1942 年，166－167 頁。 
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かの因果関係があったことが推測されるが，具体的な検討は今後の課題である268。 

富士紡の創立は明治 29 年であり，当初から平屋型の工場であった269。日本の紡績会社は

一般に紡織兹営のほかに，機械の修繕部を持っていたことが知られている。富士紡はこの

他に電気事業を兹営しており，電気部を持っていた。したがって，富士紡の場合，紡織事

業のほかに，産業としては電力産業・機械産業の一部を担っていたといえる。ただし，本

稿では史料制約上，必ずしも全体像を描くことは出来ない。特に，電力・機械については

取り上げない。 

紡績業では 19 世糽に既に機械体系が完成しており，ほぼ工程順に機械が配置され270，流

れ作業の前提となるレイアウトが整っていた。ここでは次ページに大正 4 年のものだが，

小山第四工場のレイアウトを一例として示しておく271。図中，上の右側が混棉室，左側が

打棉室，中央部分が前紡室（梳綿（carding），練篠（Drawing），始紡（Slubbing），間紡

（Intermediates）練紡（Roving）），精紡室（Spinning，その隣が風車室）となっており，

下の部分では仕上室（中央の左に捲返（Winding），その下に綛（Reeling），左側に玉締

（Bundling）がある。それぞれ，準備工程（混打棉），紡績工程（前紡（梳綿から練紡まで）・

精紡），仕上工程（捲返・合糸），荷造工程に該当する。 

                                                 
268 アメリカの織布工場の場合，火災相互保険会社が平屋型プラントを普及させた（ダニー

ル・ネルスン（小林康助・塩見治人監訳）『20 世糽新工場制度の成立』広文社，1978 年，

22－23 頁）。ただし，紡績工場は多層型プラントである。 
269 「先年大阪紡績が火災の時階上に働いて居た十数名の工女が猛火に包まれ阿鼻叫喚の中

に惨死した之れは階段の余地に製品梱が沢山積み重ねてあつたのが皆周章狼狽先を競つた

為め反て之を崩し途を塛いだ結果であった，之は工場の設備が悪いのである，幸ひ我が富
．．．

士紡にはこんな二階の工場はなき
．．．．．．．．．．．．．．．

のみならず非常口とか進歩せる設備あることは大に安心

である」（川崎工場 2H 生「警火に就て」『富士の誉れ』第 66 号，大正 3 年 12 月 31 日，4

頁，なお傍点は引用者）。 
270 脇村義太郎「本邦紡績業における技術的合理化」『脇村義太郎全集第 5 巻』日本経営史

研究所，1981 年。 
271 持田巽「富士瓦斯紡績株式会社の動力につきて」『機械学会誌』第 18 巻第 36 号，1915

年，27 頁。 
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工務係及び職工における身分制度および職制は，工場レベルにおいてほぼ明治期から変

化していないと考えられる272。職員についてみると，明治 41 年の小山工場では，中央工務

係を電気科・原働科・営繕科に分け，電力・電燈・電話に関する作業，原働水車・調車伝

導・暖房・瓦斯発生・鉄工修繕に関する作業，水路・水槽・道路・河川及び建物ならびに

器具類の新調・修繕に関する作業を担当させていた273。そして，紡織に関する業務は各工

場の工務係が担当していたのである274。 

工務係の職務分担について，小山第二工場の職掌の記録275を参考に考えたい。この史料

は新たな綿織機の据付けに伴って機織科を設けるにあたり，職員の職掌を定めたものであ

る。ここでは，工務係は工程別に準備工程（工手），織上工程（技手），仕上工程（工手）

にそれぞれ各 1 人ずつ配されており，担当工程の責任に加えて，織上と仕上はそれぞれが

協力し合うことが明記されている。紡績工場については大正 2 年の小山第三四工場につい

て別の史料で，前部・後部・前部保全・後部保全担任と氏名が記されている276。工務係は

工程を基準に職域が定められていたと見てよいだろう。 

職工についての職制が分かる最初の史料は「職工規則（明治 39 年 12 月 12 日改正）」で

ある。それ以前は第一工場が綿糸部，第二工場が絹糸部，第三工場が原働・電気及営繕部

であり，所属工場がそのまま，職制を表していたと考えられる。「職工規則（明治 39 年 12

月 12 日改正）」では，紡績工，鉄工，雑工，準職工の四種類に分類されている。すなわち，

紡績工は機械の運転，鉄工は機械の製造，雑工は機械の保全にそれぞれ従事し（第 2 条），

準職工はそれ以外のものを意味した（第 3 条）。紡績工はそれぞれの各工程に配備されてい

る。今，表 4－4 によって，大正 11 年 8 月小山第一工場の人員配置を見てみよう。 

 

                                                 
272 もちろん，職場での配置は絶えず変化していると考えられる。 
273 「小山工場中央工務係服務規程（明治 41 年 4 月 1 日から有効）」『現行諸規則類纂』。 
274 「小山工場職務章程」『現行諸規則類纂』。残念ながら，この時期の小山第二工場は綿糸

紡績ではなく，絹糸紡績と織物を作っていた。 
275 「第二工場機織科職掌ノ件（明治 45 年 5 月 13 日発議 15 日決定）」『進退賞罰ニ関スル

書類（人事ニ関スル書類）』。 
276 「題なし（大正 2 年 9 月 10 日）」『進退賞罰ニ関スル書類（人事ニ関スル書類）』。 
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表 4－4 大正 11 年 8 月小山第一工場在勤者数（人） 

請負工 日給工 通女計 請負工 日給工 寄女計

撰棉 甲 1 1

乙 1 1

昼 24 24 3 3 27 3 30

整棉 甲 12 12

乙 12 12

カード 甲 11 11

乙 12 12

保 10 10

ドローイング 甲 6 1 7 6 1 7 14 14

乙 6 3 10 5 1 6 16 16

前紡 甲 29 3 32 29 2 32 64 9 73

乙 20 5 25 36 4 40 65 9 74

保 9 9

リング 甲 17 1 18 86 11 97 115 16 131

乙 36 2 37 77 4 81 118 15 133

保 9 9

ミュール 甲 5 2 7 14 0 14 21 39 60

乙 14 1 15 4 1 5 21 39 59

合糸 甲 12 1 13 31 0 31 44 7 51

乙 10 1 11 27 3 30 41 8 49

撚糸 甲 10 1 11 35 3 38 49 10 58

乙 18 0 18 27 0 27 45 9 55

保 9 9

捲返 甲 11 0 11 16 2 18 29 1 30

乙 5 0 5 12 1 13 17 1 18

瓦斯焼 甲 5 0 5 8 0 8 13 2 15

乙 5 0 5 5 0 5 11 2 13

仕上 昼 34 27 61 51 13 64 125 7 132

シルケット 昼 15 15

荷造 昼 20 1 21 2 2 23 12 35

ローラー 昼 10 10 1 1 10 10 20

試験 甲 6 6

乙 6 6

昼 5 5

原動 甲 4 4

乙 4 4

電球掃除 昼 2 2

合計 244 83 326 469 53 521 847 346 1,194

女計 男工 合計科目
部
別

通女 寄女

注：・在勤人数は述人数を営業日数の 28 で除した数，荷造りの請負工女欄は請負工男 

  ・職工は甲・乙組に分かれて，昼業と夜業を 1 週間ごとに交代する。昼は昼専業。 

出所：『廣池史料Ⅳ－1－52』より作成 

 

表 4－4 は大正 11 年 8 月の延人数を営業日数の 28 で除して作成したものであるため，正
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確な在籍人数を表していない277。ただし，『小山工場営業報告書』によれば，大正 11 年上

半期期末（5 月 25 日）の在籍職工は男工 330 人，女工 765 人，大正 11 年下半期期末（11

月 25 日）の在籍職工は男工 331 人，女工 889 人である。したがって，その中間の時期に当

る表 4－4 の男工 346 人，女工 847 人という数字はほぼ正確なものと考えてよいだろう。逆

に第 3 章で考証したように退職者が多いことを踏まえて言えば，1 ヵ月の人員が月初と月末

で同じであるとは想定できないし，同じ人数であってもその構成が入れ替えによって変わ

っていることも当然あっただろう。 

 富士紡の職工は等級別賃金（日給）が採用されていたが，明治 34 年から一部の職種に出

来高賃金が入れられた。表 4－4 から確認できるのは，準備工程と試験工程および原動（電

力）以外の部署ではほとんど何らかの形で出来高給が採用されていることである。また，

同じようにどの部署にもほぼ日給工が存在することも確認できる。なお，表中 0 とあるの

は，寄宿女工の撚糸・日給の 13 人を 28 で除したため 0 になったものを除けば，最初から

0 である。ただし，全くの空欄もあるので，この 0 の意味は大正 11 年 8 月現在その箇所に

該当するものがいなかったと看做すことが出来るだろう。 

次に男女間分業を見よう。表 4－5 は，1 台当たりの出勤人員から 1 台当たりの男女比を

算出し，表 4－4 の在勤数より算出した男女比と比較したものである。 

 

表 4－5 大正 11 年 8 月小山第一工場台当り出勤人員数 

工男 (人) 工女 (人)

513 1.15 1/0 1/0
3726 0.15 1/0 1/0
3407 1.87 0/1 0/1

4070.8 0.12 0.74 16/100 14/100
甲 3150.5 0.54 3.93 14/100 14/100
乙 0.24 1.7 14/100 13/100
甲 1143.8 2 0.98 204/100 186/100
乙 1.6 0.79 203/100 186/100

391.6 0.88 4.92 18/100 18/100
1485.8 0.33 1.5 22/100 20/100
269.4 0.2 4.91 4/100 4/100
319.5 0.35 1.78 20/100 17/100
1977 0.09 1.52 6/100 6/100仕上

一ヶ月間
運転延べ

台数
一台当たり

男女比
在勤数男

女比

合糸
撚糸
捲返

瓦斯焼

一台当たり出勤人員

リング

ミュール

製綿
カード

ドローイング
前紡

 

出所：『廣池史料Ⅳ－1－52』より作成 

 

表 4－4 および表 4－5 を見ると，製綿・カード・ドローイング・試験・原動・電球掃除・

荷造の各工程および保全において男女間分業が存在することが分かる。1 台当たりの男女比

率278と在勤数の男女比率を比べると，ミュール（精紡），瓦斯焼279及び捲返の三つの工程に

                                                 
277 それぞれ，『小山工場営業報告書』大正 11 年上半期，下半期を参照。 
278 通常，紡績業における労働生産性を計る場合，職工 1人当たりの持台数が用いられるが，

この時期はそこまで能率が良くない。1 人 1 台以上になるのは，科学的管理法の研究が進ん

でからのことである。したがって，ここでは代理指標として 1 台当の人員数を使用してい

る。 
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差があるのを確認できる。また，表 4－4 からは荷造工程では男工の人数が多く，男工に請

負制度を適用していることを明記している点から，男工中心の工程であった可能性が考え

られる。 

 以上から，完全な男女間の分業の存在は製綿・カード・試験・荷造・原動及び各科保全

といった男工のみが勤める工程に認めることができる。この事実は 1930 年代に進展した合

理化前の状況（昭和 5 年 6 月の F 社の例）について守屋が述べた「第七表に見る如く，以

前では女工の使用のなかった混打棉，梳綿，荷造等の各工程」という記述とも一致する280。

しかし，何れの事例もあくまで一時点での労働力構成であり，これらの工程で必ずしも女

性が常に排除されていたとは断言できない。実際，明治 44 年小山第二工場には女性の製綿

工（役付）廣瀬ヒサが存在した。彼女は明治 41 年 12 月 27 日入社，明治 42 年 8 月 26 日

役付任命された抜擢待遇者であった281。要するに，彼女は卖なる補充要員として配置され

ていたわけではないといえる。 

次に，表 4－5 において男女が混合している工程での差について考察しよう。表 4－4 を

見ると，リング（精紡）のように明らかに女工が多い工程においてさえ，男工が配備され

ていることを確認できる。しかし，この表からだけでは男女いずれかについて明瞭な優位

傾向は認められない。男工と女工はそれぞれ人数が足りない場合に代替可能であったと推

測できるだろう282。このように仮定した場合，製綿工程とは逆に，ドローイングに男工が

いないことも卖に女工だけで間に合っていると捉えることができる。 

 このように各種史料を付き合わせると，大まかに男女分業の存在が示唆されている。し

かし，その分業は生物学的な性差によって絶対的に定まっていたとはいえないだろう。む

しろ，逆の傍証がある。詳しくは第 5 章で論じるが，1920 年代以降，動作・時間研究の進

展と標準原価計算の導入によって，男工が女工にリプレイスされていった283。こうした後

の事実から推測すると，特定の工程に女工が配置されない理由は，必ずしも肉体的な性差

ではなく，卖に彼女たちの多くが短期間しか勤続しなかったと考えてよいだろう。それ以

前，今，費用及び技能形成に掛かる時間の問題を捨象すると，男女工はある程度はフレキ

シブルに補完可能であったと推測できる。 

 

(3) 身分制度と職制の関係 

 前項までは身分制度と職制について，職員と職工を分けて観察してきたが，ここでは両

者の境界を越えることについて考えたい。すなわち，職工（小使・給仕）から職員への登

                                                                                                                                               
279 瓦斯焼は糸に艶を出すために火を通す工程である。 
280 守屋典郎『紡績生産費分析』日本評論社，118 頁。第七表は 100－101 頁，105 頁の注。 
281「役付待遇者調 第二工場」182『進退賞罰ニ関スル書類（人事ニ関スル書類）』。 
282 ただし，一工程の中に入った場合，体格差などによって担当する仕事が異なっていた可

能性がある。たとえば，前紡では女工の中でも体格の良い女工がインター・スラビング（間

紡・始紡）に適しており，しかも稀尐であるというような状況があった（『廣池史料Ⅳ―1

－28』12 頁）。このような工程に男工が配置されれば，優先的にインター・スラビングを担

当させていたと推測できる。 
283 この点については次章で後述する。なお，守屋典郎「労働の組織的強度化の発展（第 2

章第 3 節）」『紡績生産費分析』日本評論社，1948 年は紡績業全体の状況を説明している。

特に重要な証拠は前述の F 社のものである。 
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用である。その含意はふたつある。第一に，職員と職工が連続したピラミッド構造をなし

ていた。この点に関しては，職員と職工の双方が務めることが出来た工頭制度の存在につ

いても重要な示唆を与える。すなわち，職員と職工の境界が絶対に越えられないものでな

かったことが職工と職員の間の対立を緩和させ，逆説的にピラミッド構造を柔軟で強固な

ものにしていたと考えられるのである。第一次大戦以降には，富士紡でも職工が繰り返し

争議を起こしているが，身分制度の改編を争点とするものは存在しなかった。第二に，以

上のようなフレキシブルな性格を考えると，身分制度は事実上，資格制度に近い意味を持

っていたといえるだろう。実際，昭和 21 年頃に最後に記入されている『職員履歴書』では

身分は資格と表現されていた284。 

 次に職制を重ね合わせることで，複線的に身分制度を捉えてみよう。我々がすぐに気が

付くのは天五の異なるいくつものキャリア・ルートが存在することである。『職員名簿』を

確認すると，紡績男工からのキャリア・ルートは工務係か計算係（作業計算あるいは工銀

計算）への登用が为であり，他に職工係や医務係への登用例がある。工務係への登用は職

務によって，たとえば電工の場合は電気係，工作の場合は工作係への登用になるが，いず

れにせよ，現場における指揮命令系統ラダーを上昇しているといえる。この他に給仕から

倉庫係や庶務係へ，雑工から炊事係の例がある。紡績女工は寄宿舎世話係及び看護婦への

登用が多い。 

具体的に二つのキャリア・パターンを例にキャリアの天五を確認しよう。第一は看護婦

見習が看護婦になるルートである285。その間，看護婦見習の身分は雇見習，看護婦の身分

は雇である。今，明治 40 年 2 月採用の看護婦見習初任賃金日給 22 銭，及び明治 40 年 7

月採用の看護婦初任賃金月給 12 円（28 日勤務とした日給換算では 42 銭）と明治 40 年 8

月制定の職工進給規則を比べれば，それぞれ甲号 5 級と丁号 5 級にあたる286。看護婦見習

から看護婦への内部昇進ルートを想定した場合，賃金水準においては女工と大差ないこと

が分かる。なお，看護婦見習へは雑仕婦からの登用も数名ある。第二のルートとして職工・

工頭から工手・工頭へ昇進例をあげよう。寺川秀次郎の場合，明治 37 年入社時日給 75 銭，

明治 39 年 12 月 28 日日給 80 銭（工手に登用），明治 40 年 12 月 20 日日給 86 銭となって

おり，最初から看護婦の倍近く高い賃金を貰っていたことが分かる287。『職員名簿』中から

確認できる最高位は工務係副为任である。すなわち，明治 31 年 10 月 23 日に東亩瓦斯紡績

（後の押上工場）入社した橋本伊与太郎が第二工場工務係副为任，第一工場工務係副为任，

押上工場工務係副为任を務めた。これらのキャリア･ルートを観察すると，身分と職制は緩

やかに対忚していることが確認できる。職務の天五が身分の天五になる。具体的には看護

                                                 
284 『職員履歴書』。履歴書の記録が付けられているのが昭和 21 年まであるということであ

る。このテンプレート自体は戦前にあったものと考えられる。 
285 榎一江「大正期の工場看護婦：製糸経営による看護婦養成の事例から」『大原社会問題

研究所雑誌』第 554 号，2005 年 1 月は，工場看護婦の歴史を概観しつつ，郡是製糸におけ

る看護婦養成，職務等を観察している。特に男性衛生係の異動がなく，看護婦の異動が激

しいという事実は興味深い。 
286 『職員名簿』および「職工進給規則（明治 40 年 8 月）」第 6 条『現行諸規則類纂』。後

掲の表 5－2 を参照。 
287 『職員名簿』。 
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婦（見習）は看護婦職務から工手につくことはない。したがって，看護婦の職務は職制的

には看護婦長，身分的には雇が天五になる。 

 給仕および書記出身者は職工出身者（雑工おそらく準職工をこの俗称で呼んだものと考

えられる）と同じ扱いで，雇に登用されてから名簿に記されている。したがって，書記も

給仕同様，職工（雑工含む）をほぼ同じ階層だと考えてよいだろう。ただし，書記につい

ては最初から職員扱いの者もおり，工頭と同じく職員との間が曖昧な境界領域の職種であ

ったと考えられる。今，小使・給仕・書記・雑仕婦・職工から職員への登用者は全 834 名

中，155 名である。男女別にすると，男 596 名中 110 名，女 238 名中 45 名である。ただし，

全体の数字は数週間や数ヶ月の短期在職者や他工場から数ヶ月から 1 年くらいの間で前任

地への帰任者等も含んでいる。後者のような人事が見られるのは，小山工場が富士紡のマ

ザー・プラントであったためと推測されるが，こうした短期在職者らを除外することが出

来れば，登用組の比率はさらに増える。また，職工出身者にも別工場で職員に登用されて

から転勤された者等も含まれており，小山工場内で純粋に内部昇進したとは限らない。逆

に言うと，小山以外の工場でも職工から職員への登用は確認されるということである。ま

た，職工からの登用者であってもそれが必ずしも記されていない可能性もある288。さらに，

大正中期以前は学校の記録がないため，最終学歴が工手学校か小学校かを区別することが

出来ない。 

 最後に，もっともキャリアが深い生産現場の登用者を見てみよう。『職員名簿』では，工

務係（電気係も含む）196 名中 75 名が職工出身者である。この数字は計算係に含まれる工

銀計算方および作業計算方を外した人数である。なお，作業計算係は元々，計算係として

独立していたが，大正 13 年には工務係に含まれていた。また，この人数には工手技術見習

や数年間で異動する職員も含まれている点に注意が必要である。『職員名簿』の性質上，転

勤者および退職者が記載条件だから，回転する層は人数がどうしても多めにカウントされ

るからである。したがって，この史料から得られる事実は，あくまで職工からの登用とい

う形での職員の確保が珍しくなかったという程度のことである。職工出身者と非職工出身

者の割合を観察するのは難しいといわざるを得ない。 

この点を一時点の史料である『昭和 17 年 4 月準雇員個性調査』及び『昭和 17 年 4 月職

員個性調査』によって補っておこう。表 4－6 は職員（社員・雇員），準雇員の工務係の人

数を掲げたものである。 

 

                                                 
288 『職員名簿』には岸本政吉の職工としての経歴は記されていないが，『進退賞罰ニ関ス

ル書類（人事ニ関スル書類）』のなかに为任技師から登用の際の推薦書が残されている。こ

うしたケースをフォローできたのは岸本のみである。 
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表 4－6 昭和 17 年小山工場職員・準雇員数及び職工出身者数（工務係） 

社員・雇員 準雇員

全体
内職工
出身者

全体
内職工
出身者

主任 3 0 電気係 6 4
副主任 5 1 工作係 5 5
第一工場 6 6 作業 1 1
第二工場 3 2 調査 2 2
第三工場 7 5 作業計算 1 1
第四工場 2 2 第一工場 12 12
第五工場 4 3 第二工場 9 9
第三工場電気 1 1 第三工場 7 6
ローラー 1 1 第四工場 5 5
調査 2 2 第五工場 5 5
記載なし 2 1 記載なし 5 4
小計 36 24 小計 58 54
甲種技術見習 4 0 乙種技術見習 10 0  
注 表中に女性は 1 人もいない。 

出所『昭和 17 年 4 月準職員個性調査』及び『昭和 17 年 4 月職員個性調査』から作成 

 

表 4－6 から二つのことが読み取れる。第一に，生産現場の職員のほとんどは職工からの

内部昇進者である。甲種・乙種技術見習はほとんどが昭和 16 年以後の入社であるから，こ

れを除外して考えると，全体で 83.0％，社員・雇員で 66.7％，準雇員で 93.1％が職工出身

者である（小数第二位以下を四捨亓入）。さらに，为任及び副为任を外すと，実に全体で

89.6％，社員・雇員で 82.1％が職工出身者である。一時点の史料なので，戦時による企業

統合下での人材不足という特殊条件を考慮に入れ，一般化することは避けなければならな

いが，この時点で職工出身者だけで現場を回すことが可能であったことは間違いないだろ

う。ただし，念のために断っておくと，職工出身者は明治から昭和を通じて登用されたの

であって，戦時期に急に登用されたわけではない。 

第二に，表 4－6 からは職工からの内部昇進ルートの天五が副为任であることが読み取れ

る。この副为任の経歴は明治 40－44 年まで下野紡績（合併後，三重紡績），大正 2 年 8 月

から東亩紡績に勤めた後，大正 3 年 6 月 6 日に川崎工場に入社している。川崎工場は当時

の最新鋭工場としてこの年に操業開始し，腕に覚えのある職工が各地から集まってきたた

め，そのうちの一人であったのだろう。また，そうした職工たちが中心となり，川崎工場

は富士紡における工業教育の発祥となった（工業教育については第 6 章で後述する）。学歴

については大正 9 年 9 月に川崎工手学校卒とあるので，大正 8 年に尚工学校から改称した

川崎工場徒弟学校の最初の卒業生と推測される。ただし，大正 6 年 8 月 15 日に雇員，大正

7 年 9 月 26 日に準社員，大正 11 年 10 月 1 日に社員にそれぞれ登用されているので，準社

員に登用されるまでのキャリアには，学歴が影響していなかったと考えられる。副为任に

は昭和 15 年に就任している。昭和 17 年 4 月現在の賃金は 209 円，資格は社員二等下であ

る。彼の賃金を上回る者は，工場全体（97 名）でも工場長 306 円，事務長 230 円，工務係

为任 229 円，工務係为任 218 円，工務係副为任 222 円，医務係为任 262 円，医務係 217 円

の 7 名だけである。さらに，彼の賃金は工務係副为任のなかでも二番目であった。 

ただし，最初から職工出身者にこのような天五が見えていたかどうかは分からない。キ



93 

ャリア・ルートの天五は企業内ピラミッドの構成によって規定される。上のポストが埋ま

っていれば昇進できないのである289。この事例においては，戦時期であったという時期的

な背景も寄与したのだろう。 

 

3 評価制度 

 

 前節では，身分制度と職制という視点から，工場内の階層を観察した。そして，職員と

職工の境界が強固で越えられないものであることを確認した。しかし，同時にキャリア・

ルートという視点から考えると，職員と職工の境界線は一本の直線で簡卖に描けるわけで

はない。大きく分けると，職員には事務系と技術系が存在していた。紡績職工は一般には

生産に携わっているので，技術系職員の下に属すると考えられるが，実際には事務系の仕

事に従事する者もいた。したがって，キャリア・ルートという視点から見ると，卖純に紡

績職工全員が技術系に属していたとはいえないのである。さらに，ジェンダー的要因が階

層構造を複雑にしていた。まず，この点を抑えておこう。 

 ジェンダー的要因は職員層と職工層にそれぞれ異なった形で影響を与えていた。職員層

については職掌によって男女間の分業が明確であった。女性は庶務係，職工係，医務係だ

けであった。仕事内容に即して分かりやすくいえば，世話係（庶務係，職工係）と看護婦

（医務係）がメインである290。それ以外はすべて男性であった。要するに，職員の男女別

分業は社会的な性別分業を反映していたと考えられる。 

次に，職工層を考えてみよう。職工層において男女差はどのように配置に影響を与えた

のだろうか。工程別の配置ではたしかに男女別に違いを確認することが出来た。しかし，

本稿では，職工の工程別配置は職員のように生物学的な性差によって厳密に決められてい

たのではなく，経験的に女工の方が勤続が短かったため，工程内で技能形成にかかる時間

によって規定されていたと解釈した。次のような理由で男女別の厳密な分業が難しかった

と考えられるからである。まず，職員と職工の人数を比べると，職工層の方が圧倒的に多

かった。第 3 章でみたように，男工・女工ともに短期で離職する者が多く，また，時期に

よる人数の変動や移動も激しかった。このような状況では，職員のような厳密な男女間分

業が能率的に機能できず，しかも実際の工程ごとの男女比率は，一プラントごとに時期に

よって多尐の差があったと推測されるのである。具体的に考えてみよう。たとえば，男工

が多い工程があるとしよう。その工程で大量の男工が抜けたとき，すぐに次の埋め合わせ

ができるかどうか分からない。その場合，一時的に女工で埋め合わすことが出来れば，そ

の工程を止める必要がない。もし，社会慣習として工程ごとの男女分業が強固なものであ

ったら，1920 年代以降の男工の女工化といわれるリプレイスはもっと大きな摩擦なしには

実行できなかっただろう。 

                                                 
289 『進退賞罰ニ関スル書類（人事ニ関スル書類）』における職員の採用（登用）に関する

書類のなかには欠員補充のものが多く，定員制の存在を推測することが出来る。たとえば，

「第三工場看護婦増員採用ノ義ニ付（明治 42 年 8 月 28 日提出 9 月 2 日決定）」では職工増

加に対忚できないため，2 名の増員採用が要求されている。ただし，全体として定員がどの

ような基準で決められ，管理されていたのかは分からない。 
290 関連の事務を担当した者もいたと推測される。 



94 

 このような複雑なピラミッドの中で，技術系職員以外のキャリア・ルートについては，

仕事上の連続性を推測することさえ難しい。実際には，職員と同じような仕事を手伝い，

その実績から登用されるのだろうが，どうして数多くの職工の中からそういう仕事を与え

られるのかは分からない。ここでは比較的，身分序列が分かりやすい生産現場に属する職

工を中心にして，彼らがどのような基準で評価を受けていたのか，様々な周辺的な史料か

ら再構成しよう。 

 

(1) 罰：「職工服務心得」の検討 

富士紡の場合，明治 30 年代から昇給・昇進が存在していたと考えられる。しかし，管見

の限り，その基準を定めた規程は見つからなかった。当然ながら，元々，定められていな

かったのか，史料として残っていないのかは分からない。ただし，尐なくとも賞罰委員会

が存在していた以上，そこでは評価基準が議論されていたと考えてよいだろう。実際に議

論された内容は分からないが，「職工服務心得」には禁止事項が詳細に定められている。こ

れらの規程を検討することによって間接的に罰則の内容を推測することが出来るだろう。 

「職工服務心得」は「職工規則（明治 39 年 12 月 12 日改正）」と一続きになっており，

昭和 5 年改正の「職工就業規則」では両者が統一された291。「職工服務規則」は箇条書きで，

諸規則の遵守，守秘義務，上司・同僚・部下に親切に接すること，機械器具を鄭重に扱う

こと，工場服が規定されている。 

次いで，20 にわたる禁止事項が詳細に述べられている（以下，カッコ内の数字は項目番

号）。工場労働としての注目すべき規程は四種類である。第一に，機具に関するもの（11，

12，13）。3 条ともほぼ同じ趣旨が繰り返されており，当時，紡績機械（および消防器具）

が貴重なものであったことがうかがわれる。消防器具と関連して，燐寸等の発火物の持参

の禁止が定められている（5）。第二に，上司との関係についてのもの。説諭懲戒で改心し

ないこと（17），諸規則命令違反または監督者の指揮制止に従わないこと（19），上司への

罵言暴行（20）が禁止されている。第三に，時間に関わるべきもので，就業中の無断退場

または外来者との面会（3），遅刻出勤または無届欠勤数回に及ぶもの（14）である。第四

に，管糸・木管・屑綿・糸類を散乱させ，目的外に使用することの禁止である（8）。工場

労働の他には一般的なマナーに属するものとして，談話・放歌，就業中の睡眠，酒気を帯

びての入場，定位置以外での喫食・喫煙・吐唾・放尿，喧嘩口論，不行状もしくは怠惰，

不正の所為がそれぞれ禁止されている（2，4，5，6，9，10，14，15，16）。 

これらの規定が作成されたのは，第 1 章の和田改革で述べたとおり，職場の規律を作る

ためであったと推測される。「罰」に関する禁止事項は，明確に速やかに周知させる必要が

あったと考えられる。これらの規定はどれも具体的である。 

これに対して「賞」の具体的な内容をうかがい知ることが出来るのは大正期以後である。

大正期以後，富士紡では各種の表彰制度が整備されてくる。実は表彰制度の規程が定めら

れる数年前から，保土ヶ谷工場工場長の朝倉毎人の発案を中心にこうした規程を実施する

上で前提となった各種の新しい試みが行われていたのだが，それらの試みを検討する前に，

                                                 
291 「職工服務心得」「職工規則（明治 39 年 12 月 12 日改正）」『現行諸規則類纂』および「職

工就業規則（昭和 5 年 1 月改正）」『工銀計算事務須知（他賃金関係書類）』。 



95 

表彰制度を概観することによって，評価基準の全体像を把握しておこう。 

 

(2) 賞：表彰制度 

富士紡の職工表彰は直接的には地方改良運動運動の影響を受けていると推測される。地

方改良運動は内務省地方局が中心になって推進したものである。運動の実際の内容は多岐

にわたるが，なかでも個人・団体の顕彰運動が重視された。この運動は二宮尊徳の報徳運

動の影響を受けた農村の自治更生運動に端を発する。職工に関するものとしては，明治 35

年 3 月 6 日，香川県が「職工奨励規程」を定めた事例292が広く顕彰されることになった293。

たしかに，表彰自体は江戸時代に各藩で行われていた。しかし，それらの事例と富士紡の

労務管理の間には直接の関係を見出せない。むしろ，地方改良運動のなかでそうした表彰

制度の意義が再発見されたことが重要であったと考えられるのである。 

富士紡では大正 3，5，6 年のそれぞれ 11 月に小山工場の職工が静岡県から「使用人及職

工奨励規定（静岡県告示 255 号）」により表彰されている294。同規定の第 2 条によれば，「賞

与は各項に該当する使用人及職工中最も他の模範となるべき者を選抜し之れを行ふ」とし

て，以下の 3 項が定められている。 

 

一，年齢十亓年以上の者 

二，品行方正にて技倆卓絶にして忠実に従事する者 

三，満亓ヵ年以上傭为の業務に従ひ又は同一工場に従業し其成績優良と認むる者 

 

第 3 条では賞与が特別賞・一等賞・二等賞の三種類に分けられ，第 4 条では「一等賞を受

くること三回に及びたるときは特別賞を又二等賞を受くること三回に及びたるときは一等

賞を交付す。但，成績卓越の者にありては直に特別賞状を交付することあるべし」と定め

られていた。満 5 ヵ年以上の勤続者，賞与を三種類に分けるという規程は香川県の「職工

奨励規程」にも見られる（何れも第 2 条）。上位の賞を獲得するために複数回，賞を獲得す

るという資格要件は保土ヶ谷・川崎工場の功労賞に継受されている。県による各種の「奨

励規程」からは，その選考過程が必ずしも明らかではない。おそらく，県職員に職工を選

定する判断材料がない以上，各工場から候補者を供出させざるを得なかったと推測される。 

ここでは技倆（技倆卓絶，成績優秀）そのものと勤務姿勢（品行方正，忠実等）の二つ

                                                 
292 香川県編『香川県史年表』四国新聞社，1991 年，328 頁。原史料は『公文月報』（未見）。

また，香川県編『香川県史 5 近代Ⅰ』四国新聞社，1987 年，686 頁には同規程の説明があ

る。原文は泉谷三郎編『地方事績雑爼 第 2 号』正文舎，1904 年，10－11 頁を参照。 
293 内務省地方局編『地方経営小鑑』内務省，1910 年，327－328 頁に取り上げられ，讃岐

紡績の工女の定着率が上がったことを伝えている。 
294「小山だより」『富士の誉れ』第 65 号，大正 3 年 11 月 30 日発行，1－2 頁。なおは同号

に記載されているものによった。現在，確認し得たところでは，大正 3 年 10 月に退社した

模範工女が明治 45 年に同賞を受賞している（「模範工女」『富士の誉れ』第 64 号，大正 3

年 10 月 31 日発行，1 頁）。 

「使用人及職工奨励規定（静岡県告示 255 号，明治 42 年 7 月 23 日）」は静岡県編『静岡

県史資料編 18 近現代史三』静岡県，579－580 頁に全文，収録されている。原史料は『静

岡県公報』第 753 号。この規程には明らかに香川県の影響が認められる。 
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に焦点が当てられていることに注目しておこう。富士紡の表彰制度にも大きく分けて，二

つの傾向が見出されるからである。生産現場での評価と全人的な評価である。前者は功労

賞となり，後者は善行賞・精勤賞に繋がる。ただし，精勤賞は社宅政策と関係するので，

第 6 章で検討することにしよう。 

富士紡で各工場毎に表彰規程が定められるようになるのは大正 8 年からである。すなわ

ち，大正 8 年 2 月に保土ヶ谷工場で善行賞・精勤賞の表彰ができ，大正 8 年 8 月に小山工

場（朝倉毎人が保土ヶ谷工場長から工場長として転任した直後），大正 10 年に川崎工場で

功労賞と善行賞が作られた。こうした表彰規程が成文化された直接的なきっかけは，大正 7

年に橘樹郡（現在の横浜市，川崎市の一部）の「地方の事業功労者並に教育功労者等の表

彰」の第一回で保土ヶ谷工場の女工が表彰されたことにあると推測される295。翌年にも同

賞によって保土ヶ谷工場の男工が表彰されている296。これらの表彰に刺激されて，保土ヶ

谷工場でまず，各賞が作られたと推測してよいだろう。 

生産に直接関係する功労賞について詳細な規程を定めていたのは，川崎工場と保土ヶ谷

工場であった。小山工場及び名古屋工場も有効な発明をしたものに賞を与える点は明記さ

れているが，簡略なものに過ぎない。ここでは川崎・保土ヶ谷の両工場の功労賞の規定を

見よう297。 

川崎・保土ヶ谷両工場に共通していたのは，段階別になっていたことである。保土ヶ谷

工場では，賞金－銅牌，銀牌－金牌に分かれていた。功労賞賞金は①機械器具の改善並び

に有益な改造の考案，②工場能率増進上有益な意見の申告，③職工の能率増進，職工優待

方法並びに設備に対しての有益な意見の申告，④工場内外の勤務方法の改善，工場経済の

改善についての有益な意見の申告，⑤その他，各方面の功労が授与の対象であった。銅牌

を受け取るには賞金を二回以上受け取ることが資格要件であり，賞金の対象より優れた内

容が求められた。また，銀牌は①機械装置の考案・発明で実益のあるもの，②工場能率増

進・工場経済作業方法その他各方面における重大な考案・発明が授与対象とされた。金牌

では銅牌と同じように銀牌を二回以上獲得することが資格要件であり，発明内容も「特許

に値するもの」となって，より高いハードルが与えられていた。川崎工場では保土ヶ谷工

場の賞金－銅牌に相当するのが二等銅牌・一等銅牌・二等銀牌であり，銀牌－金牌に相当

するのが一等銀牌・金杯となっていた。ただし，川崎工場の場合，前段階の賞をもらうと

いう資格要件が一等銅牌は二等銅牌が 2 回，二等銀牌は一等銅牌が 3 回，一等銀牌は二等

銀牌が 3 回，金牌は一等銀牌が 4 回となっていた。また，川崎工場では職員・職工の両方

を対象としていた点が明記されており，自己申告・他者申告ともに可能であった。 

                                                 
295 「地方の事業功労者並に教育功労者等の表彰式」『富士の誉れ』第 106 号，大正 7 年 4

月 30 日発行，2 頁。 
296 「地方官庁の表彰」『富士の誉れ』第 118 号，大正 8 年 4 月 30 日発行，3 頁。 
297 『富士の誉れ』で最初の功労賞について記載されているのは大正 10 年 12 月 31 日発行

号における川崎工場である。当時川崎工場長の遠藤宗六の発案による（｢川崎工場便り｣｢富

士の誉れ｣第 150 号，大正 10 年 12 月 31 日発行，5 頁）。遠藤は大正 8 年 6 月から翌年 9

月まで保土ヶ谷工場長を務めており，この間に保土ヶ谷工場では既に功労賞を運用されて

いた可能性を考えられる。その推測の根拠は，川崎工場での表彰制度実施には赴任後 1 年

以上の時間をかけているが，保土ヶ谷工場では既に善行賞・精勤賞が出来ていたことに求

められる。 
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 保土ヶ谷・川崎の二工場の善行賞は功労賞と同じく段階別に分けられており，前段階の

賞を複数回以上もらうことが次の段階の賞をもらう資格要件となっていた。小山工場でも

善行賞の規程はあったが，これは前二工場における功労賞の内容を含むものであった（以

下に掲げる第 4 項が該当する）298。なお，小山工場でも段階別には分かれていたが，前段

階の賞の獲得が資格要件ではなかった。小山工場の善行賞規程を掲げておこう299。 

 

 一、技倆抜群成績優秀にして衆の模範たる者 

 二、勤倹貯蓄送金多く衆の模範たる者 

 三、孝心深く志操堅固にして衆の模範たる者 

 四、事業上有益の事を発明したる者 

 亓、危険を冒して人命を救助し又は非常の事変に際し防御に功労ある者 

 六、危害を未然に防御し又は一般事業の妨害たるべきを探知申告したる者 

 七、その他衆の模範たるべき者 

 

 保土ヶ谷工場や川崎工場には篤行のある衆の模範となるべき者という規程であるだけで，

小山工場のような具体的な規程はない。ただし，川崎工場には人命救助の規定だけ存在し

ており，小山工場よりも詳細に火災の場合を想定して作られている。 

 職工への評価を報酬にフィードバックする表彰制度の規程には，直接的に生産活動に寄

与する功績についてのものと，生産活動には直接には関係しないもの，二つの系統を確認

することが出来た。規程自体を文言どおり理解する限り，そこで求められているものから

男女の違いを見出すことは出来なかった。次は，どのような人材を作り上げようとしてい

たのかという点を確認しておこう。 

 

(3) 新入工教育 

 新入工への教育は大正 6 年 5 月 4 日に朝倉保土ヶ谷工場長によって導入されてから新入

工教育として組織化された300。保土ヶ谷工場では，これに先立って大正 4 年 9 月に工場次

長の訓話が行われ，そのときには 8 つの項目があげられた。すなわち，「一規則を守ること 

二良く稼ぐこと 三品行を慎むこと 四衛生を守ること亓貯金をすること 六従順なるこ

と 七故郷に通信を怠らざること 八業務に忠実なること」である301。さらに，翌年 2 月 3

日 19 日には寄宿新入工と小山からの転勤工に対して訓話が行われている302。こうした「訓

育」を重視する方針は，大正 4 年中に本社幹部から提唱されたものとされている303。大正 6

                                                 
298 小山工場において善行賞・精勤賞を作ったのは朝倉毎人である。こうした事実も遠藤が

功労賞に改良を加えたと推定する根拠の一つである。 
299 「表彰規定」（廣池文書Ⅱ―2－18），2・3 枚目。 
300 「保土ヶ谷タヨリ」『富士の誉れ』第 95 号，大正 6 年 5 月 31 日発行，3 頁。 
301 土筆生「保土ヶ谷たより」『富士の誉れ』第 76 号，大正 4 年 10 月 31 日発行，3 頁。 
302 土筆生「保土ヶ谷たより」『富士の誉れ』第 80 号，大正 5 年 2 月 29 日発行，2 頁。 
303 「職工の慰安と訓育の事は客年中に於て本社幹部より特に提唱せられたることにして各

工場其双手を挙げて賛同し苦心惨憺其実績を挙ぐるに汲々たることは門外漢意料の外にあ

り」（土筆生「保土ヶ谷たより」『富士の誉れ』第 79 号，大正 5 年 1 月 31 日発行，1 頁）。

また，尐し後になるが，幹部自身による論説としては，高橋茂澄「職工は訓練すれば可い」
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年の開始当初，新入工教育は以下の要領で行われた304。 

 

実施期間；寄宿女工 15 日間，通勤女工 10 日間，男工は 5 日間 

期間中の就業；昼業のみ，午後 3 時まで。その後，作業と風糽その他についての訓育。 

就業時養成方法；専門の役付工を置き，各科特殊の心得事項と作業方法を新入工に指導

させる。 

工場外養成方法；寄宿工女に対しては世話係が所作を指導する一方，小学校教員や職員

の内から一人が交代で作業・規律の心得を訓話。 

        通勤工に対しては専門の養成係を用意し，職業的趣味を鼓吹し，職工

の気質改善を図る一方，職員一名ずつ養成係と隔日で交代し，業務上

その他規律に関する訓話。 

訓話時間；30 分乃至 1 時間  

養成材料；作業執務方法の成功例（工場専門役付工） 

     工場法規・職工規則・服務心得等の諸規定 

（寄宿専門世話係・通勤工専門養成係） 

     食堂・浴場における起居・動作（寄宿専門世話係） 

 

訓話終了後に職工に話の要点を質問し，各自の意見を求め，その感想に対して再び，訓話

者が訓話の要点を指摘し，職工の理解を深めさせるという方式が採られた305。 

 新入工教育が保土ヶ谷工場で開始されたきっかけは小山工場から転勤工を大量に受け入

れる必要があったからである。大正 5 年に絹糸紡績および織物がすべて小山第二工場から

保土ヶ谷工場へ移転した。管理者たちは，先に引用したように，小山工場からの転勤工に

研修を行い，保土ヶ谷工場でも大正 4 年 12 月に室長に対して工場長と寄宿舎係为任が「新

入工と仲良くやるように」という趣旨の希望を述べている306。第 3 章で見たとおり，人員

管理は基本的に工場毎であり，前工場では熟練工として技倆を有していたとしても，新し

い工場では新入工となる。すなわち，保土ヶ谷工場では大量の移転を機に，期せずして大

量の経験工に対して訓話を行うことになり，それが効果をあげたために，新入工教育とい

う形に発展したと推測できるだろう。 

「大正 9 年臨時検査報告」によれば，新入工教育は小山工場以外の全ての工場で行われ

るようになっており307，「大正 10 年上半期の臨時検査報告」では小山工場でも行われるよ

                                                                                                                                               

『富士の誉れ』第 94 号，大正 6 年 4 月 30 日発行，1 頁がある。 
304 「保土ヶ谷タヨリ」『富士の誉れ』第 95 号，大正 6 年 5 月 31 日発行，3 頁。 
305 矯風生「職工訓話に就て（第一回）」『富士の誉れ』第 99 号，大正 6 年 9 月 30 日発行，

1 頁。 
306 土筆生「保土ヶ谷たより」『富士の誉れ』第 79 号，大正 5 年 1 月 31 日発行，2 頁。 
307 廣池千英「大正九年下半期臨時検査報告」（廣池文書Ⅳ－2－89），4 枚目（小名木川工

場）11 枚目（押上工場）18 枚目（川崎工場）。この時点での保土ヶ谷工場の新入工教育は，

教習期間 4 週間の内，2 週間午後 2 時から修身・工場概念，2 週間午後 3 時から工場各科講

習であった。押上工場は大正 11 年 11 月時点で 3 週間であった（廣池千英「大正十一年下

半期臨時検査報告」（廣池文書Ⅳ－2－80），4 枚目）。 
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うになった308。また，「大正 11 年 9 月臨時検査報告」では，新設の名古屋工場において新

入工教育が行われていなかったのに対し，「譬ヘ経験工ニシテモ充分必要アルベシ」と記さ

れている309。「経験工」に対してもその必要性が強調された記述を読むと，新入工教育の目

的が技能習得だけではなかったことを改めて確認できる。「大正 10 年下半期臨時検査報告」

では川崎工場では「職工個性カードヲ作リ職工係工務係協力シテ職工教化ノ資ニ供シオレ

ルハ大イニ可ナリ」としている310。 

 だが，マザー・プラントである小山工場において新入工教育が当初，導入されなかった

ことと新設の名古屋工場の事例を同列に扱うわけにはいかないだろう。小山工場では新入

工教育導入以前に何かしらそれを代替する制度が機能していた考えられる。そのヒントは

大正 3 年の『富士の誉れ』の「訓話」のなかにある「組長さんなり見廻りさんなりがあつ

て教へて呉れた為め仕事の様子も知るのである」という記述である311。さらに，小山第三

四工場の仕上科・佐藤きくゑは役付工に昇進する以前から部下への指導をしていたことが

評価されて，役付工に昇進したと紹介されている。表彰された紹介文の一部を引こう。 

 

明治三十九年六月仕上科に入社，爾来今日に至るまで長年月間一日の如く精励し部

下を指導するに於ても懇切であつたので遂に挙げられて役付工となつた312 

 

注目すべきことは，仕事内容として部下の指導があったという事実だけでなく，懇切に

指導をしたという姿勢が役付工への昇進にあたって評価された点である。おそらく，先輩

女工が後輩を教えるということは日常的に行われており，尐なくとも役付以上の職工は部

下の教育に当たっていたと考えられる。そして，そういう教育は，部下の技能養成および

工場への順忚を促進させるだけでなく，その成果を通じて，上役の評価そのものに結びつ

いていたと推測される。 

小山工場における事例の含意は，卖に新入工教育に関することだけにとどまらない。新

入工教育は OffJT である。OffJT 導入以前は OJT がその役割を果たしていたと考えるのが

自然だろう。では，新入工教育の導入によって OJT は代替されてしまったのだろうか。お

そらく，そうではない。もし，作業方法の習得だけが重要であれば，技能形成に時間が掛

かると考えられる男工の方が女工よりも短いことを説明できないからである。新入工教育

はあくまでキャリアの入口で，その後，持続的に OJT が行われていたと推測される313。こ

の推測は小山工場以外の工場にも当て嵌まる。新入工教育においては，作業教育と生活指

導の二系統のうち，生活指導が重視されていたと考えられる。生活指導の成果は，地方出

身者を工場生活に順忚させるだけにとどまらず，転入工を当該工場に順忚させる点にも，

                                                 
308 廣池文書Ⅳ－2－88，3 枚目。なお，小山工場における新入工教育は三週間であった。 
309 廣池文書Ⅳ－2－76，5 枚目。 
310 廣池千英「大正十年下半期臨時検査報告」（廣池文書Ⅳ―2－86），7 枚目。 

311 小山工場真恭「人と道」『富士の誉れ』第 60 号，大正 3 年 6 月 30 日発行，5 頁。 

312 M,K 生「小山第三四工場近信 佐藤きくゑ子」『富士の誉れ』第 76 号，大正 4 年 10 月

31 日，2 頁。 
313 もっとも職工は新入工教育の研修期間中も修業しているので，この期間から OJT を受

けていたと考えられる。 
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期待を寄せられていたからである。 

 

(5) 男女工の違い 

このように新入工教育の時点から男女のカリキュラムは異なっていた。もっとも大きな

違いは男女間で生活空間が全く異なるためであった。特に，女工の多くは寄宿舎に入るた

め，生活指導が重要な意味を持っていたからである。そして，こうした男女の違いは決し

て入社（ないし転入）だけで終わるわけではない。その後も継続されるのである。 

こうした男女差を端的に表しているのは『富士の誉れ』誌上で取り上げられた表彰内容

である。女工が模範職工として取り上げられる場合は，役付工経験だけではなく室長経験

についても触れられている。これに対して，男工で取り上げられる人物は何らかの作業改

良を行ったもののみで，室長経験等はまったく考慮されない。寄宿舎内における室長は役

付工とはまったく別系統の役職であり，それは前者が職工係（世話係含む）の職掌，後者

が工務係の職掌に連なることからも明らかである。ところが，室長は小山工場からの転勤

者受け入れの際に，工場長や寄宿舎係为任が訓示をした保土ヶ谷工場の事例でも見られる

ように，自分たちが生活する部屋の代表という以上の役割を担っていたのである。 

第 5 章及び第 6 章で紹介するが，男工用の寄宿舎も存在していたし，男工室長は女工と

同様に室長賞与を受け取っていた。にもかかわらず，第 3 章で紹介したように男工は寄宿

男工と通勤男工に分類されることはなかった。おそらく，男工の寄宿舎在住者の割合が尐

なかったためであろう。室長を務める寄宿女工には同部屋の者の面倒を見ることが重要な

役割として期待されていたのである。 

こうした男女における教育の重点の差は企業内学校にも反映される。すなわち，男工に

は徒弟学校・工業学校，女工は補習科・女学校が作られる314。特に，富士紡の徒弟学校・

工業学校は会社が最初から設立しようとしていたわけではなく，川崎工場の男工が結成し

た自治団体・尚工会の活動を基盤として，これを補助・育成するなかで設立されたのであ

る（詳しくは第 6 章で論じる）。 

従来，こうした男女別の教育制度の差は一括して，ライフコースのジェンダー差として

次のように理解されてきた。寄宿女工たちの多くににとって工場での労働は一時的なもの

であり，契約終了後は結婚ないし農作業のために帰郷することが故郷から期待されていた。

いわゆる「出稼ぎ型」である。したがって，女工教育は退職後に備えた花嫁修業として充

実していった。紡績会社はこのように 10 代の尐女を集めていた。たしかに，そうした側面

は大いにあった。しかし，彼女たちに生活のための教育を与えることは，彼女たちの退職

後の生活に役立つだけではなく，在職中にも会社にとって意味があることだったのである。

すなわち，寄宿舎における生活管理は，出勤率及び退職率の統制という形で，直接，工場

生産の能率に関わるものであった。なお，こうした特徴は寄宿舎において未成年に集団生

活を行わせる繊維産業に共通するものである315。 

                                                 
314 編輯生「当社の教育施設一斑（その一）」ではこの他に女工のための寄宿舎小学校，幼

児のための幼児預り所・幼稚園があげられている（『富士の誉れ』第 152 号，大正 11 年 2

月 28 日発行，1 頁）。 
315 製糸業において，「職工の質」という点を強調したのが榎一江『近代製糸業の雇用と経

営』吉川弘文館，2008 年である。また，ジェンダーという観点では，普通機と多条機の技
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 以上の点を踏まえて，女工のキャリア・ルートを考えよう。まず，世話係および看護婦

という職種は工場での作業と仕事上の連続性はないと推測される。したがって，世話係と

看護婦への登用は，工場内での「技倆」以外の属人的な要素も大きな意味を持つことにな

る。たとえば，年長の女工が入社数ヶ月後，世話係として採用されることがある。しかし，

彼女が経験工でない限り，誰も 3 年の熟練工と同じように作業に精通していることを期待

しないだろう。女工全体を層として考えるとき，生活空間と職場空間での階層が完全に一

致していなかったと考えることが出来るのである。たとえば，役付工で最も優秀な者は室

長としては 5 番目くらいに優秀かもしれない。二つの空間における評価基準は異なってい

たのである。 

 

(6) 職場空間における男女の違い 

最後に，職場空間に限定して男女の違いを観察しよう。生産現場における男工のキャリ

アは工務係に登用される道もあった。これに対して女性で工頭を務めた者や工務係に登用

された者は確認できなかった（おそらく存在しないと考えられる）。しかし，女性も役付工

までは昇進できた。職場空間における職工層の上位である役付工には，どのような男女の

違いがあったのだろうか。 

 大正 11 年（記載工場から推測）の「前紡科・梳綿科一台当り一日消費比較表」および「精

紡科壱万錘当り一日消費比較表」の中に「为なる役付工」という項目がある316。「为なる役

付工」は文字通り解釈すれば，各工場各科（工程）を代表するトップ・クラスの職工を意

味していると推測できる。「为なる役付工」には，各工場の該当する科の代表的な役付工が

2 名ないし 1 名の氏名が記載されている。彼らの名前を確認すると，氏名不明の 2 名を除く

53 名すべてが男性（前紡科 19 名，梳綿科 18 名，精紡科 16 名）である。特に，精紡科や

前紡科は女工の方が圧倒的に多い工程であり（梳綿科はわずかに女性が多いが，半々程度），

量的な側面から男工が優先的に配置されていたとはいえない。 

おそらく，工務係への登用はこうしたトップ層の役付工（男工）から選抜されると考え

られる。先に職員間の分業にはジェンダーによる男女間分業が行われたと述べ，女工には

工務係への登用の道がないことを明らかにした。しかし，ここで明らかになった事実を踏

まえると，同じ役付工の中でも既に男女差によってやや異なる部分があったと考えられる。

この点をより細かく見るために，役付講習会を比較しよう。 

 富士紡における最初の役付講習会は保土ヶ谷工場で行われた。ただし，このときの工場

長は朝倉毎人ではなく，遠藤宗六であった。朝倉は小山工場長に栄転していた。遠藤宗六

は富士紡に入社する直前まで鐘紡の熊本工場長を務めており，役付工に対する研修制度は

鐘紡から移転された可能性が高い317。最初の役付講習会は，大正 8 年 10 月 20 日から開催

され，12 月 18 日に修了証書授与式が行われた318。内容は修身・工業常識・科外講話の三

                                                                                                                                               

術選択が工場内における男女比率（職員）に影響を与えることを論じた（第 4 章）。ただし，

製糸業は現業作業者が全員女性である（198 頁）。 
316 「梳綿科『ドローイング』一台当り一日消費比較表」「前紡科『ロービング』一台当り

一日消費比較表」「精紡科『リング』運転壱万錘当り一日消費比較表」（廣池文書Ⅱ－3－47）。 
317 宇野米吉編『紡織要覧』紡織雑誌社，1917 年，76 頁。 
318 土筆生「保土ヶ谷だより」『富士の誉れ』第 127 号，大正 9 年 1 月 31 日発行，5 頁。 
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種類である。修身は工場長の遠藤宗六が直接行い，また，それぞれ係員が講話を行った。

工業常識では男子役付工には役付工心得と工場経済概念，女子役付工には役付工心得と操

業上の心得が講義され，科外講話では男子役付工には電気・温湿度・絹糸紡績一般・会社

の沿革及現況，女子役付工には衛生・絹糸紡績一般・会社の沿革及現状，職工問題が講義

された。为任技師やそれぞれ担当の係員から話された。修了証書を受け取ったのは，男工

97 人，女工 123 人であった。小山工場でも保土ヶ谷工場に遅れること半年，翌年の 4 月に

は役付講習会が開かれた319。 

 注目すべき点は，工業常識の違いである。女工は卖に作業をする上での心得について教

えられていたのに対し，男工はより広い工場経済概念について教わっている。この工場経

済学の内容を見てみよう。廣池文書には小山工場の役付講習会で朝倉が使ったと推測され

るものが残っている320。そのうち，「工場経済学ノ定義（紙 1 枚）」を要約しよう。 

 工場経済学は「工場管理上ニ於テ冗費ヲ省キ優良ナル製品ノ生産能率ヲ向上セシムベキ

諸事項ニ関シ研究スルコトヲ目的トスル学問」と定義され，その要点として「製造品ノ原

価ヲ節約スルコト」「優良品ノ生産能率ヲ向上スルコト」の二つの大項目が立てられている。

表 4－7 と表 4－8 はそれぞれの内容を表にしたものである。 

 

表 4－7 役付講習会「製造品ノ原価ヲ節約スルコト」 

原料 加工費

・屑物を尐なくすること
・消耗品の浪費を省くこと
（消耗品を有効に使用すること）

・散逸を防止すること
・労銀の徒費を防ぐこと
（労力の能率を上ぐること）

・製品の産出率を進むること
・動力の消散を防ぐこと
（動力の効率を良くすること）  

出所：朝倉「工場経済学ノ定義」（廣池文書Ⅱ－3－29）より作成 

 

表 4－8 役付講習会「優良品ノ生産能率ヲ向上スルコト」 

熟練＋労力 機械保全
・心身を健康に保つこと ・機械取扱を完全ならしむること
・知識・徳育の教養あること ・受持機械を愛護すること
・勤続状態良好のこと
時間の経済 協同的規律
・就業中精励すること ・前後作業の連絡を注意すること
・休養は厳守すること ・上下協力のこと  

出所：朝倉「工場経済学ノ定義」（廣池文書Ⅱ－3－29）より作成 

 

最後に「工場ノ構成要件」を資産・自然・労力の三つから説明している。労力は筊力と脳

力から構成されている。 

                                                 
319 「小山工場教育だより」『富士の誉れ』第 130 号，大正 9 年 4 月 30 日発行，4－5 頁。 
320 朝倉「工場経済学ノ定義」（廣池文書Ⅱ－3－29），朝倉「工場道徳話」（廣池文書Ⅱ－3

－30），「貯金のすすめ（大正 9 年 4 月）」（廣池文書Ⅱ－3－31），「富士瓦斯紡績株式会社ノ

歴史，其特色概要」（廣池文書Ⅱ－3－32）。 
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 工場経済学とはプラント全体の管理であった。まず，工場管理という視点でコスト意識

を徹底させている。科外講話に含まれている電気（動力）や湿度もプラント全体の管理に

関連する項目である。また，協同的規律として前後作業の連絡についての注意は，工程が

連続するものであることを理解させようとしている。このようにプラント管理を把握させ

ようとしていたことは，工務係への登用という点から考えると決定的に重要である。自分

たちの持ち場を連続する工程の一部とし，工場全体の機構の中における役割をそれぞれに

把握させようとしていたと考えられるからである。 

役付講習会の内容には男女差が確認されたが，こうした役付講習会を受講するためには，

そもそも役付工に昇進しなければならない点には注意が必要である。端的に言えば，女性

役付工は講習を受講できるが，男性普通工は講習会に参加さえできないのである。 

 役付工への昇進基準は定かではない。前述の佐藤きくゑの例では部下の教育という点が

指摘されていた。他に勤務態度等は男女工共通していたと考えられる。問題は肝心の「技

倆」がよく分からないことである。「技倆」の内容を推測できる手掛かりが作業改良の表彰

である。ただし，これも結果的に対象が男工に限定されてしまう。 

 現存の『富士の誉れ』における最初の作業改良に関する表彰は大正 4 年 3 月 31 日発行号

で二人の職工が表彰されたものである321。その後，『富士の誉れ』誌上では，大正 7 年 2 月

28 日発行号までに 4 人が表彰されているが，不定期に行われていたようである322。『富士

の誉れ』大正 7 年 2 月 28 日発行号には保土ヶ谷工場で作業改良の懸賞募集が行われ，36

種の忚募中，7 種が入選したという報告が行われている323。このときの懸賞内容は「操車の

枞の改良」と限定されている。翌月新たに，懸賞募集が行われ，一等賞 1 人（金 5 円），二

等賞 2 人（金 3 円），三等賞 5 人（金 1 円）が入選している。ただし，こちらは範囲を限定

しなかったために，かえって忚募数が減尐して，15 名の忚募にとどまっている324。また，

これに刺激されて，同年 5 月号では押上工場でも考案者が 2 名，表彰されている325。表彰

されているのは全員が男性である。ただし，懸賞募集において女性が排除されていたわけ

ではない。 

 ここでは大正 4 年 3 月に表彰された最初の二人の事例から作業について考察を行う326。

表彰文をそのまま引こう。 

 

事例 1：小山第三工場精紡科 河合良吉 

右者精紡篠棚上の「スキユアー」が瀬戸製の「ステツプ」より外れたる際「ボビ

ン」の糸質を害し易きを憂ひ棚板の上に木製又は鉄製の脚を取付け之に「ステツ

                                                 
321 ｢職工の表彰｣『富士の誉れ』第 69 号，大正 4 年 3 月 31 日発行，2 頁。 
322 ｢保土ヶ谷たより｣『富士の誉れ』第 89 号，大正 5 年 11 月 30 日発行，11 頁及び「辞令」

『富士の誉れ』第 104 号，大正 7 年 2 月 28 日発行，1 頁。 
323「智識の競争」『富士の誉れ』第 104 号，大正 7 年 2 月 28 日発行，2 頁。記事において

は 7 名が当選したとしているが，同じ工務部在籍の同姓同名が二つ入選しているので，こ

れは同一人物だと推測される。ただし，不確実なので，本文では 7 種とした。 
324「仕事上の改良意見」『富士の誉れ』第 105 号，大正 7 年 3 月 31 日発行，1 頁。 
325「押上通信 考案受賞者」『富士の誉れ』第 107 号，大正 7 年 5 月 31 日発行，5－6 頁。 
326 ｢職工の表彰｣『富士の誉れ』第 69 号，大正 4 年 3 月 31 日発行，2 頁。 
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プ」を装置して「スキユアー」が外るる時は自然に「ボビン」も倒れて不正糸を

作ることなからしめんとする提案を為したり本件は尚ほ調査研究を要するものあ

りと雖も其心掛奇特に付金壱円也賞与候事 

 

事例 2：保土ヶ谷工場副製科 山田覚三郎 

右者副製科粗紡残屑の整理に就て現在の篠巻棒が不完全なるを憂ひ手鍵を去り

「ニス」を塗る鐘紡の例を引き有益なる改造案を提言したり其精神奇特に付金壱

円也賞与候事 

 

事例 1 の場合，問題発見（不正糸の産出）→原因（スキュアーが外れることで，ボビン

に巻く糸が傷つく）→解決法（ボビン自体を倒れ，不正糸を巻き取らないようにする）と

いう発見プロセスを経ている。また，この方法に汎用性があるかどうか調査研究が必要と

されているのは，汎用性があれば，まず精紡工程で広められ，次いで他工場の精紡工程で

も採用されることを示唆していると言えよう。こうした一連のプロセスは迅速さという点

を除けば，現代のトヨタについて藤本隆宏が言う「標準の累積的改訂」と同じであった327。

事例 2 の場合，鐘紡でも既に採用されていたこともあり，この時点で汎用性を認められて

いたといえよう。ただし，事例 1 の提案はまだ検討の余地を残している段階であったが，

提案者の河合自身はこの改善案を提出する前に様々な方法を試行錯誤したと考えてよいだ

ろう。問題を発見して直ちにその原因と解決方法を見出せるとは通常，考えにくいからで

ある。念のために確認しておくが，改善活動自体は off line の作業である。しかし，それは

あくまで on line（生産現場において作業に従事）での経験を基盤としているのである。 

こうした改善は必ずしも日常的な作業とは言えない。実際の生産現場で何が行われてい

たのか文書史料だけで再現するのは難しい。しかし，実際の現場の作業こそが昇進や査定

に反映していたと考えられるのも事実である。以下ではいくつかの推測を行っておき，こ

うした提案を相対化して，女工について考察しておこう。 

on line の問題の発見と推測という点を重視したのは小池和男である。小池は 1980 年代

から知的熟練という用語を使い，この点を概念化してきた。『仕事の経済学』の中では，知

的熟練がベッカーの人的資本論と結びけられ，さらに人的資本論のうち，企業特殊熟練は

キャリアの組み方によって説明されていた328。この説明によって知的熟練論は分かりにく

いものになってしまった329。もともと，キャリアの組み立て方という発想自体はベッカー

と切り離して理解することが出来る330。そのような理解によって，賃金＝限界生産性の仮

                                                 
327 藤本隆宏『能力構築競争』中公新書，2003 年，132－136 頁。 
328 小池和男『仕事の経済学』東洋経済新報社，1991 年，88－91 頁。知的熟練については

第 5 章。 
329 知的熟練について見るには，理論的には小池和男『仕事の経済学（第 3 版）』東洋経済

新報社，2005 年，第 1 章がもっともまとまっており，具体的な事例は『仕事の経済学（第

2 版）』東洋経済新報社，1999 年が詳しい。いわゆる小池・野村論争は，石田光男『仕事の

社会科学』ミネルヴァ書房，2003 年によくまとめられているので，文献についてはそちら

を参照のこと。 
330 もともとキャリアの組み方の議論は小池和男『職場の労働組合と参加』東洋経済新報社，

1977 年で提出された考え方である。この議論については，Koike, Kazuo, "Skill Formation 
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説から離れることが出来るのである。すなわち，技能そのものに焦点を当てることが可能

になる。 

小池は知的熟練を二種類の作業から説明している。すなわち，「ふだんの作業（usual 

operations）」と「ふだんと違った作業（unusual operations）」である。小池が「ふだんと

違った作業」として提示した異常への対処という論点は，異常の発生内容および発生確率

を予測できないために，規格化・標準化に馴染まないものとして説明される。しかし，詳

細な発生内容及び発生確率が分からなかったとしても，1 日の作業の内に何らかの異常が起

こり，それへの対忚を行うことは明らかに観察可能である。その意味においてこれらの作

業は日常的な作業（＝ふだんの作業）と見做し得るだろう。この点では，二つの作業の区

別に「定型作業」と「不定型作業」という概念を用いた猪木步徳の方が正確であったと考

えられる331。たとえば，部下の面倒を見ることは，日常的な仕事（＝ふだんの作業）では

あっても，「定型作業」ではない。組作業の工程の監督者（見廻工）は，能率の低い部下を

フォローしなければならないだろう。具体的には，精紡工程であれば，糸継スピードが遅

い新人が糸切れに追いつかないとき，役付工は糸継作業に入らなければならないのである。 

 「不定型作業」に見られる，形式化されていない知は，藤本が「標準の改訂作業」で対

象にした未形式知と，言語化できない純粋な暗黙知の二種類に区別すべきである。また，

能率という点を考えるときには，未形式知を形式化するには，形式化する能力を身につけ

ることも含めて，費用が掛かる点にも留意しなければならない。作業改良の懸賞募集にお

いて，二回目のときにテーマが与えられたのは，職工に最初の取っ掛かりを形式知として

提示することで，彼らの形式化能力を引き出そうとする工夫であった。 

だが，ここで取り上げた作業改良の事例は，未形式知が形式知化されたほんの一部に過

ぎない。未形式知と暗黙知のどちらが生産性に寄与するか，したがってプラス評価の対象

になるかは，基準となる指標が作られない限り，部外者には判定できない。具体的なレベ

ルで考えれば，女工がどの箇所でどのタイミングで糸が切れやすいか判断し，あらかじめ

その場所に移動することができることと332，作業改良を提案することを比べた場合，どち

らが生産性向上に寄与しているか，簡卖には優务を付けられない。同じ部署での同じ条件

での日常的な作業の能率は，男女差よりも個人差によって決まったと推測される。したが

って，作業改良は「为たる役付工」になるための必要条件でも十分条件でもないのである。

あくまで評価の一要素である。 

 

4 昇進と評価制度のまとめ 

 

                                                                                                                                               

Systems in the U.S. and Japan: A Comarative Study," Aoki, Masahiko ed., The 

Economic Analysis of the Japanese Firm, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS B.V., 

Amsterdam, 1984 が分かりやすい。 
331 猪木步徳「技術移転と経済組織」小池和男・猪木步徳編『人材形成の国際比較：東单ア

ジアと日本』東洋経済新報社，1987 年，47－56 頁。 
332 この点は小池和男先生から 1950 年代の例を直接御伺いし，御教示いただいた。なお，

女工の間に熟練の差があることについては，第 5 章第 2 節の動作・時間研究で再び触れら

れる。 
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 本章では男女別の違いに留意しながら，組織内の構成を職制と身分制度から確認してき

た。最初の論点は，職工から職員への登用の事例が見られたことである。職工から職員へ

の最初の登用の事例として事実確認できたのは，明治 39年の寺川秀次郎であった。しかし，

この『職員名簿』には工場内での職員としての履歴が为なので，必ずしも登用前の記録が

十分ではない。おそらく，『職工名簿』として別に管理されていたためだと考えられる。実

際にはそれ以前から職工から職員への登用は存在していたと想像される。 

米川が指摘したように，紡績業における職員の移動は広く知られた現象である。草創期

の富士紡では，田村改革時には田村の縁故者，和田改革後には和田の縁故者が，やはり職

員として登用されている。この場合，抽象的に言って，重要になるのは前職場ないし学校

での人的なコネクションであろう。この点は第 2 章で触れたように，職員履歴書に身元保

証人と紹介者の二つの名前があったことからも推測される。だが，他方で優秀な職工を登

用するという方法も同時に採用されていたと考えられる。情報経済学的に捉えれば，職員

は一定期間，一緒に働くことによって職工の仕事をこなす能力や人柄を知ることになり，

学習効果を得ることが出来るからである。このように登用時における人事については本社

よりも工場側に情報があるため，工場からの「伺い」を重役が追認するという形になる333。 

 このように採用ルートが限られた時には，職工の登用を職員採用の一つの有効な方法と

考えるのは説得的であろう。しかし，おそらく研究史的な関心は学校制度が整備された後

に，学卒採用が増えた後でも登用という道があるか否かという点にある。いわゆる学歴社

会が形成された後においてどうなるかである。現段階では，この問題に筓える方法をまと

めることが出来なかった。しかし，いくつかの断片的な証拠を示しておこう。まず，結論

から言うと，職工の登用は大正・昭和期を通じて存在しており，これらの事例を拾い出す

ことは可能である334。だが，これらが全体のなかでどういう意味を持っているのかは不明

である。特に，職員を扱う際は本社側の史料が必須なのに対し，それが欠けているからで

ある。もう一点，付け加えておきたいのは，明治 40 年代においては高等工業学校から採用

の依頼があったことである335。このような新興の学校による採用枞確保の試みは，富士紡

が大会社であり，採用先の会社としてのブランド力があったため行われたのであろう。し

たがって，学卒採用は必ずしも富士紡側の内発的動機だけでは説明できない。すなわち，

両側から把握しなければならないということである。その意味では，学校制度と身分差の

関係という，もっとも重要な論点については留保せざるを得ない。 

 第二の論点は，職員と職工の境界線が複雑に入り組んでいることである。職工の登用は

生産現場における階層を上っていくとは限らなかった。職員における職制の多様さに対忚

して，登用というキャリア・ルートも多様に存在したのである。職員における職制の多様

性という論点で付け加えておかなければならないのが男女間の分業である。女性は寄宿舎

                                                 
333 工場側からの登用御伺いを重役会が承認している（「調査部から高橋为任宛 回筓書（明

治 42 年 8 月 12 日）」『進退賞罰ニ関スル書類（人事ニ関スル書類）』）。 
334 『職員履歴書』『昭和 17 年 4 月準雇員個性調査票』『昭和 17 年 4 月職員個性調査票』等。 
335 「仙台高等工業学校長事務取扱中川元から富士瓦斯紡績株式会社御中への手紙（明治 44

年 1 月 18 日）」『稟議書類綴明治 42 年』。内容は年賀の挨拶，第 1 回の卒業生がされた礼と

3 月卒業の第 2 期生についての採用依頼，特に必要な学科の人数を送って欲しいと記されて

いる。 
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の世話係か看護婦であった。それ以外の職制は男性であった。こうした男女間の分業は富

士紡という組織を超えた社会的な性別分業に規定されていたと考えられる。これに対して

職工における性別分業は，完全に固定的なものではなく工程別に緩やかに存在していた。

工場内の性別分業のあり方は工場を超えた社会的な性別分業（両性の役割）のあり方によ

って説明できるものではない。おそらく，第 3 章で明らかにした労働市場の条件に規定さ

れていたと考えられる。すなわち，男性よりも女性の方が勤続が短かかったため，技能形

成に時間の掛かる工程には基本的に男性が配置されていた。だが，おそらく，富士紡では

男女ともに移動が激しかったため，人手不足の工程では，男女の性差に拘るよりも，柔軟

に人を配置することに優先順位が高く置かれたと推測される。 

 第三の論点は，こうした登用の際の査定の前提となる評価制度がどのようになっていた

かである。表彰制度を確認すると，精勤賞・善行賞と功労賞の二つの基準があったことが

分かる。前者は生活も含めた規律に関連するものであり，後者は直接，生産活動に寄与す

るものであった。職場における規律が重視されたのは「職工服務心得」に定められた禁止

事項からも確認することが出来る。生活が評価の中に含まれたことで，表彰制度に見られ

る評価基準が男女別に違いを見せていた。すなわち，男工は作業改良に関連するものだけ

であり，女工は役付工経験ないし室長経験が評価されていたのである。こうした男女別の

違いは，工場に入場した者が受ける新入工教育にも反映していた（なお，生活形態が異な

る寄宿女工と通勤女工の間にも違いがあった）。 

第四の論点は，生活空間という要素を排して，職場空間に注目した際に，どのような男

女差が見られるのかということである。ここでは身分としては男女差がない役付工に注目

した。まず，工場別の工程を代表するような「为なる役付工」の中に女性の名前を確認す

ることは出来なかった。同じ役付工の中でも格差があることを示している（ただし，男性

内にも差があると推測される）。繰り返し述べたように，紡績生産に直接，従事する職制は

工務係・職工であるが，女性で工務係に登用された者はいなかった。既に役付工の段階で

工務係の直ぐ下に位置するトップ層は男性であったと推測される。また，役付工における

男女の違いは役付講習会にも反映されていた。男工はプラント全体の管理に関係すること

を習うのに対し，女工は操業に関わることを習った。工程の連続性や工場全体のコスト管

理を意識することは，工務係には必要な要件であったと考えられる。 

実際の生産に携わる作業においてどのような男女差があったのかは定かではない。具体

的な「技倆」の内容が見えにくいためである。わずかな手掛かりは女工が部下を指導して

いた事例と作業改良の事例である。ただし，作業改良の事例は，男工の中に問題の発見，

原因の究明，解決法の提示という一連の思考プロセスを行い，それを他人に伝えることが

出来る能力を有した者がいたことを示しているに過ぎない。こうした思考能力は評価の一

基準である。日常的な作業において，個人的な生産能率がどのように測られていたかは分

からないが，男女差ではなく，個人差が重要であったと推測される。 
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第 5 章 報酬制度 

 

1 問題の所在 

 

(1) 報酬制度を分析することで何を見るか 

 第 2 章第 1 節では，個人の労働給付と反対給付という観点を取掛かりとして，雇用関係

を論じた。そこで明らかになったポイントは，紡績職工の雇用が尐なくとも一定以上の期

間を前提としていること，その期間，関係が継続されることを本人の保証金及び保証人に

よって保証されることであった。ここで焦点を当てたのは，労働給付・反対給付における

時間のズレであった。しかし，ある一時点に限定するとしても，そもそも賃金を管理技術

という観点から見ると，作業内容・作業時間と成果の関係が全て測定可能であるという条

件を満たさなければ，全き労働給付と反対給付の等価交換は成立しないのである。 

現実には一つ一つの労働内容を細密に測定し，それを完全に賃金に換算することは事実

上，不可能である。したがって，どんなに労働給付に対する反対給付という交換原理を貫

徹させようとしても，実現可能な賃金制度は何らかの形で基準を設け，賃金を算出したも

のに止まらざるを得ないのである。たとえば，生産指標（たとえば個数や業績）を基準に

する出来高賃金のような決め方は，生産指標という基準に入らない要素は切り落とさざる

を得ない性格を有している。 

このように考えると，賃金の決め方に注目していくことは，管理者がどのような点を把

握し，それを評価しようとしていたかを明らかにすることになる。言い換えれば，第 4 章

で残した評価制度の分からない部分に違った角度から照尃を当てることにもなる。ここま

での論点はすべて個人の雇用関係の範疇であった。しかし，労務管理の管理技術という観

点から賃金を見る場合，そうした視点だけでは不十分である。労務管理においては被用者

間の関係も問題にしなければならないからである。富士紡の賃金制度は，第 1 章でも述べ

たように明治 34 年に和田が出来高賃金を採用したので，この時点から日給（属人給）と出

来高給が並存するようになった。 

戦前の富士紡は現在のように，全社で統一された職能資格給があるわけではなく，それ

どころか事業所レベルや各工場336レベルでさえ，統一された賃金制度は存在しなかった。

したがって，実証的に精確に富士紡における賃金制度を再現するならば，全工場の全職場

レベルでの賃金の変遷を追わなければならない。実際にはある特定職場での賃金の変遷を

再現できる史料さえ存在しない。 

 

(2) 紡績業の賃金制度に関する先行研究 

 紡績業における賃金制度としては二つ流れの研究に注目すべきであろう337。第一は，い

                                                 
336 たとえば，本稿では小山工場という名称を使用するとき，時期によっては 2～5 の工場

を一括して考えている。ここでは小山工場であれば，5 つの工場それぞれの意味である。 
337 紡績業を包括的に扱ったのは間宏『日本的労務管理史研究』ダイヤモンド社，1964 年

である。間以後，紡績職工の賃金を扱ったものに以下の研究がある。高村直助『日本紡績

業史序説』上，塙書房，1971 年（大阪紡績），加藤幸三郎「一九一〇年代における鐘紡の「聯

合請負制度」について」『専修経済学論集』第 14 巻第 2 号，1980 年 3 月，千本暁子「明治
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わゆる等級別賃金制度を本格的に位置づけた岡本幸雄の研究338，第二は，集団出来高給に

注目した加藤幸三郎の研究である339。第 2 章の冒頭でも述べたように，日本の紡績業では

日給ベースの等級別賃金制度から出来高給制度が取り入れられていったと理解されている。

富士紡も若干遅れて，この流れのうちにあったと考えてよいだろう。 

 岡本の研究はこの領域におけるもっとも先駆的研究であり，大きい見取り図を書いた点

で現在もまず参照すべき研究であるといえる。その特徴は以下の二点である。第一に，第 2

章でも触れたように，賃金形態の移り変わりを構図として描いた。具体的には日給（一本

の賃金率）→等級別賃金→請負給という構図である。また，加藤の研究はこの構図の中の

請負給に卖独出来高給と集団出来高給の二種類があることを指摘した上で，集団出来高給

に注目したものと位置づけられる。第二に，慣行的な年功的労使関係を背景に想定してい

る。図式的に言えば，山田盛太郎の講座派的な低賃金論を中心に据え，これと結びつけて

賃金水準の実態を説明している。そこでは生活がキーワードになっている。これらの二つ

の特徴を賃金論に置き換えれば，それぞれ賃金形態論および賃金水準論に該当する。 

 岡本が描く賃金形態論の変遷は，職工間の競争原理を促すような刺激給的な意味を持つ

賃金への移行というイメージである。より具体的な言葉に即して言えば，等級別賃金であ

る。ただし，気をつけなければいけないのは，紡績業が富岡製糸から継承したといわれる

等級別賃金と，後に経済史で多くの研究がなされた諏訪製糸業の等級別賃金とは全く別で

あることである。前者は属人給（人間の等級）であり，後者は出来高給（糸の等級）であ

る。この点を踏まえると，加藤幸三郎のように製糸業と紡績業を統一的に捉えるという問

題意識は直ちには肯定できない。 

何れにせよ，岡本が描いている第一の賃金形態の変遷についてのイメージは，現代風に

言うならば市場原理の導入となるだろう。第二のイメージは，効率をするための賃金制度

が導入され，その額が低位に抑えられているというものである。この二つのイメージは接

合できない。たしかに，出来高給ではレート・カットによって賃金額を低く抑えることが

                                                                                                                                               

期紡績業における男女間賃金格差」『経営史学』第 16 巻第 1 号，1981 年 4 月（三重紡績）， 

1983 年 3 月（鐘淵紡績），金子良事「大正中期の富士瓦斯紡績における男工賃金－賃金制

度にみる仕事と生活」『経営史学』第 39 巻第 4 号，2005 年 3 月（富士瓦斯紡績）。等級別

賃金についてもっとも精密な実証は千本暁子「大阪紡績会社の職種構成」『同志社商学』第

32 巻第 2 号，1983 年 9 月である。加藤幸三郎が取り上げているのはいわゆる集団出来高給

である。 
338 日給制に部分的に言及した研究は数多くあるが，包括的なものとしては岡本幸雄「明治

期紡績賃金問題研究ノート」『商学論集（西单学院大学）』第 20 巻第４号，1974 年がある。

岡本の議論は年功的労使関係論の影響を受けている。なお，この点は岡本幸雄「紡績業に

おける労使関係イデオロギーの成立と展開」『明治期紡績労働関係史』九州大学出版会，1993

年も参照。原論文は 1967 年。 
339 出来高給導入以降のものでは，楫西光速編『繊維上』交詢社，1964 年で提示された繊

維産業を一括して扱うという問題意識を継承した加藤幸三郎が，団体請負（＝聯合請負）

制に着目して，紡績業と製糸業の等級別賃金制度の共通性を検討すべきであるという問題

提起を行った（加藤幸三郎「1910 年代における鐘紡の「聯合請負制度」について」『専修経

済学論集』第 14 巻第２号，1980 年，加藤幸三郎「明治中・後期本邦綿糸紡績業における

「請負制」の歴史的性格―「聯合請負制度」再論―」『専修経済学論集』第 17 巻第２号，

1983 年）。 
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可能である。しかし，常に会社がそうした行動を取り続ければ，当初の狙いである，刺激

給的なインパクトは意味をなさなくなってしまうだろう。 

 岡本の研究は 1960 年代から 70 年代にかけてのものであり，賃金形態論と年功的労使関

係論を結び付けて議論している。岡本に限らず，当時の研究が包括的，統一的な説明を志

向していた。しかし，そのため，どうしても事実間の説明に無理が生じる。既に述べたよ

うに断片的な証拠で低賃金論を補強し，それをもって全体を説明するということが起こる

のである。紡績職工の賃金については個人賃金レベルでは全員が低賃金だったという証明

はされていないのである。賃金水準の議論をするためには，個人データが必要である。ま

ず，賃金水準と賃金形態論は切り離して考えるところから始めなければならない。 

 賃金形態論に戻って，岡本の提示した段階論的把握を考えると，これにはさらに付け加

える点があると言わなければならない。すなわち，出来高給の出現は日給を完全になくし

たわけではなかったのである（この点は岡本自身も言及している）。こうした事実と加藤の

研究を踏まえて言えば，岡本の図式は卖一賃率の日給→複数の階層型日給→複数の階層型

日給＋出来高給（集団出来高給＋個人出来高給）という形に書き換えられるだろう。富士

紡の明治 34 年以降の賃金は，複数の階層型日給＋出来高給（集団出来高給＋個人出来高給）

である。 

 

(3) 富士紡における報酬制度と史料の限界 

 細かい実証に入る前にやや結論を先取りする形で，簡卖な見取り図を示しておこう。表 5

－1 は本章で重視する事実を時間に沿って整理したものである（詳しい史料の提示は本論の

中で行う）。 

 

表 5－1 富士紡における報酬関係の年表 

時期 出来事 舞台
明治34年 出来高賃金の導入 小山工場＊
明治36年 職員身元保証金の導入 全社

明治38年
工務係のなかに計算係が出来る
（時間研究の導入？）

小山工場

明治39年 職員・職工の賞与金導入 全社
大正9年 賞与金における等級制度廃止（日給基準） 全社
大正10年ごろ 動作研究が入る 小山工場・川崎工場
昭和3年 標準原価調査会の結成 全社（調査部）
昭和6年 標準原価計算の導入 全社
＊ただし，この時期は工場は小山工場のみ
著者作成  

 

日給と出来高給の並存という関係は明治 34 年以来，一貫して続いている。ここに新しい

ものが加わるのは賞与金（ボーナス）である。賞与金は各人に附された等級によって分配

される。そして，賞与分配用の等級と等級別賃金を含むすべての賃金形態との関係は確認

できない。賞与分配用の等級は大正 9 年に廃止され，日給が代替基準となる。要するに，

現代のボーナスが基準賃金と連動しているように，卖純に賃金ベースの卖一の報酬秩序に

なるのである。逆に言えば，明治 39 年から大正 9 年までの 14 年間は，賃金と賞与の二つ

の報酬系統があったことになる。 
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 本章の最初の課題は，等級別賃金を含む日給，賞与金分配，出来高給といった賃金形態

の性格を分析することである。本稿でも断片的な史料によって賃金制度がどのように運用

されていたのかを推測するが，異なる原理の賃金形態がどのように関係していたのかに注

意したい。職工の賃金査定は工務係の職掌であった。また，第 4 章で確認したように，賃

金形態は工程別，ときには工程でも様々な賃金形態が併用されている。当時，このような

賃金形態を一元的に管理する手法はない。したがって，実際の運用はおそらく，職場の担

当者とその上司といった工務係レベルでローカル・ルールが作られていくと考えられる。

ただし，残念ながら，史料の制約上，各職場・各工場でのルールを網羅することは出来な

い。 

 次に注目したいのは，いわゆる科学的管理法である。ここでいう科学的管理法は時間研

究と動作研究の二つを考えている。富士紡が作業を時間（秒）卖位で測定していたことは

小山工場の明治 41 年 7 月の史料から分かる。その時間を測定したと考えられる作業計算係

は『職員名簿』の履歴の中では明治 38 年に初めて登場する。そこで，この時点から時間研

究が行われるようになったという一つの推測を立てることが出来る。他方，動作研究は大

正 10 年末には遅くとも，入っていることが分かる。ただし，どの時点から入っていたのか

は正確にはよく分からない。尐なくとも，鐘紡や東洋紡より早くから始めていたという証

拠は見つからなかった。 

本稿ではこの二つの手法が導入されたことによって，賃金形態の原理が変わったとは考

えていない。ただし，作業を精密に把握する技術を手に入れることで，工場ないし職種レ

ベルでより詳細な設定に変えることが可能になっただろう。 

 より重要な点は標準原価計算の導入である。標準原価計算は科学的管理法による時間・

動作研究を前提にしている。標準原価計算の最も大きい貢献は，間接工と直接工の賃金項

目を分けたことである。前章で見たように，間接工が多いという問題は既に明治 40 年代か

ら指摘されていたが，会計手法が変わったことによって，具体的な数値をもって，間接工

（定額給）の者の賃金が多いことを指摘できるようになった。 

 

2 等級別賃金制度，賞与制度，出来高給制度 

(1) 属人給と出来高給の並存 

属人給と出来高給の並存という論点に接近するためにとりあえず，等級別賃金と請負給

の何れが中心的な賃金であったと考えることが出来るのか，検討していきたい。前章で掲

げた表 4－4「大正 11 年 8 月小山第一工場在勤者数」によると，この時点での男工数は 346

名，女工数は 847 名（内，請負工 713 名，日給 134 名），合計 1194 名である。男工につい

ては請負工の割合が分からない。たしかに，女工については相当数の請負工が存在してい

たことが分かるので，数字だけを基準とすれば，出来高給を支配的賃金と見做してよいだ

ろう。 

当事者たちはこの状態をどのように捉えていたのだろうか。これを知る手掛かりとして

二つの異なる史料がある。一つは明治 39 年 12 月改正の「職工規則」であり，もう一つは

『富士の誉れ』上の工場見学に来た女工の父親が職員から受けた説明を実況した記事であ

る。「職工規則」第 26 条には，賃金は「技倆ニ忚シ定メタル日給額」によって支給される
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こと，そして，但し書きとして業務によっては出来高（請負）給を採用するとしている340。

他方，『富士の誉れ』の記事を読むと，出来高給を为とする考えが述べられている。記事を

引こう。 

 

我利者共に大進歩大発展なし，其処で能率と報酬
ちんぎん

とは比例せねばならん，手腕と熱心

即ち各自の製産率を見逃してはならん，茲で我社は受負をさせてゐるのだ，が食べ過

ぎて每になる譬，工場のみでつきに四万八九千円の支払をなす，相互間の関係大なる

この賃銀に就いては鋭敏な機関妙なるお互いの心理の作用
はたらき

もあるし仲々面倒と云っ

ても如何しても他一倍に甘い汁を分配せねばならんと341 

 

注目したいのは次の二点が同時に把握されていることである。第一に，自分の欲望だけを

満たすことが否定された上で，能率と報酬の関係が比例するように工夫する必要が指摘さ

れている。その目的を達するために，具体的な制度として請負給（出来高給の意味）を採

用していると説明されている。第二に，分業による協業において生じる問題，賃金制度そ

のものが持っている性質と他人との協力関係に賃金が与える心理的な影響がともに考慮さ

れている。 

次に，個別の賃金形態を観察してみよう。 

 

(2) 属人評価を伴う報酬 

① 日給：階層的な賃金 

 富士紡の場合，定額給には日給と月給の二種類がある。職員の一部が月給であり，残り

の職員および職工が日給である。研究史上，注目されてきたのは，紡績企業で採用されて

いた等級別賃金制度である。丹生谷が指摘するように，等級別賃金は雇用を継続している

うちに技倆が賃金に対忚するようになるという予想のもとに設計された制度である342。こ

の制度は高村が指摘するように，明治 30 年代にいたって，継続的雇用のインセンティブを

与えるために，昇給の幅が細かく設定されるように変化していった343。富士紡には小山工

場の「職工進給規則」が残されているが，基本的にこれらの説を補完するものと考えてよ

い344。 

 

                                                 
340 「職工規則（明治 39 年 12 月 12 日改正）」第 26 条『現行諸規則類纂』。 
341 エス生「私信たより小山第三四工場参観記」『富士の誉れ』第 67 号，大正 4 年 1 月 31

日，14 頁。 
342 丹生谷龍「明治後期における賃金体系」昭和同人会編『わが国賃金構造の史的考察』至

誠堂，1960 年，209－210 頁。 
343 高村直助『日本紡績業史序説』上，塙書房，1971 年，181－182 頁の注(18)。 
344 「職工進給規則（明治 40 年 8 月）」（『現行諸規則類纂』）。 
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表 5－2 工女等級別賃金表（卖位：銭） 

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
号外 14 15 16 17
甲号 18 19 20 21 22 23
乙号 24 25 26 27
丙号 28 30 32
丁号 34 36 38 40 42 44 46  

＊ただし，漢数字はアラビア数字に改め，縦を横にした。 

出所：「職工進給規則（明治 40 年 8 月）」第 6 条（『現行諸規則類纂』）。 

 

表 5－3 工男等級別賃金表（卖位：銭） 

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級

号外 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

甲号 30 31 32 33

乙号 34 36 38

丙号 40 42 44

丁号 46 49 52 55 58 61 64 67  

＊ただし，漢数字はアラビア数字に改め，縦を横にした。 

出所：「職工進給規則（明治 40 年 8 月）」第 11 条（『現行諸規則類纂』） 

 

職工は採用されると，1 週間以上の試験期間の上，甲号初級
マ マ

（1 級）に編入された。ただ

し，経験者は 1 ヶ月以上の試験を経た後，「適当ノ給」に編入された（第 1 条）。経験者の

試験期間が長い理由は，二つ推測される。ひとつは，卖純に技倆を見極めるために一定期

間必要であることであり，もうひとつは，人物を見定める必要があったことである。人物

を見定めるというのは，一般職工を他企業に斡旋されたり，あるいは他工場の悪習を持ち

込んだり，そういうことをされないための予防策である。この点は前章で確認した「職工

服務規則」の禁止条項に「他人ヲ煽動其他不穏ノ挙動ヲ企テ又ハ之ニ同意シ事業上ノ妨害

ヲナスモノ」とあることから推測される345。号外とは「身体虚弱ナルモノ」とあるため（第

2 条），臨時工と同じく考えてよいだろう。 

 等級賃金制度はすべての職工に適用されるものではなく，「業務ノ性質上従来請負法ニ依

リタルモノ之ニ依ルヘキモノ其他特別工ハ本規則ニ準拠スルヲ要セス」（第 15 条）という

例外が存在した。ここでの「請負法」は言うまでもなく出来高給の意味であり，具体的に

は個別出来高給と団体出来高給である。したがって，試験期間が終了した後，職工は日給

ベースの等級別賃金と請負賃金の二つの系統に分かれると推測される（当然，配置はそれ

以前に決まっているから，職工のコースはその時点で決まっているというべきだろう）。 

興味深いことに「職工進給規則（明治 40 年 8 月）」（『現行諸規則類纂』）では，工女の規

定の方が工男よりも先に記述されている。おそらく，ある一定量の労働力としての女性が

貴重であったためと考えられる。 

                                                 
345 「職工服務規則」（『現行諸規則類纂』）の禁止条項 18 項目。 



114 

 進級には継続雇用奨励と選抜のふたつの目的があり，そのことは名称から確認できる。

すなわち，「定期進級」と「抜擢進級」である（第 5 条）。前者が高村が指摘した側面に，

後者が丹生谷の指摘した側面にそれぞれ対忚している。「定期進級」は全員進級と半数進級

のふたつがあった。男女ともに甲号のときは全員進級である。ただし，工女は奇数月の年 6

回進級であったが（第 7 条），工男は 2，5，8，11 月の年 4 回進級であった（第 12 条）。乙

号および丙号では半数が進級する。その選抜基準は皆勤者であり，半数に満たない場合は

欠勤の尐ないものから選抜される。ただし，皆勤者が半数を超える場合は全員が進級でき

る（第 8 条）。工女乙号の半数進級は工男甲号と同じく年 4 回（第 8 条），工女丙号および

工男乙号と丙号は 4，8，12 月の年 3 回進級であった（第 9 条および第 13 条）。丁号及び丁

号以上の進級および昇給は男女ともに毎期末の工場長および工務为任による査定であった

（第 10 条および第 14 条）。「抜擢進級」とは，特別な功績があったものに対し定期進級の

ときに事情が斟酌され，その後，「技倆・勤続共ニ著シキモノ」が「進級定期以外
．．．．．．

ニ於イテ」

昇級することをいう（第 5 条第 2 項）。 

「抜擢進級」の時期と「定期進級」の時期をずらしたのは，継続雇用奨励と選抜の二つ

の目的を明確に伝える意図があったためと考えられるが，こうした制度は賃金論の観点か

らも興味深い。小池和男の有名な整理を参考にすれば，いわゆる年功賃金は「年と功」「年

の功」の二つに分けることができる346。富士紡の進級制度は短期ではあるが，一定期間の

勤続成績（出勤）と技倆・勤続等を明確に分けており，卖純な「年の功」ではなく，「年」

と「功」を尐なくとも規程上の概念としては区別していたのである。 

「職工進級規則」で規定された丁号の等級を超えた場合，工場長・工務为任の詮衡（査

定）によって進級（昇級）すると定められていた（第 10 条及び第 14 条）。実際の賃金額に

ついてのデータは尐ないが，前章で紹介した寺川は明治 37 年の入社時に表 5－3 の丁号 8

級を超える 75 銭を貰っていた。 

工場長・工務为任の詮衡を文字通りに受け取ってよいかは疑問の余地がある。この二人

はあくまで最終的な権限を持っているという意味に解釈したい。事務手続き上の煩雑さを

考えると，実際には部下の技手や工手の査定に基づいて，彼らが検討し，最終決定すると

いうことだろう。 

前章では工務係の直ぐ下の男工のトップ層が既に選抜を受けていた可能性を示唆した。

この事実を踏まえて，等級別賃金の規定額を超える職工と職員との類似性に注目する必要

がある。『辞令控』を見ると，明治 35 年の 7 月 9 日付で 16 名，12 月 31 日付で 46 名（7

月昇給者も含む），翌 1 月 6 日付で 14 名（小使・給仕）が一斉昇給している。「職工進級規

則」の中に定期昇給の考え方が記されていることから考えて，当時，既に定期昇給の考え

方自体が存在したことは確実である。明治 35 年の時点で既に職員に定期昇給が行われてい

たと推測してよいだろう。ということは，等級別賃金の職工と職員の間に位置する，丁号

を超えた職工も，引き続き職員に準ずる形で定期昇給，また，特に優秀なものには個別で

抜擢昇給が行われていたと考えられる。 

 

                                                 
346 小池和男『職場における労働組合と参加』東洋経済新報社，1977 年，6－8 頁。 
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② 賞与制度 

1) 普通賞与及び満期賞与 

第 2 章で引用した『職工事情』には請負工に対しても等級賃金制度の等級と日給額が附

され，手当金の支払基準として使用する事例が指摘されていた。しかし，富士紡において

はそのような規程を確認することは出来なかった。だが，同時に請負法の職工や特別工を

含めて統一的な属人的評価体系を体現する制度が存在していた。すなわち，賞与制度であ

る。 

富士紡の賞与制度に関する規則は明治 39 年に制定され，その後，大正 5 年と大正 9 年に

改正されている。賞与は普通賞与，満期賞与，特別賞与の三種類に分類され，半期毎に給

与されていた347。大正 9 年以前の「職工賞与金給与規則」では，総額の三分の一を特別賞

与金及び衛生教育救済金として控除された後，その残額の半額がそれぞれ普通賞与と満期

賞与に充てられた。ここでは，普通賞与と満期賞与の二つを概観しよう348。 

 普通賞与と満期賞与の決め方は共通していた。両者の違いは給与される時期であった。

先に違いを確認しておこう。普通賞与は半期毎に支払われるのに対し，「大正 9 年賞与規則」

では，以下の四つの場合に満期賞与金は支払われた。①雇用契約期間が満期になったとき，

②会社都合によって解雇するとき，③病気のため帰休解雇，徴兵による退社，④本人死亡

のとき。「職工賞金給与規則（明治 39 年）」と「職工賞与金給与規則（大正 5 年 9 月 27 日

改正）」では③の規定がなかったが，それ以外は基本的に変わっていない。 

両者の共通する決め方は，各人の等級号数別率数（第一号等級表）に勤続年数別率数（第

二号勤続年数割増表）と勤務日数をそれぞれ乗じ，賞与金積数が算出される（表 5－4，表

5－5）349。左合の研究に引かれている「賞与金ノ件（大正 3 年 6 月 16 日）富士瓦斯紡績株

式会社調査部」のなかでは，職工は積数 100 円に付，金 1 銭 1 厘 5 として換算される350。 

 

 

                                                 
347 現在，確認しうる最も古い賞与金給与規則は宇野利右衛門『職工問題資料第壱輯 日本

現時の職工問題』工業教育会，1912 年，51－55 頁に転載されているものである（「職工賞

金給与規則（明治 39 年）」）。この規則は大正 5 年 9 月 27 日に改正されている「職工賞与金

給与規則（大正 5 年 9 月 27 日改正）」（旧溝田家文書（横浜開港資料館所蔵））。このときの

改正では保信積立金が満期賞与金に組込まれている。 
348 富士紡の利益分配制度の先行研究には左合藤三郎「わが国労務管理史における一様相

（Ⅱ）―富士紡における利潤分配制度―」労務管理史料編纂会，調査報告資料 No.22，1959

年がある。ただし，私は小山工場旧蔵の現存する稟議書にすべて目を通したが，残念なが

ら，左合の参照した「大正三年度人事ニ関スル書類」を確認し得なかった。 
349 「職工賞与金給与規則（明治 39 年）」と「職工賞金給与規則（大正 5 年 9 月 27 日改正）」

では紡績男工 6 等の数字だけ 42 銭に変わっているが，これはいずれかの誤植だと推測され

る。他の数字は第一号表・第二号表ともに全く同じである。 
350 左合藤三郎「わが国労務管理史における一様相（Ⅱ）―富士紡における利潤分配制度―」

労務管理史料編纂会，調査報告資料 No.22，1959 年，17 頁。 



116 

表 5－4 賞与金 等級号数別率数（第一号等級表） 

率数 等級 紡績男工 紡績女工 鉄工 雑工

100 1等 100銭以上 75銭以上 150銭以上 100銭以上

85 2等 80銭以上 60銭以上 130銭以上 80銭以上

73 3等 70銭以上 48銭以上 115銭以上 68銭以上

63 4等 60銭以上 40銭以上 100銭以上 58銭以上

53 5等 50銭以上 33銭以上 85銭以上 50銭以上

44 6等 41銭以上 27銭以上 70銭以上 44銭以上

36 7等 35銭以上 22銭以上 57銭以上 39銭以上

29 8等 28銭以上 18銭以上 45銭以上 35銭以上

22 9等 21銭以上 15銭以上 35銭以上 31銭以上

16 10等 15銭以上 12銭以上 25銭以上 27銭以上

8 等外 15銭未満 12銭未満 25銭未満 27銭未満  

出所 宇野利右衛門『職工問題資料第壱輯 日本現時の職工問題』工業教育会，1912 年，54 頁 

 

表 5－5 賞与金勤続年数別率数（第二号表勤続年数割増表） 

年数 率数 年数 率数 年数 率数

6月未満 0 4年未満 8割 8年未満 16割

1年未満 2割 5年未満 10割 9年未満 18割

2年未満 4割 6年未満 12割 10年未満 20割

3年未満 6割 7年未満 14割 10年以上 25割  

出所 宇野利右衛門『職工問題資料第壱輯 日本現時の職工問題』工業教育会，1912 年 55 頁 

 

賃金の等級は各工場で定められていたが，賞与の等級表は全社共通した規定である。こ

の等級表は「大正 9 年賞与規則」ではなくなっており，卖に日給に勤続年数別割増表を乗

じることで賞与額を算出する方法に変わっている。重要なのは等級制度が廃止されたこと

自体ではなく，賞与制度における等級制度が賃金制度の階層性と代替可能であったという

事実である。 

賞与金分配の基準となった「日給」をどのように考えればよいのだろうか。富士紡では

このような全職工について比較可能な基準となる日給を「標準日給」と呼んでいた。ただ

「標準日給」について我々が使える史料は，残念ながら大正 14 年 6 月 8 日付の「職工諸給

与及取立ノ場合ニ於ケル標準給料算定規則」が最も古いものであり，大正 9 年の賞与金時

の規定を知ることは出来ない。ただし，昭和 3 年に賞与金規則が利益分配制度から半期に

一度の賞与制度に変更されるが351，このときには「受負工期末賞与金標準日給算定ノ場合

ハ大正 14年 6月 8日付通知職工諸給与及取立ノ場合ニ於ケル標準給料算定規則ニ依ル儀ニ

付申添候」とされており352，この規則が準用されていることが分かる。今，大正 14 年の史

料によって標準日給の規定を確認すると，日給工は各自の日給をもって標準日給とし（第 1

                                                 
351 この点は左合藤三郎「わが国労務管理史における一様相（Ⅱ）：富士紡における利潤分

配制度」労務管理史料編纂会，調査報告資料 No.22，1959 年を参照。 
352 「職工賞与金給与規則改正ノ件」『工銀計算関係書類綴』。 
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条），請負工は前期後半 3 ヶ月間の平均工賃の 9 割をもって標準日給とする（第 2 条）とさ

れている353。ただし，この工賃自体は次節で見るように，毎月査定されていたものと推測

される。 

特に請負工（出来高給の職工）の日給を理解するのが一つの鍵になる。もう尐し後の時

期の史料だが，請負工から日給工へ転換する場合の取扱いを記したものがある354。このと

き，転換された請負工に設定された新たな日給は「特定日給」と呼ばれ，「日給工トシテ使

用スルニ至リタル事由、業務ノ種類、本人ノ経歴、勤怠、仕事振リソノ他諸般ノ事情ヲ斟

酌シ現在請負日給額モ参考ニシテ決定スベキモノナリ」と説明されていた。 

こうした「特定日給」は，次節で見る川崎工場精紡科と前紡科の賃金改定においては二

次労働（機械の監視及び精神的な作業）に対する報酬として設置された「請負日給」とは

別のものであったと考えられる。ただし，「請負日給」という言葉自体は，第 6 章の共済組

合の規定で紹介するように，明治 40 年に既に存在していた355。おそらく，明治期の「請負

日給」はその後の「標準日給」に近いと考えられる。賃金管理が改良される過程で新たな

定額給として「請負日給」が使われたために，用語が整理されたものと推測される。 

職員の賃金（給与）には等級別制度のような形式的制度はなく，各自それぞれの属人給

であった。また，職員の賞与制度は大正 3 年時点で，月給×出勤日数として積数が算出さ

れ，積数 1 円に付，社員は 1 銭 5 厘，雇員 7 厘 5 毛，雇員見習 5 厘，小使・給仕 2 厘 5 毛

となっていた356。したがって，職員の場合，賞与金が賃金と連動していたのである。賃金

そのものの階層性を包括的に把握できる史料はないが，代替的に職員の賃金の階層性の意

味を知る手がかりになるものがある。それは身元保証金である357。身元保証金は「就職ノ

日ヨリ七日以内ニ誓約書ト共ニ」差し出さなければならなかった。その額は表 5－6 のとお

りである。 

 

表 5－6 身元保証金 

月俸額 100円以上 50円以上 30円以上 10円以上 小供・小使
身元保証金 2,000円 1,500円 700円 400円 50円  

＊「但日給者ハ日給額ニ三十ヲ乗セルモノヲ月給額ト算定シ其割合ヲ定ム」 

出所：「身元保証金規定」（『現行諸規則類纂』20）を加工作成。 

 

重要なことは，身元保証金は就職時だけでなく，雇用継続期間中も賃金の増額と連動し

ていた点である。すなわち，「増給ノ場合ニ於テ身元保証金額増加シタル時ハ辞令日付ヨリ

                                                 
353 「職工諸給与及取立ノ場合ニ於ケル標準給料算定規則（大正 14 年 6 月 8 日）」『工銀計

算関係書類綴』。第 8 条に「従来ノ規則ニ抵触スルモノハ之ヲ取扱ス」とあるので，これ以

前に何らかの規則があったことが推測される。 
354 「特定日給決定簿制定ノ件（（小山）第三工場，昭和 3 年 7 月 27 日）」『工銀計算事務須

知（他賃金関係書類）』。実施は 8 月度からとある。 
355 「富士瓦斯紡績共済組合規則（明治 40 年 9 月改正）」『現行諸規則類纂』。 
356 左合藤三郎「わが国労務管理史における一様相（Ⅱ）―富士紡における利潤分配制度―」

労務管理史料編纂会，調査報告資料 No.22，1959 年，17 頁。 
357 「身元保証金規定」（『現行諸規則類纂』）。 
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起算シ十日以内ニ其増加額ヲ差入レルモノトス而シテ減給ノ場合ニ於テハ同期間内ニ之レ

ヲ還付ス」とある。実際に減給があったかどうかは不明だが，いずれにせよ職員の賃金は

会社内での属人的序列を表していたことは間違いない。なお，身元保証金の納付は「現金，

国債，証券，地方債権，又ハ確実ナル会社株式及社債券ニ限ル」とあった。「稟議書類」の

なかには，医療費等が必要になり，身元保証金の下戻（附）を願い出る書類が存在してお

り358，職員の負担はかなり大きいものであった。また，身元保証金が支払えないものは「定

額ニ達スル迄月給百分ノ亓以上及毎半期賞与金ノ二割以上ヲ納付セシム」とあった。 

 

2) 特別賞与 

特別賞与については左合藤三郎が小山工場の大正 3 年上半期の支給について明らかにし

たが359，ここではその研究も踏まえて詳しく見ていくことにしよう。 

特別賞与は取締役会でその内規が定められることになっていたが，明治 44 年の段階では

制度を創設した専務取締役（和田豊治）が承認し，取締役会が承認するという手順になっ

ていたようである360。役付工（待遇者含む）および室長に対して支払われた。左合の紹介

した大正 3 年の事例での資格者は表 5－7 のとおりである。 

 

表 5－7 大正 3 年上半期小山工場特別賞与受給資格者数 

工場別／資格別 工頭同扱 役付 同扱 小計 特待工 優良工 小計 合計

第一工場男 16 45 45

第一工場女 42 42

第二工場男 7 12 15 34 8 4 12 46

第二工場女 37 19 56 16 16 72

第三工場男 4 12 23 39 15 15 54

第三工場女 59 33 92 92

第四工場男 9 12 27 48 9 9 57

第四工場女 71 104 175 175

第五工場男 1 2 8 11 2 2 13

第五工場女 4 8 12 1 1 13

合計男 37 177 8 30 38 215

合計女 110 130 154 284 394

その他（第二工場） 3

29

42

140

110

出所：左合藤三郎「わが国労務管理史における一様相（Ⅱ）―富士紡における利潤分配制度―」

労務管理史料編纂会，調査報告資料 No.22，1959 年，20 頁。 

 

表 5－7 には室長賞が記述されていないが，おそらく，室長賞に関する史料がなかったた

めだと推測される。また，明治 44 年では役付賞与の対象は工頭・組長（男工だけ）・役付

待遇者・準職工役付・女工特待工役付となっていたが361，大正 3 年には表 5－7 の通り，組

                                                 
358 『稟議書類大正 2 年昭和 3 年』。大正 2 年から昭和 3 年のものがある。 
359 左合藤三郎「わが国労務管理史における一様相（Ⅱ）―富士紡における利潤分配制度―」

労務管理史料編纂会，調査報告資料 No.22，1959 年，17 頁。 
360 「職工特別賞与金ノ件」『進退賞罰ニ関スル書類（人事ニ関スル書類）』。 
361 『進退賞罰ニ関スル書類（人事ニ関スル書類）』。 
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長が消えている。また，準職工に関する記述も触れられていないが，工作担当，電気担当

の職工が存在しなかったとは考えられないので，史料の欠落とみなすべきであろう。表 5

－7 で注目したい事実は，優良工および抜擢工に対しても付与されるようになったことであ

る。念のために，表 5－8 に支給額を示しておこう。 

 

表 5－8 大正 3 年上半期特別賞与受給資格者別支給額 

男女別 人数 合計額（円） 1人当平均額（円）支給額範囲（最高～最低，円）
工頭，同扱

男 37 818.00 22.108 13.00～30.00
役付，同扱

男 140 1338.00 9.557 3.50～17.00
女 110 452.50 4.114 2.00～7.00

特待工
男 8 110.00 15.750 10.00～18.00
女 130 495.00 3.808 2.00～6.00

優良工
男 13 44.00 3.385 2.00～5.00
女 25 44.50 1.780 1.50～3.00

抜擢工
男 9 44.00 4.889 4.00～5.00
女 196 309.00 1.985 1.50～3.00  

＊優良工と抜擢工を合わせた人数が表 5－7 の優良工と一致しないが，そのままにした。 

出所：左合藤三郎「わが国労務管理史における一様相（Ⅱ）―富士紡における利潤分配制度―」

労務管理史料編纂会，調査報告資料 No.22，1959 年，21 頁。 

 

支給額の決定方法については勤務振り，欠勤日数を斟酌することとされていたが，左合

の考証によれば，尐なくとも欠勤日数と支給額の間に明確な規則性は見当たらないという。

ただし，優良工および抜擢工のなかには期間中の入社者はいない。 

 優良工や抜擢工に特別賞与が最初から給与されていたかどうかは分からない。現存する

職工の賞与金に関する史料は断片的であり，ここから全体像を復元することは難しい。た

だし，「抜擢」という表現自体は既に見たとおり，尐なくとも賞与制度が導入された翌年の

明治 40 年の「職工進給規則」の規定に確認することが出来るから，支給開始当初から存在

した可能性が高い。次に，左合の研究中の「賞与金ノ件」から「大正 3 年上半期職工特別

賞与金支給限度額」を引用しよう。 
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表 5－9 大正 3 年上半期職工特別賞与金支給限度額 

日給額の
工頭の職務を執る職工 30日分以内
男子役付 20日分以内
男子役付扱 17日分以内
女子役付 10日分以内
女子役付扱 8日分以内
準職工役付 17日分以内
其他抜擢のもの 8日分以内  

出所：左合藤三郎「わが国労務管理史における一様相（Ⅱ）―富士紡における利潤分配制度―」

労務管理史料編纂会，調査報告資料 No.22，1959 年，17 頁の史料を見やすく加工した。 

 

表 5－９を見ると，表 5－8 の優良工・抜擢工に該当するのは「其他抜擢のもの」であり，

役付より低い位置づけが与えられていることが分かる。すなわち，キャリア・ラダーでい

えば，役付の手前のものと位置づけてよいだろう。おそらく，彼らは役付に昇進する要件

は満たしていないが，一般職工のなかでは高評価に値する者が該当すると考えられる。 

 その後，特別賞与は大正 5 年の「職工賞与金給与規則」では「特別の責任を有する者又

は業務上特別の功労ありたるもの」に対して支払われると規程され，査定を担当するのは

「工場長及び関係各係为任」となっていた362。一忚，「職工中特別の責任を有する者」は役

付扱以上の職工を示し，「業務上特別の功労ありたるもの」は前章で検討した後に設置され

た功労賞の対象者となるような者を意味していたと推測できる。ただし，実際の運用上は

優良工・抜擢工の選抜が厳密に行われていたかどうかは疑問が残る。 

 

(2) 出来高賃金 

出来高給には，個人出来高給と団体出来高給の二種類があった。桂皋が小山工場と押上

工場を調査した大正 10 年 5 月時点では363，団体請負は押上工場では精紡・仕上，小山工場

では精紡・瓦斯で採用されていた。個人請負は押上工場では前紡工程で採用され，小山工

場では練篠・前紡・綛場で採用されていた。おそらく，この時期は動作研究が本格的に導

入される直前の時期であったと推測される。ここでは簡卖に二つの方法を確認しよう。 

個別出来高給はいわゆるピースレートのことである。それぞれの工程ごとに糸の卖価が

設定されている。ただし，職工個人に附される等級別によって，額が異なっていた。糸の

卖価×等級率×個数である。 

桂調査に示された糸の卖価は，押上工場前紡科で 10 番手 1 ハンク 14 銭 9 厘と定められ

ていた。ハンクとは 1 綛のことである。1 綛は 840 ヤードの長さの糸を巻き取ったもので

ある。英国式番手は糸の重さと長さを指標として，糸の太さを測定する。1 番手は 1 ポンド

の重さを基準にして，840 ヤードの長さ（1 ハンク）の糸を指す。1 ポンドに対して 1 ハン

ク（840 ヤード）分の長さである糸が 1 番手であるから，重さが変わらなければ，ｎハンク

の長さの糸はｎ番手となる。したがって，押上工場前紡科の卖価の読み方は，10 番手の糸

                                                 
362 「職工賞与規則第三条」（廣池文書Ⅱ―2－4） 
363 桂皋「富士瓦斯紡績押上工場労働事情調査報告」大正 10 年 5 月，廣池文書Ⅳ―2－90，

7 枚目以降（「小山工場労働事情調査報告」ほぼ同時期に行われたと推測）。 
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を 840 ヤードあたり 14 銭 9 厘である。練篠機以降の工程には，こうした糸の長さを測定す

るために長測機がつけられていた364。 

職工に附せられた等級は，両工場とも 1 等級から 5 等級までに分けられていた。小山工

場では 1 等級を 100％とし，2 等級 95％，3 等級 90％，4 等級 85％，5 等級 80％と定めら

れていた。ただし，小山工場の綛場では等級はなかった。製糸業と比較する上で注意が必

要なのは，諏訪製糸業で採用されていた等級は糸に関するものであり，紡績業の等級は人

に関するものであるということである。 

団体出来高給とは，日給である定額工（間接工）の賃金も併せて組卖位で総額が支払わ

れ，団体給与額から日給額を差し引き，各人の等級に基づいて分配するものである。小山

工場では 18 等級から 35 等級，押上工場では 1 等級から 5 等級となっていた。この時点で

は，各人の等級は個人が団体の出来高に寄与した分を正確に反映していたわけではない。

以下では，小山工場での一人当たりの計算方法を数式で確認しよう。今，モデルとして 

 

卖価         u  

出来高        W  

請負工の等級     x 等級 1 人， y 等級 1 人， z 等級 2 人 

 

の組があると仮定しよう。ただし，定額工は 0 人である。各人の所得額はそれぞれ 

 

     uW            団体所得額 

     
zyx

uWx

2
       x 等級請負工所得 

     
zyx

uWy

2
       y 等級請負工所得 

     
zyx

uWz

2
       z 等級請負工所得 

として算出することが出来る。さらに，条件を変えて定額工が複数いることにしよう。こ

の場合， 団体全体の出来高が増加しない限り，定額工の昇給は請負工の減給を意味するこ

とになる。今，定額工を増やし，その他の条件を前例と同じとすれば 

     
zyx

xuW

2

（定額工日給総額）｝｛
   x 等級の請負工所得 

となる。定額工の昇給が分子の減尐となり，全体として請負工の所得が減尐することが確

認できる。 

                                                 
364 ハンク制度については，玉川寛治「六章繊維産業」『産業技術史』山川出版社，2001

年，268 頁を参照。 
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 以上の計算式は非常にプリミティブな形のものである。職工の努力に正比例して出来高

の増減が決定するという仮定の下では，出来高によって職工の仕事の評価を正確に行える

が，現実にはその日の出来高は機械の調子や天候によって影響されるところが大きかった。

こうした恣意性を出来る限り考慮して，所得額を平均化するために，係数が設けられてい

た。すなわち， 

 

機械係数       平調の時     1 

                著しく良好の時  8.0  

                著しく不良の時  2.1  

     天候係数       曇天       1 

                晴天       8.0  

                雤        2.1  

 

再び，定額工を 0 人として，その他の条件を同一とすれば，機械不良かつ雤天の場合の x 等

級工の所得は 

     
zyx

xuW

2

2.12.1




  となり 

機械良好かつ晴天の場合は 

     
zyx

xuW

2

8.08.0




   となる。 

 機械不良の場合にW は小さくなることが予想され，逆に機械良好の場合にはW が大なる

ことが予想される。こうした予想変化を係数として織り込むことで，両式の分子はほぼ一

定の価値になり（両式の分母は同一のまま），両分数の価値はほぼ等しくなる。このような

仕組みによって，職工が同じ程度の努力をした場合，同一の賃金を得ることが出来るよう

に工夫されている。実際の制度は，このような簡卖な原理を組み合わせることによって，

複雑なものであったと推測される。残念ながら，その変遷を追うことは出来ない。 

 個人，団体を問わず，出来高給でもっとも大切なのは糸の卖価の設定である。しかし，

これも継続的に観察することは出来ない。具体的に知る手掛かりは「仕上工賃改正之件（明

治 41 年 7 月 10 日発議）」のみである365。 

まず，この史料の直後の 9 月 1 日に施行された「小山工場職務章程」を確認すると，職

工の賃金に関係するのは職工係および工務係であることが分かる。すなわち，職工係は「職

工賃金ノ計算ニ関スル事項」，工務係は「所属職工ノ取締及進退賞罰ニ関スル事項」と定め

られている366。前章で見たように職工係及び工務係は賞罰委員である。「仕上工賃改正之件」

に附属する提出資料の署名は「仕上科」，宛名は「小野保太郎殿」となっている。また，「仕

上工賃改正之件」に残された認印は小野，乾，榛葉の三人である。おそらく第三部後部为

                                                 
365 「仕上工賃改正之件（明治 41 年 7 月 10 日発議）」『稟議書類綴明治 42 年』。 
366 「小山工場職務章程」『現行諸規則類纂』。 
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任技師・小野保太郎，第三部前部为任技師・乾棟三郎，第三为事367・榛葉良男であろう368。 

「仕上工賃改正之件」は，工務係が.他工程と比べて仕上科女工は低工賃のため，退社が

増えていると推測した上で，工賃の引き上げを上申し，その後の一連のやり取りをまとめ

たものである。前章で見たように，工務係は各科に配備され，その上に全体を統括する技

師がいた。この稟議書から推測すると，糸の卖価は各科レベルという意味での現場職員と

全体を統括するレベルの技師の間の交渉によって決まっていたと考えてよいだろう。 

この場合，仕上女工には直接に不満の声をあげず，退社を選んでいる者が多い。もし，

彼女たちが退社せずに，直接，不満の声を伝えるとすれば，直接の上司である仕上科の工

務係であろう。ここで重要なのは，工手レベルの職員については職工からの登用が多かっ

たという前章で確認した事実である。そうなると，各科の現場職員は抜擢された元職工を

含めた職員と考えることが出来る。そうであれば，対立のラインは工手と上司の間に引か

れることになる。もちろん，現場レベルで職員と職工の間に対立が生まれ，争議に至る場

合もあった369。 

 再び「仕上工賃改正之件」に戻る前に，簡卖に仕上科370の内容を説明しておこう。仕上

工程では，精紡工程までに完成した管糸をボビン（木管）から外して改めて枞に巻き直し，

製品として出荷できる糸の状態にする。小紽・大紽は途中で出来る糸を束ねたものであり，

それを最終的に（綛）枞にする。なお，紽糸（ひびろいと）というのは括糸と同じ意味で

ある371。 

「仕上工賃改正之件」で注目すべきなのは，提出された添付資料中，1，2 ヵ年の経験工

の作業を計算した表である。縦は糸の種類（番手），横は目方，壱枞に対する管糸次度数，

壱枞に対する糸継定数，作業時間，出来高，現在工賃，改正工賃である。このうち作業項

目を詳しく見ると，一回糸継ニ費ス予定時間（秒），壱枞ニ対シ糸継合計時間（秒），小紽

大紽取時間（秒），口付ケ？（一字不明）枞ヨリ外ス時間（秒），壱枞ニ付運転時間ダブル・

リール（秒），壱枞ニ付運転時間シングル・リール（秒），壱枞揚ケ合計時間（分・秒）と

なっている。ここでは秒卖位で大まかな作業に掛かる時間が測定されており，時間研究が

導入されていたことが分かる。 

『職員名簿』によると小山工場で作業計算係が確認される最も古い例は明治 38 年 11 月

25 日の永五菅次である。この年の 9 月 26 日に持田巽が技師長として赴任しているので，

この頃に時間研究が導入されていた可能性が推測できる。また，「仕上工賃改正之件」では

他工程との比較もなされていた。だが，これらの事実からは，工程内の作業や他工程との

工賃の差が比較できたことが確認できても，残念ながら，工賃の額がどのように設定され

                                                 
367 为事はこの時期，1 年ほどあった職制で，庶務係の権限を強くして作られた第三工場長

のような役職。 
368 念のために『職員名簿』とも照合した。 
369 明治 45 年 5 月には小山第二工場仕上科で争議が起きているが，これは仕上科技手への

不満によって起こったものであった（「明治 45 年 5 月富士紡女工の賃上げ記事」『小山町史

第 4 巻近現代資料編Ⅰ』小山町，1992 年，570 頁。原史料は『静岡民友新聞』明治 45 年 5

月 4 日，未見）。 
370 仕上工程の内容については「綿糸紡績標準動作チーズ機及綛機之部（皇糽 2600 年）」『綿

糸紡績標準動作』を参照した（皇糽 2600 年＝昭和 15 年）。 
371 渡邊周『綿絲紡績』下巻，丸善株式会社，1924 年，453 頁。 
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たのかを知ることは出来ない。 

 出来高給制度全体を通じて特徴として挙げられるのは，属人評価が組み込まれている点

である。団体出来高給においては，制度の性格上，総額からの各人の給与を分配する際に

は必ず何らかの分配基準を必要とするため，等級を用いる必然性が認められる。だが，一

般にピースレート制は作業者に生産量の競争によるインセンティブを与え，賃金に短期的

な成果を反映させる仕組みと考えられている。富士紡の場合，個人出来高給の中に全く逆

の，中長期的な評価の蓄積である等級制度を組み込んでいたことに特徴があったと言える

だろう。 

 

3 科学的管理法のインパクト 

(1) 動作研究が賃金制度に齎した変化 

 ここでは廣池文書に残された川崎工場における精紡科と前紡科，二つの請負改正法案を

要約する372。この史料では，小山工場第二工場及び第三工場と川崎第一工場及び第二工場

の前紡科・精紡科から選び出されたプロジェクト・チーム（「優秀工女」）を対象に調査が

行われていたことが分かる。ここで提案された制度は試験的に取り扱われたか373，川崎工

場で限定的に採用されていたと推測される。行文中に明らかになるが，川崎工場では実際

に枕請負（後で説明）が施行されている部署もあった。必ずしも他工場で適用されていな

かったという推測の根拠は，請負改正案の作成には当時のマザー・プラントである小山工

場も協力しているにもかかわらず，昭和 3 年 10 月時点の「労働調査」では精紡・前紡を含

めた何れの科においても等級制が廃されていないことによる374。 

 この改正案の重要な点は，どのように動作・時間研究が利用されていたか，その実態を

知ることが出来ることにある。従来の動作研究に対する評価は，大正 6 年に東洋紡が標準

動作を完成させたことを一つのメルクマールに置いていた。しかし，それ以上に重要なの

は，そうした「標準動作」を前提として，実際にどのように生産性の向上（＝能率増進）

を達成しようとしていたかという点である。動作研究は作業の研究に終わるのではなく，

時間研究と結びついている。すなわち，これらの史料では作業内容別に実際時間・標準時

間，実際出来高・標準出来高が月卖位で計測されていたことが分かるのである。「標準動作

表」は入口に過ぎないのである。「標準」とは直ちに確定されるものではなく，計測を重ね

る中でよい成績が出れば，順次改訂されていくものである。第 2 項の内容を先取りして言

えば，成績向上によるこうした「標準」の確定の難しさが標準原価計算導入のボトル・ネ

ックになっていたのである。 

こうした各プラントの各科レベルのプロジェクト・チームの調査研究は互いに参照され

ていた。1920 年代以降の賃金制度の改良はこうした研究の積み重ねなかで行なわれていた

                                                 
372 「川崎第一工場精紡科請負法改正案並ニ説明書（ペン）」（廣池文書Ⅳ―１―29）および

「第二工場前紡科請負改正案並説明書（ペン）」（廣池文書Ⅳ―１―28）。 
373 前紡科では大正 11 年 4 月に実験が行われた。調査は大正 10 年 12 月 21 日と大正 11 年

5 月 25 日に行われている。 
374 「昭和 3 年 10 月富士紡小山工場の労働調査」『小山町史』第 5 巻，1995 年，229－231

頁。ここでいう「等級が廃されていない」というのは，出来高給の算出式の中に「×等級

率」が入っていることを意味する。 
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と考えられる。ここで取り上げるのは正にその一事例である。 

 こうした事例検討によって，以下の二点について前節の内容の意味を深く理解すること

が出来るだろう。第一に，明治 41 年小山第三工場仕上科の時間研究だけであった事例と比

較して，動作研究の導入によってどのように実際の作業を賃金にフィードバックすること

が出来るようになったのかを明らかにすることが出来る。具体的に言えば，管揚工と糸継

工が協業している精紡科では，両者の関係をどのように賃金の算定式に反映させたかを見

る。また，前紡科においては，同一工程内の複数の機械別の労働者が比較された。その上

で，それぞれの作業負荷と賃金額を対忚するように算定された。すなわち，作業内容に忚

じてどのように賃金算定式を作るかを見ることが出来る。第二に，精紡と前紡という作業

編成の違いによって，団体請負と個人請負の違いを知ることが出来る。 

 

① 精紡科：団体請負制度 

1) 仕事内容 

精紡の仕事内容を確認しよう375。精紡は前工程から供給されてきた篠巻をセットし，篠

巻に巻かれた粗糸を再び機械の中に取り込み（給養作用），目的の番手の糸まで繊維を希薄

にし（牽伸作用），糸に一定の強さを与えるために撚りをかけて（撚捲作用）木管に捲き取

る（成形作用）工程をいう。その際，前工程までに取り除かれなかった塵芥や雑物を取り

除き，管糸を所要の目的に忚じて取扱いやすいようにする。 

精紡科における为要な動作は管揚と糸継である。管揚とは撚捲作用の工程で具体的には

リングに附属するトラヴェラーに糸を通し，撚りを掛けて木管に一定の糸がたまった段階

（満管）で切断する作業のことを言う。これがリング紡績の要となる部分である。糸継は

一連の作業中に切れてしまった糸を継ぐ作業である。この二つの作業の他に，各部の掃除

を行うことも重要な作業であった。糸に混じった塵芥が糸の切れやすさを左右するからで

ある。また，糸の品質にも影響した。 

 

2) 団体請負の欠点 

 精紡工程では団体請負が採用されていた。川崎第一工場精紡科の改正案の要点は，等級

別の団体出来高給制度から，枕工賃（後述）の団体出来高給制度に変更する際に，組内の

糸継工の工賃と管揚工の工賃の間に関係を持たせたことにある。実際の改正案には差別出

来高給の採用や木管並工，棒棉集方の賃金の換算といった細かい論点が入っている。しか

し，ここでは焦点を絞って糸継工と管揚工の関係に注目したいので，その他の論点は捨象

することにする。 

改正案によれば，団体請負の欠点については議論が繰り返し，行われたとして，要点の

みが摘記されている。今，それらを下に整理して並べる。 

 

 1，女工各自の請負等級率は必ずしもその能率を表さず，むしろ勤続を意味している 

                                                 
375 東洋紡績株式會社「打綿機精紡機標準動作」奥田健二・佐々木聡編『日本科学的管理資

料集 第二集図書編第三巻』亓山堂書房，1918 年，森山弘助「輪具系の紡績」『綿・スフ紡

績』ダイヤモンド社，1940 年，宇野米吉『プラット式紡織機解説第亓巻精紡機』工業教育

会，1914 年、渡邊周「精紡」『綿絲紡績』下巻，丸善株式会社，1924 年を参照。 
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 2，各自の所得は等級率に按分されるため，工賃の分配が不公平になり，請負法の性質を

発揮していない 

 3，能率の測定が集団に対して行われるので，個人能率に対する関心が欠如している 

 4，一率当たりの工賃の変動を制限するために姑息な修正が行われやすく，能率を損ねて

固定させている 

 

 こうした欠点は，出来高給そのものの制度的な欠陥（＝管理技術の技術的制約）と外的

な条件によって引き起こされるものとに分けて認識されていた。前節で述べたとおり，団

体出来高給は各人の等級制度によって分配された。この等級率は査定によって決まるから，

能率ではなく，勤続を意味しがちになる。したがって，同じ等級の者は実際の作業能率に

格差があっても，賃金の分配には反映されないことになる（2 の説明）。要するに，分配の

差は査定による等級の差としてしか表れないのである（3 と 2 の説明）。 

ここで注目したいのは 4 の「修正」である。史料には修正について「等率
マ マ

（等級率の意

味）請負ノ弊ヲ認メテ枕請負ニ改正シタル所アルモ他ノ欠点ノ為メニ女工ノ所得不定ニシ

テ女工永続セズ遂ニ再ビ姑息ナル修正ヲ繰返スルニ至リ改正ノ実ヲ揚ゲ得ザリシ例乏シカ

ラザルナリ」と説明されている。 

「枕」とは木管を突き刺す部分（錘：スピンドル）のことである。「等率請負」とは前節

で説明した団体出来高給のことである。団体卖位で給与され，それを各人の等級で分配す

る。川崎工場では「三ヶ月乃至六ヶ月毎ニ昇率セシムル方針」を採っていた。これに対し，

枕請負とは各人の担当する枕数（責任枕数）が定められており，それに忚じて賃金が分配

される。責任枕数は「毎月実際持枕数ト成績トヲ調査シ改正スル」ことによって定められ

ていた。すなわち，毎月，査定されていたのである。 

ここでは女工が所得に変動があることに対して不満を持っていることが分かる。改正案

は作業の評価方法を各人の成績が反映される枕請負に修正してもなお，十分な満足を与え

ることが出来ず，止むを得ず数字の操作が行われていたという。ただし，「姑息ナ修正」が

どのように行われたかは分からない。 

こうした事実から二つの点が指摘できる。第一に，女工は出来高給の性格によって賃金

が動きやすいことに不満を持っていた。ただし，この不満は決して他人との競争関係にお

いて出来高を評価されることを嫌っているわけではない。問題になっているのは技能が異

なる仲間の女工と比較されることではなく，技能が変わらない自分自身の評価が時期によ

って変わることであった。逆に言えば，毎月の生産額に変動があったことが示唆されてい

るのである。第二に，女工の不満を工務係も受け入れざるを得なかったことである。すな

わち，改正案の背景には，管理者と被管理者の両側の問題意識を認めることが出来るので

ある。 

 

3) 日給制度と請負制度の併用 

 こうした女工の不満への対策として考えられた請負制度の改正案には，作業の評価方法

に制度上の欠点があるという観点から説得が試みられていた。すなわち，精紡科における

仕事の種類を直接出来高として計りやすいものとそうでないものの二種類に分け，前者を
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一次労働，後者を二次労働と名付けた。一次労働とは糸継・篠替・台掃除等の体を動かす

ことが多いもので，女工自身が为体的に生産を行う性質のものであったことから为的労働

とされた。二次労働とは運転監視を为とする精神的な性質のもので，機械が中心となって

行うことから従的労働と呼んだ。 

 ただし，この分類には注意が必要である。この分類における「为」と「従」はあくまで

作業内容の为体が人にあるか機械にあるかを基準とするもので，どちらが生産性に寄与し

ていたかを表しているわけではない。第 4 章でも議論したが，この点について繰り返し，

説明しておこう。一次労働とは実際に体を動かす作業である。二次労働は機械の監視であ

る。実はこの史料は「機械ノ計算出来高」を論じていない。しかし，改正案作成者は機械

の出来高が「標準出来高」の設定，延いては「工賃率」決定に重要なことを十分に認識し

ている。機械の調子を見極めることは，実際には体を動かす作業にも影響を与える。女工

はどの場所で糸切れが起こりそうかを予測し，あるいはどの場所で糸切れが起こったかす

ぐに気付くことで，迅速に糸継作業に移り，対忚可能な糸継量を増やすことが出来るだろ

う。こうした監視労働の重要性は卑近な例で言えば，野球の守備に似ている。一方，ファ

インプレーを連発する野手は脚光を浴びやすい。一次労働が優れているからである。名手

はバッテリーの配球と打者の癖を見て，守備位置を変え，いつも正面で打球を処理するた

め，目立たないかもしれない。しかし，彼は二次労働が優れていると言えよう。このよう

に一次労働と二次労働は密接に結びついているのである。改正案作成者もこの点を十二分

に意識していた。そのことは提案内容から知ることが出来る。内容を見ていこう。 

今， N 枕を受け持つ標準女工の労働時間をそれぞれ， 

一次労働時間＝P  

二次労働時間＝M  

 と置き，その卖位時間の賃金率を p 及びm とするならば， 

     10MP  

  故に PM 10  

 1 日十時間の賃金W は一次労働賃金と二次労働賃金の総和になる。故に， 

     mMpPW   

      PmpPW  10  

       mPmpW 10  

 一次労働時間P は持ち枕数に正比例するので，この関係を 

     rNP   

 として表す。r は比例係数であり，枕一本当たりの労働時間を意味する。これを上式に代

入すると， 

       mrNmpW 10  

 に対して，今， 

       Kmpr   
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     Cm 10  

 を代入すれば， 

     CKNW   

を得る。この式は枕数 N に 1 枕工賃K を乗じた請負工賃に日給C を加えて，女工の賃金を

算出している。以上の計算によって，作業の性質上，請負（出来高）のみよりも日給との

併用する方が合理的である事を証明したという見解が示されている。なお，一次労働時間

の賃金率である p の値は動作・時間研究によって決定するとされ，二次労働時間の賃金率

であるm は自然と外的条件によって決まるとされている。また同時に両者の比率も重視さ

れていた。 

請負改正案説明書では従来の問題点として，勤続と能率との間に密接な関係があるとさ

れたために，勤続奨励と個人能率が混同されていたことを指摘している。前節では，明治

40 年代の等級別賃金の規定から，「年（≒勤続年数）」と「功（≒技倆，勤続）」が別のもの

として認識されていることを論じたが，運用上は個人能率（技倆）と勤続が混同されてい

たということであろう。史料では，具体的な対策として勤続による等級制の昇級を行うの

ではなく，日給の昇給によって勤続インセンティブを計るべきであるとし，さらに標準出

来高以上に関しては工賃卖価の割増を行い，奨励金を用いることを提案している。 

 ここにおいて我々は改正案作成者が先ほどの欠点 1 と欠点 4 への対忚策を考えていたこ

とを知ることが出来る。欠点 1 は，等級率が能率を表さず，個人の勤続を表しているとい

う意味であった。この対策が各自の責任枕数を設定する枕請負である。しかし，完全な出

来高給は欠点 4，すなわち所得額の不安定さという問題を伴う。そこで，卖純な同一賃率で

はなく，作業内容を二種類に分けることで，出来高給と定額給を併用するという対策を打

ち出しているのである。出来高給の本来の趣旨を考えれば，重要なのは生産額に忚じて賃

金が変動することである。したがって，変動に関係する労働が「为」とされたのであろう。

しかし，実際の提案内容は「従」の労働を賃金に反映させることであった。こうしたこと

から，改正案作成者も二次労働の重要性を十分に認識していたと推測されるのである。た

だし，日給部分は査定による昇給である。運用上，再び欠点 1 の問題が出てくる可能性が

ある。おそらく，この時点では月々の各種の成績を記録しているため，等級制度による団

体出来高給を採用していた頃よりは，ある程度，客観的な指標に基づいて査定を行えるよ

うになっていたと推測できる。 

 

4) 個人評価の精緻化 

 従来の団体出来高給制度は，個々の作業成績によって個人の所得額が決まるのではなく，

集団の出来高を勤続別の等級によって分配する制度であった。請負改正案では，集団評価

から個人評価へ基盤を変更した上で，組制度を利用した方法を採用している376。精紡科の

仕事は組卖位で行われている点に特徴があるのである。だからこそ，従来も団体出来高給

が採用されていたのである。 

この改正案における精紡科の協業は以下の通りであった。糸継工の仕事は糸継に加えて，

                                                 
376 精紡科における組制度とは，糸継工，管揚工，木管並工，棒棉集方の四種類の職工で構

成される集団を一つの卖位として捉えるものである。 
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篠替え及び台掃除があった。一般の管揚工は管揚の仕事の以外の時間は台掃除と糸継工の

補佐を担当した。糸継の補佐とは篠替え（粗紡糸の交換）であった。また，管揚終了後，

組長は作業監督と機械の監視，助手は裏廻りに居て屑物掃除に当たった。川崎工場では，

年功者・年長者が管揚工を担当する傾向があり，糸継工に欠員が出たときに補助を行う役

目を彼女たちが担わざるを得なかった。糸継工と管揚工が相互代替的でなかったのである

377。 

 改正案では管揚工と糸継工との関係別に三種類の方法が提案されていた。①両者それぞ

れの卖価基準を設けること，②両者に別々の基準（枕数）を設けながら，計算の方法を共

通させること，③管揚杯数を適当な枕数に換算して，全く共通の請負方法を設けること，

であった。請負改正案では③の方法が推奨されていた。理由は以下の通りである。 

 管揚工独自の卖価基準とは管揚杯数（回数）である。これに対し，糸継工の卖価基準と

はリング機毎に異なる枕数である。①の場合，賃金変動の幅が大きくなることが指摘され

ている。たとえば，6 人の管揚工の内から 1 人の欠員が出た場合，もし仕事の量を普遍とす

るならば，1 人当りの所得額は 20％増加することになる。ところで，実際の管揚工が管揚

に従事している時間は 10 時間中 6 時間ほどである。管揚の仕事量の変化によって，賃金全

体が大幅に変動するのはおかしいということになる。つまり，この方法では管揚工の糸継

工を補佐する仕事が組み込まれていない。②では，①とは逆に，管揚が全く出来高に反映

されないため，管揚工 1 人の欠員が出たときに，仕事の量を落とさなかったとしても，20％

増でこなした管揚の仕事が全く評価されないことになる。 

③の両者に共通の基準を設ける方法を考えよう。この方法は管揚工の杯数を糸継工と比

較して適当に定め，一人当たり管揚杯数によって換算率を設定し，糸継工と管揚工のバラ

ンスを保つようにする。 

 管揚工の仕事を管揚と糸継補佐に分けて考える。管揚は 1 回に 24 分（0.4 時間）掛かり，

1 日で 16 杯を標準とする。1 日の労働時間を 10 時間とすると，管揚時間は 6.4 時間となり，

糸継補佐時間はその差の 3.6 時間となる。今，管揚と糸継補佐の卖位時間工賃を 7:3 と仮定

すると， 

標準の 16 杯の時は， 

  6.553164.0107164.0   となり， 

m 杯の時は， 

    306.134.01074.0  mmm となる。 

この時，標準との比率をR とするならば， 

  m
m

R 29.054.0
6.55

306.1



 となる。 

今，糸継工と管揚工の責任枕数を以下のように仮定しよう。このとき，あらかじめ管揚工

                                                 
377 東洋紡の標準動作の中にも，管揚長や管揚工の担当仕事の中には余裕があるときに糸継

工の仕事を補助することが明記されている。東洋紡績株式會社「打綿機精紡機標準動作」

奥田健二・佐々木聡編『日本科学的管理資料集 第二集図書編第三巻』亓山堂書房，1918

年。 
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の責任枕数は低めに設定されている。 

 糸継工の枕数＝1,400（16 人，1 人当たり 87 枕） 

 管揚工の枕数＝810（6 人，1 人当たり 135 枕） 

     計＝2,210 

ここで人数の増減で組全体の仕事量が不変であると仮定すれば，1 枕当たり 0.5 銭のとき組

の工銀総額は 1.10 円になる。 

今，糸継工に 1 人欠員が出たとしよう。糸継工内でこの分を処理する場合，管揚工に影

響は出ない。では，管揚工から 1 人を補充する場合はどうなるだろうか。このとき，1 人分

の 16 杯を 5 人に割り当てると，1 人当たり 3.2 杯増えることになる。管揚工の枕数は 1 人

当たり約 147 本となり，5 人で 735 本に増える。総枕数は 2,135 本となり，1 枕工賃が 0.515

銭に増加する。この場合，管揚工のみの請負の時には当然 20%増加するところを，12％の

増加に抑えることが出来，同時に糸継工の工銀も 3％増加することになる。 

 動作・時間研究は個人毎の評価を与える役割を担っていた。同時に，新しい制度の導入

に当たっては，異なる仕事を担当する職工に公平感を与えることに気が配られたため，集

団評価の中で個人評価を如何に仕事と結びつける形にするかという観点から設計がなされ

たのである。 

 

② 前紡（粗紡）科：個人請負制度 

1) 仕事内容 

 まず，前紡（粗紡）工程の内容を確認しておこう378。粗紡では前工程（練篠工程）で引

き延ばしたスライバーを精紡工程に送るために（粗）糸をボビンに巻く。ボビンに巻かれ

た粗糸のことを篠巻と呼ぶ。この工程はスライバーから精糸を直接紡ぐ機械さえあれば，

省略可能である379。 

この工程では作る糸の細さによって，数段階の粗紡工程が行われる。渡邊周によれば，

10 番手以下の太番には 2 段階，11 番手以上 50 番手までは 3 段階，それ以上の細糸は 4 段

階，200 番手以上の極細糸は 5 段階の工程にそれぞれ分かれていた。それぞれの機械を段階

順に記すと，始紡機・間紡機・練紡機・精錬紡機・極精錬紡機に対忚する。これらを総称

して粗紡機と呼ぶ。ここでの対象となる川崎工場の場合，粗紡工程は始紡・間紡・練紡の

三段階であった。 

 

2) 従来の請負制度の欠点 

 前紡科改正案の特徴は，大正 10 年 11 月に行われた川崎第二工場の数値と小山第二工場

調査及び小山第三工場調査を比較検討していることである。改正案の要点は三つであった。

第一に，勤続日給と出来高給を併用する。第二に，スラビング（始紡）・インター（間紡）・

ロービング（練紡）の作業負荷と賃金を対忚させる。第三に，差別出来高給を入れる。ま

                                                 
378 森滋『紡績』ダイヤモンド社，1949 年，163－172 頁，森山弘助「第六章粗糸を作り上

げる迄の機械」『綿・スフ紡績』ダイヤモンド社，1940 年，渡邊周「粗紡」『綿糸紡績』下

巻，丸善，1924 年を参照。 
379 数段階の内のいくつかを省略した例がハイドラフト精紡である。これについては森山弘

助『綿・スフ紡績』ダイヤモンド社，1940 年，193-195 頁 
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ず，改正案が問題点として指摘していた内容を確認しよう。 

 前紡では基本的には個人請負制度がとられており，一部で 2 人 1 組の団体請負制度が採

られていた。ここでは団体請負制度の精紡科と同じような欠点が指摘されていた。具体的

な内容は以下の二つである。 

 

1，各機各種の請負賃率が適当でないこと（第 2 の要点と対忚） 

2，卖独請負制度（日給制度との併用でない，完全な出来高制度）の弊害 

（第 1 の要点と対忚） 

 

 1 で問題になっていたのは，工程内にある三段階の作業における賃金が作業量と必ずしも

対忚していないということであった。 

第 4 章ではスラビング（始紡）・インター（間紡）には，体格の良い女工が必要であるこ

とを述べた。しかし，川崎工場ではロービング（練紡）の賃金が最も高く，インター・ス

ラビングの順になってしまっていた。大正 10 年 11 月度調の優秀女工の作業及びその賃金

を比較すると表 5－10 のようになる。 

 

表 5－10 「大正 10 年 11 月度川崎工場前紡科優秀工女能率調査」の対象者の成績と性格 

機別 台割 番手 平均ハンク 

1 ハンク工

賃（銭） 所得（銭） 比率 

勤続年

数 

入社前の業

歴 

スラビング 1 人 1 台 0.85  9.1  9.1  82.8  71 1.3  素人 

インター 1 人 1 台 2.24  7.1  11.8  83.8  72 0.9  前紡 2 年 

インター 1 人 1 台 2.06  7.5  11.8  88.5  76 0.9  前紡 2 年 

ロービング 1 人 2 台 7.50  11.6  9.4  109.0  94 1.4  前紡 2，3 年 

ロービング 1 人 2 台 5.80  12.4  9.4  116.6  100 1.4  前紡 2，3 年 

注：残念ながら，優秀工女能率調査表そのものは残されていない。 

出所；「第二工場前紡科請負改正案並説明書（ペン）」（廣池文書Ⅳ―1－28），11，12 枚目よ

り作成 

 

2 は精紡科の 3)で述べたことと同じように，出来高給制度が生産量に連動して賃金額を変動

させるという性格を持っていることである。 

 

3) 改正案 

 改正案の内容は精紡科と同じく，日給制度と請負制度を併用することと請負制度を差別

出来高制度を使った二段階制にすることであった。前紡科と精紡科は管揚と糸継を为な仕

事とする点において共通していた。異なる点は，精紡科が管揚工と糸継工によって分業体

制になっているのに対し，前紡科では基本的に 1 人 1 台か 2 台の機械を担当し，糸継と管

揚の両方の作業を行っていた。したがって，スラビングの職工はスラビングで卖独の個別

出来高給であった。具体的に見てゆこう。 
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能率 

 能率＝E ，1 日規定運転時間＝T ，正味運転時間＝ t，計算ハンク＝H ，実際ハンク＝h

とすると， 

  
T

t

H

h
E   となり， 

E は， tT  ＝1 日延停止時間を計上することによって求めることが出来る。1 日の停止時

間は粗糸継時間と管揚時間の総計で求められる。 

台の糸切れは調子を一定と仮定すると，1 ハンク当たりに比例する。 

まず，糸継について確認しよう。今，比例係数を p と置き，一本糸継に要する時間を 'k と

置けば， 

糸継停止時間＝b ＝ HSpk '   ただし， S 一台の錘数となる  

 次に管揚について確認しよう。 

 今，実際の一錘量をm と置き，篠巻の満管量をM とし，1 日の管揚回数を Dとすれば， 

  
M

m
D   となる。 

 管揚の停止時間は，作業人員一台錘数及び管揚回数に比例する。管揚に要する卖位停止

時間をk とすれば， 

  管揚停止時間＝ kDSd   となる。 

 ∴ bdtT   

   HSpk
M

mkS
tT '  

 然るに，
c

h
m  ， ただし c 実番手 

 ∴ HSpk
cM

khS
tT '   H

T

t
h  を代入すれば， 

   HSpk
cMT

ktHS
tT '  となる。 

 この式を tについて解き，右辺に
T

T
を乗ずれば， 

   
 

cM

kHS
T

HSpkTT
t






'
 となる。この式に

T

t
E  を代入すれば， 

   

cM

kHS
T

HSpkT
E






'
 を得ることが出来る。 

 糸継停止時間＝ HSpkb ' であり，管揚停止時間＝
cM

kHS
d  であるので，前紡機の能率

は規定運転時間より糸継時間を引いたものに規定時間に管揚時間を加えたものを除すこと

によって求めることが出来る。ただし，管揚を 3 人で行う場合は，管揚停止時間は 3 分の
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１になる。 

 改正案においては小山第二工場の優秀女工の成績が理論値として捉えられている。この

数値が小山第二工場での測定値ではないためである。すなわち，糸継時間について，小山

工場の 00062.0'pk から川崎工場の 00085.0'pk に修正して，再計算が行われたのであ

る。一方の小山工場の女工が 10 年のベテランであり，川崎工場の女工よりも熟練している

と考えられたためである（川崎工場については表 5－10 に示してある）。したがって，小山

第二工場の実測値はもっと良かったと考えられる。小山第二工場の値を再計算した結果が

表 5－11 である。 

 

表 5－11 前紡科理論上最高能率（小山工場第二工場の優秀女工の再計算能率） 

機別 スピンドル数 番手 計算ハンク 実際ハンク 能率 

スラビング 100 0.85  13.95 10.6 76 

インター 150 2.24  8.62 7.2 83 

インター 150 2.06  9.14 7.4 81.5 

ロービング 200 7.50  6.53 5.7 88 

ロービング 200 5.80  7.1 6.2 87 

出所；「第二工場前紡科請負改正案並説明書（ペン）」（廣池文書Ⅳ―1－28），18 枚目 

 

小山第二工場の優秀女工の能率と大正 10 年 11 月度川崎工場前紡科優秀工女能率調査の

能率と比較したものが表 5－12 である。 

 

表 5－12 前紡科理論上能率及び実際能率 

機別 番手 
能率比較 ハンク比較 

理論 実際 差 理論 実際 差 

スラビング 0.85  76 65.3 -10.7 10.6 9.1 -1.5 

インター 2.24  83 82.4 -0.6 7.2 7.1 -0.1 

インター 2.06  81.5 82 ＋0.5 7.4 7.5 ＋0.1 

ロービング 7.50  88 89 ＋1.0 5.7 5.8 ＋0.1 

ロービング 5.80  87 87.4 ＋0.4 6.2 6.2 0 

注：理論値は小山第二工場の糸継時間を川崎工場の値で再計算し直したもの。実際値は大正 10

年 11 月川崎工場で測定されたもの 

出所；「第二工場前紡科請負改正案並説明書（ペン）」（廣池文書Ⅳ―1－28），19 枚目 

 

表 5－12 において比較すると，川崎工場ではスラビングのみ尐ないが，その理由は熟練が

足りないためと説明されている。この点は表 5－10 で確認することが出来る。スラビング

は入社前の経験がなく，他は 2 年から 3 年の経験者であった。問題はこれらの三種類の作

業内容と負荷労力が一致しないことである。 

 

労働の比率：作業負荷の比較 
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 以下で使われている小山工場データは第三工場のものである。改正案では小山第二工場

と第三工場の調査結果がほぼ同じものであったと説明されている。 

 労働の比率を測定する際の重要な基準となるのは一次労働（肉体的労働）である。ここ

では三種類の仕事がどれだけの糸の重さを合計で扱ったかが代理指標となる。ただし，労

働は一次労働と二次労働の区別されるので，この二つの比率を設置し，二次労働への従事

時間を一次労働に換算させる。 

 まず，仕事の質を問題にせず，卖純に時間計算だけが行われた。ただし，以下の計算式

の記号は上記の計算式と連続していない。 

今， t 为要労働時間（時）， B 前工程粗糸使用本数， S 一台の錘数， d 管揚回数，

h 計算ハンク，とするならば， 

  t 前工程糸取付時間＋管揚時間＋糸継時間 

  t 前工程粗糸一本当使用時間 B ＋一錘当卖位時間 dS  ＋一錘当卖位時間 hS  

となる。 

 この計算は川崎工場の調査においては行われなかったために，小山第三工場での結果が

代替的に使用されている。今その式と結果を示そう。 

 

スラビング ShSdBt  00047.00061.00187.0  

 インター  ShSdBt  00064.00059.00092.0  

 ロービング ShSdBt  00037.00049.00084.0 （管揚は二人が援助する） 

 

表 5－13 前紡科一次労働時間比較表 

機別 番手 

前工程粗糸使

用本数 管揚回数 一次労働時間 

スラビング 0.85  151 8.63 8.7 

インター 2.24  333 2.82 6.4 

インター 2.06  373 3.15 7.2 

ロービング 7.50  133 1.53 3.1 

ロービング 5.80  188 2.16 4.2 

注：ただし，ロービングも 1 人 1 台，計算である 

出所；「第二工場前紡科請負改正案並説明書（ペン）」（廣池文書Ⅳ―1－28），22 枚目 

 

 次に二次労働を一次労働に換算する。ただし，各種における卖位時間の労働の価値は一

定であると仮定し，労働の価値比率を 7:3（これは記述者の为観である）と仮定する。 

 今， U 労働比率， t 一次労働時間， 't 二次労働時間，  10'ttT 総労働時間と

すれば， 

 ttttU  1037'37  

   tU 430  となる。 
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これを用いて，表 5－13 の数値を換算したものが表 5－14 である。 

 

表 5－14 前紡科労働比率 

機別 番手 台割 一次労働時間 労働比率 

スラビング 0.85  1 人 1 台 8.7 64.8 

インター 2.24  1 人 1 台 6.4 55.6 

インター 2.06  1 人 1 台 7.2 58.8 

ロービング 7.50  1 人 2 台 6.2 54.8 

ロービング 5.80  1 人 2 台 8.4 63.6 

出所；「第二工場前紡科請負改正案並説明書（ペン）」（廣池文書Ⅳ―1－28），26 枚目 

 

 最後にこれらの三種類の仕事の質を組み込まなければならない。今，スラビング及びイ

ンターをほぼ同じと仮定し，インターとロービングを計算例とする。 

 インター2.24 番手の一台廻しとロービング 7.5 番手の二台廻しを比較する。ただし，女

工の体重を 13 貫とする。両者の変数を表に示す。 

 

表 5－15 木管重量算出に必要な変数 

機別 番手 

前工程粗糸 

使用本数 管揚回数 スピンドル数 一錘量（匁） 一次労働時間 

インター 2.24  333 2.82 150 389 6.4 

ロービング 7.50  133 1.53 200 92 6.2 

出所；「第二工場前紡科請負改正案並説明書（ペン）」（廣池文書Ⅳ―1－28），22 枚目 

 

この数値を使って t時間に扱う木管の総数量を計算すると， 

 

 インター  1 5 03 8 93815082.238333  ≒ 100,87 380（匁）， 4.6t ＠ 6.13

（貫） 

 ロービング 3009221320053.1381332  ≒ 900,54 （匁）， 2.6t ＠8.9

（貫） 

 

それぞれの卖位時間当たりの木管量に女工の体重分を足すと（卖位時間の動作で動かす重

量）， 

 インター：ロービング＝ 6.26 ： 9.21 ≒7：5.76≒7：6 

（労働比率の計算を容易にするため数字を 7 に合わせる） 

ロービングとの比率を 7：6 と仮定すれば，労働比率が求められる。今， UitUs  430

と仮定するならば， 

                                                 
380 スラビングの木管斤量とインターの木管斤量が 38 と同じなのは，スラビングとインタ

ーを同じと仮定したためである。逆に，ロービングの式では，38 と 13 と異なっている。 
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上記二式（Ur と UiUs  ）を使い，各台割毎に労働比率を計算すると以下のようになる。 

 

表 5－16 前紡科労働比率表 

機別 番手 台割 一次労働時間 労働比率 百分率 

スラビング 0.85  1 人 1 台 8.7 64.8 133 

インター 2.24  1 人 1 台 6.4 55.6 114 

インター 2.06  1 人 1 台 7.2 58.8 121 

ロービング 7.50  1 人 1 台 6.2 48.6 100 

ロービング 5.80  1 人 2 台 8.4 55.2 113 

出所；「第二工場前紡科請負改正案並説明書（ペン）」（廣池文書Ⅳ―1－28），29 枚目 

 

計算式だけを追っていくと，なぜ，ここで体重が出てくるのかよく分からない。しかし，

本来，インター・スラビングに体格の良い女工が必要であったという事実を重ね合わせる

と，体重は体格のよさをあらわす指標であることが分かる。この点について改正案では「上

労働ノ比率（引用者注：作業負荷の比較）ハ独不十分ノ所或ハ独断的ノ所アランモ如斯問

題ヲ究極的マデ数理的ニ決定スルコトハ不可能ニシテ過程或ハ推定等ニヨリテ解決スルヨ

リ道ナシ」と説明している。当事者にも指標が客観的かどうか，議論の余地があることは

十分，認識されていたのである。要するに，賃金の不均衡という問題が先にあり，それを

解決するために，指標が模索されたと考えてよいだろう。 

 

工賃の設定：小山第三工場賃率との比較を通して 

 1 ハンク工賃が番手に反比例し，錘数に比例するという性質を利用して，小山第三工場の

工賃率を川崎工場の工賃率に換算する。 

 



137 

表 5－17 小山第三工場・川崎工場の工賃比較表 

工場別 小山第三工場 川崎工場 

機別 始紡 間紡 間紡 練紡 練紡 始紡 間紡 間紡 練紡 練紡 

番手 0.85 2.3  2.1  8.0  6.0  0.85  2.3  2.1  8.0  6.0  

錘数 80 114 114 172 148 100 150 150 200 200 

台割 1 人 1 台 1 人 1 台 1 人 1 台 1 人 2 台 1 人 2 台 1 人 1 台 1 人 1 台 1 人 1 台 1 人 2 台 1 人 2 台 

紡出実際番手 0.86 2.38 2.08 7.9 5.9 0.85 2.24 2.06 7.5 5.8 

1 ハンク工賃 9.4 11.4 11.5 8.7 8.8         

引直 1HK 工賃         11.9 15.9 15.3 10.7 12.1 

現行工賃         9.1 11.8 11.8 9.4 9.4 

引直工賃との差           2.8 4.1 3.5 1.3 2.7 

注：始紡・間紡・練紡はそれぞれスラビング・インター・ロービングと同じ。 

  HK はハンクと同じ。それぞれスペースの都合上，略した。 

出所；「第二工場前紡科請負改正案並説明書（ペン）」（廣池文書Ⅳ―1－28），22 枚目 

 

引直工賃と現行工賃との差を見れば，いかに川崎工場においてスラビング・ロービングの

工賃が低かったかが明瞭になる。ただし，先ほども触れたとおり，川崎工場はスラビング

女工がまだ熟練工となっていなかった。一方の小山第三工場のスラビングは 10 年経験のベ

テランであった。今，この違いを捨象して，川崎工場の水準を小山第三工場並に引き上げ

るとすると，次のようになる。 

 スラビング 1 日工賃 14.1269.116.10  （銭） 

これを基準にそれぞれの工賃を表 5－12 の労働比率で換算し直すと，表 5－18 となる。 

 

表 5－18 工賃比較表 

機別 番手 労働比率（百分率） 引直工賃 

スラビング 0.85  133 126 

インター 2.24  114 108 

インター 2.06  121 115 

ロービング 7.50  100 95 

ロービング 5.80  113 103 

出所；「第二工場前紡科請負改正案並説明書（ペン）」（廣池文書Ⅳ―1－28），34 枚目 

 

標準所得の設定 

 ロービングの工賃を減らすことは難しいので，これを水準として標準所得を決定するこ

とになる。その数値は表 5－18 の労働比率と同じになる。以下ではこの標準所得を元に，

定額日給，1 ハンク工賃，1 ハンク奨励金が求められる。 

 1 日の平均所得を仮に 110 銭とすると，勤続日給は二次労働への報酬分であるから全体の

30％になる。定額日給＝33 銭と決定される。 

 今，理論的最高ハンクを揚げた場合の所得＝W ，定額日給＝33，最高ハンク＝H ，1 ハ
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ンク工賃＝ r ，1 ハンク奨励金＝q，奨励金の存在しない場合の 1 ハンク工賃＝R ，標準ハ

ンク＝ H9.0 （最高ハンクの 9 割と仮定する）と置くと， 

  qHrHRH 1.0  

  ∴ qRr 1.0  

ところで，
H

W
R

33
 であるから， q

H

W
r 1.0

33



 となる。すなわち，1 ハンク当た

りの奨励金が決定すれば，1 ハンク当たりの工賃も決定する。 

 今，スラビング・インターの奨励金を 0.1 ハンク毎に 1.5 銭，ロービングの奨励金を 0.1

ハンク毎に 1.0 銭とすれば定める。以下，1 ハンク工賃を求めると表 5－19 となる。 

 

表 5－19 前紡科理論上 1 ハンク工賃（1） 

機別 番手 台割 ハンク 

標準 

所得 定額日給 請負工賃 

奨励金なし

1HK 工賃 奨励金率 1HK 工賃 

スラビング 0.85  1 人 1 台 10.6 133 33 100 9.4 1.5  7.9  

インター 2.24  1 人 1 台 7.2 114 33 81 11.3 1.5  9.8  

インター 2.06  1 人 1 台 7.4 121 33 88 11.9 1.5  10.4  

ロービング 7.50  1 人 2 台 11.4 100 33 67 5.96 1.0  5.0  

ロービング 5.80  1 人 2 台 12.4 113 33 80 6.45 1.0  5.5  

注：HK はハンクと同じ。スペースの都合上，HK にしてある。 

出所；「第二工場前紡科請負改正案並説明書（ペン）」（廣池文書―1－28），41 枚目 

 

表 5－20 は 1 ハンク工賃及び奨励金率を代入して，所得額を再計算したものである。 

 

表 5－20 前紡科理論上 1 ハンク工賃（2） 

機別 番手 

請負工賃 奨励金 

定額日給 合計所得 標準所得 標準ハ

ンク 

1HK 工

賃 所得 

奨励分

ハンク 率 所得 

スラビング 0.85  9.6  7.9  83.8 1.0  1.5  15.0  33 131.8  133 

インター 2.24  9.8  9.8  70.5 0.7  1.5  10.5  33 114.0  114 

インター 2.06  10.4  10.4  77 0.7  1.5  10.5  33 120.5  121 

ロービング 7.50  5.0  5.0  57 0.6  1.0  11.0  33 101.0  100 

ロービング 5.80  5.5  5.5  68.2 1.2  1.0  12.0  33 113.2  113 

出所；「第二工場前紡科請負改正案並説明書（ペン）」（廣池文書―1－28），42 枚目 

 

改正案実施 

 賃金総額を上昇させずに，改正案を実施した場合，スラビング及びインターの賃金が上

昇する一方，ロービングの賃金は下落する。改正案の実施については，奨励金を設けない

方法（賃率＝ R ）と奨励金を設ける方法（賃率＝ qr, ）の両方が実験された。すなわち，

大正 11 年 3 月 26 日から 4 月 10 日までの 16 日間実験が行われた。結果は表 5－21 の通り
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である。 

 

表 5－21 平均 1 日所得比較 

機別 旧方法 奨励金なし 増減（％） 奨励金あり 増減（％） 

スラビング 75.0 94.4 25.9 94.4 25.9 

インター 82.3 96.4 17.0 96.4 17.0 

ロービング 94.0 79.3 -18.5 85.5 -9.0 

平均 87.2 87.1 0.0 90.4 4.0 

出所；「第二工場前紡科請負改正案並説明書（ペン）」（廣池文書Ⅳ―1－28），45 枚目 

 

これによって，奨励金を採用した方がロービングの変動率を抑えられることが分かる。

ただし，それでも 9％減になるので，史料では漸次変更を加えていくとしている。 

 

③ 生産性を向上させるための動作・時間研究：論じられなかった論点 

 川崎工場の精紡科と前紡科で共通して試みられた案は，肉体的な労働である一次労働と

精神的な労働である二次労働を分けて，卖純な卖価制から定額給を併用するものであった。

だが，実際の提案は動作研究を必要とするものであったのだろうか。 

 二つの科で等しく指摘されていた現行制度の問題点は，出来高給の弊害であった。こう

した問題は，動作研究を使うまでもなく，賃金形態の性格で説明できるものである。出来

高給は生産の成果を賃金に連動させる制度である。生産高が変動すれば，自動的に賃金も

変動する。これに比べて，定額給は生産額とは連動せず，査定によって賃金が決まる。賃

金形態論によって解決策を考えるならば，出来高給を定額給に変更すればよい。もちろん，

どちらかを選択せずに，併用するという折衷案によっても，ある程度の改善は期待される。

ここまでの議論であれば，出来高給と定額給の併用を容易に理解できる。 

しかし，実際の精紡科の改正案にはもう一つの複雑な要素が組み込まれていた。すなわ

ち，定額給部分の設置とあわせて，出来高給部分を個人の成績に反映するように枕請負に

変更している。前節で見たように，精紡科が採用していた団体出来高給はもともと，査定

つきの等級によって各人に団体総額を分配する制度であった。然るに，精紡科の改正案は

等級制を廃止し，個人別の枕請負を採用している。枕請負は団体卖位ではなく，個人レベ

ルの作業量を賃金に反映させる制度である。論理的に考えれば，個人の成績によって変動

の幅が大きくなる。実は改正案は二つの矛盾する正反対の性格，すなわち，卖価制と固定

制の両方の欠点を指摘していたのである。こうした問題は団体出来高給に特有の問題であ

る。等級制は査定を前提とする以上，定額給と同じ欠点を持っていたのである。 

実は賃金の種類を二つに分けたことは，等級制において卖一であった査定を，二つに分

割する含意があった。我々はここで改正案では自明のこととして論じられなかった論点，

各人の責任枕数に注目しなければならないである。責任枕数は毎月の成績によって決めら

れていた。すなわち，半年に 1 回の昇給チャンスにのみ反映されていた査定が，枕数を決

めるために，新たに毎月行われることになったのである。定額給の設置は改正点の眼目の

一つとして取り上げられていたのだが，実際には従来の等級を決める査定方法を継続して
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いるという面を持っていたのである。 

 ただし，等級制度を廃するということは，新たに個人間のコンフリクトを生むことにな

るだろう。精紡科では，糸継だけを担当する糸継工と管揚をメインにしながら，糸継を補

助する管揚工が協業していた。改正案では，この間の起こり得べきコンフリクトについて

換算率を設定し共通の枕工賃を採用することで対忚していた。結果的に精紡科の枕請負は

前紡科の個人請負にかなり近づいたのである。 

前紡科の改正案はさらに深い領域にまで踏み込んでいた。工賃と作業の負荷を結び付け

ようとしていたのである。その改正案の根拠となったのが小山工場のパイロット・チーム

の成績であった。テーラーが目指した One best way の考え方は，もっとも効率のよい作業

方法を確定すれば，自動的に最高能率が達成されるというものである。ところが，実際に

はそうした狭義の意味の「標準」作りは難しかった。最高能率と標準作業設定の間に距離

があったからである。熟練による差は残ったのである。しかし，One best way の考え方自

体は実績による最高能率者を使うことで有効に機能していた。すなわち，工務係は優秀女

工をモデル（＝標準）とし，参照基準を得ることによって，自分たちの職場の問題を説得

的に提示することが可能になったのである。 

 その一方で，その根拠となった計算方法自体は，必ずしも説得力を持っているとはいえ

なかった。そのことは当事者自身の感想によっても明らかであった。しかし，実はここに

こそ，逆説的に隠された生産性向上の秘密があると考えられるのである。通常，考えられ

る生産性の向上は数値の改善である。ここで重視したいのは，指標作成すること自体であ

る。そもそも「標準」の確定と作業改良はパラドキシカルな関係にある。作業改良自体は

「標準」を確定するために行われるかもしれない。しかし，不断に作業改良が行われると，

ある時点の「標準」はすぐに陳腐化し，到達すべき「標準」も不断に更新されていく。工

務係は動作・時間研究によって測定された数値を比較し，改良すべき問題の所在を探すこ

とになる。指標作りは問題の特定化なのである。実は精紡科の改正案においても前紡科の

改正案においても，その核心的な部分の数値（換算率，体重を指標にすること）設定の仕

方は多分に为観であり，今後の研究によって改善されるものであった。そうした一時的な

捨てるべき指標こそは，能率向上を促す出来高給の基準を設定するために，動作・時間研

究を利用することによって生み出されるのである。要するに，費用対効果という問題意識

をもって効率的な賃金を模索するということは，その改訂を通じて問題の特定と改善を繰

り返すことであったといえるのである。 

 

(2) 動作・時間研究から標準原価計算へ 

 動作・時間研究はまず，各工場の各工程，さらにその下の職場レベルにおいて調査・研

究が積み重ねられた。そこでは，生産性向上という観点から，工務係によって徹底的な費

用意識が貫かれていた。こうした現場レベルの費用意識は最終的に工場ないし全社レベル

での管理へと集約する試みに向かうことになる。具体的に言えば，標準原価計算である。

しかし，現実には理論どおりの標準原価計算を実施することは出来なかった。ここでは標

準原価計算の導入についての限界とその効果を見ていくことにしよう。 

紡績業における原価計算史の実証研究はほとんどなされていない。同時代的には，標準

原価計算について第二次大戦時の原価統制の研究（実践）から生まれた古典，守屋典郎『紡
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績生産費分析』日本評論社，1948 年，及びそれに先立って大和紡績の永五雅也『紡績標準

原価計算』東洋経済新報社，1941 年があるのみである。標準原価計算以前の原価計算につ

いては大倉義雄『紡績業の会計と其経営』森山書店，1933 年がある。大倉がそのもとにな

った論文を書いたのは昭和 6 年であり，その数年前に紡績会社に勤務して，実務に当って

いた。ただし，大倉の勤務していた会社は職制から考えて，富士紡ではない。 

標準原価計算の重要な鍵は労務費の分析である。これは標準原価の考え方がアメリカの

能率技師たちの努力によって発展してきた歴史を考えれば当然とも言えるだろう381。標準

原価計算確立の時期的なメルクマールと見られるのは，1919 年（大正 8 年）のハリソンの

一連の論文である。しかし，日本に本格的に輸入されたのは数年のタイム・ラグがあった

ようである。紡績については，永五雅也『紡績標準原価計算』の大日本紡績連合会原価計

算専門委員会・連名の「推薦の辞」に「大正末年以来の標準原価計算制度の確立に対する

各社の努力」という記述が見られる382。たしかに，邦語文献としては大正 15 年には国松豊

『科学的管理法綱要』巖松堂書店，378－380 頁において，原価計算の簡卖な説明がなされ

ており，標準原価にも触れられている383。国松は最初の著書が『貸借対照表』であり，会

計学の専門家であった。また，同年の渡部義雄『能率本位原価計算法』では標準原価＝見

積原価という当時，まだ見られた見解を踏襲していた384。しかし，後に『実践原価計算法』

385で標準原価計算の重要性を正面から論じた宇野信三は大正13年アメリカから帰国してお

り386，その後，大正 14 年には大阪能率講習会で「原価計算」の科目も担当しているので387，

既に標準原価の考え方を知っていて，普及活動をしていた可能性も否定できない。 

 富士紡における標準原価計算導入までの過程を示す史料は「綿糸布工場原価計算法修正

試案」である388。この史料によれば，昭和 3 年 1 月に安川豊三を中心とした標準原価調査

                                                 
381 アメリカにおける標準原価計算の歴史については松本雅男『標準原価計算論』国元書房，

1961 年，第 2 章，岡本清『米国標準原価計算発達史』白桃書房，1969 年を参照した。な

お，会計だけでなくより広く科学的管理法を視野に収めた研究に中根敏晴『管理原価計算

の史的研究』同文館，1996 年がある。特に，会計学を基盤にした各種の能率賃金について

の考察は通常の賃金論（ただし，実務家の書いたものは除く）よりも示唆深い。 
382 鐘淵紡績，福島紡績，東洋紡績，大日本紡績および紡績連合会の 5 人の連名（永五雅也

『紡績標準原価計算』東洋経済新報社，1－2 頁）。紡績連合会は守屋典郎である。 
383 これは Lansburgh, Richard Hines, Industrial Management, John Wiley & Sons inc., 

New York, September, 1923, pp. 374-375 を参照したものである。ただし，国松は変動費・

固定費の概念については論じなかった。 
384 渡部義雄『能率本位原価計算法』中外産業調査会，1926 年，125－126 頁。ただし，そ

の改訂版である渡部義雄・渡部寅二『原価計算法綱要』同文館，1930 年，125－126 頁で

はこの箇所が書き改められている。ここでは標準原価＝あるべき正常な原価という概念で

ある。なお，見積原価計算と標準原価計算の異同については松本雅男『標準原価計算論』

国元書房，1961 年，28－31 頁を参照。 
385 宇野信三『実践原価計算法』田口書店・勇林書店，1930 年。 
386 「第一回研究部会報告」『能率研究』第 2 巻第 10 号，1924 年 10 月，300－301 頁では

宇野の講演内容が紹介されている。この記事によると，Taylor System が生産作業から事

務・販売・会計にまで適用範囲が広がっていること，工場管理を構成する基礎内容を標準

化，計画管理，能率的賃銀形態，人事管理として概括的に述べたことが確認できる。 
387 「大阪能率講習会」『能率研究』第 3 巻第 3 号，1925 年 3 月，96 頁。 
388 綿糸原価計算法改正委員「綿糸布工場原価計算法修正試案（昭和 5 年？）」『工銀計算事
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会が設置され，各種の調査を実施したが，標準原価計算を導入するまでに至らなかった。

標準原価計算の導入は昭和 6 年の 1 月か 2 月頃であると考えられる。実務上の事実関係か

ら見ると，標準原価調査会の試みが失敗に帰したのは，直接的には安川の転勤が理由にあ

げられ389，そのために調査が予定通り進まなかったとされている。念のために，その箇所

を引用しておこう。 

 

同調査会ハ工費構成ノ各要素タル各因子ノ標準化ニ就キ個々ノ問題ニ就テ研究調査

ヲ進メテヰクガ中心人物タル安川氏ノ転勤等ノ為メ其調査ハ予定通リ進行セズ且ツ

各工場時間動作研究当時ノ作業段取並ニ成績ハ其後賃率、能率、段取、原棉調合等

ノ変化ニ伴ヒ現実的価値ヲ失ヒ過去ノ貴キ研究記録トシテノ原価ヲ止ムル以外現在

ノ生キタル標準トナスハ妥当ナラズト考ヘラルノモナラズ原価計算手続方法ニ就テ

ハ何等ノ具体案ヲ示サズ、今後同調査会案ヲ実行スルトセバ各工場ニ於テ多数ノ専

門的知識ト体験ヲ有スル人士ノ協力ニ俟タザル限リ確立不可能ナリト思考セラルヲ

以テ右調査会案実行ヲ当該ニ於テ継承スルヲ当分断念シタレドモ 

 

この文章は，標準原価調査会の失敗の原因について安川の転勤をひとつのきっかけとした

ことを指摘しているだけではなく，同調査会の試みが結果的に過去の原価の履歴である歴

史的原価（historical costs）の測定に終わったことを示している。一般に歴史的原価の欠陥

は集計結果が出る前に現実が変化してしまうという点にある390。前項での分析結果を踏ま

えて言えば，こうした失敗は必然的であったと言えよう。 

 実際，「綿糸布工場原価計算法修正試案」に引用された安川の報告書には「機械的ニモ人

的ニモ最高ノ能率ヲ発揮シ作業シ得ルトセバ其結果製糸一梱当リ製造工費ハ理想的最低額

ヲ示スニ至ル、如斯工費ヲ標準工費」という定義が与えられ，エマーソンを代表とする能

率技師たちが測定しようとした標準原価を正に確定しようと試みたことが分かる。しかし，

安川は当面の問題を「当社焦眉ノ急務ハ工場作業成績ヲ一律ニ批判シ得ベキ尺度」の発見

                                                                                                                                               

務須知（他賃金関係書類）』。この史料そのものには日付はないが，その直前の総務部秘書

「経常費費目改訂ノ件（昭和 6 年 3 月 4 日，小山工場長宛）」『工銀計算事務須知（他賃金

関係書類）』には日付があるので，後述する内容とあわせて推測した。なお，織物工場につ

いては「織布改正原価計算法説明記」「織布工場原価計算法」『工銀計算事務須知（他賃金

関係書類）』がある（何れも日付不明）。 
389 安川のような中心人物が転勤したのは，富士紡の代表として労働法調査委員会（日本工

業倶楽部：委員長は内藤久寛）のメンバーに出たためと推測される。内務省社会局は日本

工業倶楽部に工場危害予防及衛生規則案要綱（工場法第 13 条に基づく）対して諮問をして

いた（『危害予防衛生規則関係書類一括』）。安川は卖なる工務係ではなく，労働問題にも明

るかった。『富士の誉れ』によれば，大正 8 年 9 月に第 1 回国際労働大会の労働者代表が問

題になった際，小山工場では県庁の命によつて静岡県労働協議員選定を行った。選出に対

して会社は全く無干渉で，職工による詮衡委員に凡てを一任した。安川は満場一致で選出

され，その後，県下十六工場二鉱山より選出された協議会でも代表になった。この時点で

安川は東亩工業高等学校卒業の工務係出身の調査係で労働問題を真摯に研究していた（九

皐生「小山工場の昨今/労働協議委員に安川氏当選」『富士の誉れ』第 123 号，大正 8 年 9

月 30 日，4 頁）。 
390 この点は岡本清『米国標準原価計算発達史』白桃書房，1969 年，第 1 章第 2 節を参照。 
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におき，「最低工費ノ調査ヲ後日ニ譲リ第二ノ目的タル番手間ノ妥当性」に新しい目標を修

正せざるを得なかったのである。これを実施したのは木村調査課長（名前不明）であった。

木村の試みはおそらく内容から推測すると，「綿糸製造工費計算方法改正ニ就テ」であった

と考えられる391。実務的な面から考えると，安川に比べて木村の場合，調査 1 ヶ月という

不十分な状態ながら，断行した点に成功の要因があるといえよう。 

換算番手の基盤となっているいわゆる等価比率（＝換算率）は，日本の紡績業にとって

原価管理上，重要な考え方であった。なぜなら，日本の紡績業では混棉という独自の手法

が用いられていたためである。等価比率の考え方は科学的管理法と結びつく以前から存在

していたことが東洋紡の事例で確認されている392。ただし，この等価比率への試みが製額

換算比率を表すかどうかは直ちに明らかではない。何れにせよ，これに比べると，富士紡

では種別番手別の製造工費への考え方は遅かったと言えよう。この時点での方法は紡績部

総工費／製品番手×出来梱数（延番手）＝工費＠一番手を一度算出し，これに各番手を乗

ずるというものであった。このような方法に対して「可相成精密ニ調査シ（常識的想像ヲ

加ヘ）コレニヨリテ各番手ニ対ス
．．．．．．

ル換算番手
．．．．．

ヲ算出シ工費計算ノ基礎ト致度此段御協議申

上候（傍点：引用者）」という提案がなされたのである。 

 では，昭和 6 年 3 月実施の「改正原価計算法」はどの点に革新的な点があったのだろう

か。「綿糸布工場原価計算法修正試案」では改正の要旨を次のように説明している。 

 

(イ) 当該製品ノ製造ニ要シタル直接的経費ハ出来得ル限リ精密ニ当該製品ニ負担

セシメタル事 

(ロ) 共通的間接費ハ出来得ル限リ其経費ノ性質ニヨリテ配賦ノ基準ヲ決定シ各工

程別ニ順次製品ニ割賦シタル事 

(ハ) 各工程別ニ工費ヲ算出シ、各製品ノ通達スル部門工費ヲ求メ、部門別ニ各工場

工費ノ高低ヲ比較シ、作業改善ヲ要スル部門ノ発見ニ備ヘ同時ニ現場責任者ノ

責任ヲ明ニシタル事 

(ニ) 特別作業費調ヲ廃シ、之ヲ適当ニ処理シテ、手続上ノ万全ヲ期シ無数ノ手数ヲ

省キタルコト、別紙現行特別作業費目取扱改正ノ件参照 

(ホ) 仕掛物ニ相当工費ヲ負担セシメ仕掛物増減ニ基ヅク工費ノ狂ヒヲ出来得ル限

リ修正シタルコト 

(ヘ) 以上ノ如キ改正ニヨリテ手続上幾分ノ面倒ヲ増シタルモ、ヨリ正確ナル原価ト

                                                 
391 調査課「綿糸製造工費計算方法改正ニ就テ」『工銀計算事務須知（他賃金関係書類）』。

日付が書いていないため，正確な日付は分からないが，前述の経過を踏まえれば，昭和 5

年 3 月に提案，6 月に実施されたと考えられる。 
392 東洋紡の鈴木徳蔵の回想の引用が守屋典郎『紡績生産費分析』日本評論社，1948 年，

31－33 頁にある（原文未見）。これによると，大正 3，4 年に Uniform Price List というイ

ギリスの本を参考にしたという（未見）。鈴木によれば，この本の内容はマンチェスターの

紡績糸が織布業者，染色業者，仕上業者の各段階の加工賃比率のひとつの表を作り，妥当

な工賃形成を目標としていたとのことである。すなわち，工程原価計算の考え方である。

関桂三は大正 10 年頃にこの方法を採用し，これが紡績聨合会に紹介され，広まったとして

いる（関桂三『日本綿業論』東亩大学出版会，1954 年，144－145 頁）。 
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責任ヲ明白ナラシメタル事 

 

もっとも重要な狙いは製品別に原価を算定することにあったと言えよう。このために実

際に作成すべき表とされたのが以下の 11 表であり，そのうち最初の 8 表が原価計算上必要

なもの，残りの 3 表が月末各工場作業成績比較のためのものであった。すなわち， 

 

第一表 （ ）科製品種別工銀仕訳表 

第二表 月度工程調合番手別機械運転錘（台）時間、出来高、製糸比率及能率 

第三表 月度共通間接費工場別仕訳表 

第四表 工程別経費仕訳表 

第亓表 工程別種別経費仕訳表 

第六表 各科製糸換算一梱当工費並ニ仕掛物卖価計算表 

第七表 翌越仕掛物工費調査表 

第八表 月度各科製糸一梱当リ工費並ニ修正一梱当リ工費計算表 

第九表 工程別種別工銀経費十貫目当リ明細表 

第十表 支給工銀明細表 

第十一表 工程別種別工費明細表 

 

作業計算係作成の第二表は「原価計算上ノ基礎トナルノミナラズ工場成績科別比較ノ基礎

トモナルモノ故重要」と位置づけられたが，工程別計算自体は尐なくとも大正 11 年には行

われていたことが確認できる393。したがって，当時から各工場の各工程ごとの比較さえ可

能であった394。小山工場の『職員名簿』で確認すると，計算係の職掌は明治 30 年代から存

在しており，既に工銀計算方も作業計算方も存在していた。さらに職工の所属が工程別で

ある以上，集計も工程毎に行われたと推測することが可能だろう。 

 したがって，変化という意味では重要なのは第一表である。この表作成の基礎となった

のが「職工給料仕訳表」である。「職工給料仕訳表」そのものは残されていないが，原案が

残されている395。なお，この原案に先立って小山・川崎の両工場で調査が行われた。改正

の要点は直接労働費と間接労働費を分けることである。この分類は「平易ニ云ヘバ直接工

トハ台付工ノコトデ、間接工トハ其他ノ職工」であった。小山・川崎工場における調査で

は，直間比率（労務費）が番手によっては 58：42，50：50 になるところがあり，間接工に

は「役付工其ノ他ノ高給者、古参者」が多いため，一人当平均が 3 割以上直接工より高か

った。この点についての感想は以下のようなものである。 

 

一般ニ直接生産者ガ総テノ製品ノ品質、出来高ニ不断ノ関係ヲ有シ作業量、時間最モ

多キニ不拘報酬額尐ク、之ニ反シ間接日給者ガ一般ニ高給デ而モ仕事ガ間接的デ一日

                                                 
393 「紡績会社内規及半期統計集（蒟蒻版）」（廣池文書 IV－1－30），等。廣池文書にこれ

以前の史料がないのは，廣池千英が大正 9 年 9 月から本店勤務になったためである。 
394 「梳綿科『ドローイング』一台当り一日消費比較表」「前紡科『ロービング』一台当り

一日消費比較表」「精紡科『リング』運転壱万錘当り一日消費比較表」（廣池文書Ⅱ－3－47）。 
395 調査課「職工給料仕訳改正法原案」『工銀計算事務須知（他賃金関係書類）』。 
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中ノ正味作業時間四時間以下デアルコトヲ思ヘバ両者報酬制度ノ改正、作業段取ノ改

善、一人当作業量ノ増加而シテ労働費ノ低下ヲ期ス必要ヲ痛感スル 

 

したがって，その解決策は， 

 

直接生産ニ従事スル所謂直接工ノ責任作業量増加、即チ直接工ガ良ク仕事ヲ出来ルダ

ケ沢山スルコトト同時ニ間接的ニ直接生産ヲ補助スル所謂間接工ノ作業段取ノ改善ヲ

促シ出来ル丈ケ小数ノ補助工費デ間ニ合セル様努力スル点 

 

に求められたのである。たしかに，人数構成は不明だが，労務費の直間比率が 50：50 は間

接費が高いと理解されても当然である。しかし，史料によって提案されている方法が認識

された問題の解決策として適当か否かは不明である。認識された問題は，間接工が直接作

業に従事している時間の尐ない点，それにもかかわらず直接工よりも高い賃金を獲得して

いる点の二つである。これに対して，直接工の生産性をあげるということは，間接工の直

接作業を削減することであり，第一の問題点に対して逆ベクトルである。したがって，間

接費の削減への具体的な解決策は，間接工の再直接工化によらなければ，間接工の淘汰に

まで展開せざるを得ないだろう。 

第 4 章で見たように，間接工の過剰については既に明治 40 年代から問題視されていた。

したがって，こうした問題は標準原価計算を入れた時点で初めて現れたり，認識されたわ

けではない。ある程度，昇進に伴う名誉心や定額給における昇給によって監督層のインセ

ンティブ管理をしている以上，当然起こるべき現象というべきなのである。請負の卖価が

高ければ，誰も昇進したがらないからである。したがって，直間比率という論点は，パラ

ドキシカルな性質を抱えた程度問題であり，具体的な数値をどの水準で問題視するか否か

は解釈による。しかし，具体的な数値として労務費の直間比率が現れたことによって，工

場・工程・職場レベルでの比較が可能になり，説得的に人員整理の合理化へ向かう道が開

けたのである。実際に『昭和 7 年下半期小山工場営業報告書』には，「過剰工男ノ淘汰女工

請負賃率ノ整理非世帯为家賃補助ノ廃止」によって合理化を実行したことが述べられてい

る396。この合理化には第 3 章で述べた紡績業の労働者の移動しやすい傾向が利用された。

この点について富士紡の専務取締役であった鹿村美久の説明を聞こう397。 

 

女工は男工より賃銀が安い上に結婚期を境として新陳代謝する、従って低えず低賃金

で済む。そして能率が最もよく挙がる年齢の女工がいつも仕事に当り、相当の年齢過

ぎると次に譲るといふことになる、この変動の過程に妙味が存在するのである。 

 

このような認識のもとで，男工の女工へのリプレイスが進んだ。小山工場では『昭和 9 年

下半期小山工場営業報告書』に「男工作業ノ女工化」という文言が見え，昭和 11 年の好況

                                                 
396 ただし，小山工場では昭和 4 年の深夜業廃止で人員の淘汰が既に行われている。 
397 鹿村美久『日本綿業の優越性』東亩商工会議所，1934 年 7 月，11 頁。 



146 

期の労働力不足398にも，日支事変が始まっても399この傾向が堅持された。こうした「男工

作業ノ女工化」を実践可能にしたのは，これ以前から続いていた動作・時間研究による簡

卖な作業の標準化が進んでいたためである。 

 

4 賃金管理と動作・時間研究の影響の考察 

 

 ここまでは日給と出来高給をそれぞれ別に論じてきた。残念ながら，大正後期から昭和

初期にかけて動作・時間研究の成果を得た後，全体として
．．．．．

賃金制度に対して実際にどのよ

うな改革がなされたのかは分からない。可能性としては，本社（工業部ないし調査部）や

工場（工務係等）のまとまった史料をまだ見ることが出来ていないため，いまだ明らかに

することが出来ていないとも考えられる。しかし，本章での分析結果から推測すると，そ

ういう文書自体がそもそも存在しなかったと考えることができる。ここでは，大正 14 年か

ら数年分の小山工場工銀計算係（この時点では工務係所属）が残した断片的な史料を手掛

かりにしながら，動作・時間研究の影響を中心に賃金管理について考察しておきたい。 

富士紡の場合，動作・時間研究を中心とした科学的管理法を媒介にして，管理体制が転

換したという事実はない。ブレイヴァマンが論点とした作業レベルまでの資本の介入につ

いて言えば400，明治 32 年の田村にせよ，明治 33 年の日比谷にせよ，明治 34 年以後の和田

にせよ，最初から介入している。しかし，それは科学的管理法が入ったことによるのでは

ない。 

 賃金管理に限定してみると，明治 34 年に和田豊治が出来高給制度を導入して以来，一工

場内（あるいは一工程内）において日給と出来高給の二つの異なる原理（評価基準）の賃

金形態が併用されるようになった。日給は出勤や勤続月数
．．

に対する評価と技倆等への評価

が蓄積した結果であった。さらに，個人出来高給には卖価×個数（糸の長さ等）に等級率

が乗じられた。また，団体出来高給におけるチーム内での配賦は，個人毎の評価の蓄積で

ある等級によって行われており，何れも勤続による評価が反映されていた。 

これらを概観すると，それぞれ賃金形態によって，互いを比較する基準はないといえる。

たとえば，具体的に考えると，工程間の比較が出来ないことが指摘できる。たしかに，明

治 41 年には仕上科の賃金の低さが女工の退職率を引き上げていたため，各科の工賃（卖価）

が比較されたことがあった。この事例から二つのことを指摘できる。一つは，卖価の比較

が行われていることである。ただし，これはあくまで個人出来高給間の比較に過ぎない。

しかも，時間当たりの工賃が算出されているだけなので，各科の工賃の多寡の判断は，最

                                                 
398 「前期工男整理ノ後ヲ受ケ益々緊張、（中略）夏期難紡期ニ至リ女工ノ退社激増シ、以

後其補充ニ諸種ノ対策ヲ講ジタルモ本期一七〇名ヲ減ジ」たにもかかわらず「工男ハ転出

其他ニテ十六名ヲ減ジタルモ補充セズ」，在籍者数は男工 456 名，女工 2911 名（『昭和 11

年下半期小山工場営業報告書』）。 
399 「日支事変拡大スルニ伴レ、四十八名ノ中堅工男忚召スルニ及ビテ、非常時意識ヲ高唱

シ」「工男作業濃度ヲ高クシテ補充セズ」，在籍者数は男工 430 名，女工 3209 名（『昭和 12

年下半期小山工場営業報告書』）。 
400 ブレイヴァマン，ハリー（富沢賢治訳）『労働と独占資本』岩波書店，1978 年，第 4 章

の議論が重要である。 
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終的には作業内容を勘案した管理者の为観によるしかなかった。第二に，工賃改定の提案

者は仕上科に問題が起きた時点でこうした比較を試みているのであって，予めこのような

問題が起きないように，比較を用いた賃金管理が行われたわけではないと推測される。こ

の点は，詳細に紹介した大正 11 年の川崎工場における前紡科の事例においてはより明らか

であろう。したがって，日給・個人出来高給・団体出来高給はただそれぞれが並列して存

在しているだけであり，互いに有機的な関係を築いているわけではなかったのである。 

このように各種の賃金形態が有機的に管理されていなかった意味を考察するために，賃

金管理を機能面から考えてみよう。差当り三つをあげることが出来る。第一に費用統制，

第二に動機管理，第三に昇進・昇給管理である。ただし，動機管理はスポット的な労働を

得るためのものに限定しよう。長期的な労働については昇進・昇給管理に含まれる。この

三つのうち，総合的に把握する必要があるのは費用統制と昇進・昇給管理である。言い換

えれば，中央機関（本社ないし工場全体）の管理に関わる領域である。 

動機管理という観点から賃金管理を考えてみよう。動機管理では実際の労働（作業）卖

位での把握が重要になる。作業（仕事）管理は工程（あるいはより細かく作業内の組）ご

とに行われていたと考えてよいだろう。工程間に日常的な作業の関係（連絡）がなければ，

作業という観点から，互いの賃金を関係付ける必然性はない。昭和 3 年の事例では日給工

から請負工への転換において「業務ノ種類、本人ノ経歴、勤怠、仕事振リソノ他諸般ノ事

情」という属人的要素を斟酌して日給を定めるように指示がなされており，その事例ごと

に対忚が行われていたことが分かる。このように考えると，作業と結びついた形での身分

管理も現場レベルで対忚可能であったと捉えてよい。今，動機管理に新たに長期的な視点

を含ませるとしても，昇進ラダーが工程内にあれば，昇進・昇給管理は現場レベルで対忚

することが可能であったと考えられる。 

 問題は工程間の比較が必要になる場合である。仕上科の例のように，工程間の賃金格差

が問題になる事態が頻繁に起こらないのであれば，これを恒常的に把握しておく必要はな

いだろう。では，工程間の比較をする必要はなかったのだろうか。この点では第 2 章で『綿

糸紡績職工事情』から引用した，手当金の標準として出来高給の職工（請負工）にも一定

の等級を付した日給を併用することがあるという記述がヒントとなる。要するに，事務手

続き上，全職工に統一の基準があると便利であるということである。 

『綿糸紡績職工事情』が書かれた明治 30 年代は，日本の紡績業にとって出来高給が採用

され始めた賃金制度の過渡期であり，その移行過程で請負工にも日給を残したところが存

在したと推測される。富士紡の場合，手当支払いのための標準として日給を用いたという

形跡は確認できなかったが，明治 39 年に設定された利益分配の際の賞与金の分配において

はたしかに全工程に共通する基準が必要とされていた。富士紡では大正 9 年の改正によっ

て日給に代替されるまで，賃金による統一した基準ではなく，賞与金分配用の等級制度が

その役割を担っていたのである。したがって，大正 9 年まで富士紡には職工の賃金と賞与

金という報酬制度に二つの流れを併用して運用されていたことになる。大正 9 年の改正で

は賞与金の等級制度が廃止され，賃金によって一本化されたということである。 

等級別賞与制度から日給への移行は何を意味していたのだろうか。大正 14 年の標準日給

の規定を見ると，『綿糸職工事情』が想定していた請負工における工賃と裏日給のような二

重の賃金制度ではなく，卖に出来高給の実収を日給に換算しているだけである。したがっ
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て，この変更で大きく変わるのは，請負工であったと考えてよいだろう。出来高給が採用

されている工程では，基本的に新入工→普通工→役付工のラダーのなかで，普通工だけが

出来高給，新入工と役付工が日給である。等級制度は入社以来の評価の蓄積であり，その

評価が等級にフィードバックされるのは査定時である。したがって，月卖位での成績を直

ちにフィードバックし難いのである。そうすると，賞与等級から標準日給に変更すること

によって，自動的に直近の個人的な（あるいはチームの）成績が反映されることになる。 

紡績職工は 3 年の期間契約から入り，その後，契約を更新していく。したがって，もと

もと長期雇用が想定されていない。しかも，3 年のうち，最初の半年は賞与金は支給されな

いのである（したがって，賞与金に関しては新入工は捨象してよい）。このように 3－5 年

程度の中期的ビジョンを考えると，長期的インセンティブよりも短期的インセンティブを

優先させるという戦術は有効と考えてよいだろう。ただし，それには 3－5 年の雇用が安定

しているという前提が必要である。この条件がなければ，勤続奨励策として一定の条件付

の昇級ないし査定付の昇級の有効性も否定できないと考えられる。大正 14 年の標準給料算

定の規定を見る限り，大正 9 年に賞与金の等級制度が廃されたことは，明治 34 年以来の日

給及び出来高給併用の賃金制度が報酬原理としてその性格を強化されていると見るべきで

あろう。ただし，賞与金分配用の等級の廃止は段階的な移行ではなく，ある条件下におけ

る管理手法の選択であると考えたい。大正 10 年か 11 年ごろに本格的に動作・時間研究が

入ってきたときには既に職場における管理体制は完成されていたのである。 

 では，動作・時間研究は労務管理上，何も変化を齎さなかったと言うべきだろうか。そ

の筓えも否である。その変化は大きく分けて二つと考えられる。第一に，工場（ないしよ

り狭い工程あるいはチーム等を想定して，現場としてもよい）内における管理が精緻化さ

れた。第二に，工場外，特に本社の工業部（ないし調査部）や経理部との関係が密になっ

たことである。 

工場内における管理の精緻化は直接的に動作研究という作業解析の結果によって齎され

たものである。賃金についていえば，出来高で測定できない労働を概念として可視化し，

理論的に保証給の正当性を作った。また，労働負荷も考慮に入れた作業に関連した基準を

設けることによって，同一工程内あるいは工程間の比較を試みていた。このような指標作

りによって，工程や職場ごとの労働者の特徴を踏まえた上で，作業と報酬を対忚させた賃

金の支払い方について試行錯誤できるようになったと考えられる401。むしろ，こうした問

題の発見と解決が繰り返されることによって，テーラーが最終目標である標準作り（one 

best way）は必ずしもうまくいかなかった。標準を作ろうとしても，作業改良が進んでし

まい，標準が直ぐに陳腐化してしまったからである。 

工場外との関係については二つの点が指摘できる。一点目は，本社（工業部）と工場の

連携が重要になったということである。標準作りのための原データは各工場（＝現場）か

ら取得しなければならない。また，そうやって吸い上げた各種データを比較して，標準を

作るヘッドクォーターとして工業部の役割が重要になる。もちろん，動作・時間研究以前

                                                 
401 「請負賃金決定報告表（大正 15 年 3 月 8 日）」『工銀計算関係書類綴』では，合糸科が

「卖独請負方法ヲ廃シ共通請負法トナス」とある。卖独請負方法とは個人出来高給のこと

で，共通請負法とは団体出来高給のことである。 
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からこうした本社と現場の関係は存在したが，作業研究に限定すると，その研究方法が導

入された時点でこの関係が重要な役割を果たすようになったというべきであろう。二点目

は，おそらくこれがもっとも重要な変化だが，原価計算の発展と相俟って，標準原価計算

の成立に寄与することになったことである。 

 富士紡は動作研究については後発のため，あまり適切な事例ではないが，日本における

科学的管理法および原価計算の最先端であった東洋紡では広く知られているように，動

作・時間研究と原価計算研究が元々，別の形でスタートしていた。これに対して，富士紡

では標準原価計算研究チームの最初のトップは工務系の安川豊三であった。富士紡のよう

に純経理の人間ではなく，工務系のエースをトップに据える人事は，富士紡が後発であっ

たため，研究開始時点で既にある程度，原価計算における費用分析と費用分析における作

業研究の関係を知り得た結果と考えても差支えないだろう。 

もちろん，標準原価計算を入れることによって，現場が劇的に変化したということはな

かっただろう。本節の事例においても，問題を発見した工務係や原価計算チームはそれを

急進的に解決することには慎重であったからである。しかし，費用分析は現場で改善すべ

き問題点を発見し，解決策を模索する手段に止まらなかった。予算を掌る経理の観点から

すれば，それまでブラックボックスであった現場の賃金について，客観的な指標をもって

で議論する道が開けたのである。すなわち，それまで継続してきた慣習を効率的という観

点から評価した場合の問題点を，数値という形で指標化した点において画期的であった。

この点について本章ではかなり詳しく精紡と前紡における動作・時間研究を前提とした賃

金改定案を検討した。 

標準原価計算は理論が想定するように，One best way の「標準」を前提として導入され

たわけではなかった。しかし，標準原価計算の導入には二つの大きな意味があったと考え

られる。第一は，指標である。すなわち，直接費と間接費を分けたため，直接工と間接工

の比率を賃金ベースで把握することが出来るようになったのである。こうした改定によっ

ておそらく，従来からあった間接工の余剰の問題を数値の上で確認できるようになった。

第二は，指標が作られたことで，工場と本社の間で客観的な材料をもって議論が出来るよ

うになったと推測されるのである。ただし，この時点においても指標化されたのはあくま

で直間比率というレベルであり，賃金の細かい管理については依然，ブラックボックスで

あったと考えられる。 
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第 6 章 福利厚生の展開 

 

1 問題の所在 

 

 松島静雄は講座派が持っていた封建制の残存という問題意識を引き継ぎつつ，労働社会

学という枞組みを展開させた。松島は「一山一家」「事業一家」等の生活保障機能や古い伝

統的な価値態度を重視し，そこに日本的特質を認めるのである402。当然，そこでは福利厚

生制度が注目される。この議論は日本的経営論の一つの典型である。松島に比べて次の間

宏は，個別制度における商家・步家・職人からの連続性を認めつつ，思想的には近代的な

経営者が外部思想の影響を受けながら，明治末に近代的な管理を定着させたとしている403。

この点について，間のように明治時代に新たに近代の伝統が作られたとする立場を継承し

たのがガロンである404。ガロンは具体的には地方改良運動を重視している。その後，木下

順は協調会の活動を媒介にしながら，労務管理制度に影響を与えた流れとして地方改良運

動を重視している405。 

講座派的な発想を類型化して描くと，資本の論理⇔それ以外の諸制度という捉え方を前

提とし，それ以外の諸制度がどのように展開したかを見ることで，いわゆる「日本的＝半

封建制」を把握しようとしてきた。しかし，この把握の方法には問題点がある。第 2 章で

触れたとおり，経営家族为義，パターナリズム，ヘル・イム・ハウゼ等の形で各国は似た

ような「家」の論理を持っている。したがって，個別制度を「家」という次元において日

本的特質を集約させることは出来ないし，逆に欧米の制度を資本の論理と理念型化して捉

えることも意味をなさない。 

また，外国と比較せず，国内だけで考えてみても，同じ言葉，とりわけ，伝統的な言葉

が用いられる場合，時代背景を考えずにそれを等質的に捉えるべきかどうかという問題が

ある。地方改良運動に対するガロンの評価はこの点で新しい伝統の創出を为張した。地方

改良運動は報徳運動と結びついているのだが，ガロンは二宮尊徳からの連続性よりも，明

治内務官僚が伝統を再発見し，新たに作り出した点を強調しているのである。こうした文

脈を踏まえた上で，本稿で福利厚生制度を捉えるために重視したいのは，新しい思想（管

理理念）を把握することである。 

その際，ただ言説分析をもっては思想を把握するのではなく，理念と実態の関係を捉え

る必要がある。そのためには，前提として管理技術がどのように展開したかを把握しなけ

ればならない。そこで注目するのが福利厚生制度の機能そのものである。そこでも念頭に

置かなければならないのは，社会政策ないし社会（慈善）事業との関係である406。この関

                                                 
402 松島静雄『労務管理の日本的特質と変遷』ダイヤモンド社，1962 年，3－5 頁。 
403 間宏『日本労務管理史研究』ダイヤモンド社，1964 年。 
404 Garon, Sheldon, The State and Labor in Modern Japan, University of California 

Press. Berkeley, 1987. 
405 木下順「日本社会政策史の探求（上）」『国学院経済学』第 44 巻第 1 号，1995 年。 
406 社会政策，社会事業，慈善事業等の定義は補論を参照のこと。実は，肝心の社会政策に

関する学説史が不十分であるため，研究史を前提として議論を進められる段階にはない。

さらに，困ったことに「社会政策」概念の混乱，ないし，大河内説に対する過小評価・過
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係には，管理技術と思想という二つの面における共通性を検討したい。 

福利厚生制度と社会政策（ないし救済政策）及び慈善事業の興味深い符合は明治 3，40

年代という時期における両者の特徴のうちに求められる。この 10 数年は，社会事業史にお

いても転換期，すなわち慈恵的政策から近代的な社会福祉行政（厚生行政 social welfare 

administration）へと移行する時期にあたっており，経営史において近代的な管理が出現し

たとされる時期とほぼ軌を一にしているのである。この点に関連する論点として，地方改

良運動と社会政策，労務管理の関係について木下順が問題意識を持って初めて示唆した。 

しかし，技術的な関係については十分な考証がまだ果たされていない。本稿の考証は木

下論文が残した課題をいくつか解き明かすことになるだろう。一般に，福利厚生と社会福

祉行政ないし社会事業，社会政策の関係があることは古くから知られているが，管理技術

として相互作用を実証的に明らかにしたものは尐ない。特に，経営史研究としてはほとん

どない。 

 

2 生活保証と福利厚生制度 

 

 企業からの生活保証は賃金と福利厚生を併せた報酬という形で与えられる。私は既に富

士紡の賃金制度が生活保証を意図して設計されたわけではないことを，家計調査の結果か

ら論じたことがある407。ただし，同時に現場で作られた賃金の秩序を壊さないように，福

利厚生制度（この場合，米の廉売）が用いられることがあることを論じた。日本全体を見

ても，年功的賃金に生活保証の意図を持たせるようになるのは，尐なくとも大正 6 年の高

野調査以後のことである408。 

 富士紡の職工の家計支援策は明治年間から存在したが，家計そのものを把握するのは大

正年間，特に高野家計調査以後であると考えてよいだろう。第一次世界大戦の勃発による

物価騰貴によって職工の家計が苦しくなり，争議が起こったのを一つのきっかけにしてい

る（大正 6 年の押上工場争議については第 7 章参照）。ここでは家計を最初の起点として生

活保証という観点から福利厚生を検討する。ただし，間接的に住宅費の節約になっている

寄宿舎・社宅・合宿所については卖に金銭上の問題以上に，生活空間における管理という

論点を考える必要があるので，次節で扱うことにしよう。 

 

(1) 生計費調査と家計調査 

 職工の実際の家計について管理者が関心を持つのは大正 6 年である。そのことは現存す

る富士紡に関係する二つの家計調査の実施時期から知られる。すなわち，一つは小山工場

                                                                                                                                               

大評価は広く浸透していることである。この点は補論で詳しく論じる。このような迂遠な

作業を行うのは，講座派的な認識が共有され，その上に大河内説が広く受け入れられてい

るからである。 
407 金子良事「大正中期の富士瓦斯紡績における男工賃金―賃金制度にみる仕事と生活―」

『経営史学』第 39 巻第 4 号，2005 年。 
408 年功賃金論の議論については金子良事「年功賃金論における能率と生活の思想的系譜：戦

時期統制における賃金の議論を手がかりとして」『日本労働研究雑誌』第 560 号，2007 年 2

月，89－95 頁を参照。ただし，大正期の議論は紙幅の都合から充分に説明していない。 
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における加藤弥兵衛「紡績職工の生計費調査」，もう一つは押上工場における「家計調査」

（廣池文書Ⅳ―1－58）である409。ただし，加藤は「職務の余暇にした事」と記しており410，

この調査が自为的に行われたものであることが分かる。 

 加藤弥兵衛は大正 4 年 7 月に富士瓦斯紡績に入社，本店調査部・小山工場事務所庶務係・

小山第三四工場次長・小山第一二工場次長を経て，最終的に小名木川工場長になった翌月

の大正 8 年 7 月に依願解雇になっている411。「紡績職工の生計調査」は大正 6 年 8 月下旪に

技手に調査票を配って調査したものを，加藤が転勤を機に大正 8 年 3 月から 6 月にかけて

まとめたものである。したがって，大正 6 年現在の加藤の勤務地と調査対象の工場が「原

働方の関係で、交通不便の山間に介在する」412という記述から，この調査が小山工場で行

われたとほぼ確定することが出来る。調査数は 200，回収は 151 であり，有効回筓として

利用したものが 98 である。 

もう一つの史料である「家計調査」は 133 枚の原票が残されているだけである。この調

査がどのような目的で行われたのか，あるいは無回筓のものがどれくらいあったのか等，

詳細は定かではない413。ただし，史料そのものとそれ以外の事実からいくつか推定するこ

とは可能である。まず，調査時期は大正 7 年 5 月頃414で，収入は月毎の平均を尋ねたこと

が分かる415。調査場所は，廣池千英自身が押上工場の職工係を務めていたことと，調査対

象の人名のうちの何人かが友愛会押上支部の組合員として活動しており，大正 9 年の争議

にも活躍していることから，同工場であると推測してよいだろう。 

両調査ともに対象は男工である。加藤は「調査の客体」において，家計調査を目的にす

るには一家を形成する職工を対象にするべきであると述べている416。こうした観点から寄

宿女工が対象外とされ，通勤女工・若い独身男工も家計の中に占める位置が従であるとい

う判断からやはり対象外とされた417。調査者の意図は明確である。これに対して押上工場

の家計調査票は独身男工も含まれている。 

加藤は調査方法について，高野博士が東亩市において行った調査に依拠したとしている

                                                 
409 加藤弥兵衛「紡績職工の生計費調査（大正 8 年 6 月）」（廣池文書 II－1－2）。これは「紡

績職工の生計に関する調査」（1－47 頁）と「紡績職工子女と疾病関係」（48－51 頁）に二

部に分かれている。ここで取り扱うのは前者である。また，「家計調査」というのは史料整

理者の櫻五良樹が付けた暫定的な名称である。実際にはこの調査は，家計以外にも宗教や

嗜好といった項目も含まれている。時期は大正 7 年 5 月頃だと推測される。 
410 加藤弥兵衛「紡績職工の生計費調査（大正 8 年 6 月）」（廣池文書 II－1－2），6 頁。 
411 加藤弥兵衛の履歴については『富士の誉れ』第 74，107，120，121 号の辞令欄を参照。 
412 加藤弥兵衛「紡績職工の生計費調査（大正 8 年 6 月）」（廣池文書 II－1－2），30 頁。 
413 この調査が行われた時点の正確な職工の人数は分からないが，「職工収入調」（廣池文書

Ⅳ―1－53）によれば，大正 7 年 5 月の出勤人員は 296 人であり，大正 6 年 11 月の出勤人

員は 351 人である。人数の変動が激しいため正確な推定は難しいが，おそらく全体で 300

人前後と推定することが出来るだろう。 
414 98 枚目に 4 月に書き記したものがある。 
415 調査対象者のなかには収入を半年平均で算出したものもいたが，半年以下の勤務期間を

経ていないものもいた。ここでは一忚，月平均としたが，これは精確ではない。 
416 加藤弥兵衛「紡績職工の生計費調査（大正 8 年 6 月）」（廣池文書 II－1－2），5 頁。 
417 ただし，調査には独身世帯も 6 世帯，含まれている（加藤弥兵衛「紡績職工の生計費調

査（大正 8 年 6 月）」（廣池文書 II－1－2），7 頁）。 
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418。高野岩三郎の「東亩ニ於ケル二十職工家計調査」によって調査事項・調査時期・調査

様式を書いておこう。調査事項は「(1)世帯全員の姓名，世帯为との続柄，性別，年令，配

偶関係，職業，世帯为の住所，(2)世帯の収入及び支出。収入に関しては金額及び種類を，

支出は金額品目に数量を細かく記入。掛け売買の欄も設ける。調査時期は一ヶ月間。調査

様式は家計簿形式で毎日記入する」419。これに対して，押上工場の「家計調査」は項目を

異にしている。まず，工場籍（科名を筓えているものが大半）・姓名・通帳番号420・生年月

日を記し，後は一行ずつ以下の欄を記述するようになっている。すなわち，本籍・現住所・

現在家族・子供（学歴）・同居人の有無・嗜好・宗教・本人収入・其他収入・合計・米代・

副食費・家賃・薪炭費・交際費・小遣・税金・被服費・子供費・医薬費・雑費・合計・収

支差引・負債の有無・貯金の有無・不足額の填補方法である。この欄の一つ一つがどのよ

うな意味を示していたか精確に知ることは不可能である。また，調査対象者であった職工

の記入の仕方にも個人差がある。なお，「家計調査」では家計簿方式を採用していなかった。 

 家計調査が行われた動機は，直接には大正 6 年 7 月の押上工場における賃上要求争議と

推測していいだろう421。加藤自身は第一次大戦による物価騰貴を直接的な動機としてあげ

ており422，争議には触れていない。しかし，富士紡では加藤が調査を行った大正 6 年 8 月

に押上工場争議の結果を受けて，全工場で賃金の 1 割が戦時手当として支給されるように

なった。以って，労務管理の課題として生計費が問題になったことが分かる。同様の問題

は大正 6 年押上工場争議以前から存在していることが確認できる。すなわち，明治 45 年 5

月に小山第二工場の仕上科女工によって技手・滝野平兵衛への反抗，及び物価騰貴にもか

かわらず賃下げ措置が断行されたことに対して賃上げ争議が行われていた423。ただし，生

計費が特定の一つの部署で起こったこととしてではなく，工場ないし会社全体で同時に問

題されたのは，この時期の物価騰貴の影響が大きかったといえるだろう。大正 7 年の押上

工場の「家計調査」は前年の轍を踏まないように予備策が打たれたと考えてよい。 

生計費問題自体は高野岩三郎「東亩ニ於ケル二十職工家計調査」に先立って研究者の問

題意識として存在していた。大正元年の第六回社会政策学会大会は「生計費問題」をテー

                                                 
418 時期から推測すると，高野博士とは高野岩三郎のことで，この調査は「東亩ニ於ケル二

十職工家計調査」のことであると考えられる（高野岩三郎「東亩ニ於ケル二十職工家計調

査」『家計調査と生活研究』光生館，1971 年）。加藤弥兵衛「紡績職工の生計費調査（大正

8 年 6 月）」（廣池文書 II－1－2），5 頁。 
419 高野岩三郎「東亩ニ於ケル二十職工家計調査」『家計調査と生活研究』光生館，1971 年，

93 頁を参照。 
420 工場内では個人データが管理されていた。その通し番号であると考えられる。 
421 当時保土ヶ谷工場長であった朝倉毎人の認識によれば，大正 6 年に頻発した争議は賃上

要求額を物価騰貴においていた点などによって公正性が一般に認められていた。（阿部步司，

大豆生田稔，小風秀雅『朝倉毎人日記第 6 巻』山川出版，1991 年，140 頁）。大正 6 年の

争議を要求別に見ると，争議件数 398 件中 318 件が賃金に関するもので，待遇改善が 12

件，監督者への反抗が 17 件，その他が 51 件であった。なお，押上工場の争議は物価騰貴

による賃金上昇要求であり，職工全員が参加した。（内務省警保局『大正 6 年労働争議概況』

内務省，1918 年？，大正 6 年全体の記述は 8 頁，押上工場の記述は 59 頁をそれぞれ参照）。 
422 加藤弥兵衛「紡績職工の生計費調査（大正 8 年 6 月）」（廣池文書 II－1－2），2－3 頁。 
423 「富士紡女工の賃上げ決議」『小山町史第 4 巻近現代資料編Ⅰ』小山町，1992 年，570

頁。原史料は『静岡県民友新聞』明治 45 年 5 月 4 日，未見。 
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マに行われている。もちろん，高野自身だけでなく社会政策関係の学者ないし官僚，ある

いは社会事業（慈善事業）関係者はそれ以前から生計費調査の必要を認めていたし，周知

のように実際に多数の調査が行われていた。しかし，統計学を踏まえた最初の本格的な家

計調査は，高野による「月島調査」および，事実上のパイロット調査となった「東亩ニ於

ケル二十職工家計調査」である。そして，高野の調査が先駆けとなっていわゆる家計調査

狂時代が拓かれるに至ったのである424。 

 富士紡における二つの家計調査は職工の家計がいかなる状況で赤字になるか把握しただ

けに留まる可能性が高い。というのも，これらの報告書は自社の職工家計の実態を知る上

での資料的な価値はあるのだが，そこから得られた情報は既存の生計費調査の内容と大差

なかったからである。ただし，加藤の生計費調査は謄写版であり，大正 8 年以降には富士

紡の人事担当者には読まれたと推測されるので425，各種施策の参考材料として活用された

可能性は否定できない。しかし，実際に行われた福利厚生制度や賃金制度においてこれら

の生計費調査と直接的な関係を見出せるものは見当たらない。 

富士紡の場合，賃金制度は生計費ないし家計と直接，結びつけて考える必要がない。ま

た，加藤も「近来各紡績会社が種々の施設を以て職工の生活状態の改善を計つて居るから、

賃金のみか職工が会社から受くる全体であるとは云ひ得ないと云ふ事は記憶して置きた

い」と書いており426，年功賃金論のように生活保証について賃金と家計を直ちに結びつけ

るような理解の仕方は避けなければならない。他方で，福利厚生はあくまで付加給付であ

り，生活の糧となるのは賃金であることも当然である。したがって，生活保証という分野

に限っては，賃金と福利厚生諸施策は補完的な関係にあったと考えてよいだろう。この場

合の福利厚生諸施策とは具体的には大正 7 年の米廉売施策であり，購買組合である。 

 ただし，生活保証という観点から，福利厚生ではなく直接，賃金が影響を受ける例も皆

無ではない。既述の大正 6 年 8 月の戦時手当はその一例である。また，昭和 4 年 3 月の深

夜業廃止時には実収賃金が極端に低下しないように考慮された。すなわち，小山工場では

「請負工ハ大体月収ヲ維持スル方針」で営業日数，合理化による生産性向上分を織り込ん

で，請負率の増加が行われた427。しかし，前章で見たように職場における賃金制度は，分

業等の微妙なバランスの上に成立しており，多くの職工はそのバランスとは関係なく，そ

れぞれの実収額を基盤に独自に生計を成立させているのである。したがって，多くの職工

が同時に生計バランスを崩すような状況，たとえば急激な物価上昇や深夜業廃止等が起こ

らなければ，生計費によって賃金に変更を加える管理上の必要性はない。 

                                                 
424 日本における家計調査の歴史としては同時代に高野岩三郎編『本邦社会統計論』改造社，

1933 年における権田保之助「本邦家計調査」および高野岩三郎「跋説」があり（家計調査

狂時代は権田の論文中に使われた言葉で，当該分野では人口に膾炙している），戦後の研究

としては中鉢正美「家計調査と生活研究」『家計調査と生活研究』光生館，1971 年，多田吉

三『日本家計調査研究史』晃洋書房，1989 年がある。家計調査だけでなく，その前史たる

慈恵統計，貧民調査等に目配りした小島勝治「社会事業統計の基礎理論」『統計文化論集Ⅱ』

未来社，1983 年はこの分野の必読文献である。 
425 廣池文書に残された加藤の生計費調査には本店人事廣池様の宛名が書かれている。 
426 加藤弥兵衛「紡績職工の生計費調査（大正 8 年 6 月）」（廣池文書 II－1－2），4 頁。 
427 小山工場工銀計算係「深夜業廃止後ニ於ケル工費支給説明」『工銀計算事務須知（他賃

金関係書類）』。 
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 このように家計調査から二つの事実確認をすることが出来る。第一に，職員のなかに職

工の生計費という観点から賃金を考え始めた者が存在したことが史料によって確認された。

第二に，高野の家計調査に見られるように，社会政策ないし社会事業について，思想的な

側面および技術的な側面から関心が寄せられていたことである。たしかに，これ以前の時

期にも賃金と生活を結びつける議論はあったが，大量観察とその分析という統計学に基づ

く科学的方法によって，生活の必要を根拠に賃金額を問題にすることが出来るようになっ

たのは家計調査以後のことである。この事実はむしろ，賃金論との関係において把握して

おくべきことである。 

 

(2) 扶助・共済制度 

既に述べたように，家計調査は結果自体，新しい知見をもたらすような意外なものでは

なかった。家計調査の内容については別稿で検討したが，赤字の为要な理由は，酒の飲み

過ぎを除けば，病気や冠婚葬祭などの不意の支出であった。常識的に考えれば，こうした

不意の支出への対忚策は，保険原理の適用，すなわち社会保険になるだろう。実際に，富

士紡では操業開始時期からこの制度を持っていた。 

社史によって富士紡における扶助・共済制度を概観すれば428，同社には明治 31 年（工場

が運転開始した年）に既に「職工病傷保険規則」が定められており，職工の賃金から 2％を

保険料として醵出させ，不足分を会社が補助して，疾病・負傷の治療，救助や死亡者の遺

族の扶助を行っていた。明治 39 年，同規則を改正して，共済組合と改称し，職員及び職工

をその組合員となし，傷病者に対する治療費の支給をはじめ，妊娠者の休養手当，病気帰

休者の旅費手当，負傷廃疾者の扶助料，死亡者の遺族扶助料，埋葬料を支給することにし

た。大正 6 年の『富士の誉れ』によれば，富士紡における職工の不慮の災害に対する保証

は，「職工救恤規則」・「職工扶助規則」・「日比谷氏寄贈使用人遺族扶助規則」の三種類の規

定と共済組合が相まって与えられている，とされている429。既に創業当初の定款（明治 29

年 2 月 26 日）第 41 条に利益金の 15 分を「重役以下賞与交際金及救恤金」として分配する

ように定められているから，救恤金を定める規程は創業時から存在したと考えてよい。 

日本に広く社会保険を紹介したのは内務省衛生局技師であった後藤新平である。明治 31

年に後藤は「労働者疾病保険案」を中央衛生会に提出した。富士紡の「職工病傷保険規則」

は後藤の勧めを受けて，この案を試みたものとされている430。富士紡の初代会長であった

富田鉄之助は明治 25，26 年に東亩府知事として中央衛生会委員を務めており，後藤も衛生

局長として同じく中央衛生会委員の職にあった431。明治 26 年 1 月 28 日の後藤の演説とし

                                                 
428 この段落は澤田謙，荻本清蔵『富士紡績株式会社亓十年史』富士紡績株式会社，1947

年，329－330 頁に負っている。 
429 「共済及救恤」『富士の誉れ』第 98 号，大正 6 年 8 月 31 日発行，1－2 頁。 
430 玉木為三郎『明治大正保険史料第二巻第二編』玉木為三郎，1937 年，458 頁。ただし，

職工疾病保険法とされている。原史料は「職工疾病保険の実験」『大阪朝日新聞（明治 31

年 3 月 24 日）』（未見）。なお，窪田静太郎自身の証言により，この法案は後藤の指示で窪

田が起草したことが知られている（窪田静太郎「社会事業と衛生事務」日本社会事業大学

編『窪田静太郎論集』日本社会事業大学，1980 年，282 頁他）。 
431『内務省人事総覧第 1 巻』日本図書センター，1990 年。 
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て『疾病保険法』が残っており432，後藤が同時期から疾病保険について説いていたことが

分かる。民間の共済制度として，佐口卓は鐘紡の共済組合（明治 38 年）を嚆矢としてあげ

ているが433，近藤文二はこの富士紡の制度をもって嚆矢としている434。ただし，窪田静太

郎によると，明治 27 年頃に大阪の紡績会社の関係者が生命病傷保険会社を設け労働者保護

をしていたり，平野紡績・摂津紡績・大阪紡績では職工病傷共済会が設けられていたとい

う先例があった435。こうした同時代の先駆的事例が当事者である政策担当者に認識されて

いたにもかかわらず，富士紡の保険が喧伝されたことの背景には，当時，富士紡が莫大な

資本を集めたことによって大企業としてのブランド・イメージを持っていたため，それを

利用して制度を周知させようとする内務省の政策的意図があったと推測される。 

実際に，富士紡の「職工病傷保険規則」がどれくらい機能していたかは確認できない。『富

士紡営業報告書』にこの規則と関連すると推測される項目が登場するのは第 9 回（明治 33

年上期）である。すなわち，損益計算書の前期繰越金の内訳にある「重役己
ママ

下賞与交際金

及救恤金」という項目である。ただし，どれだけ保険や救恤金が給付されたかは分からな

い。なぜなら，初期（明治 29 年－明治 34 年）の富士紡は赤字経営であり，田村改革の成

果でわずかに明治 32 年下期に 788 円を繰越し，明治 33 年下期には 7,232 円を繰り越した

ものの，明治 34 年上期には再び 95,480 円の赤字を計上していたからである（もっともこ

れには北清事変を原因とした不況の影響が大きい）。 

 明治 39 年の共済組合への改編は利益分配制度導入を契機としている。すなわち，職工賞

与金規則に記されているとおり，定款 34 条には一切の営業費用及び機械原価の 1000 分の

5 の金額を控除した利益金の 5 分を「職工賞与金及び衛生教育救済基金」に充てるように定

められていた436。こうした規程は「重役以下賞与交際金及救恤金（15 分）」が「職工賞与金

及び衛生教育救済基金（5 分）」「職員賞与金及び恩給基金（5 分）」「重役賞与金（5 分）」に

分割されたものと理解してよいだろう437。ここで注目したいのは「救恤金」が「衛生教育

救済基金」と「恩給基金」に名称を変えたことである。今，職員を対象にしていたと推測

される「恩給基金」を除いて考えると，この変化は救貧から，防貧・教化・救貧に多様化

したと捉えることができる。ただし，実際には「救恤金」は共済組合に近い疾病保険にお

                                                 
432 後藤新平『疾病保険法』私家版（柳下訓之助），1893 年。 
433 佐口卓『日本社会保険史』日本評論社，1957 年，29－40 頁。 
434 近藤文二『社会保険』岩波書店，1963 年，318 頁。ただし，佐口も近藤が根拠とした

の富士紡の制度の記事を無視したわけではなく（長文を引用している），実態が分からない

ので留保したのかもしれない（13 頁）。 
435 窪田静太郎「貧民ノ疾病保護ニ就テ」日本社会事業大学編『窪田静太郎論集』日本社会

事業大学，1980 年（原論文は明治 32 年 6 月の『国家学会雑誌』第 13 巻第 148 号）。 
436 「富士瓦斯紡績職工賞与金給与規則」第 2 条。なお，現在，明治 39 年 7 月 14 日第 21

回定時株为総会及臨時株为総会で定款第 34 条の規定が変更された（「富士瓦斯紡績第 22 回

営業報告書（明治 39 年下期）」。 
437 創立当初の定款では「機械償却積金」が利益金の内の 100 分の 15 として計上されてい

たが，改正定款 34 条（明治 39 年 7 月）では，先に「機械原価」の 1000 分の 15 が控除さ

れた上で利益金が算出される。したがって，この三分割は 15 分≠5 分＋5 分＋5 分である

ことに注意せよ。 
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いて既に適用されていたと推測できるから，防貧的機能も明治 39 年以前から含まれていた

と考えてよいだろう。 

 

① 職工救恤規則・職工扶助規則・日比谷氏寄贈使用人遺族扶助規則 

 現在，確認できる最も古い扶助・共済に関する規定は「職工救恤規則」が明治 40 年 1 月

改正のもの，「富士瓦斯紡績共済組合規則（細則）」が明治 40 年 9 月改正のものである438。

その後，「職工救恤規則」・「職工扶助規則」も共済組合と同じく，工場法の改正に伴って尐

なくとも二回改正された。また，このときには「職工規則」も同時に改正されている439。 

 「明治 40 年職工規則」では本人および家族の死傷・災厄・疾病のとき，「職工救恤規則」

によって「救恤」するという規定がある（第 7 条）。「明治 40 年職工救恤規則」では共済組

合の救済を受けてもなお家計困難なものが対象とされており（第 2 条），共済組合に対する

補完的地位が意識されていた。「職工規則（大正 5 年 9 月 27 日改正）」では，家族は除外さ

れ，職工が「職工救恤規則」・「職工扶助規則」・「日比谷氏寄贈使用人遺族扶助規則」によ

って行われるとされている（第 5 条）。 

 「明治 40 年職工救恤規則」の書き込みは，おそらく明治 40 年 3 月 30 日に同規則が追加

改正されたことを示している。救恤金支給の対象者は以下の通りであるが，この規程は大

正年間の「職工救恤規則改正案」まで変化がない。すなわち，①負傷・疾病・老衰其他の

原因で生計困難に陥った者，②共済組合の規定の適用を受けてなお，生計が困難な者，③

10 年以上勤続の男工のうち年齢 50 歳以上，または女工のうち年齢 45 歳以上に達し，病気・

もしくは老衰のため退社，または会社都合で解雇された者，④勤務中死亡した職工の家族

で，共済組合の救助を受けてなお生計が困難な者，⑤予備役・補充兵役在籍の職工で演習

または教育のため召集され，家族が生計に困難な者，⑥職工の家族中，疾病者又は死亡者

があり生計困難に陥った者，⑦職工の夫または妻が病気に罹り死亡した時，⑥の援助に加

えて葬式料を支給，⑧不慮の災厄（家族の負傷，自己保有の家・家財を失ったとき，家財

を失ったとき）によって損失を蒙った者，⑨家計困難のため子女の就学が難しい場合の書

籍・用具代の実費支給，である。 

 このうち，明治 40 年 3 月の追加改正でもっとも重要と考えられるのは③を対象とした救

恤（扶助）方法の変更である。この記述は特に重要と考えられるので，史料では斜線で削

除されている第 3 条と第 4 条を引用しておこう。 

 

第三条 十年以上勤続（中略）解傭スル者ニハ常時ノ賃金年額百分ノ二十ヲ下ラサ

ル範囲ニ於テ相当金額ヲ定メ十亓ヶ年間養老年金ヲ給与ス 

勤続年数十年以上一年ヲ増ス毎ニ百分ノ一ヲ加算シ年金額ヲ定ム但規定ノ

年齢ニ達セサルモ情状ニヨリ詮議ノ上相当年金ヲ給与スルコトアルヘシ 

                                                 
438 「職工救恤規則」「富士瓦斯紡績共済組合規則（細則）」（『現行諸規則類纂』20）。 
439 「職工扶助規則（大正 6 年 1 月）」及び「職工規則（大正 5 年 9 月 27 日改正）」は旧溝

田家文書（横浜開港資料館所蔵），「職工扶助規則改正案（大正 12 年 10 月）」は廣池文書Ⅱ

―2－3，｢職工規則改正案｣は廣池文書Ⅱ―2－4。なお，「職工救恤規則」については旧溝田

家文書の中に残されていないが，「職工救恤規則改正案」（廣池文書Ⅳ―2－56）において現

行法・改正案が上下対照に掲げられているので，これを参照した。 
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第四条 養老年金440ハ本人ノ希望ニヨリ退社ノ時一時ニ給与スルコトアルヘシ 

 

次に，変更条文を示そう。 

 

（第三条） 十年以上勤続ノ男工ハ年令亓十歳女工ハ四十亓才以上達セル職工ニシテ病

気若クハ老衰ノ為メ退社又ハ解傭スル者ハ本人在社中ノ成績ヲ考査シ相当

手当金ヲ支給スル 

（第四条） 前条ニ由リ退社シタル職工ニシテ死亡シタル時ハ在社中ノ成績ニ由リ特ニ

弔慰料ヲ給スルコトアルヘシ但此場合ニ於テハ前右条ノ標準ニ依リ十ヵ年

分ヲ給ス 

 

 最大の変更点は，養老年金という名称が手当金および弔慰料になったことであろう。ま

た，年金給与対象者が一律，規定勤続年数に達した者，さらに規定勤続年数に達しない者

にも情状によって給与対象になる余地があったのに対し，手当金対象者は査定によって差

をつけられることが明示されるようになった。老齢者に対する完全なる慈善救済から功労

者の慰労への変化と理解することができる。では，老齢者についてはどのように理解され

ていたのだろうか。思想的な面を確認しておこう。 

3 回目の改正である「職工救恤規則改正案」で大きく変わったのは，定年制度が含まれて

いることである。この改正案に先駆けて，大正 10 年あたりから，定年制度を採用するに際

して，職工の退職後の保障をどうするかが検討されていた441。「職工救恤規則改正案」の冒

頭には，退職手当金の原則が「永年勤続に対する慰労を以て其本質とし生計の状態，扶養

者の有無等に対する情誼に至りては自ら従たる性質と視すを以て妥当なりとす可し」と記

されており，ここでも明治 40 年 3 月の追加改正で作られた方針が確認されている。 

「職工救恤規則改正案」で検討されているのは，給付を一括にするか，分割にするかで

ある。前者を退職手当金，後者を養老年金と呼んでいる。改正案の結論は，原則として退

職手当金を支払い，希望者には有限年金を支払うとしている。なお，基本的には年金を終

身で支払うべきであるとしながらも，いかに運用するかは一営利会社の職分ではないとし，

有限年金制は一時金であれば有利に処分することができるのに比べて，かえって不親切に

終わることになるとしている。定年制度を設ける理由には「満六拾歳以上の老齢者をして

日常労働に従事せしむるは時節柄兎角論議の種となるを免ぬかれず，されば慈悲を以て之

を雇傭するよりは寧ろ相当手当金を支給して之を解雇する方妥当なりと云ふ可し」という

説明を与えている442。もう一つ，定年制度について考えなければならない点がある。それ

                                                 
440 養老年金は職工に扶養されていた親族にまで支払われていた（第 5 条，ただし明治 43

年 11 月 10 日に削除）。 
441 救恤規則改正案という表題で，退職後の保障についての意見がまとめられている（廣池

文書Ⅳ―2－66）。なお，この史料では大正 9 年の上半期と下半期の数字が使われている。 
442 大正 9 年下半期の職工統計の中に「六十歳以上にして在社せる者工男女を通じて六十七

名を算せるは気の每の至りなり」という記述がある（廣池文書Ⅳ―1－43，6 枚目）。この記

述はこの時期には生計のために 60代以上で働かざるを得ないということを気の每だと思う

価値観があったことを示している。 
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は定年年齢が職工規則改正案では「満亓十歳以上に達したるとき」とされ，救恤規則改正

案から 10 年も縮められているからである。その代わり，「但し第四号（亓十歳定年の規定）

に該当する者と雖も職務上特別の事由あるときは引続き継続せしむることあるべし」とい

う但書きが加えられている。この 10 年短縮の意味を確定することは難しい。一つの可能性

は老齢の解釈にズレがあったということである。50 歳という年齢は「明治 40 年 1 月改正

職工救恤規則」第 3 条及び明治 40 年 3 月追加改正における「男工ハ亓十歳」という規定を

踏襲したと考えられる。このとき，既に引用した箇所から老齢保障が意識されていたこと

は明らかであろう。また，「職工統計」の中で老齢者の表の中に 50 代と 60 歳以上の二つの

世代が計上されている。 

 定年制度に関するこれらの案はおそらく実施されなかったと考えられる。富士紡では職

工に関する定年制度が実施されたことを示す史料は管見の限り，見当たらない。尐なくと

も大正 12年下半期の時点までは 60歳以上の被用者がいた443。老齢者が働くことに対して，

気の每であるという価値観はあったものの，定年制度の実施には結びつかなかったようで

ある。あるいは，大正 13 年以降，導入された可能性はあるが，確認できなかった。 

 なお，「職工扶助規則」は職工負傷時の細かい適用規定である。大正 3 年 11 月から大正 4

年 9 月までの『富士の誉れ』に記載されている三規則による被扶助者の扶助理由を見てみ

よう444。すなわち，老衰による退社が 3 人，病気による退社が 1 人，水害による家財流出

が 2 人，火事による家財喪失が 1 人，実父死亡のため家計困難になったもの 1 人，「日比谷

氏寄贈使用人遺族扶助規則」により扶助を受けた遺族が 2 人，合計で 10 人である。 

 

② 共済組合 

 共済組合に関する規則は明治 40 年 9 月に一回改正され445，その後，大正年間に尐なくと

も二回，改正されたようである。一回目は大正 5 年の工場法施行時（大正 5 年 12 月改正），

二回目は大正 13 年の改正工場法施行時である446。共済組合の目的は傷病・出産・死亡に対

                                                 
443 大正 12 年下半期の職工統計には，60 歳以上の職工が 52 人いる（「職工統計」廣池文書

Ⅳ―1－40，59 枚目）ただし，この数字は震災後の数字であるため，川崎・保土ヶ谷・押

上の各工場は計上されていない（この時点での工場は小山・小名木川・名古屋・岐阜・大

阪・中津・大分である）。念のために，震災前の数字を示せば，大正 11 年上半期には 60 歳

以上職工は 63 名いる。この時点の工場は小山・川崎・押上・小名木川・保土ヶ谷・大分・

中津・名古屋である。 
444 『富士の誉れ』における救恤記事は大正 3 年 11 月 30 日発行号から大正 4 年 9 月 30 日

発行号までほぼ毎号見出すことが出来るが（2 月と 7 月は無い），その後，ほとんどなくな

る。ただし，大正 6 年 6 月 30 日発行の第 96 号の「保土ヶ谷だより」には救恤を受けた者

の地方の家族から礼状があるから，記事の消失は扶助が行われなくなったことを意味する

わけではない。逆に言うと，記事からだけでは救恤がどの程度，実施されていたか推測す

るのは難しい。 
445 「富士瓦斯紡績共済組合規則（明治 40 年 9 月改正）」「富士瓦斯紡績共済組合規則細則

（明治 40 年 9 月改正）」（『現行諸規則類纂』）。以下，「明治 40 年共済組合規則」「明治 40

年共済組合細則」と略す。 
446 大正 5 年のものは「富士瓦斯紡績共済組合規則（大正 5 年 12 月改正）」「富士瓦斯紡績

共済組合細則（大正 5 年 12 月改正）」は旧溝田家文書（横浜開港資料館所蔵），大正 13 年

改正規則・細則は廣池文書Ⅳ―1－38 及びⅣ―1－55 を参照。以下，便宜上，「大正 5 年共



160 

する救済であった。 

 

組合組織 

 共済組合への加入は，職員・職工ともに義務化されていた。ただし，「大正 5 年共済組合

規則」から職員は給料によって制限が設けられていた。すなわち，職員の参加資格は月給

50 円以下であった。また，一端退会した者については再加入を認めていなかった。「共済組

合廣池改正案」では，この制限を廃し，職員中雇員の加入を義務とし，一般社員について

も希望があれば委員会の承認を得て加入することができるように提案されていた。「共済組

合廣池改正案」によれば，このような変更はこの時点で月給 50 円以下の社員は稀で，共済

組合を必要とする者が最初から除外されてしまうためであった。「大正 13 年共済組合規則」

は雇員と社員という区別は設けず，月給 100 円以下の職員の加入を義務づけた。月給 100

円に達した社員に対しても，直ちに資格継続の手続きを行った場合，組合員の資格を保持

できるように定められた。ただし，継続手続きをした場合は任意脱会ができなかった。醵

金額は「大正 5 年共済組合規則」では，職員が毎月月給あるいは日給月給の 60 分の 1，職

工が日給の半日分（請負工は請負日給の半日分），10 年継続醵金でその義務を終了するとさ

れた。「共済組合廣池改正案」においては義務終了年限を 15 年としたが，「大正 13 年共済

組合規則」では 10 年のままであった。 

 共済組合の委員会は本部は委員長 1 名，委員 5 名とされ，「明治 40 年／大正 5 年共済組

合規則」は支部は本部と同人数，「大正 13 年共済組合規則」は委員長 1 名，委員 10 名以上

20 名以内とされていた447。人数の変更は卖に工場が拡大したために，人数を増やしたとい

うことであろう。委員の選出方式は大正 5 年の段階では委員長を社長が指名し，委員長が

さらに委員を指名する形式であったが，「共済組合廣池改正案」「大正 13 年共済組合規則」

の段階では委員の半数の選出が職工内からの選挙に変更されている。「共済組合廣池改正

案」ではこの変更を時勢の変化として説明している。 

 

保証内容 

 組合員は会社施設の病室あるいは指定病院での治療を無料で受けることができた。その

上，「明治 40 年／大正 5 年共済組合規則」では，①病気欠勤 6 日目から従業できないもの

に給料の半額，請負工の場合は請負日給を給与，②会社施設の病室あるいは指定病院に入

院しているものには支給がなかった。これに対し，「共済組合廣池改正案」では，通勤工に

対しては日給の 7 割を支給，寄宿女工には日給の 5 割を支給し，②の入院中の支払いにつ

いても日給の 2 割を支給することに変更するように提案をした。「大正 13 年共済組合規則」

                                                                                                                                               

済組合規則」「大正 5 年共済組合細則」「大正 13 年共済組合規則」「大正 13 年共済組合細則」

とする。なお内容から判断して「大正 13 年共済組合規則」を作成する際の叩き台として廣

池千英が書いたと思われるメモ（改正要点及び理由と改正案）が廣池文書Ⅳ―4－29，1－

26 枚目に残っている。便宜上，このメモを「共済組合廣池改正案」と呼び，これも併せて

参照した。 
447「大正 11 年共済組合事業成績一般（上半期も後半にある）」廣池文書Ⅳ―1－47 では，

工場卖位で計算されていることから，本部とは本店，支部とは工場別のことであると推測

できる。 
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では，①については通勤工と寄宿女工との差を設けず，②については世帯为 2 割・非世帯

为 1 割と区別した。ただし，これらの規定については原則として 3 ヶ月の期限が切られて

おり，在社年数・勤務の成績等によって延長されることがあった。また，病気が重くなり，

帰郷する場合，帰休手当が支払われた。これは「大正 5 年共済組合規則」・「共済組合廣池

改正案」・「大正 13 年共済組合規則」のいずれにおいても，勤続年数によって差が設けられ

ていた。ただし，「大正 13 年共済組合規則」はその区別を尐なくし，金額を大幅に上げた。

傷病に対する救済規定は「大正 5 年共済組合規則」以降は傷病の程度によって，5 段階に分

けられていたが，「共済組合廣池改正案」はこれを廃止した。別に健康保険を制定したため

である。また，傷病者については，「大正 5 年共済組合規則」から一貫して，「自暴自棄争

闘不品行等」の故意の行為によるものに対しては支給しないという一条が入っている。 

 夫を持つ組合員の出産に対する扶助は「明治 40 年／大正 5 年共済組合規則」では日給 3

週間分一括支給であった。「共済組合廣池改正案」では，日給 6 週間分の 7 割を分割支給，

ただし，会社の施設で出産するもの以外に対しては出産時に 10 円を別に支給するというも

のであった。しかし，「大正 13 年共済組合規則」によって実行されたのは，日給 6 週間分

の 6 割を一括支給であり，「共済組合廣池改正案」ほど厚くはならなった。ここで注目した

いのは「共済組合廣池改正案」の改正理由である。第一に，出産時にはまとまった出費が

必要になるから，職工の生活に即した形で支給を行うべきである。第二に，まとめて支給

すると弊害があるとしている点である。このような指摘は，職工の生活パターンにまで職

員が気を配っていることを表している。 

 職工死亡時には葬式料と弔慰金が支給された。「明治 40 年共済組合規則」では一律 15 円

以内・50 円以内であったが，「大正 5 年共済組合規則」では，葬式料と弔慰金はともに勤続

年数（1 年未満，2 年未満，3 年未満，3 年以上）によって差を設けられていた。しかし，「共

済組合廣池改正案」では葬式料に勤続年数で差を設けるのは「面白からず」として，一律

で支払う方法が提案されていた。これに対し，「大正 13 年共済組合規則」では，20 円とい

う下限を設けながら，日給 20 日分として日給に対忚させるようにしていた。弔慰金は「大

正 13 年共済組合規則」において，1 年未満，2 年未満，2 年以上の三段階に段階が省略さ

れた上で増額になった（「共済組合廣池改正案」でも増額自体は提案されていた）。 

 

(3) 購買会による日用品廉売 

 前々項で触れたように，工場では古くから日用品の廉売が行われていた。特に小山工場

は山間にあったため，職工は高い物価で日用品を買うことを余儀なくされ，工場内に物品

供給所を設けていた448。さらに，大正 5 年にはこれを発展させる形で，購買組合が設立さ

れた449。他の工場の購買会がいつ設立されたかは分からないが，大正 3 年 8 月以前にはで

                                                 
448 エス生「小山第三四工場参観記」『富士の誉れ』第 68 号，大正 4 年 2 月 28 日発行，7

－8 頁。 
449 小山町における工場と地域社会の関係を描いた力作に筒五正夫「工場の出現と地域社会

―産業革命期における富士紡績と静岡県小山地域」(1)～(4)，『彦根論叢』第 305 号，『滋賀

大学経済学部研究年報』vol.5，『彦根論叢』第 316 号，第 318 号，1997 年 1 月，1998 年

12 月，1998 年 12 月，1999 年 1 月がある。また，川崎工場については実証的にはやや甘い

が，大門正克「新興工業都市の形成（第 4 章川崎市―新興工業都市の事例研究Ⅰ―の第 1
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きていたようである450。 

 購買会の組織は職員・職工全員で組織されていた。ただし，組織卖位は工場であった。

購買会の業務は日用品の廉売である451。具体的に見ると，押上工場では，穀物，小間物，

菓子，其他の食料品，雑貨，呉服類を扱っていた。ただし，桂の調査によれば，同工場の

所在地が東亩市中にあるため，他に商品を買い求めやすく，他工場に比して活動が活溌で

なかったとしている452。また，保土ヶ谷工場では購買会による廉売以外にも，大正 9 年 12

月から簡易食堂を開き，廉い価格で提供していた453。保土ヶ谷工場の場合，本店を職工通

用門に置きながら，社宅及び寄宿舎に売店を一つずつ置いていた。食堂は本店に置かれた。

押上工場は市中で場所がなかったため，会社は社宅を提供することができなかった。桂の

観察だけではなく，おそらくこうした事情も購買会の活動に影響を与えていたと考えられ

る。 

 購買会の決済方法は押上工場は現金及び金券であったが，小山工場や保土ヶ谷工場は現

金及び掛けであったりして，工場毎に細かい差があった。ただし，押上工場の金券は，毎

月 4 回販売され，代金は賃金支払日に差し引かれたので，実質的には購買会から掛買いす

るようなものであった454。 

 購買会が最も活溌に機能するのは物価上昇期である。特に，第一次世界大戦勃発から米

騒動が起きた大正 7 年までの間である。この物価上昇期の対策に購買会の役割を全面に押

し出したのは保土ヶ谷工場長であった朝倉毎人であった。朝倉は後に以下のように回顧し

ている。前月（大正 7 年 6 月）の米価が一升 25 銭から 52，3 銭へ上昇したのに伴い，その

分を会社が負担し，扶養家族一人につき一日三合の割合で配給することを決定した。偶々，

この日に和田社長が工場に来ており，その趣旨に賛同したため，各工場へこの方法を実施

するように命令を発したという455。大正 7 年 8 月 31 日発行の『富士の誉れ』には，各工場

の購買会を利用するように呼びかける記事が掲載されている456。 

 日用品廉売の意味を考察するためには，工場と近隣地域の関係を視野に入れなければな

らない。まず，基本的に工場の近隣に生活必需品を購入する場所がない場合，会社がこれ

を用意せざるを得ないだろう。卖純に工場の立地条件に伴う問題である。さらに，経済的

な効率の観点から見れば，購買会には規模の経済性を認めることが出来る。ただし，消費

                                                                                                                                               

節）」大石嘉一郎・金沢史男編著『近代日本都市史研究』日本経済評論社，2003 年がある。 
450 保土ヶ谷工場の購買会は明治 44 年に工場拡大のときに作られた（「保土ヶ谷工場通俗衛

生講話会に於ける朝倉工場長の談話概要」『富士の誉れ』第 89 号，大正 5 年 11 月 31 日発

行，5 頁）。 
451 「勿論当地方の小売相場は、購買会の小売相場より高い」（加藤弥兵衛「紡績職工の生

計費調査（大正 8 年 6 月）」（廣池文書 II－1－2），31 頁）。 
452 桂皋「富士瓦斯紡績押上工場労働事情調査報告」大正 10 年 5 月，34－36 頁 
453 廣池千英「大正十年上半期臨時検査報告」廣池文書Ⅳ―2－87，7 枚目。 
454 押上工場については，桂皋「富士瓦斯紡績押上工場労働事情調査報告」大正 10 年 5 月，

36 頁。小山工場・保土ヶ谷工場はそれぞれ「富士瓦斯紡績株式会社小山工場購買会々則，

他」廣池文書Ⅱ―3－5，桂皋「富士瓦斯紡績保土ヶ谷工場労働事情調査報告」55－60 頁。 
455 阿部步司，大豆生田稔，小風秀雅『朝倉毎人日記第 6 巻』山川出版，1991 年，143－144

頁。 
456 「廉米提供の事」『富士の誉れ』第 110 号，大正 7 年 8 月 31 日発行，6 頁。 
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（買い物）はそれ自体が楽しみの場合もあるから，職工がこちらの効用を重視すれば，押

上工場のように購買組合が利用されないこともあるだろう。この論点と関連して起こりう

る問題は，工場近隣地域の商店との競合である。この点については筒五論文が見事に論じ

ている。 

 

3 インフラとしての福利厚生制度 

 

 既に述べたように，福利厚生制度は英米からのソーシャル・ダンピング論への反論とし

て注目されて以来，紡績業関係者からは賃金以外の給付（会社から見た場合，労務費）と

して注目を集めるようになった。簡卖に言うと，低賃金→非人間扱い⇔非人間扱いではな

い→福利厚生施設の充実という構図である。したがって，ここでは賃金との代替関係が強

調されているのである。たしかに，企業全体から見ると，費用という点ではこの二つを同

一視することも出来るだろう。しかし，賃金と福利厚生制度の関係は，労務管理という観

点から見ると，賃金の代替的な機能と担っていると見做すことが出来る福利厚生制度もあ

るが，まったく別の機能を持つもの，ないし両方の性格を持つものが存在する。例えば，

社宅は住宅費という点を強調すれば賃金と代替的な関係だが457，社宅内における管理は全

く別の意味を持っていた。 

 ここでは住居制度，衛生制度，教育制度を一括してインフラとして捉える。これらの諸

制度が果たした金銭的給付以外への意味とは何か，一つずつ検討しよう。 

 

(1) 住居制度 

① 社宅，合宿所，寄宿舎 

 自宅通勤や社宅に入れない地方から出てきた男工は合宿所で寝泊まりしたが458，小山工

場のように数多く男工を抱える工場では，明治 41 年から男工用寄宿舎が用意されていた。

ただし，男工寄宿舎は「寄宿舎ニ収容ス可キモノ新入募集男工ニシテ養成中ノ者ニ限ル」

とされていた。特に会社から指定して，工場周辺地域の合宿所（あるいは卖に民家）に対

して補助費を支払う形式のものを指定合宿制度と呼んだ。小山工場以外でも，修養教育が

発展してくるにつれて，男工の風糽上に影響についても考慮されるようになり，社宅内の

合宿所を作るなどして，寄宿舎に近いものを意識的に作られるようになった459。 

大正 9 年現在，押上工場以外の工場はそれぞれ社宅を有していた。小山工場では明治 40

年 12 月に初めて社宅規則が設けられた。それ以前は家賃を定めただけであったが，社宅の

戸数の増加に伴い，「一定ノ規則ノ下ニ其取扱ノ画一ヲ要」するようになったからである460。

                                                 
457 言うまでもなく，住宅費という機能に限定させたければ，住宅手当を支給すればよい。 
458 「社営男工合宿所建設之件（明治 40 年 8 月 9 日提出）」『稟議書類明治 40 年大正 3 年』。 
459 桂皋「富士瓦斯紡績保土ヶ谷工場労働事情調査報告」大正 10 年 5 月，82 頁では，社宅

内の合宿所を工男寄宿舎と呼び，寄宿男工という区分を設けていないという。しかし，廣

池千英「大正九年下半期臨時検査報告」（廣池文書Ⅳ―2－89）では同じ施設を工男合宿所

と呼んでいる。 
460 「小山工場社宅規則制定の件（明治 40 年 12 月 13 日提出 12 月 17 日決定）」『稟議書類

明治 40 年大正 3 年』。 



164 

社宅規則には調度品の模様替えを禁ずる規則などがあった。ここには，明らかに一方的な

統制による管理という原理を確認することが出来るだろう。こうした管理原理は，後述の

ように修養教育が整備されてくるに伴い，職工および職工家族らの自治組織が作られるこ

とで，統制から自治へと移行していくことになる。 

なお，もう一点，注目すべきことは一家庭から複数の職工を出す家族への優遇措置であ

る。この措置は「良職工」養成としての将来的な工男女の結婚を歓迎する意図があった反

面，切実な問題として家屋不足に対忚して，共棲者奨励の意図があった。 

保土ヶ谷工場でも小山工場からの大量転勤職工を受け入れを機に大規模な社宅を建設し

ている。朝倉は社宅を「職工村」と見立てて，保土ヶ谷工場での社宅政策について「会社

の宿望和田社長の多年の理想」としている461。和田が理想とした「職工村」の具体的なビ

ジョンは分からない。ただし，「職工村」という言葉自体は宇野利右衛門の著作の中で既に

使われていた462。「職工村」という言葉を手掛かりにすれば，何らかの形で外国の影響を受

けているにせよ，日本国内での啓蒙活動を重視すべきであるが，朝倉の自伝草稿では小山

町を「所謂インダストリアル・ビレージ」と外来語で表記しており，また，和田自身が渡

米視察した経験を持っていたことから，直接，外国から影響を受けた可能性も指摘できる463。 

大正 8 年から小山工場に赴任した朝倉は，第 4 章で考証したように，表彰規定を整備し

ていく過程で，この思想に合致するような家族で長期雇用される職工たちにインセンティ

ブを与える制度を作った。それが小山工場の精勤賞である。中身を確認しよう464。 

 

一、一家族中より三人以上出勤し何れも十年以上勤続し居る者 

 二、一家族中より二人以上出勤し何れも十年以上勤続し居る者 

 三、一家族中より亓人以上出勤し衆の模範たるべき者 

 四、二十ヶ年以上の勤続者にして成績良好なる者 

 亓、十亓ヶ年以上の勤続者にして成績良好なる者 

 六、十ヶ年以上の勤続者にして成績良好なる者 

 

後半の規定は勤続奨励を表彰したものだが465，前半の規定は明らかに職工村に定着した者

に対するインセンティブを与えることが意図されていると考えてよいだろう。 

 

                                                 
461 「保土ヶ谷工場通俗衛生講話会に於ける朝倉工場長の談話概要」『富士の誉れ』第 89 号，

大正 5 年 11 月 30 日発行，4 頁。 
462 宇野利右衛門『職工問題資料第弐輯 職工の住居と生活』工業教育会，1913 年，165

頁。宇野の使い方を見ると，特別な用語であるとは考えにくい。 
463 阿部步司・大豆生田稔・小風秀雅編『朝倉毎人日記第六巻』山川出版社，1991 年，147

頁。 
464 「表彰規定」（廣池文書Ⅱ―2－18），2 枚目。 
465 名古屋工場は大正 10 年に設立された工場であるが，規程内に十年以上の勤続者の内成

績良好な者に対するものがあった（富士瓦斯紡績名古屋工場「職工表彰内規（大正 13 年 1

月 31 日）」（廣池文書Ⅱ―2－20），1 枚目）。 
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② 寄宿舎における女工監督 

寄宿舎では女工に対して日常生活の厳しい監督が行われていた466。大正 13 年に沖縄から

川崎工場に出稼ぎに行ったある女工は，契約金を返済するまで外出が禁止されており，そ

のことがつらかったという証言を残している467。 

 厳しい管理が行われたのには，次の理由が考えられる。第一に，第 3 章で確認したよう

に，外出不帰によって雇用契約期間中に逃亡する者がいたため，彼女たちを監督する必要

があった。また，女工の風糽が乱れることによって，郷里の父兄から監督責任を委託され

ていた会社は，当該地における継続的募集に必要な評判を落とさないためにも，この問題

に取り組まざるを得なかったのである。 

たとえば，本店の調査員であった廣池千英は「大正十年上半期臨時検査報告」において，

小名木川工場の寄宿舎について「外出未帰者の多きこと従て外泊，通勤となる工女の多き

こと当寄宿舎の特色ならんか。小寄宿舎として比較的放任为義を採り係員と工女との間の

親密なるは非常に可なるも同時に其弊として外泊，外出，未帰者，通勤志願者の頻出する

は考へものなり。特に通勤となるもの其大部分は結婚なるを以て本人の行末につき慎重の

注意を要す」と記している468。また，「大正九年下半期臨時検査報告」の総括では，寄宿舎

の不良工女と幼年工女に対しては係員が監督・保護し，個性調査を厳重にすることを訴え

ていた469。桂皋の調査報告によれば，日清紡績本店（亀戸）工場・大日本紡績深川工場で

も同じように，女工の妊娠を問題としている。ただし，これらの場合，私生児が多いとし

ながらも，正式に結婚する場合もあるとしている470。なお，保土ヶ谷工場の労働事情調査

報告には，風糽について上記二工場と同じであると記されている471。また，押上工場の労

働事情調査報告にも「風糽は相当に紊乱せる」と記されている472。小山第三四亓工場の新

                                                 
466 たとえば，食事は寄宿女工と通勤女工・男工で分けられていた（桂皋「富士瓦斯紡績保

土ヶ谷工場労働事情調査報告」大正 10 年 5 月，84 頁。ただし，他工場も同じであった）。

また，通常は浴場も寄宿舎内に設けられていた。大正 9 年の臨時検査報告においては小名

木川工場の寄宿浴場を通勤女工に開放していたことに対し「必要に迫られて秩序並に風糽

問題を犠牲に供せるものと云ふ可し 已むえざる現在としては厳重の注意を要す」と評価

している（「大正九年下半期臨時検査報告」廣池文書Ⅳ―2－89，3 枚目）。ただし，食事に

ついては給仕管理の都合かもしれない。 
467 福地曠昭編『沖縄女工哀史』那覇出版社，1985 年の第 2 章は沖縄出身の女工のインタ

ビューをした貴重な記録である。富士紡に出稼ぎに行った 5 人の証言がある。これはその

中の一人の証言である（83－84 頁）。ただし，地方出身の工女は一般的に言語・風俗・習慣

が全く異なっていた（形影生「保土ヶ谷工場処女会発会式の概況」『富士の誉れ』第 127 号，

大正 9 年 1 月 31 日発行，7 頁）。なお，第 3 章で見たとおり，沖縄は大正中期には新興の

募集地であったので，その分，疎外感が強かったことは予想される。同じように新興の募

集地出身の高知・北海道出身の女工が疎外感を持っていた。 
468 廣池千英「大正十年上半期臨時検査報告」（廣池文書Ⅳ―2－87），14 枚目。 
469 廣池千英「大正九年下半期臨時検査報告」（廣池文書Ⅳ―2－89），68 枚目。 
470 桂皋「日清紡績株式会社本店工場労働事情調査報告」大正 10 年 5 月，82－83 頁，「大

日本紡績株式会社深川工場労働事情調査報告」大正 10 年 5 月，73－74 頁（大原社会問題

研究所所蔵）。 
471 桂皋「富士瓦斯紡績保土ヶ谷工場労働事情調査報告」大正 10 年 5 月，133 頁。 
472 桂皋「富士瓦斯紡績押上工場労働事情調査報告」大正 10 年 5 月，67 頁。押上工場は職

工の希望に基づいて女学校を作ったほどの工場で教育が不充分であったわけではない。大
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入工心得では「入舎後二三ヶ月の間は周囲の事情もわからず不良の輩に欺かるゝことあり

てはならぬ故可成卖独外出を許さぬこと、右の日数を経て土地の事情にも慣れ種々の誘惑

をも自分で避け得る様になりて工場の勤務成績も良く品行も善き者は任意に休業日外出を

許す，故なく帰舎の門限に遅れ又は無断に外泊したる者は事情に依りその以後幾回か外出

を差止めることあり」とされていた473。 

 寄宿女工は地方出身者が多い。この特徴が与える肯定的な側面としては，川崎工場の盆

踊りでは秋田・大阪・栃木・鹿児島・富山とそれぞれの地元の踊りが行われ，地方文化の

共演を味わい得たことを挙げることができる474。また，否定的な側面としては，地方出身

者の中には工場生活に馴染めない者もあり，早期で退社する者や満期期間を心待ちにする

者もいたことがあげられる475。 

地方出身者をいかに寄宿生活に慣れさせるかは寄宿係・世話係・職工係などの諸係員の

人格に掛かっていた。たとえば，職工は寄宿女工や男工も含めて，講話をする係員を先生

と呼んでいた476。この時代の師弟関係という（社会的な）身分関係では教える側の権威が

強かった。ここではその傍証として職工が講話の感想において「御先生様」と記している

例をあげておこう477。 

このような関係においては，上に立つ人物の性質によって，寄宿女工の管理内容が決定

される。たとえば，川崎工場では逃亡女工に対してみんなの前での体罰が行われ，女工に

恐怖を与える場合もあった478。逆に，前述の講話を行った係員のように，感謝される場合

もあった。また，寄宿舎を管理する上で，女工の日常生活において密接に関わる世話係や

室長の役割も同じように大きい。このため，工場毎に様々な対策が立てられた。たとえば，

各工場で世話係会が開かれ，押上工場や川崎工場などでは室長講習会が開かれ479，小名木

                                                                                                                                               

正 11 年 11 月には小学校・女学校の在籍者数はそれぞれ 233 名，348 名（在舎数 1,354 名）

であった。廣池は「寄宿舎方面ノ教育ニツキテハ流石ニ当会社第一ノ名実ヲ備ヘオレリ」

と評価している（廣池千英「大正十一年下半期臨時検査報告」廣池文書Ⅳ―2－80，4 枚目）。 
473 「新に寄宿に入舎した人の心得に就きて」『富士の誉れ』第 101 号，大正 6 年 11 月 31

日発行，4 頁。ただし，『富士の誉れ』が郷里に送られることを考えれば，幾分，割り引い

て読む必要がある。 
474 「川崎工場便」『富士の誉れ』第 110 号，大正 7 年 8 月 31 日発行，5 頁。なお，川崎工

場では後に秋田県人会が結成されている（「川崎だより秋田県人会」『富士の誉れ』第 132

号，大正 9 年 6 月 30 日発行，5 頁）。その後，この種の県人会はそれぞれ各工場で結成さ

れている。 
475 福地曠昭編『沖縄女工哀史』那覇出版社，1985 年，97－98 頁。新入工教育の講話感想

で地方から出てきたことの心細さを語る者が多かった。 
476 廣池千英は「工女ノ指導ニツキテハ 先第一ニ世話係ヲシテホトンド係員ヲ信仰セシム

ルコトヲ要ス」と記している（「大正九年下半期臨時検査報告」廣池文書Ⅳ―2－89，67 枚

目）。 
477 「養成職工訓話の実際案」『富士の誉れ』第 102 号，大正 6 年 12 月 31 日発行，3 頁。

この表現を用いたのは男工である。ただし，普通には先生と用いている場合が多い。 
478 福地曠昭編『沖縄女工哀史』那覇出版社，1985 年，85 頁。 
479 廣池千英「大正十年上半期臨時検査報告」（廣池文書Ⅳ―2－87），4 枚目及び「大正九

年下半期臨時検査報告」（廣池文書Ⅳ―2－89），19 枚目。なお押上工場の室長講習会につ

いての詳しい内容は「押上通信」『富士の誉れ』第 143 号，大正 10 年 5 月 31 日，6 頁，川

崎工場の室長講習会については「川崎工場だより」『富士の誉れ』第 140 号，大正 10 年 2
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川工場では世話係を他工場へ派遣するという試みがなされていた480。これらの状況は調査

部によって監査役に報告されていたのである481。 

 富士紡に限らず，紡績業の寄宿管理については非難が加えられてきた。たしかに，監督

者である係員（寄宿舎世話係や職工係）や室長の人格によって，女工たちは酷い仕打ちを

加えられる可能性があった。実際，上で取り上げたような事例もあった。しかし，地方の

父兄から 10 代の息女を預かる工場が，たとえ就業機会の継続性を確保するための行動であ

ったとしても，教育上の配慮から管理を強める方針を採っていたと考えれば，それに対し

てただ非難を加えるのは一方的であろう。 

 日常的な寄宿舎管理において統制ないし自治の何れに重点が置かれていたかは，室長や

担当職員の権限に掛かっていた以上，個別事例ごとに異なっていたと推測される482。した

がって，一般化するのは難しいだろう。寄宿女工にとっては，第 4 章において男女別の職

工のキャリアで注目したように，寄宿舎での生活は重要な評価対象であった。おそらく，

数量的な側面から考えても，役付工以上に室長は多かっただろう。彼女たちは寄宿舎生活

においては重要な管理者であったのである。後に見るように，室長クラスあるいは処女会

活動を行う女工が半ば自治的な活動をしていたことはたしかである。しかし，彼女たちが

自治的な原理のみで管理されていたと断言できる証拠はない。一方的な統制原理の中に，

尐しずつ，自治原理も利用されるようになったと捉えておこう。 

 

③ 慰安 

紡績業では職工に対する慰安が一般的に行われていた。しかし，その内容は寄宿工女に

重きが置かれ，男工は従的な役割であった483。こうした事実は端的に，職工に対する慰安

が募集戦略の必要から充実化して行ったことを示唆している。細五和喜蔵はこうした「工

場の職工待遇方針」を「女尊男卑为義」と評した484。たとえば，保土ヶ谷工場では新入工

に対して入社時に横浜市遊覧が行われた485。男工に対する慰安は大正期に入ってからよう

                                                                                                                                               

月 28 日発行，4-5 頁を参照。また，保土ヶ谷工場では世話係講習会も開かれた（土筆生「保

土ヶ谷ダヨリ」『富士の誉れ』第 125 号，大正 8 年 11 月 31 日発行，8 頁）。 
480 廣池千英「臨時検査報告（大正 11 年 9 月 25 日）」（廣池文書Ⅳ―2－79），2 枚目。ただ

し，工場間の世話係交換は既に大正 9 年に提案されている（廣池千英「大正九年下半期臨

時検査報告」（廣池文書Ⅳ―2－89），67 枚目）。 
481 大正 9・10 年は和田社長にも宛てられている。 
482 第 7 章で見る大正 9 年押上工場争議のときには，強制的な監督に反対した職員が辞職し

ており，時には職員間で管理方針に違いがあったと考えられる。 
483 保土ヶ谷工場では大正 4 年の糽元節以来，男工懇和会を開くようになった。その第一回

目の報告記事を書いた製綿科の男工がこのような感想を残している（ＫＨ生「保土ヶ谷工

場懇和会の記」『富士の誉れ』第 68 号，大正 4 年 2 月 28 日発行，6 頁）。 
484 細五和喜蔵『女工哀史』改造社，1925 年，348 頁。 
485 大正 4 年 8 月 26 日に行われた新入工歓迎の催しは，係員が新入工 30 余名を引率して，

工場附近を散策しただけであったが（土筆生「保土ヶ谷たより」『富士の誉れ』第 75 号，

大正 4 年 9 月 30 日発行，4 頁），大正 4 年 12 月 4 日には世話係が新入工 65 名を引率し，

横浜市内見物に出掛けている（土筆生「保土ヶ谷たより」『富士の誉れ』第 78 号，大正 4

年 12 月 31 日発行，2 頁）。 
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やく試みられるようになった486。 

 慰安は年間行事として，1 年の休日を利用して，年末年始（新年会・忘年会）・糽元節（2

月 11 日）・神步祭487（4 月 3 日）盂蘭盆488（納涼会，7 月）・天長節（大正期は 10 月 31 日，

この日に起業祭が開かれた）に執り行われていた。特に，10 月の天長節と 4 月の神步祭に

は寄宿女工だけでなく男工も含めた大運動会が催された。寄宿女工を対象とした行事は工

場毎に行われており，季節毎に節分，雛祭，花見（4 月）海水浴（7・8 月），クリスマス祭

といった形で催された。また，季節とは関係なく，慰安旅行（≒遠足），活動写真，新劇・

旧劇・浪花節の観劇（劇団を呼ぶ）などを愉しむ催しが開かれた。 

慰安旅行については，上級職工に対してのみ行われるものもあった489。また，しばしば

宗教家・教育家・地方官庁の役人などの名士が招待され講演会（当時の言葉で講話会）が

開かれた。こうした催しは「教化」施策の一環であったが，職工からも喜ばれており，慰

安・娯楽という側面を持っていたのである。 

工場で行われていた慰安の内容を見ると，当時の娯楽がほとんど網羅されている。東亩

市内の押上やその近所の小名木川の場合，代替的な娯楽を探すことも出来た可能性もある

が，山間部では工場以外では経験できなかっただろう。特に，著名人の講演については教

育効果もあるが，そもそも富士紡の重役の人的ネットワーク，ないし富士紡という会社が

持つ社会的信用によって可能であった側面もあり，個人では必ずしも体験できなかった性

質のものである。 

慰安に力を入れた理由は，厳しい監督を行う一方，娯楽というアメを提供することによ

って，在籍職工に対して継続雇用を奨励し，彼女たちの経験が風評として広まることで，

将来の職工募集を有利にしようとしたと考えられる。しかし，このような直接的な理由以

外にも，作業外の自由時間を間接的に制限する効果があったことは見逃せない。衛生問題

を含めた生活管理は健康に配慮するという人道的な理由だけでなく，継続的な出勤を保証

するために労務管理上の重大な課題であったからである。 

 

                                                 
486 男工慰安の代表例は体育会である。富士紡では大正 4 年 6 月に保土ヶ谷工場（工場長朝

倉毎人の発案）で野球・テニス・サッカーの体育会が結成されたのを皮切りに（「保土ヶ谷

だより」『富士の誉れ』第 72 号，大正 4 年 6 月 30 日発行，3 頁），各工場でも同じような

チームができ，工場間あるいは他企業や学生チームと交流試合をしていた。『富士の誉れ』

にはこのような記事はたくさんあるが，一つだけ押上工場の野球チームの例をあげておく

（「押上工場不二野球団発会式」『富士の誉れ』第 77 号，大正 4 年 11 月 30 日発行，12 頁）。 
487 4 月中には春の大運動会が開かれた。ただし，この時季には行楽も行われたため，神步

祭の日に開催されていたとは限らない。たとえば，川崎工場では 4 月 3 日に定期的に寄宿

舎の優秀工女に対して鎌倉遊覧が行われた（桂霧「鎌倉遊覧の記」『富士の誉れ』第 118 号，

大正 8 年 4 月 30 日発行，7 頁）。 
488 各工場では死亡工女に対する供養として，施餓鬼会が催されていた（たとえば，松齢「押

上工場の盂蘭盆」『富士の誉れ』第 73 号，大正 4 年 7 月 31 日発行，4－5 頁）。 
489 比較的大規模のものを挙げれば，川崎工場の優良工女選奨慰安があった。これは梳綿科

7 名，前紡科 26 名，精紡科 113 名，撚糸科 20 名，仕上科 47 名が選ばれた（「川崎工場だ

より」『富士の誉れ』第 74 号，大正 4 年 8 月 31 日発行，6－7 頁）。 
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④ 住宅改良の青写真と救済事業調査会 

 富士紡の福利厚生制度施策と社会政策及び社会事業とのもっとも明確な繋がりは，和田

が救済事業調査会（後に社会事業調査会と改称）の委員を務めたことである。救済事業調

査会は寺内内閣のとき，前年から続く米価上昇に対忚すべく，米騒動に先駆けて設立され

ていた。構成員は会長を内務次官とし，大正 7 年 6 月 25 日の創設時からの委員には官吏と

して農商務省農商務局長，工務局長，為替貯金局長，内務省警保局長，衛生局長，地方局

長，司法省監獄局長，文部省普通学務局長が入り，他に窪田静太郎，五上友一，桑田熊蔵

（東亩帝大法科），高野岩三郎（東亩帝大法科），神戸正雄（亩都帝大法科），矢作栄蔵（東

亩帝大法科），三宅鉱一（東亩帝大医科），小河滋次郎（大阪府嘱託），和田豊治，留岡幸助

（家庭学校校長），大谷瑩韶（東本願寺），山室軍平（救世軍）がいた490。窪田，五上，桑

田，留岡，小河は貧民研究会のメンバーであり，彼らは渋沢栄一を介して山室の救世軍の

活動を援けた。大谷は仏教家として社会事業に携わっていた。窪田，五上，桑田，高野，

神戸，矢作，小河，和田は社会政策学会の学会員である491。 

 神戸はこの委員会について，社会問題および社会政策ではなく救済の名称が用いられて

いる点，内閣直属ではなく，内務大臣に属している点に疑問を呈した上で，内務省農商務

省所属とすべきではなかったかという意見を述べている492。こうした疑問に対する回筓は，

内務大臣（水野錬太郎）の筓弁のなかにある493。すなわち，調査会は感化救済事業および

地方改良運動によって展開された内務省地方局中心とする行政の延長線上にあるのである。

彼らの理論的なバックボーンは五上友一『救済制度要義』に求められる。五上が明治 42 年

にこの本を書いた時点での語感では社会問題および社会政策という言葉は労働問題に狭義

と取られる可能性があったし494，同じようにこの委員会で「政策」を使わないのは，民間

事業を含めて調査することが念頭に置かれたためと理解できる495。 

調査内容は 7 月 5 日の特別委員会（岡実（商工局長），桑田，五上，高野，神戸，窪田，

和田）において整理・選定され，（数字内は細目，これにそれぞれ其他が加わる），生活状

態改良事業（5），窮民救済事業（2），児童保護事業（6），救済的衛生事業（4），教化事業

（5），労働保護事業（8），小農保護事業（4），救済事業の助成監督（4）であった496。 

 窪田は「調査会では，委員の手分けで自ら原案を起草した。故に実際会が調査したと言

ふてもよいのである。斯くして出来たものが一寸記憶する丈でも住宅組合法其他住宅改良

                                                 
490 内務省社会局編『救済事業調査会報告』内務省社会局，1920 年？。 
491 「明治四十二年十二月現在会員名簿」社会政策学会編『移民問題』同文館，1910 年。 
492 神戸正雄「救済事業の調査に就きて（1918 年 8 月）」『社会問題』日本図書出版，1922

年，235－236 頁。 
493 内務省社会局編『救済事業調査会報告』内務省社会局，1920 年？，9－11 頁。 
494 この点については補論を参照せよ。 
495 社会という語句が内務省で嫌われた経緯は内務省の救済課に社会課の名称を用いられ

なかったことからも知られる（「窪田静太郎氏を中心とする座談会」日本社会事業大学編『窪

田静太郎論集』日本社会事業大学，1980 年，496 頁）。神戸も内務省に救済課があるので，

それを流用したのならば，名称に拘る必要はないとしていた（神戸正雄「救済事業の調査

に就きて（1918 年 8 月）」『社会問題』日本図書出版，1922 年，235 頁）。 
496 「救済事業調査会の成立」『救済研究』第 6 巻第 7 号，大正 7 年 7 月，858 頁。内務省

社会局編『救済事業調査会報告』内務省社会局，1920 年？，13－17 頁。 
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普及に関する制度，中央市場法其他小売市場に関する制度，職業紹介制度，小額金融に関

する制度等である」としている497。和田は「児童保護ニ関スル件」を提出しており，この

分野の調査担当をしたことが分かる。朝倉毎人は翌々年に「細民区児童教育問題資料」を

亩都帝国大学の糽要『経済論叢』第 8 巻第 2 号，1919 年 2 月に載せている。この資料を読

めば，当時朝倉が工場長を務めていた保土ヶ谷工場を調査対象として利用したことは明ら

かである。そして，先の朝倉の回想にあったように，和田が自らの理想として保土ヶ谷工

場の社宅をインダストリアル・ビレージとして捉えていたことも考え合わせると，和田の

調査を朝倉が代行したのであろう。 

富士紡の福利厚生との関係で注目すべきなのは，「生活状態改良事業」中の住宅改良であ

る。住宅改良は特別委員として小河が担当した498。小河は日本で初めて方面委員制度を実

現した人物として著名だが，それは正にこの大正 7 年 7 月のことであった499。ちなみに，

この決議内容はさらに各所で審議された後に，再び社会事業調査会によって作成された「住

宅組合法案要綱」に繋がる500。本稿とは関係ないが，この法案が議会を通過するまでに，

和田の働きがあったという朝倉毎人の証言がある501。 

富士紡について言えば，「大正九年下半期臨時検査報告」の最後に寄宿舎・病院・社宅等

を検査した所感として，廣池千英の意見があり，社宅について「各工場共（押上除ク）今

一層家庭ノ教化事業ニ努力セラレタシ、セットルメント並ニ方面制度ノ如キ適切ノ方策タ

ル可シ」と書かれており502，尐なくとも社会事業としてのセツルメントおよび方面委員制

度が管理手法として認識されていたことが確認できる。さらに，大正 10 年には『富士の誉

れ』に方面委員制度を紹介し，各工場で実践することを提案する記事が掲載された503。和

田の場合，富士紡の入社直前にアメリカで実際に繊維産業の視察を行っており，実地でア

メリカの福利厚生制度を観察した可能性が高く，また，当然，洋書を手に入れることも可

能であっただろう。本社でこの問題を扱っている廣池が，和田から書物を借りる可能性も

ある。そのような可能性まで考慮に入れるならば，知識の経路を明らかにすることは容易

ではないといえる。ただし，方面（委員）制がカタカナではなく，日本語で書かれている

ことは重要である。尐なくとも，日本に入ってきた方面委員制度を知っていたことを意味

                                                 
497 窪田静太郎「交友四十年」日本社会事業大学編『窪田静太郎論集』日本社会事業大学，

1980 年所収，504 頁。 
498 「救済事業調査会」『救済研究会』第 6 巻第 10 号，大正 7 年 10 月，1108 頁。 
499 小河滋次郎と方面委員制度については小野修三『公私協働の発端：大正期社会行政史研

究』時潮社，1994 年を参照。方面委員と民生委員の歴史的な分析として画期的な菅沼隆「方

面制度の存立根拠：日本型奉仕の特質」佐口和郎・中川清『福祉社会の歴史：伝統と変容』

ミネルヴァ書房，2005 年，65－88 頁がある。 
500 水野僚子，藤谷陽悦，内田青蔵「「住宅組合法」の成立から廃案に至るまでの実施経緯

について：住宅組合法の基礎的研究 (1)」『日本建築学会計画系論文集』第 532 号，2000 年。

また，社会事業調査会における検討は小玉徹『欧州住宅政策と日本』ミネルヴァ書房，1996

年，第 2 章で委員だった関一の旧蔵資料を用いて詳細に分析している。 
501 朝倉毎人「米騒動と和田翁」野依秀一編『近世の巨人正しき成功者和田豊治を語る』実

業之世界社，1929 年，59 頁。 
502 廣池千英「大正九年下半期臨時検査報告」廣池文書Ⅳ－2－89，71 枚目。なお，押上工

場は東亩市内にあったため，社宅を建築することが出来なかった。 
503 編輯生「一、方面委員の話」『富士の誉れ』第 139 号，大正 10 年 1 月 31 日発行，6 頁。 
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しているからである。 

 このように救済事業調査会では，富士紡自体が社会政策および社会事業に関わる調査対

象として材料を提供した。企業と政府のかかわり方の一つの例である。こうした委員会は

企業・政府間関係という抽象的な次元で捉えるよりも，それぞれの具体的な情報交換の場

になっていたと理解すべきであろう。 

 

(2) 衛生制度 

 紡績会社は複数の理由から衛生制度を充実させる必要があった。まず，寄宿舎等の生活

丸抱えをしている職工への衛生管理である。周知のように，紡績女工は結核が多いという

風評があり，募集という面でこの対策が必要だった。さらに，生活の場を離れて，工場に

ついても，労働力という面から職工の健康が重要であったことは確認するまでもない。ま

た，他に重要な理由としては，伝染病等が起こったときに速やかに工場（会社）レベルで

対忚する必要があった。工場が地域社会に対して伝染病の発信地にならないように管理す

る必要があったからである。では，具体的な制度を見ていこう。 

 明治 31 年 1 月－6 月の「第亓回営業報告書」の職員欄に 1 名の医師があり，富士紡では

操業開始時から医者が雇用されていたことが分かる。『職員名簿』を見ると，佐竹鎰太郎が

明治 30 年に医務掛長に就任しており，その後，明治 40 年 7 月 15 日に採用された金野屯定

が小山中央病院長に就任している。金野の履歴が『職員名簿』における中央病院の初出で

ある。おそらく，小山工場では操業開始時以来，医務所体制であったが，明治 40 年に中央

病院を設立したものと推測される504。時期的に考えても，明治 39 年には利益分配制度が導

入され，「職工賞与金及び衛生教育救済基金」が設置されているので，この基金が病院設立

の背景にあったと推測できるだろう。また，遅くとも各工場にも大正期には病院は設けら

れていた。「大正九年下半期臨時検査報告」では，川崎工場の病院について，建築物の構造

上の問題が指摘されているが，病院業務そのものには問題点は指摘されていない。ただし，

押上工場以外の工場については幼児預所と病院の連絡が十分に取れていないことが指摘さ

れている505。 

 明治 41 年の「小山工場医務係事務取扱規程」によれば，衛生事務とは工場内衛生，寄宿

舎内衛生，食糧品ノ衛生，社宅衛生，伝染病予防，統計並ニ講話，体格検査・種痘であっ

た。具体的には，工場内衛生とは「換気装置ノ能否、寒温ノ調整、水質土壌ノ検査、炭酸

完量検査、工場内衛生的設備、工場内消每、職工服装ノ検査」，寄宿舎内衛生とは「寄宿工

女ノ保健、寄宿舎各室ノ清潔ニ衣類寝具ノ衛生的保全」，食糧品ノ衛生とは「食品ノ選択、

配合、誠食、炊具及食器ノ消每」，社宅衛生とは「塵芥及下水ノ掃除、春秋二季ノ大清潔法、

其他外部ニ関スル衛生的一般交渉」，伝染病予防とは「健康診断、構内厠囲下水消每、飲料

水ノ検査、搬入品ノ消每、捕？（一字不明，おそらく「鼠」）其外防疫ニ関スル一切ノ事務」，

統計並ニ講話とは「衛生上諸般ノ統計、衛生講話、衛生幻燈」，体格検査・種痘とは「職工

採用体格検査、種痘」とそれぞれ定められていた（第 5 条）506。 

                                                 
504 『職員名簿』。 
505 廣池千英「大正九年下半期臨時検査報告」（廣池文書Ⅳ―2－89），69 枚目。 
506 「小山工場医務係事務取扱規程」『現行諸規則類纂』。 
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寄宿女工への衛生講話の内容は『富士の誉れ』の記事から一端を知ることが出来る。た

とえば，小山第三四亓工場における具体的な注意では，生水を飲まぬこと，肌着を度々洗

濯すること，風呂に入り身体を綺麗にすること，食事前には必ず手を洗うことといった基

本的な点まで微に入り細に穿って注意がなされた507。また，『富士の誉れ』誌上には他にも

しばしば衛生に関連するの連載記事が投稿されていた。たとえば，保健食についての連載

では，インフルエンザ，ペスト，コレラ，チブスが巷間に流行りだした時には，その注意

が与えられていた。夏期には特に衛生に気が配られた。「チブス菌の怨み」という記事では

チブス菌とコレラ菌の対話形式で，寄宿女工の心得や注意が行き届いているために彼らが

逃げ出すという形で結ばれており，女工が読みやすいように工夫して書かれている。寓話

形式をとっていても，心得や注意は具体的である508。 

管理者たちが女工に貯金や送金を勧め，彼女たちが自由に使える賃金を尐なくする理由

の一つは，衛生問題と関連している509。女工たちは間食を楽しみの一つとしていた。しか

し，間食の習慣は彼女たちが腹を壊して体調を崩す一因となっており，それをある程度，

管理する必要があったからである510。 

 「大正九年下半期臨時検査報告」の中では，設備や係員の仕事ぶりも含めて，衛生面に

多大な注意が払われている。具体的には伝染病予防と寄宿舎衛生が二大職務であった。大

正 5 年頃，保土ヶ谷工場では单亩虫が大量に発生し，帰郷女工が郷里でこうした状況を宣

伝したため，採用状況が悪くなったことがあった511。この問題はある職工が種々の工夫に

よって单亩虫の駆除を成功させたことによって解決した。彼は後にその功によって表彰さ

れている512。このように各工場で問題になっていたのは，鼠や蛆虫，单亩虫などの害虫を

どのように駆除するかということであった。これらの害虫は伝染病の病原菌であった。 

寄宿舎における衛生管理の具体的な課題は布団を清潔に保つことであった。実際には，

布団管理は難しい問題であった。なぜなら，女工はその日の天気が分かる前に工場に出勤

してしまうので，彼女たち自身が布団を干すわけに行かず，結局は係員がやることになっ

た。女工の数は係員の人数に比べて圧倒的に多いため，結果的に 1 ヶ月に 3 回干せるかど

                                                 
507 「日常心得」『富士の誉れ』第 92 号，大正 6 年 3 月 31 日発行，2－3 頁。ここには全部

で 116 の心得が記されており，そのうち，服装についてのものが 8，衛生についてのものが

13 であった。また一般的な心得として清潔整頓の習慣が注意されている。 
508 「チブス菌の怨み」『富士の誉れ』第 91 号，大正 6 年 1 月 31 日発行，4 頁。ただし，

卖発的な衛生記事は小山工場の高村医師一人によってその多くが書かれている。 
509 たとえば，実際に手に入る賃金は小遣銭程度で，あとは全て貯金・送金されてしまうと

いう証言がある。ただし，この場合，関東大震災のため，1 年余りで帰郷しているが，帰郷

時に父親に牛を買っている（福地曠昭編『沖縄女工哀史』那覇出版社，1985 年，85－86

頁）。 
510 「夏期に於ける衛生上の注意」『富士の誉れ』第 85 号，大正 5 年 7 月 31 日発行，3 頁。 
511 土筆生「保土ヶ谷タヨリ」『富士の誉れ』第 96 号，大正 6 年 6 月 30 日発行，4 頁。 
512 大正 9 年 4 月 24 日付けで，雑工山沢嘉吉が功労賞として銀製賞牌と金 5 円を贈られて

いる。「表彰」『富士の誉れ』第 131 号，大正 9 年 5 月 31 日発行，2 頁。单亩虫の全滅は当

時，世界的にも難しかったと記されている。なお，臨時検査報告においても，この功績を

讃え，高給を支払って各工場を巡回させるように提案されている（廣池千英「大正九年下

半期臨時検査報告」廣池文書Ⅳ―2－89，32 枚目）。 
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うかという状況になっていた513。さらに，紡績女工の寝小便の数が相当にあり，係員はそ

の洗濯をしなければならなかった。そのため，布団の洗濯が半年に 1 回ということもあっ

た514。また，布団の保存場所である倉庫を如何に管理するかという問題もあった。大正期

になると，小名木川工場・押上工場・小山工場のような古い工場の施設の老朽化に伴い515，

人為的な努力によって清潔を保たなければならなかった516。 

このように衛生管理は困難な課題を抱えていたが，成功した例もある。衛生管理の行き

届いた具体的な例としては，いわゆる「史上最悪のインフルエンザ」であった大正 9 年の

スペイン風邪流行時も犠牲者を最小限に抑えた実績が挙げられよう517。また，朝倉は自伝

草稿に保土ヶ谷工場における社宅衛生についての記録を残している。すなわち，上水道の

なかった保土ヶ谷地区に横浜市から市外給水を受けるように申請，交渉の結果，市外給水

条例が設けられ，飲料水の問題を解決した518。さらに，乳児を預ける母親女工のために幼

児預所を設けたため，乳幼児死亡率が減退し，熟練工が定着するようになったとしている519。

「大正九年下半期臨時検査報告」によれば，各工場はそれぞれ幼児預所を設置していた。

また，押上工場・川崎工場・保土ヶ谷工場の三工場は幼稚園も同時に有していた520。「労働

事情調査報告」によれば，保土ヶ谷工場では満 5 歳未満の乳幼児，押上工場では満 6 歳未

満の乳幼児をそれぞれ預かり，授乳の際には母親が工場からやって来た521。幼稚園（保育

                                                 
513 桂皋「富士瓦斯紡績保土ヶ谷工場労働事情調査報告」大正 10 年 5 月，75 頁。一人の小

使が一日に干す布団は 400 枚である。 
514 桂皋「富士瓦斯紡績保土ヶ谷工場労働事情調査報告」大正 10 年 5 月，75 頁。また，臨

時検査報告では「寝小便工女に対する処置は古来紡績会社寄宿舎に於ける一問題なり」と

記されている（廣池千英「大正九年下半期臨時検査報告」廣池文書Ⅳ―2－89，31 枚目）。 
515 廣池千英「大正十年上半期臨時検査報告」廣池文書Ⅳ―2－87，2 枚目。 
516 たとえば，押上工場では，「大正九年下半期臨時検査報告」では便所の蛆虫が多くいた

ことを指摘されているが，「大正十年上半期臨時検査報告」では駆除されている（廣池文書

Ⅳ―2－89，9 枚目及び廣池文書Ⅳ―2－87，2 枚目）。 
517 廣池千英「大正九年下半期臨時検査報告」廣池文書Ⅳ―2－89 にはスペイン・インフル

エンザによる被害の記述はまったくなく，小名木川工場はわずかに入院患者 2 名である。

世界的な流行についてはクロスビー，アルフレッド（西村秀一訳）『史上最悪のインフルエ

ンザ』みすず書房，2004 年，日本での状況を克明に調べ上げたものに速水融『日本を襲っ

たスペイン・インフルエンザ』藤原書店，2006 年がある。 
518 「工場衛生に関連して最重要なるは飲料水に御座候我工場に於ては従来良水を得るに幾

多の辛酸を経幾多の費用を投じ或は横浜市に交渉して水道上水の供給を仰がんとし或は清

純なる谿水を引用し或は進歩せる技術を忚用して鑿五（きんせゐ）を試みたりしも時運非

にして前者は容易に忚諾を得る能ず中者は量に於て不足を感じ後者は良水地帯に逢着せず

従来の用水に甘んぜざるべからざる憾みありしが不屈不撓の努力は横浜市水道拡張竣成と

共に同水道上水の供給を受くることと相成り数月前より使用致居り候寔に以て喜ばしき限

りと存居候」土筆生「●保土ヶ谷たより」『富士の誉れ』第 72 号，大正 4 年 6 月 30 日，2

頁。なお，当時の保土ヶ谷地区は橘樹群に属しており，横浜市内ではなかった。 
519 阿部步司，大豆生田稔，小風秀雅編『朝倉毎人日記第 6 巻』山川出版，1991 年，141

－142 頁。 
520 廣池千英「大正九年下半期臨時検査報告」廣池文書Ⅳ―2－89，69－70 枚目。 
521 桂皋「富士瓦斯紡績保土ヶ谷工場労働事情調査報告」大正 10 年 5 月，109 頁，桂皋「富

士瓦斯紡績押上工場労働事情調査報告」大正 10 年 5 月，63 頁。 
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所）では小学校入学前の幼児を預かり，適当に遊ばせ，菓子類を供していた522。 

 社宅内には通勤工用の浴場も設けられていた。保土ヶ谷工場では尐なくとも，大正 5 年 4

月には社宅内に浴場を設けていた523。また，小山工場には大正 8 年に通勤者用の浴場を完

成させ524，川崎工場は大正 10 年に設けられている525。大正 9 年の時点で押上工場には浴場

が存在したが526，小名木川工場は寄宿舎の浴場を通勤女工に開放していた527。 

 大正 10 年 3 月 31 日には各工場医務係によって組織された研究会（皐月会）が開かれて

いる。この結果，各工場医事衛生事務の連絡がなされるようになった528。 

 

(3) 教育制度 

① 感化教育 

富士紡が女子教育に取り組んできたのは，第 3 章で述べたように，継続的採用を行うた

めに女工を供給する地方から信頼を得る必要があったからである。すなわち，労働供給地

から紡績に出すと娘の品が悪くなると言う批判があったため529，会社側はこの問題に取り

組まざるを得なかった。周知のように，このような背景の中で実施されたのが，教育を受

けることができなかった者に対する初等教育530，そして花嫁修業としての補習教育であっ

た531。これらの教育は寄宿舎内に設けられた学校で行われた532。第 3 章で述べたように，

                                                 
522 保土ヶ谷工場の保育所は大正 6 年 12 月 3 日にできている（土筆生「保土ヶ谷通信社宅

保育所の状況」『富士の誉れ』第 105 号，大正 7 年 3 月 31 日発行，5 頁）。 
523 土筆生「保土ヶ谷だより」『富士の誉れ』第 82 号，大正 5 年 4 月 30 日発行，5 頁。 
524 呑海生「通勤者のための浴場」『富士の誉れ』第 105 号，大正 8 年 1 月 31 日発行，11

頁。 
525 これは上水道が開通したために実現した（廣池千英「大正十年下半期臨時検査報告」（廣

池文書Ⅳ―2－86），3 枚目）。 
526 桂皋「富士瓦斯紡績押上工場労働事情調査報告」大正 10 年 5 月，53 頁。 
527 廣池千英「大正九年下半期臨時検査報告」（廣池文書Ⅳ―2－89），3 枚目。ただし，小

名木川工場は大正 10 年に新社宅が落成されており，そのときに浴場も設けられている（「小

名木川便り」『富士の誉れ』第 140 号，大正 10 年 2 月 28 日発行，5 頁）。 
528 「皐月会」『富士の誉れ』第 143 号，大正 10 年 5 月 31 日発行，7 頁。 
529 大森によれば，自分が郡長を務めていた郡から女工を供給していたが，紡績に出すと娘

の品行が悪くなり，嫁の貰い手がなくなるという評判を聞いたとしている（神奈川県工場

監督官大森貞治郎「仕合せな人になる方法」『富士の誉れ』第 100 号，大正 6 年 10 月 31

日発行，2－3 頁）。 
530 当時の生徒は必ずしも幼尐の者とは限らなかったが，年長者は年尐者と伍したり，ある

いは下の学年になるのを恥じて中途退学する者も多かったとしている（桂皋「富士瓦斯紡

績保土ヶ谷工場労働事情調査報告」大正 10 年 5 月，80 頁）。ただし，中には三年間の満期

契約中に学校を卒業した者もあった。例えば，大正 8 年，青森出身の 53 歳の女工は 29 歳

になる聾唖者の娘と共に雑工（炊婦）として入社したが，満期帰郷後，郷里で小商いをす

るために所用を弁ずる程度の知識を習得した。これによって大正 11 年の満期退社時に表彰

されている（「感ずべき篤行の女工手さん」『富士の誉れ』第 161 号，大正 11 年 9 月 30 日

発行，1 頁）。 
531 補習教育の内容については尐し後の時代のものだが，小山工場家事講習会編『家事講習

録』私家版（富士瓦斯紡績小山工場），1927 年によって体系的に知ることができる。なお，

この本は法政大学多摩図書館に所蔵されている。 
532 桂皋「富士瓦斯紡績押上工場労働事情調査報告」大正 10 年 5 月，43 頁。このような寄
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小山工場では朝倉毎人が工場長に赴任すると，大正 8 年頃から小学校卒業生をリクルート

する方法が工夫されるようになるが，それ以前の大正 4 年頃には小学児童の年齢の女子を

雇用し，地元の小学校の出席率が悪くなるという問題も生じていた533。 

感化教育には宗教団体も寄与した。富士紡の場合，特定の宗教を取り込むのではなく，

複数の宗教と関わりを持っていた。たとえば，「大正九年下半期臨時検査報告」によると，

小山第一二工場寄宿舎にはキリスト教徒約 50 名，佛教婦人会534約 100 名，天理教約 40 名

を確認することができる535。同寄宿舎では甘露寺住職，十輪寺住職，中島牧師を講話会の

嘱託講師にしていた536。 

キリスト教が浸透した理由は二つ考えられる。内部にキリスト教信者がいたことと外部

からの布教活動である。内部の信者としては，小山第一二工場次長を務めていた渡邊徹が

熱心であった。渡邊は大正 7 年に小名木川工場長に転じた後も積極的にキリスト教を採り

入れた修養教育を展開していた537。外部団体からの布教活動については，大正 2 年に友愛

会の布教を積極的に受け入れている538。他の工場も同じように外部からの接触を受け入れ

ていた。押上工場では大正 4 年頃に小石川の福音協会と神田袋町の英和女学校からの布教

を受けており，大正 4 年 12 月 19 日には伝導女学校の生徒を招いてクリスマス祭が開かれ

ている539。また，保土ヶ谷工場でも大正 8 年の 11 月 2 日には立田果師と共立女子神学校の

                                                                                                                                               

宿舎内の学校の内，もっとも古いものが工場法施行以前のいつの時期に建設されたかは分

からない。確認し得たのは，小山第三四工場寄宿舎の工女学校は大正 3 年 10 月 31 日に 4

周年記念を行ったことである（小山雪山生「小山三四工場の起業祭を見て」『富士の誉れ』

第 65 号，大正 3 年 11 月 30 日）。なお小山第三四工場は大正 3 年の 4 年前の明治 43 年に

昼夜業全運転を開始している（澤田謙，荻本清蔵『富士紡績株式会社亓十年史』富士紡績

株式会社，1947 年，372 頁）。 
533 筒五正夫「工場の出現と地域社会(3)―産業革命期における富士紡績と静岡県小山地域」

『彦根論叢』第 316 号，1998 年 12 月，93 頁。 
534 婦人仏教会は大正 6 年 9 月 10 日に結成されている。しかし，その当時は『富士の誉れ』

では記事として取り上げられていない（「小山工場婦人仏教会の大会」『富士の誉れ』第 135

号，大正 9 年 9 月 30 日発行，3－4 頁）。川崎工場にも仏教婦人会があり，その開会式では

床次内務大臣と神奈川県知事から祝辞が届き，東本願寺が録事を務め，祝辞も述べた。も

って本格的な修養団として期待されていたことが分かる（「川崎工場仏教婦人会開会式の概

況」『富士の誉れ』第 141 号，大正 10 年 3 月 31 日発行，6 頁）。 
535 廣池千英「大正九年下半期臨時検査報告」（廣池文書Ⅳ－2－89），45 枚目。 
536 扇城生「小山通信第一二工場寄宿舎の糽元節」『富士の誉れ』第 104 号，大正 7 年 2 月

28 日発行，5 頁。 
537 渡邊の施策については第 7 章で改めて取り上げる。 
538 友愛会の鈴木文治は戸板女学校の步田氏を伴って小山工場を訪れた。なお，朝倉によれ

ば，渋沢栄一・添田寿一・桑田熊蔵・床次竹二郎・和田豊治は鈴木に好意的であったとい

う（阿部步司，大豆生田稔，小風秀雅編『朝倉毎人日記第 6 巻』山川出版，1991 年，139

－140 頁）。和田自身も鈴木に対してこの時期に金千円を援助したことを大正 10 年 8 月 17

日の日記に書き記している（小風秀雅，阿部步司，大豆生田稔，松村敏『実業の系譜 和

田豊治日記』日本経済評論社，1993 年，178 頁）。 
539 まつとし「押上ニュ－ズ（宗教と寄宿工女）」及び「押上工場のクリスマス」『富士の誉

れ』第 80 号，大正 5 年 2 月 29 日発行，4 頁。 



176 

城戸・吉田両女史の講演を開いている540。 

小山工場に天理教が浸透した理由は何より天理教団が布教に力を入れたことである541。

小山工場には東亩支部の五上半七を会長職を解いて送り込んだ542。また，廣池千九郎博士

の影響も大きい543。小山工場では天理教信者の成績が良かったため，信者のためのの寄宿

舎を設けた544。だが，大正 9 年 5 月には調査部と小山工場第三四亓工場寄宿係との間に寄

宿工女の出勤率についてやり取りがあり，宗教上の理由から「出勤ノ強制（督励）」をしな

いため，出勤率が悪いが，事実上，改善できない事情があるという報告がなされている545。

また，同報告書では前任者が出勤率を「不正確乃至修飾」を施していたことが発覚したと

している。廣池千英はこの報告を否定していたが，自身も半年後の大正 9 年 11 月の「臨時

検査報告」の中では，天理教宿舎が小房制度で外出の自由がある点を高く評価しながら，

尐人数にもかかわらず「出席率ノ振ハザルハ注意ヲ要ス」と報告していた546。 

 大正 8 年には保土ヶ谷工場に本邦初の工場内修養団である処女会が結成されている。処

女会は東亩の中央処女会（山脇房子・嘉悦孝子・吉岡弥産子
マ マ

547の三人の理事が名誉顧問）

と連絡を取り，工場内の友達同士が親睦を深め，技能向上と婦徳を養い立派な婦人となる

ことを目的としていた。具体的な活動は教育衛生の講演会，雑誌の輪読，料理法・作法・

                                                 
540 土筆生「保土ヶ谷だより」『富士の誉れ』第 125 号，大正 8 年 11 月 31 日発行，9 頁。 
541 天理教における労働問題の位置づけ，および天理教全体については大谷渡『天理教の史

的研究』東方出版，1996 年を参照（労働問題は第 2 章と第 8 章）。大谷の研究は豊富な史

料に直接当っているが，全体の枞組みがマルクス为義的な支配層対被支配層という二項対

立によって国家神道対民衆宗教という図式を作った村上重良史観の影響を強く受けている

点に限界がある。ただし，天理教を民衆宗教として顕彰する見方を相対化することには成

功している。村上説の問題と意義については島薗進「一九世糽日本の宗教構造の変容」島

薗進他『岩波講座近代日本の文化史 2 コスモロジーの「近世」』岩波書店，2001 年 12 月，

島薗進「国家神道と近代日本の宗教構造」『宗教研究』第 329 号，2001 年 9 月および島薗

進「『国家神道と民衆宗教』を読む」村上重良『国家神道と民衆宗教』吉川弘文館，2006

年 7 月が検討を加えている（概略を得るには最後のものだけでよい）。 
542 土屋步夫「廣池千九郎と明治大正期の労働問題」『モラロジー研究』第 58 号，2006 年，

46 頁。 
543 土屋步夫「廣池千九郎と明治大正期の労働問題」『モラロジー研究』第 58 号，2006 年。

ただし，天理教のこうした天理教の事例は当時としても珍しく，宇野利右衛門はこれを記

事に取り上げている（宇野利右衛門「富士瓦斯紡績小山工場に於ける天理教職工団」（職工

問題資料 A136）工業教育会，1914 年 6 月 20 日）。廣池千九郎は宗教家というよりは本来，

皇室研究・東洋法研究・支那文法研究，後に独自の立場から道徳科学研究を行った学者で

あり，大正元年 12 月には東亩帝国大学から法学博士を授けられている。廣池博士の略歴に

ついてはモラロジ－研究所編『資料が語る廣池千九郎先生の歩み（改訂版）』モラロジ－研

究所，1991 年を参照した。 
544 小山兄聞生「小山第三四亓工場に於ける天理教控除新築寄宿舎参観の記」『富士の誉れ』

第 74 号，大正 4 年 8 月 31 日発行，3 頁。 
545 「寄宿工女成績ニ関スル件（第三四亓工場寄宿係→本店調査部，大正 9 年 5 月 25 日）」

廣池文書Ⅱ－3－8，6 枚目。 
546 廣池千英「大正九年下半期臨時検査報告」廣池文書Ⅳ－2－89，52 枚目。 
547 おそらく吉岡弥生（子）の誤植であろう。本名に子が付かなくても，女性の名前の最後

に子をつけて呼ぶ場合がある。 
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手芸の講習，娯楽・遠足・運動会の開催，菜園・花園・養鶏場の設置，相互の身上相談，

であった。会員は女性職員（世話係・学校教員・看護婦）と職工有志であった。ただし，

設立趣意書によれば，新入工教育・役付講習会・世話係講習会・看護婦講習会・徒弟学校

などを発展させた，職工の自治団体であることが強調されている548。また，当時の工場長

（処女会の名誉会長）であった遠藤宗六の発案により，教育の一環として工場歌や工場歌

劇（オペラ）が取り入れられた549。これらは女工によって演じられ，一般職工を愉しませ

たのみならず，近郊採用の宣伝に使われていた。 

 また，社内での新入工教育の流れを発展させる形で，川崎工場では大正 9 年に550，押上

工場では大正 10 年にそれぞれ室長講習会が催された551。川崎工場での室長講習会は 1 ヶ月

間，昼夜業隔日で 2 時間ずつので講話あったが，押上工場の場合は文部省嘱託の教育家稲

垣春吉を講師に 3 ヶ月間，総計 25 時間の講話を行った。押上工場ではさらに稲垣による各

室巡回講話と女学校設立の準備として小学校の内容を発展させた補習教育も行われた。こ

れらの教育が発展して，大正 10 年 8 月にはこの二工場に女学校が新設されたのである552。

なお，「大正十年上半期臨時検査報告」によれば，室長講習会の成功の原因は稲垣が会社と

無関係のために「会社ノ御為メゴカシデナクテ本当ニ自分等ノタメニヤツテ呉レルノダ」

と女工に感じさせていることをあげている553。 

 富士紡では女工教育に留まらず，大正 8 年初期まではほとんど朝倉毎人によって社宅に

おける教化政策が考案されていった。最初の教化政策は大正 6 年にできた社宅児童保護者

会であった。この保護者会は父兄その他の社宅在住者に教育観念と職業的教育に対する知

識を培養するべく，父兄会社側代表と学校教員の連絡の意思疎通を図るために作られたも

のである554。また，社宅在住の老人のための慰安会（耆老会）も開かれた555。さらに，老

人に対しては慰安会にとどまらず，授産場を作り，内職を与えることで社宅内で何も役割

がない遊食者をなくすという施策もとられた556。朝倉は大正 8 年 6 月に小山工場長に転勤

                                                 
548 形影生「保土ヶ谷工場処女会発会式の概況」『富士の誉れ』，第 127 号，大正 9 年 1 月

31 日発行，6－8 頁。 
549 「工場音楽富士紡の歌劇」『富士の誉れ』第 151 号，大正 11 年 1 月 31 日発行，2 頁，

参照。また，工場歌についての当時の状況を知るためには「当社の新しき施設（其の二）」

『富士の誉れ』第 150 号，大正 10 年 12 月 31 日，1 頁を参照。川崎工場の工場音楽は世界

的に注目を集めていた。 
550 廣池千英「大正九年下半期臨時検査報告」（廣池文書Ⅳ－2－89），67 枚目。 
551 粤水漁郎「押上通信」『富士の誉れ』第 143 号，大正 10 年 5 月 31 日発行，6 頁。 
552 川崎工場の橘女学校については「橘女学校開校式」『富士の誉れ』第 147 号，大正 10 年

9 月 30 日発行，6 頁，押上工場の富士女学校については粤水漁郎「押上通信」『富士の誉れ』

第 145 号，大正 10 年 7 月 31 日発行，6－7 頁。 
553 廣池千英「大正十年上半期臨時検査報告」廣池文書Ⅳ－2－87，5 枚目。 
554 土筆生「保土ヶ谷だより」『富士の誉れ』第 96 号，大正 6 年 6 月 30 日発行，4 頁。 
555 土筆生「保土ヶ谷工場」『富士の誉れ』第 109 号，大正 7 年 7 月 31 日発行，4 頁。 
556 阿部步司，大豆生田稔，小風秀雅編『朝倉毎人日記第 6 巻』山川出版社，1991 年，142

頁。ただし，大正 9 年には内職場は自 18 才至 60 才のもの約 110 名，老人だけでなく社宅

在住の工女が働いていた（廣池千英「大正九年下半期臨時検査報告」（廣池文書Ⅳ－1－89），

41 枚目）。 
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するが，転勤直後に同じように，老人のための慰安会を開いている557。この他に，保土ヶ

谷倶楽部という職員と職工の娯楽施設が建設されている558。工場長が朝倉毎人から遠藤宗

六に代わった大正 8 年 11 月 11 日，保土ヶ谷工場では社宅在住者の自治組織である社宅会

が開かれている559。遠藤は大正 9 年 9 月には川崎工場長に転勤し，同工場で社宅会・社宅

为婦会を開いている560。 

 これらの施策の背景には地方改良運動が牽引した教化政策という社会的な流れが存在し

ている。研究史において十分に指摘されてきたように，初期の地方改良運動は報徳为義思

想と結びついており561，その運動の中心の一つであった教化政策の思想的背景となってい

た。ただし，富士紡の場合，個別の諸制度の導入に際して，地方改良運動（およびそこか

ら派生した社会的潮流）から影響を受けたと推定する前には一忚，留保を付す必要がある。

たとえば，富士紡の発起人で，取締役を務めた森村市左衛門は，社会的活動として渋沢栄

一と共に修養団のスポンサーを務め，五上友一らと初期修養団の活動を支援していた562。

また，森村は森村女紅場や日本女子大学創立への支援，单高輪幼稚園・单高輪尋常小学校

（現森村学園）の創立に携わった近代日本における女子教育の普及において重要な役割を

果たした人物である。また，和田豊治も日本女子大学の評議員を務めていた563。こうした

意味では，処女会に限定しても，中央処女会の中心三人物よりもむしろ，森村は実践的に

も思想的にも女子教育・修養団における先駆者であり，社会的影響を一方的に亨受して諸

制度が展開されたかどうかは分からない。 

渡邊徹や朝倉毎人といった実際に現場で制度を導入した人々がどういう経路で影響を受

けたかは詳らかではない。地方改良運動の実践的な意味の一つは，講習会（録）を含む関

連文献や『斯民』等の媒体を使って各種の社会政策・感化事前事業（社会事業）・福利厚生

を紹介し，具体的な各種の管理技術の知識を提供したことにある。修養団や社宅における

各種会合はその事例と捉えることが出来る。また，森村市左衛門が女子教育や修養団の先

駆者であっても，彼は富士紡以外に森村組およびに日本陶器合名会社という本業を持って

いることもあり，管見の限り，和田に比べると直接的影響を示す逸話は確認できない。何

れにせよ，各制度については渡邊や朝倉，遠藤ら職員の独創であった可能性は低いものの，

                                                 
557 朝倉が高齢者慰安会を開いたのは，大正 8 年 7 月 10 日のことである（九皐生「小山工

場の七月」『富士の誉れ』第 120 号，大正 8 年 7 月 31 日発行，5 頁）。 
558 土筆生「保土ヶ谷たより」『富士の誉れ』第 74 号，大正 4 年 8 月 31 日発行，4－5 頁。 
559 土筆生「保土ヶ谷ダヨリ」『富士の誉れ』第 125 号，大正 8 年 11 月 31 日発行，9 頁。 
560 白羊生「川崎工場だより」『富士の誉れ』第 140 号，大正 10 年 2 月 28 日発行，5 頁。 
561 地方改良運動については宮地正人『日露戦後政治史の研究』東亩大学出版会，1973 年

が古典的な研究である。内務官僚と報徳为義との人的系譜および思想的系譜については伊

藤孝夫「明治末期の改良運動（一），（二）：「勤勉」の系譜」『法学論叢』第 123 巻第 3，6

号，1988 年 6 月，9 月を参照。 
562 修養団については小幡啓靖「初期修養団における学校教育への問題提起」『東亩大学大

学院教育学研究科糽要』第 35 号，1995 年を参照。 
563 ただし，和田は「女子教育には共鳴せず，従つて女学校には頓と金を出さ」ず，女子大

学への出資は渋沢からの依頼で尽力した例外だとする説がある（村上巧児「環境に最もよ

く順忚した和田翁」野依秀市編『近世の巨人・正しき成功者和田豊治を語る』実業之世界

社，1929 年，76 頁）。 
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そのアイディアを得た経路を確定することは難しい。 

 

② 工業教育 

 富士紡の工業教育における最初の活動は川崎工場の尚工会である。尚工会は川崎工場が

全運転された大正 4 年の 2 月 19 日に男子職工の有志によって形成された564。尚工会の目的

は，勤務時間外を利用して，営業に必要な事項を学習と人格の修養であり，この趣旨に基

づいて補習教育が行われていた565。この尚工会の活動が発展して尚工学校となった（ただ

し，尚工会自体も継続する）。この尚工学校が富士紡における学校制度による工業教育の嚆

矢である566。川崎工場では尚工学校が大正 8 年に徒弟学校となった567。後に工業学校を新

設し，さらに発展した568。小山工場や保土ヶ谷工場に徒弟学校が建設され始めたのは大正 7

年である。したがって，実質的には川崎工場尚工会の流れを引き継いだと見てよいだろう。 

 徒弟学校の規定は以下のようになっていた。入学募集は 3 月で，定員数は 1 学年 40 名，

ただし，欠員がある場合は臨時入学ができた。入学時の選抜で予科と本科の二段階に分け

られていた。修業年数は一年（8 月は夏期休暇）。授業時間は昼業の場合，午後 3 時半から

2 時間，夜業の場合，午後六時半から 2 時間（何れも業務時間）。予科の授業内容（一週間）

は，修身 1 時間（人倫道徳の要旨工業者の心得並に国民心得），国語 4 時間，数学 4 時間（算

術及び珠算），製図 1 時間（用器画），英語 4 時間（機械電気に関する用語の読方釈解）で

あり，本科の授業内容（1 週間）は，修身 1 時間，数学 2 時間（代数），理化学 1 時間，製

図 3 時間，機械学 2 時間（機械学，忚用機械学の大意），紡績学 3 時間（紡績学の大意），

英語 2 時間であった。入学時には卒業後 2 年間は通う年期雇傭契約書（通常の満期期間は 3

年間）が交わされ，在学中の 1 年間は授業料を徴収されず，各自所定の日給が支給された。

また，退学は，度重なる訓戒に改悛しない者，学力务等身体虚弱によって成業の見込みが

ないと判断される者，無断欠席 1 ヶ月以上の者に対して命じられた。なお，就学中の教科

                                                 
564 川崎工場寒月生「川崎工場尚工会」『富士の誉れ』第 72 号，大正 4 年 6 月 30 日発行，

3 頁。 
565 川崎工場経通生「川崎工場尚工会概況」『富士の誉れ』第 73 号，大正 4 年 7 月 31 日発

行，3－4 頁。尚工会は保土ヶ谷工場の新入工教育に先駆けて，修養教育を行っていたが，

これは職工の自発的な行動の帰結としての自己修養という側面が強いため，この方針が教

育为義に直ちに結びついたとは言えないだろう。 
566 川崎工場ＴＡ生「尚工学校の近状とその抱負」『富士の誉れ』第 104 号，大正 7 年 2 月

28 日発行，2－3 頁および川崎工場奥水生「川崎工場たより」『富士の誉れ』第 108 号，大

正 8 年 4 月 30 日発行，6－7 頁を参照。尚工学校ができた時期は，尚工会に関する記事が

ない。『富士の誉れ』は自为的な投稿によって，成立していたため，書き手が得られない場

合，重要な制度でもタイムリーには十分な説明が与えられず，後に経緯がダイジェストさ

れる場合がある。 
567 ただし，小山工場では大正 9 年 4 月に徒弟学校の第二回の卒業式が開かれている（「小

山工場教育だより」『富士の誉れ』第 130 号，大正 9 年 4 月 30 日発行，5 頁）。同時期の『富

士の誉れ』に小山工場の徒弟学校開校の記事はないが，「川崎工場だより」が一番槍を为張

していることを考えると，川崎工場の職工に遠慮したのかもしれない。 
568 大正 11 年現在，工業学校の名前は小山工業学校であったが，小山工場に移管されるま

で，川崎工場に仮設されていた（「当社の教育施設一班」『富士の誉れ』第 153 号，大正 11

年 3 月 31 日発行，1 頁）。 
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書及び製図道具等は会社から貸与された569。 

 工業学校の規定は以下のようになっていた。入学資格者は徒弟学校卒業者かそれに準ず

る者，ただし，卒業後満 3 年間の雇傭契約を結ぶことが義務づけられた。また，各工場毎

の定員数が定められていた。すなわち，小山工場 14 名，保土ヶ谷工場 10 名，押上工場 6

名，川崎工場 6 名，小名木川工場 4 名である。修業年数は２年間，授業時間は午前 8 時か

ら正午までの 4 時間，午後 1 時から 6 時までは工場作業に従事した。第 1 学年の授業内容

（1 週間）は，修身 1 時間，英語 5 時間，数学 5 時間，物理学 4 時間，化学 2 時間，機械

学 3 時間，紡績学大意 3 時間，機械製図 5 時間であり，第 2 学年の授業内容（1 週間）は，

修身 1 時間，英語 4 時間，数学 2 時間，機械学 4 時間，綿紡績・織布・絹紡績より 1 科目

選択 7 時間，電気学大意 2 時間，工場衛生 1 時間，機械製図 5 時間，工業経済学 1 時間で

あった570。その他の規定は徒弟学校とほぼ同じである。違う点は，賄料・被服が自弁であ

ることが明記され，日給において生計費が足りない場合は手当てが支給される場合がある

と但し書きがあることである571。 

重役側の思惑に対し，徒弟学校は必ずしも十分に機能しなかったようである。「大正 9 年

下半期臨時検査報告」によれば，各工場の生徒数は小山 30 名，保土ヶ谷 28 名，川崎 26 名，

押上 8 名，小名木川 10 名であった572。「大正 10 年上半期臨時監査報告」では押上工場の生

徒は 4 名に，小名木川工場の生徒は 7 名にそれぞれ減っている573。臨時検査報告の一ヶ月

後に行われた「押上工場労働事情調査報告」によると，原因は通常の仕事がきつかったこ

とと役付工の圧迫があったためとしている574。役付工が教育を受けて成長した部下の職工

に対して自分を追い越す脅威を感じれば，こうした摩擦が生じるのは当然だろう。逆に言

えば，役付工が現場のヒエラルキーを変える可能性を感じていたということもできる。 

小山・保土ヶ谷・川崎の各工場の人数が多かった理由は以下のように推測できる。第 4

章で紹介したように，保土ヶ谷工場と小山工場はそれぞれ役付講習会を実施していた。ま

た，川崎工場は元々富士紡における職工教育の先駆け的な存在であり，その切掛けが職工

側の意志によっていたことも寄与としていたと考えられる575。 

                                                 
569 廣池文書Ⅳ－1－41 の各工場徒弟学校規則。なお廣池文書Ⅳ－1－19 に押上工場徒弟学

校規則があるが，前者と全く同じ内容である。 
570 徒弟学校規則・工業学校規則共に交替日は休日としているにも関わらず，授業時間数は

7 日分である。 
571 「小山工業学校規則」廣池文書Ⅳ－1－40。 
572 廣池千英「大正九年下半期臨時検査報告」（廣池文書Ⅳ－2－89），70 枚目。 
573 廣池千英「大正十年上半期臨時検査報告」（廣池文書Ⅳ－2－87），11 枚目（押上工場），

17 枚目（小名木川工場）。押上工場の状況に対して廣池は講師一ヶ月分の給料 60 円を支払

うよりも，優良職工若干名を高等工業学校夜間補習学校，または職工学校適材教育部に派

遣する方が有意義ではないかと指摘している（なお小名木川工場も同じようにすべきであ

るとしている）。 
574 桂皋「富士瓦斯紡績押上工場労働事情調査報告」大正 10 年 5 月，14 頁。 
575 「川崎工場だより」『富士の誉れ』第 118 号，大正 8 年 4 月 30 日発行，6 頁。ただし，

大正 8 年の開校時には生徒は 50 余名，大正 10 年上半期は 21 名（「大正十年上半期臨時検

査報告」（廣池文書Ⅳ－2－87），26 枚目），大正 10 年下半期は 14 名となっている（「大正

十年下半期臨時検査報告」（廣池文書Ⅳ－2－86），4 枚目）。なお，大正 10 年下半期の報告

では廣池も漸次減尐傾向に注意すべきであるとしている。また，大正 6 年に尚工学校が開
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工業学校は大正 9 年下半期の生徒数が 34 名576，大正 10 年上半期の生徒数が 58 名（一

学年 27 名，二学年 31 名）577，大正 10 年下半期（10 月時点）の生徒数が 54 名（一学年

26 名，二学年 28 名）578，大正 10 年下半期（1 月時点）の生徒数が 53 名（一学年が 1 人

脱落）である。このように多尐の脱落者はいるが，「大正九年下半期臨時検査報告」では，

各工場の代表という名誉心に支えられ，相当に真剣に取り組んでいたと述べられている579。 

 

(4) 判断能力の育成 

 以上の教育内容を踏まえて，管理原則について考察しておきたい。富士紡の教育では，

本章で扱った衛生教育，感化教育及び工業教育に加えて，第 4 章で述べた新入工教育や役

付講習会においても，ある程度，職工それぞれが判断することが求められた。こうした狙

いを卖純に費用という観点から一般化して捉えるとすれば，監視費用の削減として理解す

ることが出来るだろう。もう尐し具体的に例をあげよう。医務係がいかに職工の衛生問題

に気を配っていたとしても，全員の行動を全部，チェックすることは出来ない。職工それ

ぞれが自分で衛生的な判断を求められる。たとえば，食べてよいものとそうでないものの

判断である。また，寄宿舎の幼年女工が幼いが故に判断できない生活レベルの些細なこと

については，まず室長や先輩女工が面倒を見ることで解決するように期待されていただろ

う。当然，先輩の彼女たちは自らの判断能力を持たなければならない。寄宿舎という住居

形態をとっていたため，女工の多くは職場での判断能力だけではなく，生活の場において

も判断能力が求められざるを得なかったのである。第 3 章で見たように，寄宿女工は出勤

管理という点では，男工や通勤女工よりも管理しやすかったが，逆にその分，管理費用も

掛かっていた。 

 自分で判断する能力の延長線上に奨励されたのが自治活動である。こうした流れは必ず

しも工場や会社为導のものとは限らない。朝倉工場長に为導されて，社宅等では職員も参

加する形で会を作られたが，川崎工場の尚工会は職工の活動から生まれ，その流れに乗る

形で会社がバックアップしている。後者は職場での仕事とも直接関係するが，職場であれ，

生活の場であれ，自らで判断をする場面は数多く存在する。したがって，自治活動は多様

な場面において，多様な形で確認することが出来る。他方，当然のことながら，自分たち

で考える力を育てるということは様々な考え方を生み出させることになる。その中には，

互いに相容れない活動も生まれてくる。次章ではそのような問題を見ていくことになる。 

 

4 結論に代えて：福利厚生制度と社会政策（救済事業）及び慈善（社会）事業 

 

                                                                                                                                               

校したときは，定員 60 名に 69 名の募集があり，62 名が入学していた（川崎工場ＴＡ生「尚

工学校の近状とその抱負」『富士の誉れ』第 104 号，大正 7 年 2 月 28 日発行，2－3 頁）。 
576 廣池千英「大正九年下半期臨時検査報告」（廣池文書Ⅳ－2－89），22 枚目。 
577 廣池千英「大正十年上半期臨時検査報告」（廣池文書Ⅳ－2－87），26 枚目。 
578 廣池千英「大正十年下半期臨時検査報告」（廣池文書Ⅳ－2－86），4 枚目。 
579 廣池千英「大正九年下半期臨時検査報告」（廣池文書Ⅳ－2－89），22 枚目。工場側の反

忚は大正 11 年に名古屋工場が 4 人を送り出す記事からその一端を知ることが出来る（单谷

生「名古屋工場便り」『富士の誉れ』第 155 号，大正 11 年 5 月 31 日発行，8 頁）。 
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福利厚生制度の導入について積極的な導入と消極的な導入の二種類に分けて考えよう。

消極的な導入とは労務管理上，問題が生じた後，必要に迫られて後追いで制度を導入する

ことを意味する。要するに，職工の生活を維持するために，必要であったのである。具体

的には，山間の工場において周囲の不十分なインフラに対忚すべく導入された，社宅制度

や購買会（組合）制度がこれに該当する。また，教化制度のうち，女工教育の実施は労働

力確保という必要を導入の動因と考えれば，この範疇に入れてよいだろう。これらの個別

の制度はそれぞれ独自に発展した結果，ある時点で見ると，家計補助的な制度があり，衛

生制度，教育制度，住宅制度が揃っていたのである。ただし，こうした消極的施策はほぼ

制度を整備する初期の段階，明治 30 年代に限られる。 

他方，積極的な導入とは問題が生じる前に，社会政策・慈善事業（社会事業）や他社の

福利厚生（同業とは限らない）等で行われていた施策を先見的に採用することを意味する。

「職工救恤規則」や「職工病傷保険規則」には先発会社で採用されていた救恤施策や後藤

新平による労働保険（社会政策）の影響を確認することが出来る。また，キリスト教・仏

教・天理教等の宗教による教化教育もこの一つに含めてよいだろう。 

積極的に様々な制度を導入するにあたって全体的な戦略構想を持っていたのは和田豊治

と朝倉毎人であった。特に，実際にそうしたビジョンを実践に移したのが朝倉であったと

考えられる。和田は海外のインダスリアル・ビレージ，すなわち職工村を理想として考え，

朝倉がその思想を受け継いでいた。和田が実際に工場管理をやっていたのは明治 34 年から

の数年間のことであり，その時点では富士紡自体にまだ十分に福利厚生制度を整備するだ

けの余裕がなかった。各工場の福利厚生制度の整備は工場長の権限であり，富士紡では大

正中期までそれぞれの工場が各制度を実践していた。したがって，工場長の職についてい

た朝倉の方が和田よりも実践する機会を持っていたと考えられる。工場を離れてからの和

田の役割は，工場での実践的な改良ではなく，社会政策学会などの人脈を通じて，社会改

良の体現としての福利厚生制度を紹介することであったと推測される。なお，大正 8 年ま

での各工場における福利厚生制度の展開を見ると，和田の思想が社内でどれだけ共有され

ていたかは定かではない。 

 繰り返し述べてきたように，福利厚生制度には給付として賃金の代替的な存在として理

解できるものと，賃金それ自体とは異なる福利厚生それ自体の論理で理解すべきものがあ

る。賃金との代替関係を考えるとき，論点は生活保証であろう。賃金が被用者の生活を支

えていることは否定すべくもないが，賃金それ自体が生活原理によって支配されているこ

とは稀であろう。さらに大企業の場合，生活を支えている制度が賃金だけであることも稀

である。まず，日常の生活をどのように把握していたか，議論ではなく，事実ベースで把

握すべきであろう。 

職工の日常的な経済生活，すなわち家計を一括して把握する科学的手法は，高野岩三郎

が家計調査を行うまで日本には存在しなかった。その意味では，高野二十職工調査以前は

企業においてもそのような管理技術は存在しなかったのである。ただし，当然ながら，そ

れ以前から経験的に病気や災害等の不意の支出によって，一時的に生活が苦しくなること

は知られており，富士紡の場合はそれに対忚するための制度を揃えていた。また，工場周

囲の発展度合いに忚じて，購買会（組合）が大きな役割を担った。第 7 章で論じる大正 10

年の役付会の再編の過程では，原案の段階では物価指数に忚じた最低賃金という考えを職
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員が持っていたが，最終的に却下されている。大正 6 年の押上工場争議をきっかけとした

賃上げ，翌大正 7 年の米価騰貴に対忚する米の廉売のように，生活保証については職工の

生活苦が顕在化したときに，場当たり的な対忚がとられていたと考えてよいだろう。 

 住宅制度・衛生制度・（学校）教育制度はそれぞれ異なった経路から展開してきたが，大

正期に入ると，「教化」という大枞で共通点を持つに至る。「教化」は明治期から大正期に

かけて，地方改良運動から宗教活動も含めた様々な分野で使用された広い概念である。富

士紡では会社として大正 3 年に教育を重視する方針が採られた。福利厚生に即して分類す

れば，生活指導（衛生・社宅），修養教育，工業教育の三つに分けることが出来るだろう。

「教化」の流れの中では，自分で判断する力が必要とされ，その延長線上に自分たちで考

えて行動することが重んじられるようになった。この流れは地方改良運動と軌を一にして

いた580。地方改良運動における顕彰もやはり，孝行者という個人と模範村という集団に対

するものの二種類があった。 

 福利厚生制度と社会政策（救済政策）ないし慈善事業（社会事業）の関係を見るとき，

疾病保険や共済組合のような制度や家計調査だけであれば，それぞれ保険原理の利用，現

状把握の手法として捉えるだけでよいが，「教化」のように被用者の変容を伴うものも含む

以上，思想も含めて考察する必要がある。日本では内務省において後藤新平以来，救済事

業ないし社会政策の中に救貧だけでなく，防貧的な意味合いを持たせていた。分かりやす

くいえば，防貧の中には，生活指導によって貧困に陥らないようにすることが含まれてい

たのである。 

富士紡では日常生活における救貧や生活指導による防貧の重要性があった。内務省の政

策を見ると，日露戦争を契機にした地方改良運動と感化救済事業によって，地方振興政策

（防貧）の一環として表彰制度を普及させている。この制度は第 4 章で検討した表彰制度

に繋がっている。内容は第 4 章で紹介したとおりだが，職場での生産活動以外にも表彰内

容が及んでいる点に特徴がある。感化救済事業は明治 40 年代から救貧よりも防貧に重点が

移行している。なぜ重点が移行したのか，その理由は必ずしも明らかではないが，政策対

象者の政策への関わり方が，受動的なものから積極的なものへと移行させようとしている

といえる。この点は，福利厚生における管理原理が，統制から徐々に自治へと移行してい

く過程と重なっているといえるだろう。こうした社会政策，ないし社会全体の背後にあっ

た「教化」という概念は，やがて労資関係に大きな影響を与えてくるのである。 

 

                                                 
580 共済組合委員の選出方法が選挙制に代わった事もこの流れに位置づけてよいだろう。 
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補論 社会政策と福利厚生 

 

 序章で福利厚生の定義をするために大塚一朗の議論を紹介した際，大塚が工業政策・社

会政策・社会事業との異同を論じたことに簡卖に触れておいた。学説史的に見ても，シュ

タインの議論から Sozialpolitik の訳語として「社会政策」という用語を採用した草創期か

らの混乱を今に引き継いでいる。この補論では，明治期の金五延の議論と実際に慈善事業・

社会政策の担い手であった内務官僚の貧民研究会メンバーの動向を整理した上で，戦後の

学説論争を踏まえて，「社会政策」「社会事業」の定義を行う。 

 議論を始める前に，予め定義を行っておいた方が便宜的であろう。本稿では「社会政策」

の定義を便宜的に狭義の労働問題に限定するのではなく，福祉行政およびその表裏一体の

保安行政にまで拡張して使用している。ただし，「社会事業」は福祉行政に該当する領域の

民間事業に限定して使う。また，「社会事業」と同じ事業であっても明治 40 年代までのも

のについては「慈善事業」を使う。 

 

(1) 明治期における「救済」と「社会政策」の社会改良主義への収斂 

社会福祉行政の二大センター：社会政策学会と貧民研究会 

 近代日本における社会福祉行政（厚生行政，social welfare administration）の嚆矢を思

想的にないし学問的な裏づけという観点から捉えると，それは明治 20 年代と考えられる。

もちろん，それ以前から各藩の慈恵政策の伝統を引き継いだ試み（たとえば恤救規則）も

行われていた。しかし，その後の当該分野への影響という意味では，欧米（特にドイツ）

からの輸入学問を重視したい。明治 20 年代には，流行思想も明治 10 年代の自由为義から

国家为義へ移行していく581。内務省衛生局技師の後藤新平はシュタイン行政学の影響を受

けて，明治 22 年に『国家衛生原理』，翌 23 年に『衛生制度』を著し，同じく明治 23 年に

独英の留学から帰朝した金五延が「社会政策」という言葉を普及させる。 

 明治 20 年代後半から明治 30 年代にかけて，その後，日本の厚生行政，あるいは社会事

業を基礎を作ったのが周知の社会政策学会と貧民研究会（後に庚子会）である。社会政策

学会創設は桑田熊蔵が提唱し，山崎覚次郎の賛同を得て開かれた研究会に端を発する。そ

の後，高野岩三郎，窪田静太郎等，徐々にメンバーを増やし，金五延の協力を得ることに

なる582。明治 42 年 12 月に開催された第三回の社会政策学会では三日目に富士紡小山工場

に見学があり，この時点で和田豊治は学会員であった583。他方の貧民研究会は，慈善事業

や社会救済に関心があり，かつ実際の業務に携わる内務省有志が中心となって結成された

勉強会で，その後，中央慈善協会の創設の中心となった。このなかに窪田の盟友で社会政

策を専攻とする桑田熊蔵も入っている。 

                                                 
581 河合栄治郎『明治思想史の一断面（河合栄治郎全集第 8 巻）』社会思想社，1969 年，第

4 章及び第 6 章。 
582 山崎覚次郎「「社会政策学会」及び「経済学攻究会」の濫膓」（初出は『経友』1935(昭

和 10)年 12 月発行），高野岩三郎「「社会政策学会」創立のころ」（初出は帝国大学新聞創刊

亓十周年記念号、1935 年 12 月 4 日），何れも社会政策学会オンライン文書館

（http://wwwsoc.nii.ac.jp/sssp/archives.html）で閲覧可能（2007 年 9 月 2 日アクセス）。 
583 社会政策学会編『移民問題』同文館，1910 年，19－20 頁。 
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社会政策学会：金井の「社会政策」 

 日本において「社会政策」という概念を普及させたのは金五延の講義と言われている。

初期の社会政策学会の中心人物は桑田や高野だが，金五が定着させた「社会政策」の概念

は既に広く受け入れられていた。明治 20 年代の金五の講義録は近代デジタルライブラリー

で閲覧することが出来，既に明治 22 年『社会政策論』（東亩専門学校584）のうちに社会政

策，社会問題といった为要な用語の定義を見ることが出来る。この出版年はおそらく 2，3

年の誤差があると思われるが，それを差し引いても，明治 20 年代中葉の講義において「社

会政策」が輸入されていたことは確実である585。金五の社会政策論は，種々の用語（社会

政策，社会問題等）を定義し，その関連を述べた卖純なものであったため，体系的に学問

を構築する立場からは種々の批判を浴びる余地があるが，その卖純さ故にいくつかの側面

で強い影響力を残すことになった。 

 東亩専門学校の講義録『社会政策論』によると，冒頭で社会政策の目的は労働者の社会

的地位を「上信」させることである，とされている（1 頁）。この背景に労働者の「社会上

並に経済上に於ける地位は実に悲しむへく又憐むへきの状態（1 頁）」であるという認識が

ある。これを言い換えれば，「労働者と一般社会との相矛盾せる不都合を国家公権の範囲内

に於て救済せんとするものにして社会政策は実に国家公権の力を籍りて労働社会の状態を

改良せんとするにあ（3－4 頁）」る。また，社会政策は「如何にして社会問題を説かば可な

らんかとの問題に関する政策（4 頁）」であり，「社会問題」は「広漠たる意味を有するもの

にあらずして一種特別の意味を有せり即ち社会問題とは労働者問題なる意味に解釈（4－5

頁）」されるのである586。その「社会問題」の原因は工業発展によって生じる「分配問題（7

頁）」であり，したがって「社会問題は忚用経済学に属すべきもの」となる587。ただし，明

治 27 年の海軍为計学校の講義録では，金五は社会政策論のなかに社会問題に加えて，移民

                                                 
584 金五延『社会政策論』東亩専門学校講義録，1889 年？。近代デジタルライブラリー（国

会図書館）では，このような推定がされているが，金五は明治 23 年まで洋行していること，

および専修学校の講義録（明治 25 年）と内容が類似しており，この原案になっていると考

えられることから，実際には明治 24 年頃（～25，6）のものと推測される。河合栄治郎に

よる伝記では，金五が早稲田と関係なかったとされているが，講義録がある以上，これは

誤りであろう（河合栄治郎『明治思想史の一断面（河合栄治郎全集第 8 巻）』社会思想社，

1969 年，287－288 頁）。おそらく，数回の講義を持ったものと思われる。 
585 桑田熊蔵が金五の講義を受けて「社会政策」専攻を志したのは有名で，桑田は明治 26

年に東亩帝大を卒業している。高野岩三郎は明治 25 年に受けた第三回の講義の記録にドイ

ツの社会政策協会が詳しく述べられていると記した（高野岩三郎「「社会政策学会」創立の

ころ」）。ただし，後藤新平はそれに先立って社会衛生制度として社会政策の必要を訴えよ

うとしたところ，衛生局長の長与専斎に止められ，職業衛生制度として衛生雑誌に連載し

たという（後藤新平「日独学術接近論」望月小太郎編『独逸之現勢』英文通信社，1913 年，

936 頁，ただし『衛生雑誌』の「職業衛生制度」は未見）。 
586 こうした「社会問題」の捉え方は戦前の社会政策学者の間では共通了解となっていたと

いう（桑田熊蔵「社会政策管見」桑田一夫編『桑田熊蔵遺稿集』私家版，1934 年，161－

162 頁（初出不明），河合栄治郎編『金五延の生涯と学蹟』日本評論社，1939 年，395 頁）。 
587 ただし，「スタイン先生の一周忌（初出 1891 年）」にシュタインの専門分野の説明で「最

も得意としたのは忚用経済学と言ふものの一部で，兹て又社会学に渉つて居る所の社会問

題」という表現がある（河合栄治郎編『金五延の生涯と学蹟』日本評論社，1939 年）。 
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問題を含めている588。 

 金五の「社会政策論」の全体を知るには，この東亩専門学校の講義録が適切であると考

えられる。研究史上では，金五の業績について河合栄治郎が『金五延の生涯と学蹟』に代

表的なものを収めたため589，これがその後の基礎資料となった590。河合は明治 36 年の『東

洋学芸雑誌』の「社会政策」を「比較的纏っている」として採ったのだが，金五がこの論

文の元になった講演をした時期には既に「社会政策」の語が不正確に世間に広まっていた

ため，金五は社会为義（≒共産为義）に反対し，社会政策为義（＝社会改良为義）の意義

を強調しており591，为張自体がややプロパガンダ的な性質を帯びるに至っている。しかし，

『社会政策論』では個人为義社会政策論，社会为義社会政策論，社会改良为義社会政策論

を一括して社会政策为義と定義した上で，社会改良为義の優越性を为張していた。広く知

られているように，明治 30 年代には「社会」という用語だけで，「社会为義」と結び付け

て理解され，忌避される傾向があった。社会政策学会の幹事を務めていた内務省の窪田は，

「社会政策学会」に関与していることを社会为義運動の一つと誤解した末松謙澄・内相か

ら注意を受け，その説明をした経験をきっかけに趣意書の必要性を訴えたのである592。こ

の趣意書の中に金五の社会改良为義がそのまま反映されたことは周知の通りである593。 

 金五の研究をその後の「社会政策・社会事業」の実践（行政を含む）や研究に与えた影

響という観点から整理すると，次の二点に集約されるだろう。第一に，金五は社会政策の

対象を工業化の進展がもたらす労資の分配問題（社会問題）と捉えていた。工業化の進展

に遠因を求めるところに，学際的な展開を見せる可能性を含みながら，社会政策論を忚用

経済学の範疇と定めたのである。また，金五は移民問題も「社会政策」に含めるようにな

るが，逆に言えば，それ以前は対象となる社会問題，すなわち貧民問題を具体的な形で念

頭に置いていたのである。それは留学先における社会事業であり594，帰国後，まもなく実

地に見学に行った工場等であった595。第二に，その後の事実経過を念頭に置いた分類から

考えると卖純に過ぎるが，経済政策の立場を資本为義（自由放任），社会为義（≒共産为義），

社会改良为義と俯瞰した上で，社会改良为義を喧伝したことにある。 

本稿との関係で言えば，第一の論点が重要になる。すなわち，社会問題は労働者が自覚

                                                 
588 金五延『経済学』水間尚志，1894 年，18 頁。河合栄治郎編『金五延の生涯と学蹟』日

本評論社，1939 年所収，709 頁。 
589 河合栄治郎編『金五延の生涯と学蹟』日本評論社，1939 年。 
590 池田信『日本社会政策思想史論』東洋経済新報社，1978 年，第 2 章第 3 節。 
591 東亩専門学校の講義録がなくとも，これとほぼ同じ内容の『社会政策汎論』（専修学校

講義録）を採るべきであったと考えられる。ただし，講義録は必ずしも本人の校閲を経た

とは限らないので，史料の精度としては河合の選択が正しいかもしれない。 
592 窪田静太郎「我国に於ける社会事業統制機関」（日本社会事業大学編『窪田静太郎論集』

日本社会事業大学，1980 年所収，464 頁）。 
593 池田信は社会政策学会における社会改良为義の原点を桑田熊蔵においているが（池田信

『日本社会政策思想史論』東洋経済新報社，1978 年，75－76 頁），社会改良为義の優位を

解く桑田の考え方は金五のものを踏襲しているに過ぎない。 
594 河合栄治郎『明治思想史の一段面』社会思想社，1969 年，85，89 頁。 
595 東亩近傍の工場，女工寄宿舎，亩阪地方では大阪，神戸の零細工場，後に東北，北海道，

特に北海道の坑夫の生活を観察している（河合栄治郎『明治思想史の一段面』社会思想社，

1969 年，158－159 頁）。 
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することによって問題化するという捉え方である。この時期の日本人にとって，社会的階

級といえば士農工商の再編であった華族・士族・平民であった。もちろん，労働者（職工）

は存在しているが，一つの階級としてアイデンティファイされるほど成熟していたとはい

えないだろう。この意味で，労働者階級はこの時期の先進的な知識人の言葉によってまず

形成されていったと考えてよいだろう。これは日本の労働運動が知識人の運動なくして成

立しえなかったこととも関連する。この点は労働史の研究史的に考えると，E.P.トムソンが

問題にした労働者階級の形成という観点から捉え直す上でも示唆深いといえるだろう。 

 

貧民研究会 

貧民研究会は内務省有志で結成された596。中心であった窪田静太郎は参事官で衛生局に

所属し，その議論相手だったのが参事官・久米金弥である。窪田の回想によると，久米は

明治 21 年の「窮民救助法案」に関係していた597。久米の内務省におけるキャリアを見ると，

警保局から参事官，書記官を歴任し，参事官の職で中央衛生会の委員，監獄委員を務めて

いる598。貧民研究会では他に内務省の有松英義（警保局），小河滋次郎（監獄課），松五茂

（警視庁），相田良雄（衛生局，研究会の事務担当）がおり，さらに原胤昭（出獄人保護を

実践），留岡幸助（警察監獄学校教授），安達憲忠（東亩市養育院）といった実地の社会事

業家（慈善事業家）がいた。後に，地方局の五上友一，生江孝之らが加わる。 

 先に社会政策学者の間では「社会問題」の概念は共通了解であったとしたが，明治から

昭和初期にかけて，「社会政策」「社会事業」「感化救済（事業 or 制度）」「救済（事業 or 制

度）」等の用語は必ずしもそれぞれが一意的に使われたわけではなかった。こうした用語の

不安定さの背景には，世糽転換期が欧米における慈善事業から社会事業への移行期に当る

ためで，同時代的に日本もこの動きに伴う思想変動の影響を受けていた。あるいは，先の

「社会」という用語への忌避といった制約が加えられるなかで，政策策定者がこれに対忚

せざるを得ない，あるいは積極的に逆用する，といった複数の要因が存在していたのであ

る。その意味で注目したいのは長らく社会事業の古典的文献である五上友一『救済制度要

義』の冒頭である。やや長文になるが，引用しておこう599。 

 

救済行政と謂ひ或は救済制度と称するもの最通俗の用語に拠るときは亦之を社会

改良制度と名くるを得べし，然るに世人は往々にして所謂社会改良制度なる語を以

て卖に貧民賑恤の行政に局限し或は之を縮めて労働問題の範囲に止むるもの多し，

此書之に倣ふて同一の語を用ゐざる所以は固より好んで異を立つるに非す，其变述

の目的を殊にすることを表明せんが為めのみ異日我学界に於て適当なる述語の造

                                                 
596 貧民研究会については，窪田静太郎「社会事業と青淵先生（中央社会事業協会の項）」「我

国に於ける社会事業統制機関」「財団法人中央社会事業協会創立三十周年を迎へて」「原胤

昭君の事業を憶ふ」（日本社会事業大学編『窪田静太郎論集』日本社会事業大学，1980 年所

収）を参照。 
597 「窪田静太郎氏を中心とする座談会」における窪田静太郎の発言（日本社会事業大学編

『窪田静太郎論集』日本社会事業大学，1980 年所収，495 頁）。 
598 『内務省人事総覧第 1 巻』日本図書センター，1990 年。 
599 五上友一『救済制度要義』博文館，1909 年，1 頁。 
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成せらるるあらば更に之を改めんことを期す 

 

このような注意を断らざるを得なかったのは「社会改良」が「社会政策」と結びつけられ

たことによる弊害についてである600。けだし，「社会政策」は貧民としての労働者を対象と

していたからである。五上の「救済制度」は卖独で感化事業も含まれる。五上が『救済制

度要義』で論じている範囲は，「感化救済事業」から連想されるものより，各種の教育制度

が含まれていることを除けば，現在の「社会福祉政策」に近い。 

ただし，五上は『自治要義』のなかでは，包括的に各事業を取り上げている601。ここか

ら分かるのは，五上が名称や学問的分類に拘らず，論じる対象そのものに関心を向けてい

ることである。この点は『自治要義』において「自治の作用」における各行政の分類につ

いて「是等の区分（引用者注：学者の分類）は往々にして形式に失し実益に遠ざかるの憾

あり。故に本章に於ては形式的の分類法を避け寧ろ事物の実相を明らかにせんことを为と

して各国の制度並経営の大体を述べんとす」（83 頁）としていることからも明らかである。

また，この点については窪田静太郎も同様であり，詳しい語彙の考証は省略するが，『窪田

静太郎論集』に収録された各論文（特に座談等）だけを取り出して，比較しても明らかで

あろう。 

 学問的分類（用語の定義）ではなく，内務省の実務面から貧民研究会の創立メンバーに

注目しておこう。窪田静太郎と部下の相田は衛生局であったが，それ以外は警保局所属者

もしくは経験者であった。このことから二つの点を確認しておこう。第一に，警察行政の

実務において，貧民に対する福祉行政は保安行政と表裏一体の関係にあった。概念として

もドイツ語で現在，警察を意味する“Polizei”の語源である“πολιτεία”は古代ギリシア以

来，行政全体を意味しており，ドイツでは 19 世糽においても未だ福祉行政と保安行政の二

つの意味を有していた602。久米金弥の警察論はこうした広義のポリティアを踏まえた国家

論を前提として展開されている603。久米の議論では，民利民福を増進する目的を実現する

方法として，積極的方法（翼育的事務）によって「民利民福ヲ図」るものと消極的方法（保

                                                 
600 しかし，その後は積極的に社会政策＝社会改良が広められていく。「社会政策は独逸語

Socialpolitik の訳字であつて英語の社会改良（Social Reform）と同意義である。我国では

久しく社会改良の文字が用ひられたが独逸経済学を学ぶものが多くなるに従ひ、社会改良

の熟語を用ひずして社会政策の熟語を用ふるものが多くなつたから、何時とはなしに社会

政策の熟語が行はるるに至り、特に政府が社会改良に関する諸施設に社会政策の四字を用

ふるに到りて社会政策が通用語となるに至つたのである」（河津暹『社会問題と社会政策』

有斐閣，1938 年，2 頁）。 
601 五上友一については右田糽久恵「五上友一の研究（その一～その三）」『社会問題研究』

第 42 巻第 1 号，第 2 号，第 43 巻第 2 号，1992 年 10 月，1993 年 3 月，1994 年 3 月およ

び，野口友糽子「明治後半期の防貧概念：五上友一の場合」『東洋大学大学院糽要』第 39

巻，2001 年 2 月を参照。 
602 木村周市郎『ドイツ福祉国家思想史』未来社，2000 年，16，59 頁。「ポリツァイ」概

念については本書全体の重要なテーマに関わっているため，これを一言で要約することは

出来ない。 
603 久米金弥『高等警察論』五上経重，1886 年，5－14 頁。また，久米があげている参考

文献，ブルンチュリ－，ヨハン・カスパルト著（加藤弘之訳）『国法汎論』巻七上，文部省，

1873 年，第八款も参照。 
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護的事務）によって「全社会の安全及ヒ人民ノ当サニ亨有ス可キ福利ヲ妨害スルモノヲ除

却ス」るものを挙げ，後者を警察としてる604。こうしたことから，明治以降の日本警察は

最初から保安行政中心であったが，実務上，福祉行政を担わざるを得なかったと考えられ

る。 

 第二に，衛生と貧民の関係である。ここでは窪田静太郎に影響を与えた人物として後藤

新平に注目する必要があるだろう。まず，窪田自身の言葉によれば，後藤の为張「労働者

が健康でなければ生産の能率を上げ国家の富強を致すと言ふことは出来ない，即ち衛生行

政の目的は労働者の健康を増進する事にあ」った605。もとより，後藤が衛生行政に関与す

る以前から衛生行政のなかに貧民に関する行政は存在した。しかし，窪田への影響を考え

ると重要なのは後藤である。また，思想的に見ると，後藤の衛生論も久米の警察論と同様，

卖に衛生行政を論じるのではなく，国家論と結びついていることは注意が必要である606。

言い換えれば，「社会政策・社会事業」領域は個別に見ると，その範囲を確定することは難

しいが，内務行政という大枞は共有していたといえるだろう。 

 

(2) 「社会政策」を巡る戦後の学説史的な流れ：二つの大河内理論 

いわゆる大河内社会政策論 

 学説史的に見ると，ここ数十年，「社会政策」の意味を拡張させようという動きがあり607，

一定の成功を収めてきた608。戦後の社会政策論論争史に決定的な影響力を誇った大河内一

男の社会政策論はマルクスの議論をベースにして，労働（力）政策としての社会政策を位

                                                 
604 久米金弥『高等警察論』五上経重，1886 年，12 頁。 
605 「窪田静太郎氏を中心とする座談会」における窪田静太郎の発言（日本社会事業大学編

『窪田静太郎論集』日本社会事業大学，1980 年所収，492 頁）。なお，窪田は後藤へのシュ

タインの影響の大きさに言及している。ただし，これは明治 10 年代から 20 年代にかけて

の政官界を席巻したシュタインの流行とは別に，後藤が愛知県病院に勤務しているときに

アルフレッド・フォン・ローレッツから勧められて学んだもので，個人的な影響である（後

藤新平「日独学術接近論」望月小太郎編『独逸之現勢』英文通信社，1913 年，なおこの評

価は瀧五一博『ドイツ国家学と明治国制』ミネルヴァ書房，1999 年，132 頁による）。 
606 後藤新平『国家衛生原理』後藤新平，1889 年。 
607 步川正吾「労働政策から社会政策へ」社会保障研究所編『福祉政策の基本問題』東亩大

学出版会，1985 年 1 月，3－32 頁および步川正吾『社会政策のなかの現代：福祉国家と福

祉社会』東亩大学出版会，1999 年。 
608 相沢与一「「書評步川正吾『社会政策のなかの現代』」『大原社会問題研究所雑誌』第 522

号，2002 年 4 月，54－55 頁。ただ，相沢は步川の意図を評価した上で，木村正身や相沢

自身の先行研究の位置づけが不十分な点を指摘している。 

步川の論文については「労働政策から社会政策へ」というタイトルが「社会政策から労

働問題へ」を踏襲していることに象徴的に現れているように，また，著者自身が社会政策

の意味を拡張させることだけを目的とすると断っているように，論文自体にプロパガンダ

的な性質がこめられている。この論文でも，高田保馬等の先行研究が述べられているもの

の，学術的な意義の検討はされていないし，イギリスの学者の研究が並べられて，一意的

に社会政策を定義することの困難が確認され，学術的な定義の確定より現実に追従すべき

であるという態度が明確に示されている。ただし，そのことはこの論文の価値を低めるも

のではない。むしろ，学会の趨勢が厳密な学問的議論と関係ない次元に左右される以上，

学会史という観点から重要な論文である。 
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置づけたことにより，社会科学としての価値を認められた。既に見たように，社会問題を

経済的な要因に帰すという発想自体は，明治 20 年代に金五延が「社会政策」という用語を

輸入したときからの伝統的な見解である。そして，金五の議論自体にローレンツ・フォン・

シュタインの「社会問題」の影響が認められる609。その意味では，大河内理論が社会政策

を経済的要因に帰してしまったという批判は誤りである。大河内が評価された点は社会改

良为義等の価値判断を排除したことにあり610，その上でもっとも伝統的な捉え方のある
．．

一
．

側面
．．

を理論化して捉え直したのである。ただし，大河内の社会政策論は理論的には既に高

田保馬によって論破されていた611。 

高田が重視したのは概念構成の方法である。まず，第一段階として「社会政策」を①「政

府または地方自治体または何等かの集団が行ふ実際上の政策」と②「現実の社会政策に関

する思想」に分ける。高田の議論全体から考えると，①には歴史的な事実も包含せられる

べきであろう612。そして，第二段階でこのように認識された「社会政策」を考察者の「世

界観乃至価値観」によって統一的に整除したものが「社会政策論」である。換言すれば，「社

会政策論」の形成には，現実の認識（概念構成）→認識の再構成（政策論構築）という二

段階が想定されている。このとき「世界観乃至価値観」においてマルクスを前提としなけ

ればならない理由はないのである。 

大河内理論の根底には資本制社会（資本为義社会）という概念が存在した。そして，資

本制社会を存続せしめるものとして，総資本は総労働を保全するという社会政策の必然性

が導き出されたのである。問題は，社会全体を資本制社会として捉えるか否かという点に

掛かっており，その意味で高田から呈された疑問がもっとも有効であったといえよう。す

なわち，高田は「社会政策論」という統一的体系を念頭に，社会政策の経済理論と社会政

策の社会学がそれぞれ成立しうるものであっても，両者の統一が社会政策論という一つの

統一にはならないと論じたのである613。また，高田から尐し遅れて，氏原正治郎は服部英

太郎と大河内の論争を整理するなかで，大河内における社会理論の欠如という論点をより

                                                 
609 シュタインについては最近，浩瀚な研究が陸続きに出版されている。代表をあげれば，

瀧五一博『ドイツ国家学と明治国制』ミネルヴァ書房，1999 年，森田勉『ローレンツ・シ

ュタイン研究』ミネルヴァ書房，2001 年，柴田隆行『シュタインの社会と国家：ローレン

ツ・フォン・シュタインの思想形成過程』御茶の水書房，2006 年がある。瀧五の研究は明

治期の国制（consititution）を考えるという広い視野を持った画期的な研究である。森田や

柴田は伝統的な哲学研究からの系譜に位置づけられる。なお，明治史研究における思想史

の位置づける方についての洞察として，森田勉『ローレンツ・シュタイン研究』ミネルヴ

ァ書房，2001 年，ⅴ頁の注（2）が示唆的である。 
610 ただ，価値判断を排除して「政策論」が成立するか否かは議論が分かれるところであろ

う。もちろん，行われた「政策」の効果を議論することをもって「政策論」とするならば，

価値判断を排除して検証することは可能であろう。しかし，「政策」そのものには何らかの

考え方が存在しており，それを排除して議論することが可能だとは考えがたい。それは歴

史研究においても同じである。 
611 高田保馬「社会政策の学問的性質」『経済学論』有斐閣，1947 年。 
612 この点は宇野理論において，現状分析が過去の歴史分析も含めることと同じである。 
613 高田保馬「社会政策の学問的性質」『経済学論』有斐閣，1947 年，186－187 頁。 
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包括的に掘り下げて論じていた614。高田の議論がほとんど看過されていたのに対し，その

後の研究に影響を与えたという意味では氏原正治郎の一連の論文は重要である615。 

 労働問題研究が石田光男の研究史整理に見られるような形の狭い意味に限定されていっ

たのはむしろ小池和男の諸研究の受容過程においてであった616。小池やその同世代の兵藤

釗・山本潔らの世代の研究には生活に関する視点は存在していた617。むしろ，生活に関心

を持つ研究者は社会保障・社会福祉研究に合流し，そこでは中西洋のように新たに社会政

策を論じるということは試みられなかったのである。 

 

大河内「社会事業」論との対決＝大河内「社会政策」論の受容 

 社会保障・社会福祉政策分野では，戦前の社会事業（感化救済事業618）の流れが引き継

がれている。既に議論したように，明治 30 年代においては「社会政策」と「感化救済事業」

は相互に影響を与えていたし，人的交流は現在に至るまで続いている。しかし，「社会政策」

と「感化救済事業（大正中期以後は社会事業）」は全く異なる系統に位置づけられてきた。

その断絶を学問的な意味で決定的にしたのは，実は大河内一男の「我国における社会事業

の現在及将来」という戦後の社会政策研究ではあまり取り上げられなかった論文である619。

そして，「社会事業」を「社会政策」の代替と捉える大河内説を踏襲したのは吉田久一であ

り，この点は最近になるまで問題にさえされてこなかったのである620。 

                                                 
614 氏原正治郎「社会政策の社会理論の欠如」『日本労働問題研究』東亩大学出版会，1966

年，序章第二節。初出は 1949 年。 
615 氏原の一連の論文とは『日本労働問題研究』所収のものを意味する。なお，後に社会政

策本質論争を振り返った神代和欢は高田保馬の議論を高く評価し，なぜ氏原正治郎がこれ

を取り上げなかったのか不思議がった（神代和欢「大競争時代における労働市場政策の課

題」『エコノミア』第 49 巻第 1 号，1998 年 5 月，3 頁）。高田が社会政策の経済理論・社

会政策の社会学という分類をしたのに対し，氏原は社会学的側面に注目していた。ただし，

神代が問題にしているのはマルクス以外の経済理論的側面への関心の欠如である。 
616 石田光男『仕事の社会科学』ミネルヴァ書房，2003 年。 
617 小池和男『賃金』ダイヤモンド社，1966 年の冒頭，兵藤釗『近代日本における労資関

係の展開』東亩大学出版会，1971 年における生活構造の議論，山本潔『日本の労働調査：

1945－2000 年』東亩大学出版会，2004 年，序章の研究史整理等。ただし，生活への関心

の度合いが，たとえばそれを正面から取り上げた江口英一や中鉢正美に比べて，弱かった

ということは出来るかもしれない。 
618 「感化救済事業」が広く使われるようになるのは，明治 30 年代後半のことだが，ここ

では貧民研究会での交流を念頭においている。 
619 大河内一男「我国における社会事業の現在及将来」『社会事業』第 22 巻第 5 号，1938

年 8 月，1－22 頁。この論文は社会福祉分野では大河内論文と呼ばれており，この領域には

もっとも影響力を与えた（一番ヶ瀬康子「社会福祉研究の展開と展望」日本社会福祉学会

編『社会福祉学の 50 年』ミネルヴァ書房，2004 年，27 頁）。 
620 吉田自身は大河内理論からの自立を考えていたが，社会政策論としての大河内理論を継

受し，その上で社会事業を独立させようと試みたのである（大河内理論と 1950・60 年代の

学会の関係については岡村重夫・吉田久一「対談学会創立時の学問状況と想い出の人々」

日本社会福祉学会編『社会福祉学の 50 年』ミネルヴァ書房，2004 年を参照）。この意味で

社会政策論としての大河内理論を継承したのである。社会事業史研究の文脈からこの問題

を取り上げたのは，管見の限り，野口友糽子「社会事業史にみる「社会政策代替説」と大
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 日本の社会事業は英米と比較すると，その発展の仕方に特徴があった。その象徴的な例

が中央慈善協会の設立であろう。中央慈善協会の構想の発端は貧民研究会である。貧民研

究会のなかに COS（Charity Organization Societies）を模した協会の必要を唱える者があ

った。明治 35年に加島敏郎が大阪から上亩した際に，研究会同人がそのことを説いたため，

明治 36 年の内国勧業博覧会を機に全国慈善同盟大会が開かれることになった。その大会で

全国組織が結成されることになり，庚子会（貧民研究会）に事務が委任された621。すなわ

ち，中心となったのは内務官僚である。これに対して，英米では民間の各慈善事業がそれ

ぞれ発展した結果，相互の連絡・組織化が必要となって，協会が設立されたのである622。

このように，日本においては中央・地方（特に大阪市・東亩市が代表的）政府を問わず，

政府が各種の事業を直接的に福利行政として実践するのみならず，諸外国の制度の紹介等

の宣伝を積極的に行っていた点に特徴がある。そして，その代表ともいえる五上友一によ

って牽引された地方改良運動はまさしく感化救済事業の中心であった。以上の経緯を考慮

すると，社会事業には民間事業と政府事業（行政）の二つが含まれることを確認できよう。 

しかし，「社会事業」から政府事業を独立して抽出するために，例えば戦後の「社会福祉

政策」に置き換えると，ポリツァイの語義で議論したような保安行政が含まれなくなって

しまう。政府が先導した感化救済事業には予防的な治安維持行政も含まれており，その点

で保安行政を外して考えることは出来ない。何より，労資関係に関する施策は，そのこと

を外しては考えられないのである。この意味では広義に「社会政策」を使用することが便

宜的なのである。ただし，「社会政策」の具体的な内容を普く確定することは出来ない。高

田が言うように現実の政策と概念としての政策は別だからである。加えて，時間的な推移

のなかで，具体的な政策も多様になっている。ここではその検証は行わないが，このよう

な広義の「社会政策」に含まれる諸施策が富士紡の福利厚生にも影響を与えていたことを

指摘しておきたい。  

日本においては救恤的政策・衛生政策・自治行政から社会政策を展開させ，社会事業の

発展に寄与したのは，後藤新平を例外とすれば623，内務省の役人を中心とした旧貧民研究

会に関係した人々であった。彼らの仕事が本格的に展開したのは，明治 40 年代以降の地方

改良運動および感化救済事業によるが，これらの仕事も体系的に展開したわけではなく，

まず，多尐の関連ある事柄について網羅的な紹介が優先され，ある程度が揃った時点で整

理されたのである。現実の実践的活動が先行して，その後，それらについて体系的整理が

行われることは，一般的に見られる傾向であり，同時代的なヨーロッパにおける社会政策

や欧米の社会事業に関しても，体系的整理が進むのはもう尐し後であった。日本において

                                                                                                                                               

河内理論」『長野大学糽要』第 28 巻第 3・4 号，2007 年 3 月が最初である。野口の論文は

問題提起の域を出ず，理論的な考察にまで掘り下げられていない点は残念だが，私はこの

問題提起が社会事業史・社会福祉史研究にとって画期的な意味を持つと考える。 
621 窪田静太郎「社会事業と青淵先生（中央社会事業協会の項）」「我国に於ける社会事業統

制機関」「財団法人中央社会事業協会創立三十周年を迎へて」「財団法人中央事業協会創立

の事情と其の後の推移」（日本社会事業大学編『窪田静太郎論集』日本社会事業大学，1980

年所収）。 
622 英米の社会事業史についてはウッドルーフ，キャスリン（三上孝基訳）『慈善から社会

事業へ』中部日本教育文化会，1977 年，第 2 章，第 4 章を参照した。 
623 後藤新平は窪田の上司であり，彼らの先駆者と位置づけるべきであろう。 
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はこの分野の古典とされている五上友一『救済制度要義』がその役割を担ったというべき

であろう。このような背景を考えると，『救済制度要義』はひとり社会福祉政策だけの古典

であるべきではなく，広く社会政策学者にも読まれるべき古典であるというべきであろう。

また，福利厚生制度については大塚一朗がその役割を担ったのである。 
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第 7 章 労資関係と労資交渉 

 

1 問題の所在 

 

 戦前の労資関係についての総合的な捉え方は，兵藤釗が提唱した「工場委員会体制」が

中心的な説となり624，1970 年代に実証的な反論がすぐに出始めた。おそらく，そうした状

況を包括的にまとめたのが西成田豊である625。佐口和郎は序章でも紹介したように，交渉

のメカニズムに焦点を絞って，兵藤の「工場委員会体制」を批判的に継承した。すなわち，

企業内での労使懇談制度が必ずしも御用団体ではなく，経営側に対して労働者の利害をま

とめ，交渉することによって，利害調整を行っていたことを明らかにした626。もちろん，

こうした観察は協議機関と組合に通底する性格を見据えられている。富士紡の場合，労働

組合と企業内労使協議機関を同時に持つ，今までには検討されなかったタイプの企業であ

る。 

こうした研究の流れは1920年代がほぼ日本労資関係の原型が形成された時期であると考

えられたことによって生まれたものであり，したがって，そこで対象とされるのはその当

時の労働運動の中心であった重工業であった。本章は，それ以前の時期も含めて，すなわ

ち 1910 年代後半以降（大正期）における富士紡という軽工業の一企業を扱う。 

1910 年代後半は第一次世界大戦やロシア革命が起こり，世界的な規模で各国の労資関係

が変容した時期である。したがって，先行研究は 1920 年代について第一次世界大戦後にど

のように労資関係が展開したか論じているといってよい。あるいは，第一次世界大戦のイ

ンパクトを明らかにしているともいえる。富士紡の労務管理体制，労働運動（友愛会（後

の総同盟）の組合活動及びそれとの関係）は重工業のそれに比べてすべて先行していたと

いってよい。その上，富士紡社長の和田豊治は，第 6 章で述べたとおり，救済事業調査委

員会の委員であり，協調会を作った中心人物の一人であった。したがって，富士紡は卖に

一企業というだけでなく，1920 年代以降の日本全体の労資関係を理解する上でのミッシン

グ・リンクなのである。 

 ここで元号ではなく，1920 年代以降という言葉を使用しているのは，1920 年＝大正 9

年 7 月に起こった押上工場争議が，文字通り労資関係を考える上での分水嶺になっている

からである。もちろん，変化の胎動はそれ以前から存在していたが，しかし，労資敵対的

な関係が決定的になったのはこの争議以降のことであった。そこで本章ではこの争議を中

心に労資関係を考察が行われる。 

最初に第 2 節において，組合結成時の原動力であった友愛会（後の総同盟）及び和田が

結成に関わった協調会についてまとめる。労働運動を通して徐々に形成されていく労資関

係には，社外の影響が大きく，これらの動きを把握せずに，富士紡の内的メカニズムだけ

で理解することは出来ない。次に第 3 節では，大正 9 年押上工場争議を中心に，それ以前

とそれ以後の争議を分析する。ここでは，争議を団体交渉以前の有効な交渉方法と捉える

                                                 
624 兵藤釗『日本における労資関係の展開』東亩大学出版会，1971 年。 
625 西成田豊『日本労資関係史の研究』東亩大学出版会，1988 年，第 3 章。兵藤に対する

批判的な研究も含めて概観するのにもよい。 
626 佐口和郎『日本における産業民为为義の前提』東亩大学出版会，1991 年。 
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立場を前提としている627。最後に第 4 節では，大正 10 年に再編された役付会（結成は大正

8 年）について述べる。役付会の再編自体は，企業内・工場内の労務管理上の合理性のみで

も説明できる。だが，役付会の再編のきっかけとなった工場委員会導入の検討は，協調会

の藤永田造船争議における調停案に影響を受けたものであると推測される。このような細

かい事実に注目すると，役付会の再編は協調会という文脈，すなわち，押上工場争議から

の一連の流れで捉えるべき性質を持っている。その意味で工場外の動きを包括して捉えた

場合，前 2 節の内容と関連しているのである。 

 

2 富士紡と友愛会および協調会 

 

(1) 友愛会と富士紡 

① 初期友愛会：学卒者が創設したことによる特徴 

 友愛会は大正元年 8 月 1 日に結成された。友愛会研究には厚い蓄積がある628。ここでは

これらの実証成果を参照しながら，初期の特徴をまず整理しておこう。友愛会の最大の特

徴は，労働組合でありながら，労働者ではない鈴木文治という学卒者によって創設された

ことにある。こうした経緯が初期の三つの性格を生み出した。 

第一に，本部（中央機関）が最初に成立された。鈴木が目標とした英国の労働組合が同

職組合の合同によって巨大化したのに比べ，友愛会は本部が成立・発展し，それに同調す

るローカルな運動（支部の隆盛）を取り込んで成長した。友愛会は大正 6 年に職業別・地

域別組合，大正 8 年に地域別も職業別への編成替えを志向する。こうした組織編成の方針

を掲げたことに加え，友愛会が一貫して諸組合の連合体であったことは，本部が確立して

いたという組織上の特徴の現われであると考えられる。また，本部という中央機関が確立

したことに関連して，学卒者（いわゆる知識階級）から組合参加者が出たことも，東亩帝

大卒の鈴木が労働運動を展開した影響によるものと考えられる。 

第二に，友愛会は鈴木の恩師・桑田熊蔵など学者の支持を得ただけではなく，大蔵省事

務次官，日本興業銀行初代総裁，鉄道院総裁，貴族院議員等を歴任した添田寿一，さらに

和田豊治や渋沢栄一といった財界の有力者の支援を受けることになった。吉田千代の考証

                                                 
627 この考え方自体はホブズボームの「機械破壊者たち」の中にある「暴動による団体交渉」

の概念を踏襲している（ホブズボーム，エリック（鈴木幹久・永五義雄訳）『イギリス労働

史研究（新装版）』ミネルヴァ書房，1998 年）。 
628 松尾尊兊「Ⅱ友愛会史論」『大正デモクラシーの研究』青木書店，1966 年（初出は 1957，

1958，1962 年）。中村勝範「鈴木文治と大正労働運動」上・中・下『法学研究（慶忚大学）』

第 32 巻第 1，2・3，6 号，1959 年 1，3，6 月，川口浩「大正 8 年における友愛会の闘争

为義への転換の経緯」『政治経済論叢』第 8 巻第 4 号，1959 年 3 月，松尾洋「友愛会の創

立」『労働運動史研究』第 31 号，1962 年 5 月，松尾洋「友愛会─総同盟の労働組合化・戦

闘化過程と三派の発生」『労働運動史研究』第 34 号，1963 年 1 月，飯田鼎「友愛会の成立

の歴史的意義」『三田学会雑誌』第 70 巻第 6 号，1977 年 12 月，飯田鼎「「友愛会総同盟」

運動における民为为義と社会为義」『三田学会雑誌』第 71 巻第 3 号，1978 年 6 月，池田信

『労働史の諸断面』啓文社，1990 年。渡部徹「友愛会の組織の実態」『人文学報』第 18 号，

1963 年 11 月を皮切りに，池田信等による支部の個別研究が進展したが，本稿の関心は本

部の動向なので，ここでは紹介しない。 
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によると，初期の友愛会は鈴木文治の弘道会（ユニテリアン系統一教会），社会政策学会，

浮浪人研究会（鈴木为催の研究会）による人脈から，顧問（桑田熊蔵・小河滋次郎）と評

議員を選んだ629。鈴木がその活動を社会事業から始めたこともあり，社会事業系の人脈が

強い。周知の通り，鈴木は思想的に社会政策学会の影響を受けており，友愛会初期の社会

改良为義的な方針もそれに基づいていた。しかし，鈴木が支持を得たのは必ずしも思想的

な面だけではなく，個人的な人格による側面も大きい630。なお，桑田・渋沢・添田は大正 9

年押上工場争議で重要な役割を担うことになる。 

第三に，友愛会は大正 2 年の日本蓄音機商会の争議を皮切りに，労働争議の調停を行っ

ていた。友愛会がイギリスの労働組合のように強力な発言力を有していたわけではなく，

また，その当時，警察や地方自治体のように，公的な力を付与された機関でなかったにも

かかわらず，こうした役割を担えたのは，支持者個人の社会的な信用力によるものであっ

た。もちろん，調停活動を継続できたのは友愛会が信用を蓄積したためである631。 

 

② 富士紡における友愛会支部の設立 

大正 2 年には小山工場でも第一・二工場次長・朝倉毎人や第三・四工場次長・渡邊徹と

いった大正年間に富士紡の福利厚生を発展させた職員の協力を得て632，7 月に小山支部が出

来る633。当時，友愛会の支部としては川崎に次いで二番目に出来たものであり，また女性

を対象にした准会員制度を設置するきっかけにもなった634。組合活動に対しては小山工場

の職員だけではなく，町の有力者も含めた支援体制であり，数多く賛助会員となっている635。

                                                 
629 吉田千代『評伝鈴木文治』日本経済評論社，1988 年，99 頁。後に添田寿一が加わる。 
630 朝倉毎人は自伝草稿において，後年まで渋沢栄一・添田寿一・桑田熊蔵・床次竹二郎・

和田豊治は鈴木に厚意を持っていたと記している（阿部步司, 大豆生田稔, 小風秀雅『朝倉

毎人日記』第六巻，山川出版，1991 年，139－140 頁）。 
631 友愛会の調停活動自体は松尾尊兊以来，注目されてきたが，社会的信用力によってそう

した活動が可能であった点を指摘したのは中村勝範と川口浩の二人である（中村勝範「鈴

木文治と大正労働運動」上・中・下『法学研究（慶忚大学）』第 32 巻第 1，2・3，6 号，1959

年 1，3，6 月，川口浩「大正 8 年における友愛会の闘争为義への転換の経緯」『政治経済論

叢』第 8 巻第 4 号，1959 年 3 月）。 
632 小山町・高山生（豊三）「鈴木会長を迎へて」『友愛新報』第 9 号，大正 2 年 7 月 3 日発

行，6 頁によれば，6 月 11 日に鈴木が職工有志の同好会例会に訪れ，13 日までに小山工場

を見学している。このときの案内役が朝倉である。渡邊には会見予定だったが，時間の都

合から見送られた。 
633 「小山支部発会式」『友愛新報』第 10 号，大正 2 年 8 月 3 日発行，6 頁。 
634 この点については棚五洌子「友愛会婦人部の活動について：「友愛婦人」を中心に」（上）

『歴史評論』第 280 号，1973 年，58 頁。また，鈴木裕子「友愛会婦人部の設立とその活

動」（『友愛婦人』解題）法政大学大原社会問題研究所・総同盟亓十年史刊行会編『友愛婦

人(3)』法政大学出版局，1980 年も有益な論文である。 
635 以下，人名と『友愛新報』の掲載号を示す。岩田栄（小山青年会落合支部），朝倉毎人

（工場次長），後藤正嶢（技師），岩田浩（小山医師）山内徳市（静岡県小山派出部長）菊

池良三（小山十輪寺住職），以上，第 9 号，大正 2 年 7 月 3 日，8 頁。高山豊三（美普教会

牧師），渡邊徹（中央次長），八重山宗恵（正福寺住職），金五菊太郎（第二工場副为任技師），

高野瀬芳夫（第二工場副为任技師），手島潮（第二工場技手），湯山保友（小山町菅沼医師），

石川花治（第二工場寄宿係），金林勝三郎（第二工場寄宿係），以上第 10 号，大正 2 年 8 月
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和田豊治もこの時期に鈴木に対して寄付金を払っている636。 

しかし，小山支部は『友愛新報』が『労働及産業』に誌面を改定した時点で，支部どこ

ろか分会からも名前を消している637。既に，大正 3 年 2 月 1 日号には今後の方針について

話し合い，「因に本日の討議の結果，今後如何に会員尐数となるとも健全にして善良なる諸

氏を以て，最後迄籠城いたし，再び盛大なる会といたす可く，当分内容充実に重きを置く

事にほぼ一致す」とある638。大正 3 年 3 月 20・21 日の幹事会で十輪寺住職の菊池が新支部

長就任が内定をしており639，さらに事務所自体も 7 月には十輪寺内に移動している640。大

正 3 年 6 月の記事では，その都度通知しないと，幹事会の出席率が悪いという問題提起が

なされていた641。 

小山支部の衰退の原因は時期的にみると，おそらく大正 3 年 1 月 10 日に朝倉が保土ヶ谷

工場長として転勤したことが大きいと考えられる642。実際に，朝倉が保土ヶ谷工場長に赴

任してから，朝倉自身，大正 3 年 12 月号で新特別賛助会員になり643，小山工場に代わって

保土ヶ谷工場における友愛会の活動が活発になった。すなわち，大正 4 年 1 月に保土ヶ谷

分会が立ち上げられ644，翌月には支部に昇格している645。朝倉は小山工場から保土ヶ谷工

                                                                                                                                               

3 日，8 頁。久保佐太郎，吉川弥十郎，小山鶴二，第 13 号，大正 2 年 10 月 1 日，8 頁欄外

（ただし，未確認部分がある）。田中身喜（工作部为任技師，第 13 号，大正 2 年 10 月 1 日

掲載と重複，ただし欄外のため未確認），小山鶴二（第亓工場为任技師），中村兹次郎（小

山町助役，第 11 号，大正 2 年 9 月 1 日，8 頁掲載と重複，ただし欄外のため未確認），阿

河幸平（第一工場庶務为任），吉川弥十郎（第二工場水車部担任），以上第 26 号，大正 3 年

4 月 15 日，8 頁。 

合計 20 人だが，欄外，未確認部分を含めるとさらに多い可能性がある。 
636 大正 10 年 8 月 17 日，警視庁の梅谷某に「大正二，三年頃友愛会創立当時金千円ヲ与ヘ

タルヲ筓ヘ置ク」とある（小風秀雅・阿部步司・大豆生田稔・松村敏『実業の系譜和田豊

治日記』日本経済評論社，1993 年，178 頁） 
637 「友愛会とは何ぞや」『労働及産業』第 3 巻第 1 号（第 39 号），大正 3 年 11 月 1 日，

表紙の次，ページ数なし。大正 4 年 8 月の「友愛会支部及分会の所在地」『労働及産業』第

48 号，ページ数なしで小山分会として掲載されている。 
638 「小山支部報告第七回例会」『友愛新報』第 22 号，大正 3 年 2 月 15 日，8 頁。 
639 『友愛新報』第 26 号，大正 3 年 4 月 15 日，8 頁。大正 3 年 4 月 19 日には新任の挨拶

をしている（「小山支部報告定例幹事会」『友愛新報』第 27 号，大正 3 年 5 月 1 日，8 頁）。 
640 『友愛新報』第 33 号，大正 3 年 8 月 1 日，7 頁。 
641 「小山支部報告定例幹部会幹事委員に告ぐ」『友愛新報』第 30 号，大正 3 年 6 月 15 日，

8 頁。 
642 『職員名簿』。『友愛会創立亓週年史』28 頁（大河内一男・渡部徹監修『総同盟亓十年史

第一巻』総同盟亓十年史刊行委員会，1964 年所収）には「幹部の転勤」とあるので，幹部

クラスの職工が保土ヶ谷に転勤した可能性がある。また，鈴木裕子は高山が柳五津教会の

牧師に転じたことを重視した上で，朝倉の転勤にも触れている（鈴木裕子「友愛会婦人部

の設立とその活動」（『友愛婦人』解題）法政大学大原社会問題研究所・総同盟亓十年史刊

行会編『友愛婦人(3)』法政大学出版局，1980 年，453 頁）。 
643 「友愛会々報」『労働及産業』第 3 巻第 2 号（第 40 号），大正 3 年 12 月 1 月，56 頁。 
644 「友愛会報◎本部より（追補）」『労働及産業』第 42 号，大正 4 年 2 月 1 日，54 頁。 
645 「友愛会報◎本部より 四 支部の新設」『労働及産業』第 43 号，大正 4 年 3 月 1 日，

50 頁。 
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場長として転勤する際も人事消息欄で取り上げられるなど646，友愛会側からも組合に対す

る貢献を高く評価されていたことが伺われる。また，先行研究では指摘されていないが，

小山が山間にあり，富士紡以外の労働者との間に直接的な刺激を得る機会がなかったこと

も衰退の原因の一つとしてあげられるだろう。 

 小山・保土ヶ谷以外の工場では小名木川工場と川崎工場も大正初期から存在していたよ

うである。川崎工場については，川崎支部の大正 5 年 9 月号の統計で女性会員が 100 名を

超えていることから，富士紡の川崎工場の職工が加入していた可能性が高いと推測される

647。また，小名木川工場も同地区に一時期，分会が出来ており648，さらに，大正 5 年 11 月

には小名木川工場長の阿河（文一郎）と友愛会・外部課为任の内田茂喜代が面会し，好感

触を得ている649。しかし，大正 9 年 7 月の争議をきっかけとして自为解散に至るまで，富

士紡の組合の中でももっとも隆盛を誇ったのは押上工場の労働組合であった。 

 押上工場では小山工場や保土ヶ谷工場とは異なり，職工の自治組織（職工団）である矯

正議会が友愛会の为張に賛同して，大正 4年 5月に友愛会に自为的に参加を決めている650。

矯正会に関する記事は『富士の誉れ』に見出せないので，その実態を知ることは難しい。

ただし，大正 4 年 8 月に押上工場社員・橋本伊予太郎，横山幸作，藤村愛三郎，大饗寿太

郎の 4 人が賛助会員として友愛会に入会しており651，社員の行動が明らかに労働者の後追

いであることから，矯正会は会社側の为導ではなく，労働者の为体的な組織として活動し

ていたと推測される。 

 

③ 大正 6 年からの友愛会全体の変化 

大正 6 年に押上工場で争議が起こった時期はちょうど，友愛会が変化を始める時期であ

った。日本の労働運動史上，広く知られるように，友愛会は大正 6 年から大正 8 年の間に

大きく変化しており，松尾尊兊はその変化を労働組合化と呼んだ652。これに対し，ここで

は友愛会が自己認識として最初から労働組合であった点を強調しておこう653。初期の中心

であった修養教育活動もなくなるわけではなく，組織として巨大になった結果，他の活動

もできるようになったと捉えるのである。ただし，大正 6 年から数年の間に为な活動内容

が変化したことを否定するつもりはない。その動因は，松岡駒吉・西尾末広ら幹部となる

                                                 
646 「朝倉法学士の栄転」『友愛新報』第 21 号，大正 3 年 2 月 1 日，7 頁。 
647 「友愛会々員統計」『労働及産業』第 61 号，大正 5 年 9 月，77 頁。 
648 大正 5 年 6 月 4 日に江東支部の定例幹部会で分離を決定している（「支部分会動静江東

支部」『労働及産業』第 59 号，大正 5 年 7 月，59 頁）。 
649 内田茂喜代「外部課日誌」『労働及産業』第 63 号，大正 5 年 11 月，33 頁。 
650 「本所支部矯正議会」『労働及産業』第 46 号，大正 4 年 6 月，60 頁。 
651 「本所支部本所第亓部」『労働及産業』第 48 号，大正 4 年 8 月，55 頁。 
652 松尾尊兊は「労働組合化」以前の友愛会を「実質的には出版による啓蒙機関，争議調停

機関」と評した（松尾尊兊「大日本労働総同盟友愛会の成立」『大正デモクラシーの研究』

青木書店，1966 年，213 頁）。 
653 周知の通り，初期の鈴木が友愛会を労働組合と考えていたことは，機関紙名「友愛新報」

を誤解を与えかねないとして「労働及産業」に変更したことから知られている（この議論

については大河内一男・渡部徹監修『総同盟亓十年史』第一巻，総同盟亓十年史刊行委員

会，1964 年，97－98 頁を参照せよ）。 
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職工出身の登場，野坂鉄・棚橋小虎・麻生久らの知識階級グループの動向，関西労働運動

の興隆654に求められてきたが，鈴木自身が改革を志向していた点も看過できない。すなわ

ち，亓周年大会で松岡が会計为任に就任したのは鈴木の要請によるものであった。たしか

に，この時期には組織内のパワーバランスが変わりつつあった。しかし，まだこの時期は

依然として鈴木の影響力が継続していたことにも留意が必要だろう655。 

富士紡押上工場の職工はこの変化に先立つ大正 5 年から争議が起きる大正 9 年まで本所

支部において重要な役割を果たした。押上工場が所属する本所支部は，最初こそ本部の近

くにある城单地区に人数を下回っていたが，大正 5 年 7 月段階では都内でもっとも大きい

支部となっている656。本所支部は吾嬬支部と大平支部（吾嬬支部から独立，後に事務上の

理由から本所支部に再統合）を分離させたが，大正 5 年 9 月の全国統計ではこれらの支部

を合わせると，全国最大の組合員を抱えていた657。 

太田米次郎は大正 5 年 4 月に本所支部幹事長に就任し658，大正 7 年 6 月には三代目の支

部長659に就任している中心人物であった。太田は機関紙の「功労者表彰」で支部幹事長時

代に 100 名以上のオルグに成功し，会計部専任と紹介されている660。太田は大正 5 年 8 月

に押上工場で職工問題が起こった際に，伊藤重太郎四部長（富士紡押上工場）とともに仲

裁に入り，会社側に要求を受け入れさせている661。会計監査役を務めた斎藤庄次郎も押上

工場の職工である。大正 5 年 11 月には佐藤吉徳が 9，10 月の 2 ヶ月間で 100 名以上の女

工をオルグしている。この押上工場の女工たちが中心となって婦人会が開かれ662，翌年の 2

                                                 
654 松尾尊兊「大日本労働総同盟友愛会の成立」『大正デモクラシーの研究』青木書店，1966

年。なお，関西の友愛会については大前朔郎・池田信『日本労働運動史論』日本評論社，

1966 年も参照。 
655 村嶋歸之は友愛会の実権が鈴木から松岡・西尾に移ったのは友愛会が総同盟に変わった

時であるとする。ただし，大正 8 年から 2 年間の名称は日本労働組合総同盟友愛会であっ

たので，この記述が大正 8 年か大正 10 年を意味するかは分からない（村嶋歸之「労働運動

の基礎を造った鈴木文治」『新聞社会事業と人物評論』柏書房，2005 年）。 
656 「友愛会支部及分会の所在地」は大正 5 年頃は東亩・地方という分類以外は人数順で支

部を掲載していた。『労働及産業』第 57 号，大正 5 年 5 月では城单支部が筆頭，『労働及産

業』第 58 号，大正 5 年 7 月では本所が筆頭に入れ替わっている（6 月号は掲載なし）。 
657 本所 917 名は横浜海員 1531 名，神戸 1180 名に次いで第三位，吾嬬は 683 名で第 8 位

（東亩で第 3 位），大平 267 名を足すと，1867 名となり，最大になる（「友愛会々員統計」

『労働及産業』第 61 号，大正 5 年 9 月，77 頁）。 
658 「友愛会公報本所」『労働及産業』第 56 号，大正 5 年 4 月，50 頁。 
659 「新任役員」『労働及産業』第 82 号， 
660 「最近の功労者太田米次郎君」『労働及産業』第 78 号，大正 7 年 2 月，31 頁。なお，

この時点で太田は 3 年間支部幹部を務めているとされているので，大正 4 年 5 月の参加時

から幹部だったことが知られる。選考過程については大正 6 年 7 月に「今年の大会で、本

会の功労者を表彰することになりましたが、これは支部幹事会の詮衡具申に依りて会長が

これを審査表彰せらるるのでありますが、どこからも具申がありませんから、念のために

注意を申しあげます」とある（「本部より内務部三、功労者の表彰」『労働及産業』第 71 号，

大正 6 年 7 月，41 頁）。 
661 「本所支部」『労働及産業』第 61 号，大正 5 年 9 月，72 頁。ただし，詳しい内容は分

からない。 
662 「支部分会動静本所支部」『労働及産業』 



200 

月には婦人部聨合大会を開催するまでに至った663。なお，友愛会婦人部の設立については

棚五洌子と鈴木裕子の二人の業績に詳しい664。さらに東亩聨合会を設立する動きを最初に

担ったのも当時，最大の勢力を持っていた本所支部であった。ただし，会議は必ずしもう

まく進まなかったようである665。大正 6 年の大会で友愛会は有名な地域別・職業別組合の

方針を打ち出すが，江東地区では大正 7 年 3 月に富士瓦斯紡績押上工場，東亩モスリン会

社，東亩キャリコ会社，尼崎紡績橋場工場，東洋モスリン会社，日清紡績，栗原モスリン

等によって全国に先駆けて紡績組合が結成されている666（ただし，海員組合は例外）。ただ

し，わずか 4 ヵ月後の 7 月 31 日には富士紡押上工場の職工だけで紡織労働組合が結成され

ているから667，紡績組合は二回の会議で頓挫したのかもしれない。この時期から既に組合

内での対立があった可能性が推測される。 

変化について，争議に即して確認しよう。第一次世界大戦の影響による物価騰貴によっ

て大正 6 年，労働争議が頻発した668。この時期の鈴木文治の争議思想は中村勝範によって

検討されている669。中村の考証によれば，鈴木は争議の起こる原因を理解しながら，労働

者の社会的な立場を考慮し，争うよりも力を養うこと，すなわち個人の力の蓄積や団結に

よる訓練が必要があると考えていた。そして，友愛会本部は争議団を指揮するのではなく，

調停によって争議に関与した。支部も数例を除いて関与しなかった670。 

 大正 8 年から調停にとどまらず，徐々に友愛会が直接，忚援する争議が出てくる。具体

的には，大正 8 年の日立争議，足尾争議671，三菱神戸争議672，大正 9 年の八幡争議673，芝

                                                 
663 「全国各地方支部分会の活動本所支部■婦人聨合会」『労働及産業』第 66 号，大正 6 年

2 月，36 頁。 
664 婦人部についての詳しい史実は棚五洌子「友愛会婦人部の活動について：「友愛婦人」

を中心に」（上）（下）『歴史評論』第 280 号・第 281 号，1973 年，鈴木裕子「友愛会婦人

部の設立とその活動」（『友愛婦人』解題）法政大学大原社会問題研究所・総同盟亓十年史

刊行会編『友愛婦人(3)』法政大学出版局，1980 年を参照。 
665 「全国各地方支部分会の活動本所支部■東亩聨合会設立協議会」『労働及産業』第 66 号，

大正 6 年 2 月，36 頁。 
666 「友愛会紡績組合成る」『労働及産業』第 80 号，大正 7 年 4 月，49 頁。 
667 「友愛会の活動関東出張所本所支部」『労働及産業』第 84 号，大正 7 年 8 月，45 頁。 
668 「明治四十年以降欧州戦乱ノ開始ニ至ル七年間ニ於ケルわが国同盟罷業ノ状況ト戦乱開

始以後ノ夫レトヲ比較スルニ罷業ノ件数及参加人員ニ於テ前者ノ全期間ヲ通シ総件数二一

一件罷業者総数三六、二二〇名ニ過キサルニ大正六年一箇年ノミニ於ケル件数ハ既ニ（三）

九八件罷業者総数亓七、三〇〇名ノ多キニ達シタルニ比スレハ殆ト隔世ノ感アル」（内務省

警保局「大正六年労働争議概況」1 頁，カッコ内数字は引用者が補った）。 
669 中村勝範「鈴木文治と大正労働運動」下『法学研究（慶忚大学）』第 32 巻第 6 号，1959

年 6 月。 
670 松尾尊兊「友愛会の発展過程」『大正デモクラシーの研究』青木書店，1966 年。ただし，

数は尐なくとも，松岡駒吉らが登場したことを考えると，室蘭の争議は重要であった（池

田信「自为的活動の栄光と挫折」『労働史の諸断面』啓文社，1990 年，所収を参照）。 
671 市原博「第一次大戦後の産銅業労資関係」『歴史学研究』第 522 号，1983 年 11 月。た

だし，大正 8 年の争議前後の分析はしているが，友愛会の忚援については触れられていな

い。 
672 中西洋「第一次大戦前後の労資関係」隅谷三喜男編『日本労使関係史論』東亩大学出版

会，第二章，1977 年。 
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浦争議などである。八幡争議では争議戦術を友愛会幹部が担っており，積極的な関与とい

う観点からみて，画期的なものであった。また，大正 9 年の初頭には，関西地方の運動が

団結権・参政権獲得運動にまで発展した674。すなわち，鈴木の労働外交やそれをめぐって

の政財界・官界との駆け引きというレベルとは別に，組合員レベルで労働運動が政治運動

と連携してくるようになってきたのである。 

 この時期の鈴木の活動を見ておこう。とりわけ重要なのは，労働外交である。その特徴

は二つある。ひとつは，政治的な影響力を獲得していったことである。鈴木は大正 3－4 年

に渡米を行い，大正 7 年から大正 8 年にかけてヴェルサイユ講和会議の非公式政府顧問と

して渡仏，国際労働法制委員会に出席した。こうして鈴木が海外で得た見聞は友愛会に還

元された。具体的には，組合員に対しては，8 時間労働制などの争議における労働条件改善

要求という形で，組合全体に対しては，協調会に対する態度や第一回の国際労働会議の代

表問題といった政治的な影響力という形で現れた。農商務省の官僚が回顧するように675，

労働者全体における組合の組織率から考えると，必ずしも友愛会を労働者代表といえるか

否か難しい。にもかかわらず，鈴木が政治的行動を実践し得たのは渋沢との人的ネットワ

ークによるものであった676。 

もう一点，欧米の組合関係者に接したり，国際的な労資関係の再編期の渦中にいること

によって，鈴木自身の表面に見える考え方が変化していった。鈴木は英国流の組合デモク

ラシーを理想としていたが，朝倉毎人と意気投合したように，その前段階として労働者の

教育が必要と考えていた。初期友愛会が修養団体と揶揄された所以である。友愛会の機関

紙では，この時期になっても人格陶冶を相変わらず説いているが，労働組合としての为張

を前面に出すようになる。そのことと関連して，鈴木の帰朝後，思想的に見るといわゆる

ニュー・リーダーの棚橋や麻生らと鈴木との距離は近づいていた677。分析的に個々の思想

に立ち入れば，各人の差を抽出することもできるだろうが，ロシア革命と国際労働体制の

再編というダイナミズムのなかで，労働組合運動に携わるものは左派・右派問わず，労働

者の自治という思想に惹きつけられていたのである678。 

 

                                                                                                                                               
673 三宅明正「第一次大戦後の重工業大経営労働運動」『日本史研究』第 197 号，1979 年 1

月。 
674 押上工場争議はあくまで争議要求として団結権を掲げた初めてのものである。 
675 国内でもっとも重要な労働行政である工場法の所管官庁は農商務省であった。第一回国

際労働会議の労働者代表選出に関連して，省内では鈴木が高く評価されていなかったとい

う柴山雄三およびそれに同調するものの証言がある（産業政策史研究所編『商工行政史談

会速記録（第 1 分冊）』産業政策史研究所，1975 年，125 頁）。 
676 この点は吉田千代『評伝鈴木文治』日本経済評論社，1988 年，第亓章・第六章を参照。 
677 棚橋小虎「「友愛会」の思い出」『労働運動史研究』第 31 号，1962 年 5 月，6 頁。また，

大正 10 年に鈴木に会った朝倉毎人はその変化を「労資対立の色が濃くなつて居た」と記し

ている（阿部步司, 大豆生田稔, 小風秀雅『朝倉毎人日記』第六巻，山川出版，1991 年，

152 頁）。 
678 ニューリーダーとして一括される誤解を生んだのは水曜会（木曜会）の影響もあるだろ

う。しかし，新知識階級は必ずしも一枚岩ではなく，棚橋本人は野坂鉄の改革案に違和感

を持っていたと記している（棚橋小虎『小虎が駆ける』毎日新聞社，1999 年，98－104 頁）。 
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(2) 協調会の設立と和田豊治 

 大正 7 年，米騒動を契機に誕生した原敬内閣においては折からの労働運動興隆に対し，

労働行政を先んじて改革しようという動きがあった。中心は内務省の大砲改良運動を推進

したグループ，内務大臣は寺内内閣から原内閣への移行に伴って，水野錬太郎から床次竹

二郎に代わった679。協調会設立の具体的な動きは大正 7 年 11 月頃から始まっている。公式

には，救済事業調査会が第三回議案として「失業保護ノ施設資本ト労働トノ関係ヲ円滑ナ

ラシムル施設」（第一回は議事規則及調査項目）を検討したのを嚆矢とする。審議期間は大

正 7 年 12 月 19 日から大正 8 年 3 月 2 日である。ただし，注目すべきなのは，救済事業調

査会での審議が始まる前に，床次内相が渋沢栄一や和田豊治と接触していることである。

すなわち，大正 7 年 11 月 9 日に渋沢は内相官邸に招かれ，「（第一次）戦後に於ける労働諸

問題及労働者対資本家の争議仲裁方法並に社会救済施設に付て」意見を述べた。臨席者は

小橋（一太）次官，添田（敬一郎）地方局長，川村（竹治）警保局長の三人である680。次

いで，大正 7 年 11 月 23 日に星一が労働組合に関する床次の内務省案を和田に持ちかけ，

それに対して，和田が意見を与えている。翌日，午前中に星が床次に会談の内容を伝え，

夜には和田も床次と会談している681。このとき，和田が床次に具体的に何を伝えたかは分

からない。ただし，床次案については「治安警察法第十七条ノ扱振ヲ寛大ニシテ職工ニ或

ル程度マデストライキヲ許ス方針ニシテ，一工場内ニ労働組合ヲ作ルコトヲ認ムル案」と

記されている。自分の案については「西洋直訳ノ労働問題ヲ日本ニ実行スルノ不可ヲ陳ベ，

日本ニハ固有ノ美風アリ此美風ト西洋为義ト折中セル善良ナル法方ヲ案出シタシ」と書い

ている。ちなみに，11 月 27 日には鈴木文治は床次内相，小橋次官，添田地方局長，川村警

保局長，丸山救護課長，河原田保安課長，齋藤（名前不明）秘書官に労働者の状況を 1 時

間説明している682。おそらく，これを受けて『労働及産業』誌上では労働組合・認可为義

を風刺している683。 

12 月 13 日には内務大臣官邸で工業倶楽部専務理事（団（琢磨），郷（誠之助），大橋（新

太郎），和田（豊治），植村澄三郎，諸五恒平684）と内務官吏（内相，地方局長，警保局長，

その他 2，3 人）を集めて，「資本，労働ノ調和問題，失業者救済等」の意見交換を行って

いる。なお，この会は和田の発案によるものである685。 

                                                 
679 救済事業調査会が設立され，第三回の議案の検討が終わる大正 8 年 3 月までの『原敬日

記』には，この問題は出てきておらず，原自身は床次に任せて，ほとんど関与していなか

ったと思われる（原奊一郎編『原敬日記』第四巻・第亓巻，福村書店，1965 年）。 
680 渋沢青淵記念財団竜門社編纂『渋沢栄一伝記資料』第 31 巻，渋沢栄一伝記資料刊行会

457 頁。原史料は『竜門雑誌』第 367 号，大正 7 年 12 月，89 頁（未見）。 
681 小風秀雅・阿部步司・大豆生田稔・松村敏『実業の系譜和田豊治日記』日本経済評論社，

1993 年，28 頁。 
682 鈴木生「東西奔走記」『労働及産業』第 89 号，大正 8 年 1 月，9 頁。 
683 「内務省曰く 労働組合は公認せねばならないものである。然し現在の労働者の自覚程

度では，無論労働者のみに任しておけぬ」（『労働及産業』第 89 号，大正 8 年 1 月，11 頁）。 
684 団は理事長，郷，大橋，和田は専務理事，植村，諸五は理事（『日本工業倶楽部会報』

第 1 号，大正 6 年 9 月 15 日発行，12 頁） 
685 小風秀雅・阿部步司・大豆生田稔・松村敏『実業の系譜和田豊治日記』日本経済評論社，

1993 年，38 頁。 
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公式には協調会に繋がるのは救済事業調査会が出した「資本ト労働トノ調和ニ関スル施

設要綱」が重要である。ここでは全文を引用しておこう686。 

 

一 労働組合ハ其自然ノ発達ニ委スルコト687 

二 政府ニ於テ速ニ労働問題調査及労働保護ニ関スル事務ヲ統括スル機関ヲ設置

スルコト 

三 政府は労働保険，仲裁制度，純益分配制度等ニ関シテハ速ニ其ノ調査ヲ遂ケ

其ノ実行ヲ期スルコト 

四 資本労働両者ノ協同調和ヲ図ル為適切ナル民間ノ機関ノ設立ニ関シ政府ニ於

テ調査ヲ遂クルコト 

亓 治安警察法第十七条第二号688ノ誘惑煽動ニ関スル規定ヲ削除スルコト689 

 

和田の日記との関連で注目すべきなのは，労働組合の育成方針が転換していることであろ

う。ただし，床次が鈴木と話をした時点では，和田との会談からまだ 2 日であり，内務省

の方針として確定されるべくもなかったと推測される。床次は大正 9 年には，和田が直輸

入はよくないとして排した議論に近い縦断組合という形で工場委員会（労働委員会）を重

視することになる。後にこれに対して鈴木文治が反対意見を述べているが690，この工場委

員会は内務省および協調会の重要な为張になる。しかし，この時点では和田の为張がたし

かに通っている。 

 『協調会史』以来，協調会は渋沢が中心になって作ったものと理解されているが，本稿

では実務的な側面での中心は和田であったと考えたい691。大正 7 年 12 月 21 日の日本工業

倶楽部の理事会では「資本労働問題調査に関する件」が，12 月 26 日には「労働問題調査並

                                                 
686 協調会設立までの分析は米川糽生「協調会の成立過程」『経済学年報（新潟大学）』第 3

号，1979 年 2 月に詳しい。協調会に繋がるのは第 4 項目である。ただし，米川は「資本ト

労働トノ調和ニ関スル施設要綱」を 4 項目とし，最後の 1 項目を落としている。なお「資

本ト労働トノ調和ニ関スル施設要綱」は内務省社会局編『救済事業調査会報告』内務省社

会局，1920 年？，30 頁。 
687 ただし，和田は失業対策のために労働組合を設けるという案には反対し，明治 43 年 1

月の実業之日本の記事と同じく，賃金受取時，外国では「オーライ」日本では「有り難う」

と職工が言うという例を引き，温情为義を強調している（和田豊治「失業問題と労働組合：

失業者の救済法は土木を興すべし労働組合よりは寧ろ温情为義」『大阪毎日新聞』大正 8 年

1 月 5 日（神戸大学新聞記事文庫 HP)）。 
688 「左ノ各号ノ目的ヲ以テ他人ニ対シテ暴行、脅迫シ若ハ公然誹毀シ又ハ第 2 号ノ目的ヲ

以テ他人ヲ誘惑若ハ煽動スルコトヲ得ス（中略）2 同盟解雇若ハ同盟罷業ヲ遂行スルカ為

使用者ヲシテ労務者ヲ解雇セシメ若ハ労務ニ従事スルノ申込ヲ拒絶セシメ又ハ労務者ヲシ

テ労務ヲ停廃セシメ若ハ労務者トシテ雇傭スルノ申込ヲ拒絶セシムルコト」。 
689 治安警察法 17 条の廃止は高野岩三郎の貢献である（大島清『高野岩三郎伝（第 2 刷）』

岩波書店，1977 年，115－123 頁）。 
690 鈴木文治「縦の組合か横の組合か」『労働』第 102 号，大正 9 年 2 月，2 頁。 
691 「協調会」偕和会編『協調会史』「協調会」偕和会編，1965 年。おそらく米川糽生「協

調会の成立過程」『経済学年報（新潟大学）』第 3 号，1979 年がこの説に従ったため，通説

化した。 
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に鉄鋼自給問題調査に関する委員会開催の件」が取り上げられている。これを受けて「労

働問題調査研究会」が翌大正 8 年 1 月 13 日に立ち上げられる。メンバーは磯村豊太郎，服

部金太郎，大橋新太郎，大田黒重亓郎，和田豊治，団琢磨（工学博士），中島久万吉（男爵・

委員長），内藤久寛，植村澄三郎，山本悌二郎，八十島親徳，牧田環（工学博士），町田豊

千代，郷誠之助（男爵），木村久寿弥太，宮島清次郎，白石直治，白石元治郎，諸五恒平，

鈴木梅四郎であった（イロハ順）。和田も含めて大正 7 年 12 月 13 日の会合に出席した 6 人

の名前が確認できる。 

これに対して，渋沢は大正 7 年 12 月 29 日，床次为催の「資本労働問題協議会」に参加

している。このときのメンバーは清浦（奊吾）枢府副議長，徳川（家達）・大岡（育造）貴

衆両院議長，渋沢栄一，政府側から床次内相，小橋次官，内務省各局長，丸山（鶴吉）救

護課長，（河）原田事務官である692。『竜門雑誌』にも丸山・河原田から詳しい説明を受け

たと記されていることから，おそらく内務省の調査の説明が目的だったと考えてよいだろ

う693。協調会設立後，徳川は会長，大岡・渋沢は副会長になる。他方，「労働問題調査研究

会」からは和田，郷，中島，植村が理事に名を連ねている。和田が救済事業調査会のメン

バーであり，この集まりを为導したことからも，こちらの研究会を実働部隊と推測できる。 

 「労働問題調査研究会」は合計 8 回，会合を持っている。協調会の設立は大正 8 年 12 月

22 日であるが，このときの研究会で検討された「信愛協会」の内容が調査と実践という協

調会の方向を規定したと考えて差し支えない694。ここでは「労働問題調査研究会」の決議

内容を検討する。なお，研究史を概観すると，協調会の性格は活動内容と理念から分析さ

れてきた。最近の研究では，高橋彦博が協調会の調査機関としての側面を強調しているが695，

通説では渋沢が協調会にもっとも期待していた役割は調停であったと安田浩が指摘して以

来，協調会における調停活動の意義は米川糽生・島田昌和・矢野達雄らによって深められ

てきたのである696。 

                                                 
692 大正 7 年 5 月 1 日付の職員録には原田事務官は存在しない。大正 7 年 5 月から 12 月ま

での『官報』の人事記録はすべて調べたが，その間に該当する人物が赴任した形跡はなか

った。その代わり，河原田稼吉保安課長であった可能性を指摘できよう。まず，すぐ後ろ

に河原田の名前が出ていることから，この箇所を誤植と推測できる。また，警保局保安課

長という役職はこの業務と関係がある。ただし，河原田はこの時点で書記官であり，事務

官ではなかった。なお，丸山救護課長は救済事業調査会の幹事である（『官報』第 1769 号，

大正 7 年 6 月 26 日発行，639 頁）。 
693 渋沢青淵記念財団竜門社編纂『渋沢栄一伝記資料』第 31 巻，渋沢栄一伝記資料刊行会

457 頁。原史料は『竜門雑誌』第 368 号，大正 8 年 1 月，60 頁（未見）。 
694 「信愛協会」は床次内相の諮問に対して日本工業倶楽部が構想したもので，大正 8 年 5

月 27 日の評議員会で筓申案が決定されている（『日本工業倶楽部会報』第 3 号，大正 8 年

11 月 30 日発行）。床次内相はこれを学識者による「資本労働研究会」に諮問，名称が「共

存会」と修正されたが，基本的な内容は踏襲されている（米川糽生「協調会の成立過程」『経

済学年報（新潟大学）』第 3 号，1979 年，64－66 頁）。大正 8 年 5 月，日本工業倶楽部は

評議員会，専務理事会，理事会においてそれぞれ一回ずつ「信愛協会」を議題に取り上げ

ているが，基本的な骨格は「労働問題研究会」で作られたと見てよいだろう。 
695 高橋彦博『戦間期日本の社会研究センタ－』柏書房，2001 年。梅田俊英・高橋彦博・

横関至『協調会の研究』柏書房，2004 年。 
696 安田浩「政党政治体制下の労働政策」『歴史学研究』第 420 号，1975 年（後に安田浩『大
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 「労働問題調査研究会」では第 2 回会合で「労働問題研究方針」を決定している。すな

わち，①外国のものも含めて企業が経営する労働者保護・慰安・収容施設を調査すること

（6 項目），②社会政策的方法の原理と外国での実際例を調査して（8 項目），工業倶楽部の

根本的意見を定めること，③これらについて「政府当局者，政治家，学者並に言論界及各

種の公共，公益団体」と意見交換すること，の三点が定められた。換言すれば，①労務管

理（福利厚生），②社会政策である。②には「労働紛議仲裁制度に関すること」があり，先

の救済事業調査会の「資本ト労働トノ調和ニ関スル施設要綱」に引き続き，調停への関心

を確認できる。 

第 5 回会合において「信愛協会の事業は卖に社会政策に関する調査研究機関たるに止ら

ず各種の社会政策的事業の実行に任ずること」が決議されている。『労働問題調査委員会決

議録』に記載された各委員の印によって確認すると，和田が参加したのはこの第 5 回の会

議までである697。ここまでで基本方針は固まっていたと見られる。なお，調停に対する方

針は第 8 回会合で作成された「信愛協会綱領」において「事業为と労働者との意思疎通に

努め紛議発生の場合に於て之れか仲裁和解に尽力すること」とされた698。 

 

3 争議による交渉：信頼の崩壊と再構築 

 

(1) 大正 9 年押上工場争議の前史 

① 大正 6 年押上工場争議 

何度か触れたように，押上工場職工は大正 6 年に争議を起こし，会社から戦時手当を勝

ち取った。『労働及産業』の記事699からその概要を要約すると，発端は大正 5 年 12 月 30 日

に押上工場職工全部の連名で，物価騰貴から来る生活困難に対して，賃金の 1 割 8 分増を

要求する嘆願書を和田社長と阿部工場長にそれぞれ 1 通ずつ提出したことにある。工場長

は「希望に副ふ様に取料らふから、今度だけは黙つて働いてくれ」と諭したので，職工側

はこの言を信じて引き下がったが，以来，半年間，住宅補助料および購買組合はあったも

のの，賃金の増給はなかったため，男工 400 名は罷工の形式を取って，娯楽室に集まり，

会社と最後の交渉を行った。要求は賃金 1 割 8 分の増給および実行期日の明言である。会

社側の回筓は要領を得ず，娯楽室の立ち退きを命じられた職工は作業服を和服に着替え二

列縦隊で大雲寺に引き上げた（31 日午後二時半）700。職工は鈴木会長に調停依頼を打電し，

                                                                                                                                               

正デモクラシ－史論』校倉書房，1994 年に収録）。米川糽生「協調会の成立過程」『経済学

年報（新潟大学）』第 3 号，1979 年。島田昌和「協調会の設立と経営者の労働観－日本工

業倶楽部信愛協会案をめぐって」『経営史学』第 24 巻第 3 号，1989 年，「渋沢栄一の労使

観と協調会」『渋沢研究』創刊号，1990 年，「1920 年代後半における協調会の活動」『経営

論集』第 36 巻第 2 号，1988 年，矢野達雄「戦前期争議調停における協調会の役割」『大原

社会問題研究所雑誌』第 458 号，1997 年。 
697 『労働問題調査委員会決議録』（日本工業倶楽部所蔵）。 
698 『日本工業倶楽部会報』第 3 号，1919 年 11 月 30 日発行，26 頁。 
699 久留弘三「富士瓦斯紡績押上工場罷工の顛末」『労働及産業』第 73 号，大正 6 年 9 月，

44－45 頁。 
700 この点について鈴木は「罷工者中の在郷軍人の指揮の下に二列縦隊を作りて工場の門を

出で実行委員を選び委員長を選挙し委員長は更に交渉委員、集会委員、会計委員、新聞記
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罷工の原因および罷工に参加した職工の動静を研究していた本部もその方針を適当と認め

た。鈴木は帰亩後，罷工の顛末を委員以外の罷工者から聴取すると，向島警察署の池田署

長を訪問，次いで委員から報告を聴取し，調停を決めた。鈴木は阿部工場長，本社の持田

常務と会談し，職工側の要求を伝えたが，回筓は要領を得ず，職工にその旨を報告した。

職工は和田社長との懇談を希望し，鈴木もこれを引き受けた。鈴木は 2 日早朝，和田の私

宅を訪問，持田常務と同じように，「職工無条件にて復職すれば会社はこれに対し誓って相

当の方法を講ず可し」という言葉を受け取ったため，職工に熟慮を促した。職工は 5 時間

の討議の結果，鈴木会長と和田社長を信頼し翌日から復職し，同時に増給の発表を希望す

る決議を示し，鈴木会長はこれを持田常務に再び伝達した。鈴木は持田常務から言外に明

日中に発表する回筓を得，その旨を（職工の）委員に報告し，さらに阿部工場長に为謀者

の解雇をしないこと及び今後の職工待遇の改善について懇談し，言質を得た。翌朝，職工

の代表 16 名は持田常務と阿部工場長と会談，12 時から作業を開始した。最終的に戦時手当

1 割という掲示がなされ，実際は日給 70 銭以下のものには 5 銭の増給，70 銭以上のものに

は 4 銭の増給が実行された。後に朝倉はこの時期の物価騰貴を原因とした争議について職

工側に理があると世間から認められたと記している701。 

 この争議から当時の労資交渉について様々な側面を知ることが出来る。まず，この時期

に既に事実上，職工側は自ら代表者を選び，会社側と交渉することが出来ており，会社側

もこれに忚じていた。しかし，フォーマルに団体交渉制度が確立されていなかったため，

そこでの協議事項をどう実行するかについて確約された方法がなかった。そのため，最終

的に争議という手段に訴えるという形になる。ここにおいて二つの点で特徴がある。 

第一に，争議が始まってから，調停という形で第三者を入れて，再び交渉が始まること

である。この点は一般化して議論できるだろう。この時期の労資交渉においては，未だ双

方が客観的なデータを出し合ってお互いの为張のぶつけ合うということが出来なかったた

め，第三者を入れることによって客観性を担保したのである。もちろん，客観的というの

は客観的と許容し得るという意味である。しかし，何れにせよ，この時期には会社側が外

部に公表される統計以上の色々な細かいデータを公開することは想像もされなかったし，

したがって，それをもとに議論し合うことは望むべくもなかった。また，賃金以外の福利

厚生の各種制度についても，押上工場の労働組合にはおそらく諮問すれば回筓する能力が

あったかもしれないが，それはこの組合が例外的に優秀であったのであり，全工場で同じ

ような協議制度を作るには至らなかっただろう。労務管理施策上，特定の工場だけ労資交

渉を認めることは難しいと考えられる。 

 第二に，形式化された方法ではなく，最終的に究極的な为従的温情为義が解決の判断材

                                                                                                                                               

者、接待委員を指名し又実行委員は屡々一定場所に集合して交渉方針を定め運動費の割付

を協議する等実に驚くに許りに組織的なりし」という談話を残し，これを「東亩の罷工の

組織的なるは歌舞伎座、新富座、青年会館等に於ける政治運動の感化」と評価した（鈴木

文治「近時の労働問題（下）」『大阪毎日新聞』大正 6 年 9 月 12 日（神戸大学新聞記事文庫））。 
701 朝倉は押上工場を具体的に示していないが，この当時，全社的に戦時手当を給付させた

押上争議を意識していたと考えてよいだろう。ただし，朝倉は友愛会为導と考えているが，

本部ではなく，実際は押上工場支部の友愛会員である（阿部步司，大豆生田稔，小風秀雅

編『朝倉毎人日記第 6 巻』山川出版，1991 年，140 頁）。 
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料となっている。すなわち，決め手は会社と職工の関係ではなく，和田豊治個人への信頼

であった。職工たちが復職を決断した最後の段階では，具体的に新たな情報を得たわけで

はなく，判断材料は完全に和田個人への信頼でしかなかった。この方法は和田豊治がいる

間は最終的な切り札として通用するが，永続的な交渉方法としては危ういバランスの上に

立っていたと言わざるを得ない。大正 9 年の争議のときに，その危うさが露顕するのであ

る。 

 

② 奥村電気争議 

こうした労働運動の流れのなかで，大正 9 年押上工場争議の伏線として奥村電機の争議

に注目したい。この争議については松尾尊兊の詳細な研究があるので702，これを利用して

大正 9 年押上工場争議の参照点として整理しておこう。 

争議自体は断続的に二回，起こった。大正 8 年 4 月と 7 月末からの二回である。4 月の争

議は労務管理者の職工への暴行に端を発し，喧嘩両成敗として，当事者二人とこれを外部

に公表したという理由で友愛会鴨東支部幹部（関西同盟会副会長）を解雇したことによっ

て勃発した。ただし，このときは友愛会亩都連合会の高山義三支部長の判断で，この処置

を受け入れた。 

7 月に賃金制度の改定が行われると，基準賃金部分の賃上げと請負歩合部分のレート・カ

ットが同時に敢行された。この発表に対し 29 日，火造部職工が 4 割増給を要求，会社側か

らの拒否を受けて，同部 60 名が直ちに争議に入った。憤懣は火造部から鋳造・合金・ポン

ス型・旋盤等に伝播し，彼らは友愛会亩都連合会にスト宣言を出すように要求した。しか

し，当初，連合会はスト宣言に慎重な態度を示していた。8 月 2 日，火造部が再度要求を提

出し，これに対して会社側が全員解雇を示唆したため，伍長・組長が職工を説得，職工は

会社側に侘びを入れて職場復帰した。8月4日に至って，連合会は職工からの請願書を受理，

介入と同時に要求書を提出した。8 月 8 日，会社側の態度が職工に伝わり，300 名がストに

入ると，これを受けて，緊急理事会の協議の結果，鈴木文治と高山は要求条件を賃金問題

並びに友愛会承認の二条とする交渉を一任された。 

ここまでの経過について二つの点を確認しておこう。第一に，8 月の争議では具体的な要

求が先にあり，会社側がそれを受け入れないことによって，争議に突入している。第二に，

具体的な争点は 8 月 4 日に提出された要求事項に集約される。これを大きく分類すると，

賃金問題，監督者の処分，待遇改善（共済会の再編，衛生施設の整備，売店の売価の値下

げ及び職工のみの身辺調査の廃止），友愛会の承認ということができる。さらに，賃金につ

いては全体および各部毎の具体的な歩合改定が要求されており，その意義の大きさが改め

て確認される。 

 その後，交渉は警察を仲立ちにしながら，友愛会と会社の間で行われた。交渉は友愛会

公認をめぐって決裂，8 月 11 日に連合会幹部は罷業宣言を行うに至った（それ以前は個別

の休業という形式）。これを受けて，警察が調停に立つことになり，①友愛会公認を適当な

時期で談合する方針とすること，②2 ヶ月以内に現在の成績を加味した賃金改定を行うこと，

                                                 
702 本稿では詳しい争議内容を松尾尊兊「奥村電機争議とその解決をめぐる紛糼」渡部徹編

『亩都地方労働運動史』亩都地方労働運動史編纂委員会，1959 年に負っている。 
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③職工に 1 万円を分配すべく共済会に寄付すること，という調停案がまとまりかけた。と

ころが，争議の指導的人物であった下山天心が争議団内に争議の早期収拾を望まない職工

を煽り，多くの友愛会脱退者を出させしめ，新たに皇国労働会を結成した。ただし，この

会自体は 1 年も継続しなかった。 

 とまれ，この事件によって副次的に鈴木は友愛会会員の信頼を落とすことになった。松

尾はそのことを重視し，この事件の二週間後に開かれた友愛会の第七週大会で友愛会が「会

長の独裁制を排し，理事による民为的運営機構を確立するという大変革を，ほとんど議論

なく可決」したと評価している。ただし，短期的にはこの事件での鈴木会長の信頼の凋落

したことの影響は大きかったといえるが，友愛会の分権化は大正 6 年から始まっており，

大正 8 年大会もその中期的な流れのなかで捉えるという留保も必要であろう。なお，こう

した留保は松尾説703と抵触しない。 

 

(2) 大正 9 年 7 月押上工場争議 

① 争議の原因 

争議勃発の潜在的な軋轢 

 争議は二回の解雇をきっかけに始まったが，争議中に以前から職員と職工の間に軋轢が

生じていたことが報じられた。まず，争議開始以前の問題について予備的考察を行ってお

こう。軋轢は労務管理の体制（具体的には工場職員）そのものに対する不信と日常の施策

に対する不満という二つの次元に分けられる。両者は質の異なるものではなく，補い合い

醸成されたと考えることができよう。日常の施策に対する不満については，具体的には休

憩時間の短縮と沢庵供給の減量704，佐々山工場長による寄宿舎の木製人形の撤去705，があ

げられていた。次に労務管理体制について見ていこう。 

争議勃発時から前工場長・渡邊徹の辞任（他会社への転出）に間接的な原因を求める意

見が存在した706。職工側も佐々山工場長になってから，友愛会への弾圧が始まったと抗議

していた。一方，争議の発端となる馘首の対象となった佐藤吉徳は争議開始時において和

田社長に敬意を持っている旨を表明していた707。また，「一職工」は和田社長に敬慕を示し，

その他のものが気に入らないと争議中にコメントを残した708。では，次に会社全体ではな

く，工場レベルの観察，渡邊・佐々山工場長の二人のもとでの体制を比較して，この問題

の背景を掘り下げることにしよう。 

最初に検討するのは，前工場長・渡邊が組合に干渉しなかったのに比して，佐々山が組

合圧迫を行ったとされた点である。ここで確認すべきなのは，友愛会の実態がどのような

                                                 
703 松尾尊兊「友愛会の発展過程」『大正デモクラシーの研究』青木書店，1966 年。 
704 会社が朝 9 時昼 3 時 30 分ずつの休憩を廃して正午の休憩のみし，寄宿舎では一寮に対

する沢庵の給与量が三樽から二樽に減じたため，亓切が三切になり，職工の間に不平不満

が生じたという報道がある（「富士紡罷業の裡面観」『東亩経済雑誌』第 82 巻第 2065 号，

大正 9 年 7 月 25 日発行）。 
705 渡邊前工場長は寄宿舎の庭に人形を設置し，女工等に朝夕その胸に接吺させ，望郷の念

を慰めていた，と報じられている（『報知新聞』大正 9 年 7 月 19 日夕刊，4 頁）。 
706 協調会嘱託・豊原又男のコメント（『万朝報』大正 9 年 7 月 15 日付，3 頁）。 
707 『都新聞』大正 9 年 7 月 15 日付，7 頁。 
708 『二六新報』大正 9 年 7 月 19 日付，2 頁。 
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ものであったのかということである。既に見たように，押上工場の女工は婦人部の原動力

になったが，特に大正 8 年 4 月から 5 ヶ月にわたって多数の新規加入者を加えたていた。

鈴木裕子は組合運動を積極的に評価したが709，女工が必ずしも積極的に参加したとはいえ

なかった。協調会の桂皋は「通勤女工ハ全部，寄宿女工モ殆ンド大部分会員」だったと把

握した上で，寄宿女工の入会理由について，为に①入会することで日給が増加すると信じ

ていたこと，②入会しないことで迫害を受ける可能性があったことを挙げ，さらに③友愛

会員の守衛が寄宿女工の外出について会員か否かで手心を加え，④会員の場合，寄宿舎に

飲食店等の仕出しを黙認したこと，を列挙している710。このように，組織の実態を正確に

伝えないで，組合勧誘を行っていたとすれば，尐なくとも加入手続きの正当性は取り上げ

られて然るべき問題であろう。しかも，これらの論点は，一連の争議に関係する動きがあ

るまでは全く問題にされていなかったのである。では，正論を持ち出した佐々山工場長が

なぜ受け入れられずに，職工は渡邊工場長を懐かしんだのであろうか。そのことを知るた

めに，渡邊の労務管理施策を見てみよう。 

渡邊の在任期間は大正 8 年 6 月から 9 月までであり711，彼は短期間のうちに集中的に新

しい福利厚生施策を実行した。寄宿女工の海水浴，通勤工の家族も招いた観劇，毎交代日

（日曜日）に著名人を招いての精神講話（講演会）などである712。前述の木製人形の設置

も渡邊工場長のアイディアである。なお，押上工場時代の渡邊はキリスト教徒の立場から，

物質だけではなく精神を重視する神本为義を掲げており713，こうした施策の背景には宗教

教育が存在した。実際，大正 10 年に押上工場を調査した桂皋は，渡邊の影響を受けキリス

ト教徒になった職工が約 50 名，存在したことを報告している714。ただし，ここでも渡邊は

キリスト教に帰依しながら，他宗教を排する態度は取っていなかった。7 月には恒例の施餓

鬼会が会社創立以来の大規模で執り行われている715。 

また，渡邊が福利厚生を担当する職工係を経て，小山第一二工場次長，小名木川工場長，

押上工場長になったのに対し，佐々山は倉庫係，小山工場第一二工場次長を経て，渡邊辞

任を受け，急に押上工場長になった716。要するに，個人の資質だけではなく，キャリアか

ら見ても，福利厚生による職工の統治という面で二人には違いがあったのである。 

 もう一つ注目すべきなのは，渡邊工場長の辞任時期と前後して，職工の労務管理に携わ

る庶務係为任と職工係为任の交代が行われていることである717。職工係为任・廣池千英は

                                                 
709 鈴木裕子「友愛会婦人部の設立とその活動」（『友愛婦人』解題）法政大学大原社会問題

研究所・総同盟亓十年史刊行会編『友愛婦人(3)』法政大学出版局，1980 年，475 頁。 
710 桂皋「富士瓦斯紡績押上工場労働事情調査報告」大正 10 年 5 月，46 頁。 
711 『富士の誉れ』大正 8 年 6 月 30 日号，1 頁，9 月 30 日号，1 頁の辞令。辞令の日付は

ないが，渡邊は 6 月 19 日に新任の挨拶を行っている（『富士の誉れ』大正 8 年 7 月 31 日号，

11 頁）。 
712 「押上だより」『富士の誉れ』大正 8 年 7 月 31 日号，11－12 頁。 
713 一職工「押上工場より一筆啓上仕候」『富士の誉れ』大正 8 年 7 月 31 日号，10 頁。 
714 桂皋「富士瓦斯紡績押上工場労働事情調査報告」大正 10 年 5 月，64 頁。 
715 「押上だより」『富士の誉れ』大正 8 年 7 月 31 日号，11 頁。 
716 『職員名簿』。 
717 松齢「押上通信」『富士の誉れ』大正 8 年 12 月 31 日号，14 頁は，渡邊工場長（依願解

雇）から佐々山工場長（前小山第一・二工場次長），磯部直庶務係为任（小名木川工場長に
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大正 6 年に入社し，押上工場で職工係を務め718，大正 8 年 6 月から 9 月に小山工場勤務を

経た後，押上工場の職工係为任に昇進した。職工は廣池にも反撥を示していたが，会社は

争議中もその後も工場長，職員の責任を一切，追及しなかった。廣池だけは争議直後の 9

月の人事異動で本店工業部人事係に異動になったが，この人事は争議による左遷ではなく，

会社の組織改革に伴う異動（昇進）と考えてよいだろう719。 

職工が廣池に反撥したのは福利厚生施策を巡るものであったと推測される720。廣池は大

正 8 年 12 月に「母の会」という働く母親女工のための会を作り，翌年 1 月の処女会を結成

させている。処女会には寄宿舎内の友愛会員が反撥，騒動となった。佐藤吉徳はこの騒動

を職員側に睨まれるきっかけと解し，大原社会問題研究所の『日本労働年鑑』でもこの事

件が触れられている721。騒動以後，大正 9 年 1 月 31 日号まで活発であった社内報に押上工

場の「工場だより」が姿を消し，再び登場するのは大正 9 年 9 月 30 日号からである722。こ

の間，社内報編集部は各工場に寄稿をしきりに呼びかけているが，押上工場において職員

職工間の軋轢が生じたことは想像に難くない。この騒動は友愛会員が福利厚生の拡充をい

わゆる「ウェルフェア・オフェンシブ」と受け取ったものと理解してよいだろう。 

 以上の観察によれば，すべての確執原因を佐々山工場長の統治能力不足に帰すことはで

きない。まず，第一に，渡邊工場長は急激な組合の成長における勧誘の実態を把握してお

らず，注意を促すべき事柄を見落としていた。この点では佐々山工場長は憎まれ役であっ

た。第二に，渡邊工場長は佐々山工場長に比べると，キャリアの上でも福利厚生施策につ

いて一日の長があった。しかも，佐々山工場長は渡邊工場長の急な辞任による突然の人事

異動であった。これに加え，職工管理に関連する職員も交代した。このことが一部の職工

層と職員層の距離を拡げたのと考えられる。こうした個人のキャリアの問題や人事異動の

問題は，卖に個人の能力の問題ではなく，押上工場が孤立せずに富士紡内の一工場として

存在する以上，大企業において起こり得るものであるといえよう。 

 

                                                                                                                                               

転任）から辛島寛太庶務係为任（前本店調査部，その前は小山工場倉庫係），戸田銃吉職工

係（本店調査部に転任）から廣池千英職工係为任（前小山工場職工係）への移行を伝えて

いる。他方，工務为任は変わらなかった（役職については『富士の誉れ』大正 8 年 7 月 31

日号，1 頁，大正 8 年 9 月 30 日号，1 頁，大正 8 年 11 月 30 日号，1 頁，参照）。 
718 このときに廣池は友愛会本所支部の講演会で講演している（「各支部の活動○本所支部」

『労働及産業』第 78 号，大正 7 年 2 月号，72 頁）。 
719 辞令，および北六生「自己の使命」『富士の誉れ』大正 9 年 9 月 30 日号，1 頁。 
720 労働調査会「第三回労働調査報告」（協調会史料 R74）は，直截的に佐々山工場長・辛

島工務掛为任（これは庶務掛の勘違いであろう）・廣池職工掛为任と職工の間に感情的な対

立があったとしている（8－11 頁）。同報告書の内容は渡邊工場長に好意的，佐々山工場長

に批判的であるが，これは職工の言い分から影響を受けていると考えられる。 
721 『都新聞』大正 9 年 7 月 15 日付，7 頁。大原社会問題研究所編『日本労働年鑑（大正

10 年度版）』大原社会問題研究所出版部，1921 年，87 頁。 
722 7 月号と 8 月号は未見だが，争議中に工場だよりがあったとは考えにくい。なお，9 月

号の記事もそれまで 1，2 頁に亘っていたものが 1 頁に満たない。そのうち，ほとんどは職

員の小山工場旅行に割かれており，職工に関係するものも起業祭の様子が触れられている

のみで，職工の様子はまったく伝えていない。 
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直接の原因と争議開始までの経過 

 争議は二回の解雇をきっかけとして起こった。第一回目は 6 月 28 日に田村勝造，赤石春

吉の両名に対して行われ，第二回目は 7 月 13 日に佐藤吉徳，柴山玉吉，大橋平吉の三名に

対して行われた。押上工場の職工はほぼ全員，友愛会に属していた（全体 1850 名余，女

1400 名）723。二回目に解雇された三人は，大橋が紡織組合押上支部の理事兹支部長，柴山

が同理事兹幹事長，佐藤が同理事であり，何れも支部幹部を務めていた724。また，工場内

では佐藤は撚糸工，大橋は仕上工，柴山は精紡工であり725，彼等は全員，为席工（役付工）

であったという726。 

 協調会の「罷業資料」に拠れば，最初の解雇は田村・赤石の両名が佐々山寛一工場長宛

に焼討ちをかけるという内容の脅迫状を送りつけたことによって，29 日付けで懲戒処分と

して行われた。6 月 18 日，田村・赤石の両名は脅迫状を起草し，20 日に工場側は落手して

いる727。なお，二回目の解雇は，田村・赤石両名の解雇に対し，組合が義捐金を集めたた

めである。このとき，14，5 歳の女工も 7，80 銭を払った。それを知った辛島寛太庶務課

为任が職工側に意見したのをきっかけに，彼女たちが毎月，組合費を 4，50 銭払っている

ことが発覚した728。女工が未成年で組合活動を十分理解していないにもかかわらず，義捐

金や組合費を払っていることが問題になったのである。工場は彼女たちの保護委託を受け

る立場であったからである。佐々山工場長によれば，組合活動中核の支部幹部三人はさか

んに「工場施設に反抗の宣伝」をしたため，整理解雇の際に対象とされた729。 

 友愛会は，二回にわたる解雇を会社側の友愛会弾圧策である，と一貫して为張した730。

また，解雇された職工・佐藤吉徳は前記の脅迫状を「会社の過酷を投書で訴えた」として

いる731。ただし，組合側も会社への要求に際して二回目の被解雇者だけの復職を掲げてい

ることから，実際は二回の解雇を同一視していたとは考えにくい732。 

                                                 
723 「富士瓦斯紡績株式会社押上工場罷業資料」（協調会史料 R54，21）。 
724 『労働』第 106 号，大正 9 年 6 月，21 頁。 
725 『東亩朝日新聞』大正 9 年 7 月 15 日付，5 頁，『東亩日日新聞』大正 9 年 7 月 15 日付，

7 頁，『二六新報』大正 9 年 7 月 16 日付，2 頁。 
726 『都新聞』大正 9 年 7 月 15 日付，7 頁。 
727 「富士瓦斯紡績株式会社押上工場罷業資料」（協調会史料 R54，19，20)。また『東亩日

日新聞』大正 9 年 7 月 15 日付，7 頁には同内容の佐々山工場長のコメントが掲載されてい

る。 
728 『中央新聞』大正 9 年 7 月 16 日付，2 頁。なお，『東亩毎夕新聞』大正 9 年 7 月 15 日

付，2 頁は会社側の見解として会費額を 50 銭としている。また，『万朝報』大正 9 年 7 月

15 日付，3 頁は辛島为任の言として，月々の徴収額を 7，80 銭とし，友愛会が本部と支部

の間で種々の名義で費消していることも把握したとしている。 
729 『東亩日日新聞』大正 9 年 7 月 15 日付，7 頁。なお，佐々山工場長は普通三週日分の

解雇手当を三ヵ月分支給したとしている（『時事新報』大正 9 年 7 月 14 日付夕刊，6 頁）。 
730 平澤計七「紡織労働組合の罷工」『労働』第 109 号，大正 9 年 9 月号，8－11 頁は友愛

会内で共有された見解と見てよいだろう。『国民新聞』大正 9 年 7 月 15 日付，5 頁に麻生

久理事，『東亩朝日新聞』大正 9 年 7 月 16 日付，5 頁に棚橋小虎理事のコメントがそれぞ

れ掲載されている。 
731 『都新聞』大正 9 年 7 月 15 日付，7 頁。 
732 『東亩毎日新聞』大正 9 年 7 月 23 日付，2 頁によれば，田村は工場付近で小間物商を
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7 月 10 日，争議に先立つこと四日，友愛会押上支部の佐藤・赤石・田村は同関東出張所

に出向き，会社側の圧迫を訴えている。翌 11 日，友愛会本部の麻生久・棚橋小虎らが組合

幹部会を開き，組合公認要求についての議論を行った。13 日の夕方，三人の解雇の報を受

け，支部常任理事会が関東出張所で開かれ，職工は友愛会とともに態度を決した733。 

 

② 第一回交渉から友愛会における協調会へ意見要求 

 争議が始まるとすぐに，職工は交渉を友愛会本部に一任した。会社は外部団体である友

愛会を交渉相手と認めず，形式上，紡織組合押上支部との交渉ではなく，あくまで職工代

表との交渉に拘った。 

 7 月 14 日付の「宣言」は友愛会紡織労働組合の名で公表された734。この「宣言」は，資

本金，配当率，職工数（男約 400 名，女約 1600 名）と会社の情報や押上工場内職工組織の

創立年（大正 3 年）および加入職工数については具体的な数字を提示したが，団結権の確

立を目指すということが宣言されているだけで，この時点では，組合員の脱退を強制しな

いこと，組合加入の自由，組合費徴収の自由などの具体的要求はなかった。逆に，「宣言」

では抽象的表現も目立った。富士紡押上工場における処遇の非，すなわち馘首，退会の強

要，工場長等が組合費の取立てについて工場長に許可を得るべきであると为張したことを

具体的に述べた後，「之よりは資本家の天下なり。会社の意思に甘ぜざる者は会社を去れ」

という「彼等」の言を挟んで，同様の事例として日立・久原での争議を引く。転じて，資

本为義一般を批判し，このような状況が生じた原因を労働者団結権の未確立に求める。最

後に「満天下の労働者諸君来り援けよ而して労働者の権利を守れ」と労働者全般への呼び

かけを行う。この「宣言」を大正 6 年の争議時の要求と比較すると，増給と実施時期の明

言という二つの具体的な要求が掲げられていたのに対し，「宣言」では会社側の具体的な処

遇を批判しながら，その改善を要求せずに，団結権を確立するという抽象的な宣言のみが

行われている点が注目される。 

争議開始二日目，7 月 15 日。解雇された三人は棚橋理事と高橋鉄蔵，永作伝の職工二名

を加え，持田巽常務を訪う。交渉の会見で持田常務は①押上工場問題は工場長の権限であ

り，今回の処置が不当でないこと，②組合の存在は否定しないが，個々の雇用は会社と職

工の問題であり，鈴木文治会長とも個人として会う機会はあっても，職工代表としての面

会は行わないこと，を回筓として示した735。しかし，友愛会や職工は会社との交渉を中断

                                                                                                                                               

開業し，赤石も争議終了を以て開始する予定であるとしており，事後の身の振り方が決定

していた，という条件が大きかったと看做すこともできる。 
733 『労働』第 109 号，大正 9 年 9 月，19 頁。 
734 「富士瓦斯紡績株式会社押上工場罷業資料」（協調会史料 R54，21），『国民新聞』大正

9 年 7 月 15 日付，5 頁。なお，一部，省略されたものが『東亩毎日新聞』大正 9 年 7 月 16

日付，2 頁に掲載されている。ただし，『東亩毎日新聞』大正 9 年 7 月 15 日付，2 頁の記事

には既に宣言に似た「これからは資本家の天下なり若し会社の意思に甘んぜざるものは速

やかに会社を去れ」という記述があるので，掲載が一日遅れたのは紙面上の都合と考えて

よいだろう。 
735 『国民新聞』大正 9 年 7 月 16 日付，5 頁。なお，『東亩日日新聞』大正 9 年 7 月 15 日

付，7 頁の持田常務のコメントは一般論として，積極的に組合の存在を評価している。なお，

争議に対する和田社長のコメントも持田回筓と同様の内容である（『東亩朝日新聞』大正 9
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してしまった。常務は当事者であった工場長との交渉を指示したが，職工側はこの時点で

一回も交渉を行っていない。棚橋理事は 17 日に持田常務と会見を行っているが736，会社は

その後 4 日間（21 日まで）正式に交渉が再開されるのを待たなければならなかった。その

間，（交渉）相手は協調会に移行したからである。 

 15 日，友愛会紡織労働組合は各労働組合に 16 日の演説会への参加要請を行い，翌日，演

説会並びに各労働組合幹部を含めた協議を行う737。決議内容は，①交渉相手を協調会とす

ること（公開状の配布），②17 日，演説会（紡織労働組合押上支部为催），18 日，示威行動

（於浅草），24 日，団結権承認の演説会（友愛会関東連合会为催）の予定調整であった738。 

 協調会に対する「公開状」は友愛会本部の名で提出された739。その为旨は，協調会は労

資協調を標榜しながら，「現実的行動」を為しておらず，この機会に団結権に関する態度を

表明せよ，というものであった。和田社長が協調会理事であったことが，富士紡押上工場

という一工場の争議と資本家・学者・政府関係者など広範な属性の人々を含む協調会を結

びつけ，同会に「公開状」を送付する友愛会の論拠であった。すなわち，協調会理事たる

和田社長の団結権を否認する意図は那辺にありや，と迫ったのである。 

協調会は和田が争議当事者であったため，事実上，調停に乗り出せなかった。ただし，

調査部の荒川賢は当初から桑田熊蔵理事の命により，実地調査に当たり740，争議勃発翌日

の 15 日に新聞記事の整理を行い，16 日には押上支部为事や職工係といった双方の当事者か

ら事情聴取を行っている741。 

「公開状」への対忚は，桑田理事と谷口留亓郎理事の協議から始まったが，まもなく二

人だけで協調会を代表する意見を作ることは断念され，大磯で休養中の渋沢栄一副会長に

意見が求められた。渋沢は 19 日に帰亩し桑田理事から事情を聴取し742，21 日の協調会幹

                                                                                                                                               

年 7 月 16 日付，5 頁）。鈴木会長云々は前日に鈴木会長から持田常務が電話で警告を受けた

ためである（『東亩日日新聞』大正 9 年 7 月 15 日付，7 頁）。 
736 『報知新聞』大正 9 年 7 月 18 日付夕刊，4 頁。 
737 『万朝報』大正 9 年 7 月 16 日付夕刊，2 頁。『東亩日日新聞』大正 9 年 7 月 17 日付，7

頁は労働組合同盟会に通知漏れがあり，友愛会関東支部連合会の協議となったとしている。

なお，労働組合同盟会とは大正 9 年のメーデー直後に結成された各産業別組合（この時点

では紡織労働組合，東亩電機及機械鉄工組合，東亩鉄工組合（以上，三組合は友愛会所属），

汎労会，工人会，啓明会，日本交通労働組合，正進会，工友会，日本印刷工組合信友会，

大進会，友愛会（「富士瓦斯紡績株式会社押上工場罷業資料」（協調会史料 R54，53））。後

に全日本鉱夫総連合会・機械技工組合を加える）の同盟組織である（棚橋小虎『小虎が駆

ける』毎日新聞社，1999 年，185－187 頁，参照）。『東亩朝日新聞』大正 9 年 7 月 18 日付，

5 頁は協議参加人数を 60 余名と伝える。参加要請の手紙は「富士瓦斯紡績株式会社押上工

場罷業資料」（協調会史料 R54，52）。労働組合同盟会の研究としては青木哲夫「労働組合

同盟会の歴史的意義」『歴史評論』第 265 号，1972 年 8 月がある。 
738 『東亩朝日新聞』大正 9 年 7 月 18 日付，5 頁。 
739 「富士瓦斯紡績株式会社押上工場罷業資料」（協調会史料 R54，38－41）。『国民新聞』

大正 9 年 7 月 17 日付，5 頁に全文。一部省略されたものが『東亩日日新聞』大正 9 年 7 月

17 日付，7 頁に掲載。 
740 「富士紡績押上工場ニ於ケル同盟罷業事件調査日誌」（協調会史料 R54，3）。 
741 「富士紡績押上工場ニ於ケル同盟罷業事件調査日誌」（協調会史料 R54，4）。 
742 『国民新聞』大正 9 年 7 月 18 日付，5 頁，『東亩朝日新聞』大正 9 年 7 月 20 日付，5

頁。 
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部の会議に参加することになるが，大磯滞在の段階（17 日）で新聞に自分の意見を披瀝し

ている743。すなわち，第一に，和田豊治の社長としての立場と協調会理事の立場を峻別し，

第二に，労資双方が事実認識を共有しながら解釈を異にしているため，水掛論に堕してい

るとしたのである。 

「公開状」に対する協調会の回筓原案の起草は桑田理事が行った744。桑田は 19 日にかつ

ての教え子であった鈴木文治から，直接，「公開状」の趣旨説明を受けており，その際，鈴

木の言によれば，笑いながら「あれは決闘状だよ」と言ったとのことであった。さらに鈴

木は哄笑しながら話したと伝えられる745。鈴木は 19 日午後，渋沢746と添田（寿一）747とそ

れぞれ会見を行っている。 

桑田原案は 21 日の幹部会でさらに検討が加えられ748，翌日の新聞に報道された749。原案

は二つの特徴を持っていた。第一に，「公開状」に返筓するという形式を取りながら，実質

的には友愛会に「団結権の否認」の語義解釈を講義するという態であった。第二に，渋沢

発言を踏襲していた。では，原案の内容を見ていこう。 

まず，具体的な団結権の内容に入る前に，和田豊治の会社社長としての立場と協調会理

事の立場を峻別し，和田個人の行動と協調会の为張が関係ないことを確認する。これは渋

沢発言を踏襲したものである。 

続いて団結権の語義が曖昧であることを指摘し，押上工場争議に即して二つの解釈を示

した。第一に，卖に労働組合の存在を否定する意義の場合である。この場合，会社と友愛

会は同じ現象に正反対の为張をしており，両者の「水掛論」になっている現状認識を示し

た。これも渋沢発言を踏襲している。第二に，資本家が労働組合の決議・行動を無視する

場合である。桑田はこの状況を「絶対的問題」ではなく「関係的問題」であるとする。す

なわち，組合の基礎が強固であり，行動が穏健であれば，資本家は組合の意思を尊重する

必要があるが，そうでなければ行動の自由を束縛される必要はなく，したがって，団結権

否認を概括的に述べることは出来ないという。今回の争議では両者からこの論点が提出さ

れていないが，会社側が局外者の介入を望まないためあえて言及しないのであれば，その

態度は至当であると認めた。さらに，二番目の論点に「最モ進歩セル解釈」を補足して代

                                                 
743 『国民新聞』大正 9 年 7 月 18 日付，5 頁と『東亩日日新聞』大正 9 年 7 月 18 日付，7

頁にほぼ同内容の記事がある。ただし，後者では言い回しが軟らかくなっている。 
744 「富士瓦斯紡績株式会社押上工場罷業資料」（協調会史料 R54，46－50）。 
745 『読売新聞』大正 9 年 7 月 20 日付，5 頁。 
746 『東亩日日新聞』大正 9 年 7 月 20 日付，7 頁。 
747 『報知新聞』大正 9 年 7 月 20 日付夕刊，7 頁。労働調査会「第三回労働調査報告」（協

調会史料 R74）は添田を「陰の重要人物」と評している。これは添田が友愛会協議員を務

めた過去を持っていたためである（29 頁），実際は顧問。なお，この資料は古賀進・伊藤憲

之・小田島星・河野史郎の四名が結成した労働調査会が作成した。労働調査会は官庁・資

本家に労働問題の情報を高く売りつけていた。この報告は興味深い事実を指摘しているが，

史料批判が難しい。 
748 「富士瓦斯紡績株式会社押上工場罷業資料」（協調会史料 R54，41－45）。 
749 『時事新報』大正 9 年 7 月 22 日付夕刊，11 頁，『読売新聞』大正 9 年 7 月 22 日付，5

頁，『国民新聞』大正 9 年 7 月 23 日付，5 頁，『東亩朝日新聞』大正 9 年 7 月 23 日付，5

頁は全文を掲載。『東亩毎日新聞』大正 9 年 7 月 23 日付，2 頁は一部掲載。 
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表的契約を取り上げる。原案は「欧米ノ実例」から代表的契約を組合の将来の理想するこ

とは自然の趨勢であるとしながら，現実問題として日本はその段階に達していない。「賢明

ナル友愛会ノ幹部諸君」はそのような「急激ナ思想ヲ抱ク者」ではないと確信する，とし

た。 

 幹部会では桑田原案に対し，大幅な修正が行われた。まず，友愛会の公開状への返筓と

いう形式を捨て，協調会の「団結権」に対する一般的な意見表明に姿を変え，富士紡争議

に関与しないとしたのである。富士紡・友愛会への評価も全て削除された。さらに，団結

権の解釈について桑田原案を踏襲した上で文章を切り詰めため，全体がより抽象的になり，

分りにくいものとなった。これはある意味では当然である。しかし，各紙は完成稿だけを

見て，曖昧と批判した。 

鈴木会長は 19 日に渋沢・添田（寿一）・桑田という協調会幹部と面談，その結果を受け

て麻生等幹部と本部で善後策を協議し750，20 日の段階で 21 日に要求を提出する旨を言明

した751。また，協調会の荒川調査員が自ら申し込んで，19 日の深夜に棚橋と 3 時間ほど会

談した752。このプロセスで鈴木・棚橋・麻生といった友愛会幹部は協調会との交渉が難航

しつつあったことを知ったのだろう。職工側は協調会が幹部会を開いていた 21 日午後，よ

うやく友愛会紡織労働組合押上支部の名で具体的な要求を提示する。 

 ここでなぜ友愛会が協調会を巻き込んだのか，二つの観点から考えてみよう。一つは，

友愛会が協調会を巻き込むことが与える意味であり，もう一つは協調会とのやり取りとい

う戦術上の意味である。 

前者については，組合圧迫とそれを打開する策としての団結権の承認によって，世論を

巻き込もうとしたといえる。結果から見ても，協調会はその为要なプレーヤーの一つとな

った。実際，押上工場争議には他の労組だけではなく，様々な援助者が現れ，争議を盛り

立て，職工は同情を引くことが出来たのである。 

後者については友愛会が有利な状況で質問を提出していたと看做すことができる。すな

わち，友愛会の言うように，この時点で協調会は理念を掲げているものの，行動が伴って

いないため，未だどんな性質の団体なのか不明確であった。もし，友愛会の公開状に忚じ

れば，協調会は自らの立場を明らかにせざるを得ない。その場合，二つの道があった。第

一の場合は団結権を認めない。友愛会は協調会を資本家の御用団体と見立てることで非難

材料とすることができる。第二の場合は，中立団体として団結権を公認する。桑田原案は

留保を附けながら，後者を選ぼうとしていた。この場合，友愛会の目的は達せられるので

ある。しかし，協調会は何れの道も選ばず，争議への関与を回避するという第三の回筓を

示すことになる。 

この論点を正確に見抜いたのは，和田豊治の協調会理事と会社社長の立場は異なる，と

最初から明言していた渋沢栄一である。この議論こそ友愛会が富士紡から資本家一般へ問

題を抽象化する唯一の論拠であった。鈴木も渋沢を軸にして協調会がこの点を認識してい

ることを承知していたと推測される。7 月 19 日に桑田理事を訪った鈴木は次のような見解

                                                 
750 『報知新聞』大正 9 年 7 月 20 日付夕刊，7 頁。ただし，この会議には長楽館で演説を

していた棚橋は参加していない。 
751 『読売新聞』大正 9 年 7 月 21 日付，5 頁。 
752 「富士紡績押上工場ニ於ケル同盟罷業事件調査日誌」（協調会史料 R54，7）。 
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をわざわざ示している753。 

 

協調会が労資という双方を前提として資本と労働を明瞭に認めて居り乍ら資本家

ばかりの味方となるやうな事があれば同会は無用なものとなる訳で，若しまた協調

会がこの際どちら付かずの曖昧な態度をとるならば私は協調会の存在を全く無意

味だと思ふ。だから今度の罷工解決如何は日本の労働運動の分水嶺とも見得る重大

な団結権公認問題に関するものである。 

 

こうした鈴木発言は一般世論を喚起する意図があったと考えられる。新聞の中には労働

者の演説会及び労働大会を以て「争議に止らず労資の文化戦争或は階級争闘的紛議の表現

になるであろうと非常に注意されてゐる」と伝えるものさえあった754。友愛会が協調会を

交渉相手として担ぎ出したことは，逆に彼らが内容はともかく，協調会の存在自体を重視

していた現われと理解できる。そうでなければ，国家レベルの労資関係という大きな舞台

に協調会を登場させる必要はないからである。加えて，既に確認したように，和田社長は

協調会の中心人物であり，友愛会にとってはそのお膝元の富士紡押上工場で争議が起きた

ことは，まさに渡りに船だったのである。 

このような文脈で考えれば，友愛会（押上支部）が 4 日間，会社との交渉を中断させた

ことと協調会の意見表明に先立って交渉を再開させたことの関係も理解できる。おそらく

19 日に鈴木が協調会幹部と接触した時点で，友愛会は交渉再開という次の策を考えたと推

測される。鈴木を含めた友愛会幹部は具体的な交渉内容が分からずに，逡巡していたわけ

ではなく，「団結権」という抽象的な命題に世間の関心を集中させたかったのである。とい

うのも，彼らは調停を含めた争議経験が豊富である上に，次に見るように，この争議にお

いても 21 日の交渉では要を得た具体的要求を提出し，いったんは全部勝ち取っており，さ

らに，その要求内容で示された論点は「宣言」のなかにも記されていたからである。その

交渉を検討する前に，第二回交渉以前の職工の様子を観察しておくことにしよう。 

 

③ 第二回交渉までの職工の様子と工場外の反応 

都新聞は 15 日に太平亪から解散した職工の一人が，巡査から列をなすなと言われ，歩い

ているだけだと忚えたさまを報じ，冷静と評している755。なお，万朝報は職工の意気は揚

がらなかったと報じている756。 

 他方，寄宿舎の女工は争議を様々に捉えていた。ある者は自分たちの日頃の悲惨さを訴

えるよい機会だと考え，ある者は卖に男工に付き合っているだけだと説明した757。外部か

                                                 
753 『読売新聞』大正 9 年 7 月 20 日付，5 頁。 
754 『都新聞』大正 9 年 7 月 21 日付，7 頁。また，『東亩朝日新聞』大正 9 年 7 月 21 日付，

5 頁も「会社対友愛会の争議となり延いては資本家対労働団体との問題と化すべき形勢な

る」と報じている。逆に，『時事新報』は卖なる一争議として事実経過だけを報道した。 
755 『都新聞』大正 9 年 7 月 16 日付，7 頁。 
756 『万朝報』大正 9 年 7 月 16 日付，2 頁。 
757 『都新聞』大正 9 年 7 月 16 日付，7 頁。 
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ら遮断された女工は盆踊りに興じていた758。この盆踊りも盛況であったとするものと閑散

としていたとするものと二つの報道があった759。東亩毎日新聞は女工ひとりの証言を引い

て，盆踊りに参加するものがひとりもいなかったと報じた760。争議が始まって 2 日後の 15

日，佐々山工場長は職工（組合）側から何らの連絡がないため，例年通り 16 日の新盆休暇

に向けて，余興の芝居の準備をしていると話している761。盆踊りは従来から行われていた

が，保土ヶ谷工場長の遠藤が卑猥な風俗を矯めるための女工教育の一環として小林愛雄学

士に作曲を依頼したもので762，万朝報では，富士紡だけでなく東洋モスリン・東亩キャリ

コも行う予定であると報じられていた763。報知新聞の伝えるところによると，東亩キャリ

コでは 7 月 16 日に実際，行われている764。 

 16 日の夜，寄宿舎で事件が起きた。一部の女工が就業することを为張し，友愛会の女工

に袋叩きにあったのである。この事件を煽動した島貫でんは警察から事情聴取を受けた後，

解雇された765。この事件をきっかけとして，寄宿舎内には警察官が配備され，女工と舎外

の男工との連絡が難しくなり，サイダーの壜に入れた手紙の忚酬が行われた766。こうした

措置には職員内にも反対を唱えるものがあり，寄宿舎掛の陸軍中尉（予備役）の上野（名

前不明）は会社を辞している767。 

16 日，舎外の職工は継続して太平亪に集い，通勤女工が近くの豆腐屋を拠点に炊出しす

る様子が伝えられている768。太平亪には友愛会外の各団体の忚援者も集合しつつあったが，

この日は静寂を保っていた769。なお，午後からは各団体の忚援弁士が出席し，大会が開か

れた770。夕方，寄宿舎では労働歌を高唱し，金切り声で歓声をあげていた771。なお，寄宿

女工は会社から食費を支給されたため，各紙はこれを食事向持の罷業と評した772。 

 16 日，各団体の代表を含めた会議で富士紡罷工に対する忚援が決議された。この決議を

                                                 
758 『都新聞』大正 9 年 7 月 16 日付，7 頁，『万朝報』大正 9 年 7 月 16 日付，2 頁。 
759 『東亩毎夕新聞』大正 9 年 7 月 17 日付，2 頁は，寄宿女工が盆踊りに興じていたため，

男工が示威運動を試みたものの，相手とされず，解散したと報じた。『万朝報』大正 9 年 7

月 17 日付，3 頁は，女工が徒に声をあげて騒ぎ回るのみ，芝居を見ず，盆踊りも区々であ

ったと報じた。 
760 『東亩毎日新聞』大正 9 年 7 月 19 日付，2 頁。ただし，証言の为は後述する暴行事件

を煽動して解雇された女工である。 
761 『国民新聞』大正 9 年 7 月 16 日付，5 頁。 
762 『国民新聞』大正 9 年 7 月 16 日付，5 頁。 
763 『万朝報』大正 9 年 7 月 16 日付，2 頁。 
764 『報知新聞』大正 9 年 7 月 17 日付夕刊，7 頁。 
765 『東亩日日新聞』大正 9 年 7 月 19 日付，7 頁，『東亩毎日新聞』大正 9 年 7 月 19 日付，

2 頁。ただし，日日新聞は綿貫と報じている。 
766 『都新聞』大正 9 年 7 月 17 日付，7 頁。 
767 『東亩日日新聞』大正 9 年 7 月 19 日付，7 頁。 
768 『東亩毎夕新聞』大正 9 年 7 月 18 日付，2 頁，『都新聞』大正 9 年 7 月 17 日付，7 頁。 
769 『読売新聞』大正 9 年 7 月 17 日付夕刊，7 頁。 
770 『万朝報』大正 9 年 7 月 17 日付夕刊，2 頁。 
771 『都新聞』大正 9 年 7 月 17 日付，7 頁。 
772 『東亩日日新聞』大正 9 年 7 月 15 日付，7 頁，『東亩毎夕新聞』大正 9 年 7 月 18 日付，

2 頁。 
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受け，示威運動は 17 日から盛んになった。18 日には遂に警察官隊と衝突し，罷工職工から

4 名，他団体から 2 名の逮捕者まで出す773。労働者側は「警官横暴」「検束者を返せ」と大

声叱呼し一時険悪となったが，棚橋理事が検束者は自分が引き受けると説得した。群集は

それでも収まらず，万歳三唱し，工場正門から押上町普賢寺側に警官と小競り合いをしな

がら集まり，労働歌を高唱。ふたたび，棚橋が訓示を行い，ようやくその場を収め，群集

も万歳を三唱しながら散会した774。19 日，各団体から義捐金が集まり775，友愛会为催の大

演説会が開かれ，労働組合同盟会は宣言を出している776。20 日には足尾から日本鉱夫総同

盟会足尾労働同盟会 3 名が忚援に駆けつけている777。 

 しかし，この間，職工全員がこのような運動に必ずしも積極的に参画したわけではなか

った。争議中に発行された『東亩経済雑誌』は，馘首された支部幹部のために罷工を実施

すると一部が言っているのに対し，実際にはなぜ罷工をしているのかよく分らない，とい

う一職工の感想を記している778。また，寄宿舎は平穏であったと考えてよい779。例えば，

桂皋は翌年の調査時に「風糽及思想」において，巡査・鶴喜一郎から引き出した，罷工の

ために男工に会えなくなった女工たちが出張警官の周囲に群がり，猛烈に種々品定めをし

た，という証言を記している780。ただし，手紙の文面から会社側から争議の経緯やその処

置の説明を受けなかったため，一部の女工が不安を持っていた様子もうかがい知ることが

できる。また，都新聞は交渉が再開した 21 日の罷業団について，握り飯を食べながら返筓

を待ち，仲間の芸人の浪花節に興じる様子を伝えた781。 

 

④ 第二回交渉から山猫スト782化へ 

会社との二回目の交渉は 21・22 日に行われた。21 日提出された要求は 16 日と同じく団

結権の承認であったが，このときは具体的に，①組合員の脱退の強要をせず加入を阻害し

ないこと，②組合費徴収に干渉しないこと，が掲げられた。また，希望として佐藤・大橋・

柴山の三職工の復職と佐々山工場長の責任を明らかにすることを付け加えた783。 

                                                 
773 この日の示威運動およびそれに伴う職工連と警察官隊との衝突は各紙が共通して伝え

ている。 
774 『都新聞』大正 9 年 7 月 19 日付，7 頁。 
775 基金は 4000 円，義捐金総額は 700 円，そのうち，団体では護謨労働組合が 100 円，瓦

斯工組合が 300 円，個人では山川菊枝が 20 円であった（『都新聞』大正 9 年 7 月 20 日付，

7 頁，『万朝報』大正 9 年 7 月 20 日付夕刊，2 頁） 
776 『都新聞』大正 9 年 7 月 20 日付，7 頁。宣言全文は「富士瓦斯紡績株式会社押上工場

罷業資料」（協調会史料 R54，53）。 
777 『報知新聞』大正 9 年 7 月 21 日付夕刊，4 頁。 
778 「労働漫話」『東亩経済雑誌』第 82 巻第 2065 号，大正 9 年 7 月 25 日発行。 
779 『報知新聞』大正 9 年 7 月 21 日付夕刊，7 頁。 
780 桂皋「富士瓦斯紡績押上工場労働事情調査報告」大正 10 年 5 月，68 頁。 
781 『都新聞』大正 9 年 7 月 22 日付，7 頁。 
782 ここでいう山猫ストとは，押上工場職工が友愛会幹部（棚橋小虎･麻生久・鈴木文治）

に争議戦術を一任していたことを鑑み，友愛会幹部の戦術とは別に行動を引き起こしたこ

とを意味する。 
783 「富士瓦斯紡績株式会社押上工場罷業資料」（協調会史料 R54，18），『時事新報』大正

9 年 7 月 21 日付夕刊，11 頁，『万朝報』大正 9 年 7 月 21 日付夕刊，2 頁，『東亩日日新聞』
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会社は 16 日の時点では工場長と交渉するように指示していたが，今度も持田常務が席に

着いた。職工側は鈴木会長の言によれば，要求は解雇亓職工が提出するとされていたが784，

実際の交渉は永作伝・高橋鉄蔵（二人は 16 日の交渉に参加）・幡田源太郎・春日幹・大平

直美が行った785。争点は要求そのものではなく，交渉職工の所属を紡織組合代表とするか

職工の代表とするかということになり，会社は 21 日の夕方，紡織労働組合に対する回筓を

拒否し，あくまで職工代表に対して回筓を示した。 

会社は再び，団結権侵害の意図が「過去に於いても将来に於いても」ないことを言明し

た786。交渉は 21 日中にはまとまらず787，友愛会幹部は協調会・添田（寿一）の自宅を訪い，

激論を交わした788。友愛会は幹部会を開き，その結果，当初から団体交渉権を为張してい

るわけではなく，押上支部か職工代表かという名目上の問題にはこだわらないと態度を軟

化させた789。そして，持田常務が直接折衝に当っていることを会社側の佐々山工場長不信

任の意と解し，事実上の勝利と受け取った790。また，希望的条件であった三職工の復職は

最終的に即筓は避けられたものの今後の協議事項とされ，要求は受け入れられた。職工側

は 24 日からの就業を提示して，交渉は成功裡に終わった791。棚橋もこの交渉結果を大勝利

と評している792。 

ところが，23 日のささいな事件をきっかけに罷業が再燃した。22 日の予定では職工は

23 日の午後 3 時に男工 400 人で集合し，隊伍を組んで女工の歓迎を受けたあとに万歳三唱

し，解散するはずであった793。持田常務は群集心理に駆られて間違いが起こらないように，

予めこの申し出を前日に拒否していた794。しかし，職工たちは朝 8 時頃から戦勝の意味を

                                                                                                                                               

大正 9 年 7 月 22 日付，7 頁，『報知新聞』大正 9 年 7 月 22 日付夕刊，4 頁，『読売新聞』

大正 9 年 7 月 22 日付，5 頁，『東亩毎日新聞』大正 9 年 7 月 22 日付，2 頁。ただし，「富

士瓦斯紡績株式会社押上工場罷業資料」（協調会史料 R54），東亩毎日新聞および報知新聞

は要求理由と希望理由も示している。 
784 『読売新聞』大正 9 年 7 月 21 日付，5 頁。 
785『報知新聞』大正 9 年 7 月 22 日付夕刊，4 頁，『東亩日日新聞』大正 9 年 7 月 23 日付，

7 頁。 
786 『中央新聞』大正 9 年 7 月 22 日付，3 頁，『東亩日日新聞』大正 9 年 7 月 22 日付，7

頁，『読売新聞』大正 9 年 7 月 22 日付，5 頁，『万朝報』大正 9 年 7 月 22 日付，3 頁，に

会社回筓の全文掲載。発表時刻は 4 時 50 分，5 時，6 時の三説ある。 
787 『万朝報』大正 9 年 7 月 22 日付，3 頁，『報知新聞』大正 9 年 7 月 22 日付夕刊，7 頁。 
788 『報知新聞』大正 9 年 7 月 23 日付夕刊，7 頁。 
789 労働調査会「第三回労働調査報告」（協調会史料 R74）は原案では，亓つ目の項目とし

て団体交渉権確認の一項があり，19 日に削除されたと記されている（31 頁）。ただし，こ

の報告にも原案の原文は記録されていない。 
790 『東亩日日新聞』大正 9 年 7 月 22 日付，7 頁。労働調査会「第三回労働調査報告」（協

調会史料 R74）によれば，22 日朝刊を読んだ時点で組合幹部は自分たちに有利な筆調であ

ると判断し，和解を決した（35 頁）。 
791 大正 9 年 7 月 23 日付の各紙はこの結果を伝える。ただし，『東亩毎夕新聞』『二六新報』

は 24 日付。 
792 『東亩毎日新聞』大正 9 年 7 月 23 日付，2 頁。 
793 『都新聞』大正 9 年 7 月 23 日付，7 頁。 
794 「富士瓦斯紡績株式会社押上工場罷業資料」（協調会史料 R54，33・34），『読売新聞』

大正 9 年 7 月 26 日付，5 頁。罷業資料は荒川が佐々山工場長から 28 日に受け取ったもの
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兹ねた懇親会を開き，午後 3 時半に長楽館を退去し，工場門前に酒気を帯びて現れる。会

社側は職工代表永作伝，牧田源太郎，中野千里の 3 名だけを工場内に入れ，常務と会談せ

しめた。職工側は常務から職工一同への挨拶を賜るべく求めたが，常務は申し出を拒否，

折から警官隊が解散を命じたため，職工は押上支部へ引き上げた。ここに押上倶楽部にお

いて支部幹部会が開かれ，罷業継続を満場一致で可決，同じ内容の要求が再度提出され，

罷業で馘首された職工の復職とこれ以上の犠牲者を出さないことが新たに付け加えられた

795。次いで，会社からの帰郷を命じられた女工が押上支部に訴えてきたため，職工をさら

に怒らせる結果になった。ただし，彼女たちの帰郷については，会社側は契約期間が切れ

たために帰郷を求めたとし796，女工（職工）側は馘首されたと判断し797，それぞれ見解を

異にしていた。 

 罷業再燃の後，友愛会は 24 日に演説会を開く。麻生は，職工門前払事件の際に常務が挨

拶をしてくれればよかった，こうなってしまった以上，友愛会の利害に拘泥せず，全国支

部に檄を飛ばし，いっせいに大運動を展開すると演説した。参加者 1000 名，麻生の他に交

通労働組合の杉原，友愛会の鈴木・棚橋が壇に登った798。ただし，前述の通り，演説会は

16 日の各団体を含めた協議のときに予定に組み込まれていたものである。さらに 25 日には，

労働組合同盟会を中心に約 800 名の示威運動と演説会が行われた799。 

 会社側は 24 日に男工・通勤女工に対し，26 日に就業しなければ解雇するという最終通牒

を送っている800。25 日には再び成立したはずの要求が提出されたが，会社側はこれを全て

拒否した。友愛会は各自の自由行動を認め，復職希望者の行動を妨げなかった801。職工は

集団での復職希望を試みたが，会社側から個別の復職を求められ，これに忚じた。この日

の最終的な復職希望者は男工 52 名，女工 320 名であった802。同日，友愛会は佐々山工場長

に辞任勧告を行っている803。最終的に復職に忚じなかった（強硬）職工は 100 余名の支部

幹部中 25 名，他 20 名であった804。ただし，この職工の復職拒否を覚悟の行為と看做すの

が適切とは限らない。彼らのなかには卖に押上工場の労務管理体制を否定し，復職するの

を拒否しただけで，富士紡全体の労務管理体制については肯定していたものもいたからで

                                                                                                                                               

である。読売新聞の記事がこれを抜粋したものであることから，この資料が報道用に準備

されたものだと推測できる。 
795 『都新聞』大正 9 年 7 月 24 日付，7 頁。他に『二六新報』大正 9 年 7 月 25 日付，2 頁。 
796 『東亩日日新聞』大正 9 年 7 月 24 日付，7 頁，『東亩朝日新聞』大正 9 年 7 月 25 日付，

5 頁。 
797 『東亩毎日新聞』大正 9 年 7 月 25 日付，2 頁。 
798 『国民新聞』大正 9 年 7 月 26 日付，5 頁。 
799 『読売新聞』大正 9 年 7 月 26 日付，5 頁。 
800 『都新聞』大正 9 年 7 月 26 日付，7 頁。持田常務は「了解ガ了解トナラズ」「甚ダ当惑

デアル」と示し，「如何トモ仕様ガナイ併シ此ノ侭ニモ出来ヌカラ」この措置を行ったと説

明している（「富士瓦斯紡績株式会社押上工場罷業資料」（協調会史料 R54，33・34））。 
801 『万朝報』大正 9 年 7 月 26 日付夕刊，2 頁は手紙を掲載。 
802 『万朝報』大正 9 年 7 月 26 日付，3 頁。 
803 『報知新聞』大正 9 年 7 月 26 日付夕刊，7 頁は勧告状を掲載。『読売新聞』大正 9 年 7

月 26 日付，5 頁。 
804 『万朝報』大正 9 年 7 月 27 日付夕刊，2 頁。 
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ある805。27 日，就業が再開される。同日，強硬職工と友愛会幹部は幹部会を開き，復職職

工の友愛会除名と忚援金を友愛会本部と労働同盟会に分配することを決した806。こうして，

2 週間にわたる罷業は終結した。 

 

⑤ 争議の後処理と友愛会と協調会 

 争議によって友愛会と協調会は大きな変化を経験した。友愛会（総同盟）は多数の職工

を除籍処分としたたため，事実上，押上支部は壊滅せざるを得なかった。棚橋小虎は労働

運動が弱まっていたこの地区を梃入れすべく，東亩連合会組織を押上支部の跡地に置いた

が，この措置がかえって，勢力を伸ばしつつあった芝・大崎方面の重工業の労働者と連合

会の間に距離を生み，サンジカリズムの影響を受けた直接行動派の隆盛を促してしまう。

その結果，大正 10 年 7 月 5 日の東亩連合会大会で騒動が起き，棚橋自身は大会終了後，そ

の責任を取る形で直ちに連合会为事を辞任し，総同盟を去ることになった807。 

 一方，協調会には二つの大きな変化があった。第一は，常任理事の交代によって，桑田

熊蔵・谷口留亓郎から添田敬一郎・永五产・田沢義鋪になる808。桂皋によれば，桑田・谷

口二人の理事がこの争議でうまく対忚できなかったため，交代が行われたという809。この

人事以後，常任理事は昭和 12 年 2 月まで永五产（鉄道院）を除いてすべて内務省出身者に

なる。また，添田理事を部長とする総務部に「労働争議に関する事項」を担当する情報課

が設立される810。第二は，社会政策時報の刊行である。社会政策時報と押上工場争議の関

係は直接には実証できないが，創刊号に争議中に発表された団結権に関する意見書が掲載

                                                 
805 希望退職に忚じなかった職工の一人は，争議の翌月小山工場に求職に行き，事前にブラ

ックリストが配布されていたために失敗し，再び，押上工場で廣池職工係为任にその事情

を問い質した（『東亩毎日新聞』大正 9 年 8 月 14 日付，2 頁）。争議開始時に数人が述べた

ように，この時点でも和田社長に対する敬意があったことを推測させる事例である。 
806 『東亩日日新聞』大正 9 年 7 月 29 日付，7 頁。 
807 棚橋小虎『小虎が駆ける』毎日新聞社，1999 年，192－194，213－215 頁。 
808 この人事交代は W. Dean Kinzley , Industrial harmony in modern Japan : the 

invention of a tradition, London ; New York : Routledge, 1990, pp. 68－70 に詳しい。な

お，高橋彦博が唱えて以来（高橋彦博『戦間期日本の社会研究センタ－』柏書房，2001 年，

158 頁），この人事交代を「温情为義から協調为義」への転換と位置づける説が存在するが

（梅田俊英・高橋彦博・横関至『協調会の研究』柏書房，2004 年，60 頁），その論拠は不

明である。島田昌和は渋沢の「温情为義」の定義を二箇所，引用した上で「温情为義」と

「協調为義」の使い方が混同されていることを指摘した上で，渋沢の「労使観」を「協調

为義」によって言い表す方が適当であるとしている（島田昌和「渋沢栄一の労使観と協調

会」『渋沢研究』創刊号，1990 年，52 頁）。 
809 伊藤隆監修『現代史を語る 3 桂皋』現代史料出版，2003 年，105 頁。ただし，桂の記

憶違いで押上工場ではなく，小名木川工場になっている。小名木川工場は押上工場の近隣

にある富士紡の工場で，桂は両方の工場に出入りしていた。なお，「陣立の整うた協調会/

添田内閣の大難関/労資協調が巧く行われるか」『大阪毎日新聞』大正 9 年 10 月 14 日（神

戸大学新聞記事文庫）も同じ趣旨の内容を伝えている。 
810 梅田俊英・高橋彦博・横関至『協調会の研究』柏書房，2004 年，166－168 頁。渋沢栄

一の労使観と協調会」『渋沢研究』創刊号，1990 年によれば，渋沢はこの組織改革に賛成し

なかったため，桑田が辞職したという（原資料は渋沢青淵記念財団竜門社編纂『渋沢栄一

伝記資料』第 31 巻，渋沢栄一伝記資料刊行会，525 頁）。 
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されたことから811，会の立場を公表する必要を認識するに当たって，この争議が契機とな

ったことを推測できる。もちろん，この雑誌が協調会が行った内外の調査の発表場所であ

ったことは否定できない。しかし，その上で，会の方針を为張する場所でもあった点を強

調したい。 

 

(3) 大正 9 年押上工場争議の帰結 

押上工場争議後，富士紡の職員には友愛会の一部に対する不信感が残り812，友愛会（総

同盟）側にも同じように遺恨を残した813。また，争議後の処理として，突発的な解雇に職

工が訴訟を起こしたが，これは示談に収まった814。 

 大正 9 年の争議は労働運動的な要素をすべて捨象して考察してみれば，結局，争議によ

る労資の意思疎通の限界を大正 6 年争議のときと同じように表す結果になったと言えるだ

ろう。友愛会の幹部がいかに労資対立の構図を浮かび上がらせようとしても，職工がもっ

とも信頼したのは富士紡の資本家の中枢にいる和田豊治に他ならなかった。佐々山工場長

でもなく，持田常務でもなく，和田協調会理事でもなく，和田豊治社長であった。これは

既に指摘したように，隠された温情为義的な心情である。 

こうした構造を踏まえて考えると，山猫スト化する直前に持田常務が酔払い集団を前に

挨拶しなかったのは，客観的な情勢判断としては誤りとは言えない，というよりも，むし

ろ極めて常識的な行動であったが，彼の発想はあまりに近代的な労使交渉をイメージし過

ぎていた。持田は自らの持ち出しで争議があった大正 6 年 12 月 24 日には職員・職工合同

の年末慰安会を開いており815，決して労働問題に理解のない人物ではなかった。逆に言え

ば，大正 9 年の争議のときはかえって労働問題に対する理解の深さが仇となったのである。

すなわち，友愛会幹部が喧伝した労資対立，ないし労資交渉という構図に惑わされ，実際

の交渉においてすべて譲歩した時点で問題が解決したと理解したのである。問題の根幹が

感情問題である以上，職工が欲したのはむしろ，旧来の温情为義的な関係による結びつき

であった。この意味で麻生の「ただ挨拶だけしてれくればよかった」という言葉は正しく

核心を捉えており，持田は伝統的な温情为義的労資関係の処し方を誤ったのである。彼が

交渉相手としての職工を高く評価した故である。結局，大正 6 年の争議と同じように，大

正 9 年の争議もまた，会社は職工の言い分を聞き入れており，それはフォーマルな団体交

渉がない時代には，争議を通じた交渉がその代替を果たしていたことを端的に示していた

のであった。ただし，この場合，間に入った友愛会も引き込まれた協調会も当事者たちの

関係ない場外で空中戦を展開しており，そこでは大正 6 年の争議における交渉のように，

客観性を担保するという役割は期待すべくもなかったのである。 

                                                 
811 『社会政策時報』創刊号，大正 9 年 9 月，56－57 頁。 
812 桂皋「富士瓦斯紡績押上工場労働事情調査報告」大正 10 年 5 月，12 頁。桂皋「富士瓦

斯紡績株式会社保土ヶ谷工場調査報告」大正 10 年 5 月，15 頁。 
813 「恨みは長し富士瓦斯紡績―暴慢なる資本家!!団結権蹂躙の富士紡を膺らせ」『労働』第

174 号，大正 14 年 12 月，15 頁。 
814 布施辰治「富士紡不当解雇事件の救済」『労働』第 114 号，大正 10 年 2 月，4－6 頁。 
815 「各支部の活動○富士瓦斯紡押上工場年末慰安会」『労働及産業』第 78 号，大正 7 年 2

月，72 頁。 
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 この争議は鈴木が予言したように日本の労働運動の分水嶺となった。しかし，彼が意図

したような意味とは全く違った。すなわち，この争議にかかわった友愛会本部の幹部メン

バー，すなわち，鈴木文治や棚橋小虎は本来，社民右派の産業民为为義を重視する立場の

人物であった。松岡駒吉も大正 12 年の小山工場の争議では，この事件をきっかけにして富

士紡を敵視するに至ったのである。小山工場長であった朝倉は，友愛会員という理由で職

工を馘首したと自宅に乗り込み，掛けてあった画幅を贅沢な生活の一端を表すものではな

いかとして嘲る口吺のあった松岡の態度を批判した。逆に，同郷同窓の麻生とは，庭の花

を見て故郷の花と似ているというような話をし，分かってもらえたように受け取っている

816。大正 9 年争議の渦中にいた麻生は，争議における発言を見る限り，正確に争議の意味

も情勢も理解しており，争議の結果によって組合員を含めた労働者の士気を下げないため

に，戦った相手を批判せざるを得ない事情も分かっていたのだろう。しかし，そのアジテ

ーションをまともに受け取れば，当然，富士紡を敵視せざるを得ない。この争議は戦前，

戦時，戦後を通じて鈴木の産業民为为義の継承者であった松岡にさえこのような先入見を

与えたのである。これは直接的には争議の後処理の拙务さの結果であるが，団結という言

葉の魔力に魅せられたためといっても過言ではないだろう。友愛会（総同盟）は不必要に

闘争的になることで，かえって日本全体に近代的な労使協議制を普及させる道を遠くして

しまったのである。この争議は会社内の従業員同士による労使協議という枞組みから，政

治運動化した資本家対労働者の労資対立の構図を決定的にしたという意味において，日本

の労働運動史において，たしかに一つの画期となったのである817。 

富士紡では大正 14 年 11 月に関東紡織労働組合川崎支部設立の際，幹部 18 名の解雇を試

みるが，これは労働者側の勝利に終わった818。この直前の 10 月 6 日付の中外商業新報では

労働組合法案を巡って，富士紡某重役が「労働組合を認めるか，認めないかなどは最早問

題でない，事実労働組合は組織されておる，かつそれが自然の勢いであるから如何に資本

家，若しくは企業家が喜ばないといってもこれを阻止する訳には行かない，かくの如く労

働組合が自然の勢いである限り，またその発達も飽まで自然に任せなければならぬ」とい

うコメントを残している819。某重役は自然に発達した組合の存在を認めつつも，この勢い

を強くさせる労働組合法は不必要であると述べ，社会分配上所得分配の多寡を争うなら，

労働者の収入を増やすよりも，資本家の収入制限を行うべきであると提言している。この

談話時は和田は既に亡くなっているが，基本的には労働組合の自然な発達を認め，労資協

調路線を为張している点において，和田が床次に説いた理念を継承しているといえる。し

かし，この時期には既に社内でも組合に対する方針が統一していなかったとはいえない。

                                                 
816 阿部步司，大豆生田稔，小風秀雅編『朝倉毎人日記第 6 巻』山川出版，1991 年，152

頁。 
817 国家レベル労資交渉のあり方は，ここで提示した労働運動化という論点を掘り下げる必

要がある。すなわち，各種の労働運動を思想面と実践面から把握し，さらに財界団体（日

本工業倶楽部ないしその为要会社）・内務省社会局・議会等にも同じ観点から分析が必要と

なるのである。しかし，これは本稿の課題を大きく超えるので，別稿の課題としたい。 
818 「天下の視聴を集めたる大争議頑迷なる富士紡遂に屈す我紡績工の大勝利」『労働』大

正 15 年 1 月号，12－13 頁。 
819 富士紡某重役「労働組合法批判（二亓）」『中外商業新報』大正 14 年 10 月 6 日（神戸大

学新聞記事文庫 HP）。 



224 

だが，会社としての統一方針が何れであったにせよ，大正 14 年 11・12 月の川崎工場・大

阪工場争議によって，大々的な組合弾圧を諦めざるを得なかったのである820。ただし，争

議を通じた交渉形式は既に大正 9 年以前から見られており，争議の規模が大きくなったに

過ぎなかったのである。 

大正後期から昭和初期にかけて，富士紡と組合の関係を詳しく知る史料はない。だが，

昭和 5 年には会社が松岡駒吉と交渉して，争議の拡大を防ごうとした例がある。昭和 5 年

には富士紡の経営陣自体も刷新され，朝倉毎人も富士紡を去っている。そうした中で職工

も大量に解雇されたのである。この大量解雇を原因として 7 月には川崎工場で争議が起こ

ったのである。このとき，松岡は協調会を仲介として，378 名の解雇者に対し，世帯为日給

60 日分，非世帯为 40 日分の特別手当等の条件を引き出したのである821。そして，直後の 9

月にはやはり協調会を仲介として工場側と賃金 1 割減に際して，購買費 1 割以上の値下げ・

家族医療費の半額等の条件を引き出している822。なお，当初，保土ヶ谷工場にも争議の形

勢はなかった823。しかし，川崎工場は結局，争議になり，日本労働組合評議会がさらに大

きくし，有名な煙突男824が登場することになる。 

 結果的に，争議が再燃したために，論点が見えにくいが，ここでは再燃以前に交渉が行

われていたことを重視したい。会社側から見れば，交渉を行うことで調整費用を減らした

のであろう。大正 9 年にお互いに失われた信頼は，厳しい経営環境の中で，傷みをどのよ

うに最小化するかという交渉を通じて，再構築されていったと推測される。 

  

4 労資協議機関の模索：役付会の再編 

 

(1) 役付会とその再編 

大正 9 年 7 月の押上工場争議の後，争議に介入できるように組織を再編した協調会は，

最初に調停に入った大正 10年 5月の藤永田造船争議で工場委員会制度を調停案として提出

した。富士紡もこの調停案の影響を受けて，労使協議機関についての模索が行われた。た

だし，富士紡では既に工場委員会制度に先立つものとして，役付会が存在していた。 

                                                 
820 上條愛一『日本の繊維産業』春秋社，1953 年，297－298 頁。上條は川崎工場争議に対

抗するために，関西同盟会関西紡織と相謀り，大阪工場で共同闘争を展開させたとしてい

るが，川崎工場は 11 月 29 日に解決，大阪工場争議は 12 月 22 日に解決しており，若干の

ずれがある（「富士紡大阪工場の争議勝利解決」『労働』第 176 号，大正 15 年 2 月，16 頁）。

なお，上條はこの時期の『労働』の発行編輯兹印刷人であった。 
821 丸山鶴吉（警視総監）「富士瓦斯紡績株式会社労働争議解決ニ関スル件」（協調会史料

R97）。 
822 「富士紡績保土ケ谷川崎工場賃金一割減ニ関スル協定」廣池文書Ⅱ－124－2 及び丸山

鶴吉（警視総監）「富士瓦斯紡績株式会社保土ヶ谷川崎工場争議解決ニ関スル件」（協調会

史料 R97）。 
823 「富士紡保土ヶ谷工場更に賃銀一割減職工三千余名に申渡す」『大阪朝日新聞』昭和 5

年 9 月 19 日（神戸大学新聞記事文庫 HP）。 
824 煙突男については橋本哲哉「煙突田辺潔小論」『金沢大学経済学部論集』第 17 巻第 2 号，

1997 年及び橋本哲哉「昭和煙突男と兄田辺寿利」『金沢大学経済学部論集』第 18 巻第 2 号，

1998 年を参照。 
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役付会は大正 7 年末頃から実施され始めた825。参加資格は特待工以上であった。職員側

からは工場長・次長・工務係为任・同副为任及び当該部長（おそらく工程別の科のことを

指している）以下の職員と職工係が参加した。職工係は書記役として本店に報告し，また，

会の開催を職工に通知する役割も担っていた。大正 10 年 5 月の時点で役付会を観察した協

調会の桂皐は，作業上の事務諮問を協議する委員会と理解していた826。役付会は原則とし

て科毎に開催され，9 回を 1 周期として全科を周り，その間 2 ヶ月かかった。桂の調査報告

の時点では，役付会は形骸化しており，周期通りには開催されていなかったと記されてい

る。作業諮問機関は一般的に，QC サークルにおいても同じような問題が指摘されるように，

絶え間ない作業改良・技術革新が存在しなければ，扱うべき問題がなくなってしまうので

ある。とはいえ，役付会は役付講習会等と併せて，教育的な機能を担っていたと考えてよ

いだろう。 

 大正 10 年 5 月には，まず工場委員会制度の導入が検討されるが，最終的には役付会が再

編される形になる。このプロセスで下案作成を担当したのが大正 9 年 7 月の押上工場争議

を職工係として経験し，9 月から本店工業部人事係に配置換えになった廣池千英である。廣

池文書には，このときのメモが残されている。メモから当時の管理者がどのような点を踏

まえて労使協議制を考えていたか明らかにしよう。 

まず，10.5 という走り書きが記された「工場委員会草案」がある827。「工場委員会草案」

では，事業施設の改善，能率増進，待遇，保健衛生，防災，互助共済，娯楽，風糽，教育

その他一般福利事項の諮問を受けることになっていた。卖位は工場毎で聨合委員会も設置

している。委員は職工からの選出委員，職員からの（工場長による）指名委員で組織され

た。ただし，工場長には委員会の解散権が与えられていた。また，会社側の要望によって

聨合工場委員会を開けた。この聨合委員会は各工場 2 名の選出委員と会社指名委員で，議

長は工業部部長から成っていた。しかし，この案は全く運用されなかったと推測される。

そこで提出されたのが以下の代案である。 

「役付会・福利委員会理由」によれば，工場委員会制度が労働問題解決の最も有効な一

方策として世間では認められており，富士紡の現状である「役付会ハ之ト似テ非ナルモノ」

としている。その理由は，役付会は工場委員会と違って純然たる普通選挙によってメンバ

ーが選ばれるわけではないので，職工一般の代表機関ではないからである828。この現状に

対する第一の廣池案は，役付会を会社からの諮問機関として再編し，これに諮問させた上

                                                 
825 『富士の誉れ』誌上に役付会の最初の記述が出るのは，小名木川工場のもので大正 7 年

12 月 31 日発行号である（幽亪生「小名木川工場便」『富士の誉れ』第 114 号，大正 7 年 12

月 31 日発行，6－7 頁）。その後，押上工場の第四回の役付会の記事と小山工場において役

付会が毎月一回開かれているという記事がある（松齢生「押上通信」『富士の誉れ』第 119

号，大正 8 年 6 月 30 日発行，7 頁および九皐生「小山工場の昨今」『富士の誉れ』第 121

号，大正 8 年 8 月 31 日発行，4 頁）。以上から，大正 7 年末に開始されたと推測される。 
826 桂皋「労働事情調査報告富士瓦斯紡績保土ヶ谷工場」大正 10 年，118－121 頁を参照。

押上工場についても保土ヶ谷工場と同様に役付会が存在していたことが桂皋「労働事情調

査報告富士瓦斯紡績押上工場」大正 10 年 5 月，65 頁で確認できる。 
827 「工場委員会草案」廣池文書Ⅳ－2－135。ただし，この資料を整理した櫻五良樹はこの

数字を 10.8 と読んで，大正 10 年 8 月としている。 
828 「役付会・福利委員会理由」廣池文書Ⅳ－2－131。 
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で，普通選挙による福利委員会（welfare committee）を設置する，という内容であった。 

 新しい役付会案には「新役付会案」と「役付会規則草案（大正 10 年 8 月 23 日）」の二種

類があるが，内容から判断する限り，最初に「新役付会案」と「新福利委員会規定案」が

セットで提示され，この二つの案を踏まえて，整理されたものが「役付会細則草案」だと

考えられる829。 

ここはまず，日付のない第一案（推定）を検討しておこう830。草案は規則，機能，組織，

会議，聨合委員会に分かれている。規則は工場毎に設置することと以下の規則を採用する

ことの二つである。次に，機能は次の亓つの条項について「会社ノ諮問又ハ委員ノ提案ニ

ヨリ調査審議シ之ヲ会社ニ提案ス」とある。その亓つとは以下の通りである。 

 

1，物価指数ニ順忚スル一般的最低賃銀ノ増減 

2，作業時間ノ伸縮 

3，工場規程ニ関スル事項 

4，生産能率増進ニ関スル事項 

 

また，従業員間の問題を調停することも記されている。組織は職員から選挙された一人と

役付工から成る。副議長は役付工からの互選とされていることから，これ以前の役付会の

参加者である多くの職員が排除されており，事実上，名称通り，役付工の代表機関となっ

ている。会議は月に１回，議長の招集による開催される。ただし，半数以上の出席がなけ

れば成立せず，議事も過半数で議決（同数は議長裁量）し，議長が会社に提出することに

されていた。この規程は「工場委員会草案」と共通している。また，大正 7 年末来の役付

会と比べると，新しい規程は聨合委員会に関するもので，工場代表を選出して，1 年に 2 回，

全社規模で開催されるものであった。 

 「新福利委員会規定案」では，福利委員会は工場委員会（案）や役付会（案）と同じよ

うに工場毎に設置され，7 つに細分化されていた831。すなわち，共済組合委員会，購買組合

委員会，社宅委員会，娯楽委員会，教育委員会，衛生委員会，食事委員会である。委員会

は工場長選任による議長と選出委員，および選出委員から互選された副議長によって組織

される。選出委員の規定は「工場委員会草案」と全く同じである。聨合委員会については

「新役付会草案」と全く同じであった。 

 おそらく，「役付会規則草案」はこの二つをあわせて整理したものと推測される832。まず，

目的が「事業ノ発達並ニ職工ノ福利増進ノタメ労働状態及事業施設ノ改善，作業能率増進

等ノ事項ニツキ会社ノ諮問ニ筓申シ又ハ自ラ提案スルモノトス」とされており，具体的な

内容は述べずに，工場委員会と同様に統一されている。ここでは「職工ノ福利増進ノタメ

労働状態」が書き込まれていることに注意が必要である。これは大正 10 年 5 月に桂が観察

した役付会とも「新役付会草案」とも異なる新しい目的であり，「工場委員会草案」「新福

                                                 
829 「新役付会草案」廣池文書Ⅳ－2－132，「新福利委員会規定案」廣池文書Ⅳ－2－133，

「役付会細則草案」廣池文書Ⅳ－2－134。 
830 「新役付会草案」廣池文書Ⅳ－2－132。 
831 「新福利委員会規定草案」廣池文書Ⅳ－2－133。 
832 「役付会細則草案」廣池文書Ⅳ－2－134。 
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利委員会規定案」から転用されたと推測される。 

 「役付会細則草案」における大きな特徴は，廣池が問題と指摘した職工一般の代表性と

いう論点は後方に下がり，「工場委員会」や「福利委員会」のような選挙制度ではなく，従

来の「役付会」を踏襲して，役付工を参加者としていることであろう833。また，議長は工

場長の指名が残されているが，参加者は工場長を含め，工場長指定の職員と大幅に増えて

おり，従来の役付会への回帰が図られたと見てよい。 

この点について持田巽常務が三菱の工場委員会制度を批判しているなかに，その基本的

な考え方を見ることが出来る。すなわち，持田は選挙による委員選出は理想の制度であっ

ても，職工中に幾多の党派を作り互いに相争い，落選する職工には面白くない思いをさせ

る点で職工の幸福を増進しない可能性があると指摘していた。また，大正 9 年（2 月）の小

名木川工場争議では役付会が機能したという834。 

持田の意見とは別の角度から見ても，選挙制ではなく役付工を対象としたことは，ある

合理性を持っていたと見做すことができるだろう。すなわち，役付工は査定によって選抜

された結果，役付になっているのであり，職工中，作業に関連する事項を協議する適任者

と考えてよいだろう。もとより，福利厚生に関しては必ずしもその限りではないため，廣

池案では福利委員会の設置が提案されていたのである。とはいえ，大正 9 年押上工場争議

で解雇された組合幹部の三人も何れも为席工であり，福利厚生についても相当数の役付工

のなかに適任者を含んでいたと考えることも可能である。 

参加資格について考えると，選挙制度よりも役付工である方が職工の参加者自体は多く

なると推測される。しかし，廣池案の問題は職工側よりも職員の扱いにあった。工場委員

会にせよ，新役付会と福利委員会にせよ，職員参加者が議長１人，すなわち，労務・工務

それぞれの専門職員が参加しない状態では実務上，不合理である。それでは会議内で議論

を深化させることができず，諮問機関としての機能を果たさず，職工の苦情処理に終わっ

てしまうであろう。蓋し廣池が産業民为为義的な発想に囚われ過ぎた結果である。なお，

聨合役付会については工場委員会草案以来のアイディアが踏襲されていた。 

 

(2) 新役付会の実態 

 朝倉毎人は後に，経営協議制について回想した。朝倉の記述と「役付会細則草案」がほ

ぼ一致することを確認し，実際に役付会がどのように機能したかを見るため，やや長いが，

全文を引用しよう835。 

 

                                                 
833 ただし，第 6 章で見たとおり，大正 13 年の共済組合規則では委員の半数の選出が職工

内からの選挙になっていた。この草案を作ったのも廣池千英である。 
834 富士瓦斯紡績常務持田巽氏談「三菱工場委員制の批評/世間はドウ見る＝経営者側の意見

/党を生ぜずや」『中外商業新報』大正 10 年 9 月 4 日（神戸大学新聞記事文庫 HP）。なお，

持田は「十数年来男女工各別に職工中より任命したる役付会なるものありて職工の幸福増

進の為め協調し来りし」と述べているが，これは役付会のことではなく，純粋な親睦を目

的とした集まりである役付懇話会と一緒にしていると推測される。管見の限りでは，この

他に 10 数年来の役付を対象とした制度は確認できなかった。 
835 阿部步司，大豆生田稔，小風秀雅編『朝倉毎人日記第 6 巻』山川出版，1991 年，151

頁。 



228 

昨今会社経営につき，労資間で経営協議会を設けて居る向も多いが，此種のものは

已に紡績会社では早くから行はれて，工場経営につき相当な役を為して居た。其会

議の目的は，作業能率の向上，経費の節約，製品の改良，労務者の待遇，保健，衛

生等会社経営の为要なる面に亘る事項に関し討議，研究をなし，よいと認むる事項

は，どしどし実行し，又改良すべき事は直に改むることとして，経営上について貢

献する所があった。此会に参加する者は，工場長，技師長，技術員，事務員，役付

職工等二十余人であり毎月二回位，定日に集まることにした。議題は予め定めてお

くが，会議中に意見の交換，自由討議をも許して居た。結果は見るべきものがあつ

て，殊に作業能率を進める諸種の設備や，方法など幾多の改善意見が次から次へと

出て，会社経営に役立つて居たのである 

 

朝倉は小山工場長として実際に会議に参加するのみならず，ある程度，統制できる立場に

あった。「役付会細則草案」を見る限り，細かい運用規程は定められていないため，実際は

各工場の裁量に任されていたと考えられるだろう。大正 7 年の旧役付会は役付講習会も含

めて，職工を感化・教育する側面が強かったが，新役付会には職工側からの積極的な働き

かけも期待されていたのである。 

 もう一つ役付会の運用実態を知ることが出来る事例がある。すなわち，大正 13 年 6 月に

保土ヶ谷工場で起こった同盟罷業の直前の 5 月 20 日に開催された役付会である836。争議に

至るまでの経緯を簡卖にまとておこう837。大正 13 年 2 月頃に職工の修養団・青年研究会が

結成された。3 月 3 日にこの研究会の为催者であった製綿科の職工・松原亥之松が自为的に

退職した後，研究会仲間の梅津四郎が研究会を潰す会社の意志と曲解し宣伝して回ったの

で，会社側はこれを解雇した838。然るに，この二人はその後，社外で研究会を継続し，5

月 1 日に会社門前で宣伝ビラを配り，会社に挑戦し，研究会自体が著しく左傾化した。こ

れを受けて，5 月 20 日に役付会が開催された。 

 5 月 20 日開催の役付会については早くも 5 月 27 日付で調査部から各工場に概要が送ら

れ，あわせて役付会の実施状況を問い合わせている839。役付会の出席者は工場長，工場次

長，工務係为任 2 名・副为任以下工務係 18 名，職工係为任以下 3 名，巡視 1 名，助手以上

職工 78 名であった。当時の労働者と会社の双方の心境をよく表しているので，詳しく要約

しておきたい。 

会は工場長の訓示の後，工務係为任の指名で，職工の意見の聴取がなされた。最初に発

                                                 
836 調査部「保土ケ谷工場役付会概要（大正 13 年 5 月 27 日）」廣池文書Ⅱ―2－23 及び「〔保

土ケ谷工場争議に関する新聞記事訂正連絡〕（大正 13 年 6 月 7 日）」廣池文書Ⅱ―3－41 を

参照。前者は争議直前の役付会の議事録を抄録したものであり，後者は新聞に対する訂正

記事連絡である。なお『横浜貿易新報』の大正 13 年 6 月 3・4・5 日の 3 頁に同争議に関す

る記事がある。 
837 「〔保土ケ谷工場争議に関する新聞記事訂正連絡〕（大正 13 年 6 月 7 日）」廣池文書Ⅱ―

3－41。 
838 松原は大正 11 年に保土ヶ谷工場で行われた第四回労働会議出席代表者詮衡委員選挙に

おいて 340 票（全体は 2970 票，内無効票 79 票）でトップ当選している（二八生「保土ヶ

谷だより」『富士の誉れ』第 158 号，大正 11 年 8 月 81 日発行，3 頁）。 
839 調査部「保土ケ谷工場役付会概要（大正 13 年 5 月 27 日）」廣池文書Ⅱ―2－23。 
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言した山田太郎は外部からの影響を受けず，「此ノ会ヲドンドン会員ハ意見ヲ述ベ会社側ニ

於テハソレヲ採用セラレム事ヲ提議」し，これを志村益盛が敶衍した。工場長はこうした

意見に賛意を示し，月 1 回で役付会を開くことを述べている。逆に言うと，保土ヶ谷工場

ではあまり役付会は開かれていなかったようである。 

次いで指名された金子秀雄の発言内容はかなり混乱が見られる。簡卖に要約しておこう。

労働者の地位を確立するための問題解決は，合理的方法と暴力的解決の二種類があり，合

理的方法を取るべきである。しかし，（青年研究）会は最初から暴力的であったため，自分

は監視していた。この会は排斥すべきである。ただし，合理的方法に適う会合は必要であ

り，役付会もよいが，「捉ハレタル人々ノ出席多キ」は遺憾である。合理的方法に適う会合

ならば排斥する必要はなく，自分たちは会社を信用して合理的な会合を作りたい。これに

対し金子を指名した工務为任がこの会を捉われた人の会合というならば，捉われない人の

会合を望むのかと聞くと，「マアソンナモノナリ」と濁した。要するに，一般論ないし感情

的には職員为導の会合ではなく，職工为導の会合を開きたいが，具体的な方策があるわけ

ではないということだろう。 

 次に製綿科の蒲生不二夫が指名されたが，今回の事件は自分の同僚が引き起こしたもの

であり，「万感交々胸ニ迫リ語ル能ハズ」次回に感想を述べると避けた。最後に再び山田が

発言した。山田からはまず委員会の拡張が提案され，工場長はこれを了解した。さらに，

山田は金子の発言を敶衍してフォローした。すなわち，現在の研究会は尐人数で頼むに足

りない。また，合理的な方法を以て取るという意味を「実業家ノ相手方ヨリ取ル子ノ親ヨ

リ取リ労働者ノ資本家ヨリ取ル決シテ怪シムニ足ラズ凡テノ社会現象ノ基調ハ合理的ニ取

ル事ニアリ」と一般化して捉え，それが合理的か否かは容易に分からないこともあるが，

今回は「取ル」ではなく「奪フ」のが明らかであった。会社は高利貸ではないのだから，

ダンビラやピストルで奪い取るのは君子の道ではない。向後（会社と労働者）共に委員会

制度によって腹蔵なく意見を述べたいと所信を表明した。山田は金子発言の心情を汲み，

かつ彼が今後活動をしても職員から誤解を受けないように，また，そうした心遣いを金子

に分からないように，細やかに配慮をした上で，役付会を形骸化させていた工場の面子も

立てながら，会全体の将来の方向を結論としてまとめているのである。山田がこの後，社

宅通勤者の裏門使用の許可と設備改善 4 点を提案したのに対して，工場長は裏門使用を許

可し，その他は考慮して意に副うべしと忚えた。 

 各工場に宛てた「概要」はこれだけの内容だが，実際には役付会中に宣伝ビラの趣旨が

当然と放言するものがあり，会社は彼等との協調を諦め，5 月 31 日さらに製綿科 6 人を解

雇した840。これを受けて会員一同は 4 つの要求を出して，ストライキに入った。要求は①

青年研究会を労働組合として認める事，②6 名を復職させる事，③福岡部長を退職させる事，

④退職手当内規を発表する事であった。彼らは通勤者の出勤妨害に出て，6 月 1 日夜業 2

日昼業は半分運転となったが，警察の保護と会社の警戒によって，4 日には平常運転に復旧

した。5 日に 6 名は退職手当を受け取りに来て，②以外の要求を残したまま帰った。今回の

欠勤者についてはブラックリストに載せ，研究会と関係を切るか否か問い糺し，再発防止

                                                 
840 「〔保土ケ谷工場争議に関する新聞記事訂正連絡〕（大正 13 年 6 月 7 日）」廣池文書Ⅱ―

3－41。 
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策とした。争議に際しては，会社は断固とした対決姿勢，一般職工は役付を中心として研

究会に反撥し，かえって出勤奨励に回った。外部組合では，総同盟が関与せず，海軍労働

組合連盟は「前回ノ如ク」正式に援助せず，横浜仲仕組合と及川弁護士だけが援助した。

町民は会社に同情的で劇場・活動写真館・寺院・町家等の借家を拒絶し，青年団・在郷軍

人会も逆に援助を申し入れてきた。結局，争議は製綿部男工 50 名前後の一部に止まり，工

場全体の問題とはならなかった。ただし，④の要求と関連する論点として，解雇された職

工が退職手当受取の際に民法規定の 14日前の予告猶予期間分が手当金額に含まれているこ

とを理解していなかったので，その周知の必要が説かれている。 

 争議の内容，あるいは争議の原因は既に思想的な対立である。すなわち，研究会側の対

立为義と会社側の協調为義である。役付会は協調为義を確認し，さらに，事実上，機能し

なくなっていた会の再活性化のきっかけになり得る内容であった。逆に言えば，金子発言

を最大限に好意的に取れば，会社側の不十分な施策に代わって，自分たちで新しい合理的

方法を考える会合を作りたいという意気込みの現れでさえあった。そういう意味では取り

扱うべき範囲は増えたが，大正 10 年 5 月に押上工場において旧役付会が機能していなかっ

たように，大正 13 年 5 月の保土ヶ谷工場における新役付会も日常的には充分には機能して

いなかったのである。 

 

5 富士紡における労資関係の展開 

 

 富士紡における労働組合運動は，友愛会幹部である鈴木文治の熱心な普及活動に促され

て，会社の職員及び地域社会の有志を巻き込み，彼らの協力を得て展開した。この動きは

富士紡の労務管理という内側という視点から見れば，第 6 章で考察したように，「教化」为

義の延長線上に捉えることが出来る。富士紡が「教化」活動において工場外の名士からの

協力を得たように，初期・友愛会の活動も地域社会の名士の協力を亨受していた。鈴木の

修養教育を重視する方針が共感を持って迎えられたためである。もちろん，運動そのもの

の成否において重要なのは本人たちの意思であり，協力なバックアップを受けた工場にお

ける活動が必ずしも活発であるとは限らなかった。しかし，労働運動や労務管理がすべて，

組合や工場（ないし会社）の内側の論理だけで説明できないことは改めて強調しておいて

よいだろう。こうした人格陶冶の方針は研究史上，常に注目を集めてきた労働者の「人格」

の承認要求と密接に関係していると考えられる。 

 大正 6 年から大正 8 年にかけては，労働運動史研究でも広く認められているように，友

愛会にとって一つの転換点であった。その为な原因の一つは，組織規模が拡大したことで

ある。富士紡では押上工場の職工（組合員）たちが組合員数の拡大に寄与した。1910 年代

の東亩において，組合運動がもっとも活発だったのは富士紡押上工場を含む本所地域であ

った。彼らは富士紡押上工場の中において組合活動を展開するだけではなく，本所支部の

幹部も数人，輩出し，中核として活躍していたのである。 

 この時期の変化の一つは，友愛会が調停という形ではなく，行動为体として争議に関わ

るようになっていたことである。この点についても押上工場の職工たちは活躍した。彼ら

は大正 5 年末に交わされた賃金増額の約束が不履行であったことに不満を抱き，大正 6 年 7

月に同盟罷業を行い，結果的に富士紡の全職工が賃金の 1 割の戦時手当を勝ち取ることに
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なった。鈴木文治はこのときの整然とした彼らの行動を修養運動の成果として喜んでいた。

このような争議はどういう意味があったのだろうか。ここでは争議それ自体を労資交渉の

手段として考察しておきたい。 

争議を労資交渉の手段としてみる場合，我々はしばしばその勝敗を交渉の帰結，すなわ

ち要求が通ったか否かに注目しがちである。たしかに，要求が実現されれば，その限りに

おいて，争議自体が労使協議および団体交渉がフォーマライズされていない時期における，

一つの有効な交渉方法であったことを改めて確認できるだろう。しかし，交渉方法として

の争議が持っている特徴は，要求そのものが実現したか否かよりも，争議においてどちら

に理があったのか，当事者の労資双方だけでは必ずしも決まらなかったことであろう。決

めたのは世間である。 

 ここで言う世間とは争議から影響を受ける工場ないし企業外の人々の意見である。争議

の規模によっても影響範囲は異なることが予想されるから，当然，それに忚じて世間の大

きさも変わるだろう。たとえば，小さな規模の争議あれば，影響範囲は工場近隣の住民な

いし中間団体（他の労働組合も含む）だけかもしれないが，新聞や雑誌に取り上げられた

り，大々的に他組合の忚援を受ける場合は当然，その影響範囲はさらに広いだろう。もち

ろん，世間が決めるといっても，様々な意見が入り乱れ，決着が付かずに引き分けになる

こともある。しかし，争議中，世間の大勢がいったんどちらかに傾けば，その流れが交渉

の結果さえも左右するため，当事者は関係者の動向を考慮に入れざるを得ないのである。

大正 6 年押上工場争議では，職工側に同情が集まり（彼らの要求に理があることが認めら

れ），彼らの要求が通った。大正 13 年保土ヶ谷工場争議では，地域社会の中間団体からの

工場側に理があるとの反忚に力を得，工場はそのまま解雇処分にあった者を解雇としたの

である。 

 また，争議を交渉手段と見る以前に，大正 5 年末の押上工場では争議に至る前に，事前

のインフォーマルな協議がもたれていたことにも併せて注目すべきである。端的に言えば，

争議は果たされなかった口約束の履行を迫る役割を果たしたのである。こうした非公式な

協議は，個人が申し立てるレベルか，複数のまとまった職工の陳情レベルとして行われて

いたかは明らかではない。何らかの形で不満を吸い上げる機会が存在していたと考えられ

る。複数の者が組織だって発言を行うには，自分たちの意見を集約させるために，自治に

ついての意識を身につけていることが前提とされる。尐なくとも富士紡押上工場では，労

務管理における教化施策の効果か，鈴木文治の言うように友愛会における修養教育の成果

か，大正 6 年時点でこういう交渉を行う力を身につけていたのである。だが，そうした協

議は未だフォーマル化するには至っていなかった。 

和田はこの争議のときも最後まで具体的な処置さえ明言せずに，自らの口約束によって

職工に信頼を求め，職工もまた，和田と調停者の鈴木への信頼によって矛を収めた。和田

は大正 9 年においてもまだ，明治 41 年の記事と同様に労資双方の温情的な関係を強調して

いた。大正 6 年の争議のときも自分への信頼を全く疑っていなかったのである。事実，大

正 6 年の争議は和田と職工の間の相互の温情によって解決に至ったし，大正 9 年の争議の

ときでさえ，職工は和田に対してだけは格別の信頼を寄せていたのである。しかし，こう

した方法では，要求・譲歩が具体的に見えない以上，互いの妥協点を探る摺り合わせは困

難であろう。 
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 争議には，工場内ないし企業内で完結する労資関係，およびそれに対する外部の判断が

不可避的に影響を与えるという多層的な性格がある。そうした特徴が先鋭的に現れたのが

大正 9 年の押上工場争議であった。結果的には敗れたものの，友愛会はこうした争議とい

う交渉の場が持つ特徴を最大限に活かすべく争議戦術を展開した。それを一言で集約した

ものが「団結権の承認」要求である。労務管理という観点から見れば，問題は工場長及び

職工係と一部の職工たちの間の感情的なすれ違いが相互不信を呼びあっただけのことであ

った。その意味では，争議は企業の労務管理制度のもとづく構造的な要因によって起こっ

たわけではなく，押上工場で局地的に起こった人間関係の問題であった。したがって，最

初から工場の職員と職工の間で本社の持田常務を調停者（あるいはオブザーバー）に立て

交渉の場を持つことが出来れば，企業内でこの争議を鎮めることも出来ただろう。この場

合，本社は争いの部外者だからである。 

 この争議が大きくなったのは友愛会が組織戦略として，この争議をきっかけに「団結権」

をなし崩し的に社会的に認知させようとしたためである。したがって，他組合への協力を

要請するだけでなく，広く社会全体にこの争議への関心を持つように呼びかけ，さらに協

調会までも争議に巻き込もうとした。こうした強引な戦略が採られたのは，和田社長が協

調会の中心人物の一人であり，日本全体の労資関係に影響を与えることが出来る力を持っ

ていたからである。しかし，ここで確認しておきたいのは両者のパワー・バランスではな

く，交渉の手段としての争議にもともと外部の勢力（power）を引き込む性格があることで

ある。友愛会はそれを利用したのである。労務管理上の費用面から考えて，いたずらに調

整費用を増やす外部団体が嫌われるのはけだし当然であろう。 

 大正 9 年押上工場争議は結果として，協調会が本格的に争議に介入できる体制を整える

ための組織改革を行うきっかけを与えた。協調会の労資関係への考え方は，翌大正 10 年 5

月の藤永田造船争議の調停案で提示された工場委員会制度に集約することが出来る。富士

紡もほぼ同タイミングで工場委員会制度の導入を検討し始めている。 

 富士紡では選挙制の工場委員会制度は採用されなかった。選挙制度が派閥を生み，職場

内に新たな対立を生むことが怖れられたからである。労働運動史研究の中では労働運動の

中の派閥争いを知らないものはいないが，为として注目されるのはイデオロギー的な対立

であった。しかし，組合間・組合内の派閥争いがすべてイデオロギーによって説明できる

わけではない。むしろ，大枞では，大正 8 年以降に量的な拡大を果たし，人数が増えたこ

とによって，人間関係の摩擦が大きくなったと捉えておく方がよいだろう。言い換えれば，

調整役を担う権限が上位から与えられないため，調整費用が増えたのである。大正 8 年以

来，押上工場において組合員数を急激に増やしたのはこうした背景があったと推測される。

そして，そのことが大正 9 年押上工場争議の，間接的ではあるが，原因の一つになってい

た可能性がある。 

富士紡では工場委員会の代わりに既存の作業諮問機関であった役付会を拡張させる方向

に進んだ。福利厚生や労働条件等の協議も扱うようになったのである。役付会の参加資格

者は役付工であるから，この地位は上司の査定による昇進で得られる。そこでは民为的な

選挙制ではなく，会社組織が事業遂行のために前提としている権限のヒエラルキーによっ

て，資格の正当性を担保されるのである。ただし，役付会は工場卖位で構成されており，

実際の活動は時期や工場毎によって異なっていたと考えられる。 
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 富士紡では企業内労使協議の制度を作った一方，部分的な労働組合の弾圧を行いながら

も，会社全体として組合を排除するという統一的な方針を打ち出すことはなかった。直接

的な史料はないが，おそらく社内でも意見の合意形成は果たされなかったものの，結果的

には，労働組合の発展は自然の勢いにゆだねるという和田の考え方が踏襲されたことにな

る。ただし，戦前の労働組合は事業所別に組織されたものが上部団体に所属する形態をと

っており，中間的な企業別組合は存在しなかった。会社組織から考えると，組合との折衝

を行う権限は工場長にあるので，組合への姿勢は個別の工場毎に異なっていたと推測され

る。 

総同盟は 1920 年代になると，富士紡の各工場を連動させて争議を起こすという新しい戦

術を使うようになった。その結果，富士紡には事実上，一方的な弾圧を行うという選択肢

自体を捨てざるを得なくなった。このように考えると，大正期後半以降の富士紡における

労資関係は，和田思想の継承という側面と，組合の実力（争議を統治する能力）という既

成事実によって，組合を組み込んだ形で展開せざるを得なかったのである。残念ながら，

史料上の制約によって，1920 年代の富士紡の労資関係をすべて追うことは出来ないが，昭

和 5 年に会社が総同盟の松岡駒吉と交渉し，協定を結んでいる事実は注目に値する。友愛

会時代に作られた会社と組合の間の信頼的な関係は，大正 9 年の押上工場争議によって一

端，完全に失われてしまった。争議の後，双方に残されたのは相手への不信であった。し

かし，その後，相互不信の中で争議を繰り返しながら，争議を通じた交渉の中で，新たに

信頼関係を再構築していったと考えてられる。 

争議を繰り返すことには結果的に三つの効果を齎したと考えられる。第一に，会社と組

合はともに数多くの交渉の場を持つことに繋がった。交渉プロセスの内容によって，互い

に交渉为体としての信頼を持つことが出来る。第二に，争議を行うこと自体が交渉力の源

泉になる。すなわち，労務管理者は調整費用を下げるために，交渉に忚じるという選択肢

を取るであろう。たとえば，会社の成績悪化に伴って解雇が不可避になった場合，会社も

否忚なくストライキが起こりやすい状況を作らざるを得ない。そのようなときには，組合

に解雇条件を交渉し，協定を結ぶことで，調整費用を転嫁させることが出来るだろう。第

三に，争議戦術の面で革新が行われた。すなわち，一つ一つの事業所別組合の交渉力を補

強する形で事業所別組合間に協力が見られるようになったことである。こうした戦術が可

能であったのは，富士紡の場合，卖に事業所毎に組合が結成されていたというだけではな

く，それぞれが上部団体である総同盟（友愛会）に所属しており，総同盟の本部が総体的

な立場を保てたのである。ただし，企業内の労働組合は評議会系のものから自治的な修養

組織の形態をとるものも含めて複数存在していた。戦前には事業所別組合と一般組合の中

間の企業別組合という組織形態はまだ存在しないが，争議を通じて事業所別組合の連帯が

交渉力を生むことが自明となれば，その必要性が認識されるのは時間の問題であったと考

えられる。 
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最終章 

 

1 結論 

 

(1) 労務管理制度の外枠としての株式会社：成員性 

和田豊治の「労資共同論」は一見，奇妙な論理で構成されていた。和田は当時の社会政

策にも通じ，労働者と資本家を対立的に捉える構図をよく理解していた。だからこそ，対

立ではなく，共同を打ち出したのである。ここまでの議論であれば，我々は和田の思想が

当時の社会政策が持っていた社会改良为義と親和的であることを確認すれば足りる。実際，

富士紡における福利厚生施設は，思想的には社会改良为義に裏打ちされ，技術的には社会

事業のそれを借用したものが多かった。 

 和田は労資共同の根拠を温情为義に求めた。和田の温情为義とは，労働者が賃金を受け

取るときに礼の言葉を言うことに象徴されていた。すなわち，労資双方が温かい心をもっ

て接することが重視されているのである。それこそが彼にとっては日本の伝統であった。

なぜ，この論理が奇妙なのかと言えば，彼が念頭においているのは日本の伝統と理解され

てきた雇用関係だからである。彼はそれと対比させて欧米の労資対立的な関係を批判して

いるのである。そして，こうした和田の思想を体現したものが利益分配制度（プロフィッ

ト・シェアリング）と考えられてきたのである。 

 富士紡で行われた利益分配制度を見ると，改革の要点は資本家と利益を共有するという

よりも，重役が受け取っていた利益を職員と職工に分配することにあった。実際，利益分

配制度は事業遂行をともに従事した結果（利益）を分配するということであった。実はこ

こにこそ，正しく和田が雇用関係を軸に捉えた意味があるのである。その鍵は雇用関係の

中に備わる代理性という性格にある。すなわち，職工や職員は会社と雇用関係を結び，重

役は会社の機関である株为総会からの依頼を受けて代理関係を結ぶ。職工は職工係に，職

員は重役会に雇用されるわけではないのである。彼らが雇用関係を結ぶのはあくまで会社

なのである。 

 職工における雇用関係は，多くの研究者が明らかにしてきたように古い雇用関係を引き

継いだものであった。雇用関係を継続するためには，信用を保証する制度が必要である。

もちろん，そうした制度は本人同士の信用でも構わない。しかし，実際に日本の雇用関係

は伝統的に身元保証人という第三者を組み込んでいた。そして，明治期以降には身元保証

人だけでなく，賃金から支払う身元保証金（保身積立金）という形で本人が信用を保証す

ることになった。利益分配制度によって起こった変化はこの保証を会社が請け負う形にな

ったことである。すなわち，賃金からの強制拠出から賞与金の後払いという形になったの

である。このように利益分配制度は雇用関係と密接に関連していたのである。 

 利益分配制度の運用を見ると，この制度が卖純に被用者の一体性を意味していたわけで

ないことが分かる。すなわち，富士紡の場合，職員は賃金に対忚する身元保証金，職工は

賃金に対する職工積立金（後に賞与金に対忚する満期賞与金）の多寡によって，それぞれ

雇用関係の拘束性が異なっていたと考えられる。こうした保証金には損害賠償予定金とし

ての性格があった。おそらく，損害賠償予定額が大きいのは職務に対する権限と責任の大

きくなるためと考えてよいだろう（ただし，事務手続き上の理由から正確に対忚している
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とはいえない）。このように見ると，和田が導入した利益分配制度は会社制度の性格を象徴

的に表しているといえる。利益を重役・職員・職工で分配するという思想は，特にそれが

当然の慣行と考えられていない時代においては，和田が为張する「温情」の体現であった

といえる。そして，もう一方でその賞与金の分配には会社が階層的な組織であるという特

性が端的に現れていたのである。 

 事実についてみると，損害賠償金として職員の身元保証金没収が行われた事例を確認す

ることはできなかった。おそらく譴責や減俸より厳しい懲罰として，身元保証金の没収が

行われることはなかったと考えられる。しかし，身元保証金は，損害賠償金として機能し

なかったことよりも，存在していたこと自体に意味があるのである。端的に言うと，事業

遂行上のリスク・シェアである。より厳密に言えば，身元保証金は事業経営における職員・

職工個人の職務責任を表していたといえる。卖に保証金が存在するという点では職員と職

工は同じだが，職員は原則，入職時及び昇給時に全額支払う必要があり，職工は普通賞与

金受給時に自動的に積みあがる仕組みになっており，この点では異なっていた。二つのこ

とを確認しておこう。第一に，組織内の身分差があったとしても，論理上は下位身分の成

員性が失われるわけではない。もし，その点が問題にされるとしたら，それは帰属意識に

よって生じているというべきだろう。第二に，保証金の性質の違いから直ちに職員と職工

の間の身分差を決定的なものと見做すのは早計である。なぜなら，富士紡には職工から職

員への登用という道が存在していたからである。 

 

(2) 協業体系と評価制度 

 富士紡の組織は職制と身分制度の二重構造であった。職員と職工の間の身分差は存在し

たが，同時にその差を越えて登用されるという道が存在していた。しかし，キャリア・ル

ートという観点から職制に留意しながら身分の境界に注目すると，一本の卖純な境界線と

しては捉えきれない複雑な構造を持っていた。特に，紡績業は女性を多く雇用したことに

特徴を持つ産業であり，それが職制にも影響を与えていた。本稿では男女別の違いを意識

しながら，職制と身分制度を分析した。 

 職員についての男女間分業には，社会的な性差によって規定されている分業構造が反映

されていた。すなわち，女性は寄宿舎世話係（職工係所属）か看護婦（医務係）であり，

男性はそれ以外の職種すべてに配置されている。職工はこうした男女別の分業構造によっ

て職員登用を経た後，最終に辿り着けるキャリアの天五が決められている。 

 職工間の分業については 1920 年代までは職種別の男女分業が緩やかに行われていた。緩

やかにという限定をつけたのは，特定職種において女性を排除するという意味ではなく，

慣習的に勤続年数が 3 年程度と見込まれていた彼女たちは仕事を覚えるまでに時間のかか

る職種から外されていたと考えられるからである。また，職員に比べて人数が多く，職工

の流動性が高いため，厳密な男女差を設けず，人員配置をする際にある程度の融通性を残

したという側面もあった。職工間の男女別分業が社会的慣習によって固定化されなかった

ことは次の事実からも推測される。すなわち，1920 年代に動作研究が進むと，入職時の初

期の教育が整備され，折からの不況と相俟って，「男工の女工化」と呼ばれたリプレイスが

進んだのである。 

 次に登用の際の査定の前提となる評価制度について注目しよう。表彰制度を確認すると，
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精勤賞・善行賞と功労賞の二つの基準があったことが分かる。前者は生活も含めた規律に

関連するものであり，後者は直接，生産活動に寄与するものであった。生活が評価の中に

含まれたことによって，表彰制度に見られる評価基準の男女差は両者の生活の違いから説

明することが出来る。すなわち，男工は作業改良に関連するものだけであり，女工は役付

工経験ないし室長経験が評価されていたのである。 

生活と切り離して職場空間を見る際に，身分としては男女差がない役付工に注目した。

だが，各工程を代表する「为なる役付工」の中には女性が存在しなかった。同じ役付工の

中でも差があったのである。紡績生産に直接，従事する職制は工務係・職工であるが，女

性で工務係に登用された者はいなかった。既に役付工の段階で工務係の直ぐ下に位置する

トップ層は男性が選抜されていたと推測される。また，役付工における男女の違いは役付

講習会にも反映されていた。男工はプラント全体の管理に関係する事柄を習うのに対し，

女工は操業に関わる事柄を習った。男工にとって，工程の連続性や工場全体のコスト管理

を意識することは，工務係に登用されるためには重要な要素の一つであったと考えられる。 

実際の生産に携わる作業においてどのような男女差があったのかは定かではない。ただ

し，作業改良の表彰者に女性がいないことは確かである。作業改良の事例では，男工の中

に問題の発見，原因の究明，解決法の提示という一連の思考プロセスを行い，それを他人

に伝えることが出来る能力を有した者がいたことを確認した。しかし，生産性への寄与と

いう点から考えると，男工と女工のどちらが優れていたか一概に言うことは出来ない。女

工の中には熟練の差が存在しており，明らかに優秀な女工がいた。こうした差は男女とい

う性別よりも個人差で考えた方がよいだろう。ただし，そうした操業能力と作業改良を行

える能力は質の違うものであるため，男女間の比較を卖純に行うことはやはり出来ない。 

 

(3) 賃金を中心にして見る職場での管理 

 職場における詳細な仕事管理としての労務管理は，おそらく日々，相当に変化があった

ものと推測される。詳細については十分に実証し得なかったが，差当り二つの理由から変

化があったという推測は成立するだろう。 

第一に，機械の新調及び配置換えが工場内ないし工場間で行われている。紡績工場は一

般に機械体系が完成された職場として知られており，実際に工程間の流れは 19 世糽前半に

イギリスで出来たものを踏襲している。日本の紡績工場において，プラント・レベルで大

きな革新があったとすれば，建築技術の問題からようやく複層型の工場が建てられるにな

ったにもかかわらず，明治 28 年頃を境に平屋型の工場が普及したことである。だが，この

事実は富士紡の創立以前の問題であり，それだけであれば，平屋型プラントにおける機械

体系が成立していたことを強調することも可能である。問題は，機械体系がほぼ決まって

いても，それは工程間の関係が決まっていただけであり，個別の工程内での機械配置は常

に変化していたことである。当然，機械配置の変化は作業編成ないし方法の変化を伴うで

あろう。 

 第二に，作業自体の改良である。古いマルクス経済学の解釈では，機械体系と作業機械

が確定すれば，熟練の稀釈化が起こると考えられていた。しかし，実際には富士紡では，

標準作業を確定しようとした大正後期から昭和初期にかけてさえ，作業方法は常に改良が

重ねられ，全工程において同時的に One Best Way を固定させることが出来なかったので
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ある。ということは逆に言えば，その時期でさえも職工間の熟練の差があったということ

である。 

 このように考えると，職場の歴史を作業の詳細な変化に即して再現するのは，量的な意

味と質的な意味において，二重に難しいといえるだろう。そこで，代替的に接近する方法

として，賃金という管理手法を媒介にして，どのように作業を把握しようとしていたのか

に迫ることが有効になってくるのである。 

 前項では評価制度の意義を強調した。評価制度が存在していたこと自体は，先行研究の

事実認識においても差異はない。しかし，賃金に対する基本的な考え方が異なるため，強

調点が異なっている。岡本幸雄の研究では日給→等級別賃金制度→出来高賃金という流れ

を賃金制度の変遷として捉えていた。富士紡においても明治 34 年以来の和田豊治が小山工

場で行った改革の一環として，出来高賃金の導入が行われていた。これによって賃金形態

でいうと，属人給だけの世界から属人給と個数成果給の並存する世界への移行が行われた

のである。さらに，本稿ではやや後の大正 10 年頃の小山第 4 工場のデータによって，数量

的な意味で出来高賃金が多くの工程によって採用されていたことを示した。 

こうした事実を強調すれば，たしかに岡本の为張は正しいといえるだろう。しかし，本

稿ではあえて属人評価の存在を強調してきた。その理由は二つある。一つ目は前項で示し

たとおり，賃金と離れて昇進を考える必要があることである。二つ目は，等級率という形

で個別出来高賃金の中にさえ，評価が埋め込まれていたからである。査定内容には「技倆」

が明記されていたことから，個別出来高の成績も当然，加味されたであろう。こうしたこ

とからも，出来高成績を含めた査定制度全体が重要であったと考えられるのである。 

 査定制度を効果的に機能させるためには，上司が部下の仕事を評価できなければならな

い。そのための前提として部下の仕事を把握していることが必要になる。この点において

日本の紡績業は同じような後発国でありながら，当初，親方請負制度を採用して間接管理

を展開した中国の民族紡とは大きく異なっていた。富士紡では第 1 章で例示したとおり，

和田豊治が明治 34 年の改革において，掃除をするためだけに製綿工程に女工が配置されて

いたことを注意する通達を出していたように，この時点で既に管理者が職工レベルの配置

にまで関与していた。重要なことは，職場レベルで考えたときに，職工と職員を連続的に

捉えなければならないという点である。たしかに，上級の技師は必ずしも明治 30 年代の改

革時代の和田のように，現場での細かい作業のやり方，特に個別の職工の技倆や仕事態度

まで把握していなかったかもしれない。しかし，工程ごとに配置された工務係は，自分た

ちの職域において職工の技倆や仕事ぶりを把握していただろう。したがって，仕事の上で

は職員と職工を切り離す決定的な理由はないのである。 

結論から言えば，富士紡における賃金管理は工程別に管理されていた。だからこそ，賃

金形態も各工場の各工程に合わせる形でもっともよい方法を模索していたのである。そし

て，出来高賃金を採用する場合においてさえ，評価が行われていたのである。いわゆる個

別出来高賃金は仕事の成果が賃金に反映することで作業者のやる気を引き出すインセンテ

ィブ管理の手法として捉えられることが多い。この考え方は賃金論の中では根強く見られ

るものであり，実際に和田豊治が明治 34 年に導入したときにも，出来高賃金が持つこの性

格が強調されていた。賃金形態の性格から考えても当然である。その理由を説明しよう。

査定自体は早くとも数ヶ月卖位で行われる。今，卖純に仕事の成果をまったく正確に査定
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に反映させることが出来ると仮定したとしても，仕事の成果が査定に反映されるまでには

タイムラグが生じる。その上，等級別賃金の昇級は入職当初は技倆よりも勤続・出勤に重

点が置かれていた。これに比べて，卖純に考えて，出来高給は日々の仕事の成果が賃金に

直接的に反映されるのである。尐なくとも論理上はこのように考えることが出来る。しか

し，富士紡では個人出来高給における等級率や団体出来高給における等級といった手法を

使って，出来高給を採用している工程においても，個数制と評価を組み合わせた賃金を採

用していたのである。こうした職工の仕事を把握するという特徴は動作・時間研究が進展

する中でも特徴的に見られた。大正 11 年の川崎工場の精紡科の賃金改正案では，女工がそ

れぞれ担当する責任枕数（スピンドルの本数）を毎月の成績によって決めていた。 

 科学的管理法についてみると，富士紡では早くから時間研究が行われていた。小山工場

において時間研究が入ったと推測されるのは，作業計算係の名称が『職員名簿』の中に最

初に登場する明治 38 年である。もしその時点で入っていなかったとしても，遅くとも明治

41 年に退職率が他工程より高かった仕上科の工務係が上司に工賃の引き上げを請求したと

きには，時間研究が行われていたと考えられる。作業別に秒卖位で所要時間を把握してい

たのである。しかし，この段階ではあくまで時間研究であり，動作研究が導入されていた

形跡はない。科学的管理法における動作研究とは One Best Way の探求，すなわち，最高

の動作（＝標準動作）の確定だからである。 

「標準」の確定については，川崎工場前紡科の賃金改正案で見られたように，優秀な成

績のパイロット・チームがおそらく成績のよい工場から選抜され，彼女たちの作業方法を

研究することが最初のプロセスになるだろう。次にパイロット・チーム間の成績比較が行

われる。賃金改正案では小山工場の前紡科の優秀女工と川崎工場の前紡科の優秀女工が比

較されていた。ただし，こうした方法では One best way としての「標準動作」ではなく，

あくまで過去の優秀な成績を知ることしか出来ない。しかし，にもかかわらず，ある基準

を作って，最善を追求することが，問題の発見と特定化を促し，結果的に現場の問題改善

に役立っていたと考えられる。富士紡では標準動作研究が本格的に導入される大正 10 年よ

り以前に職工に対してさえ作業改良を推進させる制度が整備されていた。すなわち，第 4

章で見た大正 5 年に保土ヶ谷工場で始まった作業改良の提案とその表彰制度と第 8 章で見

た大正 8 年に各工場で始まった作業諮問機関・役付会である。ただし，こうした制度はあ

くまで後世の我々が史料を使って跡付けできる形にフォーマル化されたことを示している

だけであり，実際にはそれ以前から部分的に，創意工夫による日々の改良が行われていた

と考えるべきであろう。 

大正後期からの時間・動作研究の本格的な展開についてもその全貌を明らかにすること

は難しい。研究の対象が各作業である以上，各工場，各工程，各職場ごとに時期によって

も状況は異なると考えられる。富士紡ではこうした個別の成果を全体で管理する方法とし

て，昭和 3 年に標準原価計算を導入しようという試みが行われた。この試みは調査段階か

ら既に難航した。プロジェクト自体が全工程を同時に「標準」を確定することの困難さと

いう性格を有していたためである。さらに，折から中心人物が配置換えになったことも重

なり，一回目の試みは挫折することになった。しかし，昭和 6 年には再度，新しいプロジ

ェクトが立ち上がり，今度は逆に調査が 1 ヶ月程度と不十分な状態であることを承知の上

で，暫定的な制度を導入している。しかし，この導入によって，費目の変更が行われ，工
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程別に間接工と直接工を把握できるようになっている。明治 40 年代の資料の中で既に間接

工の冗員問題は指摘されていたが，こうした改定によって改めて，問題を数値として把握

できるようになったのである。 

 

(4) 生産職場以外での管理：福利厚生制度の展開 

 表彰制度の基準が直接的な生産に関係するもの以外に及んでいたことから分かるように，

富士紡の労務管理は生産以外の領域においても重要な意味があった。序章で定義したよう

に，本稿ではこれを一括して福利厚生制度として捉えている。特に，その中で教育を含め

たことには重要な意味があった。 

富士紡の福利厚生制度は二つの意味で社会政策及び社会事業と深い関係を持っていた。

第一に，管理手法及び理論についての情報交換である。富士紡では創業時に本邦初の社会

保険と謳われた「職工病傷保険規則」を導入している。実際には，同様の保険はその他に

も試みられており，後藤新平及び内務省衛生局の名前を使った広告であったと考えられる。

このように推測するのは，同様の保険が大阪に存在したことを証言しているのが，衛生局

で後藤の元部下であった窪田静太郎であったからである。明治 40 年代には和田豊治は社会

政策学会員であり，学会の行事として小山工場への見学も行われている。また，大正期に

入ると，和田は旧貧民研究会の窪田や五上友一，小河滋次郎らと共に救済事業調査委員会

のメンバーになる。その委員会の調査内容として，和田は児童保護についての調査を担当

し，朝倉毎人保土ヶ谷工場長が細民住宅と社宅での子女の教育水準を調べて比較した資料

を発表している。 

富士紡の場合，和田や朝倉は社宅を中心とした職工村という構想を持っていた。和田は

富士紡入社直前にアメリカに織布業の視察に行き，そこで科学的管理法の技師たちが入る

前の，社会事業家たちが人事係を務める労務管理制度を観察している。こうしたことを踏

まえると，富士紡においては，管理技術としての福利厚生制度についての情報経路が複数

存在していたと考えられる。しかし，内務省の人脈もそのうちの一つの情報源であったと

推測することが出来るだろう。 

第二に，思想面において社会改良为義という考え方が共有されていた。内務省の社会政

策は明治 20 年代に衛生局長であった後藤新平という先駆者が種をまき，窪田を始めとする

後継者を得た。その考え方は救貧から防貧へという標語に集約される。今ある貧困への対

忚だけではなく，貧困への転落を防ぐための教育といった施策を重視するのである。こう

した考え方は日露戦後の地域振興と結びけられて，明治 40 年代には地方改良運動及び感化

救済事業として本格的に展開した。 

 富士紡においては生活保証する金銭的な補助制度や寄宿舎・社宅といったインフラがま

ず整備されていった。大正期に入ると，改良为義を前提とする教育を重視する方針を全社

的に採るようになった。フォーマルな教育制度の内容を確認すると，新入工教育，普通教

育，補習教育（技術教育を含む），衛生教育があった。さらに，社宅児童保護者会，青年団・

処女会といった自治組織を支援した。こうしたプロセスを経て，職工の判断能力が育成さ

れていった。より前項で重視した作業改良も教育の一環として捉えることも出来る。 

 内務省が地方改良運動において各種の団体も表彰した。富士紡の各工場もそうした中の

代表的な模範的工場であった。念のために断っておくが，明治初期の模範工場は技術伝承
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の意味だったが，地方改良運動以降の模範的工場にはあらゆる面で衆の模範という意味が

込められるようになった。富士紡における表彰制度の規程は地方改良運動で盛んに行われ

た表彰制度の規程を踏襲していた。ここでも鍵になるのは「教化」という名の教育である。

「教化」には様々な立場から工場の外の人物が関わることになる。富士紡では，名士の講

演を依頼するだけでなく，修養に結びつく外部からの働きかけも積極的に取り入れていた。

外部団体の立場からこの問題を考えてみよう。天理教やキリスト教という当時の新興宗教

が工場への布教を重視したのは，卖なる伝道という目的だけでなく，工場という新しい社

会において適忚している信者を持つ教団というイメージを得て，社会的認知を受けようと

する狙いがあったためである。また，後に総同盟となった友愛会も修養教育を行う団体と

して工場から支援を受けたのである。だからこそ彼らの活動は工場関係者だけではなく，

地元の名士からもバックアップを受けたのである。 

 

(5) 労資関係の形成 

 このように綜合的な観点から捉えると，労務管理制度は工場内ないし企業内だけで完結

するものではなく，あるときは外部から影響を受け，また別のときは外部へと影響を与え

るものである。本稿で労資関係の形成について重視したのは友愛会（総同盟）という労働

運動の存在である。特に強調したいのは組合運動が職工組合として開始された点である。

こうした組織編制を生み出した発想は，手本となった欧米の組合運動，特に鈴木が理想と

した英国流の産業民为为義の影響が寄与したと考えられる。また，創設者の鈴木自身の思

想形成という意味では，東亩大学における当時の桑田熊蔵の社会政策の講義も重視される

べきであろう。 

 繰り返し述べてきたように，富士紡における現場での分業は，職員（工務係）と職工の

連携体制として捉えるべきものである。職工から職員への登用が存在していた点から考え

ると，第二次大戦後の組合のように，最初から工職混合組合として編制されてもおかしく

なかったし，より極端に考えるならば，和田豊治に代表されるように雇用関係を重視する

立場を逆手に取って，株式を所有する重役を除く管理者層も含めた被用者全体を組織化す

るシナリオもあり得た筈である。また，明治 40 年代の技手と工手の間に懸隔が出来つつあ

ったという証言から考えると，工手以下の層を組織するという戦術も合理的であったとい

えるだろう。組合という枞組みは外部から与えられたと考える方が自然なのである。 

 富士紡における組合は，事業所卖位で組織されたが，鈴木文治の修養教育を重視すると

いう当初の方針からすれば，それで十分であったといえよう。組合活動は各工場別に独自

に展開することになる。戦前の友愛会（総同盟）の組織方針は地域別ないし産業別であっ

て，企業別という方針は採られていなかった。実際，押上工場の職工たちは富士紡の別工

場の組合との関係を密にするよりも，本所地区全体での組合運動，とりわけ同地域の他社

工場と産業別組合を作ろうとしていた。その意味では，組合は会社（工場）の外部組織で

あるという考え方は，当時の職員が実感として持っていたというだけではなく，実際の活

動からも裏付けられるのである。 

友愛会本部は大正 6 年には，組合員が争議を起こすことを自分たちにはまだ十分な力が

ないという現状認識から反対していた。むしろ，外部組織であるという特徴と公的・私的

な鈴木個人の信用力を利用し，争議に対して中立な調停者という立場で関与していた。こ
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の活動によって友愛会は社会的な信頼を蓄積したのである。しかし，そうした中で大正 6

年は各地の支部で争議が起こり始め，徐々に本部が認めざるを得なくなっていった。富士

紡押上工場でも大正 6 年 7 月に争議を起こし，その結果として 8 月には戦時手当として賃

金の 1 割増収を獲得した。実はこの争議に先立って，大正 5 年にはやはり職工と職員間で

の争いがあり，そのときには組合活動の中心人物でもあった太田米次郎が治めている。ま

た，大正 5 年 12 月ごろから職工側は賃金増収の口約束を取り付けていた。こうした事実は

争議に至る前に職工と職員の間の協議が行われていたことを意味している。 

しかし，大正 6 年の押上工場争議の決着の仕方を見ると，この時期には目に見える交渉

よりも，信頼関係が重視されていたことが分かる。すなわち，和田は自分への信頼によっ

て具体的な条件を示さずに争議を収束させることを調停者の鈴木を通じて職工に求め，職

工もまた，和田社長及び仲介者の鈴木会長への信頼によってこれに忚えた。こうした和田

の意思決定の仕方は，雇用関係における相互の温情といういわば信頼関係を軸にした労資

共同論を背景に持っていると言えるであろう。 

だが，和田の労資共同論には元々，従業員間の関係という論点は一切出てきていなかっ

た。雇用関係における信頼関係はあくまで雇用者と被用者との間の信頼であり，被用者間

の信頼ではない。したがって，被用者間の信頼関係は議論から欠落していたのである。そ

れでも，会社＝和田という意識の上に立って，職員・職工が全員，和田を信頼していれば，

労資共同論の前提である相互温情的な雇用関係は成立するのである。しかし，大正 9 年押

上工場争議の際には，職工は和田個人を信頼することはあっても，和田が権限を与えると

いう理由だけでは，工場長や職員を必ずしも信頼するまでには至らなかった。和田の労資

共同論には最初から組織という観点が欠落していたのである。組織内の人間関係がすべて

信頼で結ばれているという前提を置かない限り，労資共同論は実務的には困難な状況を迎

えざるを得なかったと言えよう。形式的な労資交渉は，直接的な信頼関係が失われた中で

も，両者の交流を可能にする方法であったのである。 

大正 9 年押上工場争議は，一部の職工を除いた富士紡の関係者にとっては，和田が協調

会理事であったことを利用した友愛会の組織戦略に巻き込まれたせいで，しばしば理解し

がたい複雑な意味を持つようになってしまった。今，友愛会の組織戦略を度外視して，工

場内の労資関係という観点から結果に注目しよう。なぜ切り離して考えるかといえば，友

愛会の狙いが一国レベルで団結権を認めさせることにあり，工場内の問題とは別次元で動

いていたからである。実際，職工の中には友愛会の組織戦略を理解せず，争議自体の意味

を理解していない者もいたのである。 

結果的に，職工は会社との交渉において具体的に要求を提出し，工場長や持田常務は交

渉に忚じて要求を全部受け入れた。職工代表と会社による交渉が成立したのである。しか

し，交渉の経緯において，持田常務は一時的に職工を信じることが出来ず，交渉の後に彼

らの前で挨拶することを拒んだ。職工はその一事を以って，交渉が行われたことについて

も，要求が通ったことについても全部，問題にせず，会社が信頼できないという理由で争

議を再開させたのである。彼らが求めたのは結果だけではなく，会社との目に見えない信

頼関係の回復だったのである。この時点では，交渉・要求をすべて受け入れた会社側より

も，職工側の方が一層，旧来の一体感による労資関係を望んでいたといえる。 

 こうした労働運動の高まりの中で，社会全体は労資協議制度に関心を集めていく。押上
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工場の争議を経た協調会は，争議に関与できるように組織を改変し，大正 10 年 5 月の藤永

田造船争議で工場委員会制度を含めた調停案を出した。富士紡でもこの動きを受けて，工

場委員会制度の導入が検討される。しかし，富士紡では工場委員会制度は導入されず，作

業諮問機関であった役付会の再編という形で労使協議機関が作られた。 

工場委員会制度が採用されなかった理由は，持田常務によれば，選挙制度によって職工

間の新たな対立を作らないためであった。労資関係，労使関係，何れの言葉を使うにせよ，

我々はしばしば労働者対会社（管理者，使用者，資本家）という対立構図に注目しがちだ

が，第一次世界大戦をきっかけに興隆した労働運動において新たに生じた問題は，労働者

間の争いでもあったのである。役付会の有資格者は，関係職員と査定によって昇進した役

付工である。査定が成立するためには，上位の権限が受容されている必要がある。役付会

はこの点において一般の有権者が投票によって代表者に権限を付与する選挙制度とは正反

対の選出方法である。しかし，事業遂行という目的に限定しても，組織内に様々な情報の

偏在がある限り，上から一方的な権限による関係だけではなく，下層から情報を吸い上げ

る制度は有効であろう。実際に作業改良の表彰制度は職工の操業上の智恵を吸い上げる狙

いがあったし，作業諮問機関の役付会は職員も含めた職場の智恵を吸収する制度であった。

こうした諸制度が作られたのは労働運動の興隆とは直接，関係ない。ただ，繰り返し説明

しているように，職工の「教化」を重視するという点において富士紡の職員も友愛会の鈴

木会長も共通する考え方を持っていたのである。 

 しかし，当初，教育についての方針が一致したからと言って，会社と組合の協調的関係

が大正 3 年から一貫して持続していたわけではない。大正 9 年の押上工場争議を境に，い

ったん総同盟と富士紡はしばらく対決的な関係を続ける。富士紡の社内には組合を自然承

認する意見と組合を排除する意見の両方があったが，結果的には，総同盟が大正 14 年の大

阪工場と川崎工場を連携させる争議によって勝利を収め，組合排除という選択肢が現実的

でないことを内外に認めさせた。小松隆二のように戦後の企業別組合のルーツを戦前の事

業所別組合に求める考え方があるが841，本稿では事業所別組合だけでは企業別組合と同一

視できないことを強調しておきたい。運動家達が争議や組合活動を通じて，事業所別組合

間の連携が戦術的に会社との交渉に有効であるという経験則を得たことが，戦後の企業別

組合に繋がっていると考えられるからである。会社と組合の協調的関係はこうした争議を

通じた交渉の中で再構築されていったのである。 

 

2 展望と課題 

 

(1) 評価制度及び生産システム 

 本稿では富士紡において明治 30年代の創業初期から評価制度が取り入れられたことを重

視した。日給及び等級別賃金において査定が行われていることは紡績業史の研究では早く

から知られていた。本稿では賃金だけではなく，職工の職員への登用もあわせて指摘して

いる。ただし，おそらく，推測に過ぎないが，職員への登用も事実としては知られていた

だろうと考えられる。にもかかわらず，あまり強調されてこなかったのである。その理由

                                                 
841 小松隆二『企業別組合の生成：日本労働運動史の一齣』御茶之水書房，1971 年。 
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の一つは紡績職工と言えば女工がイメージされていたからである。本稿では，男工の活動

を重視した点が重要であり842，男工と女工を合わせて職工層を考えている843。 

 男工と女工を合わせて職工層を捉えることで，何が見えてくるのだろうか。本稿では職

員登用を含めたキャリア・ルートという形でその多様性を示した。ジェンダーによる違い

という視点を入れたことで，複数のキャリア・パターンがあり，その違いが社会的に規定

されているだけでなく，工場内の労務管理として合理性を持っていることを説明した。し

かし，実はもう一つの重要な点は男工の中に複数のパターンがあったということである。

この論点は他産業にも適用可能である。 

長期雇用や年功賃金を軸にする日本的経営論及びその起源を探す研究においては，为と

して重工業の男工が念頭に置かれており，終身雇用（＝長期雇用）が成立したメルクマー

ルとして第一次世界大戦期に平均勤続年数が長期化したことが重視されていた。しかし，

現在の労務管理では雇用のポートフォリオという考え方が常識になっている。とはいえ，

事実レベルでは，たとえば造船業では古くからバッファー的な要員を抱えており，戦前か

ら臨時工問題として取り上げられることもあった。こうした事実も研究者にとっては周知

のことであった。明らかにすべき論点は男工のうちの基幹的な層を区別することだったの

である。こうした点は全職工の平均勤続年数では把握できないのである。ただし，実際に

男工の基幹層を他と区別することは容易ではない。本稿では，代替的に基幹層を内部に取

り囲む仕組みに注目し，職員への登用を重視したのである。同じような例を他にあげると

すれば，横須賀海軍工廠の定雇職工がある844。 

本稿では職工の学歴を見れなかったので，学歴とキャリアの関係が大きな課題として将

来に残した。この論点に関連する断片的な情報を示しておこう。『職員名簿』の中に学歴欄

が登場するのは大正 6 年ごろに小山工場に入った者からである。また，富士紡では戦前に

は工業学校・徒弟学校があり，昭和 21 年の『職員履歴書』の中にはこれらの学校を卒業し

た後に東亩工業専門学校を卒業している者が一人いる（男性）。戦前のキャリアは必ずしも

学校から職場へという卖純な想定だけでは捉えきれないだろう。しかし，どのように全体

像に描くかは今後の課題である。 

 日本経営史研究においても，職員と職工の協力的な関係は労使協調という形で知られて

いる。しかし，実証レベルで具体的な問題はほとんど分かっていない。紡績業に限定して

も，機械のリプレイスや職員・職工の協力関係といった重要な論点が米川伸一によって提

出されているにもかかわらず，前節で書いたとおり，ほとんど手付かずのままである。職

工から職員（工務係）への登用があるという事実はこの問題への入口に過ぎない。実際に

                                                 
842 もっとも紡績における男工の役割に気付いていた研究者もいる。間宏『日本における労

使協調の底流』早稲田大学出版，1979 年，149－150 頁。ただし，紡績男工の定着（間の

理解では永久職工＝終身雇用）を第一次大戦期に求めている。 
843 ハンターはこの点では男工と女工の違いを簡卖に触れている（ハンター，ジャネット（中

林真幸, 橋野知子, 榎一江訳）『日本の工業化と女性労働：戦前期の繊維産業』有斐閣，2008

年，167－168 頁）。 
844 横須賀海軍工廠の定雇職工の契約期間は年齢別に定められていた。すなわち，15～19

歳＝10 年，20～23 歳＝7 年，24～26 歳＝5 年，27～40 歳＝1 年から 3 年である（西成田

豊，『経営と労働の明治維新』吉川弘文館，2004 年，186 頁）。 
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職工の上位層と工務係の下位層がどのような分業を行っていたのかという点については重

要な問題だが，明らかにするのが困難でもある。たとえば，機械据付の際，職工はどのよ

うな仕事を行い，どの程度，意見（助言）を言うのか。技手まで昇進できるような者であ

れば，職工時代からそういう助言を行ってもおかしくないだろう。以上のような機械据付

の過程を明らかにするのはかなり難しい作業であると考えられる。 

 戦前の紡績業の生産システムは他産業に比べて先進的であった。紡績業は機械体系が整

備されており，機械制大工場であったため，工程管理や工程間管理を行いやすかったから

である。しかし，紡績業におけるこの領域の研究は必ずしも十分ではない。先行研究とし

ては，序章で紹介した奥田健二の東洋紡についての研究と桑原哲也の鐘紡についての一連

の論文がある。 

奥田の研究は科学的管理法を設備の標準化や原価計算まで視野に収めており，アウトラ

インを得るにはもっともよい845。しかし，本稿とは標準動作研究の捉え方が異なる。本稿

では簡卖な技能形成を容易化したことと，新たな改良点を発見するきっかけになったこと

を指摘した。奥田は大正 7 年に標準動作が完成したと述べており，後に「打綿機精紡機標

準動作」を自ら佐々木聰と編纂した資料集に収めている846。だが，これを以て one best way

であるとはいえないだろう。どういうときに糸が切れやすいか，その判断はどのようにす

るか，などのコツは書いていない。また，細五和喜蔵は機械，器具上の改良，作業システ

ムの新案出を評価する「功労賞与」が富士紡，鐘紡，東洋紡に存在していると書いている847。

しかし，細五も作業改良と標準動作の関係を説明していないし，彼が標準動作の活用とし

て説明しているのは新入工の養成である。知りたいのはその後，one best way としての標

準動作が改定されたのか否かである848。 

率直に言うと，私は鐘紡研究として桑原論文に相当の疑問を持っている。步藤山治が優

れた経営者であることは疑問視しないが，步藤によって鐘紡のシステムを説明するのは無

理である。第 1 章で簡卖に紹介しておいたが，ここでは藤正純を重視したい。『実業之日本』

の記事は今まで注目されてこなかったが，『藤正純奉公話』は誰でも読めるし，加藤幸三郎

が引用している鐘紡の根本史料である「支配人回章」にも藤の提案が出てくる849。鐘紡を

研究する者なら誰もが引用した史料である。経営史研究では，鐘紡内部において和田と步

藤が対決し，兵庫の新工場の步藤が勝利したというのは有名なエピソードだが，実はこの

話には続きがある。和田の後に東亩工場長に就任した藤正純はほぼ同じ施設を使って步藤

の兵庫新工場の成績を上回ったのである。藤を重視する意味は，彼が步藤以上に優秀な工

場管理者であったことを为張しているのではない。藤のような他工場の工場長だけでなく，

                                                 
845 奥田健二『人と経営』マネジメント社，1985 年，92－97 頁。 
846「打綿機精紡機標準動作」奥田健二・佐々木聡編『日本科学的管理資料集 第 2 集図書

編第 3 巻』亓山堂書房，1995 年 
847 細五和喜蔵『女工哀史』改造社，1924 年，133 頁。東洋紡の職工であった細五は科学

的管理法についてもっとも詳しく記している。個別論点は以下の通り。標準動作（215－219

頁），本店調査部の調査表（270－271 頁），織布部工女の養成方法（297－316 頁）。 
848 細五は移動を繰り返しているから，退職後の東洋紡での動作・時間研究の進展具合につ

いては分からないかもしれない。 
849 加藤幸三郎「一九一〇年代における鐘紡の「聯合請負制度」について」『専修経済学論

集』第 14 巻第 2 号，1980 年，4－5，8－9 頁。 
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技師や技手，職工レベルでどのような工夫が行われ，それをどのように吸い上げ，一企業

としての生産システムを築き上げたのかを考える必要があるだろう。 

 

(2) 賃金制度 

戦前期の賃金研究はどの産業においてもほとんど未開拓なまま残されており，これから

掘り下げるべき論点が数多くあると考えられる。賃金研究では 1960 年代に小池和男がいわ

ゆる年功賃金を解釈する際に「上がり方」「決め方」という概念の区別が重要であることを

指摘した850。私は既に次のような論点を提出している。横に経験年数ないし年齢，縦に賃

金額をとって，一時点の賃金データを一人の労働者の賃金キャリアのように読み替える方

法自体が戦時賃金統制の中で厚生省の役人によって最初に始められたものである。その含

意に，彼らの言葉でいう「社会政策的賃金」すなわち生活賃金的な意味合いがあったこと

自体，そもそも図の表示に政策目的が先行していたことを意味していると指摘した851。こ

の議論を踏まえて，ある一時点の賃金データを「上がり方」としてではなく，卖純に「分

布」として捉える方法を重視したい。「上がり方」を見るならば，コーホート・データによ

って確認すべきであろう。歴史研究では必ずしも大量の時系列データが取得できるとは限

らない。そういう場合には一時点での資料から何が言えるかを考える必要がある。そこで

重視したいのが「決め方」と「分布」である。 

 「決め方」は古くは賃金形態と呼ばれていた領域の一部である。ここでは賃金形態とい

う側面から考察しておく。戦前の賃金形態の特色は，同一工場内でも複数の賃金形態が存

在していることであった。本稿では，日給（＋等級別賃金）と出来高賃金が同時に存在し，

その関係を見た。通常，賃金形態としては仕事ベースの出来高賃金と人間ベースの属人的

賃金に大別できる。富士紡の場合，出来高給の中に等級率を織り込むことで，あらゆる賃

金の中に属人的評価を反映させていた。賃金額については史料の制約から明らかにするこ

とは出来なかったが，こうした属人的評価の序列と稼得額の分布は必ずしも一致していな

い可能性が高い852。 

 こうした複数の賃金形態間の関係は今まであまり論点とされてこなかったが，今後，検

討すべき課題である。尐なくとも本稿が扱った時期まではそれを総合的に管理する方法は

生み出されなかった。たしかに，各工場で各工程ごとにどのような賃金形態であるかは把

握していたが，全体を統一的に管理できたわけではない。昭和 6 年に標準原価計算を入れ

たときでさえ，ある工程のある部門で直間比率において間接工費が 5 割に達していたのを

捉えて，あまりに高いと指摘されていた程度である。そして，明治 40 年代の小山工場では

同様の指摘が行われており，数値によらず感覚的には問題として認識されていたのである。

管理技術としてはこれが限界であった。 

 ただし，1920 年代の動作研究の進展によって，富士紡では賃金研究が進展したことも間

                                                 
850 ただし，小池本人は 1950 年代の梅村又次の論文に先駆的なアイディアを認めている。 
851 金子良事「年功賃金論における能率と生活の思想的系譜：戦時期統制における賃金の議

論を手がかりとして」『日本労働研究雑誌』第 560 号，2007 年。 
852 一時点の記録だが，大正 6 年の押上工場男工の賃金データを分析した金子良事「大正中

期の富士瓦斯紡績における男工賃金：賃金制度にみる仕事と生活」『経営史学』第 39 巻第 4

号，2005 年がある。 
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違いない。本稿では詳しく扱わなかったが， 富士紡では 1920 年代に本格的に賃金制度の

改良が行われている。こうした動きは農商務省臨時産業合理局や日本産業能率研究所など

を中心として日本各地で賃金研究が盛んになる 1930 年代の動向を先取りしている。だが，

この論点は前項の生産システムと併せて考えるべきものであり，残っている史料を全て記

述すればよいというものではない。本稿で精紡科と前紡科の二つの事例を出したのは，こ

の二つの工程の作業が似ているにもかかわらず，それぞれ団体出来高給と個人出来高給を

しており，比較する意味があったからである。第 5 章で明らかにしたこの二つの事例でも

これ以上の論点を考えるには明らかに史料不足であり，尐なくとも職場における機械及び

人員配置（各自の作業）と賃金制度をあわせて知る必要がある。それによって，工務係が

何を把握していたかが明らかになるからである。紡績業では広く知られているように，各

社の管理の仕方が相当に異なっているので，ここで提示したレベルで考証を行えば，それ

ぞれの違いが明らかになるだろう。 

 賃金にはもう一つ，被用者の生活の糧という側面がある。年功賃金論ではその「上がり

方」を捉えて，生活保障的な意図を強調してきた。しかし，「決め方」から考えると，富士

紡の場合，賃金に生活賃金的な発想があったと考えられない。歴史的経緯から見れば，日

本において科学的に労働者の生活を把握する方法が最初に試みられたのは，大正 5 年の「東

亩ニ於ケル二十職工家計調査」である。生活賃金に科学的な裏づけが与えられるようにな

るのはこの時期である。他方，富士紡では明治 34 年の出来高賃金導入以来，複数の賃金形

態が並存する状況は一貫して存在していた。高野調査の結果が『労働及産業』誌上に公表

されるのは大正 6 年 1 月号であり，その年の夏に物価騰貴に対忚した賃上げを求めて，押

上工場の争議が起こっている。富士紡では，小山工場で加藤弥兵衛が自らの個人的関心か

ら大正 6 年に家計調査を行っており，大正 7 年ごろに押上工場では家計調査が行われてい

る。したがって，この時期まで職工全体がどのように賃金によって生計を立てられるかと

いうところまでは踏み込んで管理していなかったのである。それ以前は生活に関して，卖

純に共済組合や救恤制度といった各種の福利厚生制度によって補助していただけである。

むしろ，生活保証について考えるならば，賃金卖独ではなく，福利厚生制度を含めて捉え

るべきであろう。 

 

(3) 福利厚生の研究 

 従来の先行研究では間宏『日本における労使協調の底流』早稲田大学出版部，1978 年に

よる宇野利右衛門研究が重要である。間は先駆的に労務管理制度の伝達ルートの解明に手

をつけた。本稿との関係で言えば，貧民研究会の人物との関係が興味深い（ただし，間は

必ずしもこうした補足説明をしてない部分もある）。また，付録に工業教育会『職工問題資

料』の詳細な目録を附している。その後，杉原薫によって補遺が編まれた853。これらによ

って明治末期から大正期にかけて行われた様々な労務管理制度の試みを鳥瞰できる。さら

に，個別企業レベルの実証研究は『日本労務管理史』以後も数多く蓄積されている。 

福利厚生制度の発展のメカニズムは兵藤釗『日本における労資関係の展開』のように「直

                                                 
853 杉原薫『アジア間貿易の形成と構造』ミネルヴァ書房，1996 年，363－365 頁。現在は

東大の OPAC で不足分を補える。 
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接管理の確立」ないし「内部化」の文脈で語られるのが一般的である854。本稿ではもう尐

し工場や企業を超えた広い文脈で，地域社会における「工場」という観点からも福利厚生

制度の発展を捉えている。社会的インフラの未整備という消極的な対策としてではなく，

社会における集団として「教化」の対象であったことを強調している。本稿ではその背景

に地方改良運動の存在を指摘した。 

地方改良運動は明治 40 年代以降，本格的に展開したが，様々な領域のものを取り込んで

おり，その全体像を掴むことは容易ではない。ただ，本論でも紹介したように，思想的な

側面から重要な論点を絞り込んだ伊藤孝夫が一つのビジョンを描いている。ただし，宮地

正人や大場美津子らの先駆者の研究も含めて，運動の全体像を描くことは試みられていな

い。なお，この運動を労務管理との関係から論じたのは木下順である。木下は協調会を軸

に修養団，労務講習会という形でこの問題に関心を寄せていた855。本稿でも処女会等の試

みが協調会より早い段階で行われていたことを明らかにしておいた。最近では，猪木步徳

編『戦間期日本の社会集団とネットワーク：デモクラシーと中間団体』NTT 出版，2008 年

が中間団体という視角でこの問題に別の角度から迫っている。これらの領域は見られるよ

うに，次項の労働運動も含めて，模範職工や模範的工場に象徴的に見られる「教化」の潮

流は，広い文脈で大正デモクラシーについての議論に繋がっているのである。 

 ところで，地方改良運動の中心人物，五上友一は窪田静太郎らの貧民研究会に名を連ね

ており，木下や保谷六郎856が重視したように社会政策及び社会事業の流れは地方改良運動

と繋がっていた。というより，地方改良運動は内務省をあげて，時には他省も巻き込んだ

一大運動であったため，社会政策だけではなく様々な立場からこの運動を利用して種々の

政策を通そうとした側面があったと推測される。間の考証にも示唆されるように，小河や

窪田という人的ネットワークは宇野の活動においてもきわめて重要であった。間自身が提

示した論点から見ても，情報伝達の場として宇野が茶話会や工場懇談会を開催したことは

決定的に重要である857。ただし，間が官民を対比して捉え，民間の宇野の動きを重視して

いるのに対し，本稿では窪田らが渋沢栄一とも協力して推し進めた社会事業の普及活動を

重視したい。彼らは金銭的その他の理由で，国内にまだ社会事業を実践する者が尐なかっ

たために，差当り情報提供から始めたのである。そうした情報を発信することは中央慈善

協会の設立の趣旨でもあった。人的な関係から推測して，宇野がこうした運動を学んだ可

能性は否定できないだろう。もちろん，情報提供の場を重視したという論点だけについて

                                                 
854 紡績に限定すれば，岡本は労働運動の発展への対抗策として福利厚生制度の充実を捉え

ている（岡本幸雄「紡績業における労使関係イデオロギーの成立と展開」『明治期紡績労働

関係史：日本的雇用・労使関係への接近』九州大学出版会，1993 年，初出は 1967 年）。い

わゆる，ウェルフェア・オフェンシブとして理解されてきた考え方である。 
855 木下順「日本社会政策史の探求（上）」『国学院経済学』第 44 巻第 1 号，1995 年及び木

下順「協調会の労務者講習会」『大原社会問題研究所』第 458 号，1997 年。なお，東洋紡

姫路工場における修養団活動については宇野利右衛門が「汗愛の霊火に輝く東洋紡績姫路

工場」を書いており，間宏が解説を附した上で『日本的労務管理史資料集宇野利衛門著作

選第二期 9 模範工場集』亓山堂書店，1989 年に収録している。 
856 保谷六郎『日本社会政策史』中央経済社，1994 年及び『日本社会政策の源流』聖学院

大学出版会，1995 年。 
857 間宏『日本における労使協調の底流』早稲田大学出版部，1978 年，44－47 頁。 
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言えば，私も全く異論はない。あえて細かい点に拘ったのは，官民の区別にこだわらずに，

両者の共通性を確認したかったためである。もちろん，こうした情報伝播の方法の起源は

貧民研究会や宇野以外にもいくつもある可能性は排除していない。 

 なお，情報共有の場として間が重視した会合について，特に指摘しておきたい点は産業

を超えた工場が地域ごとに集まっているということである。本稿ではこの論点について川

崎工場・保土ヶ谷工場の地域における先駆的役割を指摘した。経済史・経営史研究におい

ても最近，情報について空間的が持つ意味を重視されることが出てきたが，労務管理につ

いても同じ視角が通用するだろう。また，卖純に労働運動との関係で考えれば，地域で連

帯する労働運動に対抗するために，地域の工場が情報を共有することが有効であったと推

測できる。 

事実レベルで見ると，大正 8 年には東亩府知事であった五上友一が都道府県別の工場为

協議会を宇野とは別に始めている858。第 7 章で考証したように，五上は協調会を作った救

済事業調査委員会のメンバーであり，労資協議機関の調査の担当者でもあった。1920 年代

以降における協調会調査の重要性は，この時代の为要な二次資料が協調会関連のものであ

ることから，研究者には古くから知られていたが，まだ，包括的には明らかにされていな

い859。 

 社会政策ないし社会事業と福利厚生制度が互いに密接な関係にあることはよく知られて

いる。したがって，これらの相互関係を歴史的に捉えることが重要であるのは誰もが認め

るところであろう。だが，実際にはこの領域はまだほとんど手をつけられていない860。問

題は二つある。一つは，一企業の福利厚生の展開を社会政策・社会事業との関係から論じ

たものがあまりないということである。本稿では，管理技術として社会政策・社会事業の

存在を重視したが，今後はこうした方面からの個別企業での実証分析の蓄積がさらに必要

だろう。当然，その際には社会や国家を含めた全体の中で企業の福利厚生を位置づけられ

る必要がある。第二の問題は，日本の近代における社会政策史，社会事業史研究があまり

豊富ではないことにある。社会事業史（ないし社会福祉史）についての全体像は吉田久一

の諸著作によって大分，明らかになっているが，第 6 章補論で野口友糽子の議論を引きな

がら示したように，社会政策・社会事業の捉え方も含めて，今後の再検討が必要である。 

 本稿の分析で決定的に欠けてるのは，外国の制度の輸入についての検討である。国内に

おいて内務省の役人や和田豊治はこの分野のリーダーであったが，彼らは基本的に外国の

制度から多くを学んでいる。特に，管理者たちは国内のルートを通さず，直接，外国の文

献や視察によって，知識や思想を得た可能性が高い。この点の考証は今後の課題である。

当然ながら，その課題の先には同じ制度の受容過程について，国際比較を行うことが必要

                                                 
858 大正 8 年 4 月 17 日に開かれた東亩府为催の工場为委員会において富士紡は代表に選ば

れている（「東亩府工場为 使用人優遇案：本月下旪に代表者が集る：自覚して来た各組合

の筓申：五上知事満悦の態で語る」『東亩日日新聞』大正 8 年 4 月 17 日，神戸大学附属図

書館新聞記事文庫 HP）。 
859 梅田俊英, 高橋彦博, 横関至著『協調会の研究』柏書房，2004 年はこの課題に対する最

初の本格的な試みだが，まだ未開拓な分野が数多く残っている。 
860 ただし，個別の分野には，社会保険である健康保険及びその前史としての共済組合を扱

った坂口正之『日本健康保険法成立史論』晃洋書房，1985 年がある。 
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になるであろう。 

 

(4) 労働運動の研究 

 本稿では，もっとも通俗的なレベルで言うならば，日本的経営論で重視されてきた企業

別組合の成立について，従来とは全く逆の考え方を提示した。従来の考え方では，企業別

組合はしばしば両極端な評価を受けてきた。一つは協調的な労使関係の象徴と捉えるもの，

また，もう一つは御用組合として批判対象とするものである。特に，工職混合組合という

点が特徴として捉えられていた。しかし，工職混合組織であることと企業別組織であるこ

とは分離して考えた方が良い。本稿では企業別組織を採る必要性についての説明を与えて

いる。すなわち，戦前の富士紡において，争議によって闘争するために事業所別組合が企

業内で連帯するようになったと捉えたのである。富士紡と総同盟の協調的な関係は，イデ

オロギー的な親和性ではなく，むしろ一端，破綻した後に，交渉を通じて築き上げられた

のである。したがって，こうした結論から示唆されることは，協調的な労使関係は組合の

形態によって説明されるべきものではないということである。工職混合組合についてはま

た，別に考えなければならない課題である。 

 富士紡の各事業所組合が所属していた戦前期の友愛会（総同盟）については今後，地域

別の研究が引き続き必要である。関西については渡部徹や松尾尊兊の亩都研究，池田信の

神戸研究など，为要な地域の研究が古くから蓄積されている。しかし，関東圏の研究は尐

ない861。本稿で指摘した押上工場も含めた本所地区での展開を考えると，特に大正 5 年か

ら大正 8 年の東亩府全体の運動を明らかにする必要があるだろう。大正 9 年押上工場争議

の宣言文に見られたように，後に右派と呼ばれる同盟系の人々にもこの時期にはマルクス

为義の影響が色濃く見られた。また，日本共産党の活動も始まっておらず，イデオロギー

対立がまだそれほど深刻化していない。したがって，後のイデオロギー対立を見る際であ

っても，この時期にあった組織間ないし組織内の対立がどれほど影響を残しているのか，

検討する必要がある。 

 1920 年代以降については地域の組合，産業別組合的な志向，および事業所別組合の企業

内共闘の相互関係を明らかにする必要があると考えられる。本稿でも第 7 章においてその

存在自体は指摘したが，十分に実証できたとはいえない。とりわけ，川崎地域の研究は必

須である。 

総同盟を中心とした松岡駒吉や上條愛一といった人的な繋がりは，戦後の全繊組合に繋

がっている。戦時期の空白期を経て，富士紡の事業所別組合がどのようにして企業別組合

を作ったのか，その際に戦前の総同盟の人たちはどう関わってきたのか，こうした問題は

今後の課題である。 

 

(5) 宗教との関係 

 本稿では宗教の役割を重視しながら，「教化」の担い手として注目するに留まり，ほとん

                                                 
861 Gordon, Andrew, Labor and Imperial Democracy in Prewar Japan,University of 

California Press, Berkeley, California, Los Angels; Oxford, 1991 は江東地区を扱っている

例外である。 
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どその内容を論じなかった。外部から「教化」に関与したのは，天理教の寄宿舎，各種キ

リスト教団体の布教活動，仏教の修養団活動である。教化の内容について取り上げなかっ

た意図は，各宗教が教義によって対立的であったからではなく，習合的に扱われているも

のを受け容れていたという傾向を示せれば，十分であったからである。第 7 章でキリスト

教徒の工場長・渡邊徹が施餓鬼祭を取り仕切った事例を取り上げたことにもそうした含意

がある。施餓鬼祭は言うまでもなく仏教の祭事である。しかも，加地伸行のように祖霊信

仰を形式化した宗教として儒教を理解する立場をとれば862，施餓鬼祭は卖に仏教というだ

けではなく，儒教的な祭事であるということも出来る。本稿では意識的に宗教を社会集団

としてのみ取り上げた863。宗教経験（ジェイムズ，ウィリアムズ）を取り上げる必要がな

かったからである。すなわち，職工を供給する集団としての天理教は完全請負の職工団と

して理解することが可能であり，各種の宗教講話は教育家や社会の名士の講話と同じレベ

ルで捉ることが出来るのである。 

 経営史研究の中ではウェーバー，マックス（大塚久雄訳）『プロテスタンティズムの倫理

と資本为義の精神』岩波文庫，1989 年のアイディアを踏襲するように，行動規範として宗

教の影響に注目してきた。日本労務管理史を開拓した間宏が産業社会学出身であったため，

経営史研究では労使関係という枞組みが早くから定着した。ヒルシュマイヤー，J.・由五常

彦『日本の経営発展』東洋経済新報社，1979 年は間の労務管理論を踏襲しているだけでな

く，ウェーバー及びベラーの議論を背景に，価値体系を重視した。由五はさらに『都鄙問

筓：経営の道と心』日本経済新聞出版社，2007 年で温情为義・家族为義という考えが昭和

初年に大乗仏教（ないし禅仏教）を背景とした東洋的一元論哲学を得るに至るというアイ

ディアを示している。 

本稿では，由五が提示した一元論的哲学を和田の労資共同論に見出したが，宗教的な意

義付けは与えなかった。和田の労資共同論は彼が実感として掴んだ雇用関係観に支えられ

ており，彼が保存したいと望んだ当時の日本の雇用関係の特質と考えられていた旧慣を象

徴的に現していた。感謝による報恩関係と権利・義務関係という対比に類似するものは，

たとえば salary と wage を語源的に比較することで見出せるし，雇用関係と家族関係の類

似性も世界的に見出せる現象である（実際に外国の福利厚生制度は温情为義として紹介さ

れていた）。また，宗教的にも「感謝」に高い価値を置くものは洋の東西を問わずに存在す

る。ただし，労資共同論は雇用関係を会社における末端に至るまで適用したところに特徴

があり，ここを強調すれば一元論とすることも可能である。そういう解釈を採るか否かは

措き，ここでは宗教や哲学的な裏付けより当時の社会慣習を理念型化して述べた点を指摘

するに留めておきたい。その限りでは宗教を含まない社会論・文化論によって理解できる

と考えている。 

ただし，和田の温情为義を考えるときに注意しておかなければならない点がある。それ

はある個人同士がお互いにどう接するかが問題にされていることである。すなわち，雇用

者の相手への「温情」及び被用者の相手への「温情」が相互に交換され，その結果，それ

                                                 
862 加地信行『儒教とは何か』中公新書，1990 年 
863 天理教は中山みきの神がかりに端を発する新興宗教だが，幸い本論中でも掲げた大谷渡

『天理教の史的研究』東方出版，1996 年は社会集団としての側面が分析されている。 
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ぞれが果たすべき役割を全うするべきであると考えられているのである。 

この問題に切り込んだのは管見の限りでは，スミス，トマス，唯一人である。すなわち，

「恩恵への権利」である864。スミスは日本における「権利」の概念の曖昧さを説いた。ス

ミスの議論は，隅谷三喜男以来，重視されてきた「人格」承認の要求がどういう意味を持

っていたのか，問いかける試みであった。本稿では第 7 章において大正 9 年の押上工場争

議において，争議の中心になった友愛会本部幹部や一部の職工と一般職工層の温度差を明

らかにした。本稿の議論によれば，組合幹部が団結権の内容を具体的に組合公認をさせる

ことと認識していたとした。このような細かい事実レベルではスミスの「権利」概念が曖

昧であるという为張とは必ずしも相容れないが，一般職工たちが旧来の温情为義を求めた

とする結論においてはスミスの議論を補完していると考えている。ただし，スミスの議論

をより深めるならば，彼が示した「権利」概念の違いだけではなく，さらに踏み込んで

benevolence と「恩恵」の異同について考える必要がある。だが，こうした問題はほとんど

手付かずで残されているといわざるを得ない。 

さらに，宗教性という点を掘り下げるのであれば，教化の中身に立ち入らなければなら

ない。ここでは宗教性とは死生観及び異界865観，宗教経験をあわせた意味として使う。教

化内容の検討は思想史的な分析が必要であり，二つの可能性から接近すべきであると考え

られる。第一は，比較宗教的な視点に立ち，宗教間の共通性が表現を違えて現出したもの

とする捉え方である。たとえば，ヒック，ジョンのような宗教多元为義がある。第二は，

必ずしも同質のものではない教義が習合され，共通性を持つに至ったものとする捉え方で

ある。最近の歴史研究では，本稿とは直接には関係しないが，マリンズ，マーク『メイド・

イン・ジャパンのキリスト教』トランスビュー，2005 年が近代日本に土着化したキリスト

教を対象とし，卖なる経典の言説分析に止まらず，各種の布教活動を実証的に明らかにし

ており，この論点を深める上で参考にすべき貴重な成果である。逆に言うと，キリスト教

の影響を受けた経営者がある労務管理施策を行ったという命題を立てる場合，どの国のど

の宗派のキリスト教で，その受容過程でどのような土着化が起こっているかというレベル

まで考証しないと，説明にはならないだろう。 

本稿で明らかにした職工への「教化」について，死生観や異界観の対立が関係するわけ

ではないので，宗教性を外した文化論・社会論で議論することが可能である。たとえば，

労務管理者の講話のなかにテキストとして儒教を透かして見ることが出来たとしても，彼

らがそこに加地の言う祖霊信仰を意図していたとは考えにくい。この意味では，労務管理

における意図と効果を考える上ではかえって宗教性を外した方が適切であろう。 

 ただし，宗教性については別に厄介な問題がある。すなわち，会社組織自体を宗教的な

                                                 
864 Smith, Thomas C. , "The Right to Benevolence: Dignity and Japanese Workers, 

1890-1920," Comparative Studies in Society and History, vol. 26, Calif. and London, Oct., 

1984, pp .587-613(スミス，トマス C.（大島真理夫訳）「恩恵への権利」『日本社会史におけ

る伝統と創造（増補版）』ミネルヴァ書房，2002 年)。また，Smith, Thomas C. , "Rights 

Ideology in the Japanese Labor Movement,"『経済学雑誌（大阪市立大学）』第 102 巻第 2

号, Osaka, Sep., 2001, pp. 31-69(スミス，トマス C.（大島真理夫訳）「日本の労働運動にお

けるイデオロギーとしての「権利」」『日本社会史における伝統と創造（増補版）』ミネルヴ

ァ書房，2002 年)も参照せよ。 
865 極楽，地獄，霊界等の呼称には拘らない。 
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観点から捉える視点である。中牧弘允『会社のカミ・ホトケ：経営と宗教の人類学』講談

社選書，2006 年がその視角を全面に押し出している。ただし，この本は問題喚起的に論点

を多く提示し過ぎており，仏教と神道の関係，経営者の神格化といった個々の論点を相互

にどう理解すべきか十分に整理されていない。本稿で会社において祭儀が習合性を有して

いたことを示したのは，労務管理が経営者個人の宗教的性格に規定されるという考え方を

相対化する意図があった（郡是製糸や倉敶紡績は例外）。和田豊治はカリスマ性を持った経

営者であり，独創的な労資共同論を为張し，実践していたが，本人は特定の宗派に帰依し

かったという意味で宗教に頓着しなかった。ただし，小山工場は創立の前に地鎮祭を行い，

構内に神社も存在していた。本稿ではこうした事実は捨象したが，会社と宗教の関係を考

える際には重要な論点となるだろう。 
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